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第1編 総  則  

 

第1章 総 則 

第1節 計画の目的 

この計画は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号､以下｢法｣という｡) 第42条の規定に基づき､白

石町防災会議が作成するものであり､本町の地域に係る防災に関し､町(消防機関を含む)､指定地方

行政機関､自衛隊､指定公共機関､指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者等(以下｢防災関

係機関｣という｡)が処理すべき事務又は業務の大綱を定め､さらに町民の役割を明らかにし､災害予

防､災害応急対策及び災害復旧･復興について必要な対策の基本を定めるとともに､これの総合的か

つ計画的な推進を図ることにより､町土並びに町民の生命､身体及び財産を災害から保護することを

目的とする｡ 

 

第2節 計画の性格 

この計画は､白石町の防災に関する基本計画であり､次の性格を有するものである｡ 

 

1.国(中央防災会議)の防災基本計画に基づいて作成し､指定行政機関及び指定公共機関が作成す防

災業務計画又は佐賀県防災会議が作成する佐賀県地域防災計画との整合を図ったものである｡ 

 

2.災害対策基本法及び防災関係諸法令に基づき､白石町の地域に係る防災に関する施策及び計画を

総合的に網羅し､体系的に位置づけするとともに､防災関係機関の実施責任を明らかにしたものであ

る｡ 

 

3.国土強靭化に関する部分については､その基本目標である 

① 人命の保護が最大限図られる 

② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧･復興 

を踏まえたものとし､大規模地震後の水害等の複合災害(同時又は連続して 2以上の災害が発生し､

それらの影響が複合化することにより､被害が深刻化し､災害応急対応が困難になる事象)も念頭に

置きながら､関係者一体となって事前防災に取り組んでいく｡ 

 

4.今後､防災基本計画若しくは防災業務計画が作成又は修正された場合や､防災に関する諸情勢に変

化が生じた場合などには､この計画に的確かつ速やかに反映させる必要があることから､毎年検討を

加え､必要があると認める場合は修正するものである｡ 

 

第3節 計画の構成 

この計画は､佐賀県地域防災計画と整合し､現実の災害に対する対応に即したものとなるよう､ 

災害の種類ごとに計画を作成しており､次のとおり6編をもって構成する｡ 
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1.第1編 総 則 

2.第2編 風水害対策 

3.第3編 地震･津波災害対策 

4.第4編 原子力災害対策 

5.第5編 その他災害対策 

6.第6編 資料･様式編 

第1編総則に続き､第2編から第4編までの各編には､それぞれの災害に対する予防､応急､復旧･復興

のそれぞれの段階における諸対策を具体的に述べている｡また､第5編その他災害対策には､航空災害

対策､林野火災対策､海上災害対策､大規模火事災害対策及び鉄道災害対策について特記すべき事項

を記述している｡ 

 

第4節 防災の基本理念 

  防災とは､災害が発生しやすい自然条件下にあって､県土並びに県民の生命､身体及び財産を災害

から保護する､行政上最も重要な施策である｡ 

 しかしながら､災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから､災害時の被害を最小化し､

被害の迅速な回復を図る｢減災｣の考え方を防災の基本理念とし､たとえ被災したとしても人命が失

われないことを最重視し､また経済的被害ができるだけ少なくなるよう､さまざまな対策を組み合わ

せて災害に備え､災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない｡ 

 

1.災害予防段階における基本理念｢周到かつ十分な災害予防｣ 

  災害の規模によっては､ﾊｰﾄﾞ対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから､ｿﾌﾄ 施策を可

能な限りすすめ､ﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄを組み合わせて一体的に災害対策の改善を図ることと する｡また､最新の

科学的知見を総動員し､起こり得る災害及びその災害によって引き起こされ る被害を的確に想定す

るとともに､過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ､絶えず災害対策 の改善を図ることとする｡ 

 

2.災害応急段階における基本理念｢迅速かつ円滑な災害応急対策｣ 

発災直後は､可能な限り被害規模を早期に把握するとともに､正確な情報収集に努め,収集し た情

報に基づき､生命及び身体の安全を守ることを最優先に､人材･物資等災害応急対策に必要 な資源を

適切に配分する｡また､被災者のﾆｰｽﾞに柔軟かつ機敏に対応するとともに､災害応急 段階において

は､防災関係機関は､災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮 するものとする｡ 

 

3. 災害復旧･復興段階における基本理念｢適切かつ速やかな災害復旧･復興｣ 

発災後は､速やかに施設を復旧し､被災者に対して適切な援護を行うことにより､被災地の復興を 

図る｡ 

 

第5節 計画の推進 

1.計画の作成 

この計画を作成するにあたっては､平成17年1月に合併した｢白石町｣に適応する計画づくりを 

行うため､旧白石町､旧福富町､旧有明町の地域防災計画の内容を総合的に精査､統合し､佐賀県地域

防災計画を基盤として作成を行なっている｡ 
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2.計画の推進 

町の関係部門はもとより､各防災関係機関及び町民は､できる限り本計画等の趣旨を尊重し､ 

特に､いつどこでも起こりうる災害による人的被害､経済被害を軽減する減災のための備えを一層実

するため､この計画に定めた各種計画･対策等の推進にあたることとする｡ 

 

第2章 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

第1節 実施責任 

  災害対策の実施に当たっては､防災関係機関は､それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施

していくとともに､相互に密接な連携を図るものとする｡併せて､県及び市町を中心に､住民一人一人

が自ら行う防災活動や､地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う

防災活動を促進することで､国､公共機関､地方公共団体､事業者､住民等が一体となって最善の対策

をとらなければならない｡ 

特に､災害時においては状況が刻々と変化していくことと､詳細な情報を伝達するいとまがないこ

とから､情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる｡このようなことを

未然に防ぐ観点から､関係機関は､防災対策の検討等を通じて､お互いに平時から災害時の対応につ

いてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとっておくこと等により､｢顔の見える関係｣を構築し信頼感を醸成するよう努める

とともに､訓練等を通じて,構築した関係を持続的なものにするよう努めるものとする｡ 

 

1.町 

町は､町の地域並びに町民の生命､身体及び財産を災害から保護するため､防災の第一次的責務者

として､県警察､指定地方行政機関､自衛隊､指定公共機関､指定地方公共機関及び他の地方公共団体

の協力を得て防災活動を実施する｡ 

 

2.県警察 

県警察は､警察法､警察官職務執行法､道路交通法等に基づき､県民の生命･身体及び財産の保護 

並びに公共の安全と秩序を維持する活動を実施する｡ 

 

3.消防署 

消防署は､関係自治体､指定地方行政機関､自衛隊､指定公共機関及び指定地方公共機関の協力を得て 

災害の防御､被害の軽減のための防災活動を実施する｡ 

 

4.県 

県は､災害が市町の区域をこえ広域にわたるとき､災害の規模が大きく市町(消防機関を含む｡)で処理する

ことが不適当と認められるとき､あるいは防災活動内容において統一的処理を必要としたり､市町(消防機関

を含む)｡間の連絡調整を必要とするときなどに､指定地方行政機関､自衛隊､指定公共機関､指定地方公共機関

及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに､市町(消防機関を含む｡)及び指定地方公共

機関の防災活動を援助し､かつその調整を行う｡ 
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5.指定地方行政機関 

指定地方行政機関は､指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防災活動を実施すると 

ともに､県及び町(消防機関を含む)の防災活動が円滑に行われるよう勧告､指導､助言等を行う｡ 

 

6.自衛隊 

自衛隊は､自衛隊法(昭和29年法律第165号)に基づき､災害派遣を実施する｡ 

 

7.指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は､その業務の公共性又は公益性に鑑み､自ら防災活動を実施すると 

ともに､県及び町(消防機関を含む｡)の防災活動が円滑に行われるよう協力する｡ 

 

8.公共的団体､防災上重要な施設の管理者等 

白石町内の公共的団体､防災上重要な施設の管理者等は､平素から災害予防体制の整備を図り､災害時には

災害応急対策活動を実施するとともに､町､その他の防災関係機関の防災活動が円滑に行われるよう協力する｡ 

 

9. 町民 

町民は､｢自らの命は自らが守る｣という防災の基本を自覚し､平常時より､災害に対する備えを心がけると

ともに､災害時には自らの身の安全を守るよう行動し､一人ひとりが防災に寄与するよう努める｡ 

 

10.町内事業者 

町内事業者は､平常時より､従業員に防災意識の啓発を行うとともに防災対策を行い､災害時には従業員 

及び来訪者の安全確保に努める｡ 

 

第2節 処理すべき事務又は業務の大綱 

各防災関係機関は､防災に関し､概ね次の事務又は業務を処理する｡また､町民及び町内事業者は､

次の項目について措置するものとする｡ 

 

1.町 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 

(1) 防災会議及び町災害対策本部に関すること 

(2) 防災に関する調査､研究に関すること 

(3) 町土保全事業等に関すること 

(4) 防災に関する組織の整備に関すること 

(5) 防災に関する施設､設備及び資機材の整備に関すること 

(6) 防災に関する物資等の備蓄に関すること 

(7) 防災思想･知識の普及､防災訓練の実施に関すること 

(8) 町内の公共的団体､自主防災組織の育成充実に関すること 

(9) 気象情報等の伝達､災害情報の収集､連絡及び被害状況の調査､報告に関すること 

(10) 災害時の広報に関すること 

(11) 避難の指示等に関すること 

(12) 災害の防御と被害拡大の防止のための応急措置に関すること 
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(13) 災害時における消防団との連絡調整に関すること 

(14) 消防活動に関すること 

(15) 被災者の救助､医療救護等の措置及び支援(収容を含む)に関すること 

(16) 防疫その他保健衛生､廃棄物処理に関すること 

(17) 被災町有施設及び設備の応急措置に関すること 

(18) 災害時の交通及び輸送の確保に関すること 

(19) 要配慮者､避難行動要支援者対策に関すること 

(20) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備､受入れ窓口に関すること 

(21) 他の市町との相互応援に関すること 

(22) 災害時の文教対策に関すること 

(23) 災害復旧･復興の実施に関すること 

(24) その他町の所掌事務についての防災対策に関すること 

 

2.県警察 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 

(1) 災害警備計画に関すること 

(2) 警察通信確保に関すること 

(3) 関係機関との連絡調整に関すること 

(4) 災害装備資機材の確保に関すること 

(5) 危険物等の保安確保に必要な指導､助言に関すること 

(6) 防災知識の普及に関すること 

(7) 災害情報の収集及び伝達に関すること 

(8) 被害実態の把握に関すること 

(9) 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること 

(10) 行方不明者の調査に関すること 

(11) 危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示､誘導に関すること 

(12) 不法事案等の予防及び取締りに関すること 

(13) 被災地､避難場所､重要施設等の警戒に関すること 

(14) 避難路及び緊急交通路の確保に関すること 

(15) 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること 

(16) 広報活動に関すること 

(17) 死体の見分･検視に関すること 
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3. 消防署(杵藤地区広域市町村圏組合､白石消防署) 

  処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 

 

(1)  防災に関する組織の整備に関すること 

(2)  防災に関する設備及び資機材の整備に関すること 

(3)  防災思想･知識の普及､防災訓練の実施に関すること 

(4)  消防活動に関すること 

(5)  被災者の救助､救急活動に関すること 

(6) 他の消防機関等との相互応援に関すること 

(7) 町の防災活動の援助に関すること 

(8) その他署の所掌事務についての防災対策に関すること 

 

4. 県(佐賀県､土木事務所､農林事務所等) 
 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(1) 県防災会議及び県災害対策本部に関すること 

(2) 市町及び指定地方公共機関の防災活動の援助及び総合調整に関すること 

(3) 防災に関する調査､研究に関すること 

(4) 県土保全事業等に関すること 

(5) 防災に関する組織の整備に関すること 

(6) 防災に関する施設､設備及び資機材の整備に関すること 

(7) 防災に関する物資等の備蓄に関すること 

(8) 防災思想･知識の普及､防災訓練の実施に関すること 

(9) 気象情報等の伝達､災害情報の収集､連絡及び被害状況の調査､報告に関すること 

(10) 災害時の広報に関すること 

(11) 災害の防御と被害拡大の防止のための応急措置に関すること 

(12) 被災者の救助､医療救護等の措置及び支援に関すること 

(13) 防疫その他保健衛生に関すること 

(14) 被災県有施設及び設備の応急措置に関すること 

(15) 災害時の交通及び輸送の確保に関すること 

(16) 要配慮者､避難行動要支援者対策に関すること 

(17) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備､受入窓口に関すること 

(18) 自衛隊の災害派遣に関すること 

(19) 他の都道府県との相互応援に関すること 

(20) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること 

(21) 災害時の文教対策に関すること 

(22) 災害復旧･復興の実施に関すること 

(23) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 
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5.指定地方行政機関 
   

機  関  名 
 

 
処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 

 

(1) 九州管区警察局 

(1) 九州管区警察局 

 

① 警察災害派遣隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること 

② 広域的な交通規制の指導調整に関すること 

③ 災害時における他管区警察局との連携に関すること 

④ 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること 

⑤ 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること 

⑥ 災害時における警察通信の運用に関すること 

⑦ 津波予報の伝達に関すること 

(2) 福岡財務支局 

(佐賀財務事務所) 

 

① 災害復旧事業費の査定立会に関すること 

② 緊急を要する災害復旧事業等のため､地方公共団体が災害つなぎ資金の 

貸付を希望する場合の､適切な短期貸付の措置に関すること 

③ 災害復旧事業等に要する経費の財源として地方公共団体が地方債を起こ 

す場合に､資金事情の許す限り､財政融資資金をもって措置することに 

すること 

④ 防災のため必要があると認められるとき､関係法令等の定めるところ 

 より､管理する国有財産の適切な無償貸付等の措置に関すること 

⑤ 関係機関と協議のうえ､民間金融機関相互の協調を図り､必要と認め 

 れる範囲内で､金融機関に対する緊急措置の適切な指導に関すること 

(3) 九州厚生局 

 

① 災害状況の情報収集 

② 関係職員の現地派遣 

③ 関係機関との連絡調整 

(4) 九州農政局 ① 国土保全事業(農地海岸保全事業､農地防災事業等)の推進に関するこ  と 

② 農作物､農地農業用施設等の被害状況に関する情報収集に関すること 

③ 生鮮食料品､農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要な指導に関 

すること 

④ 農作物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導に関すること 

⑤ 被災農地､農業用施設等の応急措置についての指導と､これらの災害復 

旧事業の実施及び指導に関すること 

⑥ 直接管理している､又は工事中の農地､農業用施設等についての応急付 

等に関すること 

⑦ 地方公共団体の要請に応じた農林水産省の保有する土地改良機械の貸付 

等に関すること 

⑧ 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等についての指導 

に関すること 

⑨ 災害時における食料の供給､価格動向等の情報についての緊急消費者 

相談窓口の設置に関すること 
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機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(5) 九州森林管理局 

(佐賀森林管理署) 

 

① 森林治山による災害防止に関すること 

② 国有保安林､保安施設､地すべり防止施設等の整備及び管理に関する 

こと 

③ 災害対策用木材(国有林)の払下げに関すること 

④ 林野火災対策に関すること 

(6) 九州経済産業局 

 

① 災害時における生活必需品､復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の 

確保に関すること 

② 災害時の物価安定対策に関すること 

③ 被災商工業者への支援に関すること 

(7) 九州産業保安監督部 ① 鉱山における災害の防止に関すること 

② 鉱山の施設の保全､鉱害の防止に関すること 

③ 火薬類､高圧ｶﾞｽ､液化石油ｶﾞｽ､都市ｶﾞｽ及び電気施設等の保安対策に関

すること 

(8) 九州運輸局 

(佐賀運輸支局) 

(佐賀運輸支局唐津庁舎) 

① 災害時における輸送用車両のあっせん･確保､船舶の調達･あっせん 

に関すること 

② 自動車運送事業者に対する運送命令等に関すること 

③ 運送等の安全確保に関する指導等に関すること 

④ 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること 

(9) 大阪航空局 

(福岡空港事務所) 

(佐賀空港出張所) 

① 災害時における航空機による輸送の安全確保に必要な措置に関するこ 

 と 

② 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

③ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

(10) 第七管区海上保安 

本部 

(唐津海上保安部) 

(三池海上保安部) 

① 災害時における救援物資､避難者等の緊急海上輸送の応援に関するこ 

 と 

② 海難救助､海上警備･治安維持､海上安全確保に関すること 

③ 海上災害に関する指導啓蒙､訓練に関すること 

(11) 福岡管区気象台 

(佐賀地方気象台) 

 

① 気象等(地震及び火山現象を除く)に関する予報･注意報･警報の発 

表及び伝達に関すること 

② 指定河川の洪水予報の発表及び伝達に関すること 

③ 津波予報･地震及び津波に関する情報の発表及び伝達に関すること 

④ 災害時における気象資料の提供に関すること 
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6.自衛隊 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(1) 災害時における人命救助､財産の保護及び防災関係機関が実施する災害応急対策の支援に関する

こと 

(2) 災害救助のため防衛庁の管理に属する物品の無償貸付又は譲与に関すること 

 

7.指定公共機関 

 

機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(1) 西日本電信電話㈱ 

(佐賀支店) 

① 電気通信設備及び付帯設備(建物を含む｡以下｢電気通信設備等｣と 

いう｡)の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 気象警報､津波警報の伝達に関すること 

③ 災害時における通信の確保に関すること 

 

 

 

 

 

 

(2) ㈱NTTﾄﾞｺﾓ 

(佐賀支店) 

(3)KDDI株式会社 

(4)ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社 

 

機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(12) 九州総合通信局 

① 非常通信体制の整備に関すること 

② 非常通信協議会の育成指導及び実施訓練等に関すること 

③ 災害時における通信機器､臨時災害放送局用機器及び移動電源車の貸出に

関すること 

④ 災害時おける電気通信の確保に関すること 

⑤ 非常通信の統制､管理に関すること 

⑥ 災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること 

(13) 佐賀労働局 ① 工場､事業場における労働災害の防止のための指導等に関すること 

(14) 九州地方整備局 

(佐賀国道事務所) 

(武雄河川事務所) 

(筑後川河川事務所) 

(唐津港湾事務所) 

① 直轄公共土木施設の防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 指定河川の洪水注意報･警報の発表及び伝達に関すること 

③ 水防警報の発表及び伝達に関すること 

④ 水防活動の指導に関すること 

⑤ 災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること 

⑥ 高潮､津波災害等の予防に関すること 

⑦ 港湾､海岸､河川災害対策に関すること 

⑧ 大規模災害時における緊急対応の実施 
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機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(5) 日本銀行 

(福岡支店､佐賀事務

所) 

① 通貨の円滑な供給確保に関すること 

② 災害時における金融機関に対する緊急措置の指導等に関すること 

(6) 日本赤十字社 

(佐賀県支部) 

① 災害時における医療救護の実施に関すること 

② 災害時における血液製剤の供給に関すること 

③ 義援金品の募集､配分に関すること 

④ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整に関すること 

(7) 日本放送協会 

(佐賀放送局) 

① 県民に対する防災知識の普及に関すること 

② 気象(津波)予警報等の周知に関すること 

③ 災害情報(被害状況､応急対策の実施状況等)の周知に関すること 

④ 社会事業団等による義援金品の募集､配分に係る広報に関すること 

(8) 西日本高速道路株

式会社 

(九州支社､佐賀高速道

路事務所､ 

久留米管理事務所､ 

長崎高速道路事務所 

① 高速自動車道路の維持､管理､修繕､改良及び災害復旧に関すること 

 

(9) 九州旅客鉄道㈱ 

 

① 鉄道施設等の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 災害対策に必要な物資､人員の緊急輸送の協力に関すること 

③ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

(10) 日本貨物鉄道㈱ 

(九州支社) 

① 鉄道施設等の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 災害対策に必要な物資の緊急輸送の協力に関すること 

③ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

(11) 日本通運株式会社 

(佐賀支店) 

① 災害対策に必要な物資､人員の緊急輸送の協力に関すること 

(12) 九州電力株式会社 

(佐賀支店) 

① 電力施設･設備の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 災害時における電力供給の確保に関すること 

(13)日本郵便株式会社 

佐賀中央郵便局 

① 災害時における郵政業務の確保に関すること 

② 災害時における郵政業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関する

こと 

 

8.指定地方公共機関 

 

機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(1) 地方独立行政法人 

佐賀医療ｾﾝﾀｰ好生館 

① 災害時における入院患者等の安全確保に関すること 

② 被災者に対する医療救護の実施に関すること 
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機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(2) 一般社団法人佐賀県 

  LPｶﾞｽ協会 

① LPｶﾞｽ施設の防災対策及び災害時における点検･供給対策に関する

こと 

(3) 公益社団法人佐賀県 

ﾄﾗｯｸ協会 

① 災害対策に必要な物資､人員の緊急輸送の協力に関すること 

(4)一般社団法人佐賀県ﾊﾞｽ･ 

ﾀｸｼｰ協会 

(5)株式会社ｴﾌｴﾑ佐賀 ① 町民に対する防災知識の普及に関すること 

② 気象(津波)予警報等の周知に関すること 

③ 災害情報(被害状況､応急対策の実施状況等)の周知に関するこ 

 と 

(6)株式会社ｻｶﾞﾃﾚﾋﾞ 

(7)長崎放送株式会社NBCﾗｼﾞｵ 

佐賀局 

(8)九州朝日放送株式会社 

(9)一般社団法人佐賀県医師会 ① 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

(10) 公益社団法人佐賀県 

 栄養士会 

① 災害時における栄養･食生活指導､支援に関すること 

(11)公益社団法人佐賀県看護 

協会 
① 災害時における看護､保健指導に関すること 

(12) 一般社団法人佐賀県 

歯科医師会 

① 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

② 身元確認に対する協力に関すること 

(13) 一般社団法人佐賀県 

薬剤師会 

① 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

② 医薬品の調剤､服薬指導及び医薬品の供給･管理に関すること 

(14)社会福祉法人佐賀県社会 

福祉協議会 

① 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関すること 

② 生活福祉資金に関すること 

③ 町､県が行う被災者状況調査の協力に関すること 

(15)一般社団法人佐賀県建設 

業協会 

① 災害時における公共施設の応急対策の協力に関すること 

 

9.公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 
 

機  関  名 
 

 
処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 

 

(1) 農業協同組合 

農業共済組合 

森林組合 

漁業協同組合 

① 町､県が行う被害状況調査､災害応急対策等への協力･連携に関すること 

 

(2) 商工会   ① 町が行う被害状況調査､災害応急対策等への協力･連携に関すること 

(3) 佐賀県地域婦人連

絡協議会 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(被災者支援及び女性の視

点を生かした災害対策の推進) 



総則[第２章 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 ] 

- 12 - 

 

 

機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(4) 公益社団法人佐賀

県福祉士会及び社団法

人佐賀県介護福祉会 

② 県域内の災害対策に対する助言に関すること(各会が関わる分野におけ

る被災者､要配慮者の支援等の災害対策の推進) 

(5) 佐賀県民生委員児

童委員協議会 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(地域の安全及び要配慮者

対策を中心とした地域における災害対策の推進) 

(6)佐賀県老人福祉施

設協議会､佐賀県身体

障害児者施設協議会､

佐賀県知的障害者福祉

協会､佐賀県保育会､社

団法人佐賀県私立幼稚

園連合会及び佐賀県私

立中学高等学校協会 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(それぞれの団体に関わる

施設利用者(要配慮者)の災害対策推進(必要に応じて他の機関団体との協

力)) 

 

(7)特定非営利活動法

人佐賀県難病支援ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(難病患者等に関する災害

対策の推進) 

 

(8)佐賀県防災士会 ① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(地域における自立的な災

害対策の推進) 

(9)佐賀県公民館連合

会 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(地域の防災拠点(避難所)

における災害対策の推進) 

(10)公益財団法人佐賀

県国際交流協会 

① 県域内の災害対策に対する助言に関すること(外国人に関する災害対策

の推進) 

(11)水道事業者､水道

用水供給事業者､工業

用水道事業者 

① 水道施設､水道用水供給施設､工業用水道施設､防災管理､及び被災時の復

旧に関すること 

② 災害時における給水の確保に関すること 

(12)電気通信事業者 

(NTTﾄﾞｺﾓ､KDDI株式会

社､ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社を

除く) 

① 電気通信設備等の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 災害時における通信の確保に関すること 

 

 

 

(13)株式会社ケーブル

ワン 

① 気象予報等の周知に関すること 

② 災害情報（被害状況・応急対策の実施状況等）の周知に関すること 

(14)都市ｶﾞｽ事業者､液

化ｶﾞｽ(LP)事業者 

① ｶﾞｽ施設の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

② 災害時におけるｶﾞｽ供給の確保に関すること 

(15)佐賀大学医学部付

属病院 

 

① 災害時における入院患者等の安全確保に関すること 

② 被災者に対する医療救護の実施に関すること 
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機  関  名 
 

 

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 
 

(16)病院等医療施設の

管理者 

① 災害時における入院患者等の安全確保に関すること 

② 被災者に対する医療救護の実施に関すること 

(17)社会福祉施設の管

理者 

① 災害時における施設入所者の安全確保に関すること 

(18)私立学校等の施設

者等 

① 災害時における幼児､児童及び生徒の安全確保に関すること 

② 災害時における文教対策の実施に関すること 

(19)道路･下水道施設･

河川･砂防施設等･治山

施設等･港湾･漁港･農

業用用排水施設の核管

理者､海岸管理者･施行

者 

① 所管施設の整備､防災管理及び被災時の復旧に関すること 

(20)危険物施設等の管

理者 

① 災害時における危険物施設､高圧ｶﾞｽ施設､LPｶﾞｽ施設､火薬類施設､放射性

物質取扱い施設及び毒物･劇物施設の安全確保に関すること 

(21)鉄道事業者 ① 鉄道設備等の整備､防災管理及び災害時の復旧に関すること 

② 災害対策に必要な物資､人員の緊急輸送の協力に関すること 

③ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

(22)一般社団法人佐賀

災害支援プラットフォ

ーム 

① 災害支援要請に対するボランティア派遣の総合調整に関すること 

② ボランティア団体が行う活動状況・内容等に関する情報の提供 

③ 一般ボランティア派とＣＳＯ等ボランティア団体との総合調整に関す

ること 

④ 避難所等における被災者への支援 

(23)その他法令又はこ

の計画により防災に関

する責務を有する者 

① 法令又はこの計画に定められた防災計画に関すること 

 

10.町民 
 

と る べ き 措 置 
 

(1) 自己､家族の生命､身体及び財産の安全確保 

(2) 地域における相互協力 

(3) 要配慮者の安全確認､避難誘導 

(4) 平常時における食品､飲料水､生活物資の備蓄 

(5) その他､町､県が行う災害予防､災害応急対策､災害復旧対策への協力 

 

 

 



総則[第２章 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 ] 

- 14 - 

 

11.事業所 

 

と る べ き 措 置 
 

(1) 事業活動における各種防災対策の実施 

(2) 災害時における従業員､来訪者の安全確保 

(3) 保有能力を活用した町民の安全確保への協力 

(4) その他､町､県が行う災害予防､災害応急対策､災害復旧対策への協力 

 

第3章 白石町の概況 

第1節 自然的環境 

1.位置･地勢 

白石町は､佐賀県の南西部､佐賀市中心部から25km圏内に位置し､北は六角川を境に大町町､江北

町､小城市に､西は武雄市及び嬉野市に､南は塩田川を境に鹿島市に接し､東南部は有明海に面してい

る｡ 

 町西方の杵島山系から東方へ広がる広大な白石平野は､古く弥生時代から自然陸化し､中世より現

代まで幾多の干拓事業で造成された土地であり､特色としては粘質土壌で､米･麦､野菜､施設園芸等

の農業好適地帯となっている｡ 

 また､六角川や塩田川をはじめとする川は､地域にうるおいを与えながら､宝の海とも言われる有

明海に注いでいる｡ 

 このように新町全体をみると､山と平野､川と海といった美しく個性豊かな自然が一体として揃っ

ている｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.気象状況 

本町の気象は､平均気温16.1℃と比較的温暖である｡年平均降水量は約1,822mm程度と､県平均より

気温及び降水量ともにやや少なくなっている｡ 

また､本町は台風の常襲地帯であるため､風雨による被害を時々受けている｡ 
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3.気象災害発生の特徴 

本町で発生する災害の多くは大雨による低地の浸水である｡また､暴風雨による六角川､塩田川及

びその支流河川の氾濫､堤防の決壊､高潮､風害が想定される｡ 

  これは､感潮河川である六角川及び塩田川は､干満の差が5mに及ぶ有明海に直結しているため､満

潮及び台風等による異常高潮時において､河川の排水が不能となることが起因しており､堤防の決

壊､堤防からの水のあふれ､氾濫の原因となっている｡ 

 また､各河川の排水施設は有明海の潮位の関係上常時開放して自然排水をすることが不可能である

ため､平坦部においても､各河川の排水機能不良に起因する洪水や浸水が発生し､常習災害を発生さ

せている｡ 

 これらの災害は､その種類毎に発生しやすい時期があり､大雨のように暖候時期に発生しやすいも

の､暴風雨のように夏から秋にかけて発生するものなど､気象災害が発生するような険悪な気象状態

が現れるとともに､これらに対応して災害を蒙りやすい環境の存在が条件となることは明らかであ

るが､近年においては､異常気象の発生や生活様式等の変化により､災害の発生する態様も変化して

いる｡ 

 

第2節 社会的環境 

災害は､自然的環境ばかりでなく次のような社会的環境により､その態様及び被害の程度等が異な

ってくるものであることから､防災を取り巻く社会的環境の変化に十分配慮しつつ､防災対策を推進

することが肝要である｡ 

1.3町合併による町域の拡大､生活様式の多様化 

2.建物の老朽化及び緊急通行車両が通行できない路地の存在 

3.公園､ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽといった土地利用の状況 

4.高齢化､国際化に伴う高齢者､障害者､外国人等の要配慮者の増加 

5.ﾗｲﾌﾗｲﾝ(電力､上･下水道､電話等)､交通ﾈｯﾄﾜｰｸ､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等への依存度の増大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   風水害対策 [第１章 総則] 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第 2 編  風水害対策》 
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第2編 風水害対策 

 

第1章 総 則 

第1節 計画の目的 

この計画は､災害対策基本法第42条の規定に基づき､白石町防災会議が作成する白石町地域防災計

画の一部を構成するものであって､暴風､竜巻､豪雨､豪雪､洪水､高潮､地すべり､土石流､がけ崩れ等

による風水害に対処するための総合的な計画であり､町並びに防災関係機関が､この計画に基づく風

水害に係る災害予防､災害応急対策及び災害復旧･復興を実施することにより､町土並びに町民の生

命､身体及び財産を風水害から保護し､被害を軽減することを目的とする｡ 

 

第2節 これまでの風水害被害 

本町は､その自然的､社会的環境から､これまで大雨､暴風雨､高潮､地すべり等による風水害の被害

を数多く受けてきた｡その主なものの特徴は､次のとおりである｡ 

 

1.大 雨 

本町で発生する風水害のうち､その半分は大雨によるものである｡ 

大雨の原因を分類すると､前線､低気圧､台風の順である｡ 

日降水量100㎜以上の大雨は､6月～7月の梅雨期に最も多く､この2か月で年間の約63%と最も多い｡

また､8月～9月は台風や秋雨前線等で年間の約20%を占めている｡ 

日降水量200㎜以上の大雨や1時間降水量50㎜以上の非常に激しい雨は､梅雨期間の6月下旬から 

7月中旬にかけて多い｡ 

大雨の降り方は､ 

   (1) 短時間(1～3時間) に集中して降る 

   (2) 長時間降り続いた結果､降水量が多くなる 

   (3) 長時間降り続く中で､短時間に集中して降る 

などに分けられるが､このうち(3)の降り方は､特に大きな災害を引き起こすことがある｡ 

 

2.台風による暴風雨 

本町は､台風が来襲する頻度が高い｡ 

台風は平均(統計期間:1981～2010年)すると1年間に約26個発生しており､その中の約11個が日本の 

300㎞以内に接近し､更にその中の約3個が上陸している｡九州北部地方には約3個の台風が接近し､そ

の中の約1個が九州に上陸している｡ただし､9個の台風が九州北部地方に接近した年(2004年)もあれ

ば､1個も接近しなかった年(1988年､2001年)もあるなど､年による変動も大きい｡ 

台風の接近で､大雨や暴風､高波､高潮などの顕著な気象現象が発生し､これまで度々大きな気象災

害が発生している｡ 

 

3.高潮 

有明海は､潮の干満差が著しく大きいことから､全国的にみても､特に高潮が起こりやすい条件に 

あり､過去にも､数多く高潮被害を受けている｡ 
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4.地すべり等 

本町西部には､地形的､地質的に不安定な山地丘陵地帯があり､土石流､地すべり､急傾斜地の崩壊

等の発生する危険性が高い｡ 

 

5.竜巻 

竜巻は､激しい空気の渦巻で､大きな積乱雲の底から漏斗状に雲が垂れさがり､陸上では巻き上が

る砂塵､海上では水柱を伴う｡ 

本県においても､過去に度々竜巻による被害が生じている｡ 

 

【資料編】 

･土石流危険流域､急傾斜地崩壊危険箇所等一覧(P521～P525) 

 

第3節 計画の前提 

この計画の前提は､次に示すとおりとする｡ 

 

1.豪雨･大雨(洪水) 

(1) 昭和28年の西日本全域にわたる記録的な豪雨災害は､今後も発生することを予想する｡ 

 (2) 昭和37年､38年､平成2年､令和元年､令和3年の集中豪雨による局地的な激甚災害は､今後 

も頻発することを予想する｡ 

 

2.台風 

台風常襲地帯としての立地的な条件から､暴風雨による影響を毎年受けることを予想する｡ 

 

3.高潮 

有明海の異常高潮は､過去における最大記録が発生することを予想する｡ 

 

4.地すべり等 

大惨状をきわめる地すべり､土砂崩れ等の災害は､多発的な傾向を辿ることを予想する｡ 

 

5.大雪 

昭和38年1月~2月､43年､平成28年のような大雪が今後も発生することを予想する｡
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第2章 災害予防対策計画 

第1節 安全･安心な町土づくり 

国､県､町及びその他の防災関係機関は､以下の施設等整備や対策の推進等を図るものとし､計画を

上回る災害が発生しても､施設等の効果が粘り強く発揮できるようにするものとする｡ 

また､老朽化した社会資本について､長寿命化計画の作成･実施等により､その適切な維持管理に努

めるものとする｡ 

国､県及び町は､｢自らの命は自らが守る｣という意識の徹底や､地域の災害ﾘｽｸと取るべき避難行動

等についての住民の理解を促進するため､行政主導のｿﾌﾄ対策のみでは限界があることを前提とし､

住民主体の取組を支援･強化することにより､社会全体としての防災意識の向上を図るものとする｡ 

また､国､県及び町は令和元年からわずか2年の間に､同じ地域に内水氾濫被害が発生したことを受け､内水氾濫軽

減のための対策や､内水状況の把握を進めていく｡ 

国､県及び町は､治水･防災･まちづくり･建築を担当する各部局の連携の下､有識者の意見を踏まえ､豪雨､洪水､高

潮､土砂災害等に対するﾘｽｸの評価について検討するものとする｡特に､豪雨や洪水のﾘｽｸ評価に際しては､浸水深や

発生頻度等を踏まえて検討するよう努めるものとする｡また､県及び町は､前述の評価を踏まえ､防災･減災目標を設

定するよう努めるものとする｡県及び町は､盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ､危険が確認された盛土

について､各法令に基づき､速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする｡また､県は､当該盛土について､対策

が完了するまでの間に､町において地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には､適切

な助言や支援を行うものとする｡ 

 

第1項 町土保全施設の整備 

災害を未然に防止するため及び被害を最小限に止めるため､風水害に先行した治山､治水等の防災

基盤の抜本的な整備と対策が必要であるため､以下の方針に基づき総合的かつ計画的に事業の推進

を図るものとする｡ 

 

1.杵島山山麓地帯の地すべり､土砂崩れ等の地域については､地すべり防止工事の促進を図る｡ 

 

2.六角川､塩田川並びにその支流等の河川を重点とした治水､河川改修等の必要な予防設備の整           

備促進を図る｡ 

 

3.有明海沿岸地域及び六角川､塩田川沿線の高潮危険地域については､海岸堤防等の保全強化の促進を 

図る｡ 

(1) 地盤災害防止施設等の整備  

【資料編】 土砂災害警戒区域の指定状況(P524～525) 

水資源の確保と流域の保全のため､保安林の整備と管理事業を強化し､崩壊地の復旧､崩壊防止､ 

地すべり防止事業を強力に推進し､町土保全の機能を拡大する｡ 

① 治山施設の整備 

ｱ 森林整備保全事業の推進 

町は､森林の整備･保全を通じて､豪雨･暴風雨等に起因する山地災害による被害を防止･ 

軽減するため､治山施設の整備等のﾊｰﾄﾞ対策と､山地災害危険地区に係る監視体制の強化､情報 

提供等のｿﾌﾄ対策を一体的に推進する｡特に､流木災害が発生するおそれのある森林について､ 



    風水害対策[第２章 災害予防対策計画] 

- 20 - 

 

流木捕捉式治山ﾀﾞﾑの設置や間伐等の森林整備などの対策を推進する｡ 

また､脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石･流木対策などを複合的に組み合わ 

せた地産対策を推進するとともに､住民等と連携した山地災害危険地区等の定期点検等 

を実施するものとする｡ 

ｲ 山地災害危険箇所の点検 

町は､山地災害を未然に防止するため､梅雨期･台風期前には､危険な地区を中心に点検を 

行う｡ 

ｳ 山地災害危険箇所の周知等 

町は､山地災害危険箇所について､地域住民に周知を図るとともに､雨量等の情報提供を 

行い､迅速な情報伝達体制の整備に努める｡ 

② 砂防施設の整備 

ｱ 砂防事業の推進 

町は､豪雨･暴風雨等に伴う土砂の流出による被害を防止するため､砂防施設の整備を推進する｡ 

ｲ 砂防指定地の点検 

町は､県と共同して､土砂災害を未然に防止するため､梅雨期･台風前期には､砂防指定地 

の点検を実施する｡ 

ｳ 土石流危険流域の周知等 

町は､土石流発生の危険性が高い流域ついて､地域住民に周知の徹底を図るとともに､雨 

量等の情報提供を行い､迅速な情報伝達体制の整備に努める｡ 

③ 地すべり防止施設の整備 

ｱ 地すべり防止事業の推進 

町は､豪雨･暴風雨等に伴う地すべりによる被害を防止するため､地すべり防止施設の 

整備に努める｡ 

ｲ 地すべり防止区域の点検 

町は､県と共同して地すべり災害を未然に防止するため､梅雨期･台風期前には､地すべり 

防止区域の点検を実施する｡ 

ｳ 地すべり防止区域の周知等 

町は､地すべり防止区域について､地域住民に周知を図るとともに､雨量等の情報提供を行 

い､迅速な情報伝達体制の整備に努める｡ 

④ 急傾斜地崩壊防止施設の整備 

ｱ 急傾斜地崩壊防止事業の推進 

町は､豪雨･暴風雨等に伴う急傾斜地の崩壊による被害を防止するため､急傾斜地崩壊防止 

施設の整備に努める｡ 

ｲ 急傾斜地崩壊危険区域の点検 

町は､県と共同して急傾斜地崩壊による災害を未然に防止するため､梅雨期･台風期前には､ 

急傾斜地崩壊危険区域の点検を実施する｡ 

ｳ 急傾斜地崩壊危険区域の周知等 

町は､急傾斜地崩壊危険区域について､地域住民に周知を図るとともに､雨量等の情報提供 

を行い､迅速な情報伝達体制の整備に努める｡ 
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⑤ 土砂災害のｿﾌﾄ対策 

ｱ 土砂災害警戒区域の指定等 

県は､土砂災害(土石流､地すべり､がけ崩れ)から町民の生命及び身体を保護するために､ 

土砂災害の発生するおそれのある箇所について｢土砂災害防止法｣の規定に基づく土砂災害 

警戒区域等の調査を実施し､町長の意見を聴いて､土砂災害により町民等に危害が生じる 

おそれのある区域を土砂災害警戒区域として､土砂災害により町民等に著しい危害生じる 

おそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定し､土砂災害特別警戒区域について 

は次の措置を講じるものとする｡ 

(ｱ) 住宅宅地分譲地､社会福祉施設等のための開発行為に関する制限(許可制) 

(ｲ) 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

(ｳ) 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

(ｴ) 勧告による移転者への融資及び資金の確保 

ｲ 土砂災害警戒情報の提供 

町は､関係機関の協力を得ながら､防災行政無線､広報車､携帯電話の緊急速報ﾒｰﾙ(株式会社 

NTTﾄﾞｺﾓが提供するｴﾘｱﾒｰﾙ､KDDI株式会社及びｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社､楽天ﾓﾊﾞｲﾙ株式会社が提供す 

る緊急速報ﾒｰﾙ等をいう｡以下同じ｡)などあらゆる手段を活用し､住民に対し迅速かつ的確に 

伝達する。 

ｳ 警戒避難体制の整備 

町は､土砂災害警戒区域等の指定があったときは､町地域防災計画において､当該警戒区域ご 

とに､土砂災害に関する情報の収集及び伝達､予報又は警報の発表及び伝達､避難､救助その他 

当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する下記の事項に 

ついて定めるものとする｡ 

(1) 避難指示等の発令基準 

町は､関係機関と協議し､土砂災害等に対する住民の警戒避難基準等をあらかじめ設定す 

るとともに､必要に応じ見直すものとする｡ 

(2) 土砂災害警戒区域等 

土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所について周知を行う｡ 

(3) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害警戒区域､町内会､自治会等､同一の避難行動をとるべき避難単位を考慮し､避難 

指示等の発令対象区域を設定する｡ 

(4) 情報の収集及び伝達体制 

雨量情報､土砂災害警戒情報､住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等についての 

情報の収集及び伝達体制を定め､住民への周知を行う｡ 

(5) 避難所の開設･運営 

土砂災害に対して安全な避難所の一覧表､開設･運営体制､避難所開設状況の伝達方法 

について定める｡ 

(6) 要配慮者への支援 

要配慮者関連施設､在宅の要配慮者に対する情報の伝達体制を定め､要配慮者情報の 

共有を図る｡ 
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(7) 防災意識の向上 

住民説明会､防災訓練､防災教育等の実施により､土砂災害に対する防災意識の向上を 

図る｡ 

【資料編】 

･土砂災害ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 

ｴ 緊急調査 

町は､重大な土砂災害が緊迫している場合は､町が適切に住民の避難指示の判断等を行える 

よう､土砂災害防止法に基づく緊急調査を実施し､被害の想定される区域･時期に関する情報 

の提供を行う｡ 

⑥ 開発行為における安全性の確保 

町は､各種法令等の規定に基づく宅地造成等の開発行為の許可(届出)にあたって､風水害に 

対する安全性にも配慮した審査･指導を実施するものとする｡ 

(都市計画法､森林法､採石法､佐賀県土地利用対策指導要綱) 

⑦ 災害危険住宅等の移転対策の推進 

ｱ 災害危険区域内の危険住宅の移転等 

(ｱ) 町又は県は､豪雨､洪水､高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築 

基準法第39条の災害危険区域のうち､町民の居住に適当でないと認められる区域内にある 

住居の集団移転を促進する｡（(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措 

置等に関する法律(昭和47年法律第132号)) 

(ｲ) 町は､がけ地の崩壊及び土石流等により町民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域から 

 危険住宅の移転を促進する｡(地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例 

(昭和49年条例第4号)) 

⑧ 地盤沈下防止等対策の推進 

町･県･国､は､地盤沈下防止等対策を総合的に推進するため､｢筑後･佐賀平野地盤沈下防止 

等対策要綱｣に基づき､地下水の採取目標の設定､適切な地下水の採取の指導､代替水源の確保､

代替水の供給及び地盤沈下による災害の防止等に関する措置を実施する｡ 

(2) 河川､ｸﾘｰｸ､海岸及びため池施設の整備 

① 河川関係施設の整備 

ｱ 河川関係施設の整備の推進 

河川管理者は､当面の目標として､中規模の洪水(概ね30年に一度発生する規模の降雨よる 

洪水)に対応できるよう､大河川の整備を推進し､及び時間雨量60㎜の降雨による洪水に対応 

できるよう､中小河川の整備を推進する｡ 

また､堤防､水門､排水施設などの河川関係施設の風水害に対する安全性を確保するため､点 

検要領等により､計画的に点検を実施するとともに､その結果に基づいて､緊急性の高い箇所 

から計画的､重点的に風水害に対する安全性の確保に努める｡ 

ｲ 水門等の管理 

河川管理者は､洪水･高潮等の発生が予想される場合には､操作規則に従い､速やかに水門･ 

樋門等の操作準備を行い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを前提と 

したうえで操作するものとする｡ 
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また､河川情報の一元的管理と伝達の円滑化を図り､下流域における溢水等の防止に努める｡ 

② 浸水想定区域内の洪水予報等の伝達方法､要配慮者利用施設等の指定 

町は､浸水想定区域の指定があったときは､少なくとも当該浸水想定区域ごとに､洪水予報 

等の伝達方法､避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項に 

ついて定めるものとする｡ 

ｱ 要配慮者利用施設の範囲 

水防法第15条に基づき､浸水想定区域内において主として高齢者､障がい者､乳幼児その他 

特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で､当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速 

な避難を確保する必要があると認められる要配慮者利用施設の範囲は次のとおりとする｡ 

(1) 高齢者施設､児童福祉施設､障がい児･者施設等の社会福祉施設 

(2) 病院､診療所の医療施設(有床に限る｡) 

(3) 幼稚園 

ｲ 洪水予報等の伝達体制の整備 

町は､前記(ｱ)に規定された要配慮者利用施設に対し､電話､FAX､電子ﾒｰﾙ等により､次に掲げ 

る情報等を伝達する｡ 

(1) 大雨警報､洪水警報 

(2) 六角川･塩田川洪水予報 

(3) 水位情報周知河川における特別警戒水位到達情報 

(4) その他､浸水対策上､有効な情報 

ｳ 洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成･公表 

河川管理者が浸水想定区域を指定した場合､町は､当該浸水想定区域における洪水予報等の 

伝達方法､避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項､配 

慮者利用施設の名称及び所在地について市民等に周知させるため､これらの事項を記載した 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等の配布その他必要な措置を講じる｡ 

③ ｸﾘｰｸの整備 

ｱ ｸﾘｰｸの整備の推進 

ｸﾘｰｸは､農業用水の貯留や送水機能のほか､洪水時には降雨を一時的に貯留し､地域を洪水か 

ら守る防災機能などの多面的機能を有しているため､防災機能の強化･保全のために護岸整 

備･除草等の水路断面の確保対策を推進するとともに､ｸﾘｰｸ管理者は､洪水前にあらかじめ 

ｸﾘｰｸ水位を下げるなどにより防災機能を発揮させるための対策に努める｡ 

また､現地調査を実施するなど施設の危険度を判定し､風水害に対する安全性を確保する 

ため､護岸整備･除草等の水路断面の確保対策を実施するなどその適切な管理に努める｡ 

ｲ 水門等の管理 

ｸﾘｰｸの管理者は､洪水の発生が予想される場合には､操作規程に従い､速やかに水門等の操作 

準備を行い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを前提としたうえで予 

備排水操作をするものとする｡ 

また､情報の一元化管理と伝達の円滑化を図り､洪水調整に努める｡ 
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④ 海岸施設の整備 

ｱ 海岸関係施設の整備の推進 

海岸管理者及び施行者は､既往最大規模等の高潮､波浪等に対応できるよう､海岸堤防､水門､ 

排水施設などの海岸関係施設の安全性を確保するため､点検要領等により計画的に点検を 

実施するとともに､その結果に基づいて､緊急性の高い箇所から計画的､重点的に風水害に 

対する安全性の確保に努める｡ 

また､現存する二線堤には､海水流の流入拡散を阻止し被害を最小限に抑える機能を持たせ 

ることが可能なものも存在するため､海岸管理者及び関係者は､その防護機能を把握した上 

で､適正な維持管理を行うよう努める｡ 

ｲ 水門等の管理 

海岸管理者は､洪水･高潮等の発生が予想される場合には､管理者の指示に従い､速やかに 

水門･樋門等の操作準備を行い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを. 

前提としたうえで操作するものとする｡ 

また､情報の一元的管理と伝達の円滑化を図り､後背地における溢水等の防止に努める｡ 

⑤ ため池施設の整備 

ｱ ため池の整備の推進 

ため池の管理者は､老朽化の著しいもの又は決壊により著しい災害をもたらす可能性の 

あるため池について､現地調査を実施するなど､施設の危険度を判定し､必要があれば補強 

対策や統廃合を実施するなどその適切な管理に努める｡ 

ｲ ため池の危険度の周知等 

ため池の管理者は､堤防決壊時の危険区域について地域住民に周知するとともに､風水害 

時の連絡体制の整備に努める｡ 

 

【資料編】 

･災害危険箇所に関る事項(P520～P525) 
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第2項 公共施設､交通施設等の整備 

1.公共施設等 

町･県･国･消防機関･警察機関は､災害応急対策を実施する上で拠点となるなど防災上重要な 

施設について､浸水経路や浸水形態の把握等を行い､これらの結果を踏まえ､浸水風水害に対する 

安全性の確保に努める｡ 

なお､避難所となる学校･公民館等の施設については､設計時において避難所として位置づける 

ことを考慮するとともに､必要に応じて､防災広場､男女別ｼｬﾜｰ室､備蓄のためのｽﾍﾟｰｽ及び通信設 

備等を整備し､避難所としての機能を向上させる｡ 

≪防災上重要な施設≫ 

施 設 の 分 類 施   設   の   名   称 

災害応急対策活動に必要な施設 白石町役場､白石警察署 

救護活動施設 消防関係施設､保健福祉事務所､病院 

避難所として位置づけられた施設 学校､公民館､集会施設など 

多数の者が利用する施設 図書館､集会施設､福祉施設など 

 

2.交通･通信施設 

主要な道路､鉄道､港湾､空港､通信局舎等の基幹的な交通･通信施設について､当該施設の管理者は､

代替路を確保するための道路ﾈｯﾄﾜｰｸの整備海上･航空交通ﾈｯﾄﾜｰｸの機能強化､施設･機能の代替性の

確保､各交通施設の間の連携の強化等により､大規模災害発生時の輸送･通信手段の確保､風水害に対

する安全性の確保に努めるものとする｡ 

(1) 道 路 

一般国道､県道､町道の各道路管理者は､風水害時の避難及び緊急物資の輸送に支障を生じない 

よう､地域情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ､道路防災対策を通じて､風水害に対する安全性､信頼性の高い道路 

網の整備を推進する｡ 

また､避難路､緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について､災害時の交通の確 

保を図るため､必要に応じて､区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに､無電柱 

化の促進を図るものとする｡ 

さらに､道路管理者は､落石､斜面崩壊等の通行危険箇所について点検を実施し､必要があれば予 

防工事を実施し､危険箇所の解消を図るとともに､風水害時には迅速な通行止などの危険回避措置 

を実施できるよう体制の整備に努める｡ 

(2) 鉄 道 

鉄道事業者は､大雨による浸水あるいは盛土箇所崩壊等による災害を防止するため､必要に応じ､ 

線路の盛土､斜面改良等を図る｡また､橋梁､その他の構築物等及び電気､建築施設について､保守検 

査を実施し､必要に応じて改良修繕工事の実施に努める｡ 
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(3) 港湾･漁港 

港湾及び漁港の管理者は､風水害時に､緊急物資や人員の海上輸送が確保できるよう､港湾及び 

漁港施設について､高潮や強風による波浪に対する安全性を確保するための整備に努める｡港湾管 

理者は､近年の高波災害を踏まえ､耐波性能の照査や既存施設の補強を推進する｡ 

また､走錨等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域及び海上施設周辺海域に面する 

港湾道路において､船舶の走錨等による事故を未然に防止するため､必要に応じて､防波堤及び防 

衝工の整備を行うものとする｡ 

なお､過去に被災した箇所など港湾内の脆弱箇所を把握し､関係事業者に情報共有することによ 

り連携を強化するものとする｡ 

(4) 臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

町は､災害応急対策に必要な人員､物資等の集積拠点となる輸送拠点施設等に､災害時に活用で 

きる臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄを整備するよう努める｡ 

 

第3項 ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設等の機能の確保 

上下水道､電力､電話､ｶﾞｽ､石油･石油ｶﾞｽ等のﾗｲﾌﾗｲﾝ施設や廃棄物処理施設は､町民の日常生活及び

社会､経済活動上欠くことのできないものであり､また､風水害発生後の災害復旧のための重要な使

命を担っている｡また､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災は､安否確認､住民の避難､救命･救助等の応急対策活動などに支

障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことになる｡このため､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､浸水

防止対策等風水害に対する施設の安全性の確保､災害後の復旧体制の整備､資機材の備蓄等を行うと

ともに､系統の多重化､拠点の分散､代替施設の整備等による代替性の確保にも努める｡ 

さらに､風水害時におけるﾗｲﾌﾗｲﾝの安全性･信頼性の向上等質の高いまちづくりに不可欠な電線類

の地中化を効果的に進める電線共同溝(C･C･BOX)等については､迅速な復旧の観点から架空線との協

調も考慮し､計画的に整備するほか､行政機関とﾗｲﾌﾗｲﾝ各事業者の連絡協議体制の強化を図る｡ 

 

1.水道施設 

(1) 水道施設の安全性の強化 

水道事業者及び水道用水供給事業者(以下｢水道事業者等｣という)は､水道施設の新設･拡張等 

の計画に併せて､計画的な施設の安全性の強化に努める｡ 

(2) 水道施設の点検･整備 

水道事業者等は､水道施設について､巡回点検を実施するとともに､老朽施設(管路)を計画的 

に更新する｡ 

(3) 断水対策 

水道事業者等は､基幹施設の分散､系統の多重化による補完機能の強化を図るとともに､断水 

に備えて､応急給水の拠点となる配水池等､貯水施設の整備に努めるとともに､水道事業者等間 

の相互応援体制を整備しておくものとする｡ 

(4) 資機材､図面の整備 

水道事業者等は､必要な資機材を把握し､あらかじめ調達方法･保管場所等を定めておくと 

ともに､日頃から図面等の整備を図り､施設の現況を把握しておくものとする｡ 
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2.下水道施設 

(1) 下水道施設の安全性の強化 

下水道管理者は､風水害時においても下水道による浸水防除機能を確保することができるよう､ 

重要幹線管渠､ﾎﾟﾝﾌﾟ場及び処理場等の整備や停電対策等に努める｡ 

(2) 下水道施設の保守点検 

下水道管理者は､下水道施設について､巡視及び点検を実施し､老朽施設､故障箇所の改善を実施 

する｡ 

(3) 資機材､図面の整備 

下水道管理者は､必要な資機材について､あらかじめ調達方法･保管場所等を定めておくととも 

に､日頃から図面等の整備を図り､施設の現況を把握しておくものとする｡ 

(4) 民間事業者等との連携 

下水道管理者は､民間事業者等との協定締結などにより発生後における下水道施設の維持又は 

修繕に努める｡ 

 

3.電力施設等の整備 

(1) 電力設備の災害予防措置 

九州電力株式会社は､災害対策基本法第39条に基づき定めた｢九州電力株式会社防災業務計画｣ 

により,電力設備の災害予防措置を実施する｡ 

(2) 電気工作物の巡視,点検,調査等 

① 九州電力株式会社は､電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し､ 

更に事故の未然防止を図るため,定期的に電気工作物の巡視点検(災害発生のおそれがある 

場合には特別の巡視)を実施する｡ 

② 九州電力株式会社は､自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い,感電 

事故の防止を図るほか,漏電等出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める｡ 

③ 町､九州電力送配電株式会社は､倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策とし 

て､地域性を踏まえつつ､災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の拡大に努めるもの 

とする｡ 

 

4.電気通信設備等の整備 

(1) 電気通信設備等の高信頼化 

電気通信事業者(西日本電信電話株式会社佐賀支店､株式会社NTTﾄﾞｺﾓ､KDDI株式会社､ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 

株式会社､楽天ﾓﾊﾞｲﾙ株式会社を含む｡以下本編において同じ｡)は､被害の発生を未然に防止するため､ 

次のとおり電気通信設備等の高信頼化のための整備を推進する｡ 

① 豪雨又は洪水､高潮等のおそれがある地域においては､耐水構造化を実施する｡ 

② 暴風のおそれがある地域においては､耐風構造化を実施する｡ 

③ 基幹的設備設置のため､安全な設置場所を確保する｡ 

④ 県､電気通信事業者は､倒木等により通信網に支障が生じることへの対策として､地域性 

を踏まえつつ､災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の拡大に努めるものとする｡ 
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(2) 電気通信ｼｽﾃﾑの高信頼化 

電気通信事業者は､被害が発生した場合においても､通信を確保するため､次により通信網の 

整備を推進する｡ 

① 主要な伝送路を多ﾙｰﾄ構成あるいはﾙｰﾌﾟ構成とする｡ 

② 基幹的設備を分散設置する｡ 

③ 通信ｹｰﾌﾞﾙの地中化を促進する｡ 

④ 主要な電気通信設備については､必要な予備電源を設置する｡ 

⑤ 重要加入者については､当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保する 

ため､2重ﾙｰﾄ化を推進する｡ 

 

5.廃棄物処理施設 

廃棄物処理施設については､大規模災害時に稼働することにより､電力供給や熱供給等の役割が果

たせるような施設整備に努めることとする｡ 

 

6.ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策の促進 

町は､自ら保有するｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑやﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策を講じるとともに､災害により情報ｼｽﾃﾑに

障害が発生した場合であっても､業務の中断を防止し､また､それを早期に復旧できるようICT部門の

業務継続計画(BCP)の策定に努める｡ 

また､企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する｡ 

 

第4項 建築物等の風水害に対する安全性の強化 

1.特定建築物 

学校､病院､旅館等多数の者が利用する特定の建築物については､当該建築物の所有者は､浸水経路

や浸水形態の把握を行い､これらの結果を踏まえ､浸水等風水害に対する建築物の安全性の確保に努

めるものとする｡ 

 

2.一般建築物 

町は､風水害に対する安全性の確保を促進するため､建築確認申請等を通じ､基準の厳守の指導等

に努める｡また､建築物や地下空間における浸水を防ぐため､防水扉及び防水板などの施設の整備を

促進するよう努める｡ 

 

3.落下物 

町は､建築物の所有者に対し､強風による窓ｶﾞﾗｽ､看板等の落下物防止対策の取組を指導する｡ 

 

4.文化財 

文化財所有者又は管理責任者は､町･県･国指定の文化財について､町･県･国の指導により､現状の

把握､補強修理及び応急防災施設の整備に努める｡ 

≪実施方法≫ 

指定文化財等については､その文化財的価値の保存を十分図る必要があるので､所有者･管理責 
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 任者は､現状等の十分な把握の上､必要なものについては防災管理計画を策定し､これに基づき修

理･防災設備の設置等を行うものとする｡町･県･国は､これらの事業に対し､必要な技術的指導･財政

的支援を行うものとする｡ 

 

 

 

 

第5項 風水害に強い土地利用の推進 

町及び県は､溢水､湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都市的土地利用を

誘導しないものとするなど､風水害に強い土地利用の推進に努める｡ 

また、町及び県は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれ

のある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとする。 

 

第2節 災害応急対策､復旧･復興に資する効果的な備えの推進 

第1項 情報の収集､連絡･伝達及び応急体制の整備等 

町､県及び各防災関係機関は､風水害による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を

及ぼす事態に備え､各機関の連絡が､相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ﾙｰﾄの多重化及び情

報交換のための収集･連絡体制の明確化など体制の確立に努めるとともに､町民等に対して迅速かつ

的確に情報を伝達できる体制を整備するものとする｡ 

また､通信連絡のための手段の確保を図るため､画像情報の収集･伝達機能の強化､情報通信施設の

耐震性の強化､停電対策､危険分散､さらに通信のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策などの推進に努める｡ 

なお､時間の経過により､関係機関や被災者等にとって必要な情報が変化していくことに鑑み､町､

県及び各防災関係機関は､あらかじめ､発災後の経過に応じて関係者に提供すべき情報について整理

しておくものとする｡ 

 

1.情報の収集､連絡･伝達体制の整備 

(1) 関係機関相互の連絡体制の整備 

町は､それぞれの機関及び機関相互間において情報の収集･連絡体制の整備を図るとともに､ 

その際の役割･責任等の明確化に努め､夜間､休日の場合等においても対応できる体制の整備を 

図る｡ 

また､情報の共有化を図るため､各機関が横断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し､共通 

のｼｽﾃﾑに集約できるよう努める｡なお､町及び県は､災害対策本部に意見聴取･連絡調整等のため､ 

関係機関等の出席を求めることができる仕組みの構築に努める｡ 

(2) 多様な情報収集手段の整備等 

町､県及び防災関係機関は､機動的な情報収集活動を行うため､必要に応じ航空機､船舶､車両 

など多様な情報収集手段を活用できる体制を構築するとともに､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ映像伝達ｼｽﾃﾑ､ﾄﾞﾛｰﾝ､ 

固定ｶﾒﾗ等による画像情報の収集･連絡ｼｽﾃﾑの整備を推進するものとする｡ 

また､衛星通信､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾒｰﾙ､防災行政無線等の通信手段の整備等により､民間企業､報道機関､ 

住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める｡ 

現状等の調査・防災管理計画の策定 

防災施設設置等に関する技術的指導・財政的

支援 

国・県 
指定文化財等の 

所有者・管理者 
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さらに､県は､被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し､県職員が被災市町 

の情報収集のため被災地に赴く場合に､どのような内容の情報をどのような手段で収集するかな 

どをあらかじめ定めるものとする｡ 

(3) 被災者等に対する情報伝達体制の整備等 

町､県及び防災関係機関は､気象､海象､水位等風水害に関する情報及び被災者に対する生活情報 

を大規模停電時も含め常に伝達できるよう､その体制及び施設･設備の整備を図るとともに､被災 

者等に対して必要な情報が確実に伝達･共有されるよう情報伝達の際の役割･責任等の明確化に努 

めるものとする｡ 

また､要配慮者､災害により孤立化する危険のある地域の被災者､旅行者等情報が入手困難な者 

に十分配慮しながら､報道機関に加え､防災行政無線のほか携帯端末の緊急速報ﾒｰﾙ機能､防災ﾈｯﾄ 

あんあん､ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ､Lｱﾗｰﾄ(災害情報共有ｼｽﾃﾑ)、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ等を活用し､警報等の住民への伝達 

手段の多重化･多様化に努めるとともに､情報の地図化等による伝達手段の高度化とともに災害情 

報を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努めるものとする｡電気事業者は､停電時にｲﾝﾀｰﾈｯ 

ﾄ等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるものとする｡ 

町及び県は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得すること

ができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとす

る。  

町及び県は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行う

ことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ず

るものとする。電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に

係る体制の整備に努めるものとする。通信事業者は､通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利

用者への周知に努めるとともに､通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を

図るものとする｡ 

(4) 観測施設･情報伝達ｼｽﾃﾑ等の維持及び整備 

町は､災害時の初動対応等に遅れが生じること等の無いよう､雨量､出水の程度等を観測するた 

めの施設･設備の維持及び整備充実に努めるとともに､防災情報ｼｽﾃﾑ等の災害情報を伝達するｼｽﾃﾑ 

の維持及び整備に努める｡ 

また､被災地における情報の迅速かつ正確な収集･連絡を行うため､情報の収集･連絡ｼｽﾃﾑのIT化 

に努める｡ 

(5) 無線従事者等の確保 

町は､職員に対して､防災行政無線取扱者(陸上特殊無線技士)等の資格者の増員･確保に努める｡ 

(6) 町における体制の充実･強化 

町は､住民等への情報伝達が迅速に行えるよう､施設･設備の管理に万全を期すとともに､風水害 

時にも有効に活用できるよう活用方法の周知に努める｡ 

また､大規模災害時において住民にきめ細かな情報発信を行う手段として､ｺﾐｭﾆﾃｨFMや臨時災害 

放送局(以下｢災害FM｣という｡)の活用が有効であるため､町は､ｺﾐｭﾆﾃｨFM局との協定締結や災害FM 

の活用方法を平常時から認知することなどにより災害時に活用できる体制を構築しておくととも 

に､県及び防災関係機関と連携して､住民に対しﾗｼﾞｵを常備するよう啓発に努める｡ 

(7) SNSを活用した情報収集 

SNS(ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ)による情報発信に加え､多くの町民がSNSを使用していることを踏 
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まえ､SNSを使用した情報収集を行うよう努める｡ 

なお､過去の災害では､SNSを使用した流言飛語が出回り､混乱が生じた事例もあることから､情 

報を活用する際は真偽の確認を行い､十分に留意するように努める｡ 

 

2.情報の分析整理 

町は､収集した情報を的確に分析整理するため､人材の育成を図るとともに､必要に応じ専門家の

意見を活用できるよう努める｡ 

また､平常時より自然情報､社会情報､防災情報等の防災関連情報の収集､蓄積に努め､総合的な防

災情報を網羅した各種災害におけるﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ､防災ﾏｯﾌﾟの作成等による災害危険性の周知等に生

かすものとする｡町及び県は､それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよ

う､情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化､ｵﾝﾗｲﾝ化､ﾈｯﾄﾜｰｸ化に努める｡また､必要に応じ､災害対策を支援する地理情報ｼ

ｽﾃﾑの構築について推進を図る｡ 

さらに､被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析･整理･要

約･検索するため､最新の情報通信関連技術の導入に努める｡ 

 

3.電気通信事業者による体制等 

(1) 電気通信事業者による通信網の整備 

電気通信事業者は､風水害時における情報通信の重要性を考慮し､通信手段を確保するため､ 

主要な電気通信設備等の耐水構造化等通信設備の被災対策を行うとともに､主要な伝送路構成 

の多ﾙｰﾄ又はﾙｰﾌﾟ化､基幹的設備の地理的分散､応急復旧機材の配備､主要な電気通信設備等への 

予備電源の設置､通信輻輳対策の推進などによる電気通信設備の安全･信頼性強化に向けた取り 

組みを推進する｡ 

また､電気通信事業者は､平常時から､主要な防災関係機関に災害時優先電話を設定し､災害時 

の通信の確保をに努める｡ 

(2) 電気通信事業者が提供する緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽの活用促進 

町及び県は､被災地への通信が輻輳した場合においても､指定したｴﾘｱ内の携帯電話利者に災害･ 

避難情報等を回線混雑の影響を受けずに一斉同報配信できる緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽの活用促進を図る｡ 

(3) 災害用伝言ｻｰﾋﾞｽの活用促進 

災害に伴い被災地への通信が輻輳した場合においても､被災地内の家族･親戚･知人等の安否等 

を確認できる情報通信手段である西日本電信電話株式会社等の通信各社が提供する｢災害用伝言 

ｻｰﾋﾞｽ｣について､県民の認知を深め､災害時における利用方法などの定着を図る必要がある｡ 

そのため､町及び県は､平常時から通信各社と連携しｻｰﾋﾞｽの取組みや利用方法等の周知に努め 

るものとする｡ 

また､災害時において西日本電信電話株式会社が｢災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ｣の運用を開始した場合に 

おける広報体制について､町及び県は西日本電信電話株式会社と協議しておく｡ 

≪災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ≫ 

○西日本電信電話株式会社 

･ 災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ(171) 

被災地の電話番号をｷｰとして安否等の情報を音声情報として蓄積し､録音･再生できるﾎﾞｲｽﾒｰﾙ｡ 
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･ 災害用ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ伝言板(Web171) 

被災地域の居住者がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して伝言板ｻｲﾄにｱｸｾｽし､電話番号をｷｰとして伝言情報 

(ﾃｷｽﾄ･音声･画像)の登録ができるｻｰﾋﾞｽ｡登録された伝言情報は､全国(海外含む)から電話番号 

をｷｰとして閲覧､追加伝言登録ができる｡ 

○携帯電話各社 

･ 災害用伝言板 

携帯電話のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機能で､伝言を文字によって登録し､携帯電話･番号をもとにして全国 

から伝言を確認できる｡ 

 

4.非常通信体制の整備 

(1) 非常通信訓練の実施 

風水害時における非常通信の円滑な運用と防災関係機関相互の協力体制を確立するため､平常 

時から伝送訓練等を行い､通信方法の習熟と通信体制の整備に努める｡ 

町､県及びその他防災関係機関は､風水害が発生し又は発生のおそれがある場合で､自己の所有 

する無線通信施設又は一般加入電話等が使用できないとき､又は使用が困難になった場合に対処 

するため､電波法(昭和25年法律第131号)第52条の規定に基づく非常通信の活用(目的外使用)を 

図ることとなっている｡ 

 

(2) 非常通信の普及･啓発 

防災関係機関に対し､風水害時における情報連絡手段としての非常通信の有効性及び利用促進 

について､普及･啓発を図る｡ 

 

第2項 防災活動体制の整備 

町及び各防災機関は､風水害時の対策推進のために参集体制の整備を図るとともに､その際の役 

割･責任等の明確化に努めるものとする｡ 

また､夜間､休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする｡ 

 

1.非常参集体制の整備 

町及び防災機関は､災害発生のおそれ､または発生した場合における災害応急措置を迅速かつ確実

に遂行するため､あらかじめ体制を定め所属職員に参集方法､配備先､措置内容等を周知徹底し､非常

参集の体制整備に努めるものとする｡ 

 

(1) 職員の参集体制の整備 

① 緊急参集職員の確保 

町は､災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合､あらかじめ定める防災対策要員を 

緊急に参集し､情報収集等にあたる職員を確保する｡ 
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《防災対策要員》 

防災対策要員 人 数 

課 長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職 員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長

補佐､農村管理係長､農村整備係長､水産林務係長､建設課課

長補佐､建設係長2､維持管理係長2､施設営繕係長､建築住宅

係長 

15 

 

② 連絡手段の整備 

ｱ 一般電話､携帯電話､防災行政無線､電報等迅速かつ確実な方法により連絡する｡ 

ｲ 特に緊急配置を必要とする時は､公用車等により連絡の措置をとる｡ 

 

《配置指示の伝達系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

 

③ 災害時の職員の役割の徹底 

町災害対策本部が設置された場合に､対策部長となる課長と､班長となる関係課長､係長等は､ 

各対策部及び各班が実施すべき業務について､あらかじめ要領などを定め､各対策部及び各班が 

実施すべき業務について､所属職員に周知徹底を図るものとする｡ 

 

 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連絡 指示 

協議 

関係職員 

指示 

分 団 長 

副分団長 

団 員 

配 置 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

事象確認の連絡：危機管理・防災係

長 

勤務時間外・休日等 
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④ 人材の育成･確保 

町､及び各防災関係機関は､応急対策全般への対応力を高めるため､研修制度･内容の充実､大学 

の防災に関する講座等との連携等により､人材の育成を図るとともに､緊急時に外部の専門家等 

の意見･支援を活用できるような仕組みを平時から構築すること努めるものとする｡ 

また､町及び県､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､発災後の円滑な応急対応､復旧･復興のため､災害対応経験者 

をﾘｽﾄ化するなど､災害時に活用できる人材を確保し､即応できる体制の整備に努めるものと 

する｡ 

また､町及び県は､退職者(自衛隊等の国の機関の退職者も含む｡)の活用や､民間の人材の任期 

付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努めるものとする｡ 

 

(2) 防災機関の参集体制の整備 

町及び防災機関は､あらかじめ防災対策の推進のための配備体制や職員の参集基準を明確にする 

など､初動体制を確立しておくものとする｡ 

 

(3) 応急活動ﾏﾆｭｱﾙ等の作成 

町は､それぞれの機関の実情を踏まえ､災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活 

動のためのﾏﾆｭｱﾙを作成し､職員に周知するとともに定期的に訓練を行い､資機材等の使用方法等 

の習熟､他の機関との連携等について徹底を図る｡ 

 

2.災害対策本部等の整備 

(1) 災害対策本部等 

町及び消防機関は､災害時に防災活動の中枢機関となる災害対策本部及び現地災害対策本部等 

を設置する本庁舎等について､洪水浸水想定区域､土砂災害警戒区域の危険箇所等に配慮しつつ､ 

情報通信機器の整備など必要な機能の充実を図るとともに､風水害に対する安全性の確保を図る 

ための措置を講じる｡ 

他の防災関係機関も､これに準じるよう努める｡ 

(2) 食料等の確保 

町は､風水害が発生した場合､災害対策を実施する職員は､少なくとも2日ないし3日間の連続し 

た業務が予想されるため､平常時より､職員の食料等の備蓄･調達体制に配慮しておくものとする｡ 

(3) 非常用電源の確保 

町及び消防機関並びに災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は､風水害が発生した場合､ 

電気が途絶することも予想されるため､再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等の代替ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑや電気自動車の活用を 

含め非常用電源施設､LPｶﾞｽ災害用ﾊﾞﾙｸ､燃料貯蔵設備等の整備を図り､十分な期間(最低3日間) 

の発電が可能となるような燃料の備蓄及び平常時からの点検､訓練等に努めるものとする｡ 

他の防災関係機関も､これに準じるよう努める｡ 

(4) 非常用通信手段の確保 

町及び消防機関並びに災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は､風水害が発生した場合､通信 

が途絶することも予想されるため､平常時より､衛星通信等非常用通信手段の確保を図るものとす 

る｡他の防災関係機関も､これに準じるよう努める｡ 
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3.防災拠点施設の整備 

町は､風水害時において､地域内での災害応急活動の現地拠点として､少なくとも1箇所以上の防災

拠点の整備を図る｡ 

≪主な機能≫ 

･緊急物資､復旧資機材の集積配送ｽﾍﾟｰｽ 

･地域の防災活動のためのｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 

･ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能 

･情報通信機能 

  ･警察･消防･自衛隊等の活動拠点 

≪対象施設≫ 

 〇 道の駅｢しろいし｣ 

 

4.ｺﾐｭﾆﾃｨ防災拠点の整備 

町は､町民の避難場所にもなり､また防災活動の拠点となるｺﾐｭﾆﾃｨ防災拠点の整備を図るとともに､

町民が容易に使用できる防災資機材等の整備に努める｡ 

≪主な機能≫ 

･避難所､備蓄施設(平時には地区住民のｺﾐｭﾆﾃｨの拠点) 

･避難場所としての広場 

･情報通信機器 

 

5.災害の未然防止 

公共施設の管理者は､施設の緊急点検､応急復旧等を実施するための体制の整備､必要な資機材の

備蓄に努める｡ 

河川管理者､海岸管理者及び農業用用排水施設の管理者､下水道管理者等は､ﾀﾞﾑ､せき､水門､ﾎﾟﾝﾌﾟ

場等の適切な操作を行うﾏﾆｭｱﾙの作成､人材の養成を行うものとする｡ 

 

6.道の駅防災拠点の整備 

町は､防災機能を有する道の駅を広域的な地域の防災拠点として位置付け､その機能強化に努め

る｡ 

≪主な機能≫ 

○ 避難所､備蓄施設 

○ 避難場所としての広場 

○ 情報通信機器 

 

7.業務継続性の確保 

町及び防災関係機関は､災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため､災

害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対

応力強化を図る必要があることから､業務継続計画(BCP)の策定等により業務継続体制の確保を図る

ものとする｡ 
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また､実効性のある業務継続体制を確保するため､地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ､

必要な資源の継続的な確保､定期的な教育･訓練･点検等の実施､訓練等を通じた経験の蓄積や状況の

変化等に応じた体制の見直し､計画の評価･検証等を踏まえた改訂などを行うものとする｡ 

特に､町は､災害時に災害応急対策活動や復旧･復興活動の主体として重要な役割を担うこととな

るため､業務継続計画(BCP)の策定等にあたっては､少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職

員の参集体制､本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定､電気･水･食料等の確保､災害時

にもつながりやすい多様な通信手段の確保､重要な行政ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ並びに非常時優先業務の整

理について定めておくものとする｡ 

 

8.災害対応ｽﾀｯﾌのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の構築 

町は､大規模又は対応が長期化するような災害が発生する場合に備え､災害対応を行うｽﾀｯﾌのﾊﾞｯｸ

ｱｯﾌﾟ体制の構築に努める｡ 

 

9.救援活動拠点の確保 

町は､各防災関係機関相互の応援が円滑に行えるよう､警察･消防･自衛隊等の部隊の展開､宿営 

の拠点､ﾍﾘﾎﾟｰﾄ､物資搬送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報共有 

に努める｡ 

 

第3項 相互の連携体制､広域防災体制の強化 

町及び各防災機関は､風水害に対処するため､あらかじめ関係機関と十分協議のうえ､相互応援協 

定の締結を推進する｡その際には､応援要請･受入れが迅速､円滑に実施できるよう要請の手順､情報 

伝達方法､連絡調整･受入窓口､指揮系統を明確にするなど､体制の整備に努める｡ 

なお､協定の締結に当たっては､近隣の機関等に加えて､大規模な災害による同時被災を避ける 

観点から､遠方に所在する機関等との間の協定締結も考慮する｡ 

 

1.市町間の相互応援協定 

町は､県内外の市町との災害時相互応援協定の締結を推進する｡ 

町は､必要に応じて､被災時に周辺市町が後方支援を担える体制となるよう､それぞれにおいて後

方支援基地として位置付けるなど相互にあらかじめ必要な準備を整えるものとし､県は必要な調整

を行う｡ 

 

2.保健医療分野の受援体制 

保健医療分野においては､保健福祉活動の総合調整のために厚生労働省が定めた他都道府県職員

等から構成される災害時健康危機管理支援ﾁｰﾑ(DHEAT)等の受援体制を整備する｡ 

 

3.町･消防機関と防災関係機関等との応援協定 

町､消防機関は､災害対策活動を円滑に実施するため､必要に応じて､防災機関又は民間団体等との

協定の締結を進める｡ 
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《現在締結している市町間での協定》 

協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 

消防相互応援協定 鹿島市･嬉野市 平成 18年 4月 1日 

武雄市､白石町間の消防相互応援協定 武雄市 平成 19年 4月 1日 

大町町､白石町間の消防相互応援協定 大町町 平成 20年 2月 1日 

災害時における相互応援協定 
長崎県諫早市･鹿島市･江北

町･太良町 
平成 24年 1月 18日 

佐賀県･市町災害時相互応援協定 佐賀県内全市町 平成 24年 3月 30日 

 

《現在締結している災害関係協定》 

協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 

防災映像情報の相互提供に関する基本協定 武雄河川事務所 ｹｰﾌﾞﾙﾜﾝ 平成23年3月28日 

白石町における大規模な災害時の応援に関

する協定 
国土交通省地方整備局 平成23年6月6日 

災害時における相互応援協定 
鹿島市､江北町､太良町､諫早

市 
平成24年1月18日 

佐賀県･市町災害時相互応援協定 
佐賀県及び白石町を除く県内

19市町 
平成24年3月30日 

災害時における災害救助犬の出動に関する

協定 

佐賀県､九州救助犬協会及び

白石町を除く県内 19市町 
平成24年4月17日 

佐賀県内住民の安全及び安心に係る原子力

防災高度化に関する協定 
九州電力株式会社 平成25年8月26日 

災害時における LP ｶﾞｽ等供給協力に関する

協定 

災害時における LP ｶﾞｽ協会杵

東支部 
平成26年4月1日 

特設公衆電話の設置･利用･管理等に関する

覚書 

西日本電信電話株式会社佐賀

支店 
平成26年6月2日 

災害時における水道施設復旧作業の応急対

策活動協力に関する協定 
白石町管工事組合 令和元年5月16日 

災害時における緊急輸送に関する協定 白石町ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ協同組合 平成27年6月12日 

福祉避難所の指定に関する協定 
白石高等学校､佐賀農業高等

高校 
平成27年6月19日 

地震等大規模災害時における災害廃棄物の

処理等の協力に関する協定 
佐賀県産業廃棄物協会 平成28年11月21日 

災害時における無人航空機による協力に関

する協定 
有限会社 岩本建設 平成29年11月7日 

災害時における物資供給に関する協定 NPO法人 ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ 平成30年7月25日 

災害時における協力に関する協定 
一般社団法人全日本冠婚葬祭

互助協会 
令和元年7月10日 
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佐賀県防災航空隊の運営に関する協定 

佐賀県及び白石町を除く県内

19 市町､佐賀中部広域連合､伊

万里･有田消防組合､鳥栖･三

養基地区消防事務組合､杵藤

地区広域市町村圏組合 

令和元年10月31日 

災害時における物資の調達及び供給に関す

る協定 
株式会社ｸﾞｯﾃﾞｲ 令和元年11月22日 

災害発生時における佐賀県白石町と白石町

関係郵便局の協力に関する協定 

日本郵便株式会社 

有明郵便局長武雄郵便局長 
令和元年12月16日 

白石町災害復旧に関する覚書 
九州電力株式会社 

武雄配電事業所 
令和元年12月20日 

災害に係る情報発信等に関する協定 ﾔﾌｰ株式会社 令和元年12月23日 

災害時の応急対策活動に関する協定 白石町建設業組合 平成31年4月1日 

災害時(異常降雨時)における緊急対応に関

する基本協定 

株式会社 酉島製作所佐賀営

業所 
令和2年5月11日 

災害時等における CSO 等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体との支

援協力に関する協定書 
佐賀災害支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 令和2年7月31日 

災害時における物資供給に関する協定 株式会社ﾅﾌｺ 令和2年12月21日 

災害時における物資供給に関する協定 祐徳自動車株式会社 令和3年3月22日 

災害時における燃料油の供給に関する協定

書 

佐賀県石油商業協同組合 

白石支部 
令和3年4月26日 

防災ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟに関する協定 九州朝日放送株式会社 令和3年6月28日 

白石町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設置及び運営に関

する協定書 

社会福祉法人 

白石町社会福祉協議会 
令和3年8月6日 

大規模災害発生時における白石警察署代替

駐車場として福富ゆうあい館駐車場の使用

に関する協定書 

白石警察署 令和3年9月16日 

4.消防関係相互の応援要請等 

(1) 佐賀県常備消防相互応援 

各消防機関は､災害が発生した場合､必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援要請 

を行なうものとする｡応援の要請は､｢佐賀県常備消防相互応援協定｣に基づき行なうものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し､迅速な人命救助活動等を行なうためには高度な資機材 

を保有し､訓練を積んだ救助隊の応援体制が必要となる｡このため､全国の消防機関が協力して 

専任の救助隊をあらかじめ消防庁に登録し､大規模災害発生時の出動体制を整備している｡大規模 

災害発生時において､町は必要に応じて県に対して､緊急消防援助隊の出動を要請し､救助､救急､ 

消火活動等について応援を求めるものとする｡ 

 

5.警察における広域応援要請 

大規模災害発生時において､警察は必要に応じて､全国の都道府県警察に対して広域緊急援助隊の

出動を要請し､被害情報､交通情報の収集､救出救助､緊急交通路の確保活動について応援を求めるも
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のとする｡ 

 

6.相互協力協定等の締結促進 

各防災関係機関は､災害時に相互連携し､円滑な防災活動が行われるよう､あらかじめ相互協力に

ついて定めるとともに､必要に応じて､民間団体等との協力協定等の締結を進める｡ 

町は､災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に､他の地方公共団体からの物資の

提供､人員の派遣､廃棄物処理等､相互に連携･協力し速やかに災害対応を実施できるよう､相互応援

協定の締結に努めるものとする｡ 

 

7.受援計画等の策定 

各防災関係機関は､災害の規模や被災地のﾆｰｽﾞに応じて円滑に他の防災関係機関から応援を受け

ることができるよう､応援計画や受援計画の策定に努めるものとし､応援先･受援先の指定､応援･受

援に関する連絡･要請の手順､災害対策本部との役割分担･連絡調整体制､応援機関の活動拠点､応援

要員の集合･配置体制や資機材等の集積･輸送体制等について必要な準備を整えるものとする｡ 

町は､国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速･的確に受け入れて情報共有や各種調整等

を行うための受援体制の整備に努めるものとする｡特に､庁内全体及び各業務担当部署における受援

担当者の選定や応援職員等の執務ｽﾍﾟｰｽの確保を行うものとする｡ 

また､町は､訓練等を通じて､被災市区町村応援職員確保ｼｽﾃﾑを活用した応援職員の受け入れにつ

いて､活用方法の習熟､災害時における円滑な活用の促進に努める｡ 

 

第4項 災害の拡大･二次災害の防止及び応急復旧活動 

1.浸水被害の発生･拡大防止及び水防活動従事者の安全確保 

町は､管轄区域内の河川､海岸ごとに､重要水防区域､危険箇所等について具体的な水防工法を検討

し､水防計画に定めておくものとする｡ 

また､浸水被害の拡大防止のための移動式ﾎﾟﾝﾌﾟ等の水防用･応急復旧資機材の備蓄を図るととも

に､関係業界団体からの協力が得られるよう連携の強化を進める｡ 

なお､水防計画の策定に当たっては､洪水･高潮の発生時における水防活動その他の危険を伴う水

防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに､必要に応じて､河川管理者の同意を

得た上で､河川管理者の協力について水防計画に定め､当該計画に基づく河川に関する情報の提供等

水防と河川管理の連携を強化するものとする｡水災については､気候変動による影響を踏まえ､社会

全体で被害を防止･軽減させるためのﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とし

て､国(国土交通大臣)及び県知事が組織する｢大規模氾濫に関する減災対策協議会｣｢県管理河川大規

模氾濫に関する減災対策協議会｣｢流域治水協議会｣等を活用し､国､県､市町､河川管理者､水防管理者

に加え､公共交通事業者､ﾒﾃﾞｨｱ関係者､利水ﾀﾞﾑ管理者等の集水域を含めた流域全体のあらゆる関係

者が協働し､｢流域治水｣の取組を推進するための､密接な連携体制を構築するものとする｡ 

また､町は､平常時より､災害による被害が予測される空き家等の状況の確認に努めるものとする｡ 

さらに､町は､災害時に､適切な管理のなされていない空き家等に対し､緊急に安全を確保するための必要最小限

の措置として､必要に応じて､外壁等の飛散のおそれのある部分や､応Z急措置の支障となる空き家等の全部又は一

部の除却等の措置を行うものとする｡ 
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2.土砂災害の発生､拡大防止 

町は､土砂災害の発生､拡大の防止を図るために必要な資機材の備蓄に努めるとともに､防災対策

の実施のための体制を整備しておくものとする｡ 

また､町が防災活動や住民等への避難指示等の対応を適時適切に行えるよう､支援するとともに､

住民自らの避難の判断等にも参考となるよう､国と県は次の情報を発表するものとし､そのための体

制を整備しておくものとする｡ 

(1) 土砂災害警戒情報 

大雨による土砂災害の危険度が高まった場合､佐賀地方気象台及び県は共同して土砂災害警戒 

情報を発表する｡ 

(2) 土砂災害緊急情報 

大規模な土砂災害が急迫している場合､特に高度な専門的知識及び技術が必要な場合は国が､ 

その他の場合は県が緊急調査を行い､被害の想定される区域と時期に関する情報(土砂災害緊急 

情報)を関係市町へ通知すると共に一般に周知する｡ 

 

3.迅速かつ円滑な応急復旧体制の確立 

町及びその他の防災関係機関は､平常時から国､他の地方公共団体等関係機関や､企業等との間で

協定を締結するなど､連携強化を進めることにより､災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応

急対策等が行えるように努めるものとし､協定締結などの連携強化に当たっては訓練等を通じて､災

害時の連絡先､要請手続き等の確認を行うなど､実効性の確保に留意するものとする｡ 

また､民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理､支援物資の管理･輸送等)に

ついては､あらかじめ民間事業者との間で協定を締結しておく､輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど､民間事業者のﾉｳﾊｳや能力等を活用するものとする｡ 

町及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､被災施設･設備の迅速な応急復旧を図るため､あらかじめ､図面等のﾃﾞｰﾀの

保存､情報収集･連絡体制､活動体制､広域応援体制等の確立に努め､特に人命に関わる重要施設に対

して､電気､通信等のﾗｲﾌﾗｲﾝ施設については､早期に復旧できるよう体制等を強化するものとする｡ 

また､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被害状況の予測･把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画

を作成し､体制を整備するとともに､応急復旧に関して､あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備

に努めるものとする｡ 

町､県及び防災関係機関は､他の関係機関と連携の上､災害時に発生する状況を予め想定し､各機関

が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画(ﾀｲﾑﾗｲﾝ)を作成するよう努めるものとする｡ 

また､災害対応の検証等を踏まえ､必要に応じて同計画の見直しを行うとともに､平時から訓練や

研修等を実施し､同計画の効果的な運用に努めるものとする｡ 

 

4.資機材等の確保 

町及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､風水害の発生に備えるため､平常時から応急復旧に必要な各種資機材の保

管状況を把握しておくよう努める｡ 

町及びその他の防災関係機関は､燃料､発電機､建設機械等の応急･復旧活動時に有用な資機材につ

いて､地域内の備蓄量､公的機関･供給事業者等の保有量を把握した上で､不足が懸念される場合に

は､関係機関や民間事業者との連携に努めるものとする｡ 
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なお､燃料については､あらかじめ石油販売業者と燃料の優先供給について協定の締結を推進する

とともに､平時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるものとする｡ 

町は､随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう､建設業団体等との災害協定の締

結を推進するとともに､災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保･育成に取

り組むものとする｡ 

 

5.町の役割分担 

町は､災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて､あらかじめ救助に必要な施

設､設備､人員等について意見交換を行うとともに､事務委任制度や救助実施市制度の積極的な活用

により役割分担を明確化するなど､調整を行っておくものとする｡ 

 

第5項 救助･救急､消防及び保健医療福祉活動体制の整備 

町､医療機関及びその他の防災関係機関は､災害時における救助･救急､消防及び保健医療に係る情

報の収集･連絡･分析等の重要性に鑑み､平時から情報連絡･災害対応調整等のﾙｰﾙ化や通信手段の確

保等を図るものとする｡ 

また、町においては関係者と連携し保健医療福祉活動を効率的に行うため､保健医療福祉活動の

総合調整機能の確立に努めることとする｡ 

 

1.救助活動体制の整備 

町及び消防機関､県警察､自衛隊､海上保安部は､大規模･特殊災害にも備えた救助用設備､資機材の

拡充整備に努めるとともに､災害時にその機能が有効適切に運用できるよう点検整備を実施する｡ 

また､職員の安全確保を図りつつ､効率的な救助･救急活動を行うため､｢顔の見える関係｣を構築し

信頼感を醸成するよう努め､相互の連携体制の強化を図るとともに､職員の教育訓練を行い､救助･救

急機能の強化を図るものとする｡ 

(1) 警察災害派遣隊の充実強化 

県警察は､即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣隊について､実践的な訓練､装備 

資機材の充実等を通じて､広域的な派遣体制の整備を図るものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊の充実強化 

消防機関は､緊急消防援助隊を充実強化するとともに､実践的な訓練を通じて､人命救助活動等 

の支援体制の整備に努めるものとする｡ 

 

2.保健医療福祉活動体制の整備 

(1) 災害拠点病院の整備 

町は､災害拠点病院について､次のとおり選定するとともに､施設等の風水害に対する安全性の 

確保､風水害時の患者受入機能及び災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)派遣機能の強化､患者搬送車の整備や 

応急用医療資機材の貸出などによる地域の医療施設を支援する機能等の強化を促進することに 

より､風水害時の医療体制の整備に努める｡災害拠点病院においては､ﾍﾘﾎﾟｰﾄの整備や食料､飲料 

水､医薬品､非常用電源用燃料の備蓄等の充実に努める｡ 

 



    風水害対策[第２章 災害予防対策計画] 

- 42 - 

 

① 災害拠点病院 

病   院   名 所  在  地 

白石共立病院 杵島郡白石町大字福田1296 

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原400 

佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島5-1-1 

(2) 災害時医療体制の整備 

町は､消防機関と医療機関､及び医療機関相互の連絡体制についての整備に努める｡ 

(3) 災害時緊急医薬品等の備蓄 

町は､医薬品等の安定的供給の確保を図るとともに､災害時緊急医薬品等の備蓄に努める｡ 

 

3.救急活動体制の整備 

町及び消防機関は､平常時から消防本部､消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り､区域内の

被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保､消防体制の整備に努める｡ 

また､消防機関は､救急搬送能力を高め､搬送途上における救命率の向上を図るため､高規格救急 

自動車の導入､救急救命士の養成に努めるとともに､医療機関と連携した救急搬送体制の確立に努 

める｡ 

 

4.消防活動体制の整備 

町及び消防機関は､平常時から消防本部､消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り､区域内の

被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保､消防体制の整備に努める｡ 

 

第6項 緊急輸送活動 

1.道路輸送の確保 

(1) 道路交通管理体制の整備 

道路管理者､県警察は､緊急輸送道路について､道路施設及び交通管制ｾﾝﾀｰ､信号機､交通情報板 

等交通管制施設の風水害に対する安全性の確保に努めるとともに､県警察は､警察庁､隣接又は近隣

県警察と協議し､広域的な交通管理体制の整備を図る｡ 

また､県警察は､道路交通機能の確保のため重要となる信号機への電源付加装置の整備等信号 

機滅灯対策を推進するものとする｡ 

(2) 関係機関等との協力関係の構築 

道路管理者は､民間団体等との協定を締結するなど､災害発生後の道路の障害物の除去によ 

る道路啓開応急復旧等に必要な人員､資機材等の確保体制の整備を進めるとともに､協議会の 

設置等による道路管理者相互の連携のもと､あらかじめ道路啓開等の計画を立案する｡ 

(3) 緊急輸送体制の整備 

町は､緊急輸送が円滑に実施されるよう､運送関係団体や物流事業者等と物資の輸送等に 

関する協定を締結するなど､緊急輸送体制の整備を進める｡ 
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2.海上輸送の確保 

港湾管理者は､建設業者と協定を締結するなど､災害発生後の港湾の障害物の除去､応急復旧等に

必要な人員､資機材等の確保体制の整備を進める｡ 

町は､関係団体との協定締結を検討するなど､緊急輸送のための海上輸送の協力体制の整備を進め

る｡ 

海上保安部では､次に掲げるようなものについて巡視船艇による緊急輸送活動が可能であるので､

町は､要請手続等について､県及び海上保安部と調整しておくものとする｡ 

(1) 救助･救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及び物資 

(2) 消防､水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資 

(3) 政府災害対策要員､地方公共団体災害対策要員､情報通信､電力､ｶﾞｽ施設保安要員等初動の応 

急対策に必要な要員等 

(4) 負傷者等の医療機関への搬送 

(5) 緊急輸送に必要な輸送施設､輸送拠点の応急復旧等に必要な人員及び物資等 

 

3.航空防災体制の強化 

町は､風水害時にﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを活用した広域的かつ機動的な緊急輸送活動が実施できるよう､県及び

関係機関等との調整を図り航空防災体制の整備に努める｡ 

 

第7項 避難及び情報提供活動 

1.町の避難計画 

町は､避難指示等の発令区域･ﾀｲﾐﾝｸﾞ､指定緊急避難場所､避難経路等の住民の避難誘導等警戒避難

体制をあらかじめ計画するものとする｡その際､水害と土砂災害､複数河川の氾濫､台風等による高潮

と河川洪水との同時発生等､複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする｡ 

(1) 全庁をあげた体制の構築 

町は,躊躇なく避難指示等を発令できるよう,平常時から災害時における優先すべき業務を絞 

り込むとともに,当該業務を遂行するための役割を分担するなど､全庁をあげた体制の構築に努 

めるものとする｡ 

(2) 避難指示等の判断･伝達ﾏﾆｭｱﾙの作成 

町は､避難指示等の迅速･的確な判断をするために､国が策定した｢避難情報等に関するｶﾞｲ 

ﾄﾞﾗｲﾝ(令和3年5月10日)｣に沿って､豪雨､洪水､土砂災害等の災害事象の特性､収集できる情 

報を踏まえつつ､避難すべき区域や判断基準を明確にしたﾏﾆｭｱﾙを整備するものとする｡ 

また､定めた基準に基づき適正な運用を行うとともに､判断基準について随時見直すもの 

とする｡ 

また､避難指示等を発令する際に､国又は県に必要な助言を求めることができるよう､連絡 

調整窓口､連絡の方法を取り決めておくとともに､連絡先の共有を徹底しておくなど､必要な 

準備を整えておくものとする｡ 

ｱ 洪水等 

町は､洪水等に対する住民の警戒避難体制として､洪水予報河川等については､水位情報､堤防 

等の施設に係る情報､台風情報､洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定する｡ 
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それら以外の河川等についても､氾濫により居住者や地下空間､施設等の利用者に命の危険を 

及ぼすと判断したものについては､洪水警報の危険度分布等により具体的な避難指示等の発令 

基準を策定する｡ 

また､避難指示等の発令対象区域については､受け取った居住者･施設管理者等が危機感を持 

つことができるよう､命を脅かす洪水等のおそれのある範囲を適切に絞り込んで発令できる 

よう､発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに､必要に応じて見直すよう努める｡ 

(｢町全域｣といった発令は避ける｡) 

県は､これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて､必要な助言等を行う｡ 

ｲ 土砂災害 

町は､土砂災害に対する住民の警戒避難体制として､土砂災害警戒情報が発表された場合に直 

ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するものと 

する｡ 

また､面積の広さ､地形､地域の実情等に応じて町をいくつかの地域に分割した上で､土砂災害 

に関するﾒｯｼｭ情報等を用い､危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警 

戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう､発令範囲をあらかじめ具体的に設定すると

ともに､必要に応じ見直すよう努めるものとする｡ 

ｳ 高潮災害 

町は､高潮災害に対する住民の警戒避難体制として､高潮警報等が発表された場合に直ちに避 

難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする｡ 

また､潮位に応じた想定浸水範囲を事前に確認し､想定最大までの高潮高と避難対象地域の範 

囲を段階的に定めておくなど､高潮警報等の予想最高潮位に応じて想定される浸水区域に避難 

指示等を発令できるよう､発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに､必要に応じ見直す

よう努めるものとする｡ 

(3) 指定緊急避難場所及び指定避難所 

町は､地域的な特性や過去の教訓､想定される災害等を踏まえ､都市公園､公民館､学校等の 

公共的施設等を対象に､風水害のおそれのない場所にある施設を､その管理者の同意を得たう 

えで､次の基準により､災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難 

場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について､必要な数､規模の施設等をあら 

かじめ指定し､日頃から住民等への周知徹底を図るものとする｡ 

特に､指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては､特定の災害において 

は当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に 

努めるものとする｡ 

町は､指定避難所内の一般避難ｽﾍﾟｰｽでは生活することが困難な高齢者､障がい者､乳幼児等 

の要配慮者のため､必要に応じて福祉避難所を指定するよう努めるものとする｡ 

・指定緊急避難場所 

ｱ 指定基準 

町は､被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害 

に対して安全な構造を有し､想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受入れ部分及 

び当該部分への避難路を有する施設であって､災害発生時に迅速に避難場所の開放を行う 
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ことが可能な管理体制等を有するものを災害種別ごとに指定するものとする｡ 

また､災害の想定等により必要に応じて､近隣の市町の協力を得て､指定緊急避難場所を近 

隣市町に設けるものとする｡ 

・指定避難所 

ｱ 指定基準 

(ｱ) 町は､被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し､速やかに被災者等を受け 

入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって､想定される災害による影響が比 

較的少なく､災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする｡ 

なお､福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては､要配慮者 

   の円滑な利用を確保するための措置が講じらており､また災害が発生した場合において要配 

   慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され､主として要配慮者を滞在させる 

  ために必要な居室が可能な限り確保されるもの等を指定すること｡特に、要配慮者に対して円滑 

な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。また､指定緊急避難場所と 

指定避難所は相互に兼ねることができる｡ 

(ｲ)  町は､指定避難所内の一般避難ｽﾍﾟｰｽでは生活することが困難な障害者､医療的ｹｱを必要とする者等の要 

配慮者のため､必要に応じて､福祉避難所として指定避難所を指定するよう努めるものとする｡特に､医療的 

ｹｱを必要とする者に対しては､人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう 

努めるものとする｡ 

(ｳ) 町は､学校を指定避難所として指定する場合には､学校が教育活動の場であることに配慮 

するものとする｡また､指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上､指定 

避難所となる施設の利用方法等について､事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関 

係者と調整を図るものとする｡ 

(ｴ) 避難者1人当たり概ね2㎡以上確保できる施設であること｡ 

(4) 機能の強化 

町は､あらかじめ指定避難所の機能の強化を図るため､次の対策を進める｡対策に当たっては､ 

要配慮者､男女双方の視点並びに家庭動物を連れて避難する人がいることなど地域の実情に応 

じて居住空間に配慮する必要がある｡ 

また､指定避難所の物資等の備蓄に当たっては､｢県･市町の物資に関する連携備蓄体制整備 

要領｣に基づき､県･町において整備するものとする｡ 

① 必要に応じ､換気､照明など良好な生活環境を確保するための設備の整備 

② 非常用電源､ガス設備、衛星携帯電話等の通信機器､空調､就寝ｽﾍﾟｰｽ､更衣室､仮設ﾄｲﾚ(洋式 

ﾄｲﾚが望ましい)､ﾏｯﾄ､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ､貯水槽､井戸等のほか､多機能ﾄｲﾚなど要配慮者にも配慮した 

避難の実施に必要な施設･設備の整備。 

また､停電時においても､施設･設備の機能が確保されるよう､再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの活用 

を含めた非常用発電設備等の整備 

③ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整備 

④ 指定避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保､及び食料､飲料水､常備薬､炊き出 

し用具､毛布等避難生活に必要な物資の備蓄･供給体制の確立 

⑤ 飲料水の給水体制の整備 
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⑥ 支援者等の駐車ｽﾍﾟｰｽの確保 

(5) 避難路及び誘導体制 

① 町は､住民の安全を第一に､住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう､あらかじめ 

避難路を指定するとともに､標識等を設置し､住民への周知徹底を図る｡ 

また､指定緊急避難場所に通じる階段､通路等を整備し､その周知に努めるとともに､その 

安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫･改善に努めるものとする｡ 

② 町は､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し､安否確認を行うため､住民､ 

自主防災組織等の協力を得ながら､平常時から､次の事項等に留意した避難行動要支援者の情 

報の把握･共有､避難誘導体制の整備を図る｡ 

(ｱ) 避難行動要支援者の実態把握 

(ｲ) 避難路の整備及び選定 

(ｳ) 避難所の受入環境 

(ｴ) 避難誘導責任者及び援助者の選定 

③ 町は､避難誘導にあたっては､避難路や指定緊急避難場所等を含め地域の実情に詳しくない 

 旅行者等の一時滞在者がいることにも配慮するとともに､訪日外国人旅行者等避難誘導の際 

 に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備に努めるものとする｡ 

④ 町は､避難時の周囲の状況等により､避難のために移動を行うことがかえって危険を伴う場 

合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は､｢近隣の安全な場所｣への移動又は｢屋内安 

全確保｣を行うべきことについて､日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする｡ 

⑤ 町は､地域防災計画の中に､避難誘導や上記ｱ～ｴに関する計画を定めておくものとし､浸水想 

定区域及び土砂災害警戒区域の指定を受けた場合においても､避難に必要な事項等について地 

域防災計画に定めておくものとする｡ 

(6) 指定避難所の管理運営 

町は､指定避難所の管理運営を円滑に実施するため､県が策定した｢避難所ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣及び 

｢避難所運営ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾓﾃﾞﾙ｣等に基づき､指定避難所の開設手順や避難者の受入方法､運営組織等 

の必要な事項について､運営ﾏﾆｭｱﾙ等をあらかじめ定め､訓練を実施するものとする｡この際､住民 

等への普及に当たっては､住民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努める 

ものとする｡ 

また､指定管理施設が指定避難所となっている場合には､指定管理者との間で事前に指定避難所 

運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする｡町及び各指定避難所の運営者は､指定避 

難所の良好な生活環境の継続的な確保のために､専門家､NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との定期的な情報交換や 

避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする｡ 

(7) 避難所生活上必要となる基本的事項 

① 情報の提供 

避難所生活で必要な情報として､初動期には安否情報､医療救護情報､水･食料等生活物資 

情報､復旧期には教育や仮設住宅情報､生活再建に向けての情報等が必要となる｡なお､要配慮 

者に配慮した情報提供を行うためには､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが重要な役割を果たすが､ほかに情報を提供 

する機器についても特別な配慮が必要である｡ 
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② 飲料水､食料､生活物資の供給 

水､食料､物資の供給については避難者ﾆｰｽﾞの的確な把握と公平な配分に心がけるとともに､ 

初動期には生命維持を最優先に質･量の供給を､復旧過程期以降には健康保持や避難者のﾆｰｽﾞ 

の多様性にも配慮した供給を図る必要がある｡ 

③ 保健衛生(ﾄｲﾚ､簡易入浴施設､ごみ処分) 

負傷した避難者や避難生活中における軽度の疾病に対処することができるよう､応急救護 

施設の整備､また､避難所内の環境整備を図るため､ﾄｲﾚ､簡易入浴施設の用意､ごみの処理方法､ 

季節を考慮した対応の検討が必要である｡ 

④ ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 

長期にわたる避難所での集団生活により､精神的な疲労がたまり､健康を害したり､ﾄﾗﾌﾞﾙを 

起こしたりすることが考えられるため､避難所生活の長期化に備えたﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保対策を 

検討しておく必要がある｡ 

⑤ 高齢者､障がい者､児童､外国人､妊産婦等に配慮した対応 

町が策定した避難行動要支援者の全体計画に基づき､平常時から地域内の避難行動要支援者 

の実態把握に努め､災害時における避難所では災害情報の提供や要配慮者用ｽﾍﾟｰｽの確保､必要 

な育児･介護･医療用品の調達等避難所生活について十分配慮する必要がある｡ 

⑥ 在宅等被災者に配慮した対応 

自宅や車上など避難所以外で避難生活を送る者でも､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災等により物資や情報等が 

届かない場合には､必要に応じて､近隣の避難所において物資の供給や情報の提供等を行うよう 

配慮する必要がある｡ 

また､こうした者のほか､災害により孤立化する危険のある地域の被災者､応急仮設住宅とし 

て供与される賃貸住宅への避難者､所在が把握できる広域避難者に対しても情報を提供できる 

体制の整備に努めるものとする｡ 

⑦ 居住地以外の市町村に避難する被災者に対して､必要な情報や支援･ｻｰﾋﾞｽを容易かつ確実 

に受け渡すことができるよう､被災者の住所地等の情報を避難元の地方公共団体が共有する 

仕組みの円滑な運用･強化を図るものとする｡ 

⑧ 車中泊者等への対応 

町は､大規模な駐車場について調査･把握を行い､被災者が車上生活やﾃﾝﾄ生活を送るため使 

用できるよう施設管理者と協定を締結するとともに､指定避難所に準じた運営を行えるよう地 

域住民や企業等も含め､体制を検討する 

⑨ ﾎｰﾑﾚｽへの対応 

町は避難所に避難したﾎｰﾑﾚｽについて､住民票の有無等に関わらず適切に受け入れるよう､地 

域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら､あらかじめ受け入れる方策について定 

めるよう努めるものとする｡ 

 

2.広域避難体制の整備 

町及び県は､大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう､必要に応じ､他の地方公共団

体との広域一時滞在(被災住民が､県内又は県外の区域に一時的な滞在を行うことをいう｡)に係る応

援協定の締結や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など､災害時の
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具体的な避難･受入方法を含めた手順等を定めるものとする｡ 

町は､指定避難所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについても定めるなど､他の

町からの被災住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとす

る｡ 

 

3.保育園､学校等､病院等､社会福祉施設等の避難計画 

(1) 保育園及び学校等 

① 避難計画等の整備 

保育園及び学校等の管理者は､風水害時における園児､児童及び学生(以下｢生徒等｣という｡) 

の安全を確保するため､あらかじめ､避難場所､避難経路､誘導責任者､誘導方法等についての避 

難計画を作成する｡ 

また､保護者との間で､災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するﾙｰﾙを､ 

あらかじめ定めるよう促すものとする｡ 

町は､小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため､災害発生時における幼稚園･ 

保育所･認定こども園等の施設と町間､施設間の連絡･連携体制の構築に努めるものとする｡ 

② 教育訓練の実施 

園長及び学校長は､避難計画等に基づき､職員や園児､児童及び生徒に対する防災教育･防災 

訓練の実施に努めるものとする｡ 

(2) 病院等 

① 避難計画等の整備 

病院等の管理者は､風水害時に備え､あらかじめ緊急連絡体制､避難場所､避難経路､誘導責任 

者､患者の移送に必要な資機材の確保､避難時における医療の維持方法等についての避難計画 

を作成する｡特に､夜間等における消防機関等への緊急通報及び入院患者の避難誘導体制に配 

慮した体制の整備を図る｡ 

② 教育訓練の実施 

病院等の管理者は､避難計画等に基づき､職員等に対する防災教育及び防災訓練の実施に努 

めるものとする｡ 

(3) 社会福祉施設 

① 避難計画等の整備 

社会福祉施設の管理者は､あらかじめ､誘導責任者､避難経路､避難場所､入所者等の移送に 

必要な資機材の確保､関係機関との連携方策等についての避難計画を作成する｡ 

② 教育訓練の実施 

社会福祉施設の管理者は､避難計画等に基づき､職員等に対する防災教育及び防災訓練の 

実施に努めるものとする｡ 

(4) 不特定多数が使用する特定施設等 

不特定多数の者が使用する特定の施設等の管理者は､あらかじめ､職員の役割分担､動員計画 

及び緊急連絡体制､誘導責任者､避難場所､避難経路などについての避難計画を作成するとともに､ 

 防災訓練を実施するものとする｡なお､必要に応じ､多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画､ 

 訓練とするよう努める｡ 
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(5) 指導の充実 

町は､各施設等の管理者が､適切な避難計画を策定し､適切な避難訓練等を実施できるよう必要 

な指導･助言等を行うものとする｡また､学校等が保護者との間で､災害発生時における児童生徒等 

の保護者への引渡しに関するﾙｰﾙを､あらかじめ定めるよう促すものとする｡ 

 

4.応急住宅 

(1) 建設資材の調達 

町は､業界団体等と連携を図りつつ､応急仮設住宅の建設資材の調達･供給体制を整備する｡ 

国は､要請に応じ速やかに国有林材の供給に努める｡ 

(2) 応急仮設住宅の建設場所 

風水害が発生し､応急仮設住宅の建設が必要な場合に備えて､町は､平常時から､二次災害の危険 

のない適地を選定し､応急仮設住宅の建設候補地台帳を作成しておくものとする｡ 

また､町は､学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には､学校の教育活動に十分 

配慮するものとする｡ 

(3) 公営住宅等への収容 

町は､公営住宅等の空き家状況を平常時から把握しておき､被災者への迅速な提供体制を整備 

するとともに､入居選考基準､手続き等について定めておくものとする｡ 

(4) 民間賃貸住宅の活用 

町及び県は､民間賃貸住宅を災害時に迅速にあっせんできるよう､体制の整備に努めるものと 

する｡また､借上げの円滑化に向け､その際の取扱い等について､あらかじめ定めておくものとする｡ 

 

5.被災者支援体制の整備 

町及び県は､平常時から､被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し､地域の実情に応じ、災害ケ

ースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな

支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組み等の整備に努めるものとする｡ 

 

第8項 避難行動要支援者対策の強化 

風水害時には避難などの行動に困難が生じ､また､避難生活においても厳しい環境に置かれること

が考えられる高齢者､障がい者､乳幼児等の要配慮者のうち､特に災害時に自ら避難することが困難

なものであって､その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者に

対しては､避難行動要支援者の個別避難計画に基づき､事前に援助者を決めておくなどの平常時から

の地域における支援体制づくりや､社会福祉施設･病院等の防災対策の充実など防災対策の推進を図

る｡ 

1.地域における避難行動要支援者の支援体制づくり 

(1) 地域安心ｼｽﾃﾑの整備 

平時における住民相互の助け合いや､適切なｹｱｼｽﾃﾑの構築が､風水害時における避難行動要 

支援者対策にもつながることから､町は県等の協力を得て､住民相互の助け合いを基調とする 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨづくりやこれを支える保健医療福祉ｻｰﾋﾞｽの連携供給体制を､体系的に整備するよ 

う努めるものとする｡ 
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(2) 避難行動要支援者名簿と支援体制の整備 

① 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

町は､地域防災計画に基づき､防災担当部局と福祉担当部局との連携の下､平常時より避難行 

動要支援者に関する情報を把握し､避難行動要支援者名簿を作成するものとする｡また､避難行 

動要支援者名簿については､地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とす 

る事由を適切に反映したものとなるよう､定期的に更新するとともに､庁舎の被災等の事態が 

生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう,名簿情報の適切な管理に努めるもの 

とする｡  

② 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は､生活基盤が自宅にある者のうち､以下 

の要件に該当する者で､災害が発生し､又は災害が発生する恐れがある場合に自ら避難 

することが困難なものとする｡ 

(a)要介護認定を受けている者 

(b)身体障害者手帳(1.2級)を所持する者 

(c)療育手帳Aを所持する者 

(d)精神障害者保健福祉手帳(1.2級)を所持する者 

(e)難病患者 

(f)65歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯の者 

(g)上記以外の者で町が避難支援の必要性を認めた者 

③ 事前の名簿情報の外部提供 

町は､避難支援等に携わる関係者として地域防災計画に定めた消防機関､県警察､民生委員･ 

児童委員､社会福祉協議会､自主防災組織等に対し､避難行動要支援者本人の同意を得ることに 

より､または､条例の定めにより､あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに､多様 

な主体の協力を得ながら､避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備､避難支援･安否確認 

体制の整備､避難訓練の実施等を一層図るものとする｡その際､名簿情報の漏えいの防止等必要 

な措置を講じるものとする｡ 

④ 避難行動要支援者の指定緊急避難場所から指定避難所への移送 

町は､安全が確認された後に､避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所 

へ移送するため､運送事業者等の協力を得ながら､移送先及び移送方法等についてあらかじめ 

定めるよう努めるものとする｡ 

⑤ 情報伝達体制の確立 

町は､消防機関による避難行動要支援者への災害情報伝達ｼｽﾃﾑを整備するとともに､避難行 

動要支援者に対し､確実に情報が伝達できるよう､自主防災組織､駐在員､民生･児童委員等を活 

用した情報伝達体制の整備確立を図るものとする｡ 

また､通常の音声･言語による手段では適切に情報が入手できない避難行動要支援者に対し､ 

その情報伝達に必要な専門的技術を有する手話通訳者及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどの派遣･協力ｼｽﾃﾑの整 

備確立などによる判りやすい情報伝達体制の整備に努める｡ 

⑥ 地域全体での支援体制づくり 

町は､風水害時に､消防機関､県､県警察､家族､自治会､自主防災組織あるいは､駐在員､民生･ 

児童委員等の協力を得て､避難行動要支援者の安否確認､避難誘導あるいは救助活動が行える 
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ような体制の整備に努める｡ 

⑦ 避難行動要支援者の全体計画等の策定 

町､消防機関等は､県が作成した｢災害時要援護者支援ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣を参考に､避難行動 

要支援者やその家族が､風水害時にとるべき行動等について､あらかじめ地域の実情に応じた 

避難行動要支援者の全体計画を作成し､防災対策の充実を図る｡なお､特に避難行動要支援者の 

個別避難計画については､作成後も登録者及び計画の内容を､適宜､更新することにより、実情 

に応じた実態把握に努めるものとする｡町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要 

支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

町は、町地域防災計画に定めるところにより、消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、 

自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、ま 

たは、当該町の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。また、個別避難 

計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制 

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際，個別避難計画情 

報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

また、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施さ 

れるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その 

他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

⑧ 在宅の避難行動要支援者に対する防災知識の普及･啓発及び防災訓練の実施 

町は､避難行動要支援者が災害時に出火防止や円滑な避難を行うことができることによ 

り､被害を受けないよう､講習会の開催､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､広報誌の配布等避難行動要支援者の実態に 

合わせた防災知識の普及･啓発に取り組む｡ 

さらに､地域における防災訓練については､避難行動要支援者のための地域ぐるみの情報伝 

達訓練や避難訓練を実施するものとする｡ 

また､居宅介護支援事業者や民生委員･児童委員など高齢者､障がい者の居宅状況に接するこ 

とのできる者と連携して､防災知識の普及を推進する体制を整備する｡ 

 

【災害時要援護者支援体制ｲﾒｰｼﾞ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関等 

町 

避難行動要支援者(高齢者・障がい者等) 

在宅ケア機関 

(在宅介護支援センター) 

(居宅介護支援事業者) 

連携 

[情報伝達システム] 

(日常的把握・避難誘導) 

駐在員等 

(自主防災組織) 

(民生委員等) 

連携 

(情報伝達・確認) (情報伝達・確認) 

連携 連携 



    風水害対策[第２章 災害予防対策計画] 

- 52 - 

 

2.社会福祉施設､病院等における要配慮者対策 

(1) 災害に対する安全性の確保 

社会福祉施設､病院等の人命に関わる重要施設の管理者は､浸水経路や浸水形態の把握を行い､ 

これらの結果を踏まえ､浸水等風水害に対する安全性の確保に努めるとともに､施設をあらかじめ 

災害の危険性の低い場所に立地するよう考慮するなど､災害に対する安全性の向上を図るものと 

する｡ 

また､発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする｡ 

(2) 組織体制の整備 

風水害の発生に備え､社会福祉施設､病院等の管理者は､あらかじめ要配慮者に配慮した防災関 

係施設･設備の整備､資機材の配備等に努めるとともに､緊急連絡体制､職員の役割分担･動員計画､ 

避難誘導等の避難計画を定め､入所者等の安全に万全を期すものとする｡ 

(3) 地域との連携 

社会福祉施設､病院等の管理者は､風水害時に､施設関係者のみでは避難計画に基づく避難誘導 

等ができないおそれがあるときは､周辺住民の協力を得られるよう､平常時から連携の強化に努 

めるものとする｡ 

社会福祉施設の管理者は､あらかじめ､県内を始めとした同種の施設やﾎﾃﾙ等の民間施設等と 

施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう努めるとともに､締結した協定の内容を 

県に連絡するものとする 

(4) 緊急保護体制の整備 

社会福祉施設の管理者は､緊急に施設で保護する必要がある要配慮者の発生に備え､一時入所 

措置等の取扱いが円滑､的確に行えるよう保護体制の整備を図るものとする｡ 

(5) 町､県の支援 

町は､社会福祉施設を指導､支援し､風水害時の安全性の確保並びに要配慮者の保護及び支援の 

ための体制の整備を促進するものとする｡ 

県は､あらかじめ介護保険施設､障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員数の登録 

の要請､関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより､介護職員等の派遣体 

制の整備に努めるものとする｡ 

また､町は､保育所が被災した場合に､当該保育所に通う保育が必要な乳幼児等に対し必要な保 

育が実施できるよう､他の保育所での受入れ等､必要な調整を行うものとする｡ 

県は､大規模停電発生時に電源車の配備等､関係省庁､電気事業者等から円滑な支援が受けられ 

るよう､あらかじめ､要配慮者に関わる社会福祉施設､病院等の人命に関わる重要施設が保有する 

施設の非常用電源の設置状況､最大燃料備蓄量､燃料確保先､給油口規格等を収集･整理し､ﾘｽﾄ化を 

行うよう努める｡ 

 

3.外国人の安全確保対策 

町は､日本語を理解できない外国人のために､外国語によるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成･配布､防災標識への外

国語の付記等を実施し､防災知識の普及･啓発に努める｡ 

また､町は､国･県等と協力し､研修を通じて､災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に

関する情報を整理し､避難所等にいる外国人被災者のﾆｰｽﾞとのﾏｯﾁﾝｸﾞを行う､災害時外国人支援情報
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ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成を図るものとする｡ 

 

4.避難所の要配慮者対策 

(1) 指定避難所の整備 

あらかじめ指定避難所として指定された施設の管理者は､施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化など高齢者や障がい 

者等の利用に配慮した施設の整備に努める｡ 

(2) 支援体制の整備 

町は､避難所における高齢者､障がい者等の食事の介助や生活支援物資の供給などの支援体制を 

確保するため､福祉関係団体､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの連携協力体制の整備に努める｡ 

(3) 公的施設等への受入れ体制の整備 

避難所での生活は､要配慮者には厳しい環境となることが考えられるため､町及び社会福祉施設 

の管理者は､要配慮者を避難所から公的施設､公的住宅又は社会福祉施設へ早期に受入れが可能と 

なるよう､あらかじめその体制の整備を進めておく｡ 

 

第9項 帰宅困難者への対策 

町は､災害の発生により交通機能が停止し､速やかに帰宅することができない帰宅困難者が発生

した場合に備え､一時的な宿泊場所､食料､飲料水､ﾄｲﾚ等の提供が可能となるよう､帰宅困難者を保護

できる施設との協定を結ぶなど一時滞在施設の確保に努める｡ 

 

第10項 食料･飲料水及び生活必需品等の調達 

風水害時における町民の生活を確保し､応急対策活動及び復旧対策活動を迅速かつ円滑に行うた 

めに､外部支援の時期を想定し､各地域の地理的条件等も踏まえながら､町及び県は平常時から､連 

携して､食料､飲料水､生活必需品等の備蓄に努めるとともに､訓練等を通じて物資の備蓄状況や運 

送手段の確認を行うなど調達･輸送体制を確立しておくものとする｡ 

また､町は､町民及び事業所に対して､備蓄に関する啓発を行うとともに､小口･混載の支援物資を 

送ることは被災地の負担になることなど､被災地支援に対する知識を整理するとともに､その知識の

普及に努めるものとする｡ 

 

1.食料 

(1) 食料確保の役割分担 

① 県 

県は､市町への支援を目的として､必要な物資の備蓄及び調達体制の整備を行うものとする｡ 

② 町 

町は､独自では食料､飲料水､生活必需品等の確保が困難となった場合に備え､食料､飲料水､ 

生活必需品､燃料､ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ､土のう袋等の必要な物資について備蓄を行うとともに､県内外の 

市町村との相互応援協定のほか､供給可能な業者等との協定の締結など､それら必要な物資等 

の調達体制の整備を行うとともに､物資調達･輸送調達等支援ｼｽﾃﾑを活用し､あらかじめ備蓄 

物資や物資拠点の登録に努める｡ 

なお､町単独での物資の調達が困難と判断した場合､物資調達･輸送調達等支援ｼｽﾃﾑにより 
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県に対して要請を行えるよう体制を整備する｡ 

③ 町民等 

町民及び事業所は､災害時に持ち出しできる状態で2日～3日分の食料を備蓄しておくよう努 

める｡なお､家庭においては､高齢者用､乳幼児用等の食料にも考慮するなど､実情に応じた食料 

備蓄を行うよう努める｡ 

(2) 食料の備蓄､調達体制 

食料の品目としては､精米､乾ﾊﾟﾝ､おかゆ袋､ｱﾙﾌｧ米､ﾊﾟﾝ､おにぎり､弁当､即席めん､缶詰､育児 

用調製粉乳､生鮮食料品等とする｡ 

① 精米､乾ﾊﾟﾝ 

県は､風水害時における精米を調達するため､農林水産省生産局を通じ米穀出荷･販売事業者 

への手持ち精米の供給のあっせんを要請し､被災者に対し円滑に供給できる体制を整備する｡ 

② その他の食料 

町は､ﾊﾟﾝ､おにぎり等のその他の食料について､災害時に､関係団体､民間企業等に対し､直ち 

に出荷要請を行うことができるよう､平常時から体制の整備を図るとともに､調達可能量の把 

握に努める｡ 

また､ｱﾚﾙｷﾞｰや疾病､育児等によって食に配慮を要する人向けの食品(育児用調製粉乳等) 

栄養ﾊﾞﾗﾝｽに配慮するための生鮮食料品等についても､必要に応じ供給できるよう備蓄又は 

調達体制を整備する｡ 

③ 備蓄方法 

町は､大規模な風水害が発生した場合には､物資の調達や輸送が平時のようには実施できない 

という認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか､物資の性格に応じ､集中備蓄､指定 

避難所の位置を勘案した分散備蓄あるいは流通備蓄を行う等の観点に対しても配慮するととも 

に､備蓄拠点を設けるなど体制の整備に努める｡ 

 

2.飲料水の確保及び資機材の整備等 

町及び水道事業者等は､相互応援協定の締結等を図り､応急給水用の飲料水の確保に努める｡ 

(1人1日3ﾘｯﾄﾙ) 

町及び水道事業者等は､給水車､ﾎﾟﾘ容器などの必要な資機材の整備に努める｡また､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰや 

お茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料についても､民間事業者等との協定締結を図るなど必要に応じて備蓄を行う 

ものとする｡ 

 

3.生活必需品 

(1) 備蓄 

① 備蓄品目 

町は､風水害時に被災者に対して供給するため､衣料､寝具その他生活必需品の備蓄に努める｡ 

また､関係団体や民間企業等に対し､直ちに出荷要請を行うことができるよう､協定の締結な 

ど体制の整備を図るとともに､調達可能量(流通在庫､製造能力など)の把握に努める｡ 

町は､平時から訓練等を通じて物資の備蓄状況や輸送手段の確認を行うとともに､協定を締結 

した関係団体や民間企業等の災害時の連絡先､要請手続等の確認を行うよう努める｡ 
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② 備蓄方法 

町は､備蓄にあたって､物資の性格に応じ､集中備蓄あるいは分散備蓄を行うものとする｡ 

(2) 調達体制 

町は､風水害時に､関係団体､民間企業等に対し､出荷要請を行うことができるよう､協定の 

締結など体制の整備を図るとともに､調達可能量(流通在庫､製造能力など)の把握に努める｡ 

 

4.医薬品 

町は､地区医師会､地区薬剤師会､医薬品等卸売業者､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機

材の需給状況を把握するとともに､需給状況から必要と認める場合には､関係団体等に供給の要請を

行う｡ 

県は､町､佐賀県医師会､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県薬剤師会､佐賀県医薬品卸業協会､佐賀

県医療機器協会､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給状況を把握するとともに､町

から要請があった場合又は需給状況から自ら必要と認める場合は関係団体等に供給の要請を行う｡ 

 

第11項 応急復旧及び二次災害の防止活動 

1.迅速かつ円滑な応急復旧体制の確立 

町及びその他の防災関係機関は､平常時から国､他の地方公共団体等関係機関や､企業等との間で

協定を締結するなど､連携強化を進めることにより､災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応

急対策等が行えるように努めるものとし､協定締結などの連携強化に当たっては訓練等を通じて､災

害時の連絡先､要請手続き等の確認を行うなど､実効性の確保に留意するものとする｡また､民間事業

者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理､支援物資の管理･輸送等)については､あらか

じめ民間事業者との間で協定を締結しておく､輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施

設を把握しておくなど､民間事業者のﾉｳﾊｳや能力等を活用するものとする｡ 

町及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､被災施設･設備の迅速な応急復旧を図るため､あらかじめ､図面等のﾃﾞｰﾀの

保存､情報収集･連絡体制､活動体制､広域応援体制等の確立に努め､特に人命に関わる重要施設に対

して､電気､通信等のﾗｲﾌﾗｲﾝ施設については､早期に復旧できるよう体制等を強化するものとする｡ま

た､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被害状況の予測･把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画を作

成し､体制を整備するとともに､応急復旧に関して､あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努

めるものとする｡ 

 

2.資機材等の確保 

町､県及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､風水害の発生に備えるため､平常時から応急復旧に必要な各種資機材

の保管状況を把握しておくよう努める｡町､県及びその他の防災関係機関は､燃料､発電機､建設機械

等の応急･復旧活動時に有用な資機材について､地域内の備蓄量､公的機関･供給事業者等の保有量を

把握した上で､不足が懸念される場合には､関係機関や民間事業者との連携に努めるものとする｡ 

なお､燃料については､あらかじめ石油販売業者と燃料の優先供給について協定の締結を推進する

とともに､平時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるものとする｡ 

町は､随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう､建設業団体等との災害協定の締

結を推進するとともに､災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保･育成に取
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り組むものとする｡ 

3.迅速な廃棄物処理体制の構築 

町及び県は､迅速な応急復旧の支障となる災害時の廃棄物の処理について､関係団体と連携して､

平常時から活動体制や広域応援体制等の確立に努める｡ 

 

第12項 防災訓練 

風水害に対して被害を最小限に食い止めるためには､地域防災計画等を熟知し､災害発生時の対応

能力を高め､防災機関相互間及び防災機関と町民等の間における連絡協調体制の確立や､町民への防

災知識の普及に大きな効果のある防災訓練の不断の実施が必要であり､各防災機関及び要配慮者を

含めた地域住民等の地域に関する多様な主体は､次の防災訓練の実施に積極的かつ継続的に取り組

むものとする｡訓練を行うに当たっては､訓練の目的を具体的に設定したうえで､被害の想定を明ら

かにするとともに､あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓練参加者､使用する器材及び実

施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い､参加者自身の判断も求められる内容を盛り

込むなど実践的なものとなるよう工夫するものとする｡この際､各機関の救援活動等の連携強化に留

意するものとする｡ 

また､災害対応業務に習塾するための訓練に加え､課題を発見するための訓練の実施にも努めるも

のとする｡ 

1.県 

  大規模災害の発生を想定し､災害発生直後における県､県警察､消防機関及びその他の防災機関等

が実施すべき各種応急対策の実践を通じて､防災対策の習熟と防災機関相互の協力､連携体制の確立

など地域防災計画の検証を行う｡ 

2.町 

防災訓練については地域防災計画に定め､その実施にあたっては､必要に応じ､県･国･他の市町､消

防機関及びその他の防災機関等と連携して行うこととする｡ 

また､自主防災組織及び地域住民の積極的な参加を促し､地域の特性を踏まえた内容に努める｡ 

(1) 防災訓練の実施責務と協力 

災害対策基本法第48条及び水防法(昭和24年法律第193号)第28条に基づき､災害応急対策の完全 

遂行を図るため､関係機関が緊密な連携をとり､総合的かつ計画的な訓練を実施する｡ 

① 町は､他の災害予防責任者(災害対策基本法第47条第1項に定める災害予防責任者をいう｡) 

と共同して必要な防災訓練を行うものとする｡ 

② 災害予防責任者の属する機関の職員等は､防災訓練計画の定めるところにより､参加するも 

のとする｡ 

③ 町民その他関係団体は､災害予防責任者の行う防災訓練に参加するものとする｡ 

(2) 訓練計画 

① 災害発生時の広報､情報伝達及び収集 

② 避難誘導､避難指示及び警戒区域の設定 

③ 避難行動要支援者の安全確保 

④ 消防､水防活動 

⑤ 救助･救急･医療活動､防疫 
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⑥ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動体制の確立 

⑦ 食料･飲料水､医療その他の救援活動 

⑧ 被災者に対する生活情報の提供 

⑨ 避難所の設置運営 

(3) 実施計画 

① 防災機関 

災害発生時の活動の要となる防災機関については､その処理すべき事務又は業務を的確かつ 

迅速に処理することが要求されるため､個別に訓練を繰り返し実施する必要がある｡このため､ 

町をはじめとする防災機関は､単独又は共同で次の個別防災訓練を実施し､災害対応能力の向 

上に努める｡ 

ｱ 参集(非常呼集)訓練 

ｲ 災害対策本部等設置訓練 

ｳ 水防訓練 

ｴ 消防訓練 

ｵ 避難(誘導)訓練 

ｶ 情報収集伝達(通信)訓練 

ｷ 救出･救護訓練 

ｸ 輸送訓練 

ｹ その他必要な訓練 

② 広域防災訓練 

相互応援協定に基づき､広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにするため､相互応 

援に関する広域防災訓練の実施に努めるものとする｡ 

③ 町民､事業所及び自主防災組織 

町民の生命･財産の安全を確保するためには､町民の協力が必要不可欠である｡このため､災 

害時に的確な行動がとれるよう､様々な機会をとらえて訓練を実施する｡ 

④ 事業所(防火管理者)における訓練 

学校等､病院､社会福祉施設､工場､商業施設及びその他消防法で定められた事業所(施設)の 

防火管理者は､その定める消防計画に基づき､避難訓練､消火訓練､通報訓練を実施する｡ 

また､町､消防署及び地域の防災組織の行う訓練に参加するよう努める｡ 

⑤ 自主防災組織における訓練 

自主防災組織は､地域住民の防災意識の向上及び防災機関との連携を図るため､町及び消防 

署により訓練を実施する｡ 

(4) 訓練時期･場所 

① 訓練の時期 

｢防災週間｣及び｢防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ週間｣等訓練を行なうのに最も訓練効果のある時期を選んで 

実施するものとする｡ 

② 訓練の場所 

訓練内容､規模により最も訓練効果をあげ得る場所を選んで実施するものとする｡ 

なお､訓練実施に際し､町民の参加を求める場合は､高齢者､障がい者､外国人､乳幼児等災害 
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弱者に十分な配慮を行なうものとする｡ 

(5) 訓練の検証 

訓練の実施後は､訓練結果の事後評価を通じて課題を明らかにし､その改善に努めるものと 

する｡ 

 

《防災訓練計画》 

区 分 実施主体 実施期間 実施場所 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

別 

 

訓 

 

練 

水防訓練 

総務課及び 

関係課 

消防団 

水害時期前 水害危険地 

図上又は実地訓練｡ 

必要に応じ県と合同または

他の訓練と併合して実施｡ 

消防訓練 

消防署 

総務課 

消防団 

火災時期前 火災危険地 

図上又は実地訓練｡ 

必要により他の訓練と併合

して実施 

災害救助訓練 

県 

消防関係機関 

災害救助機関 

適切な時期 適切な場所 

災害想定により､救助救援を

円滑に遂行するため､医療救

護､人命救出､炊出し､その他

関連活動を個別又は併合し

て実施 

情報伝達訓練 

総務課及び関

係課 

関係機関 

適 宜 適 宜 

気象予警報､指示､命令等の

伝達､情報収集､報告等につ

いて個別又は併合して実施 

非常招集訓練 

応急対策を行なうため必要

な人員の的確かつ迅速な招

集を図るため､個別又は併合

して実施 

避難訓練 

被災のおそれがある地域､学

校､病院､育児施設等を中心

として､個別又は併合して実

施 

総合訓練 

町 

県 

関係機関 

台風時期前 適切な場所 

町､県､町民､その他防災機関

が一体となり､総合的な防災

訓練を実施 

 

第13項 災害復旧･復興への備え 

1.災害廃棄物の発生への対応 

町は､大量の災害廃棄物の発生に備え､関係団体と連携して､平常時から広域処理体制の確立及び

十分な大きさの仮置場･最終処分場の確保に努めるとともに､広域処理を行う地域単位で､平時の処

理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し､災害時にお

ける廃棄物処理機構の多重性や代替性の確保を図るものとする｡ 
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(1) 町の災害廃棄物処理計画 

町は､災害廃棄物対策指針又は大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に基づき､円 

滑･迅速に災害廃棄物を処理できるよう､災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針､一般廃棄物(指定 

避難所のごみや仮設ﾄｲﾚのし尿など)の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制､周辺市町や民間

事業者等との連携･協力の在り方について､災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする｡ 

【風水害時の廃棄物処理計画に盛り込む内容】 

① 被災地域の予測 

② 災害廃棄物発生予測量 

③ 仮置場の確保と配置計画･運営計画 

④ 仮設ﾄｲﾚ調達､設置､運営計画 

⑤ 排出ﾙｰﾙ(分別)､収集運搬､仮置場､中間処理及び最終処分場等の処理手順(特に最終処分先の 

確保) 

⑥ 町で処理が困難な場合を想定した周辺市町との協力体制 

⑦ 仮置場での破砕･分別体制 

⑧ 収集処理過程における粉じん･消臭等の環境対策 

⑨ 収集運搬車輌とﾙｰﾄ計画 

⑩ 災害に備えた資機材の備蓄計画(停電に備え､発電機等を整備したほうが望ましい) 

⑪ 住民への広報(分別排出､仮置場などについて) 

 

2.各種ﾃﾞｰﾀの整備保全 

町は､円滑な災害復旧を図るため､重要な所管施設の構造図､基礎地盤状況等の資料を整備してお

くとともに､資料の被災を回避するため､複製を別途保存するよう努める｡ 

また､復興の円滑化のため､あらかじめ次の事項等について整備しておくものとする｡ 

(1) 各種ﾃﾞｰﾀの総合的な整備保全(戸籍､住民基本台帳､不動産登記､地籍､公共施設･地下埋設物等 

情報及び測量図面等各種ﾃﾞｰﾀの整備保存並びにﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の整備に努めるものとする) 

(2) 不動産登記の保全 

 

3.罹災証明書の発行体制の整備 

町は､災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう､住家被害の調査や罹災証明の交付の担

当部局を定め､住家被害の調査の担当者の育成､他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結､

応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど､罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整

備に努めるものとする｡ 

また､建築士等の専門家との協定締結､罹災証明書の様式､交付申請の受付会場をあらかじめ定め

ておくこと等により､災害時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする｡ 

さらに､効率的な罹災証明書の交付のため､当該業務を支援するｼｽﾃﾑの活用について検討するもの

とする｡ 

町は､住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時の情

報共有体制についてあらかじめ検討し､必要に応じて､発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判

定結果を活用した住家被害の調査･判定を早期に実施できるよう努めるものとする｡ 
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4.復興対策の検討 

町は､住民のｺﾝｾﾝｻｽの形成､経済効果のある復興施策､企業の自主復興支援方策､復興過程における

住民の精神保健衛生､復興資金の負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとする｡ 

 

第14項 複合災害対策 

国､県､町及びその他の防災関係機関は､複合災害(同時又は連続して2以上の災害が発生し､それら

の影響が複合化することにより､被害が深刻化し､災害応急対応が困難になる事象)の発生可能性を

認識し､防災計画､防災業務計画等を見直し､備えを充実するものとする｡後発災害の発生が懸念され

る場合には､災害対応に当たる要員､資機材等について､先発災害に多くを動員し後発災害に不足が

生じるなど､望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ､要員･資機材の投入判断を行

うようﾏﾆｭｱﾙ等であらかじめ定めるとともに､外部からの支援を早期に要請するものとする｡ 

また､様々な複合災害を想定した机上訓練を行い､結果を踏まえてﾏﾆｭｱﾙ等の見直しに努めるとと

もに､発生の可能性のある複合災害を想定した要員の参集､合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓

練の実施に努めるものとする｡ 

 

第3節 町民等の防災活動の推進 

第1項 防災思想･知識の普及 

1.職員への防災教育の実施 

風水害時に､この計画に基づく災害応急対策を実行する主体となる防災機関の職員は､風水害に対

する豊富な知識が必要であるとともに､適切な判断力が要求される｡このため､防災機関は､職員に対

して､各種の研修等の場を通じて､防災知識の普及､意識の高揚を図るとともに､災害応急活動のため

のﾏﾆｭｱﾙを作成し､災害への対応力の向上を図るなど､防災教育の普及徹底を図る｡ 

(1) 研修会 

町及び各防災機関は､職員に対して､災害対策関係法令の趣旨の徹底と円滑な運用を図るととも 

に､必要に応じて､消防､水防､土木､建築､その他風水害対策に必要な技術の修得を図るための研修 

会を実施する｡ 

(2) 講習会 

町及び各防災機関は､風水害に関する科学的専門的知識の職員への普及を図るため､学識経験者 

又は関係機関の専門職員等を講師とした講習会を実施する｡ 

(3) 現地調査等 

町及び各防災機関の職員は､災害危険地域の現地調査を行い､現状の把握と対策の検討を行うと 

ともに､防災関係施設､防災関係研究機関の視察等を通じて知識の普及を図る｡ 

(4) 災害対応ﾏﾆｭｱﾙの周知徹底 

町は､災害対応ﾏﾆｭｱﾙを作成し､その内容について他の防災機関に通知するとともに､職員に対し 

て内容の周知徹底を図る｡ 

(5) 防災と福祉の連携 

町及び県は､防災(防災･減災への取組実施機関)と福祉(地域包括支援ｾﾝﾀｰ･ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ)の連携に 

より､高齢者に対し､適切な避難行動に関する理解の促進を図るものとする｡ 

 



    風水害対策[第２章 災害予防対策計画] 

- 61 - 

 

2.町民に対する普及啓発､防災学習の推進 

町及び各防災機関は､町民に対して､単独または共同して､防災の基本である｢自らの身の安全は自

らが守る｣という自主防災思想や､災害予防措置､早期避難､避難方法等の防災知識を普及するための

学校教育､社会教育の実施に努める｡この際､教育機関､民間団体等との密接な連携の下､防災に関す

るﾃｷｽﾄやﾏﾆｭｱﾙの配布､有識者による研修や講演会､実地研修の開催等に努めるものとする｡防災知識

の普及にあたっては､要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに､被災時の男女のﾆｰ

ｽﾞの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする｡ 

(1) 防災知識の普及･啓発等 

町は､町民の防災意識の向上及び防災対策に対する地域の合意形成の促進のため､防災に関する 

様々な行動や各種ﾃﾞｰﾀをわかりやすく発信するものとする｡ 

また､災害による人的被害を軽減する方策は､町民等の避難行動が基本となることを踏まえ､警報 

等や避難指示等の意味と内容の説明など､啓発活動を町民等に対して行うものとする｡ 

(2) 町及び防災関係機関は､防災週間及び防災関連行事等を通じ､住民に対し､風水害時のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

結果等などを示しながらその危険性を周知するとともに､次の事項について普及･啓発を図る｡ 

① ｢最低3日間､推奨1週間｣分の食料､飲料水､携帯ﾄｲﾚ･簡易ﾄｲﾚ､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等の備蓄､非常持 

出品(救急箱､懐中電灯､ﾗｼﾞｵ､乾電池等)の準備､自動車へのこまめな満ﾀﾝ給油､飼い主による 

家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備､保険･共済等の生活再建に向けた 

事前の備え等の家庭での予防･安全対策 

② 警報等発表時警戒ﾚﾍﾞﾙ4(避難指示)､警戒ﾚﾍﾞﾙ3(高齢者等避難)の発令時にとるべき行動､ 

指定緊急避難場所や指定避難所での行動 

③ 様々な条件下(家屋内､路上､自動車運転中等)で災害発生時に取るべき行動､避難場所や 

避難所での行動 

④ ｢災害時における不要不急の外出は控え､仮に外出した後でも､道路の冠水などで少しでも 

生命の危険を感じた時には､一度立ち止まり､引き返す勇気も必要｣という令和元年佐賀豪雨 

災害の教訓化事項 

⑤ 災害時の家族内の連絡体制等(連絡方法や避難ﾙｰﾙの取決め等)について､あらかじめ決めて 

おくこと 

⑥ 災害時における通信量の増加を抑制するため､災害時の不要不急な通信は控えること 

(3) 風水害対策ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾁﾗｼ等の作成配布 

町は､地域の防災対策を的確に進める観点から､浸水想定区域や土砂災害警戒区域など風水害の 

発生危険箇所等について調査するなど地域防災ｱｾｽﾒﾝﾄを行い､地域住民の適切な避難や防災活動 

に資するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ､防災ﾏｯﾌﾟ､平常時の心構えや風水害時の行動ﾏﾆｭｱﾙ等を作成し､町民に配布す 

るとともに､研修を実施するなど､地域の水害･土砂災害ﾘｽｸや災害時にとるべき行動等の防災知識 

の普及に努める｡その際､河川近傍や浸水深の大きい区域については､｢早期の立退き避難が必要な 

区域｣として,明示とともに､避難時に活用する道路において冠水が想定されていないか住民等に 

確認を促すよう努めるものとする｡ 

また､ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等の配布に際しては､居住する地域の災害ﾘｽｸや住宅の条件等を考慮したうえ 

でとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに､安全な場所にいる人ま 

で避難場所に行く必要がないこと､避難先として安全な親戚･知人宅等も選択肢としてあること､ 
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警戒ﾚﾍﾞﾙ4で｢危険な場所から全員避難｣すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に 

努めるものとする｡ 

(4) 講習会等の開催 

町は､防災週間､水防月間､土砂災害防止月間､山地災害防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等を通じ､各種講習会､ｲﾍﾞﾝﾄ 

等を開催し､水防､土砂災害防止に関する総合的な知識の普及に努める｡ 

なお､町は､各地域における防災ﾘｰﾀﾞｰの育成等､自助･共助の取組が適切かつ継続的に実施さ 

れるよう､水害･土砂災害･防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする｡ 

(5) 報道機関の活用及び協力要請 

風水害時における混乱及び被害を最小限に押さえるため､報道機関の協力を得て､平常時から町 

民の災害に対する意識の高揚を図る｡ 

(6) 防災教育等の推進 

学校等は､生徒等の発達段階に応じて､学校教育を通じて防災教育の徹底を図る｡ 

町及び県は､学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理､防災に関する教材(副教 

材)の充実､防災教育のための指導時間の確保など､防災に関する教育の充実に努めるものとする｡ 

町は､公民館等の社会教育施設を活用するなど､地域ｺﾐｭﾆﾃｨにおける多様な主体の関わりの中で､ 

一般住民向けの専門的･体系的な防災に関する教育の普及促進を図る｡ 

(7) 避難所の運営 

町は､ﾏﾆｭｱﾙの作成､訓練等を通じて､避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるも 

のとする｡この際､住民等への普及に当たっては､住民が主体的に避難所を運営できるように配慮 

するよう努める｡ 

 

3.住民への分かりやすい水害ﾘｽｸの提供 

町は､住民が自らの地域の水害ﾘｽｸに向き合い､被害を軽減する取組を行う契機となるよう､防災気

象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて､5段階の警戒ﾚﾍﾞﾙにより提供する

等､住民が分かりやすい水害ﾘｽｸの提供に努めるものとする｡ 

 

第2項 水防団及び水防協力団体の育成強化 

町及び県は､水防団及び水防協力団体の研修･訓練や災害時における水防活動の拠点となる施設の 

整備を図り､水防資機材の充実を図るものとする｡また､青年層･女性層の団員への参加促進等水防団 

の活性化を推進するとともに｡NPO､民間企業､自治会等多様な主体を水防協力団体として指定するこ 

とで水防活動の担い手を確保し､その育成､強化を図るものとする｡ 

 

第3項 消防団の育成強化 

消防団は将来にわたり､地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在として､救 

助･救出活動､警戒巡視活動､災害防御活動､避難誘導活動等をはじめとする防災活動において重要な 

役割を果たしている｡しかしながら､近年の消防団は､団員数の減少や高齢化等の問題を抱えている 

ことから､その育成強化を図る｡ 

町及び県は､消防団の育成､強化を図り､地域社会の防災体制の強化に努める｡ 
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1.消防団員の理解促進 

消防団員の知識･技能等は､地域社会にとって有用であることから､これらを地域社会に広め､住 

民の防災に関する意識を高めるとともに､地域住民の消防団活動に対する理解を促進し､消防団へ 

の参加､協力の環境づくりを進める｡ 

 

2.消防団への参加促進 

消防団への参加者が減少の傾向にあることから､事業所に対する協力要請及び従業員の消防団活 

動に対する理解の増進に努めるとともに､女性消防団員の加入促進等を通じて消防団への参加を 

促進する｡ 

 

3.公務員の消防団への入団促進 

公務員の消防団への入団は､地域住民と深いつながりができ､地域住民との密着性の観点から非常 

に望ましいことから､率先して消防団へ参加するよう努めるものとする｡ 

 

4.消防団の装備の改善 

消防団の装備は､消防団の活動の充実強化を図るため､安全対策､救助活動､情報通信等の装備に 

ついて､充実強化を図るものとする｡ 

 

5.消防団員の教育訓練 

地域防災力の中核となる消防団は､様々な役割を期待されていることから､訓練施設の確保､教育 

訓練を受ける機会の充実を図るものとする｡ 

 

6.消防団組織･制度の多様化 

地域住民､女性が参加しやすい組織･制度として特定の災害･活動のみに参加する｢機能別団員･分 

団制度｣を推進する｡ 

 

第4項 自主防災組織等の育成強化 

大規模な風水害が発生した場合､防災機関の活動は､その機能を十分に果たせなくなり､災害を受 

けた地域の全てを救うことができないことも考えられる｡ 

このような事態に対処するためには､｢自ら守る､みんなで守る｣という意識のもとに､町民自らが､ 

地域社会の中でお互いに協力して､被災者の救出･救護､要配慮者への援助､避難並びに指定避難場

所及び指定避難所での活動を自主的に行うことが要求される｡必要に応じて避難場所の開錠･開設を

自主防災組織で担う等､円滑な避難のため､自主防災組織等の地域のｺﾐｭﾆﾃｨを活かした避難活動を促

進する｡ 

このため､町は､駐在員､行政区などの地域において､町民の連帯意識に基づく自主的な防災組織

の育成､強化を図る｡その際には､消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域ｺﾐｭﾆﾃｨの防災体制

の充実を図るものとする｡必要に応じて避難場所の開錠･開放を自主防災組織で担う等､円滑な避難

のため､自主防災組織等の地域のｺﾐｭﾆﾃｨを活かした避難活動を促進する｡ 
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1.地域住民等の自主防災組織 

町は､地域防災計画に､自主防災組織の役割､地域区分､設置方法､活動内容等､自主防災組織の育成

に関する計画を定め､これに基づき組織化を図るとともに､防災訓練の実施に努める｡ 

組織の核となるﾘｰﾀﾞｰを養成するための研修及び情報提供などによる育成強化並びに多様な世代

が参加できるような環境の整備に努め､これらの組織の日常化､訓練の実施を促進する｡その際には､

女性の参画の促進に努めるものとする｡ 

 

2.組織の育成 

(1) 地域住民等による自主的な防災組織の育成を図る｡ 

婦人防火ｸﾗﾌﾞ､幼年消防ｸﾗﾌﾞ､事業所等の自衛消防隊､地区自衛消防隊｡ 

(2) 防災意識の高揚を図るため､消防団幹部を中心とした町民の共同作業､ﾘｰﾀﾞｰの育成強化等 

の指導を行う｡ 

 

3.防災組織の活動範囲 

自主防災組織の活動範囲は､概ね次のとおりとする｡ 

(1) 平常時 

① 防災組織､知識の普及 

② 防災訓練の実施 

③ 火気使用設備器具等の点検 

④ 防災用資機材等の備蓄及び管理 

⑤ 地域内の安全点検 

(2) 災害時 

① 初期消火等の災害活動 

② 情報の収集及び伝達 

③ 避難誘導(避難行動要支援者の援助) 

④ 救出救護 

⑤ 給食給水 

⑥ 避難所運営への協力 

 

4.防災組織の連携 

日常的な通報体制の確立など地区内の他の防災組織との連携･強化を図る｡ 

 

5.活動計画の制定 

組織の効率的な活動を推進するため､地域の規模､態様を十分生かした具体的な活動計画を制定す

るものとする｡ 

 

6.事業所等の自衛防災組織 

事業所等は､自主防災体制の整備のため､自衛防災組織の設置､災害時行動ﾏﾆｭｱﾙの作成､防災訓練

等の実施に努める｡なお､町は､防災に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うなど､その推進に努める｡ 
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7.活動拠点及び資機材の充実 

町は､自主防災組織の活動拠点の整備や､救助､救護のための資機材の充実に努める｡ 

 

第5項 企業防災の促進 

1.企業の事業継続計画等 

企業は､災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保､二次災害の防止､事業の継続､地域貢献･地域

との共生)を十分に認識し､自らの自然災害ﾘｽｸを把握するとともに､ﾘｽｸに応じた､ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙとﾘｽｸﾌｧ

ｲﾅﾝｽの組み合わせによるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施に努めるものとする｡具体的には､各企業において災害時

に重要業務を継続するための事業継続計画(BCP)を策定するよう努めるとともに､防災体制の整備､

防災訓練の実施､損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保､予想被害からの復旧計画

策定､各計画の点検･見直し､燃料･電力等の重要なﾗｲﾌﾗｲﾝの供給不足への対応､取引先とのｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ

の確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)の取組を通じて､防

災活動の推進に努める｡特に､食料､飲料水､生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対

策等に係る業務に従事する企業等は､県及び市町が実施する企業等との協定の締結や防災訓練の実

施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものとする｡ 

また､企業は豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動するこ

とのないよう､ﾃﾚﾜｰｸの実施､時差出勤､計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措

置を講ずるよう努めるものとする｡ 

町及び各業界の民間団体は､企業防災に資する情報の提供等を進めるとともに､企業による事業継

続計画(BCP)の策定や事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)が一層促進されるよう支援人材の確保等に努める｡ 

また､企業のﾄｯﾌﾟから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図り､優良企業 表彰､企業の防災に

係る取組みの積極的評価等により､企業の防災力向上の促進を図る｡ 

町は､企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画(BCP)策定支援及び事業継続

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)構築支援等の高度なﾆｰｽﾞにも的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に

取り組む｡また､企業を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの一員としてとらえ､企業に対し地域の防災訓練等への積極的参

加を呼びかけ､防災に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う｡ 

町及び商工会･商工会議所は､中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災･減災

対策の普及を促進するため､連携して､事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする｡ 

 

2.要配慮者利用施設の防災体制 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は､介護保険法関係法令等に基づき､自然災害からの避難を

含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする｡ 

さらに､浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し､町地域防災計画に名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は､各法令等に基づき､防災体制に関する事項､避難誘導

に関する事項､避難の確保を図るための施設の整備に関する事項､防災教育･訓練に関する事項､水防

法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成し､当該計画に基づく避難誘

導等の訓練を実施するものとする｡ 

また､作成した計画及び自衛防災組織の構成員等について町長に報告するものとする｡ 
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第6項 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は､当該地区における防災力の 

向上を図るため､共同して､防災訓練の実施､物資等の備蓄､高齢者等の避難支援体制の構築等自発的 

な防災活動の推進に努めるものとする｡この場合､必要に応じて､当該地区における自発的な防災活 

動に関する計画を作成し､これを地区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど､当該地区の 

町と連携して防災活動を行うこととする｡ 

町は､地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定の地区内の住民及び当該地区に 

事業所を有する事業者から提案を受け､必要があると認めるときは､地域防災計画に地区防災計画を

定めるものとする｡ 

 

第7項 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備等 

災害時における町民等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が円滑に行われるよう､平常時から環境整備に努める｡ 

 

1.災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備 

町は､平常時から､CSO等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の活動支援やﾘｰﾀﾞｰの育成を図るとともに､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体と

協力して､災害時の災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの連携について検討する｡ 

また､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの自主性を尊重しつつ､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県社会福祉協議会､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団

体及びNPO等との連携を図るとともに､中間支援組織(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体･NPO等の活動支援やこれらの異な

る組織の活動調整を行う組織)を含めた連携体制の構築を図り､その他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関と連

携を図りながら､災害時において災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が円滑に行われるよう､その活動環境の整備を図

るものとする｡ 

町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、町地域防災計画等において、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰを

運営する者（白石町社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

の設置予定場所については、町地域防災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化して

おくよう努めるものとする。また町は､行政･NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の三者で連携し､平常時の登録､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度､災害時における防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の受け入れや調整を行

う体制､防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動の拠点の確保､活動上の安全確保､被災者ﾆｰｽﾞ等の情報提供方策等につい

て意見交換を行う情報共有会議の整備･強化を､研修や訓練を通じて推進するものとする｡ 

町は､社会福祉協議会､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等関係機関との間で､被災家屋からの災害廃棄物､がれき､土砂の撤

去等に係る連絡体制を構築するものとする｡また､町は地域住民やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等関係機関への災害廃棄

物の分別･排出方法等に係る広報･周知を進めることで､防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備に努めるものと

する｡ 

 

2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成 

日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県(白石町)社会福祉協議会その他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関は､災害

時のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動のあり方､求められるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､活動の支援･調整等についての研修会を実施す

ることにより､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成を図る｡ 

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関の体制強化 

町は､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県(白石町)社会福祉協議会その他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関と

連携を図りながら､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関相互の連絡調整が円滑に行われるように､非常用電話､ﾈｯﾄﾜ

ｰｸ化したﾊﾟｿｺﾝ等の整備を図り､支援機関相互のﾈｯﾄﾜｰｸを構築するための条件整備に努める｡ 
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4.災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動対象 

災害時に活動するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを専門的知識･技術や特定の資格を有するもの(以下｢専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｣とい

う｡)とそれ以外の者(以下｢一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｣という｡)に区分し､その主な活動内容は次のとおりとする｡ 

 

区  分 活    動    内    容 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ (1) 被災住宅等応急復旧(建築士､建築技術者等) 

(2) 建築物危険度判定(建築物応急危険度判定士) 

(3) 土砂災害危険箇所の調査(防災･砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等) 

(4) 医療看護(医師､歯科医師､薬剤師､保健師､看護師､管理栄養士等) 

(5) 整骨等(柔道整復師､あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師､はり師､きゅう師) 

(6) 福祉(介護福祉士､社会福祉士､介護支援専門員､手話通訳等) 

(7) 無線(ｱﾏﾁｭｱ無線技士) 

(8) 特殊車両操作(大型重機等) 

(9) 通訳(語学) 

(10)災害支援(初期消火活動､救助活動､応急手当活動等) 

(11)公共土木施設等の被害状況の把握と対応への助言､支援(防災･ 

砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ) 

(12)その他特殊な技術を有する者 

一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ (1) 救援物資の仕分け､配分､配送 

(2) 避難所の運営補助 

(3) 炊出し 

(4) 清掃 

(5) 要配慮者等への生活支援 

(6) その他軽作業 

 

5.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入体制の整備 

(1) 専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱについては､各活動担当部課(班)が中心となり対応するため､あらかじめその把握 

に努めるとともに､災害発生時の受入体制の整備を図るものとする｡ 

(2) 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入体制 

災害発生時における一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援するため､あらかじめ佐賀県(白石町)社会福祉協 

議会､日本赤十字社佐賀県支部等と連携して､ﾘｰﾀﾞｰ養成等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制を整備するものと 

する｡ 

(3) 情報提供窓口の設置 

災害発生時､町は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対する情報提供窓口等の設置を検討し､情報の提供体制の整備に 

努める｡ 
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第8項 災害教訓の伝承 

町は､過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため､大規模災害に 

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をｱｰｶｲﾌﾞとして広く収集･整理し､適切に保存するとと 

もに､広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める｡また､災害に関する石碑やﾓﾆｭﾒﾝﾄ等の持つ意 

味を正しく後世に伝えていくよう努める｡ 

町民は､自ら災害教訓の伝承に努めるものとする｡町は､災害教訓の伝承の重要性について啓発を 

行うほか､大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集･保存･公開等により､町

民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする｡ 

 

第4節 防災営農体制の確立 

1.農地防災施設等の管理 

農地防災施設又は農業水利施設の管理は､その規模､受益形態等に応じて､地方公共団体､土地改良

区等の受益団体に区分し､一貫した管理体制がとれるように措置するとともに､町及び県は､各管理

主体が防災上考慮すべき事項について指導し､管理の徹底を図るものとする｡ 

 

2.営農指導 

(1) 指導組織 

風水害による農作物等の被害を最小限に止めるため､町及び農業関係団体職員で構成する白石 

町農業技術連絡協議会が中心となって､必要な技術指導を行う｡ 

(2) 指導対策 

町は､県､農業改良普及ｾﾝﾀｰ､白石町農業技術連絡協議会との連携のもと､普通作物､野菜､果樹､ 

花木､工芸作物､畜産等の専門的事項について､農家に対する技術対策の周知徹底を図る｡ 

町は､気象庁から出される長期予報､1か月予報､各種気象警報等に基づき､予想される被害に 

対する技術対策を樹立し､指導を行う｡災害が発生した場合には､町は､県及び農業改良普及ｾﾝﾀｰ 

との協議のもとに､必要な技術・対策を早急にとりまとめ､白石町農業技術連絡協議会を指導す 

る｡白石町農業技術連絡協議会は､被害状況を速やかに把握するとともに､町がとりまとめた対 

策を踏まえ､地域の実態に応じた技術対策を樹立し､関係機関の指導と助言のもとに､現地での 

営農指導を行うものとする 

 

第5節 技術者の育成･確保 

町は､災害予防対策及び災害応急対策の円滑な実施に資するため､次のような技術者等の育成を 

図り､あらかじめ登録しておくものとする｡ 

技 術 者 名 業    務    内    容 

砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 二次的な土砂災害防止のための技術的支援･通報 

被災宅地危険度判定士 宅地を調査し､その危険度を判定する技術者 

手話通訳者 聴覚障がい者に対する手話による支援 

 



    風水害対策[第２章 災害予防対策計画] 

- 69 - 

 

第6節 孤立防止対策計画 

町は､風水害時に土砂災害等により道路が不通になり､山間部の集落が孤立した場合に備え､平常 

時から通信手段や迂回路の確保､避難所の整備､食料品等の備蓄などに努めるものとする｡ 

1.県 

(1) 災害時の孤立地域を予測し､町との情報伝達が断絶しないよう､無線機器等の通信連絡手段 

の活用を図る｡ 

(2) 孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を町と連携し推進するとともに､林道､農道等の迂回 

路確保に配意した整備を推進する｡ 

2.町 

(1) 町民との情報伝達が断絶しない通信連絡手段の確立に努める｡ 

(2) 県との通信連絡手段の確立及び迂回路の確保等の防災対策を推進する｡ 

(3) 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客等一時滞在者の孤立予測について､平素から 

把握し､防災対策の整備に努める｡ 

(4) 孤立予想地域ごとに避難所となり得る施設の整備を推進するものとする｡ 

(5) 孤立地域内での生活が維持できるよう､食料品等の備蓄に努めるとともに､孤立する一時滞 

在者に対する備蓄にも配慮する｡ 

 

3.町民等 

(1) 救援が届くまでの期間､孤立地域の中で互いに助け合えるよう､平素から避難行動要支援者 

の全体計画に基づき､避難行動要支援者の把握や食料品等の備蓄などに努める｡ 
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第3章 災害応急対策計画 

第1節 活動体制 

町及び防災機関は､町域に風水害が発生し､又は発生するおそれがある場合は､災害応急対策を迅 

速かつ効果的に実施するため､以下の計画によりその活動体制を確立する｡ 

 

第1項 町の活動体制 

町は､町域に風水害が発生した場合､又は風水害に関係する警報等の伝達を受けるなどその発生の 

おそれがある場合には､その責務と処理すべき業務を遂行するため､災害対策本部等を設置し､必要 

な職員を動員配備する｡ 

 

《活動体制と配備基準》 

組 織 体 制 主な活動 配備基準 

災害対策連絡室 

注意体制 情報収集･報告 
気象業務法に基づく警報が発表

され警戒が必要となった時 

警戒体制 
警報の伝達､情報収集及び被害

報告等｡応急対策の準備､実施 

気象業務法に基づく災害に関す

る警報又は水防法及び気象業務

法に基づく洪水予報等が発表さ

れた時 

災害対策本部 

第1配備体制 局地的な応急対策 
局地的な災害が発生し又はおそ

れのあるとき 

第2配備体制 町機能全てによる応急対策 
大規模な災害が発生し又はおそ

れのあるとき 

 

1.災害対策連絡室 

(1) 設置基準 

｢災害対策本部｣を設置するには至らない程度であって､それに対応できる体制を確立するため 

災害対策連絡室を設置する｡ 

① 注意体制 

ｱ 町内に気象業務法に基づく暴風雪､暴風､大雨､大雪､高潮又は洪水の各警報が発表された 

場合は､総務課長､総務課課長補佐､危機管理･防災係員を配備する｡ 

ｲ 気象業務法に基づく､災害のおそれがある強風､風雪､大雨､大雪､高潮､洪水の注意報が発表 

された場合で総務課長が必要と認める場合､総務課及び関係課職員の配置を行い､気象予報 

伝達計画に基づいた警報･注意報の伝達､災害情報の収集､及び被害報告にあたるものとする。 

  ② 警戒体制 

ｱ 気象業務法に基づく､暴風雪､暴風､大雨､大雪､高潮又は洪水等の警報又は水防法及び  

気象業務法に基づく洪水予報等が発表された時又は災害発生のおそれのある場合､若しく  

は災害が発生した場合､総務課長の指示に基づき､総務課及び関係課職員の配備を行い､ 

必要に応じて他職員の応援を要請し､警報の伝達､災害の情報収集及び被害報告等､災害 

応急対策の準備及び実施にあたるものとする｡ 
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ｲ 警戒体制による職員配置を実施した場合においては､総務課及び各課において集合する 

ものとする｡ 

(2) 所掌事務 

災害に関する情報収集､防災機関等との相互連絡及び調整 

① 通信機材の確保 

･防災行政無線の点検及び修理 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの調達 

② 情報の収集 

･消防機関､町民その他からの情報収集 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵによる情報収集 

･職員が登庁時に集めた情報の収集 

③ その他緊急に必要な事項 

･県への連絡 

･各対策部長及び配備要員の確保 

･庁舎の電気､電話､給水施設等の点検 

(3) 構 成 

総務課､農村整備課､建設課及び情報収集が必要となる課及び関係現地機関で構成し､災害対策 

連絡室長は､総務課長をもって充てる｡総務課長が不在のときは､建設課長又は農村整備課長が代 

理する｡ 

(4) 防災対策要員の指定 

災害発生時等において､災害対策本部等の迅速な設置及び運営が図れるよう､特に必要となる 

職員を防災対策要員として指定する｡ 

防災対策要員 人 数 

課 長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職 員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長補

佐､農村管理係長､農村整備係長､水産林務係長､建設課課長補佐､

建設係長2､維持管理係長2､施設営繕係長､建築住宅係長 

15 

(5) 配備要員 

災害対策連絡室の要員として､総務課長､関係課長及び関係現地機関の長が､所属職員の中から 

あらかじめ定める者｡ 

(6) 町長等幹部職員への連絡 

休日･夜間等における町長､副町長､各対策部長等幹部職員等に対する災害対策連絡室設置の連 

絡は､総務課長から電話で行う｡ 

なお､勤務時間内は､電話､庁内電話､庁内放送等により､迅速に連絡する｡ 
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《災害対策連絡室組織》 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

《災害対策連絡室及び災害対策本部伝達系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 災害連絡対策室の廃止 

次の基準により､災害対策連絡室を廃止する｡ 

① 災害対策本部が設置されたとき 

② 災害の危険が解消したとき 

 

災害対策連絡室 

室 長 総務課長 

室 員 

農村整備課長 

建設課長 

 

 

 

総務課等職員 

町長・副町長・幹部

等 

県災害対策情報連絡室

室 

県現地機関等 

関 係 部 課 

防災機関 

消 防 署 

消 防 団 

町 民 

事象確認の連絡：危機管理・防災係長 

 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連絡 指示 

協議 

関係職員 

指示 

副 団 長 

分 団 長 

副分団長 

団 員 

配 置 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

＊総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

勤務時間外・休日等 

要配慮者関連施

設 
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2.災害対策本部 

(1) 設置基準 

町内に､風水害による甚大な被害が発生し､又は発生するおそれがある場合､災害対策基本法 

第23条の2第1項の規定により､町長(不在の時は副町長､総務課長の順)が必要と認める場合｡ 

《基本的な設置基準》 

災害対策本部の基本的な設置基準 

① 気象業務法に基づく注意報又は警報が発表され､町長がその必要を認めたとき 

② 異常な自然現象又は大規模な災害の発生を伴う火災､爆発その他人為的原因により災害が

発生し､町長がその必要を認めたとき 

(2) 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関との連絡 

調整 

(3) 設置場所 

総務課に置く｡総務課が使用できない場合は､庁舎内の適当な会議室を選定するか､庁舎自体が 

使用できない場合は､次の優先順位によりその施設に災害対策本部を設置する｡ 

優先順位 設置場所 施設管理者､連絡先 

第1設置場所 白石町総合ｾﾝﾀｰ 施設管理者 

第2設置場所 自有館､福富ゆうあい館 各施設管理者 

(4) 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令系統を 

 確立する｡ 

(5) 組織 

災害対策基本法第23条の規定により本部の組織を編成する｡ 

(6) 配備体制及び配備要員 

町は､被害の防除及び軽減､災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため 

配備体制を整えるものとし､その配備体制は町長が定める｡各対策部の配備要員数は､総務対策 

部長と各対策部長が､上記基準に基づき､協議を行ない定める｡ 

(7) 配備要員の動員 

配備体制に基づく配備要員の動員は次によるものとする｡ 

① 配備の伝達 

       配備の伝達系統については､災害対策連絡室の伝達系統と同様とする｡ 

ｱ 勤務時間中は､総務課長(総務対策部)が庁内放送､一般電話､防災無線を通じて伝達を 

行なう｡ 

ｲ 勤務時間外(休日等を含む)の場合は､一般電話､防災無線等の他最も迅速な方法により 

伝達を行なう｡ 
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② 非常連絡員の指定 

配備要員参集と災害応急措置等の迅速化を図るため､町長は対策部毎に非常連絡員を定 

める｡ 

《各対策部の非常連絡員》 

対策部名 
非常連絡員 

正 副 

総務対策部 総務課長 企画財政課長､総合戦略課長､税務課

長､会計管理者､総務課課長補佐､企画

財政課課長補佐､総合戦略課課長補佐 

福祉対策部 長寿社会課長 保健福祉課長､住民課長 

環境対策部 生活環境課長 佐賀西部広域水道企業団､生活環境課

長補佐 

産業対策部 農村整備課長 農業振興課長､商工観光課長､農業委員

会局長 

建設対策部 建設課長 建設課課長補佐 

議会対策部 議会事務局長 議会事務局課長補佐 

教育対策部 学校教育課長 生涯学習課長、新しい学校づくり課長 

消防対策部 消防団長 消防副団長 

③ 非常参集 

全職員は､勤務時間外に災害対策本部が設置され､第2配備の体制をとる旨伝達を受けた場合､ある 

いは町内に風水害が発生し､電話連絡がとれない場合は､災害対策活動に従事するため､直ちに登庁し､ 

所定の場所で配置につくものとする｡ 

④ 参集の報告 

       参集した職員は､所属課長(班長)に報告を行う｡ 

課長(班長)は､課内の参集状況をとりまとめ､各対策部長に報告し､各対策部長は､総務課長(総 

務対策部長)に報告する｡ 

総務課長(総務対策部長)は､町長(本部長)に参集状況を報告する 

【様式編】職員参集記録票及び報告書(P573) 

(8) 職員の参集配備 

職員は､災害対策活動に従事するため､次により参集し配備につく｡ 

① 職員は災害対策本部の設置の伝達を受けた場合､あるいは風水害により電話連絡がとれない 

場合は､直ちに登庁し､所定の場所で配置につくものとする｡ 

② 参集場所の例外 

職員は参集にあたって､交通途絶により所定の場所に登庁することができない場合で､かつ､ 

上司等と連絡がとれない時は､次の登庁可能な場所に参集するものとする｡ 

ｱ 白石町役場 

ｲ その他の現地機関 
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(9) 職員の応援 

災害状況の推移等により各班の班員(活動要員)が不足するときは､次の措置を講じる｡ 

① 余裕のある他の班から応援を求める｡ 

② 災害対策基本法第67条の規定により他の市町に対して応援を求めるとともに必要に応じ､同法第68条 

の規定により県に対して職員の派遣を要請する｡ 

(10) 緊急初動班の設置 

① 緊急初動班の設置 

勤務時間外において､災害対策本部を設置する規模の風水害が発生した場合､災害対策本部の体制 

が機能するようになるまでの間､必要に応じ､町長(本部長)又は総務課長の指示により､緊急初動班を 

設置する｡ 

緊急初動班長は､総務課長(総務対策部長)をもってあて､臨機に対応する｡ 

緊急初動班長は､町長(本部長)と緊密に連絡をとりながら､緊急初動班を指揮する｡ 

② 緊急初動班要員の確保(電話途絶時) 

あらかじめ指定された緊急初動班の要員は､大規模な風水害を感知し､電話が途絶していることを 

確認した場合には､直ちに登庁し､緊急初動班の活動にあたる｡ 

《緊急初動班要員》 

 課 緊急初動要員 

総務課､企画財政課 総務課職員､企画財政課職員 

③ 緊急初動班の設置場所 

緊急初動班は､総務課に置く｡ 

④ 緊急初動班の業務 

緊急初動班は､次の業務を行う｡ 

ｱ 通信機材の確保 

･防災行政無線の点検及び修理 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの調達 

ｲ 情報の収集 

･消防機関､町民その他からの情報収集 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵによる情報収集 

･職員が登庁時に集めた情報の収集 

ｳ その他緊急に必要な事項 

･県への連絡 

･各対策部長及び配備要員の確保 

･庁舎の電気､電話､給水施設等の点検 

(11) 複合災害発生時の体制 

複合災害が発生し､複数の対策本部の設置基準に該当する場合は､重複する要員の所在調整 

など効率的､効果的な体制の確保に努めるものとする｡現地対策本部についても､同様に対応する 

ものとする｡ 
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 (12) 県との連携 

県において､非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部が設置された場合には､連絡調 

整を緊密に行い､連携を図るものとする｡ 

 

(13) 災害対策本部の廃止 

災害対策本部は､災害の危険が解消し､又はその災害の応急対策が完了したと町長が認めたと 

きに廃止する｡ 

(14) 設置又は廃止の公表 

災害対策本部を設置し､又は廃止したときは､公表するとともに､県､警察署長､消防機関長､  

隣接自治体等に通報するものとする｡ 

① 通知･公表の方法 

     ｱ 電話及び文書による通知 

     ｲ 大規模災害の場合､報道機関への記者発表による通知 

     ｳ 防災行政無線による通知 

     なお､公表内容については､報道機関等災害状況発表内容に基づき行うものとする｡ 

   【様式編】 

    ･報道機関等災害状況発表内容(P562) 

② 通知･公表の責任者 

      災害対策本部の設置及び廃止における､関係機関への通知､公表は総務課長により行うもの 

とする｡ 

(15) 現地災害対策本部の設置 

町長は､局地的な大規模災害が生じた場合､現地災害対策本部を設置することとする｡この場 

合､現地対策本部長は､副本部長又は本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる｡現 

地本部員は､現地本部長が､各対策部所属の職員のうちから指名する者をもって充てる｡ 

(16) 業務継続性の確保 

町は､災害時に災害応急対策活動や復旧･復興活動の主体として重要な役割を担うこととな 

ることから､業務継続計画の策定等に当たっては､少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び 

職員の参集体制､本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定､電気･水･食糧等の確保､ 

災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保､重要な行政ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ並びに非常時優 

先業務の整理について定めておくものとする｡ 

 

3.水防本部 

水防本部に関しては､水防法第32条の規定により定めた､｢白石町水防計画書｣による｡ 

ただし､災害対策本部が設置された場合には､その組織に統合するものとする｡ 
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《白石町災害対策本部の所掌事務》 

対策部名 課名(班名) 所 掌 事 務 

総    務 

対 策 部 

総務課(総務班) 

 

 

 

 

 

 

 

総務課(情報連絡班) 

･災害対策全般に関わること 

･災害対策本部全般に関わること 

･災害対策に関わる連絡調整及び統制 

･災害､気象情報等の収集及び伝達 

･職員の配置及び動員に関すること 

･防災機関との連絡調整 

･動員職員の食料の確保配給 

･避難所の確保及び連絡調整 

･駐在員への調査依頼及び情報収集 

･他班に属さない事項 

･本部長の命令伝達に関すること 

･本部長等の災害視察に関すること 

･国､県等の罹災見舞い及び視察対応 

･陳情書の作成に関すること 

･災害情報の収集及び整理 

･災害情報に関する広報全般(住民伝達) 

･災害写真等の撮影及び記録の整理 

企画財政課(財政班) 

 

 

総合戦略課(避難誘導班) 

･災害対策に関わる予算､資金措置 

･災害応急物資の調達に関わること 

･災害時の配車及び配車計画 

･災害時の庁内電話の確保､整備 

･来庁者及び職員の安全確認 

･避難誘導及び避難所の運営に関わる事項 

･総務班への応援に関わる事項 

税務課(調査班) 

･土地､家屋等の被害調査及び情報収集 

･被災者の町税に関する措置事項 

･被災に関わる証明に関すること 

･避難者の搬送及び収容 

･避難所の設営運営に関すること 

会計室(出納班) 
･災害に関する支出事項 

･義援金等の保管に関すること 
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対策部名 課名(班名) 所 掌 事 務 

福    祉 

対 策 部 

住民課(給与班) 

･応急物資､食料等の調達確保及び運搬 

･福祉対策部他班の応援に関すること 

･避難所の設営運営に関すること 

保健福祉課(救助班) 

 

 

 

 

保健福祉課(保健班) 

･災害救助法に基く諸対策全般 

･被服､寝具､生活必要品等の調達配給 

･社会福祉施設の被害状況の収集~報告 

･義援金品の受付配分に関すること 

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの登録受付に関する事項 

･保育園の被害状況の収集､報告 

･保育園児に対するｹｱ 

･医療､保健機関との連絡調整 

･保健関係施設に関わる被害調査等 

･災害時における衛生管理に関わる事項 

長寿社会課(要配慮者支援班) 

･高齢障害関係施設に関わる被害調査等 

･要配慮者関連施設との連絡調整 

･要配慮者の避難誘導･支援に関わる事項 

環 境 

対策部 

生活環境課(環境対策班) 

･衛生関係機関に関わる被害調査等 

･罹災地区の防疫に関すること 

･災害時のごみ処理に関すること 

･被災地区のし尿処理に関すること 

･被災地区の簡易水道に関すること 

･死体の埋葬等に関すること 

生活環境課(水道2班) 
･下水道施設に関わる被害調査 

･環境対策部他班の応援に関すること 

佐賀西部広域水道企業団 

･飲料水の確保､供給に関すること 

･上水道災害対策に関する事項 

 

産 業 

対策部 

商工観光課(商工班) 

･商工､観光業者の被害状況の調査 

･商工観光機関との連絡調整 

･災害時の輸送運搬業者等との連絡調整 

･罹災商工業者に対する金融対策 

農業振興課(農林水産1班) 

 

農村整備課(  〃  2班) 

 

･農林水産関係の被害状況の調査 

･農作物､農業用施設及び林野､林道の災害対策に関

わる事項 

･園芸農作物等の災害対策に関わる事項 

･漁港等の災害対策に関わる事項 

･災害時の舟艇の調達に関すること 
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対策部名 課名(班名) 所 掌 事 務 

産 業 

対策部 

農業振興課(農林水産1班) 

農村整備課(  〃  2班) 

･農業災害補償に関すること 

･罹災農林水産家畜産業者の金融対策 

農業委員会(農地班) 

･農地の災害状況の調査 

･農地の災害対策に関すること 

･避難所の設置運営に関すること 

建 設 

対策部 
建設課(土木班) 

･土木建築関係の被害状況の調査 

･土木施設災害復旧事業の総括 

･水防法に関わる事項について 

･道路及び橋梁､河川堤防等に関する事 

･高潮対策に関すること 

･救出､救助機械の調達､労務調達全般 

･建築物の災害予防及び応急修理 

･応急仮設住宅の設置に関する事項 

教 育 

対策部 

学校教育課(教育班) 

新しい学校づくり課（教育班） 

･文化教育施設の災害状況調査 

･児童生徒等の応急教育対策に関する事 

･学校用教科書､学用品等の斡旋調達 

･児童生徒に対するｹｱ 

生涯学習課(教育施設班) 

･教育施設の被害調査 

･社会体育施設の災害状況の調査 

･指定文化財等の災害状況の調査 

･教育対策部他班の応援に関すること 

学校教育課(給食班) ･被災者に対する炊出し及び食品の給与 

議 会 

対策部 
議会事務局(議会班) 

･災害に関わる議会事務局事務分掌全般 

･議会関係機関の視察に関すること 

消 防 

対策部 
消防団(消防班) 

･消防団の動員及び配置に関すること 

･災害情報の収集及び伝達等 
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《白石町災害対策本部組織図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本部長（町長） 
総務対策部 

部 長：総務課長 

副部長：企画財政課長、総合戦略課長 

〃 ：税務課長、会計管理者 

総務班(総務課) 

情報連絡班(総務課) 

財政班(企画財政課) 

避難誘導班（総合戦略課） 

調査班(税務課) 

出納班(会計室) 

 

福祉対策部 

部 長：長寿社会課長 

副部長：住民課長、保健福祉課長 

給与班(住民課) 

救助班(保健福祉課) 

保健班(保健福祉課) 

要配慮者支援班(長寿社会課) 

環境対策部 

部 長：生活環境課長 

副部長：佐賀西部広域水道企

業団 

環境班(生活環境課) 

水道１班(生活環境課) 

水道２班(佐賀西部広域水道企

業団) 

産業対策部 

部 長：農村整備課長 

副部長：農業振興課長、商工

観光課長、農業委員

会局長 

農林水産１班(農業振興課) 

農林水産２班(農村整備課) 

商工班(商工観光課) 

農地班(農業委員会) 

建設対策部 

部 長：建設課長 

副部長：建設課課長補佐 

 

土木班(建設課) 

議会対策部 

部 長：議会事務局長 

副部長：議会事務局課長補佐 

議会班(議会事務局) 

教育対策部 

部 長：学校教育課長 

副部長：生涯学習課長 

     新しい学校づくり課長 

教育班(学校教育課、新しい学校

づくり課) 

教育施設班(生涯学習課) 

給食班(学校教育課) 

消防対策部 

部 長：消防団長 

副部長：消防副団長 

消防班(消防団) 

  

 

 

 

 

  《本部会議》 

白石町災害対策本部会議 

本部長 町 長 

副本部長 副町長 

本部付 教育長 

総括部長 総務課長 

対策部長 
各課長 

消防団長 

  

  《緊急初動班》 

緊 急 初 動 班 

班 長 
総務課長  

企画財政課長 

班 員 総務課、企画財政課 

 

副本部長(副町長) 

本 部 会 議 
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《災害対策連絡室の配備体制》 

区     分 注意体制 警戒体制 

配 備 体 制 
防災対策要員を充て､事態の情報収集

等を行う体制 

事態が悪化するおそれがあり､体制を

強化し､町民への情報伝達活動等が実

施できる体制｡ 

配 備 基 準 
気象業務法に基づく注意報､警報が発

表され警戒が必要となった場合 

気象業務法に基づく災害に関する警

報又は水防法及び気象業務法に基づ

く洪水予報等が発表された場合 

対策部名 班 名 動員該当職員 動員該当職員 

総務対策部 

総務班 

総務課長､総務課課長補佐 

危機管理･防災係長及び担当職員 

 

総務課･企画財政課･総合戦略課･

税務課･会計室長､課長補佐 

総務課係長及び担当職員 

情報連絡班 

財政班 

調査班 

出納班 

福祉対策部 

給与班 

(長寿社会課長) 

長寿社会課･住民課･保健福祉課

課長 

 

救助班 

保健班 

要援護者支援班 

環境対策部 

環境対策班 

(生活環境課長) 生活環境課長及び課長補佐 水道対策1班 

水道対策2班 

産業対策部 

農林水産1班 

農村整備課長 

(農業振興課長) 

(商工観光課長) 

農村整備課･農業振興課･商工観

光課･農業委員会局長 

農業振興課･商工観光課･農村整

備課係長 

(水防関係職員) 

農林水産2班 

商工班 

農地班 

建設対策部 土木班 建設課長 

建設課長･建設課課長補佐 

及び係長 

(水防関係職員) 

議会対策部 議会班 (議会事務局長) 議会事務局長 

教育対策部 

教育班 
(学校教育課長) 

(新しい学校づくり課長) 

学校教育課･新しい学校づくり課

生涯学習課 課長 
教育施設班 

給食班 

消防対策部 消防団 (消防団長) 
消防団長 

(消防副団長) 

 ※( )は状況に応じ待機するもの 
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《白石町災害対策本部の配備体制》 

区     分 第1配備 第2配備 

配 備 体 制 

各課､関係機関の要員を充て､事態の

推移により速やかに第2配備体制に

切り換えることができる体制 

各課､関係機関職員の全員を充て､状

況により直ちに活動を開始できる体

制 

配 備 基 準 

全地域若しくは局地的に災害が発生

し又は発生するおそれがある場合 

(1/2程度の職員) 

全地域又は局地的に災害が発生した

場合 

対策部名 班 名 動員該当職員 

全 職 員 

総務対策部 

総務班 

総務課､企画財政課､総合戦略課､

税務課､会計室職員 

情報連絡班 

財政班 

調査班 

出納班 

福祉対策部 

給与班 

長寿社会課､住民課､保健福祉課

職員 

救助班 

保健班 

要援護者支援

班 

環境対策部 

環境対策班 

生活環境課職員 水道対策1班 

水道対策2班 

産業対策部 

農林水産1班 

農村整備課､農業振興課､商工観

光課､農業委員会職員 

農林水産2班 

商工班 

農地班 

建設対策部 土木班 建設課職員 

議会対策部 議会班 議会事務局職員 

教育対策部 

教育班 
学校教育課､新しい学校づくり

課、生涯学習課職員 
教育施設班 

給食班 

消防対策部 消防団 
消防団長 

消防副団長及び団員 

 

4.標識等 

(1) 標示板 

災害対策本部を設置した場合､標示板を役場玄関前に掲示するものとする｡ 

(2) 腕 章 

災害対策本部を設置した場合､本部長以下班員が災害活動に従事するときは､法令及び計画等に 

おいて定めのある場合を除き､次に定める腕章を着用する｡ 
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   《掲示板》                   《腕章》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 防災機関の活動体制 

町の防災機関は､町域に風水害が発生した場合､又は風水害に関係する情報等の伝達を受けるなど 

その発生のおそれがある場合には､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基 

づき､活動体制を整備し､その責務と処理すべき業務を遂行する｡ 

 

第2節 災害発生直前対策 

風水害については､気象･水防情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なこ 

とから､被害を軽減するためには､情報の伝達､適切な避難誘導､災害を未然に防止するための活動等､ 

災害発生直前の対策を迅速かつ的確に行う必要がある｡ 

 

第1項 警報等の伝達等 

  国及び県は､避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を､警報ﾚﾍﾞﾙとの関係が明確になるよう､ 

5段階の警戒ﾚﾍﾞﾙ相当情報として区分し､住民の自発的な避難判断等を促すものとする｡ 

なお､防災気象情報の提供にあたり､参考となる警戒ﾚﾍﾞﾙも併せて提供するものとする｡ 

1.風水害に関係する警報等の種類 

(1) 気象関係 

ｱ 特別警報､警報､注意報 

特別警報 
暴風雪 

特別警報 

暴風 

特別警報 

大雨 

特別警報 

大雪 

特別警報 

高潮 

特別警報 

波浪 

特別警報 
 

警 報 暴風雪警報 暴風警報 大雨警報 大雪警報 高潮警報 波浪警報 洪水警報 

注意報 風雪注意報 強風注意報 大雨注意報 大雪注意報 高潮注意報 波浪注意報 洪水注意報 

ｲ その他の注意報 

雷注意報､なだれ注意報､着氷･着雪注意報､融雪注意報 

 

30cm 

180cm 

白

石

町

災

害

対

策

本

部 

白 石 町 

災害対策本部 

10cm 

38cm 

備考：布地は白色とし字は黒とする。 
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ｳ その他の情報 

土砂災害警戒情報､記録的短時間大雨情報､顕著な大雨に関する情報､線状降水帯の予測情報､ 

竜巻注意情報､佐賀県気象情報､警報級の可能性､土砂災害警戒判定ﾒｯｼｭ情報､大雨警報(浸水 

害)の危険度分布､洪水警報の危険度分布 

(2) 水防関係 

① 洪水予報 

気象庁が発表する洪水予報､国土交通省が指定する河川に対して気象庁及び国土交通省が共 

同で発表する洪水予報及び､県が指定する河川に対する洪水予報｡ 

② 水防警報等 

国土交通省又は県が指定する河川､海岸において､洪水又は高潮の発生が予想される場合､ 

国土交通省出先機関又は県が､水防上必要と認め､発する予報･警告｡ 

③ 水防情報 

水位の昇降､滞水時間及び最高水位とその時刻等水防活動上必要な事項であって､関係機関 

に発するもの｡ 

   《発表基準》 

種  別 発表基準及びその内容 

洪 水 予 報 

○○川はん濫

注意情報 

 基準地点の水位がはん濫注意水位に到達し､水位がさらに

上昇することが予想されるときに発表｡ 

○○川はん濫

警戒情報 

 基準地点の水位が避難判断水位に到達し､水位がさらに上

昇することが予測されるとき､はん濫危険水位に到達するこ

とが予想されるとき発表する｡ 

○○川はん濫

危険情報 

 基準点の水位がはん濫注意水位に到達し､はん濫のおそれ

があるとき発表｡ 

○○川はん濫

発生情報 
 実施区間内ではん濫が発生したとき発表する｡ 

避難判断水位到達

情報 

 洪水予報河川以外の河川のうち､洪水により相当な損害を生じるおそれの

あるものとして指定した河川について､避難判断水位を定め､河川の水位がこ

れに到達したとき｡ 

水 防 警 報 

待機警報 
 指定水位に達し､なお上昇の見込みがあるとき及び予報等

により洪水､高潮のおそれがあるとき｡ 

出動準備 

指定水位を超え､なお上昇のおそれがあり､警戒水位を突破

すると思われるとき及び､予報･警報などにより洪水､高潮の

危険を予知したとき｡ 

出  動 
 警戒水位に達し､なお水位上昇のおそれがあるとき､及び予

報･警報などにより洪水､高潮の危険が切迫したとき｡ 

解  除 
警戒水位を下り､再び増水のおそれがないと思われるとき､

水防活動の終了を通知するもの 

水 防 情 報 水防警報の発表前又は発表中 
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(3) 土砂災害警戒情報等の周知 

町長が防災活動や町民等への避難指示等の対応を適時適切に行えるよう支援するとともに､ 

住民自らの避難の判断等にも参考となるよう､国と県は次の情報を発表する｡ 

これらの情報を､県は､一斉指令ｼｽﾃﾑ等により市町へ伝達する｡ 

町は､関係機関の協力を得ながら､防災行政無線や広報車､携帯電話の緊急速報ﾒｰﾙなど保有す 

るあらゆる手段を活用し､住民に対し迅速かつ的確に伝達する｡ 

① 土砂災害警戒情報 

      大雨による土砂災害の危険度が高まった場合､佐賀地方気象台及び県は共同して土砂災害警 

戒情報を発表する 

② 土砂災害緊急情報 

      大規模な土砂災害が急迫している場合､特に高度な専門的知識及び技術が必要な場合は国が､ 

その他の場合は県が緊急調査を行い､被害の想定される区域と時期に関する情報(土砂災害緊 

急情報)を町へ通知すると共に一般に周知する｡ 

(4)避難情報等 

警戒ﾚﾍﾞﾙ 町民がとるべき行動 行動を促す情報 警戒ﾚﾍﾞﾙ相当情報 

警戒ﾚﾍﾞﾙ5 

(町が発令) 

命の危険 

直ちに安全確保 
緊急安全確保 

氾濫発生情報 

大雨特別警報等 

警戒ﾚﾍﾞﾙ4 

(町が発令) 

危険な場所か 

ら全員避難 
避難指示 

氾濫危険情報 

土砂災害警報情報等 

警戒ﾚﾍﾞﾙ3 

(町が発令) 

危険な場所から 

高齢者等は避難 

他の県民は準備･ 

自主避難 

高齢者等避難 
氾濫警戒情報 

洪水警報等 

警戒ﾚﾍﾞﾙ2 

(気象庁が発表) 
避難行動の確認 注意報 

氾濫注意情報 

大雨･洪水注意報等 

警戒ﾚﾍﾞﾙ1 

(気象庁が発表) 
心構えを高める 早期注意情報  

 

2.警報等の伝達 

町及び防災機関は､風水害に関係する警報等を､次の系統により迅速かつ的確に伝達するものとす 

る｡また､県は､大雨､暴風､高潮等の特別警報の伝達を受けた場合は､これを直ちに市町へ通知するも 

のとし､通知を受けた市町は､これを直ちに住民等に伝達するものとする｡ 

町は､危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫すること､その対象者を明確にする 

こと､避難指示等に対応する警戒ﾚﾍﾞﾙを明確にして対象者ごとに警戒ﾚﾍﾞﾙに対応したとるべき避難 

行動が分かるように伝達することなどにより､住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする｡ 

道路管理者は､降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して､できるだけ早く交通規制予告を 

発表するものとする｡その際､当該情報が入手しやすいよう多様な広報媒体を活用し､日時､迂回経路 

等を示すものとする｡また､降雨予測の変化に応じて予告内容の見直しを行うものとする｡ 
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(1) 警報等の扱い 

佐賀地方気象台から警報､注意報等が通知された時､総務課長は､今後の気象状況等を鑑み､災 

害に結びつく重要な情報等は､決められた伝達系統により各関係機関長に伝達するものとし､この 

場合､当該警報､注意報等により予測される事態に対し､取るべき措置等を併せて指示するものと 

する｡ 

 

(2) 警報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 警報等の受入れ･伝達 

① 勤務時間内の受入れ･伝達 

 国･県等の各機関からの各種予警報､情報は総務課(災害対策本部設置時は総務班)が受入れ､ 

佐賀地方気象台 

佐賀県警察本部 佐賀県危機管理防災課 NTTﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｱｸﾄ関西 

白石警察署 

白石町 総務課 

危機管理・防災担当 

防災無線(一斉指令) 警報 

関
係
機
関
団
体 

電話・ＦＡＸ・防災行政無線・広報車 

出
先

機
関

長 

住    民 

電
話
・
口
頭 

防
災
無
線
・
広
報
車 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
・
緊
急
速
報
メ
ー
ル 

電
話
・
サ
イ
レ
ン 

各
学
校
・
幼
稚
園 

消

防

団

長 

消
防
分
団
長
・
部
長 

駐 

在 

員 

広

報

担

当 

教
育

委
員

会 

杵藤土木事務所 

洪水予報等・水防 

各 

保 

育 

園 

庁 

内 

各 

課 

国土交通省(武雄河川事務所) 
洪水予報 

要
援
護
者
関
連
施
設 
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災害に結びつく重要な情報は､関係各課､消防団等に連絡するとともに庁内放送により全職員 

に周知する｡ 

② 勤務時間外の受入れ･伝達 

ｱ 災害対策本部設置前にあたっては､危機管理･防災係長が受信し､総務課長に連絡する｡ 

総務課長は､配置の基準に該当するときは､農村整備課長､建設課長(防災対策要員)と協議の 

上､各関係課長に連絡し､配置職員招集の指示を行う｡ 

ｲ 総務課長は､配置職員招集の指示を関係部課長､消防団並びに関係団体に連絡する｡ 

ｳ 災害対策本部設置時にあたっては､総務班が受信し各対策部へ連絡する｡ 

③ 一般町民への通報 

町民に対する通報については､必要に応じ消防団(分団)､駐在員､関係団体に連絡し､周知を 

図るとともに総務課(災害対策本部設置時には総務班)及び関係課(災害対策本部設置時は情報 

班)は､広報車､防災行政無線施設等により周知を図る｡消防団においては各分団長に連絡し､ 

各部長は町民に周知する｡ 

④ 予警報等受領伝達簿 

総務課(災害対策本部設置時には総務班)は､予警報､情報､通報等の受領､伝達､その他の処理 

に関する取扱いの責任を明らかにし､かつ事後の参考に資するため予警報等受領伝達簿を作成 

する｡ 

【資料編】 

･気象予警報に関る事項(P526~P528) 

 

第2項 避難誘導 

1.警戒活動 

町は､風水害の発生のおそれがある場合には､佐賀気象台が発表する警報等又は国土交通省等が発

表する洪水予報等に十分注意し､河川管理者､水防団等と連携を図りながら浸水が想定される区域や

土砂災害危険箇所の警戒活動を実施する｡特に､台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合に

おいては､大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで､住民に対して分かりやすく適切

に状況を伝達することに努めるものとする｡ 

 

2.適切な避難誘導 

警戒活動の結果､危険と認められる場合には､避難の指示を実施する者は､躊躇せず､時期を逸する

ことなく､行うものとする｡この場合は､避難行動要支援者に十分配慮し､早目に避難指示等の情報伝

達､避難誘導､安否確認を実施するなど適切な措置を取るものとする｡また､危険の切迫性に応じて指

示等の伝達文の内容を工夫するなど､住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする｡ 

さらに､災害対策本部の置かれる庁舎等において十分な状況把握が行えない場合は､指示等を行う

ための判断を風水害の被災地近傍において行うなど､適時適切な避難誘導に努めるものとする｡ 

また､町は､避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を伴う場

合等やむを得ないときは､居住者等に対し､屋内での待避等の安全確保措置を指示することができる

ものとする｡ 

なお､具体的な避難計画は、本章第14節避難計画に示す｡ 
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3.指定緊急避難場所及び指定避難所の開放･開設 

町は､災害が発生するおそれがある場合には､必要に応じ､指定緊急避難場所及び指定避難所を開

放･開設し､住民等に対し周知徹底を図るものとする｡必要があれば､あらかじめ指定した施設以外の

施設についても､管理者の同意を得て避難所として開設するものとする｡ 

 

4 局地的かつ短時間の豪雨の場合 

町は､避難指示の発令の際には､避難場所を開放していることが望ましいが､避難のためのﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

が少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は､躊躇なく避難指示を発令するものとする｡また､そのよ

うな事態が生じ得ることを住民にも周知するものとする｡ 

 

5.住民への避難指示等の伝達 

住民への避難指示等の伝達に当たっては､防災行政無線を始め､Lｱﾗｰﾄ(災害情報共有ｼｽﾃﾑ)､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗ

ｼﾞｵ､携帯電話(緊急速報ﾒｰﾙ機能を含む｡)､ﾜﾝｾｸﾞ等のあらゆる伝達手段の複合的な活用を図り､対象

地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする｡ 

 

6.住民への周知 

避難誘導に当たっては､町は､指定緊急避難場所､避難路､浸水区域､土砂災害危険箇所等の存在､災

害の概要その他避難に資する情報の提供に努めるものとする｡ 

 

7.町に対する助言 

防災関係機関は､町から求めがあった場合には､避難指示の対象地域､判断時期等について助言す

るものとする｡ 

また､町は､避難指示等の発令に当たり､必要に応じて気象防災ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等の専門家の技術的な助

言等を活用し､適切に判断を行うものとする｡ 

 

第3項 災害未然防止活動 

町は､水防計画に基づき､河川堤防等の巡視を行い､水防上危険と思われる箇所について､応急対策

として土のう積みなど水防活動を実施する｡また､必要に応じて､委任した民間事業者により水防活

動を実施する｡ 

河川管理者､海岸管理者及び農業用用排水施設管理者､下水道管理者等は､洪水､高潮､豪雨の発生

が予想される場合には､ﾀﾞﾑ､せき､水門､ﾎﾟﾝﾌﾟ場等の適切な操作を行うものとし､この際必要と認め

る場合には､あらかじめ必要な事項を町及び防災機関､警察署に通知するとともに､一般に周知する

ものとする｡ 

町は､大規模な災害発生のおそれがある場合､事前に物資調達･輸送調整等支援ｼｽﾃﾑを用いて備蓄

状況の確認を行うとともに､あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう､

物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有するなど備蓄物資の提供を含め､

速やかな物資支援のための準備に努めるものとする｡ 
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第3節 災害情報の収集･連絡､報告 

町及び防災機関は､風水害時において､応急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積

極的に収集し､また収集した情報を県及び他の防災機関に迅速､的確に伝達･連絡するものとする｡こ

の場合､概括的な情報や地理空間情報も含め多くの情報を効果的な通信手段･機材､情報ｼｽﾃﾑを用い

て伝達･共有し､被害規模の早期把握を行う｡ 

また､町は､法令等に基づき､被害状況等を県に報告する｡ 

なお､具体的な報告要綱等については､第3節第4項に示す｡ 

 

第1項 収集する災害情報の種類 

町及び防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

【第1段階】緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

1.主要緊急被害情報 

 (1) 概括的被害情報(人的被害､住家･建築物の被害状況､火災･土砂災害の発生状況等) 

 (2) ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害の範囲 

 (3) 医療機関へ来ている負傷者の状況 

 (4) 119番通報の状況等 

【第2段階】被害情報(対策を機能的･効率的に進めるための情報) 

1.人的被害(行方不明者の数を含む) 

2.住家被害 

3.ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 

4.公共施設被害 

5.農林水産､商工被害(企業､店舗､観光施設等の被害)等 

【第3段階】対策復旧情報(被災者及び防災機関の対応に必要な情報) 

1.応急対策の活動状況 

2.災害対策本部の設置､活動状況等 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 災害情報の収集､共有 

町及び防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡特に､風水害の規模を早期に

把握するために必要な緊急災害情報については､迅速に行うよう努める｡ 

 

1.緊急災害情報の収集 

町及び防災機関の職員は､参集途上中に､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗやｶﾒﾗ付き携帯電話等も活用して周囲の被災状

況を把握するものとし､参集後所属機関の長に報告する｡報告を受けた所属機関の長は､県(危機管理

被害情報 

【第１段階】緊急災害情報 

【第２段階】被害情報 

【第３段階】対策復旧災害情報 
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防災課〔総括対策部〕)へ､その映像を添え報告するものとする｡ 

(1) 異常現象発見者の通報 

災害発生のおそれがある異常現象(竜巻､強いﾋｮｳ､地震､異常潮位､異常津波､山崩れ､崖崩れ等) 

を発見した者は､直ちにその旨を町長(駐在員､消防団)､警察署又は消防署に通報しなければなら 

ない｡ 

(2) 駐在員の通報 

   ① 現地における災害の状況等を把握するため､それぞれの地区に駐在員を置く｡ 

   ② 駐在員は､災害が発生し､又は発生するおそれがあるとき､若しくは注意体制下においては 

地区内の危険箇所の状況把握を行うとともに随時巡回を行うなどして､地区内の災害状況の推 

移に注意し､消防団等との連絡を密に行い情報を収集する｡ 

   ③ 災害が発生した場合又は異常現象発見者からの通報を受けた場合は､直ちにその状況を調査 

し､町(総務課)に連絡する｡ 

(3) 消防団関係 

① 消防団員は､常時地区内の状況を把握するとともに町(総務課･総務班)との連絡を密にする｡ 

② 災害が発生し､又は発生するおそれがあるとき若しくは警戒体制下においては､地区内の危 

険箇所を巡回し､状況の把握及び情報の収集を行う｡ 

③ 災害が発生した場合又は通報を受けた場合は､その状況を調査し直ちに所定の方法により 

町(総務課､総務班)へ通報する｡ 

(4) 民間団体等による調査及び情報の収集 

被害状況の調査区分及び調査･報告に関わる責任者は次のとおりとする｡ 

調査･情報収集区分 担当部門 協力団体 

人･住家等被害 総務課長 駐在員 

社会福祉施設関係被害 
保健福祉課長 

長寿社会課長 
施設の管理者 

衛生関係被害 生活環境課長 
施設の管理者 

駐在員 

農林関係被害 
農業振興課長 

農村整備課長 

土地改良区 

農業協同組合 

水産関係被害 農村整備課長 漁業協同組合 

商工関係被害 商工観光課長 商工会 

土木関係被害 建設課長 駐在員 

教育関係被害 学校教育課長 施設の管理者 

重要文化財関係被害又は

指定文化財等関係被害 
生涯学習課長 施設の管理者 

(5) 調査事項 

  ① 人的被害 

  ② 火災の発生状況 
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   ③ 家屋等の被災状況 

   ④ 町民の行動､避難状況 

   ⑤ 土砂災害等の発生状況 

   ⑥ 道路､橋梁被害による通行不能路線､区間 

   ⑦ 医療救護関係情報 

   ⑧ その他必要な被害報告 

 なお､災害の当初においては､①～⑤項の情報収集に努めるものとする｡ 

(6) 情報のとりまとめ 

   ① 災害情報の連絡責任者 

      町における災害情報の取りまとめ及び県等への報告は総務課(総務班)により行う｡ 

   ② 各課(班)は､それぞれ所管事項に係る被害状況及び災害応急対策の活動状況を収集､把握 

するとともに随時町(総務課､総務班)に連絡する｡ 

   ③ 総務課(総務班)は､駐在員､各課(班)､消防団､その他からの情報連絡を確実に受領整理し､ 

災害対策本部長に報告するとともに関係各課､各班長に通報する｡ 

 

2.その他機関からの情報の活用､職員の派遣等による情報収集 

町は､防災機関からの情報の他に､必要に応じて､報道機関や町民等から得られる情報も活用する

ものとする｡ 

 

3.情報の共有 

国､県､町その他の防災関係機関は､災害事態についての認識を一致させ､迅速な意思決定を行うた

めに､関係機関相互で連絡する手段や体制を確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調整の

ための職員を相互に派遣すること､災害対策本部長の求めに応じて情報の提供､意見の表明を行うこ

となどにより､情報共有を図るよう努めるものとする｡ 

 

第3項 災害情報の連絡方法 

町及び防災機関は､収集した災害情報を､防災行政無線､電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ等の最も迅速かつ確

実な方法により県(災害対策本部)に報告するとともに､必要に応じ､防災機関に対し､連絡する｡ 

さらに､必要に応じ､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､ｶﾒﾗ付き携帯電話及びﾋﾞﾃﾞｵ等を活用し､画像情報の連絡に努める

ものとする｡ 

 

第4項 被害状況等の報告 

町及び消防機関は､災害対策基本法､災害報告取扱要領(昭和45年4月10日付け消防防第246号)及び

火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に基づき､県に対し､被害状況等を報告

する｡ 

また､町は､要救助者の迅速な把握のため､行方不明者についても､関係機関の協力を得て､積極的

に情報収集を行うものとする｡ 

なお､人的被害の数(死者･行方不明者数をいう｡)については､県が一元的に集約､調整を行う｡ 
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1.実施責任者 

(1) 町 

町長は町の地域に係る被害報告等の収集を行うとともに､町防災会議の委員の属する機関に通報､ 

速やかに県等関係各機関に報告を行なうものとする｡ 

また､町長が県(本庁又は土木事務所)に報告できないときは､直接国(総務省消防庁)に対して被 

害報告を行なうものとする｡この場合､通信が回復次第､速やかに県に報告するものとする｡ 

また､｢火災･災害等速報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)｣の一部が改正され､地震が発 

生し､町区域内で震度5以上を記録したもの(被害の有無を問わない｡)については､町が直接消防庁 

に対して報告するものとする｡ 

  ① 県への報告基準 

ｱ 町において災害対策本部を設置した場合 

ｲ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に報告の必要があると認められる程度 

の災害 

ｳ ｱ又はｲに定める災害になるおそれがある災害 

(2) 防災機関等 

   町内における指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関､防災上重要な施設の管理 

者は､当該所管に関る被害情報等の収集を行なうとともに､町､国､県等に通報又は報告を行なうも 

のとする｡なお､関係機関への報告は各対策部の連絡担当班が､必要な事項の報告を行うものとする｡ 

 

2.被害報告取扱責任者 

  町長は､被害報告等が迅速かつ的確に処理できるよう､被害報告取扱責任者を以下のとおりと定

める｡ 

  《被害報告責任者》 

報 告 責 任 者 総 務 課 長 

 

 

 

3.報告の要領 

(1) 報告の種類等 

種 類 報 告 す る 情 報 時  期 

被害概況即報 

■緊急災害情報 

①画像情報 

②主要緊急被害情報 

災害の覚知後直ちに 

被害状況即報 

■被害情報 

①人的被害､住家被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 等 

■対策復旧情報 

①応急対策の活動状況 

②災害対策本部の設置､活動状況 

逐次 
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災害確定報告 

■被害情報 

①人的被害､住家被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 等 

■対策復旧情報 

①応急対策の活動状況 

②災害対策本部の設置､活動状況 

応急対策を終了した後20日以

内 

 

(2) 報告を必要とする災害の基準《参考》 

 

災害対策基本法第53条第2項の規定に基づき､

県が内閣総理大臣に報告するもの 

 

 

 
 

 

 

 

ｱ 県において災害対策本部を設置した災害 

ｲ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て特に報

告の必要があると認められる程度の災害 

ｳ ｱ又はｲに定める災害になるおそれのある災害 

 

 

 

 
 

災害報告取扱要領又は火災･災害等即報要領に

基づき､消防庁(長官)に報告するもの 

 

ｱ 災害救助法の適用基準に合致する災害 

ｲ 県又は町が災害対策本部を設置した災害 

ｳ 2県以上にまたがるもので､1の県における被害は軽微であ

っても､全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じてい

る災害 

ｴ 被害に対して､国の特別の財政援助を要する災害 

ｵ 被害が当初は軽微であっても､今後ｱ~ｴの要件に該当する災

害になるおそれがある災害 

ｶ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告す

る必要があると認められる災害 

 

災害対策基本法に基づき県(又は町)が行う内閣総理大臣への被害状況等の報告は､災害報告取 

扱要領又は火災･災害等即報要領に基づき行う消防庁(長官)への報告と一体的に行うものであり､ 

報告先は消防庁である｡ 

(3) 被害状況等の報告 

① 被害発生通報の報告は､災害の種類に応じてその事務を統括する課の長が総務課長に報告す 

る｡総務課長は､県へ電話等で迅速に連絡し､事後必要に応じて文書で報告する｡ 

② 被害状況報告(速報､確定)の報告については､各課が災害発生に係る被害状況を調査､把 

握し判明したものを､総務課により取りまとめ次第､逐次県へ報告する｡この場合､少なくと 

も災害発生通報後2時間以内に被害状況第一報を報告するものとする｡ 

③ 災害対策本部が設置されたときは､総務班において災害情報､被害状況報告(速報)を行 

う｡ 

災害対策基本法第５３条第１項の規

定に基づき、市町村が県に報告できず

に、内閣総理大臣に報告する場合も含

む 
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(4) 県への報告要領 

① 被害概況即報 

初期的なもので､被害の有無及び程度の概況についての報告とし､正確度よりも迅速度を旨 

とし､全般的な状況を主とするもので､一斉指令の災害報告機能によるもの及び様式(県災害対 

策運営要領)に基づく内容とし､災害覚知後直ちに､町は､県(危機管理防災課〔総括対策部〕)又 

は県関係現地機関(土木事務所等)に報告する｡ 

また､防災機関及びその他機関は､県各本部(部)(各対策部)を経由して､県(危機管理防災課 

〔総括対策部〕)に報告する｡ 

ただし､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)に報告できない場合は､直接県(危機管理 

防災課〔総括対策部〕)に報告するものとする｡ 

県(危機管理防災課〔総括対策部〕)は､町､防災機関及びその他機関からの報告(緊急災害情 

報)及び自ら収集した情報等を整理して､消防庁へ報告する｡また､必要に応じ､関係省庁及び関 

係地方公共団体にも連絡する｡ 

ただし､通信手段の途絶により県に報告できない場合には､町は､直接消防庁へ報告するもの 

とする｡その後､県と連絡がとれるようになった場合は､県に報告するものとする｡ 

また､消防機関への通報が殺到した場合､町は､その状況を県のほか､直接消防庁に対しても 

報告するものとする｡ 

② 被害状況即報 

被害状況の判明次第､逐次報告するもので､一斉指令の災害報告機能によるもの及び様式 

(県災害対策運営要領)に基づく内容とし､町は､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)を 

経て､県(危機管理防災課〔総括対策部〕)に報告する｡ 

また､防災機関及びその他機関は､県各本部(部)(各対策部)を経由して､県(危機管理防災 

課〔総括対策部〕)に報告する｡ 

ただし､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)に報告できない場合は､直接県(危機管理 

防災課〔総括対策部〕)に報告するものとする｡ 

県(危機管理防災課〔総括対策部〕)は､町､防災機関及びその他機関からの報告及び自ら収集 

した情報等を整理して､消防庁へ報告する｡また､必要に応じ､関係省庁及び関係地方公共団体 

にも連絡する｡ 

ただし､通信手段の途絶により県に報告できない場合には､町は､直接消防庁へ報告するもの 

とする｡その後､県と連絡がとれるようになった場合は､県に報告するものとする｡ 

特に､行方不明者の数については､捜索･救助体制の検討等に必要な情報であるため､町は､住 

民登録の有無にかかわらず､当該の区域(海上を含む｡)内で行方不明となった者について､県警 

察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める｡また､行方不明者として把握した者 

が､他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には､当該登録地の市町村(外国人 

のうち､旅行者などは外務省)又は都道府県に連絡する｡ 

町は､住家の被害状況が､災害救助法適用基準の2分の1に達したときは､上記の即報とは別に､ 

住家等被害状況速報を県(危機管理防災課〔総括対策部〕)に報告するものとする｡ 

③ 災害確定報告 

被害状況等の最終報告であり､所定の様式､方法に基づき､応急対策を終了した後20日以内に 
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報告する｡報告の経路は②のとおりとする｡ 

(5) 県への報告系統 

 

 

 

 

 

 

≪連絡窓口≫ 

佐賀県 危機管理防災課(総括対策部) 消  防  庁 

TEL (0952)25-7026 (0952)25-7027 

[時間外]守衛室 (0952)24-3842 

FAX (0952)25-7262 

消防防災無線 721 

消防防災無線FAX 728 

防災行政無線TEL(衛星回線接続後)9-733 

防災行政無線FAX(衛星回線接続後)9-7811 

TEL応急対策室 (03)5253-7527 

[時間外]宿直室(03)5253-7777 

FAX応急対策室 (03)5253-7537 

[時間外]宿直室(03)5253-7553 

消防防災無線TEL90-49012 

[時間外]90-49013 

消防防災無線FAX90-49033 

[時間外]90-49036 

地域通信衛星ﾈｯﾄﾜｰｸTEL 9-048-500-90-49013 

地域通信衛星ﾈｯﾄﾜｰｸFAX 9-048-500-90-49033 

[時間外]TEL 9-048-500-90-49102 

     FAX 9-048-500-90-49036 

杵藤土木事務所 

TEL (0954)22-4184~4187 

FAX (0954)23-9763 

消防防災無線 57-500 

消防防災無線FAX 57-609 

 

 

(6) 防災機関等の協力 

指定地方行政機関､指定公共機関等防災機関は､町が行う災害情報の収集に積極的に協力すると 

ともに､自ら調査収集した災害情報について､努めて町及び県に通報又は連絡を行うものとする｡ 

【資料編･様式編】 

･被害状況判定基準及び報告様式(P529~P534) 

 

第5項 異常現象発見時の通報 

町は､災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者､又はその発見者から通報を受けた警

察官若しくは海上保安官から通報を受けたとき､又は自ら知ったときは､直ちに､県(危機管理防災

課)､防災機関､佐賀地方気象台に通報する｡ 

 

町関係部門等 総 務 課 

(総務班) 

県危機管理防災課 

消 防 庁 
県不通時 

杵藤土木事務所 
必要に応じ 
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1.通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.通報を要する異常現象 

(1) 異常潮位 ･･････ 天文潮(通常の干満潮位)から著しく崩れ､異常に変動した場合 

(2) 異常波浪 ･･････ 海岸等に被害を与える程度以上のうねり､波浪で､前後の気象状況から判 

断して異常に大きい場合 

(3) その他 ････････ 崖地崩壊､異常出水､相当地域一帯の異臭 等 

 

3.通報項目 

(1) 現象名 

(2) 発生場所 

(3) 発見日時分 

(4) その他参考となる情報 

 

第4節 労務確保計画 

災害時における､労務の確保を図り､応急措置及び災害復旧の迅速かつ円滑な実施を促進するため

の計画である｡ 

 なお､災害時において､応急対策を実施する場合は､職員をもってこれにあてることとするが､特定

作業或いは労力に不足を生じる場合の計画は､次により実施する｡ 

 

第1項 実施責任 

災害応急対策に必要な労務者の雇上げ等については､町長が実施する｡ 

第2項 労働者の確保 

風水害の状況等により､防災機関が自ら必要な労働力を確保することが困難な場合は､町は､直接

所轄の公共職業安定所に対し､求人の申込みを行う｡ 

 

第5節 従事命令及び協力命令 

町長等(町長の委任を受けてその職権を行う町の職員､町長若しくはこの職員が現場にいない時又

はこれらの者から要求があった時は警察官又は海上保安官､以上の者がその場にいない時は災害派

遣を命ぜられた部隊等の自衛官を含む)は､応急措置を実施するため特に必要があると認める時､又

は緊急の必要があると認める時は､法令等に基づき､従事命令､協力命令を執行する｡ 

  

発見者 

警察官 

海上保安官 

町 

防災機関 

佐賀地方気象台 

県(危機管理防災課) 
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第1項 従事命令等の種類 

1.従事命令等の種類と執行者 

対 象 作 業 種  類 執行者 根 拠 法 令 

災害応急対策作業 

(応急措置一般) 

 

 
 

･ 従事命令 

･ 協力命令 

 

 
 

知  事 

 

 

 

災害対策基本法第71条 

第1項･第2項 

 

 
 

災害救助作業 

(救助法に基づく救助) 

･ 従事命令 

･ 協力命令 

知  事 災害救助法第7条､8条 
 

災害応急対策作業 

(災害応急対策全般) 

･ 従事命令 
 

町長等 災害対策基本法第65条 

第1項､第2項 

危害防止のための措置 ･ 措置命 警 察  警察官職務執行法第4条 

非常事変に際し必要があ

るときの協力 

･ 協力命令 
 

海上保安官 海上保安庁法第16条 
 

消防作業 ･ 従事命令 消防吏員､消防団 消防法第29条第5項 

水防作業 

 
 

･ 従事命令 

 
 

水防管理者 

水防団長 

消防機関の長 

水防法第24条 

 
 

  

委任された場

合は町長 
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2.従事命令又は協力命令の対象者 

命 令 の 区 分 対     象     者 

災害対策基本法及び災害救助法によ

る知事の従事命令 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 医師､歯科医師又は薬剤師 

(2) 保健師･助産師又は看護師 

(3) 土木技術者又は建築技術者 

(4) 大工､左官､とび職 

(5) 土木業者､建築業者及びこれらの者の従業者 

(6) 地方鉄道業者及びその従業者 

(7) 軌道経営者及びその従業者 

(8) 自動車運送業者及びその従業者 

(9) 船舶運送業者及びその従業者 

(10) 港湾運送業者及びその従業者 

命 令 の 区 分 対     象     者 

災害対策基本法及び災害救助法によ

る知事の協力命令 

応急措置又は救助を要する者及びその近隣の者 

災害対策基本法による町長･警察官･

海上保安官の従事命令 

町内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者 

 
 

警察官職務執行法による措置命令 その場に居合わせた者､その事物の管理者 

その他関係者 

海上保安庁法による協力命令 付近にある人及び船 

消防法による消防吏員･消防団員の従

事命令 

火災の現場附近にある者 

水防法による水防管理者･水防団長･

消防機関の長の従事命令 

区域内に居住する者又は水防の現場にある者 
 

 

第2項 発動方法等 

1.災害対策基本法による公用令書の交付(災害対策基本法第81条､同法施行令第34条) 

(1) 町長は､従事命令又は協力命令を発した時､及び発した命令を変更し､又は取消す時は､それ 

ぞれ公用令書を交付して行うものとする｡ 

(2) 公用令書の様式は､災害対策基本法施行規則第7条に定めるところによる｡ 

 

2.災害救助法による公用令書の交付(災害救助法第7条第4項(同法第5条の2第2項を準用)､同法施行

規則第4条) 

(1) 知事は､従事命令を発する時､又は発した命令を取消す時は､公用令書又は公用取消令書   

を交付して行なうものとする｡ 

(2) 公用令書の様式は､災害救助法施行細則第10条に定めるところによる｡ 
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3.従事できない場合の届出(災害救助法施行規則第4条) 

公用令書の交付を受けた者が､やむを得ない事情により従事又は協力することができない場合に

は､次に掲げる書類を付して町長(公用令書を発した機関)に届出るものとする｡ 

(1) 負傷又は疾病等により､指定の日時に出頭することができない時は､医師の診断書 

(2) 天災その他避けることができない事故により､指定の日時及び場所に出頭できない時は､町 

長､警察官､船長又は駅長の証明書 

 

4.実費弁償(災害対策基本法第82条第2項､災害救助法第7条第5項) 

町長が災害対策基本法及び災害救助法に基づき発した従事命令により､災害応急対策及び災害救

助に従事した者に対しては､災害救助法施行細則第13条に定めるところにより実費を弁償する｡ 

 

5.損害補償(災害対策基本法第84条第2項､災害救助法第12条) 

町長が発する従事命令･協力命令により､災害応急措置及び災害救助に従事又は協力した者が､こ

れらにより負傷し､疾病にかかり､又は死亡した場合においては､次に掲げるところにより､それぞれ

損害を補償し､又は扶助金を支給する｡ 

(1) 災害に伴う応急措置の業務に従事し､又は協力した者に対する損害補償に関する条例(昭   

和38年佐賀県条例第7号) 

(2) 災害救助法施行令(第13条~第22条) 

【様式編】 

･公用令書様式(P566~568) 

 

第6節 自衛隊災害派遣要請計画 

風水害の発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいて､町民の人命救助又は財産の保護の

ため自衛隊の支援が必要な場合､町長は､佐賀県知事に対し､自衛隊の災害派遣を要請する｡ 

 

第1項 災害派遣要請基準 

風水害が発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいて､人命､身体又は財産保護のため､必

要な応急対策の実施が町だけでは不可能､若しくは困難であり､自衛隊の活動が必要かつ効率的であ

ると認められるときに要請する｡ 

 

第2項 災害派遣要請の手続 

1.要請者及び要請先 

町長は､町域に係る災害が発生し､又はまさに発生しようとしている場合において､応急措置を実

施するため必要があると認めるときは､災害派遣要請依頼書により知事(県危機管理防災課〔総括対

策部〕)に対し､災害派遣の要請をするよう依頼するものとする｡ただし､緊急を要するときは､口頭

又は電話等迅速な方法で依頼するものとし､文書は､事後速やかに提出する｡ 

 町長は､通信の途絶等によりこの依頼ができない場合には､その旨及び災害の状況を下記の自衛隊

指定部隊の長に通知することができる｡ 

町長は､これらの通知をしたときは､速やかに､その旨を知事に通知しなければない｡ 
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区分及び部隊の長 住所(担任部署) 電話番号 

 

 陸上自衛隊 

 西部方面混成団長 
 福岡県久留米市国分町100 0942-43-5391 

 海上自衛隊 

 佐世保地方総監 

 長崎県佐世保市平瀬町 

 (防衛部第3幕僚室) 
0956-23-7111 

 航空自衛隊 

 西部航空方面隊司令官 

 福岡県春日市原町3-1-1 

 (防衛部防衛課) 
092-581-4031 

 

2.要請の手続 

町長は､1の要請先に対し､次の事項を明らかにした文書をもって災害派遣の要請を行う｡ 

(1) 災害の状況 

ｱ 被災(被災予想)地域 

ｲ 被災(被災予想)状況 

 ｳ 被害(被害予想)状況(人命､財産等) 

 ｴ 今後の見通し 

(2) 要請する理由 

 ｱ 町の措置状況 

 ｲ 自衛隊派遣を必要とする理由 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣を希望する人員､船舶､航空機等の概数 

(5) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(6) その他参考となる事項 

この要請は､総務課(総務班)が担当する｡ 

ただし､事態が急迫して文書によることができない場合は､口頭又は電話によるものとし､事後 

において速やかに､文書を提出するものとする｡ 
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【自衛隊の災害派遣要請のﾌﾛｰ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【様式編】 

･災害派遣要請依頼書(P569) 

 

第3項 自衛隊の活動範囲 

派遣された部隊は､主として人命､身体及び財産の保護のため､防災機関と緊密に連絡､協力して次

に掲げる活動を行う｡ 

 1.人命救助:行方不明者の捜索､被災者の救出､救助 

 2.消火活動:林野火災に対しての航空機による消火 

 3.水防活動:土のうの作成､運搬､積込 

 4.救援物資の輸送:車両及びﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる物資の輸送 

 5.道路の応急警戒:応急の土木工事､土砂崩れに対する工事等 

 6.医療､防疫:応急救護及び除染車等による地域の防疫 

 7.給水活動:水ﾀﾝｸ車､水ﾄﾚｰﾗｰによる給水 

 8.給食:炊事車による炊飯 

 9.宿泊活動:天幕(ﾃﾝﾄ)を使用した宿泊施設の設置 

 10.入浴活動:公園及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等の野外における､応急風呂の開設 

第七管区海上保安本部長 

知   事 

(窓口：危機管理防災課) 

町   長 

自 衛 隊 

指定部隊の長 派遣要請 

災害状況の通知 

派遣要請 

派

遣

要

請 
 

の

要

求 

知事に対して派遣要請の要求を行った場合、又は派遣要求ができな

い場合に行うことができる。 

。 
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《自衛隊の主な活動範囲》 

活 動 項 目 活     動     内     容 

被害状況の把握 
車両､航空機等､状況に適した手段によって情報収集活動を行って､被害の状況を把

握する｡ 

避難の援助 
避難の命令等が発令され､避難､立ち退き等が行われる場合で必要があるときは､避

難者の誘導､輸送等を行い､避難を援助する｡ 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者､負傷者等が発生した場合は､通常他の救援活動に優先して捜索救助を行

う｡ 

水防活動 堤防､護岸等の決壊に対しては,土のう作成,運搬,積込み等の水防活動を行う｡ 

消防活動 

火災に対しては､利用可能な消防車その他の防火用具(空中消火が必要な場合は航空

機)をもって､消防機関に協力して消火にあたる｡(消火薬剤等は､通常関係機関が提

供) 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し､又は障害物がある場合は､それらの警戒又は除去にあた

る｡ 

応急医療,救護及び防疫 被災者に対し応急医療､救護及び防疫を行う｡(薬剤等は通常関係機関が提供) 

人員及び物資の緊急輸送 

救急患者,医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する｡こ

の場合において､航空機による輸送は､特に緊急を要すると認められるものについて

行う｡ 

炊飯及び給水 被災者に対し,炊飯及び給水を行う｡ 

物資の無償貸付又は譲与 

｢防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総理府令(昭和33年総理

府令第1号)｣に基づき､被災者に対し､生活必需品等を無償貸付し､又は救じゅつ品を

譲与する｡(注*) 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて,火薬類,爆発物等危険物の保安措置及び除去等を実施す

る｡ 

その他 
その他臨機の必要に対し,自衛隊の能力で対処可能なものについては､所要の措置を

とる｡ 

注) 被災者に対する被服､寝具､天幕等の物品の無償貸付(最大限3か月)及び食料品､飲料水､医薬品､

消毒剤､炊事及び灯火用燃料等の消耗品の物品を譲与することができる｡これらの貸付譲与は町

長を通じて行う｡応急復旧を行う者に対して､修理用器具､照明用器具､通信機械､消毒用器具等

を無償で貸与することもできる｡ 

 

第4項 派遣部隊との連絡調整 

1.連絡担当者の設置 

(1) 町長は部隊の派遣について通知を受けたときは､関係職員の中から連絡担当者を指名して現 

地に派遣する｡ 

(2) 連絡担当者は､部隊の受入れ及び作業について現地における町の責任者として､県､部隊及び

町との連絡にあたる｡ 

2.活動記録 

町は､防災活動に従事する自衛隊の活動内容を把握し､下記事項について､適時記録するものと  

する｡ 
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(1) 要請日時 

(2) 派遣部隊名､指揮官階級氏名､部隊人員 

(3) 活動内容 

(4) 主なる使用器材 

(5) 活動日程等(完了又は撤収予定月日) 

 

第5項 派遣部隊への措置(受入れ体制) 

1.町の措置 

県又は自衛隊から災害派遣の通知を受けたときは､速やかに派遣部隊の宿舎､車両及び資機材等の

駐車場及び保管場所の確保､その他受入れのために必要な措置を講じるものとする｡ 

(1) 部隊の受入れ準備 

① 町の職員のうちから､派遣部隊及び県との連絡を担当させるため､連絡担当員を指名する｡ 

② 連絡担当員は､応援を求める作業内容又は作業方法ごとに必要とする人員､資機材等の確 

 保､その他について計画し部隊の到着と同時に作業が開始できるよう準備しておく｡ 

③ 部隊が集結した後､直ちに派遣部隊の長と②の計画について協議し､調整の上､必要な措置 

を講じるものとする｡ 

④ 部隊と応急措置に従事する消防団､その他地元地区民との連絡協調に努める｡ 

⑤ 自衛隊の宿泊施設及び車両等の保管場所の準備をする｡ 

⑥ 部隊が到着した場合は､部隊を目的地に誘導するとともに部隊指揮官と協議して作業が他 

の機関の活動と競合重複せず､最も効果的に作業が分担できるよう配慮する｡ 

(2) 部隊誘導 

地理に不案内の他県の部隊のため､職員又は消防団員あるいは自主防災組織構成員等をもって､ 

派遣部隊を集結地に誘導する｡ 

(3) 自衛隊の活動等に関する報告 

町は､派遣部隊の長から､当該部隊の長の官職氏名､隊員数､到着日時､さらに､従事している作業 

の内容その進捗状況等について報告を受け､適宜､県危機管理防災課(総括対策部)に報告するもの 

とする｡ 

 

2.指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関の措置 

指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関における災害派遣部隊の受入れ措置は､町の

場合に準じて行うものとする｡ 

 

第6項 活動用資機材の準備 

1.自衛隊が準備する器材等 

自衛隊が災害派遣にあたり準備する器材等は､おおむね次のとおりである｡ 

(1) 通信､輸送､会計､整備及び衛生の部隊で自衛隊のためにする諸器材 

(2) 自衛隊の長が定める現有装備品(増加装備品を含む)及び現有訓練用品等 

(3) 山地､河川､湖沼又は沿海地域等及び水害時等危険を伴う災害時における派遣にあっては､ 

救命胴衣､浮輪及び命綱その他安全上必要な装備品 
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(4) 自衛隊等の指揮連絡用の火器及びﾛｰﾌﾟ発射機等災害救援のために直接必要な火薬類 

(5) 派遣部隊等の糧食 

(6) 派遣部隊等の車両燃料及び油脂 

(7) 派遣部隊の衛生資材で､患者の収容､治療､護送､防疫に必要なもの､及び浄水錠､救急包帯等 

自衛隊が準備する前記の器材等以外のもので､作業に必要なものは､すべて町又は県が準備す 

るものとする｡ 

ただし､前記の器材等と同様のものを県又は町で準備している場合は､自衛隊はこれを使用 

することができる｡ 

 

2.相互連絡 

町及び自衛隊は､防災の用に供する器材のうち関係あるものの種目､性能､数量､集積場所(所管部

隊名)等について､あらかじめ相互に連絡し､異動を生じた場合は､速やかに補正するものとする｡ 

 

第7項 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は､原則として派遣を受けた機関(自治体)が負担す

るものとし､2以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は､関係機関が協議して定める｡ 

1.派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材(自衛隊装備品を除く)等の購入費､借上料及び

修繕費 

2.派遣部隊の宿営に必要な土地､建物等の使用及び借上料 

3.派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費･電話料等 

4.派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた(自衛隊装備品を除く)損害の補償 

5.その他救援活動の実施に要する経費で､負担区分に疑義ある場合は､自衛隊と派遣を受けた機関が

協議するものとする｡ 

 

第8項 撤収手続 

町長は､派遣目的を達した場合､又はその必要がなくなった場合は､速やかに派遣要請の要領に準

じて撤収要請を行う｡ 

 

1.撤収時期 

(1) 災害派遣の目的が達成され､その必要がなくなったと認めるとき｡ 

(2) 町長､指定行政機関の長､指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長から､災害派遣部隊の撤

収要請の依頼があったとき｡ 

  

2.撤収要請の手続き 

撤収要請は､災害派遣撤収要請依頼書によるものとする｡ 

 

【様式編】 

･災害派遣撤収要請依頼書(P570) 
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第7節 応援協力体制 

風水害による被災地域での災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため､町及びその他防災機関

は､相互に協力して応急対策を実施する｡ 

さらに､防災機関は､風水害の規模等を踏まえ､その責務と処理すべき業務を独力では遂行できな

いと判断する場合は､あらかじめ締結している相互応援協定等に基づき､他の地域の機関に対し､応

援を要請するものとする｡ 

なお､応援要請が迅速に行えるよう､あらかじめ関係機関相互で要請の手順､連絡調整窓口､連絡の

方法を取り決めておくとともに､連絡先の共有を徹底しておくなど､実効性の確保に努め､必要な準

備を整えておくものとする｡ 

町は､職員を派遣する場合､地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする｡ 

 

第1項 相互協力体制 

1.町及び消防機関が実施する措置 

(1) 他の市町への応援要請 

町は､災害応急対策を実施するにあたり必要があると認めるときは､他の市町に対し､応援要請 

を行うものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊の出動､広域航空消防応援の要請 

町又は消防機関は､必要があると認める場合は､｢緊急消防援助隊要綱｣又は｢大規模特殊災害時 

における広域航空消防応援実施要綱｣に基づき､緊急消防援助隊の出動又は広域航空消防応援を県 

に対し､要請する｡ 

(3) 県への応援要請及び職員の派遣要請又はあっせんの要請 

① 町は､災害応急対策を実施するにあたり必要があると認める時は､県に対し､応援を求め､又は 

災害応急対策の実施について要請するものとする｡ 

② 町は､災害応急対策又は災害復旧のため必要がある時は､県に対し､他の市町､県､指定地方 

行政機関の職員の派遣要請又は派遣のあっせんを求めるものとする｡ 

③ 派遣要請者は､町長､町の委員会又は委員で､要請先は県危機管理防災課(総括対策部)とする｡ 

④ 要請必要事項 

要請の必要事項は､別に定めるとおりであるが､緊急時にはとりあえず電話等により要請し､  

後日文書で改めて処理するものとする｡ 

(4) 指定地方行政機関等への職員の派遣要請 

町は､災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは､指定地方行政機関に対し､職員の派 

遣を要請する｡ 

(5) 消防団との協力 

消防団は､町や消防機関等との協力体制の下､風水害時には下記の項目等について円滑な防災 

活動を行うものとする｡ 

① 避難誘導活動 

② 河川やがけ地などの危険個所の警戒巡視活動 

③ 被災者の救出･救助活動 

④ 土のう積みなどの災害防除活動 
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⑤ その他の災害応急対策業務 

(6) 自主防災組織との協力 

自主防災組織(事業所等の自衛防災組織を含む)は､町との協力体制の下､風水害時には下記の項 

目等について円滑な防災活動を行うものとする｡ 

① 避難誘導､避難所での救助･介護業務等への協力 

② 被災者に対する炊き出し､救助物資の配分等への協力 

③ 被災地域内の社会秩序維持への協力 

④ その他の災害応急対策業務(地域､町の体制等勘案して)への協力 

 

2.町の体制 

災害応急対策又は災害復旧のため､職員の派遣を受けた際の取扱いは､地方自治法第252条の17及

び災害対策基本法第32条の規定によるが､災害時における派遣職員の円滑な受入に努め､応急措置の

実施が促進されるよう体制を整えておくものとする｡ 

 

3.関係機関との相互連絡 

(1) 県との関係 

町は､災害応急対策又は災害復旧のために必要があると認める場合は､指定行政機関又は指定地 

方行政機関の長に対して職員の派遣を要請し､或いは佐賀県に対し指定行政機関又は指定地方行政 

機関の職員の派遣についてあっせんを求め､災害対策に万全を期するものとする｡なお､当該要請又 

はあっせんにあたっては､次の事項を明示するものとする｡ 

① 派遣を要請する(あっせんを求める)理由 

② 派遣を要請する(あっせんを求める)職員の職種別人員 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 防災会議構成機関 

大規模災害発生時には､単一の防災機関のみでは応急対策活動に支障をきたすおそれがあること 

から､各機関は平常時から関係機関と十分に協議して､応援協力体制を確立しておくとともに､災害 

時には適切な応援協力を図るものとする｡ 

 

4.｢佐賀県常備消防相互応援に関する協定｣に基づく応援要請 

町単独では十分な応急の復旧対策が出来ない場合に､佐賀県常備消防相互応援に関する協定に基

づき､応援を行なうものとする｡ 

(1) 主な応援内容 

① 食料､飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

② 被災者の救援･救助､医療､防疫､施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資の提供 

③ 救援､救助活動等の応急復旧活動に必要な車両､舟艇等の提供 

④ 救援･救助､医療､防疫､清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

⑤ その他､特に被災市町から要請のあった事項 
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5.消防関係相互の応援要請等 

(1) 市町消防相互応援 

各消防機関は､災害が発生した場合､必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援要請 

を行なうものとする｡ 

応援の要請は､｢佐賀県常備消防相互応援協定｣に基づき行なうものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し､迅速な人命救助活動等を行なうためには高度な資機材 

を保有し､訓練を積んだ救助隊の応援体制が必要となる｡ 

このため､全国の消防機関が協力して専任の救助隊をあらかじめ消防庁に登録し､大規模災害発 

生時の出動体制を整備している｡ 

大規模災害発生時において､町は必要に応じて県に対して､緊急消防援助隊の出動を要請し､ 

救助､救急､消火活動等について応援を求めるものとする｡ 

 

6.警察における広域応援要請 

大規模災害発生時において､警察は必要に応じて､全国の都道府県警察に対して警察災害派遣隊の

出動を要請し､被害情報､交通情報の収集､救出救助､緊急交通路の確保活動について応援を求めるも

のとする｡ 

 

≪町が実施する応援要請の必要事項及び根拠≫ 

要 請 の 内 容 要 請 に 必 要 な 事 項 備   考 

他の市町に対する応援要

請 

 

県への応援要請又は応急

措置の実施要請 

 

 
 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 応援(応急処置の実施)を要請する理由 

(ｳ) 応援を希望する物資､資材､機械､器具等の品目及び数

量 

(ｴ) 応援(応急措置の実施)を必要とする場所 

(ｵ) 応援を必要とする活動内容 

(必要とする応急処置) 

(ｶ) その他必要な事項 

災害対策基本法第67条 

 

 

災害対策基本法第68条 

 
 

自衛隊災害派遣要請 

(要求) 

本章第6節自衛隊災害派遣要請計画参照 
 

自衛隊法第83条 
 

指定地方行政機関又は都

道府県の職員の派遣の斡

旋を求める場合 

(ｱ) 派遣のあっせんを求める理由 

(ｲ) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

(ｳ) 派遣を必要とする期間 

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(ｵ) その他必要な事項 

災害対策基本法第29条 

同法第30条 

地方自治法第252条の17 
 

他県消防の応援の要請を

求める場合 

緊急消防援助隊応援要請連絡表に掲げる事項 
 

消防組織法第24条の3 
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第2項 相互協力の実施 

1.基本的事項 

防災機関は､他の機関から応援を求められた場合は､自らの応急措置の実施に支障がない限り､協

力又は便宜を供与するものとする｡また､応急対策の実施にあたっては､防災機関は､あらかじめ定め

た協議､協定等に基づき誠意をもって対処するものとする｡ 

 

2.応援及び派遣要請 

(1) 他市町に対する応援の要請 

町長は､応急措置を実施する必要があると認めるときは､他の市町長に応援要請を行う｡(災害対 

策基本法第67条) 

(2) 佐賀県知事に対する応援の要請 

町長は､応急措置を実施する必要があると認めるときは､知事等に対し応援要請を行い､又は応 

急措置の要請を行う｡(災害対策基本法第68条) 

 

3.応援要請の手続き 

町長は､他の市町の応援を必要とするときは､十分な協議の上､文書をもって要請する｡ただし､緊

急やむを得ない場合には口頭､電話等によるものとし､事後において文書を提出することとする｡ 

(1) 応援要請を行う場合の事項 

① 災害状況 

② 派遣を要請する(あっせんを求める)理由 

③ 派遣を要請する(あっせんを求める)職員の職種別人員 

④ 派遣を必要とする期間 

⑤ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑥ その他職員の派遣について必要な事項 

 

4.措置及び指揮 

応援隊が到着した後においては､町長はその長に災害の概況等を説明するとともに､応援を受ける

程度､方法､期間等を十分協議し､職務の分担を明確に行う｡ 

また､応援要請に応じて応急措置に従事する者は､町長の指揮下により行動するものとする｡ 

 

5.応援隊の派遣措置 

町長が他の市町長から応援要請を受けた場合は､正当な理由がない限り直ちに応援隊を編成し､人

員及び資機材を整備し､指揮者を定めた上､派遣させるものとする｡ 

 

6.応援を受けた場合の費用の負担 

(1) 他の地方公共団体の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担は､災害対策基本法第 

92条に定めるとおり､応援を受けた側が負担することになるが､相互応援協定に特別の定めが 

ある場合は､これによるものとする｡ 
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(2) 費用の負担の対象となるものは､概ね次のとおりである｡ 

① 派遣職員の旅費相当額 

② 応急措置に要した資材の経費 

③ 応援業務実施中において第三者に損害を与えた場合の業務上補償費 

④ 救援物資の調達､輸送に要した経費 

⑤ 車両機器等の燃料費､維持費 

 

第3項 応援協定 

町は､その責務と処理すべき業務を独力では遂行できない場合には､あらかじめ締結している災害

時相互応援協定等に基づき､応援を要請する｡ 

 

1.白石町の応援協定 

《現在締結している市町間での協定》 

協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 

消防相互応援協定 鹿島市･嬉野市 平成 18年 4月 1日 

武雄市､白石町間の消防相互応援協定 武雄市 平成 19年 4月 1日 

大町町､白石町間の消防相互応援協定 大町町 平成 20年 2月 1日 

災害時における相互応援協定 
長崎県諫早市･鹿島市･江北町･太

良町 
平成 24年 1月 18日 

佐賀県･市町災害時相互応援協定 佐賀県内全市町 平成 24年 3月 30日 

 

《現在締結している災害関係協定》 

協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 

防災映像情報の相互提供に関する基本協定 武雄河川事務所ｹｰﾌﾞﾙﾜﾝ 平成23年3月28日 

白石町における大規模な災害時の応援に関

する協定 
国土交通省地方整備局 平成23年6月6日 

災害時における相互応援協定 
鹿島市､江北町､太良町､諫早

市 
平成24年1月18日 

佐賀県･市町災害時相互応援協定 
佐賀県及び白石町を除く県内

19市町 
平成24年3月30日 

災害時における災害救助犬の出動に関する

協定 

佐賀県､九州救助犬協会及び

白石町を除く県内 19市町 
平成24年4月17日 

佐賀県内住民の安全及び安心に係る原子力

防災高度化に関する協定 
九州電力株式会社 平成25年8月26日 

災害時における LP ｶﾞｽ等供給協力に関する

協定 

災害時における LP ｶﾞｽ協会杵

東支部 
平成26年4月1日 

特設公衆電話の設置･利用･管理等に関する

覚書 

西日本電信電話株式会社佐賀

支店 
平成26年6月2日 
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災害時における水道施設復旧作業の応急対

策活動協力に関する協定 
白石町管工事組合 令和元年5月16日 

災害時における緊急輸送に関する協定 白石町ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ協同組合 平成27年6月12日 

福祉避難所の指定に関する協定 
白石高等学校､佐賀農業高等

高校 
平成27年6月19日 

地震等大規模災害時における災害廃棄物の

処理等の協力に関する協定 
佐賀県産業廃棄物協会 平成28年11月21日 

災害時における無人航空機による協力に関

する協定 
有限会社 岩本建設 平成29年11月7日 

災害時における物資供給に関する協定 NPO法人 ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ 平成30年7月25日 

災害時における協力に関する協定 
一般社団法人全日本冠婚葬祭

互助協会 
令和元年7月10日 

佐賀県防災航空隊の運営に関する協定 

佐賀県及び白石町を除く県内

19 市町､佐賀中部広域連合､伊

万里･有田消防組合､鳥栖･三

養基地区消防事務組合､杵藤

地区広域市町村圏組合 

令和元年10月31日 

災害時における物資の調達及び供給に関す

る協定 
株式会社ｸﾞｯﾃﾞｲ 令和元年11月22日 

災害発生時における佐賀県白石町と白石町

関係郵便局の協力に関する協定 

日本郵便株式会社 

有明郵便局長武雄郵便局長 
令和元年12月16日 

白石町災害復旧に関する覚書 
九州電力株式会社 

武雄配電事業所 
令和元年12月20日 

災害に係る情報発信等に関する協定 ﾔﾌｰ株式会社 令和元年12月23日 

災害時の応急対策活動に関する協定 白石町建設業組合 毎年締結 

災害時(異常降雨時)における緊急対応に関

する基本協定 

株式会社 酉島製作所佐賀営

業所 
令和2年5月11日 

災害時等における CSO 等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体との支

援協力に関する協定書 
佐賀災害支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 令和2年7月31日 

災害時における物資供給に関する協定 株式会社ﾅﾌｺ 令和2年12月21日 

災害時における物資供給に関する協定 祐徳自動車株式会社 令和3年3月22日 

災害時における燃料油の供給に関する協定

書 

佐賀県石油商業協同組合 

白石支部 
令和3年4月26日 

防災ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟに関する協定 九州朝日放送株式会社 令和3年6月28日 

白石町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設置及び運営に関

する協定書 

社会福祉法人 

白石町社会福祉協議会 
令和3年8月6日 

大規模災害発生時における白石警察署代替

駐車場として福富ゆうあい館駐車場の使用

に関する協定書 

白石警察署 令和3年9月16日 
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第4項 派遣職員にかかる身分､給与等 

応援に派遣された職員の身分取扱いについては､災害対策基本法第32条､同法施行令第17条及び第

18条の規定に基づき行う｡ 

 

1.災害派遣職員の手当及び給与 

(1) 災害派遣手当 

   災害派遣手当は､災害対策基本法第32条の規定により支給する｡ 

(2) 派遣職員に対する給与及び経費の負担 

① 国からの派遣職員には､災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288条)第18条の規定に 

よるものとする｡ 

② 県からの派遣職員には地方自治法第252条の17第3項の規定によるものとする｡ 

 

第5項 応援者の受入措置 

本節の定めるところにより､防災機関が他の機関に対して応援の要請を行なう場合には､応援活動

の拠点となる施設の提供､応援に係る人員の宿泊場所の斡旋等､応援の受入体制の整備に努めるもの

とする｡ 

 

第6項 隣保互助､民間団体の協力 

1.実施責任者 

町長が､町内の民間団体への協力､応援要請を行うこととする｡ 

    

2.民間組織の種別と活動内容 

団 体 名 活 動 内 容 

駐 在 員 

① 災害情報の収集､報告 

② 救援物資の配給 

③ 死体の捜索及び救助の協力 

④ その他防災対策に関すること 

地域婦人連絡協議会 

① 炊き出しの応援 

② 清掃作業の応援 

③ 避難所の奉仕 

赤十字奉仕団 

① 災害時における看護奉仕､救護班の補助 

② 炊き出し､食料の配給奉仕等､罹災者の世話 

③ 救助救援物資の配給及び整理奉仕 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(男性) 

① 罹災者の救出 

② 災害応急復旧等の応援 

*消防団員としての出動は除く 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(女性) 

① 炊き出しの応援 

② 清掃作業の応援 

③ 避難所の奉仕 
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《民間団体等への要請系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.協力の要請要領 

(1) 実施責任は総務課(総務班)により行う｡なお､災害応急活動等において人員が不足する場合等､

民間団体の協力が必要な場合は､次の事項を明記し総務課へ提出することとする｡ 

① 協力を必要とする理由 

② 従事場所 

③ 作業内容 

④ 従事時間 

⑤ その他参考事項 

 

第8節 通信計画 

風水害の発生に伴う電気通信設備等の被災や通話の輻輳などにより､一般加入電話の使用が困難

となった場合においては､防災機関は､多様な通信手段を活用するとともに､専用通信設備等の応急

復旧を速やかに行い､災害時における通信の確保を図る｡ 

 

第1項 町における通信手段 

1.通常の状態における通信 

町が行う災害に関する予警報及び情報の伝達､情報収集､指示伝達等は､町防災行政無線(同報系及

び移動系)､県防災行政無線､公衆電気通信設備及び各機関が所有する専用の通信設備により行うこ

ととする｡このため､各通信施設の保守等については､平常時より万全な整備を行うものとする｡ 

 

2.公衆電気通信設備使用不能状態における通信 

公衆電気通信設備が使用不能の場合､町長は､知事を通じ､日本放送協会佐賀放送局､NBCﾗｼﾞｵ佐賀局､

株式会社ｻｶﾞﾃﾚﾋﾞ､株式会社ｴﾌｴﾑ佐賀､株式会社ｹｰﾌﾞﾙﾜﾝ､藤津ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会社に県との協定に基づ

き､災害に関する予警報の通知又は予想される災害の事態等について放送を依頼する｡ 

なお､この場合､防災行政無線及び各機関が所有する自営通信設備を有効に利用するものとする｡ 

 

第2項 多様な通信手段の利用 

防災機関は､次に掲げる通信手段を適切に利用して､災害情報の伝達､円滑な応急対策の実施に必

要な情報の通信を行うものとする｡ 

地域婦人連絡協議会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌ  ゚

駐 在 員 

災害対策 

本  部 

住  民 

支 部 長 

支 部 長 

グループ長 

日赤奉仕団委員会 
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1.県防災行政無線 

県防災行政無線は､災害時においては防災､平常時においては一般行政に関する情報の通信を行う

ため､無線回線(地上系､衛星系)及び有線回線(光ｹｰﾌﾞﾙ)により､県本庁を中心として県警察､県現地

機関､市町､消防機関､ﾀﾞﾑ管理所､自衛隊及び防災機関との間をﾈｯﾄﾜｰｸ化した通信網であり､ﾒｰﾙ､電話､

FAX､映像及び防災情報等のﾃﾞｰﾀの送受信ができる｡ 

 

2.防災相互通信用無線電話(移動系無線) 

防災相互通信用無線電話は､災害現場において､防災機関が､相互に協力し､円滑に防災活動を実施

するため､必要な通信を行う場合に使用する無線電話 

【所 有 機 関】  県､県警察､海上保安部､12市町 

【県 に お け る 設 置 場 所】  危機管理防災課(総括対策部)､唐津土木事務所 

【使 用 周 波 数】  158.35MHZ及び466.775MHZの全国共通波 

 

3.優先利用ができる一般加入電話 

(1) 災害時優先電話 

災害時において､一般加入電話回線が異常に輻輳した場合にも､発着信規制の対象とされない電 

話であり､通信事業者があらかじめ指定し､設置している固定電話及び携帯電話 

【白石町における設置場所】 

総務課  防災専用回線(電話番号;0952-84-7111) 

 

4.非常通信 

風水害等非常の事態が発生した場合､又は発生するおそれがある場合において､有線電話が途絶し､

又は輻輳して事実上利用できない状態になった時は､電波法第52条第4号及び第74条第1項の規定に

基づき､非常通信の取扱いを行う｡ 

(1) 非常通信として､取り扱える通信の内容 

① 人命の救助､避難者の救護に関するもの｡ 

② 風水害の予報等に関するもの｡ 

③ 非常事態に際しての交通制限､その他の秩序､又は緊急措置に関するもの｡ 

④ 気象観測資料､鉄道､道路､電力設備､要員の確保､その他緊急措置に関するもの｡ 

⑤ 災害対策本部､防災機関等が災害応急対策を講ずる場合に必要なもの｡ 

(2) 非常通信の発信資格者又は依頼者 

① 県､市町､災害対策本部､日本赤十字社､消防機関､電力会社､鉄道会社 

② 新聞社､通信社､放送局 

③ その他人命の緊急救助措置､又は急迫の危険に関するものであれば一般でも可能｡ 

(3) 非常通信の依頼先 

佐賀地区非常通信連絡会加入の無線局又は最寄りの無線局 

≪非常通信の使用例≫ 

防災行政無線による通信が不可能となった場合､白石町は最寄りの白石警察署で警察無線を利用

して､災害情報を県警察本部に連絡する｡県警察本部は受信した情報を県に伝達する｡ 
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5.放送機関の利用 

町は､風水害時において､緊急に､通知､要請､伝達又は警告をする必要があり､その通信のため特別

の必要があるときは､電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供す

る電気通信設備を優先的に利用し､若しくは有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者が設置する

有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し､又は放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者に

放送を行うことを求めることができる｡ 

ただし､放送事業者と協議して定めた手続きにより､これを行わなければならない｡ 

 

6.被災現場からの通信移動系無線を利用し､被災現場からの通信を行う｡ 

 

7.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用して､ﾒｰﾙ､画像及びﾃﾞｰﾀ等による情報伝達を行う｡ 

 

8.その他 

ｱﾏﾁｭｱ無線､赤十字無線奉仕団への協力要請 

 

第3項 通信施設の応急復旧 

町は､風水害が発生した場合は､重要通信を確保し､あるいは被災した電気通信設備等を迅速に復

旧するため､被害状況･疎通状況及び停電状況等の情報を収集し､応急復旧に必要な要員･資機材を確

保し､速やかに応急復旧を行う｡ 

 

第9節 救助活動計画 

風水害により救助すべき者が発生した場合には､町は､消防機関､県警察､海上保安部及び災害派遣

された自衛隊等と相互に協力し､迅速かつ的確な救助活動を行う｡ 

また､被災地の自主防災組織､事業所の自衛防災組織及び町民は､自発的に救助活動を行うととも

に､消防機関等が行う救助活動に協力するよう努める｡ 

 

第1項 自主防災組織等の救助活動等 

風水害が発生した場合､被災地内の自主防災組織､事業所の自衛防災組織及び町民は､自らの安全

を確保しつつ､次により自発的な救助活動を行うとともに､消防機関等が実施する救助活動に協力す

るよう努める｡ 

 

1.自主防衛組織の協力の範囲 

(1) 近隣又は事業所内に救助すべき者がいるか､早期に把握する｡ 

(2) 救助用資機材を活用し､組織的な活動に努める｡ 

(3) 救助活動にあたっては､可能な限り消防機関等と連携をとるものとし､自らの活動では救助が 

困難と認める場合は､消防機関等に連絡し､早期救助を図る｡ 
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第2項 救助活動 

1.町及び消防機関 

(1) 救助活動 

① 現地調整所の設置 

町及び県は､風水害発生後速やかに､災害規模の把握に努め､消防･警察･海上保安庁･自衛隊･ 

災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)等の部隊が連携して活動を行うため､必要に応じ､合同調整所を設置し､ 

活動ｴﾘｱ･内容･手順､情報通信手段等の情報共有など部隊間の調整を行う｡ 

また､救助された負傷者については､医療機関(医療救護所を含む)に収容する｡ 

② 避難者情報に関するｻｲﾝ 

避難者がいることや避難者の中に重症者などがいることについての情報を､防災ﾍﾘ等に容易 

に把握させるために､情報伝達用ｻｲﾝを統一する｡ 

③ 拠点等の確保 

町は､道の駅等を警察･消防･自衛隊の部隊の展開､宿営､物資搬送設備等のための拠点として 

使用させるなど､救助･救命活動への支援を行うものとする｡ 

 ○規格 概ね2m×2mの布 

 避難者がいることを

しめす｡ 

 避難者の中に

重症者や要配

慮者など緊急

に救助を要す

る者がいるこ

とをしめす｡ 

 

2.実施責任者 

(1) 救出は原則として､町長､消防機関及び警察機関が協力して実施するものとする｡ 

(2) 応急措置のため必要がある場合は､他の市町長､県知事､その他関係機関に応援を要請する｡ 

 

3.救出対象者 

災害により生命､身体が危険な状態にある者で､応急に救出を要する者､又は行方不明者で､諸般の

事情により生存していると推定される場合に実施する｡ 

(1) 災害によって生命､身体が危険な状態にある者で､概ね次の場合とする｡ 

① 火災の際に火中に取り残されたような場合 

② がけ崩れ等のため倒壊家屋の下敷きとなった場合 

③ 水害の際に流出家屋とともに流されるとか､孤立した地域に取り残された場合 

④ 山津波により生埋めになった場合 

4.救出の方法 

救出は､災害の種別､被害地域の災害状況等の条件によって異なるが､救出を実施すべき事態が発

生した時は､町長は直ちに県等の出先機関と連絡をとるとともに､消防団員､その他奉仕団体等を動

員して速やかに救出活動を実施する｡ 
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(1) 救出隊の編成 

① 被救出者があり救出の必要がある場合､災害対策本部長の命により救出隊を編成する｡ 

② 編成は消防団を主体とし､災害の規模､程度に応じて町関係職員､その他増強要員を編成   

する｡ 

(2) 救出活動 

救出隊長は､装備した機器材を活用し､隊員を指揮して救出活動にあたる｡町のみでは救出活動 

が困難な場合は､県又は他の市町の応援を得て実施するものとする｡ 

 

5.災害救助法が適用された場合の実施 

災害救助法が適用された場合においては､(佐賀県災害救助法施行細則(以下｢災害救助法施行細

則｣という)の定めるところにより実施する｡ 

なお､救出の期間は､災害が発生の目から3日以内であるが､特別の事情がある場合は､町長は知事

に期間の延長を申請するものとする｡ 

 

6.応援要請 

(1) 消防機関は､町との救助活動だけでは不十分と認めた場合は､｢佐賀県常備消防相互応援協定 

書｣及び｢佐賀県の応援･受援出動計画｣等の定めるところにより､県内の他の消防機関に対し､応援 

要請を行う｡ 

(2) 町又は消防機関は､県内消防機関の応援を得てもなお不十分と認めた場合は､県を通じ､消防庁 

へ緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

なお､県と連絡が取れない場合は､直接消防庁へ緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

(3) 町は､消防機関との救助活動だけでは不十分と認めた場合は､県内の他市町又は県に対し､救助 

に要する要員及び資機材について応援要請する｡ 

(4) 町は､以上の措置を講じてもなお不十分と認めた場合は､県に対し､自衛隊の災害派遣の要請を 

要求する｡ 

 

第3項 関係機関の活動 

1.消防団 

 消防団は､他の防災関係機関と緊密な連携のもとに､救助を行う｡ 

 

2.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは町から応援を求められた場合は､消防機関及び

町､その他防災機関等の救助活動の状況に応じて､次の措置を迅速かつ的確に講じる｡ 

(1) 県職員を派遣し､救助活動を支援する 

(2) 県消防防災ヘリコプターによる救助活動を実施する。 

(3) 他の市町に対し､応援を指示する 

(4) 消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動を要請する 

(5) 自衛隊に対し､災害派遣を要請する 

(6) 警察･消防･自衛隊の部隊の展開､宿営等の拠点の確保を図る 
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3.県警察 

県警察は､消防機関及び町､その他の防災機関と協力して､次の活動を迅速かつ的確に行う｡また､

必要に応じ､他の都道府県警察に対し､警察災害派遣隊の派遣を要請する｡ 

(1) 被災者の救助･救護 

(2) 行方不明者の捜索 

(3) 救助活動に必要な交通規制及び交通整理･誘導 

 

4.海上保安部 

海上保安部は､船舶海難等により被災者又は行方不明者が発生した場合は､情報の収集･確認にあ

たるとともに､巡視船艇を出動させ､救助､捜索にあたる｡ 

また､必要な場合は､第七管区海上保安本部に対し､航空機の出動､巡視船艇の増援を要請する｡ 

 

5.自衛隊 

自衛隊は､町又は県からの災害派遣要請に基づき､消防機関及び町､県警察､その他の防災機関と協

力して､救助活動を行う｡ 

 

第10節 保健医療活動計画 

風水害により､医療機関が被災し､機能低下するような中で､同時に多数の傷病者等が発生した場

合には､町､県､災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構､国､日本赤十字社佐賀県支部､災害拠点病

院､佐賀県医師会､佐賀県歯科医師会及び地区医師会等は､相互に協力し､迅速かつ的確で効率的な保

健医療活動を実施する｡その具体的な活動及び手順は､別に定める｢佐賀県健康福祉部災害時保健医

療活動要領｣及び｢災害時医療救護ﾏﾆｭｱﾙ｣を基本とする｡ 

 

第1項 保健医療福祉活動 

1.実施責任者 

町長は､災害のため町民の医療が困難となった場合における罹災地の町民に対する応急的な医療

及び助産を実施する｡なお､災害救助法が適用された場合は､町は知事の補助機関としてこれを行う｡ 

 

2.実施機関 

(1) 罹災時における医療救護は､町が行なうものとする｡ 

(2) 町限りで処理できないときは､隣接市町､県､その他関係機関の応援を求めて実施するもの  

とする｡ 

 

3.救護体制の整備 

(1) 町長は､武雄杵島地区医師会の協力を得て救護班を編成しておくものとする｡ 

(2) 武雄杵島地区医師会は医師会員による救護班を編成しておくものとする｡ 

 

4.救護所の設置 

町は､傷病者等に対して医療福祉活動を行うため､避難場所等の適当な場所に､救護所を設置する
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ものとし､必要と認める場合は､県に対し､適当な場所に､救護所を設置してもらうよう要請する｡ 

県は､町から要請があった場合又は自ら必要と認める場合は､適当な場所に､救護所を設置する｡ 

 

5.医療助産の範囲 

(1) 医療の範囲 

① 診療 

② 薬剤又は治療材料の支給 

③ 処置手術､その他治療及び施術 

④ 病院又は診療所への搬送 

⑤ 看護 

(2) 助産の範囲 

   分娩の介助 

   分娩前､分娩後の処置 

 

6.医療救護班の編成 

災害現地又は救護所で実施する医療福祉活動は､医療機関が行うか､又は各機関からあらかじめ設

置している次の医療救護班(医師1名､保健師又は看護師2名､事務職員1名及び運転手1名の計5名で構

成)を編成し必要に応じて出動するものとする｡ 

(1) 町医療救護班 

(2) 県医療救護班 

(3) 佐賀県医師会医療救護班 

(4) 災害拠点病院医療救護班 

(5) 独立行政法人国立病院機構医療救護班 

(6) 国の医療救護班 

(7) 日赤医療救護班 

(8) 赤十字現地医療救護班 

構成機関名 所 在 地 電話番号 

杵藤保健福祉事務所 
武雄市武雄町 

大字昭和265 
0954-22-2103 

武雄杵島地区医師会 
武雄市武雄町 

大字昭和300 
0954-22-3344 

 

7.実施の方法 

(1) 医療救護班の派遣による方法 

災害現地において医療の必要があるとき町長は､町地域防災計画の定めるところにより現地に 

医療救護班を派遣して行う｡ 

(2) 医療機関による方法 

医療機関(医療施設)において医療を実施することが適当なときは､町長は医療機関又は町長が 

収容委託した病院(診療所)に移送して行う｡ 
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(3) 県からの応援等 

   町長は､当該地域の機関によって十分な医療､助産､救助等の活動ができないと認めるときは､ 

県に対し､医療救護班の派遣を要請する｡ 

県は､町から要請があった場合､又は自ら必要と認める場合は､要請を待たずに､あらかじめ設置 

している次の県医療救護班の中から適当と判断した班数を派遣する｡ 

佐賀県医師会は､県と締結した｢災害時における医療救護に関する協定書｣の定めるところによ 

り､医療救護班を派遣する｡ 

災害拠点病院は､県の要請に基づき､医療救護班を派遣する｡ 

独立行政法人国立病院機構及び国は､県から要請があった場合は､医療救護班を派遣する｡ 

日本赤十字社佐賀県支部は､自ら必要と認めた場合又は災害救助法が適用され､知事から委託を 

受けた場合は､医療救護班を派遣する｡ 

(4) 災害救助法が適用されたときの取扱い 

町長は､医療救助法等の実施方法について県と協議のうえ行うものとする｡ 

 

8.救護所の運営 

町は､救護所の運営にあたっては､武雄杵島地区医師会､医療機関等に協力を要請するとともに､必

要な医薬品等については､医薬品卸売業者等から調達する｡ 

県は､県医師会等に対し､地区医師会､医療機関等の協力が得られるよう要請する｡ 

 

9.災害救助法による実施 

災害救助法が適用されたときの基準は､｢災害救助法施行細則｣により実施する｡ 

  

10.災害救助法が適用されない災害における費用の負担等 

災害救助法が適用されない災害における費用は､次により町が負担するものとする｡ 

ただし､他の制度により費用の負担が定められているものについては､この限りでない｡ 

(1) 医療及び助産の費用 

災害救助法による救助の程度､方法及び期間並びに実費弁償の基準に定めるところに準ずる｡ 

(2) 救護班又は医療班として救護医療活動に従事した医師､その他の者がそのために死亡又は負 

傷し､疾病にかかり､又は障害者となったときの災害補償は､｢佐賀県消防補償等組合消防団員 

等公務災害補償条例｣の規定による｡ 

 

11.人工透析対策 

町及び県は､透析医療機関の稼働状況を速やかに把握するとともに､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､広報紙､報道機関を

通して患者､患者団体等に､的確な情報を提供し､人工透析受療の確保を図る｡町は､速やかな地域の

患者への医療機関情報提供や医療機関への搬送に努める｡ 

また､町､県及び各透析医療機関は､一般社団法人日本透析医会が提供する情報など広域的な情報

収集を行う｡ 
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12.被災者の心のｹｱ 

被災のｼｮｯｸや長期間強いられることになる避難生活のｽﾄﾚｽ等は､心身の健康に多大な影響を及ぼ

す｡被災後の混乱状況下においては､被災町民に適切なﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを提供する必要がある｡ 

 

13.広報､報告 

町は､救護所を設置した場合は､速やかに被災者や町民等に対し､防災行政無線､広報車等により､

設置内容等を周知徹底するとともに､県に対し報告する｡ 

県は､報道機関の協力を得て､救護所の設置内容等について広報する｡ 

 

14.医療機関における医療活動の確保 

(1) 公的医療機関 

風水害時に､独立行政法人国立病院機構､県､町及び日本赤十字社佐賀県支部､日本赤十字社佐賀 

県支部は､自らの医療機関において､必要に応じ､治療中の患者等の安全を確保するための措置を速 

やかに講じるとともに､新たに発生する傷病者に対して医療活動を行う｡ 

(2) 民間医療機関 

県医師会及び県歯科医師会は､風水害時に､県から要請があった場合又は自ら進んで､会員の医療 

機関の被害状況を調査するとともに､会員に対し､必要に応じ､治療中の患者等の安全を確保する 

ための措置を速やかに講じ､また新たに発生する傷病者に対して医療活動を行うよう､要請し､医 

療活動の確保を図るものとする｡ 

《医療救護における要請及び報告系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 医薬品､医療資機材の調達 

1.需給状況の把握 

町は､地区医師会､地区薬剤師会､医薬品等卸売業者､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機

材の需給状況を把握する｡ 

県は､町､佐賀県医師会､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県薬剤師会､佐賀県医薬品卸業協会､佐賀県

医科器械組合､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給状況を把握する｡ 

 

町 救護所 杵藤保健福祉事務所 県 

武雄杵島地区医師会 

(医療機関等) 
救護所 

県医師会 報道機関 

住
民
・
被
災
者 

要請及び報告 

設 置 

設 置 
要 請 

要 請 

要 請 

要 請 

広報 

広 報 
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2.実施責任者 

(1) 災害救助法を適用するに至らない場合 

医薬品､医療資機材等の確保及び給与は町長が行うものとする｡ 

(2) 災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用されたときは､必要物資等の確保及び輸送は知事及び町長が互いに密接な連 

携の下に行うものとする｡ 

 

3.安定供給の確保 

(1) 町 

① 需給状況から必要と認める場合には､医薬品等卸売業者に対し､医薬品､医療資機材の供給 

の要請を行う｡ 

② この措置を講じても不足するおそれがある場合には､県に対し､医薬品､医療資機材の調達 

又は援助を要請する｡ 

 

(2) 県 

① 町から要請があった場合又は需給状況から自ら必要と認める場合は､｢災害時における医薬  

品等の供給に関する協定｣に基づき､佐賀県医薬品卸業協会及び佐賀県医科器械組合に対し､ 

医薬品､医療資機材の供給の要請を行う｡ 

② 医療救護班からの要請に基づき､備蓄している災害時緊急医薬品等を供給する｡ 

③ これらの措置を講じても不足するおそれがある場合には､｢九州･山口9県災害時相互応援 

協定｣に基づく応援の要請を行う｡ 

④ それでも不足するおそれがある場合には､国その他の機関に調達又は援助を依頼する｡ 

 

4.薬剤管理班の編成､派遣 

県は､救護所又は医薬品､医療資機材の臨時保管場所において､医薬品､医療資機材の管理､供給を

行うため､町から要請があった場合は､佐賀県薬剤師会の協力を得て､適当な数の薬剤管理班(薬剤師

2名で構成)を編成し､派遣する｡ 

県は､全部の薬剤管理班を派遣しても十分に対処できないと認める場合は､｢九州･山口9県災害時

相互応援協定｣に基づき､薬剤管理班の派遣要請を行う｡ 

 

第3項 医療施設の応急復旧 

被災地域内の医療機関は､風水害時には､速やかに､病院建築物･医療設備等の損壊状況について調

査し､被害の応急復旧を実施するとともに､電気､ｶﾞｽ､水道等のﾗｲﾌﾗｲﾝの復旧について､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者

へ要請する｡ 

また､患者の急増等に対応するため､相互に密接な情報交換を図り､必要に応じて他の医療機関等

に協力を求めるよう努める｡ 

町は､医療施設の電気､ｶﾞｽ､水道等のﾗｲﾌﾗｲﾝの応急復旧について､速やかに対応が行われるように､

ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者へ要請する｡ 
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第4項 保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの対応 

県は､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活用を図るとともに､実施の際は､円滑な活動に資するため､ 関係機

関との連絡調整に努める｡ 

風水害時に､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの申出がある場合は､県は､次により対応するものとする｡ 

 

1.登録窓口の設置､広報 

県は､直接又は医療関係団体の協力を得て､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ･登録に関する窓口を設

置するとともに､このことについて広報する｡ 

 

2.情報提供等 

町は､被災地において医療関係者が不足していると認めた場合は､県に対し､不足している職種､受

入れ日時･場所等の情報を連絡する｡ 

県は､町からの情報の内容について調整を行い､登録している保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対し､情報提

供を行う｡その際､次のことを要請する｡ 

(1) 自己完結型の活動を行えるよう､生活必需品等を携行すること｡ 

(2) 可能な範囲で､医薬品､医療資機材の携行に努めること｡ 

(3) 被災者のﾆｰｽﾞにあった保健医療提供を行うこと 

(4) その他､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを行う者は県及び市町他､関係者の指示に従うこと 

《医療ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣ﾌﾛｰ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11節 救急活動計画 

消防機関は､風水害時に大量に傷病者が発生した場合には､迅速かつ効率的に医療機関へ搬送する

ものとする｡ 

 

1.救急活動 

消防機関は､傷病者の搬送にあたっては､救命処置を要する又はﾄﾘｱｰｼﾞによる重症者を優先する｡ 

 

2.搬送手段の確保 

消防機関は､傷病者を消防署の救急車により搬送するものとするが､不足する場合には､｢佐賀県 

(受入・登録窓口) 

医療関係団体 

県 町 
情報連絡 

活動 

登録 情報提供 

保健医療福祉ボランティア 

広報 
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常備消防相互応援協定書｣等に基づき､近隣及び県内の他消防機関に対し､応援を要請する｡ 

応援の消防力を以ってしても､不足する場合には､県に対して､緊急消防援助隊の要請を行う｡ 

さらに必要な場合には､災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)等に支援を求める｡ 

消防機関､町は､風水害により交通が途絶した場合又は遠隔地から高次医療機関への搬送が必要で

ある場合など､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる搬送が有効と認める時は､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航要領に基づき､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの出動を

要請する｡ 

なお､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘについては､｢佐賀県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航要領｣､｢福岡県､佐賀県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの相互応援に係る基

本協定｣及び｢佐賀県､長崎県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの相互応援に係る協定｣に基づき､運航するものとする｡ 

県は､要請を受けた場合又は自らﾍﾘｺﾌﾟﾀｰが必要と認めた場合は､｢大規模特殊災害時における広域

航空消防応援実施要綱｣に基づく広域航空消防応援､又は自衛隊に対する災害派遣を要請する｡ 

 

3.後方医療機関の情報の把握 

消防機関は､県が構築する救急医療情報ｼｽﾃﾑを活用して､搬送先の医療機関の被災状況や傷病者の

受入れの可否等の情報を把握する｡ 

 

4.応援要請 

(1) 近隣､県内の他消防機関に対する応援要請 

消防機関は､自ら行う救急活動のみでは対処できないと認める場合は､あらかじめ締結している 

｢佐賀県常備消防相互応援協定書｣及び｢佐賀県の応援･受援出動計画｣等に基づき､近隣の他消防機 

関に対し､応援を要請する｡ 

要請を受けた消防機関は､可能な限り応援する｡ 

(2) 県消防防災ヘリコプターの出動要請 

被災地の市町又は消防機関は、必要に応じて県消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

県は、要請を受けた場合又は自らヘリコプターが必要と認めた場合は、県消防防災ヘリコプターによる救急活動

を実施する。 

(3) 緊急消防援助隊の出動要請､広域航空消防応援の要請 

町又は消防機関は､県内の消防力をもってしても対処できないと認める場合は､県を通じ消防庁 

へ､緊急消防援助隊の出動又は｢大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱｣に基づく広 

域航空消防応援を要請する｡ 

なお､県と連絡が取れない場合は､直接消防庁へ要請する｡ 

県は､連絡を受けた場合又は自ら必要と認める場合は､消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動又は 

広域航空消防応援の要請を行う｡ 

 

第12節 惨事ｽﾄﾚｽ対策 

災害現場などで悲惨な体験や恐怖を伴う体験をすると､精神的ｼｮｯｸやｽﾄﾚｽを受けることがあり､こ

れにより､身体､精神､情動又は行動に様々な障がいが発生するおそれがある｡ 

そこで､救助･救急又は消火活動を実施する各機関及び保健医療活動ﾁｰﾑを派遣する各機関は､職員

等の惨事ｽﾄﾚｽ対策の実施に努めるものとする｡ 

消防機関は､必要に応じて､消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする｡ 
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保健医療活動ﾁｰﾑを派遣する各機関は､必要に応じて､当該機関の産業医を活用又は県に専門家の派遣

を要請するものとする｡ 

 

第13節 水防活動計画と二次災害の防止活動 

1.水防活動 

風水害に伴い､河川､海岸､農業用用排水施設等の堤防･護岸及び管理施設等の損壊､山腹の崩壊な

どの被害が生じ､そのため､せきとめ､溢流､氾濫､又は高潮､波浪､潮位の変化による浸水等水害が発

生するおそれがある場合､河川･海岸･農業用用排水施設等の管理者及び施行者は､速やかに､次によ

り､水防上の応急措置を講じることとする｡ 

(1) 施設の点検､補修 

河川､海岸､農業用用排水施設等の管理者及び施行者並びに下水道施設管理者は､風水害により所 

管施設に被害が生じるおそれがあると認める場合は､速やかに､施設の被害調査､点検を実施し､そ 

の結果必要と認める場合は､被災施設の補修を行う｡ 

河川､海岸､農業用用排水施設等の管理者及び下水道施設管理者は､関係する水防管理者に対し､ 

このことを連絡する｡ 

(2) 応急措置 

水門や排水機場等の管理者･管理受託者は､浸水､高潮等水害が発生するおそれがある場合は､関 

係機関との連携を図りつつ､水門や排水機場等の操作担当者に対し､適切な操作が行われるよう指 

示する｡ 

風水害により河川､海岸等又はこれらの効用を兼ねる道路が被災し､流水又は海水が侵入し､甚大 

な水害が発生し､又は発生するおそれがあると認める場合は､これら施設の管理者及び施行者は､緊 

急に仮締切り工事の施工など適切な措置を講じる｡ 

水防管理者は､必要に応じ､水防上適切な措置を講じる｡ 

 

2.土砂災害の発生､拡大防止 

町･県･国は､発災後の降雨等による土砂災害の発生の防止･軽減を図るため､専門技術者等を活用

して､危険箇所の点検を実施するものとする｡その結果､危険性が高いと判断された箇所については､

関係機関への連絡や町民への周知を図るとともに､避難体制の整備などの応急措置を適切に講じる｡ 

町･県･国は､土砂災害が発生した場合は､早急に被害状況や今後の被害の拡大の可能性等について

現地調査を行い､必要に応じ､応急工事(不安定土砂の除去､仮設防護柵の設置等)を実施する｡ 

 

3.風倒木対策 

町､県及び国は､風倒木による二次災害を防止するため､必要に応じ､風倒木の除去など応急対策を

講じる｡ 

 

4.水防計画 

水防に関する応急対策等については､別に｢白石町水防計画｣により定める｡ 
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第14節 避難計画 

風水害が発生し､浸水､土砂災害及び風倒木等の二次災害から町民の人命､身体を保護するため､町

は､災害対策基本法等に基づき､必要に応じ避難のための措置をとるものとする｡ 

また､避難措置にあたっては､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者に十分配慮し､必要に応じ高

齢者等避難(避難行動要支援者避難)の発令あるいは早目の避難指示を発令し､町民及び関係機関等

へ伝達する｡ 

 

第1項 高齢者等避難･避難指示 

1.実施責任者 

 災害から町民の生命､身体を保護するための避難指示等の実施責任者は町長とし､災害応急対策の

第一次責任者である町長を中心に､相互に連携､協調し避難を迅速かつ安全に行なうものとする｡ 

2.高齢者等避難･避難指示の発令 

町長は､事前に策定した避難指示等に係る発令の判断基準等を定めたﾏﾆｭｱﾙに基づき､危険の切迫

する前に十分な余裕をもって､次により迅速かつ的確に発令･伝達する｡ 

(1) 避難が夜間になる場合の日没までの避難 

町は､避難が夜間になりそうな場合には､日没までに避難が完了できるような避難指示等の発令 

に努めるものとする｡ 

(2) 屋内での待避等の安全確保措置 

    町は､避難時の周囲の状況等により避難のために移動を行うことがかえって危険を伴う場合等 

やむを得ないと住民等自身が判断する場合は､｢近隣の安全な場所｣への移動又は｢屋内安全確保｣ 

を行うべきことについて､住民等への周知徹底に努めるものとする｡ 

(3) 町に対する助言 

町は､避難指示等の発令の判断にあたって､必要に応じ､防災関係機関へ助言を求めるものとす 

る｡防災関係機関は､町から求めがあった場合には､避難指示の対象地域､判断時期等について助言 

するものとする｡ 

 

項  目 状  況 町民に求める行動 

高齢者等避難 

(避難行動要支援者

の避難) 

･人的被害の発生する可能性が高ま

った状態 

※特に避難行動に時間を要する者が

避難行動を開始しなければならない

段階(避難行動要支援者の避難) 

･避難行動要支援者等､避難に時間

を要する者は､計画された避難場所

への避難を開始 

(避難誘導員は誘導活動を実施) 

･上記以外の者は､家族等との連絡､

非常持出品の用意等､避難準備を開

始 
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避 難 指 示 

･人的被害の発生する可能性が明ら

かに高くなった状態 

※避難行動要支援者の避難確認を終

え､通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始する段階｡ 

･通常の避難行動ができる者は､計

画された避難場所への行動を開始 

(避難誘導員は引続き誘導活動を実

施) 

･災害が発生し､又はまさに発生しよ

うとしている場合において､避難の

ための立退きを行うことによりかえ

って人の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあると認められるとき 

･屋内での待避等の安全確保措置

の指示 

 

･前兆現象の発生や､現在の切迫した

状況から､人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された状態 

･人的被害が発生した場合 

･高齢者等避難の発令後で避難中の

町民は､確実な避難行動を直ちに完

了 

 

緊急安全確保 

･災害が発生し､又はまさに発生しよ

うとしている場合において､避難の

ための立退きを行うことによりかえ

って人の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれがあると認められるとき 

･屋内での待避等の安全確保措置

の指示 

 

 

3.避難指示の基準 

(1) 避難指示の基準 

暴風､豪雨､洪水､高潮､土石流､その他災害発生の事象が避難指示の段階より悪化し､災害の発生 

が切迫し､かつ現実視される場合､又は突然､災害発生の諸現象が現れた時には､直ちに避難の指示 

の措置をとるものとする｡ 

① 洪水の場合 

佐賀地方気象台･県(河川砂防課)･国(武雄河川事務所)から洪水予報等が発表され､若しくは､ 

特別警戒水位を突破又は､突破するおそれがある場合で､上流域における雨量が増加している 

ことにより､さらに水位の上昇が予想される場合 

また､警戒水位の設定がない中小河川や水位観測施設の無い河川等においては､巡回の強化､ 

町民からの通報体制を確立すること等により状況の把握に努め､上記に準じて避難等の措置を 

とるものとする｡ 

② 高潮の場合 

土地の高さが当日の天文満位(潮汐表)における満潮時の潮位よりも低い地域､或いはそれ以 

上の地域であっても過去の高潮被害において床上浸水以上の記録のある地域においては､当該 

地域の地形条件も踏まえ､堤防等が整備されている地域にあっても､次の状況を全て満たす場 

合､速やかに避難の措置をとるものとする｡ 
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ｱ 当該地域が台風の暴風警戒域の予報円内にある場合｡ 

ｲ 台風の接近予想時間帯(概ね暴風域圏内に入る時間帯)において､潮位が満潮若しくはその 

時間帯の前後と重なる場合｡ 

ｳ 当該地域が､強風が吹き込む方向に､湾､入江を形成している地形である場合｡ 

なお､上記に関らず潮位観測の数値の把握､巡回の強化､町民からの通報体制を確立するこ

と等により､潮位の把握に努め､異常な潮位の上昇が確認された場合には避難の措置を行な

うものとする｡ 

③ 豪雨の場合 

土砂災害は､24時間累加雨量が200mmを超えるような場合､或いは時間雨量が30mm程  

度を超える雨が連続する場合､又は長期間に渡って雨が降り続き､地盤が緩んでいる場合など 

に発生するおそれがあるが､地域の地形､地質の条件により大きく異なることから､必要に応じ 

警戒､監視､避難の措置を行なうものとする｡ 

また､急傾斜地において次のような兆候が確認された場合には､上記基準に関らず速やかに 

避難の措置をとるものとする｡ 

ｱ 崖等で小石がﾊﾟﾗﾊﾟﾗ落ちる｡ 

ｲ 地面にひび割れができる｡ 

ｳ 斜面から濁った水が流れ出る｡ 

ｴ 地鳴りがする｡ 

ｵ その他土砂災害の兆候が確認されたとき｡ 

④ 暴風の場合 

相当な暴風の襲来により､短時間後に災害が起こることが予想され､生命､身体に危険が及  

ぶおそれがあるとき｡ 

⑤ 土砂災害の場合 

土砂災害の発生が予想され､生命､身体に危険が及ぶおそれがある時｡ 

 

4.高齢者等避難(避難行動要支援者避難)･指示の内容 

町長は高齢者等避難(避難行動要支援者避難)･指示を発令するとき､次の内容を明示して行う｡ 

(1) 避難対象地域 

(2) 高齢者等避難(避難行動要支援者避難)･指示を発令する理由 

(3) 避難先及び避難経路 

(4) 避難時の留意事項等 

5.町民への伝達及び関係機関への連絡 

避難指示等の伝達は､最も迅速かつ的確に町民に周知できる方法により実施するとともに､その内

容を速やかに町民及び防災上配慮を要する者の利用施設(以下｢避難行動要支援者関連施設｣とい

う｡)へ伝達するとともに､関係機関に対して連絡する｡ 

(1) 町民への伝達 

高齢者等避難(避難行動要支援者避難)の発令又は避難指示を発令したとき､町民への伝達にあ

たっては､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者に十分配慮し､消防機関､駐在員､民生委員･児童

委員等を活用し､その周知徹底を図る｡ 
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(2) 避難行動要支援者関連施設への伝達 

洪水時もしくは高齢者等避難(避難行動要支援者避難)の発令又は避難指示を発令したときは､

避難行動要支援者関連施設にその内容を伝達する｡ 

(3) 関係機関への連絡 

高齢者等避難の発令又は避難指示を発令した者又はその者が属する機関は､関係機関(県､警  

察､消防等)と､その内容を相互に連絡する｡ 

(4) 伝達方法 

① あらかじめ定められた伝達系統組織を通じ､防災行政無線又は電話､口頭等 

② ｻｲﾚﾝ(防災行政無線)､警鐘による 

③ 広報車及び放送設備を装備する車両 

④ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの放送 

⑤ 携帯電話等のﾒｰﾙ 

⑥ その他実情に即した方法(FAX､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等) 

町長は､本防災計画中の｢避難計画｣について､危険地区毎に避難指示等の伝達組織及び 

伝達方法を定め､日常より危険地区の町民に対し周知徹底しておくものとする｡ 

また､電話回線の不通､停電等を想定した上で､防災行政無線の非常用電源の点検整備､戸 

別受信機の電池交換等を行い､災害時に機能を果すように維持管理しておくものとする｡ 

 

6.避難の指示 

(1) 町長は､災害が発生するおそれがある場合において､必要があると認めたときは､当該地域 

の居住者に対し避難のため立ち退きを勧告し､なお急を要すると認めるときは立ち退きを指示 

する｡ 

(2) 警察官は､町長から要求があったとき､又は町長が立ち退きの指示をすることができないと 

認めるときは､当該地域の町民に対し避難のための立ち退きを指示しその旨を町長へ速やかに 

通知する｡ 

(3) 知事又はその命を受けた職員は､洪水又は地すべりにより著しい危険が切迫していると認め 

たときは､地域の町民等に立ち退きを指示する｡地すべりの場合は白石警察署長にその旨を通 

知する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料編】 

避難活動等実施要綱(P552~553) 

防災上配慮を要する者の利用施設(要配慮者関連施設)(P555) 

災害現場指揮官（役場） 

消 防 団 

駐 在 員 

町 

長 

住 
 

民 

避難の伝達系統図 
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第2項 警戒区域の設定 

警戒区域の設定を実施する者は､状況に応じ､次により､迅速かつ的確に行う｡ 

実施責任者 要 件(根 拠) 内  容 対 象 者 備  考 

●町長等 

(町長から委任を受け

た職員を含む｡以下同

じ) 

 

 

○警察官又は海上保安

官 

(町長等が現場にいな

いとき､又は町長等か

ら要求があったとき) 

 

○災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官 

(町長等､警察官又は海

上保安官がその場にい

ない場合) 

 

○知事 

(災害の発生により町

が全部又は大部分の事

務を行うことができな

くなったとき) 

 

●災害が発生し､又はまさに

発生しようとしている場合

において､人の生命又は身体

に対する危険を防止するた

め特に必要があると認める

とき｡ 

(災害対策基本法§63､§73) 

 

 

●区域への立入りの

制限･禁止又は区域か

らの退去命令 

 

 

災害応急対策

に従事する者

以外の者 

 

 

 

 

 

 

 

●警察官､海上

保安官､災害派

遣を命ぜられた

部隊等の自衛官

が行った場合

は､町長に通知

すること｡ 

 

 

 

 

 

●知事が行う場

合は､その旨公

示すること｡ 

 

 

第3項 避難誘導等 

1.避難誘導 

(1) 地域住民等の避難誘導 

町長は､避難の指示等(警戒区域の設定を含む｡以下同じ｡)を実施したとき､町民等の人命の安全 

を第一に避難誘導を迅速かつ的確に行う｡ 

町は､避難の指示等を実施した場合又はその連絡を受けた場合は､職員が避難誘導にあたる｡消 

防団及び自主防災組織においては､互いに連携を図り誘導を行う｡ 

(2) 要配慮者への配慮 

町は､避難誘導にあたっては､避難行動要支援者名簿等を有効に活用するなどして､避難行動 

要支援者を優先して誘導するとともに､指定緊急避難場所､避難路､浸水想定区域､土砂災害警戒 

区域等､災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める｡ 

災害時には､避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず､避難行動要支援者名簿を効果的 

に利用し､避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるように努めるもの 

とする｡ 
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また､旅行者などの一時滞在者は､避難路や指定緊急避難場所等を含め地域の実情に詳しくな 

いため､誘導にあたっては配慮した対応を行う｡ 

(3) 被災者の運送の要請 

県は､被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは､運送事業者である指定 

公共機関又は指定地方公共機関に対し､運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して､ 

被災者の運送を要請するものとする｡ 

また､運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述の     

要請に応じないときは､被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り､当該機関に 

対し､当該運送を行うべきことを指示するものとする｡ 

 

2.避難誘導の方法 

避難誘導は､災害という特殊条件のもとに行なうものであることから､町長は､安全かつ迅速に実

施し､以下の点に留意するものとする｡ 

(1) 避難路等は､平常時からあらかじめ定めておき､町民に周知徹底を行い､避難誘導の万全を 

図る｡ 

(2) 避難誘導責任者は､あらかじめ担当地区の町民を昼間､夜間別に把握しておき､時間帯によっ 

ては避難行動要支援者のみ在宅する世帯も把握し､避難誘導にあたっては特に留意するものと 

する｡ 

(3) 避難責任者は､避難訓練等により担当地区の町民を全員避難させるための必要時間を把握し 

実施責任者に知らせておくものとする｡ 

 

3.避難 

(1) 小規模な避難 

避難の指示等が実施された場合は､その対象となった町民等は､指示等の内容に従い､各自自ら 

避難することを原則とする｡ 

ただし､避難行動要支援者等自力で避難することが困難な者については､事前に定めた援助者 

が避難を支援するものとし､町は､車両･舟等を準備し､援助するものとする｡ 

(2) 広域的な避難 

町は､災害の規模､被災者の避難･収容状況､避難の長期化等に鑑み､被災市町の区域外への 

広域的な避難及び指定避難所､応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において､

県内の他の市町への受入れについては当該市町に直接協議し､他県の市町への受入れについては

県に対し当該他県との協議を求めるものとする｡ 

県は､町から協議要求があった場合､他の都道府県又は県内の他の市町と協議を行うものとす 

る｡また､町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など､被災町からの要求を待ついと 

まがないときは､町の要求を待たないで､広域避難のための要求を当該市町に代わって行うもの 

とする｡ 

県は､県外避難が必要な場合は､必要に応じ､国に対し､受入先の候補となる地方公共団体に 

おける被災住民の受入能力(施設数､施設概要等)等について助言を求めるものとする｡また､県 

は､町から求めがあった場合には､同様の助言を行うものとする｡ 



風水害対策[第３章 災害応急対策計画 ] 

 - 131 - 

なお､避難にあたっては､自衛隊に対し災害派遣を要請するなど適切な方法を講じ､円滑な避難 

を図る｡ 

 

4.自主避難 

町は､土砂災害などの前兆現象が出現した場合等における町民の自主避難について､町民に対し､

あらかじめ広報紙を始めとして､機会をとらえてその知識の普及を図る｡ 

町民においては､避難指示等が出されなくても､｢自分の身は自分で守る｣という考え方の下に､身

の危険を感じたら隣近所で声を掛け合って自主的に避難するよう心掛けるものとする｡ 

また､土砂災害警戒区域･危険箇所等の住民については､高齢者等避難の段階から自主的に避難を

開始するように努める｡ 

なお､町民が自主的に避難を行う場合には､町は､求めに応じ､避難先を斡旋するなど適切な措置を

講じるとともに､関係機関に対し､このことを連絡する｡ 

 

第4項 主な施設における避難 

学校等､病院等医療機関､社会福祉施設､不特定多数の者が利用する施設等においては､あらかじめ

避難場所､避難路､誘導責任者及び避難方法等について作成した避難計画に基づき､避難の指示等が

あった場合には､迅速かつ安全に避難を実施する｡ 

ただし､避難時の周囲の状況等により避難のために移動を行うことがかえって危険を伴う場合等

やむを得ないと判断する場合は､｢近隣の安全な場所｣への移動又は｢屋内安全確保｣を行う｡ 

1.学校等 

公立の学校は､生徒等の在校時に､風水害が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があ

った場合又は自らその必要を認める場合は､あらかじめ定めた避難計画等に基づき､教職員の指示の

もと､迅速かつ安全に生徒等を避難させる｡ 

生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたﾙｰﾙに基づき保護者等へ生徒等を引き渡した場合

は､町に対し､さらに町教育委員会又は県教育委員会に対し､速やかにその旨連絡する｡ 

他の国立､私立の学校も､これに準じるものとするが､連絡先は､町及び関係機関とする｡ 

 

2.病院等医療機関 

病院等医療機関は､風水害が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった場合又は

自らその必要を認める場合は､あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき､医師､看護師､職員

の指示･引率のもと､迅速かつ安全に､入院患者､外来患者､見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院

させたうえ､県及び町に対し速やかにその旨を連絡する｡ 

避難誘導にあたっては､担送患者と独歩患者とに区分し重症者､老幼婦女を優先して行う｡ 

必要に応じて､転院先等他の医療機関に対し､応援を要請する｡この場合は､町に対し速やかにその

旨連絡する｡ 

県は､病院等医療機関の避難が必要となった場合は､県医師会及び関係地区医師会等の関係機関と

連携し､入院患者の転院先となる医療機関を調整する｡ 

また､県内の病院等医療機関では転院に対処できない場合には､近隣県に対し､受け入れ協力を要

請する｡ 
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3.社会福祉施設 

社会福祉施設は､風水害が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった場合又は自

らその必要を認める場合は､あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき､職員の指示のもと､

迅速かつ安全に､入所者又は利用者を避難させたうえ､県及び町に対し速やかにその旨を連絡する｡ 

風水害により施設が被災し､入所者を他の施設に転所させる必要が生じた場合は､町は､そのため

の措置を講じ､必要に応じて､転所先等他の施設に対し､応援を要請する｡ 

県は､被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は､近隣県に対し､社会福祉施

設等への受入れ協力を要請する｡ 

また､救助を要する入所者又は利用者が発生した場合は､消防機関等と連絡をとりながら､直ちに

救助活動を行う｡ 

 

4.不特定多数の者が利用する特定施設等 

不特定多数の者が利用する特定施設等は､風水害が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指

示等があった場合又は自らその必要を認める場合は､あらかじめ定めた避難計画等に基づき､施設職

員の指示のもと､迅速かつ安全に利用者を避難させ､その他適切な措置を講じる｡この場合は､町に対

し､速やかにその旨連絡する｡ 

 

第5項 指定緊急避難場所及び指定避難所の開放･開設･運営 

町は､災害時に必要に応じ､指定緊急避難場所及び指定避難所について､地域防災計画やあらかじ

め作成した避難所運営のﾏﾆｭｱﾙ並びに県立学校に当たっては､｢県立学校における福祉避難所の開設･

運営ﾏﾆｭｱﾙ｣に基づき､直ちに避難所を開放･開設し､適切に運営する｡ 

 

1.指定避難場所及び指定避難所の開放･開設 

(1) 指定緊急避難場所 

    町は､災害時に必要に応じ､洪水､高潮､土砂災害等の危険性に十分配慮し､高齢者等避難の 

発令とあわせて指定緊急避難場所等を開放し､住民等に対し周知徹底を図る｡ 

 

(2) 指定避難所 

町は､災害時に必要に応じて､指定避難所を開設し､住民等に対し周知徹底を図る｡また､要配慮 

者のため､必要に応じて福祉避難所を開設する｡ 

指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には､あらかじめ指定した施設以外の施設に 

ついても､当該施設の管理者の同意を得て､避難所として開設する｡ 

また､避難所を開設する場合には､あらかじめ施設の安全性を確認するものとする｡さらに､ 

避難所開設に当たっては､要配慮者に配慮して､他市町にあるものを含め､福祉施設又は旅館･ 

ﾎﾃﾙ等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする｡指定避難所のﾗｲﾌﾗｲﾝの回復 

に時間を要すると見込まれる場合や､道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は､当該地域 

に指定避難所を設置･維持することの適否を検討する｡町は､指定避難所を開設した場合は､関係機 

関等による支援が円滑に講じられるよう､開設日時･場所､箇所数及び受入れ人数､設置期間の見込 

み等の開設状況等を適切に県に報告し､県は､その情報を国に共有するよう努めるものとする｡ 
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なお､風水害が激甚であるなどにより被災市町内に避難所を設置することが困難な場合､ 

当該市町は､｢第3項 避難誘導等 2 避難 (2) 広域的な避難｣に定めるところにより､県内の他の 

市町又は県に対して避難先の確保等に係る支援要請等を行うものとする｡ 

 

2.避難場所の開設及び収容保護 

避難場所の開設､収容及び収容者の保護は､災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が 

適用された場合には､同法に基づき町長が実施し､同法が適用されない災害又は同法が適用され 

るまでの間は､独自の応急対策として町長が開設し､その旨を公示する｡ 

(1) 収容対象者 

① 災害によって現に被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者 

② 避難命令がでた場合等で､現に被害を受けるおそれのある者 

(2) 収容期間 

避難所の開設､収容保護の期間は､原則として災害発生の日から7日間以内とするが､それ以 

前に必要のなくなった者は､逐次退所させ､期間内に完了する｡ただし､期間内に罹災者が住居 

又は仮住居を見出すことができず､継続収容を必要とするときは､町長はその都度県に開設期間 

の延長を申請する｡ 

(3) 所要物資の確保 

    町は､避難所開設及び収容保護のための所要物資を確保する｡ただし､町において確保できな 

いときは､県に確保を依頼する｡ 

(4) 町職員の駐在 

避難所を開設したときは､避難所毎に町職員を駐在させ､避難所の管理と収容者の保護にあた 

らせる｡なお､駐在職員は次の各種記録を備付け整備する｡ 

① 避難所収容台帳 

② 避難所収容者名簿 

   ③ 避難所物品受払簿 

   ④ 避難所設置及び収容状況 

(5) 避難所開設状況等の報告 

避難所を開設したいときは､速やかに県に報告し､その後の状況を毎日､救助日報等により報 

告する｡なお､報告は次の事項について電話により行う｡ 

① 開設状況報告･･･避難所開設日時､場所､施設名及び収容状況 

② 収容状況報告･･･施設別､収容人員､開設期間の見込み等 

③ 閉 鎖 報 告･･･施設別閉鎖日時 

 

3.指定避難所の運営管理等 

町は､各指定避難所の適切な運営管理を行うものとする｡この際､指定避難所における正確な情報

の伝達､食料･飲料水等の配布､清掃等については､避難者､住民､自主防災組織､避難所運営について

専門性NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の有した外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに､必要に応じ､県

又は他の市町に対して協力を求める｡ 

また､指定避難所の運営に関し､被災者に過度の負担がかからないよう配慮しながら､役割分担を
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明確化し､被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう､

その立ち上げを支援するものとする｡この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対

して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

町は､災害の規模､被災者の避難及び収容状況､避難の長期化等にかんがみ､必要に応じて､旅館や 

ﾎﾃﾙ等への移動を避難者に促す｡ 

なお､町は､災害の規模等にかんがみて必要に応じ､避難者の健全な住生活の早期確保のために､必

要に応じ､応急仮設住宅の迅速な提供､公営住宅､民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅の

あっせん､活用等によって､指定避難所の早期解消に努めることを基本とする｡ 

 

(1) 避難者情報の把握及び開示 

町は､それぞれの指定避難所に受入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食料

や水等のみ受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把握に努める｡また､民生委員･児童委

員､介護保険事業者､障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者等は､要配慮者の居場所や安否の確認に努め､把握し

た情報について町に提供するものとする｡ 

(2) 生活環境の維持 

町は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､防災関係機関等の協力も得て､指定避難所における生活環境が常に良好な 

ものであるよう努めるものとする｡ 

そのため､食事供与の状況､ﾄｲﾚの設置状況等の把握に努め､必要な対策を講じる｡ 

また､避難の長期化等必要に応じて､避難者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保状況､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ等の活用状況､ 

入浴施設設置の有無及び利用頻度､洗濯等の頻度､医師､保健師､看護師､管理栄養士等による巡回 

の頻度､暑さ･寒さ対策の必要性､食料の確保､配食等の状況､食中毒発生防止対策の状況､し尿及 

びごみの処理状況など､避難者の健康状態や避難場所の衛生状況を把握し､必要な措置を講じる 

よう努める｡ 

また､必要に応じ､指定避難所における家庭動物のための避難ｽﾍﾟｰｽの確保等に努めるとともに､

獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう連携に努める｡ 

(3) 男女双方の視点等への配慮 

町は､指定避難所の運営において女性の参画を推進し､男性に偏った運営体制とならないよう 

配慮する｡ 

また､男女のﾆｰｽﾞの違い等男女双方の視点に加え､LGBTなど多様な性のあり方等に配慮する｡ 

特に女性専用の物干し場､個室更衣室､授乳室の設置や男女別ﾄｲﾚの確保､生理用品､女性用下着 

の女性による配布､避難所における乳幼児のいる家庭用ｴﾘｱの設定又は専用避難所･救護所の確保､ 

乳幼児が安全に遊べる空間の確保､巡回警備や防犯ﾌﾞｻﾞｰの配布等による指定避難所における 

安全性の確保など､女性や子育て家庭のﾆｰｽﾞに配慮した指定避難所の運営管理に努める｡ 

なお､避難者が避難所運営に参加する場合は､固定的な性別役割分担意識によることなく､ 

避難者の自主性を尊重するとともに､役割の固定化により､一部の避難者に負担が偏らない 

よう配慮する｡ 

(4) 要配慮者への配慮 

要配慮者については､福祉施設職員等の応援によるｹｱ､保健医療ｽﾀｯﾌによる健康状態の把握 

や､手話通訳者の配置等情報提供の方法等に配慮するものとする｡ 
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(5) 食物ｱﾚﾙｷﾞｰの防止等の食料や食事に関する配慮 

食物ｱﾚﾙｷﾞｰの避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう､食事の原材料表示に 

努めること｡また､避難者自身からｱﾚﾙｷﾞｰを起こす原因食品の情報提供を受けられるような 

配慮に努めるものとする｡ 

(6) 相談窓口の設置 

高齢者､障がい者､妊産婦､乳幼児を抱えた家族､外国人等の要配慮者や在宅の人も含め､様々な 

避難者の意見を吸い上げるため､相談窓口の設置に努めること｡なお､女性や子どもへの暴力や女 

性特有の生活･健康に関する相談に対応するため､女性相談員による女性専用窓口の設置に配慮 

する｡ 

(7) 生活不活発病等の予防対策 

避難所に入らず車上で避難生活を送る被災者は深部静脈血栓症(通称｢ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ症候群｣)を 

発症する恐れが高いことや､避難所生活の長期化などにより､特に高齢者において生活不活発 

病の発症ﾘｽｸが高くなることなどを考慮し､適度な運動をさせるなど､｢生活機能低下予防 

ﾏﾆｭｱﾙ(厚生労働省通知)｣等を活用してその予防に努めるものとする｡ 

(8) 避難の長期化対策 

避難生活が長期化する場合､町は､必要に応じて､避難生活や健康の悩みなどの相談に応じる 

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ､指定避難所内におけるﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを確保したｽﾍﾟｰｽや空調機器等の設置や疾病や心の 

ｹｱ対策のために適度な運動･遊びの機会を創出する等､長期化に伴うﾘｽｸ対策に努めるものとする｡ 

また､食料の供給にあたり､管理栄養士の活用等により長期化に対応してﾒﾆｭｰの多様化､適温食 

の提供､栄養ﾊﾞﾗﾝｽの確保､要配慮者(咀嚼機能低下者､疾病上の食事制限者､食物ｱﾚﾙｷﾞｰ患者(児) 

等)に対する配慮等､質の確保についても配慮するよう努めるものとする｡ 

(9) 在宅避難者への配慮 

町は､やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても､食料等必要な物資 

の配布､保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療ｻｰﾋﾞｽの提供､正確な情報の伝達等によ 

り､生活環境の確保が図られるよう努めることとする｡ 

(10) ﾎｰﾑﾚｽへの対応 

町は､指定緊急避難場所や避難所に避難したﾎｰﾑﾚｽについて､住民票の有無等に関わらず適切に 

受け入れることとする｡ 

 

4.避難にあたっての町民が留意する事項 

避難が円滑に実施され､収容施設による生活の安全を図るため町民に対し､次の事項を平素から訓

練､指導するものとする｡ 

(1) 氏名票(住所､氏名､生年月日､血液型等)を携行する｡ 

(2) 一人あたり2食程度の食料､飲料水､毛布､ﾀｵﾙ､ちり紙､最小限の着替え､救急医薬品､懐中電灯､ 

携帯ﾗｼﾞｵを携行する｡ 

(3) 服装はできるだけ軽装とするが素足を避け､必ず帽子又は頭巾等を着用し､雨合羽等雨具や 

防寒具を携行する｡ 
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5.要配慮者に対する避難措置対策 

(1) 要配慮者の事前把握 

① 要配慮者 

町長は､在宅ｻｰﾋﾞｽや民生委員活動等の実施により把握した要配慮者に関る情報の整理等を 

行なうことにより､要配慮者の所在や介護体制の有無等の事前把握に努めるものとする｡ 

② 外国人 

町長は､災害時における外国人の安否確認を迅速に行い､円滑な支援ができるように､自主 

防災組織や駐在員を通じて､外国人の事前把握に努めるものとする｡ 

(2) 要配慮者に関る対策 

① 安否確認､救助活動 

町長は､在宅ｻｰﾋﾞｽ利用者名簿等を活用し､長寿社会課､民生委員､近隣住民､自主防災組織､ 

社会福祉団体等の協力を得て､要配慮者の安否確認､救助活動を実施するものとする｡ 

なお､消防機関等は､救助にあたって､要配慮者の救助に配慮するものとする｡ 

② 状況調査及び情報の提供 

町長は､民生委員の協力を得てﾁｰﾑを編成し､在宅及び避難所等で生活する要配慮者に対 

するﾆｰｽﾞ把握等の状況調査を実施するとともに､福祉ｻｰﾋﾞｽ等の情報を随時提供するもの 

とする。 

③ 福祉､保健巡回ｻｰﾋﾞｽ 

町長は､②項の状況調査の結果を踏まえ､民生委員等必要な人材により､在宅､避難所等で 

生活する要配慮者に対して巡回による福祉､保健ｻｰﾋﾞｽを実施するものとする｡ 

  ④ 通信手段の整備 

町長は､災害時における迅速かつ的確な救助活動を行なうため､要配慮者に対する緊急 

通報装置等の給付の促進等､緊急通報ｼｽﾃﾑの整備促進に努めるものとする｡ 

   ⑤ 地域との相互協力体制 

町長は､民生委員を中心として､近隣住民､駐在員等との連携により､要配慮者安全確保に 

関る相互協力体制の整備に努めるものとする｡ 

(3) 外国人に関る対策 

① 安否確認､救助活動 

     町長は､警察､自主防災組織及び駐在員等の協力を得て､外国人の安否確認や救助活動を行 

なうものとする｡ 

② 情報の提供 

      町長は､県とともに避難所や在宅の外国人の安全な生活を支援､確保するため､外国人に配  

慮した継続的な情報の提供を行なうものとする｡ 

避難所にあっては､食料配布場所等の情報を外国語で標記する等の配慮を行なうものと 

する｡ 

 

6.災害危険区域における避難対策 

(1) 危険区域の危険が増大したときは､町長は危険区域ごとに居住者､滞在者その他の者に対し､ 

避難のための立ち退きを勧告し､又は特に危険が切迫しているときは､これらの者に対し立ち 
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退きを指示する｡ 

(2) 情報連絡員又は消防団等応急作業に従事している者は､災害が発生し､又は発生のおそれが 

あるため町民の身辺に危険が及ぶと判断されるときは､直ちにその必要があると認められる 

区域ごとに避難のための立ち退きの勧告又は指示について必要な措置を行う｡ 

(3) (2)による避難のための立ち退きの勧告又は指示を行ったときは､直ちに町長に対し避難を 

必要とした理由､避難場所､人員､その他必要な事項を報告しなければならない｡ 

 

7.その他施設における避難対策等 

  学校､病院､工場､事業場､興行場等､多数の者の出入りする施設として災害時の避難対策を十分講

じておくものとする｡特に､学校においては､次の応急措置を実施するものとする｡ 

(1) 実施方法 

① 教育長は､災害の種別､程度により速やかに学校長に通報し､必要な避難措置をとらせる 

ものとする｡ 

② 学校長は､教育長の指示のもとに､又は緊急を要する場合には速やかに児童生徒を安全な 

場所に避難させるものとする｡ 

③ 児童生徒が学校の管理外にある場合には､学校長は状況を判断して臨時休校等の措置を 

講するものとする｡ 

(2) 実施要領 

① 教育長の避難の指示等は､町長の指示に行うほか､安全性を考慮して､速やかに実施する 

ものとする｡ 

② 教育長の避難の指示等に際しては､災害種別､災害発生の時期及び災害発生場所等を考慮 

に入れて､危険が迫っている学校から順次指示するものとする｡ 

③ 児童生徒の避難順位は､低学年､疾病者等を優先して行なうものとする｡ 

④ 避難が比較的長期にわたると判断されたときは､避難指示の段階において児童生徒をそ 

の保護者のもとに誘導し､引き渡すものとする｡ 

⑤ 災害の種別､状況等を想定し､集団避難の順序､経路等をあらかじめ定めておくものとす 

る｡ 

(3) 留意事項 

① 教育長の各学校への通報及び連絡は､迅速かつ的確に行なわれるように､平素から連絡網 

を整備しておくものとする｡ 

② 学校長は､次の事項について計画し､集団避難が安全かつ迅速に行なわれるようにするも 

のとする｡ 

ｱ 災害種別に応じた避難指示等の伝達方法 

     ｲ 避難場所の指定 

     ｳ 避難順位及び避難場所までの誘導責任者 

     ｴ 児童生徒の携行品 

     ｵ 余裕のある場合の書類､備品等の搬出計画 

③ 老朽化等による危険な校舎については､特に平素から非常口等を確認するとともに､緊急時 

に使用できるように整備しておくものとする｡ 
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④ 災害が校内又は学区付近に発生した場合､学校長は速やかに関係機関に通報するものと 

する｡ 

⑤ 災害の種別､程度により､児童生徒を家庭に帰宅させる場合は､次の方法によるものとする｡ 

ｱ 地区担任教師の誘導を必要とする場合は､地区毎に安全な場所まで誘導することとする｡ 

ｲ 地区毎に児童生徒を集団下校させる場合には､校区内の危険箇所(がけ崩れ､危険橋堤防) 

の通行は避けるよう配慮するものとする｡ 

⑥ 児童生徒が家庭にある場合の臨時休校の通告及び連絡方法等を､児童生徒に周知徹底して 

おくものとする｡ 

⑦ 学校長は､災害種別に応じた避難訓練を平素から実施するものとする｡ 

(4) 避難場所 

① 教育長は､地域防災計画を考慮し､災害種別及び程度に応じた学校毎の避難場所を定める 

ものとする｡ 

② 学校が､地域防災計画に定める避難場所に指定されている場合等で､児童生徒の保護者が学 

校に避難して来た場合は､児童生徒をその保護者に引き渡すものとする｡ 

 

【資料編】 

･避難場所一覧表(P535) 
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第15節 応急住宅対策計画 

風水害時に､避難者の健全な住生活の早期確保を図るため､町､県は､相互に連携し､速やかに応急

仮設住宅の建設､被災住宅の応急修理及び公営住宅等の提供など､応急住宅対策を実施する｡ 

 

第1項 被災住宅の危険度判定 

1.広報活動 

町､県は､風水害の影響により被災宅地で二次災害のおそれがあると認める場合は､連携し､住民に

対し､二次災害に留意するよう広報活動を行う｡ 

 

2.被災宅地の危険度判定 

県は､あらかじめ養成･登録している｢被災宅地危険度判定士｣の協力を得て､被災宅地の危険度判

定を行い､応急措置､応急復旧に関する技術的な指導､相談等を実施する｡ 

県は､危険度判定の業務に従事する者が不足する場合は､｢九州･山口9県災害時応援協定｣､｢全国都道府県におけ

る災害時の広域応援に関する協定｣等に基づき､他都道府県に対し､応援を要請する 

 

第2項 応急仮設住宅の提供及び運営管理等 

1.実施責任者 

町は､災害により住宅を失い､又は､破損のため居住することができなくなった世帯に対し､住宅の

仮設又は応急修理等を建設業者の協力を得て実施する｡ただし､災害救助法が適用された場合は､原

則として県が実施する｡ 

 

2.応急仮設住宅の提供 

町は､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき､速やかに計画を作成のうえ応急仮設

住宅を建設し､避難者に提供する｡ 

建設に必要な資機材は､あらかじめ把握している供給可能業者から調達する｡また､建設に必要な

資機材が不足し､調達の必要がある場合は､必要に応じて､国の非常本部等を通じて､又は直接､資機

材関係省庁(農林水産省､経済産業省､国土交通省､環境省)に資機材の調達に関して要請するものと

する｡ 

県は､応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう関係業界団体

等との連絡調整を行うものとする｡ 

応急仮設住宅の入居者選定に際しては､公平に行うよう努めるとともに､地域ｺﾐｭﾆﾃｨの良好な維持

を図るため､地区単位による割当てに配慮するものとする｡また､要配慮者の優先的入居､高齢者､障

がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする｡ 

(1) 応急仮設住宅の入居基準 

① 住宅が全焼､全壊又は流出した者 

② 居住する住家がない者 

③ 次に掲げる者で自らの資力では住宅を建築することができない者 

ｱ 生活保護法の被保護者及び要保護者 

ｲ 特定の資産のない失業者 
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ｳ 特定の資産のない寡婦世帯､ひとり親世帯 

ｴ 特定の資産のない高齢者､病弱者又は身体障害者 

ｵ 特定の資産のない勤労者､小企業者 

ｶ 前各号に準ずる経済的弱者等である者 

(2) 建築基準 

① 規 模:1戸あたり29.7㎡以内 

② 構 造:軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ(災害救助法基準内) 

③ 設 置 戸 数:災害により全焼､全壊又は流失戸数の3割以内 

            ただし､被害状況の程度等により､止むを得ない場合はこの限りでない｡ 

   ④ 費  用:1戸あたり建設費(災害救助法の限度額以内) 

⑤ 着  工:災害発生の日から20日以内 

⑥ そ の 他:水､ｶﾞｽ､電気等の供給に配慮するとともに､避難者の世帯人員や高齢者･障 

害者等に配慮した仕様及び設計に努める｡ 

(3) 建設場所 

原則として町長が選定する場所とするが､建設候補地台帳をもとに二次災害の危険のない 

公有地から選定することとする｡状況によっては､民有地の提供等を受けること等により､ 

用地を確保する｡ 

(4) 供与期間 

完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項による期間内(最高2年以内) 

 

3.災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用された場合は､災害救助法施行細則に定めるところにより実施する｡ 

 

4.県の活動 

県は､応急仮設住宅の建設にあたっては､｢応急仮設住宅の建設に関する協定｣に基づき､一般社団

法人ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会に対し､協力を求めるものとする｡ 

 

5.応急仮設住宅の運営管理 

町は､各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う｡ 

この際､応急仮設住宅における安心･安全の確保､孤独死や引きこもりなどを防止するための心のｹ

ｱ､入居者によるｺﾐｭﾆﾃｨの形成及び運営に努めるとともに､女性の参画を推進し､女性をはじめとする

生活者の意見を反映できるよう配慮する｡ 

また､必要に応じて､応急仮設住宅における家庭動物の受入にも配慮する｡ 

 

6.民間賃貸住宅の活用 

県は､応急住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供について､｢災害時における民間賃貸住

宅の媒介等に関する協定｣に基づき一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日

本不動産協会佐賀県本部に対し協力を要請する｡ 

また､県は､必要に応じて民間住宅の借上げ等により､応急住宅を確保する｡ 
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第3項 被災住宅の応急修理 

町は､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき､速やかに計画を作成のうえ､被災住宅

の応急修理を行う｡ 

県は､被害が甚大で町において応急修理が困難な場合､応急修理について技術的支援を行う｡ 

 

1.住宅の応急修理 

(1)  応急修理を受ける者 

① 住宅が半焼又は半壊し､当面の日常生活が営むことができない状態にある者 

② 自らの資力で応急修理ができない者 

③ 修理することにより､とりあえずの日常生活を営むことができる者 

(2) 修理基準 

① 修理の範囲 

ｱ 世帯単位でなく､戸数単位で実施する｡ 

ｲ 居室､炊事湯､便所等日常生活に欠くことのできない部分について必要最小限度とす 

る｡ 

② 修理戸数 

半焼､半壊戸数の3割以内とする｡(災害救助法の基準内) 

ただし､被害の状況や規模により基準を超える必要がある場合､厚生労働大臣の承認を求 

め実施する｡ 

③ 費用 

      1戸あたりの応急修理基準(災害救助法の限度額以内) 

④ 修理期間 

      災害発生の日から1箇月以内｡ 

 

第4項 公的住宅等の提供 

1.公営住宅の提供 

町及び県は､被災者の住宅を応急的に確保するため､自ら所有又は管理する公営住宅の空室を活用

するものとする｡ 

県は､このための連絡･調整窓口として､｢佐賀県公営住宅災害対策会議｣を設置し､一元的に､公営

住宅の空室情報を収集するとともに､公営住宅の提供を求める避難者からの問い合わせに対し､情報

提供を行う｡ 

また､県は､必要と認める場合は､｢九州山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､他県内の公営住宅

の提供について要請する｡ 

 

2.企業等の施設の供与 

町は､避難者を入居させるため､企業等に対し､所有する社宅､寮及びその他施設の供与について協

力を要請する｡ 
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第16節 社会秩序の維持､物価の安定等に関する計画 

 風水害が発生し､又は発生するおそれがある場合は､県警察､海上保安部は､住民等の生命及び身

体の保護を第一とし､公共の安全と秩序を維持するため､災害警備活動を実施する｡ 

 

第1項 災害警備活動､治安維持活動 

1.県警察 

(1) 警備体制 

① 職員の招集･参集 

県警察は､風水害が発生し､又は発生するおそれがある場合は､速やかに､あらかじめ定めら 

れたところにより職員を招集･参集させ､災害警備体制を確立する｡ 

② 災害警備本部等の設置 

県警察は､風水害が発生し､又は発生するおそれがある場合は､警察本部及び警察署に所要の 

規模の災害警備本部等を設置する｡ 

③ 警備部隊の編成 

災害警備部隊は､県警察本部員及び警察署員をもって編成する｡ 

なお､他都道府県警察官の応援を必要とする場合は､警察法(昭和29年法律第162号)の規定 

に基づき､県公安委員会から要請する｡ 

(2) 情報の収集･連絡 

① 被害状況の把握及び連絡 

県警察は､風水害による人的･物的被害状況を迅速かつ的確に把握し､警察庁､県等に速やか 

に報告･連絡する｡また､二次災害についても同様とする｡ 

② 多様な手段による情報収集等 

県警察は､交番､駐在所､ﾊﾟﾄｶｰ､白ﾊﾞｲ等の勤務員を被災状況､交通状況等の情報収集にあたら 

せる｡ 

その際､情報収集活動に専従するための私服を着用した部隊の投入等についても配慮する｡ 

また､荒天時等格別の事情のある場合を除き､県警ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる上空からの被害情報収集に 

努める｡ 

(3) 救出救助活動等 

① 機動隊等の出動 

県警察は､把握した被害状況に基づき､迅速に機動隊等を被災地等に出動させる｡とりわけ､ 

高度な救出救助能力が必要な場合は､警察災害派遣隊等を迅速に投入する｡ 

② 警察署における救出救助活動 

被災地を管轄する警察署長は､被災状況等を踏まえ､署員及び応援機動隊員等による救助 

部隊を速やかに編成し､救出救助活動にあたらせる｡ 

また､消防機関等防災機関の現場責任者と随時､捜索区割り等現場活動に関する調整を行い､ 

現場活動が円滑に行われるように配意する｡ 

 (4) 避難誘導等 

県警察は､地域住民等の避難誘導等にあたり､次の事項に留意する｡ 

① 被災地域､災害危険箇所等の現場状況を把握した上､安全な避難路を選定して避難誘導を  

行う｡ 



風水害対策[第３章 災害応急対策計画 ] 

 - 143 - 

② 高齢者及び障がい者については､可能な限り車両等を活用した避難誘導を行うなど､避難 

行動要支援者に配意する｡ 

③ 警察署に一時的に受け入れた避難町民については､町の避難場所の整備が整った段階で､ 

当該施設に誘導する｡ 

(5) 死体見分等 

県警察は､死体見分要員を確保するとともに､町及び県が県警察と連携･調整のうえ確保した  

検視･遺体安置場所において､医師､歯科医師等との連携に配慮し､迅速かつ的確な死体見分､ 

身元の確認､遺族又は町への遺体又は死体の引渡し等に努める｡必要に応じて他の都道府県警 

察に応援を要請する｡ 

(6) 二次災害の防止 

県警察は､二次災害の危険場所等を把握するための調査班を編成し､災害危険箇所の調査を実 

施する｡ 

また､把握した二次災害危険場所等については､町に伝達し､避難指示等の発令を促す｡ 

(7) 危険箇所等における避難誘導の措置 

県警察は､危険物等の施設､ﾎﾞｲﾗｰ施設等の管理者等から大規模な火災､有害物質の漏えい､爆発 

等二次災害の発生のおそれのある旨通報を受けた場合は､施設内滞在者及び施設周辺住民の避難

誘導や交通規制等被害防止の措置をとる｡ 

(8) 社会秩序の維持 

県警察は､被災地域における窃盗犯や救援物資の輸送路及び集積地における混乱､避難所内で 

のﾄﾗﾌﾞﾙ等を防止するため､被災地域､避難所等に対するﾊﾟﾄﾛｰﾙ､巡回等を行う｡ 

また､被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯､窃盗犯､粗暴犯､暴力団によ 

る民事介入暴力等の取締りを重点的に行うとともに､地域の自主防犯組織等と連携を密にし､町 

民等の不安の軽減､被災地における社会秩序の維持に努める｡ 

さらに､被災地に限らず､災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに､災害に 

乗じたｻｲﾊﾞｰ攻撃に関する情報収集､その他少年の問題行動等に関する情報収集及び住民に対 

する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める｡ 

(9) 被災者等への情報提供活動 

① 被災者等のﾆｰｽﾞに応じた情報提供活動 

県警察は､被災者等のﾆｰｽﾞを十分把握し､それに見合った災害関連情報､避難措置に関す  

る情報等を､交番､駐在所､ﾊﾟﾄｶｰ勤務員等を活用して､適切に提供するよう努める｡ 

その際､高齢者､障がい者等の要配慮者に対しては､提供方法に配慮する｡ 

② 相談活動の実施 

県警察は､風水害時には､被災者の安否を気遣う肉親等の相談に応じるため､行方不明者相    

談所､消息確認電話相談窓口等の設置に努める｡ 

③ 多様な手段による情報提供 

県警察は､町民の避難先､救援物資の配布場所等地域住民の地域安全情報を､警察本部､警  

察署､交番､駐在所等の掲示板､地域安全ﾆｭｰｽ､ﾐﾆ広報紙､交番･駐在所速報､ﾌｧｸｽﾈｯﾄﾜｰｸ､ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(県警ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)等を活用し､あるいは自主防災組織等を通じるなどして､幅広く 

提供する｡ 



風水害対策[第３章 災害応急対策計画 ] 

 - 144 - 

(10) 関係機関との相互連携 

県警察は､指定公共機関､指定地方公共機関等との間において緊密な連携の確保に努める｡ 

(11) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の支援 

県警察は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係組織･団体との連携を図り､被災地における各種犯罪･事故の未然防止 

と被災町民等の不安の除去等を目的として行われるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が､円滑に行われるよう必要な 

支援を行う｡ 

 

2.海上保安部 

海上保安部は､海上における人の生命､身体及び財産を保護し､社会公共の安全と秩序の維持を図

るため､関係機関と緊密な連携のもと､必要に応じ､次の措置を講じる｡ 

(1) 巡視船艇を地震災害発生地域の周辺海域に配備し､犯罪の予防､取締りの実施 

(2) 警戒区域又は重要施設の周辺海域の警戒 

(3) 治安の維持に必要な情報の収集等 

 

第17節 交通及び輸送対策計画 

風水害時において､救助､救急､医療､水防活動等の災害応急対策が迅速に行われるよう､道路管理

者､県警察及び海上保安部は､交通路の応急復旧等を行い､防災機関は､災害応急対策の実施に必要な

人員､物資等の緊急輸送を迅速に行う｡ 

 

第1項 交通規制等による交通の確保対策 

1.陸上交通の確保 

(1) 交通情報の把握 

県警察は､警察署､高速道路交通警察隊をはじめ現場の警察官､関係機関等からの情報に加え､ 

ITV(交通流監視ｶﾒﾗ)､車両感知器等を活用して､通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する｡ 

各警察署､高速道路交通警察隊は､各道路管理者等と連絡をとり､早期に管内の交通事情を把 

握し､その状況及び対策を警察本部に報告する｡ 

警察本部と県は､相互に連絡を行い､把握している情報を共有する｡ 

(2) 交通規制の実施 

① 緊急交通路 

県警察は､風水害が発生し､又はまさに発生しようとしている場合において､災害応急対策 

が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは､速やかに区域 

又は道路の区間を指定して､緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し､又は 

制限するなど､緊急交通路の指定を行う｡ 

緊急交通路の指定に当たっては､人命の安全､被害の拡大防止､救急搬送､救援物資の迅速 

な輸送等災害応急対策の的確かつ円滑な実施等に配意して行う｡ 

また､被災地への流入車両を抑制するため必要があるときは､隣接又は近接の県警察と協議 

し､周辺地域を含めた広域的な緊急交通路の指定を行う｡ 

さらに､緊急交通路の交通規制を効率的に実施するため必用がある場合は､道路管理者に対 

しｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞの閉鎖について申し入れを行う｡ 
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② 緊急交通路以外の交通規制 

県警察は､被災地等の状況に応じて､応急復旧のための人員及び資機材輸送､救援物資等の 

輸送拠点への迅速･円滑な輸送を確保､被災地への流入車両の抑制等を図るため､緊急交通路 

以外の緊急輸送道路の交通規制及び交通要点における交通整理誘導等を行う｡ 

③ 交通規制のための資機材の整備等 

緊急交通路の規制に必要な標示板､ｾｰﾌﾃｨｰｺｰﾝ､広報ﾏｲｸ等の資機材について､平素から 

整備を行う｡ 

 

2.海上交通の確保 

海上保安部は､海上交通の安全を確保するため､必要に応じ､次の措置を講じる｡ 

(1) 船舶の輻輳が予想される海域において､必要に応じた船舶交通の整理･指導及び緊急輸送 

を行う船舶の円滑な航行への配慮 

(2) 海難の発生その他の事情により､船舶交通の危険が生じ､又は生じるおそれがある場合の 

船舶交通の制限､禁止 

(3) 船舶の安全な航行に必要な情報の提供 

 

3.航空交通の確保 

国は､｢災害時における救援航空機等の安全対策ﾏﾆｭｱﾙ｣に基づき､航空交通の安全を確保する｡ 

 

第2項 交通対策 

1.陸上交通の措置 

(1) 道路交通確保の措置 

道路管理者は､その管理する道路について､早急に被害状況を把握し､国土交通省等に報告す 

るほか､障害物の除去､応急復旧等を行い道路機能の確保に努める｡ 

また､建設業者との協定等に基づき､障害物の除去､応急復旧等に必要な人員､資機材の確保 

に努める｡ 

① 交通安全施設の機能維持 

県警察及び道路管理者は､緊急交通路及び主要幹線道路の安全で円滑な交通を確保する 

ため､信号機を始めとする交通安全施設等の機能維持に努める｡ 

② 通行禁止区域の指定等 

県警察は､車両の通行禁止区域及び緊急交通路を指定したときは､その旨を道路管理者に 

直ちに連絡する｡ 

③ 障害物の除去等 

道路管理者は､県警察､消防機関､自衛隊等と連携し､緊急交通路､緊急輸送路､広域防災拠 

点､災害拠点病院及びｲﾝﾌﾗ施設等における道路啓開等を優先的に実施する｡ 

④ 車両の移動等 

道路管理者は､放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には､緊急通行車両の通行を確保 

するため緊急の必要があるときは､運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする｡運 

転者がいない場合等においては､道路管理者は､自ら車両の移動等を行うものとする｡ 



風水害対策[第３章 災害応急対策計画 ] 

 - 146 - 

⑤ 道路の応急復旧 

道路管理者は､風水害により道路に破損､欠損等が生じ､又は冠水し､交通が危険であると認 

める場合は､交通規制を実施するとともに､速やかに応急復旧及び代替路の設定等を行うもの 

とするが､この場合は､緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰｸに指定されている道路を最優先する｡ 

⑥ 交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

町は､道路の被災による交通渋滞が復旧活動､経済活動及び日常生活に影響をきたし､渋滞 

緩和や交通量抑制を行う必要があると認めたときは､県へ交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを要請するものとする｡ 

県は､町から交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの要請があったとき又は自ら必要と認めたときは､九州地方整備 

局に迂回ﾙｰﾄや交通規制などの検討を行う災害時交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検討会の開催を要請するもの 

とする｡ 

(2) 通行の禁止又は制限に関する広報 

県警察は､車両の通行禁止又は制限を行ったときは､道路管理者と協力して､居住者等道路利 

用者に対し､交通情報板､立看板･広報幕等による現場広報を行うとともに､警察庁､九州管区  

警察局､他の都道府県警察本部､日本道路交通情報ｾﾝﾀｰ､道路管理者､ﾏｽｺﾐ等を通じて､ 

交通規制の状況､迂回路の状況､車両の使用抑制及び運転者のとるべき措置等について､徹底し 

た広報を実施する｡ 

(3) 運転者に対する広報 

県警察､道路管理者は､県､町及び防災関係機関と協力し､風水害時に運転者がとるべき措置  

について､周知徹底する｡ 

この措置の主な内容は､次のとおりである｡ 

① 走行中の車両の運転者は､まず､できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止さ 

せること｡やむを得ず道路上において避難するときは､ｴﾝｼﾞﾝを切り､ｴﾝｼﾞﾝｷｰは付けたまま 

とし､窓を閉め､ﾄﾞｱはﾛｯｸしないこと｡ 

② 避難等のためやむを得ない場合を除き､車両を使用しないこと｡ 

③ 通行禁止等の交通規制が行われたときは､速やかに車両を通行禁止等の区域外に移動させ 

ること｡ 

④ 通行禁止区域等内において､警察官の指示を受けたときは､その指示に従うこと｡ 

 

2.海上交通 

(1) 応急復旧等 

海上保安部は､水路の水深に異常が生じたと認められるときは､必要に応じて検測を行うと 

ともに､応急標識を設置する等により水路の安全を確保する｡ 

航路標識が損壊し､又は流失したときは､速やかに復旧に努めるほか､必要に応じて､応急標識 

の設置に努める｡ 

(2) 航路等危険物除去 

海上保安部は､海難船舶又は漂流物､沈没物その他物件により船舶交通の危険が生じ､又は生じ 

るおそれがあるときは､速やかに必要な応急措置を講じるとともに､船舶所有者等に対し､これら 

の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ､又は勧告する｡ 
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3.航空交通 

町は､風水害時に､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる応急活動が円滑に行われるよう､あらかじめ指定した臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

を開設する｡ 

 

4.町の役割 

(1) 交通規制の実施 

町長は､災害において町が管理する道路の破損､決壊その他の事由による危険を防止するた 

め､必要と認めたときは､警察と連携し､交通の安全と円滑を図るため道路における交通規制 

を実施する｡ 

① 道路の破損､決壊､その他の事由により交通が危険であると認める場合 

② 緊急通行車両の交通路を確保する場合(災害対策基本法第76条) 

③ 道路に関する工事のため､止むを得ないと認める場合 

なお､町長は､道路の通行を規制する場合､禁止又は制限区間､期間及び理由を記載した 

道路標識を設け､一般の通行に支障のないよう措置する｡ 

(2) 交通情報の把握 

町は､白石警察署､県と相互に連絡をとりながら､常に管内の交通事情の実態把握に努め､ 

その状況及び必要な措置を関係機関に通知する｡ 

 

第3項 輸送対策 

1.緊急輸送の実施 

防災機関は､風水害時において､所管する災害応急対策を実施するため､人員及び物資等の緊急輸

送が必要な場合は､これを自ら行うものとする｡ 

輸送を行うにあたっては､次のような事項に配慮して行う｡ 

(1) 人命の安全 

(2) 被害の拡大防止 

(3) 災害応急対策の円滑な実施 

 

2.実施責任者 

災害時における緊急輸送の実施は､町長が行う｡ただし､町内での車両の確保が困難な場合等は県

及び隣接の市町に協力を要請し､車両の確保を行うものとする｡ 

 

3.輸送の対象 

輸送の対象については､次のとおりとする｡ 

(1) 第1段階(災害発生直後) 

① 救助､救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及び物資 

② 消防､水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資 

③ 政府災害対策要員､地方公共団体災害対策要員､情報通信､電力･ｶﾞｽ･水道施設保安要員等 

初動の応急対策に必要な要員及び物資等 

④ 負傷者等の医療機関への搬送 
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⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設､輸送拠点の応急復旧､交通規制等に必要な人員及び物資 

(2) 第2段階(災害応急対策時) 

① 上記(1)の続行 

② 食料､水等生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

④ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(3) 第3段階(災害復旧対策時) 

① 上記(2)の続行 

② 災害復旧に必要な人員及び物資 

③ 生活必需品 

 

4.輸送手段の確保 

町及び防災機関は､自ら保有するものを使用し､又はあらかじめ把握していた供給可能な関係業者

等から調達し､緊急輸送を行うのに必要となる車両等輸送手段を確保する｡ 

必要となる車両等輸送手段を確保できない場合は､県に対して､その調達又はあっせんを要請する｡ 

(1) 車両 

① 町有車両の確保 

② 公益社団法人佐賀県ﾄﾗｯｸ協会に対し､｢災害時における物資等の緊急輸送に関する協定｣に 

基づき要請 

③ 一般社団法人佐賀県ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ協会に対し､車両の調達又はあっせんを要請(九州運輸局 

佐賀運輸支局経由で要請) 

④ 九州運輸局佐賀運輸支局に対し､車両の確保を要請(運送命令の措置も含む｡) 

⑤ 福祉施設等に対し､保有車両の提供を要請 

⑥ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

(2) 鉄道 

① 九州旅客鉄道株式会社､日本貨物鉄道株式会社九州支社に対し､協力を要請 

(3) 船舶 

① 県有船舶の提供を要請 

② 輸送対象が一定なものである場合は､海上保安部に対し､協力を要請 

③ 船舶業者､漁業協同組合等に対し､協力を要請 

(4) 航空機(ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

① ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ基地･連携病院に対し､協力を要請 

② 消防･防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ保有地方公共団体に対し､応援を要請 

      自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

 

5.緊急輸送の優先 

防災機関は､緊急輸送にあたっては､風水害発生時からの経過時間における重要度の高いものを優

先して行うよう努める｡ 
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6.緊急通行車両の確認及び事前届出 

(1) 緊急通行車両の確認 

防災機関は､風水害時において､災害対策基本法第76条の規定に基づく通行の禁止又は制 

限が行われている道路を緊急自動車以外の車両で通行する場合は､県又は県警察の確認を受け 

緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を受けて輸送を行わなければならない｡ 

緊急通行車両の確認事務は､原則として､県警察が行う｡ 

(2) 緊急通行車両の事前届出 

各防災関係機関等は､災害時における素早い緊急通行車両確認証明書及び標章の受領に備え､  

県警察から事前届出制度による緊急通行車両事前届出済証の交付を受け､災害時の指定された 

緊急交通路の迅速な車両運用に努める｡ 

 

7.緊急輸送のための燃料の確保 

緊急輸送を行う関係機関は､災害時における燃料の調達･供給体制の整備を図る｡ 

 

8.各輸送関係機関の推薦 

ﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｽ輸送業者､海上保安部､漁業協同組合､その他船舶輸送業者､JR等輸送関係機関は､応急対

策実施機関の要請を受けたときは､所要の措置を講じ､輸送力の確保に努めるものとする｡ 

  

9.費用の基準及び支払い 

輸送業者による輸送或いは車両等の借り上げ費用は､国土交通省の認可を受けている場合は､その

運賃及び料金とするほか､実費の範囲内とする｡ 

 なお､官公署及び公共機関保有の車両使用については､燃料費負担程度とし､自家用車両等の借り

上げについては､謝金として輸送業者に支払う料金の範囲内で所有者と協議して定めるものとする｡ 

  

10.災害救助法による輸送の基準 

(1) 輸送及び移送の範囲 

① 罹災者を避難させるための移送 

② 医療及び助産のための移送 

③ 罹災者救出のための輸送 

④ 飲料水及び救助用物資の輸送 

⑤ 死体捜索及び死体処理のための輸送 

(2) 輸送の期間 

   各救助の実施期間中とする｡  
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第18節 食料､飲料水及び生活必需品等の供給計画 

風水害が発生し､又は発生するおそれがあり､被災者に対し救援物資を供給する場合､町､県､防災

機関は､効果的に被災者に供給できるように努め､被災者の生活上の制約の解消を支援する必要があ

る｡ 

町は､物資の供給を円滑に進めるため､避難所等における物資の需要把握体制を確立するとともに､

物資調達･輸送調整等支援ｼｽﾃﾑを活用し､県へ速やかに状況を報告する｡その際､避難所における食物

ｱﾚﾙｷﾞｰを有する者のﾆｰｽﾞの把握やｱｾｽﾒﾝﾄの実施､食物ｱﾚﾙｷﾞｰに配慮した食料の確保等に努めるもの

とする｡ 

なお､被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ､時宜を得た物資の調

達に留意し､避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ､夏季には冷房器具､冬季には暖

房器具､燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに､要配慮者等のﾆｰｽﾞや､男女のﾆｰｽﾞの

違いに配慮するものとする｡ 

 

第1項 食料等(ﾍﾟｯﾄ飲料を含む)の供給計画 

風水害が発生し､又は発生するおそれがある場合､被災者等に対し､食料等(ﾎﾞﾄﾙ飲料を含む)の応

急供給を行う必要が生じた場合は､町は､迅速かつ的確な食料等の調達､供給及び給食を行う｡ 

なお､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰやお茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料の供給にあたっては､｢第2項 飲料水の供給計画｣と密接な

関わりがあるため､飲料水の供給を行う関係機関と連携をとりながら対応を行うものとする｡ 

 

1.実施責任者 

町は炊出し､食料給与を行う｡ただし､被災地域のみでは実施できないときは県､隣接市町に応援､

協力を要請する｡ 

 

2.調達方法 

(1) 町 

町は､独自での確保が困難となった被災者に対し､食料等を円滑に供給できるよう､次の措置を 

講じる｡ 

この場合､高齢者､障がい者､乳幼児等要配慮者に対し配慮する｡ 

① 自ら備蓄している食料等を供給 

② 供給可能業者等に対し､提供を要請 

③ 相互応援協定を締結している市町に対し､食料援助を要請 

④ 県に対し､応援を要請 

⑤ 県等から食料の供給を受けたときは､それを被災者に適正かつ円滑に配分することができ 

るよう体制を整備 

(2) 県 

県は､町から要請があった場合､又は自らその必要があると認めた場合は､食料等を円滑に供給 

できるよう次の措置を講じる｡ 

また､町への供給にあたっては､適正かつ円滑に行うものとする｡ 

① 独自で備蓄している食料(乾ﾊﾟﾝ､ｱﾙﾌｧ米､おかゆ缶等)を供給する｡ 



風水害対策[第３章 災害応急対策計画 ] 

 - 151 - 

② 県内の米穀出荷･販売事業者への手持ちの精米の供給を要請する｡また､災害救助用米穀の 

供給が必要と判断される場合は､農林水産省政策統括官に政府所有米穀の引き渡しに係る 

要請を行う｡ 

③ ｢災害時における物資の調達に関する協定｣を締結した事業者等から調達を行う｡なお､ｱ 

ﾚﾙｷﾞｰや疾病､育児等によって食に配慮を要する人向けの食品(育児用調製粉乳等)や栄養 

ﾊﾞﾗﾝｽに配慮するための生鮮食料品等についても､必要に応じ､市場や関係団体等を通じ調 

達する｡ 

④ 必要に応じ､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣及び｢関西広域連合と九州地方知事会 

との災害時の相互応援に関する協定｣に基づく支援を要請する｡ 

(3) 米穀の供給量 

被災者､災害救助等従事者に対する米穀の供給量は､1人1食あたり､精米300ｸﾞﾗﾑの範囲内 

とする｡ 

 

3.災害救助法が発動された場合の災害救助用米穀の緊急引渡し 

交通､通信の途絶等重大な災害の発生により､災害救助法が発動された場合における災害救助用米

穀の引渡しについては､農林水産省の定める｢災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀

の緊急引渡要領｣に基づき､町は､次のとおり実施する｡ 

(1) 交通､通信の途絶のため､災害救助用米穀の引取りに関する県の指示を受け得ない場合であ 

って､緊急に災害救助用米穀の引取りを必要とするときは､農林水産省の定める｢米穀の買入･ 

販売等に関する基本要領｣に基づき､農林水産省政策統括官に対して､直接､災害救助用米穀の 

引渡しの要請を行う｡ 

(2) 県危機管理防災課(総括対策部)に対して連絡がとれないときは､政府所有食料を保管する 

倉庫の責任者に対し､直接緊急の引渡しを要請する｡ 

 

4.国の措置 

国は､必要に応じて､次の措置を講じる｡ 

(1) ﾊﾟﾝ､おにぎり､弁当､即席めん､缶詰､ﾚﾄﾙﾄ食品について､あらかじめ把握していた関係業 

者に対し､出荷を要請するとともに､近隣県への出荷要請を行う｡ 

(2) 関係業者･団体等から食料の無償提供があった場合は､そのとりまとめを行い､被災県等と 

の連絡､輸送手段のあっせん･確保等を行う｡ 

 

5.供給方法 

｢第4項 物資配送計画｣による｡なお､調理が必要な食料については､町は､自衛隊､日本赤十字社 

佐賀県支部(地域奉仕団)､自主防災組織､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得て､被災者等に対し､避難所又は 

その近隣などにおいての炊出し､食料の給与を行う｡ 

≪炊出し≫ 

(1) 方法 

炊飯を行うことを原則とするが､炊飯が困難な場合及び緊急給食を必要とする場合は､備蓄 

食料及び市販製品をもってこれに代える｡ 
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(2) 器具 

公･私立の学校､公民館､旅館等の既設の設備器具を利用するほか､不足する場合は､個人世帯 

から借り上げる｡ 

(3) 立会 

炊出しにあたっては､町職員等責任者が立会し､その実施に関して指揮する｡ 

(4) その他 

乳幼児のﾐﾙｸは､炊出しに含む｡ 

県栄養士会は､県又は市町から援助の要請があったときは､管理栄養士等を現地に派遣し､被 

災者の状況に応じた支援活動に努める｡ 

 

6.食品衛生 

町は炊出しにあたっては､常に食品の衛生に心掛け､特に次の点に留意する｡ 

(1) 炊出し施設は､学校給食ｾﾝﾀｰ､学校等の給食施設又は公民館等の既設施設を利用する 

ほか､これが得がたいときは､湿地､排水の悪い場所､汚物処理場等から離れた場所を選定し 

設ける｡ 

(2) 炊出し場所には､手洗い設備及び消毒ができる機器類の設置を行う｡ 

 

第2項 飲料水の供給計画 

風水害時に､水道､飲用井戸等の給水施設が破壊され､又は飲料水が汚染されたなどにより､水を得

ることができない者が発生した場合は､町及び水道事業者等､県は相互に連携し､応急給水を行う｡ 

なお､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰやお茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料については前項により取り扱うものとするが､本項と密接な

関わりがあるため､食料の供給を行う関係機関と連携をとりながら対応を行うものとする｡ 

 

1.実施責任者 

町は飲料水の給水を実施する｡ただし､町において処理できないときは､県又は隣接市町に応援を

要請する｡ 

 

2.水道施設の応急復旧 

水道事業者等は､被災後直ちに､施設の応急復旧を実施するものとする｡ 

 

3.応急給水 

(1) 町 

町は､水道事業者等と密接に連絡調整を図りながら､次により応急給水活動を実施する｡ 

自らの活動のみでは困難と認める場合は､近隣市町､日本水道協会佐賀県支部及び県に対し､ 

応援を要請する｡ 

① 給水の対象者及び給水量 

被災のため水道､井戸等の給水施設が破壊され､飲料水が汚染し､飲料水が得られない者に 

対して飲料水として1日約3ﾘｯﾄﾙを供給するものとする｡ 

    ただし､医療機関又は福祉施設等への応急給水は最優先とする｡ 
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② 応急飲料水の供給方法 

ｱ 応急飲料水の確保 

被害を受けていない水源地又は上水道から取水し､給水車､舟艇又は貯水槽､給水容器等 

を用いて搬送のうえ給水する｡また町のみで確保できない場合､自衛隊その他関係機関に依 

頼し､付近の湖沼水､河川水又は汚染度の少ない井戸水等をろ過し､或いは化学的処理を加 

えて給水を行う｡ 

③ 被災者への給水 

確保した飲料水は､給水車や給水容器積戦車により給水所(拠点)へ搬送し､水袋やﾎﾟﾘﾀ 

ﾝｸ等に入れ被災者に対し､供給するものとする｡ 

④ 応急飲料水以外の生活用水の確保についても､その必要最小限度の確保及び供給に努める 

ものとする｡ 

⑤ 家庭用水の確保 

災害発生が予測される場合は､事前に各家庭において飲料水として必要な程度の貯水を 

するよう防災行政無線及び広報車により町民に対し広報する｡ 

⑥ 給水確保の要領等 

ｱ 浄水場､配水場が主体であるが､井戸水､自然水(河川､ため池等の水)､ﾌﾟｰﾙ､受水槽､防火 

水槽等の水をろ過又は科学的処理を加えて水を確保する｡ 

ｲ 必要に応じ水質班を組織し､水質検査及び消毒等を実施する｡ 

ｳ 浄水場､配水場､避難所等で拠点給水を実施する｡ 

ｴ あらかじめ把握していた所有機関等から調達し､給水車､給水船､ﾄﾗｯｸ等による応急 

給水を実施する｡ 

ｵ 応急給水にあたっては､迅速かつ的確に町民への周知徹底を図る｡ 

ｶ 自己努力により水の確保を行う者に対し､衛生上の注意を行う｡ 

(2) 県 

県は､町からの要請があった場合又は自らその必要があると認めた場合は､町の応急給水が円 

滑に実施されるよう､必要な措置を講じる｡ 

① 被害の程度や町による応急給水活動の実施状況等の把握に努め､その適切な実施に必要な 

助言､指導を行う｡ 

   ② 必要に応じ､水質班を組織し､水質検査及び消毒等を実施する｡ 

   ③ 必要に応じ､県内の他の市町の応援､｢九州･山口9県災害時応援協定｣及び｢関西広域連合と 

九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定｣に基づく応援を求めるとともに､国､ 

自衛隊に対し､応援を要請する｡ 

④ 応援を受ける場合は､その活動の調整を行う｡ 

 

第3項 生活必需品等の供給計画 

風水害時に､日常生活に欠くことができない衣料､寝具その他の生活必需品等を喪失又はき損し､

直ちに入手することができない者が発生した場合は､町は､必要と認める場合は独自に､又は災害救

助法に基づき､これらの物資の供給を行う｡ 
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1.実施責任者 

罹災者に対する衣服､寝具その他生活必需品の給与又は貸与は､町が行う｡ただし､災害救助法が適

用された場合は､｢災害救助法施行細則｣により施行するが物資の確保及び輸送は原則として県が行

い､各世帯に対する割当及び支給は町において行う｡ 

 

2.衣料等物資の給与又は貸与の対象者 

災害により家屋の全焼､全壊､流失､半焼及び床上浸水等の被害を受けた者で､次の事項に該当する

者｡ 

(1) 日常生活に欠くことのできない被服､寝具､その他衣料品及び生活必需品を喪失又はき損 

した者 

(2) その他必需物資がないため､日常生活を営むことが困難な者 

 

3.衣料物資の範囲 

次に揚げるもので､必要と認めた最小限度のものとする｡ 

(1) 寝具(就寝に必要なﾀｵﾙｹｯﾄ､毛布及び布団等) 

(2) 衣類(洋服･作業衣･子供服等の外衣類､ｼｬﾂ･ﾊﾟﾝﾂ等の下着類) 

(3) 身回り品(ﾀｵﾙ､靴下､ｻﾝﾀﾞﾙ､傘等) 

(4) 炊事道具(炊飯器､鍋､包丁､ｶﾞｽ器具等) 

(5) 食器(茶碗､皿､はし等) 

(6) 日用品(ｵﾑﾂ(大人用･子供用)生理用品､ﾎﾟﾘ袋､石鹸､歯磨き､(口腔ｹｱ)用品､給水用ﾎﾟﾘﾀﾝｸ､ 

ﾊﾞｹﾂ､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ､清拭剤､ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ､救急ｾｯﾄ､ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ等) 

(7) 光熱材料(ﾏｯﾁ､ｶｾｯﾄこんろ､ｶｾｯﾄｶﾞｽｽﾄｰﾌﾞ､燃料(灯油､ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ､ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等)等) 

(8) 情報機器(ﾗｼﾞｵ､乾電池等) 

 

4.調達方法 

(1) 町 

町は､被災者に供給するため､巡回を行うなどにより､必要な生活必需品等の品目､数量等を 

把握し自らあらかじめ備蓄していた生活必需品等を放出する｡ 

備蓄品で不足する場合は､災害協定締結業者及び商工会等と緊密な連絡を行い､あらかじめ把 

握していた調達可能業者から調達する｡これによっても不足する場合は､県に対し､備蓄品の放出 

及び調達依頼を要請する｡ 

《生活必需品等の調達》 

 

 

 

 

 

 

町 白石町商工会 加 盟 店 

災害協定締結業者 
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① 衣料品等物資の給与又は貸与の方法 

町は世帯別構成員別被害状況を把握し､救助法物資購入及び配分計画を策定し､これにより 

必要物資を調達し給与又は貸与するものとする｡ 

物資の給与又は貸与は､各地区の物資支給責任者を連絡員として､その協力を求めて配分計 

画に基づき､被災者に配分するものとする｡生活保護世帯については､福祉事務所を通じて支 

給する｡ 

(2) 県 

県は､町から要請があった場合又は自ら必要と認める場合は､供給品目､数量等を把握したうえで 

自らあらかじめ備蓄していた生活必需品等を放出し､又はあらかじめ把握していた調達可能業者か 

ら調達し､町に供給する｡ 

また､県内の他の市町に対し､備蓄品の放出及び業者からの調達を要請する｡ 

これらの措置を講じてもなお不足する場合は､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､ 

応援を要請する｡ 

 

5.調達した生活必需品等の集積場所 

町は､供給作業の効率を図るため､業者又は県から調達した生活必需品等を､町内の防災物資拠点

施設に一旦集積し､ここを拠点として被災者に供給するように努める｡ 

県は､同様に､業者又は他の市町あるいは九州･山口の県から調達した生活必需品等を､次のうちか

ら適当な場所に一旦集積し､ここを拠点として町に供給する｡ 

≪町内の防災物資拠点施設≫ 

名 称 住 所 

有明社会体育館 白石町大字坂田281 

道の駅しろいし 白石町大字福富下分306-4 

 

第4項 物資の配送計画 

1.基本方針 

災害の規模が小規模であり､町で避難所への支援物資(町の備蓄物資､災害時応援協定等により調

達する物資(以下｢調達物資｣という｡)及び国民､民間事業者､他の防災関係機関等から提供を受ける

義援物資をいう｡)の配送が可能な場合には､町が避難所へ支援物資の配送､被災者への供給等を行う

こととする｡ 

災害の規模が大規模であり､町による避難所への支援物資の配送ができない場合には､県は支援物

資の受入･配送ｼｽﾃﾑに基づき､あらかじめ協定を締結した物流事業者等に業務を委託し､避難所まで

の物資の配送を行うものとする｡ 

(1) 災害の規模が小規模であり､町で避難所への支援物資の配送が可能な場合の留意点 

町で避難所への支援物資の配送が可能な場合においては､調達物資及び義援物資については､可

能な限り提供元に避難所までの直接配送を依頼するものとする｡ 
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(2) 支援物資の受付･配送体制の整備に関する留意点 

発災直後､町民､町及び県等の備蓄物資による対応が必要となると考えられるが､発災翌日以 

降は､避難所における多種多様なﾆｰｽﾞに対応するための物資調達や､県内外からの義援物資等  

の送付により､大量の支援物資の処理が必要となることが予想されるため､町は､これに対応で  

きる体制を整備するよう努めるものとする｡ 

 

2.物資の配布 

(1) 町 

町は､被災者が置かれている環境に応じて予め必要となると考えられる物資を検討すると 

ともに､時間の経過により変化するﾆｰｽﾞを踏まえ､関係機関等の協力を得て支援物資を収集する 

とともに､当該支援物資を被災者に公平に行きわたるよう配慮して供給する｡ 

供給作業の効率化を図るため､支援物資は､あらかじめ定めている場所に一旦集積し､ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得ながら迅速･適正に仕分けた後､ここを拠点として被災者に配送する｡ 

ただし､風水害が激甚などにより､町での対応が困難な場合は､県や協定を締結した他市町に 

対して支援物資の配送について支援を要請する｡ 

なお､国が手配するﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末などを活用し､避難所で必要とされている物資及び数量を適切 

に把握するように努める｡ 

(2) 県 

町からの物資調達に関する要請があった場合､県は､県の支援物資を､あらかじめ指定した輸送  

拠点に一旦集積し､ここを拠点として町に供給する｡ 

また､災害の規模が激甚などの理由により町が物資の配送を円滑に行えない場合において町から 

物資配送に係る要請があった場合(当該要請が必要と見込まれる場合も含む)､県は､支援物資の 

入･配送ｼｽﾃﾑに基づき､支援物資の受入から避難所までの配送を民間の物流事業者と連携して行 

うものとする｡ 

なお､支援物資の受入･配送ｼｽﾃﾑに基づき支援を行う場合は､被災市町が自ら被災者ﾆｰｽﾞの収集 

等の業務を行うことが困難な状況になっている可能性が高いと考えられるため､県は､物資受入･ 

配送ｾﾝﾀｰや避難所等に職員を派遣し､現地の状況把握に努めるものとする｡ 

 

3.在宅等被災者への対応 

大規模な災害が発生すると､在宅での避難者や応急仮設住宅等への避難者､所在が把握できる広域

避難者などあらかじめ指定された避難所以外で避難生活を送る者でも､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災等により食料

や生活必需品等の調達ができない場合がある｡ 

これらの在宅等被災者に対しても､必要に応じて､近隣の避難所において物資の供給を行うなど物

資等が供給されるよう努めるものとする｡ 
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第19節 広報､被災者相談計画 

風水害時に浸水､土砂災害等様々な災害が発生したとき､被災地や隣接地域の県民の防災活動を喚

起し､適切な判断による行動が取れるよう､町･消防機関を中心に､町民､自主防災組織､各事業所の自

衛防災組織等の協力も得ながら､災害広報を行う必要がある｡ 

このため､町､県､防災機関は､各々が保有するあらゆる広報手段を活用して､災害状況によっては､

報道機関に放送要請するなど､関係機関等と効果的に連携し､災害や生活に関する様々な情報を迅速

かつ的確に提供するよう努める｡ 

なお､活動に際しては､高齢者､障がい者､外国人等災害時要援護者に十分配慮し､消防機関､自治会､

民生委員･児童委員等を活用するよう努めるとともに､在宅での避難者､応急仮設住宅として供与さ

れる賃貸住宅への避難者､所在を把握できる広域避難者にも十分配慮した情報提供を行うものとす

る｡ 

 

第1項 町民への情報提供 

町､県及び防災機関は､相互に緊密な連携を取り､災害状況に関する情報や､生活関連情報等被災者

に役立つ情報を多くの媒体を活用し提供する｡ 

また､災害発生時には情報の混乱等も予想されるため､報道機関の協力を得ながら､正確な情報を

迅速に提供するよう努めるとともに､安否情報､交通情報､各種問い合わせ先等を随時入手したいと

いうﾆｰｽﾞに応えるため､必要に応じて､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ､携帯電話等を活用して的確な情報を提供できるよう

努める｡ 

被災者への情報提供にあたっては､県及び市町は､被災者向けに総合的な情報を提供するﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

等の情報提供窓口の設置に努める｡ 

さらに､要配慮者に配慮した伝達を行うとともに､被災者の置かれている生活環境及び居住環境が

多様であることを考慮し､情報を提供する際に活用する媒体に配慮する｡特に避難所にいる被災者は

情報を得る手段が限られていることから､被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも提供

を行うなど､適切に情報提供がなされるよう努める｡ 

 

1.広報担当 

(1) 災害の総合的な広報は､総務課(災害対策本部設置時には情報班)が担当する｡ 

(2) 総務課(班)以外の各課(班)は広報活動に必要な情報､資料を積極的に収集し､総務課(班) 

に提出する｡ 

(3) 情報班は､被災者に十分な配慮を図りつつ､班員を現地に派遣し､広報写真､状況把握等の 

災害現地の情報収集に努める｡ 

(4) 情報班は､とりまとめた資料に基づいて正確な情報を広報する｡ 

 

2.広報の方法 

(1) 報道機関による広報 

災害関係の予警報をはじめ､対策活動､被害状況等重要事項を新聞､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ等の報道機関 

に発表し､迅速かつ的確な報道について協力を得る｡ 
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(2) 広報車､放送施設(防災行政無線)､広報紙による広報 

    町は､町民に周知徹底を図るため､防災行政無線､広報車､広報紙により迅速かつ的確に広報 

を行う｡ 

(3) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる広報 

    災害状況等を広域的に周知するため､携帯電話等のﾒｰﾙ(防災ﾈｯﾄあんあん･緊急速報ﾒｰﾙ等)､ 

町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより災害情報を掲載する｡なお､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載作業は総務課広報情報係に 

おいて実施する｡ 

(4) 県への要請及び報告等 

町は､災害により､広報の手段を著しく欠いたときは､県又は報道機関に協力を要請して災害 

広報を実施する｡また､報道機関を通じて広報を実施した場合､発表後速やかにその情報を県 

(危機管理防災課[総括対策部])に報告するものとする｡ 

 

3.広報事項 

(1) 一般広報 

① 警戒･避難期の気象等予警報及び気象情報等の広報 

ｱ 雨量､河川水位､潮位等の状況 

ｲ 浸水･高潮･土砂災害等の発生状況及び二次災害の発生の見込み等 

ｳ 町民のとるべき措置(周辺地域の状況把握､近隣助け合いの呼びかけ等) 

ｴ 避難の必要の有無等 

② 災害発生直後の広報 

ｱ 災害発生状況(人的被害､住家の被害等の災害発生状況) 

ｲ 災害応急対策の状況(地域･ｺﾐｭﾆﾃｨごとの取組み状況等) 

ｳ 道路交通状況(道路通行規制等の状況､鉄道･ﾊﾞｽ等の被害､復旧状況等) 

ｴ 電気･ｶﾞｽ･上下水道･電話等ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の被災状況(途絶箇所､復旧状況等) 

ｵ 医療機関の開設及び医療救護所の設置状況 

ｶ 安否情報の確認方法(関連ｻｲﾄのURLや災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ等の案内) 

③ 応急復旧活動段階の広報 

ｱ 町民の安否(避難所ごとの被災者氏名等の確認状況等) 

ｲ 食料､飲料水､生活必需品の配給状況その他生活に密着した情報(地域のﾗｲﾌﾗｲﾝ 

の設備の途絶状況､し尿処理･衛生に関する状況､学校の臨時休業の情報等) 

④ 外部からの支援の受入れに関する広報 

ｱ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報(県外からの支援者の受入れ窓口等に関する情報) 

ｲ 義援金･必要とする救援物資一覧及びその受入れ方法･窓口等に関する情報 

⑤ 被災者及び県民等に対する注意･行動喚起情報 

大規模な災害時において､特に被災市町が災害広報を的確に実施することが困難な場合､県 

は､県民に対する注意･行動喚起に関する広報を実施することにより､町の応急対策活動を支 

援する｡ 

    ｱ 災害時に当たっての心得(周辺危険箇所の二次災害への警戒､近隣の被災者救出活動への行  

動喚起､災害時要援護者に配慮した救援活動の呼びかけ等) 
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    ｲ 民心の安定及び社会秩序保持のため町民が取るべき措置等(乗用車の使用自粛､避難時 

のﾌﾞﾚｰｶｰ切断､安否情報等についての災害用伝言ｻｰﾋﾞｽの登録･利用呼びかけ等) 

    ｳ 防災関係機関に対する不要不急電話を自粛する旨の要望 

    ｴ 被災地への救援物資等の発送に当たっての要望(送り先､内容明示等) 

    ｵ その他町民等(県外の住民含む)に対する要望事項 

(2) 報道機関を通じた広報 

定期的に記者発表し､広報を実施する｡ 

ただし､複数の市町にまたがる広域的な災害のときは､必要に応じ県による報道機関調整を 

要請する｡ 

 

4.防災機関等による災害広報の実施 

防災機関は､町民等への広報を実施するとともに､特に必要があると認めるときは､町､県及び報道

機関に要請して広報を依頼する｡ 

(1) 広報の内容 

町及び県の広報事項のうち､各機関が所管する施設の被害･復旧状況や所管業務に係る応急･  

復旧対策状況等に関する広報事項とする｡ 

(2) 広報の方法 

防災機関は､保有する広報手段を活用し､相互に連携を取りながら広報活動を実施する｡ 

防災機関は､報道機関を通じて広報を実施する場合は､報道機関への情報提供と同時にその情 

報を県(危機管理防災課[総括対策部])に報告するものとする｡ 

また､県災害対策本部に定期的に所管施設の被害､復旧見通し等の情報を提供するなど､情報 

の共有化に努める｡ 

 

第2項 被災者相談 

町､県及び防災機関は､相互に緊密な連携を図り､町民等からの問い合わせ､要望､相談等に､的確か

つ迅速な対応を行う｡ 

町､県は､必要と認める場合､町民等からの問い合わせ等に対応するため､専用電話､FAX､ﾊﾟｿｺﾝ等を

備え､各関係本部(部)の相談職員を配置した相談窓口を設置する｡ 

 

第3項 安否情報の提供 

町は､被災者の安否について住民等から照会があったときは､被災者等の権利利益を不当に侵害す

ることのないよう配慮しつつ､消防､救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措

置に支障を及ぼさない範囲で､可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする｡ 

この場合において､町は､安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは､関係地方公共団体､

消防機関､都道府県警察等と協力して､被災者に関する情報の収集に努めることとする｡ 

なお､被災者の中に､配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者

等が含まれる場合は､その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理

を徹底するよう努めるものとする｡ 
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第20節 文教対策計画 

学校等は､風水害時における生徒等の安全を確保するとともに､学校施設の応急復旧､応急教育の

円滑な実施を図り､学校教育の早期回復に努める｡ 

 

1.実施機関 

(1) 町立学校の文教施設の災害応急復旧は町長が行う｡ 

(2) 町立学校における応急教育は､町教育委員会が実施し､その旨を災害対策本部に連絡する｡ 

 

第1項 生徒等の安全確保措置 

1.臨時休業等の措置 

学校等は､風水害の発生時または発生のおそれがあるときは､生徒等の安全確保のため､状況に 

応じて臨時休業等の措置を行うものとする｡ 

 

2.登下校での措置 

学校等は､風水害の発生または発生のおそれがあるときは､危険区域の把握を行ったうえで､通学

経路の変更､集団登下校等の措置を行う｡ 

 

3.応急救助及び手当 

 学校等は､風水害の発生により学校内の生徒等が負傷したときは､応急救助及び手当の措置を行

う｡ 

 

第2項 学校施設の応急復旧 

1.被害状況の把握､連絡 

公立の学校等は､風水害発生後､学校施設の被災程度及び被害金額等の状況を調査するものとし､

必要に応じて､町に協力を求め､二次災害の防止のため､砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による点検を実施する｡ 

公立の学校等は､その点検結果を､町に対し連絡する｡連絡を受けた町は､県に対し､速やかにその内

容を連絡する｡ 

他の私立の学校等も同様に､学校施設の被災状況を調査､二次災害の危険度判定を実施する｡その

結果については､設置者等へ連絡するとともに､町及びその他必要な機関に対し､連絡する｡ 

 

2.応急復旧 

町及び県は､公立の学校等から連絡を受けた被災状況を検討のうえ､学校運営に著しく支障となる

場合及び被害の拡大が予測される場合は､早急に､被災した公立の学校施設の応急復旧を行う｡ 

私立の学校等の設置者等も同様に､被災した学校施設の応急復旧に努める｡ 

 

第3項 応急教育の実施 

学校等並びに町､県及び私立の学校等の設置者等は､風水害により､学校施設が被災した場合又は

避難所として被災者が避難してきた場合にも､次により応急教育を実施する｡ 

避難者を収容していても､できるだけ早く授業再開ができるよう努める｡ 
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1.生徒及び学校等の確保 

(1) 児童･生徒の安全措置 

① 災害が発生し､又は発生するおそれがあるときは､学校長は事故を未然に防止するため休 

校等適切な措置を講ずるものとする｡この場合､教育委員会はあらかじめ基準を示し､学校 

長と協議する｡ 

② 学校長は､登下校時に災害が発生した場合を想定して､避難予定場所をあらかじめ設定し 

ておくものとする｡ 

避難予定場所の名称､所在地等については､常に児童･生徒及び保護者に周知徹底させて 

おくとともに､災害発生の場合には保護者に児童･生徒の動向を連絡できる体制をも考慮し 

ておくものとする｡ 

(2) 学校施設の確保 

    被災施設の状況を連やかに把握し､教育事務所等の関係機関と密接な連絡をとり､次の応急 

措置を行う｡ 

① 火災による被災建物であって木造建物で全焼以外の被災建物は､主要構造材の炭化部分 

を撤去し､残余の部分は床､壁体､天井､建具を修理のうえ､建物周囲の片付けを行い児童･ 

生徒を収容する｡ 

      なお､主要構造材の炭化が表面のみの場合は､建築士が構造上の安全を確認後､上記の修 

理を行い一時的に使用することとする｡ 

② 火災以外の災害建物で大破以下の被災建物は､応急修理の上使用するが､この場合建築士 

の指示により水平力及び積載荷重に対し安全の確認を行った後使用することとする｡ 

③ 被災校舎が応急修理によっても使用不可能な場合は､最寄の無被災又は被害僅少の地域の 

学校施設､公民館､公共施設､その他の民間施設等を借上げることとするが､この場合児 

童･生徒の安全を確保するとともに教育的配慮を行うものとする｡ 

④ 教育施設の破損､滅失については､早急に修理､補充する必要があるが､修理､補充の不 

可能な場合には､無被災又は被災僅少な学校の設備を一時的に使用するよう手配する｡ 

(3) 教職員の確保 

町､県及び私立の学校等の設置者等は､風水害による教職員の人的被害が大きく､教育の実施 

に支障がある場合は､学校間の教職員の応援を図るとともに､非常勤講師等の任用等により教職 

員の確保に努める｡ 

 

2.応急教育の方法 

(1) 生徒等､保護者､教職員､学校施設等及び通学路の被害状況を把握する｡ 

(2) 教職員を動員し､授業再開に努める｡ 

(3) 応急教育の開始時期及び方法を､生徒等及び保護者に周知徹底する｡ 

(4) 生徒等を一度に受け入れることができない場合は､二部授業又は他の施設を利用した分散授  

業の実施に努める｡ 

(5) 生徒等の在校時及び登下校時の安全の確保に努める｡ 
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3.学用品の調達､給与 

(1) 教科書 

① 町は､被災のため補給を要する教科書については､災害救助法に基づく給与であると否とを 

問わず､教科書名､被害冊数等を学校ごとに調査し､町全体分をまとめ､補給を要すると認め 

られる教科書の冊数等を教科書特約供給所に指示する｡ 

また､このことを県に対し､報告する｡ 

② 災害救助法に基づく教科書の給与は､住家の被害により教科書をそう失又は､き損し､就学 

上支障のある小学校児童及び中学校生徒(盲学校､ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中 

学部生徒を含む)に対して行うものであり､児童生徒の学習に支障を生じないよう迅速に行 

う｡ 

(2) 教科書以外の学用品等 

災害救助法が適用された地域で､住家の被害により学用品をそう失又はき損し､就学上支障の 

ある小学校児童及び中学校生徒(盲学校､ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を 

含む｡)に対して､必要な学用品を支給する｡ 

≪支給の対象となる学用品≫ 

① 教材 

当該小･中学校において有効適切なものとして使用されている教科書以外の教材(準教科 

書､ﾜｰｸﾌﾞｯｸ等)で教育委員会に届出又は承認を受けているもの｡ 

ただし､公立小･中学校以外の小･中学校については､公立小･中学校が使用している教材に 

準じる｡ 

② 文房具 

ﾉｰﾄ､鉛筆､消しｺﾞﾑ､ｸﾚﾖﾝ､絵具､画筆､画用紙､定規類 

③ 通学用品 

運動靴､体育着､傘､ｶﾊﾞﾝ､長靴類 

(3) 町における災害に伴う学用品の支給 

災害のため住家に被害を受け､就学上欠くことのできない学用品をそう失又は､き損し､資力  

の有無にかかわらず物品販売機構の一時的混乱のため､これらの学用品を直ちに入手することが  

できない状態にある児童及び生徒に対して､町は､教育委員会及び各学校長の協力を得ながら必 

要最小限度の学用品を給与し､それらの者の就学の便を図るものとする｡ 

 

4.応急教育の実施場所 
 

第1順位 
 

 

地域内の小･中学校及び高等学校 
 

 

第2順位 
 

 

地域内の幼稚園､公民館､集会場等の公共施設 
 

 

第3順位 
 

 

地域外の学校又は公民館等の公共施設 
 

 

第4順位 
 

 

応急仮校舎の建設 
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5.給食 

学校等は､学校給食用物資の補給に支障がある場合､町､県又は国立､私立の学校等の設置者等と連

絡をとり､必要な措置を講じる｡ 

学校給食施設が避難者炊き出し用に利用される場合は､調整を円滑に行い､給食の実施に努める｡ 

6.保健衛生の確保 

学校等は､町､県と連携し､必要に応じ､学校施設内外の清掃､飲料水の浄化､伝染病の予防措置等を

講じる｡ 

また､必要に応じ､被災生徒等に対し､健康診断､心の相談を実施し､保健衛生の確保に努める｡ 

 

第4項 被災生徒等への支援 

県は､非常災害又は特別な事情により､教育委員会で学資の支弁困難なる者と認めた時は､県立高

校の授業料､入学者選抜の手数料､入学手数料及び聴講手数料の全部若しくは一部を免除する｡(佐賀

県立学校授業料等徴収条例第2条及び第3条) 

 

第5項 避難所となる場合の対応 

公立の学校等は､町から要請があった場合､土砂災害等に対する学校施設の安全性を確認した上で､

避難所を開設し､学校の防災組織体制の役割分担によりあらかじめ指定された職員が､地域住民等の

避難収容をはじめとした避難所運営を支援するものとする｡ 

  収容場所の開設順序としては､｢体育館 ⇒ 特別教室 ⇒ 普通教室｣の順序で収容を行う｡ 

避難所を開設した場合は､速やかに開設･収容等の状況を､町とともに､町教育委員会又は県教育委

員会へ報告する｡ 

 

第21節 公共施設等の応急復旧及び二次災害の防止活動計画 

風水害により､公共施設等が被害を受けた場合は､町･県･国及び施設の管理者は､二次災害の防止

を図り､災害応急対策の円滑な実施に支障が生じないよう､速やかに応急復旧を実施する｡ 

一般社団法人佐賀県建設業協会や砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の技術者の協力を得て､施設の点検を行い､必要

があれば､応急復旧するが､その際は､住民生活に及ぼす影響の大きさや防災上の重要度の高いもの

を優先して行うものとする｡ 

 

第1項 道路､橋梁 

1.被害状況等の把握､連絡 

各道路管理者は､風水害により､道路､橋梁に被害が発生し､又は発生するおそれがあると認める 

場合､速やかに道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ､点検を実施し､被害状況を把握する｡ 

各道路管理者は､把握した被害状況から交通が危険であると認める場合は､交通規制を実施すると

ともに､警察署及び町､県に対し､この旨連絡する｡ 

 

2.応急復旧 

各道路管理者は､緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰｸに指定されている道路､橋梁を優先して､車両通行機能の確保の

ための応急復旧作業(障害物の除去､啓開等)を迅速に行う｡ 
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第2項 河川､海岸等 

1.被害状況の把握､連絡 

河川管理者又は海岸管理者並びに下水道管理者及び施行者は､風水害により､各施設に被害が発生

し､又は発生するおそれがあると認める場合､速やかに巡視､点検を行い､被害状況を把握するととも

に､町､県に対し､この結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急復旧 

河川管理者又は海岸管理者及び施行者は､各施設が被災した場合には､浸水等の二次災害を防止す

るため又は被害を軽減するための応急復旧作業を迅速に行う｡ 

 

第3項 砂防施設等 

1.被害状況の把握､連絡 

砂防施設等の管理者は､風水害により､砂防施設等に被害が発生し､又は発生するおそれがあると

認める場合､速やかに砂防施設等の点検を行い､被害状況を把握するとともに､砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに協力を

求め､砂防施設等の損壊及び斜面崩壊等による二次災害の危険性について調査し､町､県に対し､この

結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急措置 

町､県は､被害状況を勘案し､必要と認める場合は､迅速に､適切な応急措置(砂防施設等の修復､崩

落土砂の除去､仮設防護柵設置等)を行う｡ 

 

第4項 治山施設等 

1.被害状況の把握､連絡 

治山施設等の管理者は､風水害により､治山施設等に被害が発生し､又は発生するおそれがあると

認める場合､速やかに治山施設等の点検を行い､被害状況を把握するとともに､治山施設等の損壊及

び林地崩壊等による二次災害の危険性について調査し､町､県に対し､この結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急措置 

治山施設等の管理者は､被害状況を勘案し､必要と認める場合は､災害復旧に先立ち､迅速に､適切

な応急措置(治山施設等の修復､排土､編柵､土のう積み等)を行う｡ 

 

第5項 港湾､漁港 

1.被害状況の把握､連絡 

港湾管理者又は漁港管理者は､高潮などの風水害により､港湾･漁港施設に被害が発生し､又は発生

するおそれがある場合には､速やかに各施設の点検を行い､被害状況を把握するとともに､町､県に対

し､この結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 
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2.応急復旧 

港湾管理者又は漁港管理者は､港湾施設又は漁港施設が被災していた場合には､二次災害の防止､

公共の安全確保及び災害応急対策の円滑な実施に支障が生じないよう､迅速に応急復旧を実施する｡ 

 

第6項 農地農業用施設 

1.被害状況の把握､連絡 

町､農業用用排水施設管理者は､風水害により､農地農業用施設に被害が発生し､又は発生するおそ

れがある場合には､各施設の点検を行い､被害状況を把握するとともに､町､県に対し､この結果を連

絡する｡ 

 

2.応急措置 

町､農業用用排水施設管理者は､被害状況を勘案し､防災上及び生活上大きな影響があり､緊急性を

有すると認める場合は､農地農業用施設の応急復旧を迅速に行う｡ 

応急復旧を実施する場合は､作業が容易で効果的な工法により行うものとする｡ 

 

第22節 ﾗｲﾌﾗｲﾝ等公益施設の応急復旧計画 

風水害により､住民生活や災害応急対策活動に大きな影響を及ぼすﾗｲﾌﾗｲﾝ等公益施設が被害を受

けた場合は､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者等は､迅速に応急復旧を図る｡ 

必要に応じ､他地域の同業事業者等に対し､応援を要請する｡ 

また､町は､情報収集で得た航空写真･画像等については､ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設等の被害状況の早期把握のた

め､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者等の要望に応じて､情報提供に努めるものとする｡ 

町は､国､県と連絡調整を図りながら､適宜､被災者等に対して､復旧状況等の広報に努める｡ 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の速やかな応急復旧を図るため､関係する行政機関､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者等は､合同会議､調整

会議等における対応方針等に基づき､必要に応じて現地のﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者の事業所等で実動部隊の詳

細な調整を行うため､現地作業調整会議を開催するものとする｡ 

 

1.町の役割 

 電気､ｶﾞｽ､交通､上･下水道施設(以下｢公共施設｣という｡)の災害対策については､それぞれの関係

防災業務計画によるところとするが､町は災害発生の場合､それぞれの機関と協力してその機能の確

保を図るものとする｡ 

(1) 町長は公共施設に災害が発生し､又は発生するおそれがある情報を受けたときは､直ちに 

それぞれの機関に通報する｡ 

(2) 町長は各機関から応急対策上の応援を求められたときは､応急救助等に支障のない限りに 

おいて協力するものとともに､二次災害の未然防止のための広報活動を行う｡ 

(3) 町長は災害応急対策上の協力の範囲及び方法については､あらかじめ各機関と協議して定 

めるものとする｡ 
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第1項 水道施設(事業者) 

水道事業者等は､あらかじめ指定工事店等と災害時の復旧作業等についての協定締結を図り､被害

状況を迅速に把握し､指定工事店等と連携をとりながら応急復旧に努めるとともに､被害が甚大な場

合は､県及び近隣水道事業者､日本水道協会佐賀県支部の応援を要請する｡ 

また､町及び町民等に対し､断水ｴﾘｱや復旧見通し等の情報を､できる限り定期的に提供するよう努

める｡ 

 

第2項 電力施設(九州電力株式会社佐賀支店) 

九州電力株式会社は､風水害が発生した場合は､あらかじめ作成している防災業務計画に基づき､

電力施設に係る災害応急対策を実施する｡ 

 

第3項 電話施設 

西日本電信電話株式会社､株式会社NTTﾄﾞｺﾓ､KDDI株式会社及びｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社は､風水害が発生し

た場合､あらかじめ作成している防災業務計画､災害等対策規程等に基づき､電話施設に係る災害応

急対策を実施する｡ 

 

第4項 ｶﾞｽ施設 

液化石油ｶﾞｽ(LPｶﾞｽ)事業者は､風水害による被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常

が認められた場合は､法令(液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等)に基づき､

災害発生の防止のため応急措置を行う｡ 

 

第5項 鉄道施設(九州旅客鉄道株式会社､日本貨物鉄道株式会社九州支社) 

風水害時において､鉄道事業者は､被害を最小限に止どめ､輸送の確保を図るため､次の事項につい

て必要な応急措置を､機敏かつ適切に実施する｡ 

 

1.風水害時の列車の運転規制 

2.風水害時の代替輸送方法 

3.災害対策本部の設置 

4.連絡通報 

5.応急措置(案内広報など) 

6.施設の応急復旧 

 

第6項 放送施設(放送事業者) 

風水害により放送施設等が被災し､放送が困難となった場合は､放送事業者は､状況に応じて､次の

ような措置を講じ､放送継続の確保に努める｡ 

 

1.放送機器等の障害により一部の送信系統による放送が不可能になった場合には､他の送信系統 

により､また､一部中継回線が途絶した場合には､常設以外の必要機器を仮設し､無線その他の中継回

線等を利用する｡ 

 

2.放送局のｽﾀｼﾞｵからの放送継続が不可能となった場合は､臨時ｽﾀｼﾞｵを開設する｡ 
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第23節 災害対策用機材､復旧資材等の調達 

施設の応急復旧や二次災害の発生､拡大の防止対策を図るなどのため､災害対策用機材､復旧資材

等が必要となった場合は､防災機関は､自ら備蓄しているもの､又はあらかじめ把握していた供給可

能業者等からの調達により､確保する｡ 

 

1.災害対策用機材 

防災機関は､災害対策用機材等が必要となった場合は､あらかじめ把握していた供給可能業者等か

ら調達する｡ 

町は､これにより調達できない場合や不足する場合には､県に対し､あっせんを要請する｡ 

 

2.復旧資材 

防災機関は､復旧資材等が必要となった場合は､自ら備蓄しているもの又はあらかじめ把握してい

た供給可能な関係業者等から速やかに調達する｡ 

《資機材の調達》 

    

 

 

 

第24節 福祉ｻｰﾋﾞｽの提供計画 

風水害時に､高齢者､障がい者､児童への福祉ｻｰﾋﾞｽの提供が滞ることがないよう､町､県は､相互に

連携し､速やかに組織的､継続的なその実施に努める｡ 

 

第1項 対象者の状況の把握 

1.高齢者､障がい者 

町は､風水害が発生した場合は直ちに､福祉関係職員､介護職員等を中心とした調査ﾁｰﾑを編成する

などにより､避難行動要支援者名簿及び個別避難計画等に基づき､高齢者､障がい者の安否及び状況､

ﾆｰｽﾞの把握等の実態調査を行う｡ 

 

2.要保護児童 

町は､風水害が発生した場合は直ちに､次により､孤児､遺児等の要保護児童の発見､把握を行う｡ 

(1) 児童福祉施設から避難してきた児童の保護者等が､傷病したことにより発生する要保護児 

童の避難所における実態を把握する｡ 

(2) 住民基本台帳による犠牲者の確認､風水害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び町 

民からの通報等を活用し､孤児､遺児を速やかに発見し､その実態把握を行う｡ 

 

第2項 高齢者及び障がい者対策 

1.緊急保護 

町及び県は､被災高齢者､障がい者のうち緊急に施設で保護する必要がある者について､一時入所

等の取扱いが円滑､的確に行われるよう､手続きの弾力的な運用などによる緊急保護体制の整備を図

る｡ 

町 白石町建設業組合 建設業者 

依頼 手配 
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2.在宅ｻｰﾋﾞｽ体制 

町及び県は､実態調査の結果を基に､関係団体等の協力を得ながら､居宅や避難所､仮設住宅等で生

活している介護･支援等が必要な高齢者､障がい者等への介護保険ｻｰﾋﾞｽ体制等を､緊急に整備するも

のとする｡ 

また､保健･医療､福祉等の関係機関の緊密な連携のもとに､必要なｻｰﾋﾞｽや物資を確保するなど､万

全の措置を講じる｡ 

 

3.応援要請 

県は､必要に応じ､県内他市町に対し､救援職員の派遣､物資の確保を要請するとともに､これによ

っても不足する場合は､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､応援を要請する｡ 

 

第3項 要配慮者対策 

風水害の発生に際しては､この風水害を契機に新たに要配慮者､要保護者となる者が発生すること

から､これら要配慮者､要保護者に対し､時間の経過に沿って､各段階におけるﾆｰｽﾞに合わせ､的確なｻ

ｰﾋﾞｽの提供等を行っていくことが重要であることから､町は､以下の点に留意しながら､要配慮者､要

保護者対策を行う｡ 

 

1.要配慮者､要保護者を発見した場合には､当該要援護者､要保護者の同意を得て､必要に応じ､次の

措置を講じる｡ 

(1) 避難所へ移動すること｡ 

(2) 社会福祉施設等への緊急入所を行うこと｡ 

(3) 居宅における生活が可能な場合にあっては､在宅福祉ﾆｰｽﾞの把握を行うこと｡ 

 

2.要配慮者に対する介護職員､手話通訳者の派遣､補装具の提供等の福祉ｻｰﾋﾞｽの提供を､遅くとも発

災1週間を目途に組織的･継続的に開始できるようにするため､発災後2~3日目から､全ての避難所を

対象として要配慮者の把握調査を開始する｡ 

 

第4項 児童対策 

1.保護等 

町は､孤児､遺児等保護を必要とする児童を把握した場合には､その情報を親族に提供し､親族によ

る受入れの可能性を探るとともに､児童相談所へ送致し､養護施設等への受入れや里親への委託等の

検討を行う｡ 

 

2.ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 

被災児童の精神的不安定に対応するため､児童相談所においてﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを実施する｡また､必要に

応じて､児童相談所を中心として児童心理司､児童福祉司等による避難所の巡回訪問を実施する｡ 

 

3.児童の保護等のための情報伝達 

町は､被災者に対し､掲示板､広報紙等の活用､報道機関の協力､ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸ･ｻｰﾋﾞｽの活用により､

要保護児童を発見した際の保護及び児童相談所等への通報についての協力を呼びかけるとともに､

利用可能な児童福祉ｻｰﾋﾞｽの状況､児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について､的確な情報提

供を行う｡ 
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第25節 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動対策計画 

風水害時に､多くのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの申出がある場合は､町､県及び関係機関等は､相互に連携し､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動の独自の領域と役割に留意しながら､その活動が円滑かつ効果的に行われるよう迅速に環境整

備を行う｡ 

 

第1項 受入れ体制の整備 

町及び県は､速やかにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に関する情報提供の窓口を設けるとともに､日本赤十字社佐賀

県支部､佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関が行うﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ､活動調整等について協

力する｡ 

日本赤十字社佐賀県支部は､速やかに赤十字災害救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動調整を行うための体制を整備

する｡ 

佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関は､速やかにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ等のための体制を整備す

る｡なお､災害の規模が甚大で本部の運営者等に不足が生じるような場合､県本部は全国社会福祉協

議会や各都道府県の社会福祉協議会等に対し応援を要請する｡ 

なお、県又は県から事務の委任を受けた市町は、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整

事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件

費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 

第2項 ﾆｰｽﾞの把握､情報提供 

佐賀県(白石町)社会福祉協議会等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関は県と連携し､被災状況の町は､災害救

援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰを設置する佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関と連携･協力し､求められるﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ活動の内容､必要人員､活動場所等被災地におけるﾆｰｽﾞ等を把握し､日本赤十字社佐賀県支部､佐

賀県(白石町)社会福祉協議会等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関に対し､情報を提供する｡また､県に対し､同

様の情報を提供する｡さらに､必要に応じ､報道機関等の協力を得て､幅広く情報提供を行う｡ 

県は､災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの開設状況等の情報提供を行う窓口を開設するとともに､町から提供

のあった情報に応じて､自ら育成､登録している専門的な知識･技術等を有する技術者又はその団体

に対し､情報を提供し､必要に応じて町への派遣を要請する｡ 

 

≪災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの業務(例示)≫ 

1.災害及び被災状況の情報収集 

2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾆｰｽﾞの把握 

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受付､登録 

4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調整(ｸﾞﾙｰﾌﾟ編成及び派遣先の選定) 

5.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣･撤収の指示 

6.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の記録 

7.現地本部及び町本部の運営に必要な資機材の調達 

8.関係機関との連絡調整 
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第3項 支援 

町は､必要に応じ､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､又はその支援活動の拠点となる施設の提供に努め､県はこれに協

力する｡ 

町､県､日本赤十字社佐賀県支部及び佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関は､地元や外部か

ら被災地入りしているNPO･NGO等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等との連携を図るとともに､災害中間支援組織(NPO･ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織)を含めた連携体制の構築を図り､

災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし､被災者のﾆｰ

ｽﾞや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有する｡また､災害の状況及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動予定を踏ま

え､片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める｡ 

これらの取組により､連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動環境

について配慮する｡ 

 《ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動体制》 

  

被 災 地 

町災害対策本部 

県災害対策本部 

国 

町民災害ボランティアセンター 

①被災状況の収集・把握 

②災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ現地救援本部の設置 

③会員への連絡・記録 

④被災者ニーズの把握 

⑤ボランティア派遣要請 

⑥関係機関・団体との連絡調査 

⑦ボランティア活動機材貸出・管理 

⑧保険加入手続き 

県民災害ボランティアセンター 

①被災状況の収集・把握 

②災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ救援本部の設置 

 (幹事会及び部会で構成) 

③現地ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣の連絡調整 

④関係機関・団体との連絡調整 

全国社会福祉協議会 

県外社会福祉協議会 

中央共同募金会 県共同募金会 

義援金の募集 

県外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、NPO等 

日本赤十字社 

佐賀県支部 

被災地以外の市町村民 

災害ボランティアセンター 

相互連絡調整 

相互連絡調整 

相互連絡調整 

支援・連携 

支援・連携 支援・連携 

連絡調整 

応援要請 

連絡調整 

連絡調整 

連絡調整 

資金援助 受入 

連絡調整 

ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の派遣 

ｽﾀｯﾌ､ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー 、ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 

派遣の依頼及び連絡調整 

ボランティア活動開始(救援・生活支援) 

支援連絡調整 情報・確認、 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣要請 
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第26節 外国人対策 

1.町における措置 

町は､風水害時に､外国語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得ながら､災害情報や支援情報等の情報提供を行うと

ともに､相談体制を整備する｡また､避難所等において､災害時外国人支援情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを活用し､効

果的な情報収集(外国人被災者の状況､ﾆｰｽﾞ把握)､情報提供(災害情報､外国人被災者のﾆｰｽﾞとのﾏｯﾁﾝ

ｸﾞ)を行うよう努める｡ 

 

2.県における措置 

  県は､風水害時に､佐賀県災害多言語支援ｾﾝﾀｰを設置し､外国人の被災状況､避難状況に関する情報

収集､多言語による情報提供･相談対応､災害時外国人支援情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ及び多言語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣

等必要な支援を行う｡ 

 

第27節 帰宅困難者対策 

町は､災害の発生により交通機能が停止し､速やかに帰宅することができない帰宅困難者が発生し

たときは､関係機関と連携して､災害の状況､道路交通及び交通機関の運行状況等に関する情報を速

やかに提供することにより帰宅を支援するとともに､必要に応じて､一時滞在施設､食料､飲料水､ﾄｲﾚ

等の提供に努める｡ 

また､一時滞在施設の確保に当たっては､男女のﾆｰｽﾞの違いや､要配慮者の多様なﾆｰｽﾞに配慮した

一時滞在施設の運営に努めるものとする｡ 

輸送事業者や不特定多数の者が利用する施設の管理者は､自らの施設機能を十分活用するととも

に必要な情報の提供及び支援に努める｡ 

 

第28節 義援物資､義援金対策計画 

風水害時に､県内及び全国から義援物資､義援金が寄託される場合は､町､県､日本赤十字社佐賀県

支部及び佐賀県共同募金会は､相互に協力し､この義援物資､義援金を受付けし､迅速かつ確実に被災

者に配分する｡ 

 

第1項 義援物資及び義援金 

1.実施機関 

 災害義援金品の募集及びその配分は､次の機関をもって協議会を構成し､各機関が共同し或いは協

力して行う｡ 

 町､日本赤十字社､社会福祉協議会､民生委員､地域婦人連絡協議会､小･中学校､その他町単位の各

種団体 

 

2.受付 

町は､速やかに義援物資の受付に関する窓口を設けるとともに､集積場所を決定する｡ 

日本赤十字社佐賀県(白石)支部は､支部及び地区･分区において､義援物資の受付体制を整備する｡ 
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3.情報提供 

町､県及び日本赤十字社佐賀県支部は､必要に応じ､被災地のﾆｰｽﾞを的確に把握した上で､円滑な物

資受入れのため､次の事項について､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや報道機関等を通じて県内及び全国に情報提供を行う｡ 

この場合､被災地におけるﾆｰｽﾞの把握は基本的に町の業務であるが､災害の程度により県に情報が

集まらずその実態把握が困難な場合も想定される｡そのため､県は必要に応じて職員を町の災害対策

本部等へ派遣して､現地の状況把握に努めるものとする｡ 

(1) 受付窓口 

(2) 受入れを希望する義援物資と､受入れを希望しない義援物資のﾘｽﾄ 

    (時間の経過によって変化する被災者のﾆｰｽﾞを踏まえ､逐次改める) 

(3) 送付先(集積場所)及び送付方法(梱包方法を含む) 

 

4.募集 

災害義援金品の募集は､県内又は他の都道府県において大災害が発生した場合に､次の方法により

行うものとする｡なお､募集内容にあたっては被災地の状況等を考慮して行うものとする｡ 

県単位からの通知を受け､又は､町単位機関において関係機関が協議して募集することを決定した

とき､募集の細部について更に協議し､それぞれの組織を通じて義援金品の拠出を呼びかけるものと

する｡ 

 

5.集積 

募集に基づき或いは任意拠出される義援金品の集積は､次の方法によるものとする｡ 

(1) 各家庭から募集するときは､駐在員､地域婦人連絡協議会､民生委員等で各家庭を訪問して集 

積し､あるいは集積場所を指定して各家庭から持参してもらう等の方法によって集積する｡ 

 (2) 小･中学校児童･生徒或いは事業所における職域募集等によって集積されたものは､それ 

ぞれの単位機関において一括引継ぎを受けるものとする｡ 

 (3) 個人等で申し出のあったものについては､それぞれ受付け､その都度又は一定期間にまと 

めて､それぞれの単位機関別に指定した場所に集積するものとする｡ 

 (4) 義援金及び物資を受付けたときは､受付整理簿に記載して､受領書を発行する｡ 

 

6.引継ぎ 

 町で受付募集した義援金品の輸送及び引継ぎは､次の方法により行う｡ 

(1) 義援物資の引継ぎ 

集積した義援物資は町において荷造りし､被災地を所管する配分機関に送付するものとす 

る｡ただし､集積物資が少なく輸送等をまとめて行うことが適当な場合においては､県単位機 

関において一括配分機関に引き継ぐものとする｡ 

(2) 引継ぎの記録 

   義援金品の引継ぎにあたっては､義援金品引継書を作成し､その授受の関係を明らかにして 

おくものとする｡ 

(3) 引継をする配分機関 

義援物資の引継ぎは､概ね次の区分による配分機関へ行うものとする｡ 
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   ① 県外の災害 

      災害が2市町以上のときは県単位機関に､単独市町のときは市町単位機関に引き継ぐも 

のとする｡ 

   ② 県内の災害 

      災害が単独市町のときはその市町単位機関に､又同一郡内で2市町以上のときはその郡単位 

機関に､その他広域のときは県単位機関に引き継ぐものとする｡ただし､郡又は､県単位機関に 

引き継ぐべき災害であっても募集機関が直接指定市町等に引き継ぐとき､郡､県単位機関が調 

整して直接引き継ぎ市町を指定したときは､市町単位機関に直接き継ぐものとする｡ 

   ③ 引継を受ける配分機関 

義援物資の引継ぎは､次の機関とする｡ 

      ･県機関･･････県知事､日本赤十字社佐賀県支部長 

      ･郡機関･･････郡町村会長 

     なお､義援金についても本機関に引き継ぐものとする｡ 

 

7.配分 

引継を受けた義援金品は､次の方法により配分するものとする｡ 

(1) 配分の基準 

配分の基準は､概ね次のとおりとするが､特定物品及び配分先指定金品については､それぞ 

れの目的に沿って効率的な配分を個々に検討して行うものとする｡ 

  ① 一般家庭用物資 

       全失世帯:1 

       半失世帯:1/2 

       床上浸水世帯:1/3 

  ② 無指定金銭 

       死者(行方不明で死亡と認められる者を含む｡):1 

       重傷で障害が相当残る程度の者:1/2 

       その他の重傷者:1/3 

       全失世帯:1 

半失世帯:1/2 

       床上浸水世帯:1/3 

(2) 町における配分 

県及び郡単位機関から配分を受け､又は町で受けた義援金品は､(1)に定める基準を参考に 

して民生委員その他関係者の意見を聞き､実情に即した配分を行うものとする｡ 

なお､各世帯配分にあたっては｢衣料品等生活必需物資供給計画｣に定める配分手続きに準じて 

行うことを原則とする｡ 

① 義援金の取扱い 

      会計室においてこれを義援金受付整理簿にて受付け､町歳入歳出外現金として受入れ､会計 

室は現金出納簿を備え付け､出納の状況を記録･整理するものとする｡ 

      なお､預金に伴う利子収入は､義援金に含めて扱うものとする｡ 
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② 義援物資の取扱い 

会計室においてこれを受領し､厳重な保管をなすとともに義援物資受付整理簿に整備し､計 

画をたて配分するものとする｡ 

 

第29節 災害救助法の適用 

災害が発生した場合において､一定規模以上の災害に関しての救助については､災害救助法が適用

されるが､同法の適用要領は概ね次のとおりである｡ 

 

第1項 救助の本質 

1.災害救助法による救助は､災害の発生に際して､食料品その他生活必需品の欠乏､住居の喪失､ 

傷病等に悩む被災者に対する応急的､一時的な処置である｡ 

 

2.災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする｡ 

 

3.国の責任において行われ､県･町､日本赤十字社その他の団体及び県民の協力の下に行われる｡ 

 

第2項 実施主体 

1.知事は､災害救助法による救助を実施し､市町長はこれを補助する｡ 

救助に関する職権の一部を市町長に委任したときは、市町長が救助を実施する。 

なお、災害が発生するおそれがある段階での災害救助法の適用の判断は副知事（防災監）が行う。 

 

2.日本赤十字社は､知事が行う救助の実施について､協定書に従い協力するものとする｡ 

 

第3項 適用基準 

1.災害救助法の適用 

(1) 災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準は､救助法施行令第1条の定めるところによる｡ 

    ① 町の人口に応じ､下表のA欄に定める数以上の世帯数の住家が滅失したとき｡ 

    ② 県の区域内の住家1,500世帯以上滅失した場合であって､白石町の人口に応じて滅失住家  

の世帯数が下表のB欄の世帯数以上達したとき｡ 

町の区域内人口 A B 

15,000人以上 -  30,000人未満 50世帯 25世帯 

  ③ 災害が隔絶した地域に発生したものであるなど､災害にかかった者の救護を著しく困難と 

する特別の事情がある場合であって､多数の世帯の住家が滅失したものであること｡ 

   ④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け､又は受けるおそれが生じた場合であること｡ 
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第4項 被災世帯の算定基準 

被害の認定は､災害救助法適用の判断の基礎資料となるだけでなく､救助の実施にあたり､その種

類･程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼす｡よって､県､町においては､あらかじめ建築関係技

術者等の専門家を確保しておく｡ 

認定基準は､次のとおりである｡ 

 

1.住家 

現実にその建物を居住のために使用しているものをいい､必ずしも1戸の建物に限らない｡ 

 

2.世帯 

生計を1つにしている実際の生活単位をいう｡同一家屋内の親子夫婦であっても､生活の実態が

別々であれば2世帯となる｡ 

 

3.死者 

当該災害が原因で死亡し､遺体を確認したもの､又は遺体を確認することができないが死亡したこ

とが確実なもの｡ 

 

4.行方不明 

当該災害が原因で所在不明となり､かつ､死亡の疑いのあるもの｡ 

 

5.負傷 

災害のため負傷し､医師の治療を受ける必要のあるもの｡うち､重傷は1か月以上の治療を要する見

込みのものをいい､軽傷は1か月未満で治ゆできる見込みのものをいう｡ 

 

6.全焼､全壊､流失 

住家が滅失したもので､具体的には住家の損壊､消失若しくは流失した部分の床面積が､その住家

の延床面積の70%以上に達したもの､又は住家の主要構造部(壁､柱､はり､屋根又は階段をいう)の被

害額が､その住家の時価の50%以上に達した程度のものをいう｡ 

 

7.半焼､半壊 

住家の損壊が甚だしいが､補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので､具体的には住家の損

壊又は焼失した部分が､その住家の延床面積の20%以上70%未満のもの､又は住家の主要構造部(全焼

(壊)と同様)の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものをいう｡ 

 

8.床上浸水 

上記6及び7に該当しない場合であって､浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの､又は土

砂､材木等の堆積等により一時的に居住することができない状態になったものをいう｡ 
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9.床下浸水 

浸水が､その住家の床上以上に達しない程度のものをいう｡ 

 

10.一部破損 

住家の損壊程度が､半壊に達しない程度のものをいう｡ 

(1) 被災世帯の算定基準 

① 住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては､住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷し 

た世帯は2世帯をもって､住家が床上浸水､土砂のたい積等により一時的に居住することがで 

きない状態となった世帯は3世帯をもって､それぞれの住家の滅失した1世帯とみなす｡ 

② 住家の滅失等の認定 

    資料編 被害報告取扱要領(P529~P534)に基づく｡ 

③ 世帯及び住居の単位 

    資料編 被害報告取扱要領(P529~P534)に基づく｡ 

(2) 救助法の適用手続 

① 災害に際し､町における災害が､災害救助法の適用基準のいずれかに該当し､又は該当する 

見込みがあるときは､町長は直ちにその旨を､該当土木事務所を経由して知事に報告しなけれ 

ばならない｡ 

 

第5項 救助の種類 

救   助   の   種   類 実 施 主 体 

1 避難所及び応急仮設住宅の供与 

知事､町長 

2 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

3 被服､寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

4 医療及び助産 

5 被災者の救出 

6 被災した住宅の応急修理 

7 学用品の給与 

8 埋葬 

9 遺体の捜索及び処理 

10 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石､竹木等で日常生活に著

しい支障を及ぼしている物の除去 
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第30節 行方不明者等の捜索､遺体の処理､火葬 

風水害時に､多数の行方不明者､死亡者が発生した場合には､県警察及び海上保安部による検視の

ほか､町は的確に捜索を行い処理収容､火葬を実施する｡ 

 

第1項 捜 索 

町及び消防機関は､県､県警察､海上保安部の協力を得て､行方不明者､死亡者の捜索を行う｡ 

 

1.実施責任者 

災害時に死亡した者の遺体捜索､収容､処理及び埋葬等の実施は､町長が行う｡ 

 ただし､検視を終えた遺体については死体収容所(安置所)を町内葬儀業者に協力を要請し､斎場

を開設し､安置する｡ 

 

第2項 処理収容 

1.検視､身元確認 

町及び消防機関は､被災現場(海上を含む)において遺体を発見した場合､県警察又は海上保安部に

対し､このことを連絡する｡ 

県警察は､町及び消防機関から連絡があった場合又は自ら被災現場において遺体を発見した場合

は､発見場所において､死体取扱規則又は検視規則等に基づき､速やかに検視を行い､その後､遺族又

は町に対し､遺体又は死体の引渡しを行う｡ 

海上保安部は､町及び消防機関から連絡があった場合又は自ら海上において遺体を発見した場合

は､必要に応じ､県警察と連携し､速やかに検視を行い､その後､遺族又は 町に対し､遺体又は死体の

引渡しを行う｡ 

発見現場での検視が困難な場合は､遺体が一時収容される安置所において行うものとする｡ 

また､県警察又は海上保安部は､遺体が身元不明の場合は､遺体の周辺にある物で身元確認資料とな

り得る物について漏らさず回収し､これを参考にするとともに､県歯科医師会の協力を得るなどによ

り身元の確認に努める｡ 

 

2.遺体の収容 

町は､必要に応じ､遺体を一時安置､収容するため､適当な場所(寺院､神社､公共施設等)に安置所を

設けるものとする｡ 

町は､県警察又は海上保安部から引渡しがあった場合は､遺体を安置所に搬送し､収容する｡ 

町は､あらかじめ把握していた供給可能な関係業者等から､棺など安置､収容に必要な物品を調達す

る 

 

3.遺体の処理 

町は､遺体の識別等のため､遺体の洗浄､縫合､消毒等の処置を行うとともに､医師又は保健医療活

動ﾁｰﾑによる遺体の検案を実施する｡ 

 

4.遺族等への遺体引渡し 

町は､遺体の身元が判明している場合､遺族等に対し､当該遺体を引き渡すものとする｡ 
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第3項 火葬 

町は､遺体の身元が判明しない場合又は遺族等への遺体引渡しが困難な場合など必要と認める場

合は､遺体の火葬を行う｡ 

町は､火葬場が被災した場合又は遺体数が多く､自らの火葬場では処理できない場合等は､あらか

じめ締結している相互応援協定に基づき､他の市町に対し､火葬等の実施を要請する｡ 

県は､町からの要請があった場合又はその必要があると認めた場合は､町の応援火葬が円滑に実施

されるように情報の収集･提供や調整活動を行う｡ 

また､町及び県は､広域的な火葬に関する計画を策定するとともに､災害の規模が甚大な場合は､必

要に応じて当該計画に基づき広域的な火葬を実施するものとする｡ 

 

第31節 廃棄物の処理計画 

町は､大量の災害廃棄物の発生に備え､広域処理体制の確立に努めるものとする｡また､十分な大き

さの仮置場･最終処分場の確保に努めるとともに､広域処理を行う地域単位で､平時の処理能力につ

いて計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し､災害時における廃棄物

処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする｡ 

 

第1項 役割 

1.実施責任者 

(1) 収集運搬機材､廃棄物処理施設の被災状況を把握し､破損個所等の措置を行う｡ 

(2) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を県に報告する｡ 

(3) 予め定めた災害廃棄物処理計画に基づき災害廃棄物処理実施方針を立て､収集運搬及び処 

分する｡ 

(4) 災害廃棄物の処理の進捗に応じて､災害廃棄物処理実行計画に必要な見直しを行う｡ 

(5) 必要に応じ､近隣市町､関係者､県への支援を要請する｡ 

(6) 必要に応じ､仮設ﾄｲﾚを設置する｡ 

 

2.処理の方法 

(1) 町は､各地区別の被災状況を速やかに把握し､ごみの排出量を推計するとともに､ごみ処 

理施設の処理能力を確認のうえ､収集､運搬､処分の対策を図る｡ 

(2) 町は､災害状況により､ごみ処理に必要な人員､機材等の確保に努め､迅速に措置を実施 

するものとする｡ 

     なお､ごみ処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれる場合は､近隣市町に応援を要請 

する｡ 

 (3) 町民が路上に廃棄物を出し､交通の妨げにならないよう防災行政無線等において周知を行 

なうとともに､路上の障害物により通常の収集ができない地区については､臨時収集場所を 

設け､収集への協力を求める｡ 

 (4) 防疫上､食物の残り等腐敗性のごみを優先して収集運搬する｡ 

 (5) 損壊家屋や流失家屋のがれき等については､原則として被災者自ら､町の定める場所へ搬 

入することが望ましいが､これが困難な場合又は､道路等に散在し緊急的に処理が必要な場 

合は､町が収集処理を行なう｡ 
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3.ごみ収集処理の方法 

 ごみ等の収集は､直営及び委託業者により行う｡収集したごみは指定された焼却施設において処理

する｡ 

 また汚泥等の不燃物は県､保健所その他の関係機関と協議し､近隣の処理場へ応援を依頼して処分

を行う｡なお､道路､河川上のごみ等は､それぞれの管理者が処理する｡ 

 

4.町民､事業者の役割 

(1) 災害廃棄物を適正に分別し､排出する｡ 

(2) 不必要に廃棄物を排出しない｡ 

 

第2項 し尿の処理 

1.処理の方法 

(1) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を把握する｡ 

(2) 予め定めた災害廃棄物処理計画に基づき､災害廃棄物の発生見込み量､避難所､仮設ﾄｲﾚの状況 

により災害廃棄物処理実行計画を立て､収集運搬及び処分する｡ 

(3) 水害等により冠水した地区については､便槽が満水している恐れがあるので､優先的に汲み 

取りを行う｡ 

(4) 収集運搬車及び人員の確保と適正な配置により､処理班を編成する｡ 

(5) 必要な場合､近隣市町､関係業者に応援を要請し､対応できない場合には県へ支援要請する｡ 

(6) 必要に応じ､地域内に臨時貯留槽を設置する｡ 

 

2.仮設ﾄｲﾚの調達､設置､撤去 

町は､被災地の衛生環境を確保するため必要と認める場合は､次により､仮設ﾄｲﾚやﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚを調達

し､避難所､避難場所や被災地域内に設置する｡この際､洋式ﾄｲﾚを設置するなど､高齢者や障がい者に

配慮するものとする｡ 

また､水道や下水道等の復旧に伴い､水洗ﾄｲﾚが使用可能になった場合､速やかに仮設ﾄｲﾚやﾏﾝﾎｰﾙﾄｲ

ﾚの撤去を行い､避難所等の衛生向上を図る｡ 

(1) 仮設ﾄｲﾚの調達 

町は､あらかじめ､避難所等への配布個数､備蓄している数､供給可能な業者及び個数を考慮し 

て調達計画を策定するとともに､その管理に必要な消毒剤､脱臭剤の備蓄に努める｡この調達計画 

に基づき､仮設ﾄｲﾚやﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚを調達するものとするが､必要量が確保できない場合､ 

県に対し､支援を要請する｡ 

 

第3項 ごみ処理 

町は､発生した災害廃棄物の種類､性状(土砂､ﾍﾄﾞﾛ､汚染物等)を勘案し､その発生量を推計した上

で､必要に応じて､風水害時の災害廃棄物処理計画等に基づき､仮置場や最終処分場を確保する｡ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､NPO等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には､社会福祉協議会､NPO等と連携

し､作業実施地区や作業内容を調整､分担するなどして､効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものと

する｡ 
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また､損壊家屋の解体を実施する場合には､解体業者､産業廃棄物処理業者､建設業者等と連携した

解体体制を整備するとともに､必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行うものと

する｡ 

(1) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を把握する｡ 

(2) 町は､事前に策定した風水害時の一般廃棄物処理計画に基づき､災害廃棄物の発生量､避難 

所からの廃棄物等を勘案し､ごみ廃棄物処理実施方針を立てる｡ 

(3) 道路交通状況に応じ､収集運搬車及び人員の確保と適正な配置により､処理班を編成する｡ 

(4) 廃棄物の処理には､各種ﾘｻｲｸﾙ法(家電ﾘｻｲｸﾙ法､ﾊﾟｿｺﾝﾘｻｲｸﾙ法､自動車ﾘｻｲｸﾙ法､容器包装0ﾘｻｲｸﾙ 

法､建設ﾘｻｲｸﾙ法)に配慮し方針を立てる｡ 

(5) 仮置場を確保し､ごみの分別方法､排出方法などを住民及び関係機関に周知する｡ 

(6) 建築物の倒壊､解体(被害を受け､建替えが必要な建築物の取壊しのことをいう｡)等により 

生じた災害廃棄物については､解体現場で分別し､計画的に収集運搬及び処分する｡ 

(7) 災害廃棄物については､木材やｺﾝｸﾘｰﾄ等のﾘｻｲｸﾙを進めるとともに､ｱｽﾍﾞｽﾄ等の有害廃棄物 

については､廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の規定に従い､ 

適正な処理を図る｡ 

(8) ｱｽﾍﾞｽﾄ等の有害廃棄物による環境汚染､健康被害を防止するため建築物の解体､運搬作業者 

や住民へ適切に指導をする｡また､仮置場での環境汚染を防止する｡ 

(9) 必要に応じ､近隣市町､関係業者に対し､応援を要請し､収集運搬､処分を委託する｡ 

(10) 必要に応じ､仮設処理施設の設置の検討をする｡ 

(11) 最終処分までの処理行程が確保できない場合には､速やかに県へ支援要請を行う｡ 

 

第4項 廃棄物処理施設の応急復旧 

町は､風水害が発生した場合は速やかに､さが西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰと連絡･調整を図り､廃棄物処理施設の

正常な稼働の確保を図る｡ 

 

第32節 防疫計画 

風水害時に､生活環境の悪化､被災者の病原体に対する抵抗力の低下などにより感染症の発生が予

想される場合は､感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号､

以下｢感染症法｣という｡)に基づき､迅速に防疫活動を行う｡ 

 

1.防疫活動 

町は､次の防疫活動を行う｡ 

 

2.実施機関 

災害時における防疫事業は､町が行う｡ただし､激甚災害のため町において充分な防疫活動ができ

ない場合は､県に要請する｡ 
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3.防疫活動組織 

(1) 防疫体制の強化 

防疫活動の徹底を図るため､被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し､町は保健所と密接 

な連携のもとに県､日赤､医師会､その他関係機関の協力を求めるものとする｡ 

 (2) 防疫班の編成 

   町は防疫実施のため､次により防疫班を編成する｡ 

    ① 衛生技術者(班長 )1人 

    ② 作  業  員  5人 

    ③ 助  手(事務員) 2人 

(3) 防疫班の業務及び実施の方法 

   ① 検疫調査及び健康診断 

被災地区の自主防災組織を通じ､各戸を調査し､避難場所､避難所における感染症患者 

又は保菌者の早期発見に努め､適切な予防措置を講じる｡ 

   ② 避難所の防疫措置 

     ｱ 避難所の清潔､消毒の実施 

     ｲ 避難者に対する検疫調査の実施 

     ｳ 給食従事者に対する健康診断の実施 

     ｴ 配膳時の衛生保持､残･廃棄物等の衛生的処理の指導 

     ｵ 飲料水等の水質検査の実施指導 

     ｶ 避難所内における衛生に関する自主組織編成の指導 

(4) 臨時予防接種及び消毒の実施 

(5) 患者の収容 

   ① 感染病患者又は保菌者の隔離収容とともに周囲の消毒 

   ② 感染病指定病院又は隔離病舎に収容困難な場合における臨時隔離施設の設置 

 

4.消毒及び鼠族昆虫駆除 

(1) 消毒の方法 

被災地又は避難所の状況に応じて､鼠族昆虫等の駆除を地域及び期間を定めて実施する｡ 

    ① 床上浸水家屋 

       減水後直ちに床､壁は逆性石鹸液で拭浄し､器物は消毒､床下消毒等の措置は床下乾燥後 

実施し､ﾄｲﾚの消毒等について衛生上の指導を行う｡ 

     (1世帯あたり､逆性石鹸液500ml) 

   ② 床下浸水家屋 

       減水後､汚物を除去し､清掃､通風を散布を行う｡ 

    ③ 下水又は避難所の状況に応じて､鼠族昆虫等の駆除を地域及び期間を定めて実施する｡ 

 

5.情報の収集､報告及び広報 

町は､感染症の発生状況や防疫活動の状況等に関する情報を収集し､県に報告する｡ 

また､県は､町から報告のあった情報を､国に対し報告する｡ 
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さらに､町及び県は､各種感染症に関する情報を収集し､町民に対し広報する｡ 

 

6.防疫用薬剤の確保 

町は､医薬品等卸売業者に対し､防疫用薬剤の供給の要請を行う｡ 

県は､町から要請があった場合又は需給の状況から必要と認める場合は､県医薬品卸業協会に対し､

防疫用薬剤の提供の要請を行う｡ 

 

第33節 保健衛生計画  

風水害時において､町は､指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握や生活環境の悪化によ

る食中毒の未然防止等を図るため､に必要な行動を行うとともに､地域の衛生状態にも十分配慮する｡ 

県は､必要に応じ､被災地域内における保健衛生活動を円滑に行うための総合調整等に努める｡ 

 

第1項 被災者等の健康管理 

町は､被災地域､特に避難所においては､生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を

来す可能性が高いため､常に良好な衛生状態を保つよう努めるとともに､被災者の健康状態を十分に

把握し､必要に応じ救護所等の設置や心のｹｱを含めた対策を行う｡ 

特に要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い､必要に応じ福祉施設等への受入れ､介

護職員等の派遣､車椅子等の手配等を､医療･福祉関係団体やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得つつ､実施する｡ 

また､被災者等の健康管理(保健指導､栄養指導等)を行うため､県栄養士会や県歯科衛生士会等の

協力を得て保健師､栄養士等による巡回健康相談等を実施する｡ 

なお､県は､災害時の心のｹｱに関するﾏﾆｭｱﾙに基づくﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを､精神保健福祉ｾﾝﾀｰが中心となり､

保健福祉事務所､被災市町､佐賀県精神科病院協会等の関係団体､医療機関及び災害派遣精神医療ﾁｰﾑ

(DPAT)と連携･協力してﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを実施する｡この場合､必要に応じて巡回相談ﾁｰﾑを編成し､被災住

民に対する相談体制の確立に努める｡ 

これらを実施するのに人員等が不足する場合は､県は､｢九州･山口9県災害時応援協定｣及び｢全国

都道府県における災害時の広域応援に関する協定｣に基づく応援や厚生労働省に対する保健師等の

派遣を要請する｡ 

 

第34節 病害虫防除､動物の管理等計画 

第1項 病害虫防除 

町は､風水害時における病害虫のまん延を防止するため､農業協同組合等の協力を得て､被災農家

に対し､必要な防除対策を講じるよう指導する｡ 

 

1.集団防除の実施 

広範囲にわたり､かつ突発的に発生する病害虫については､集団等による防除を指導し､防除の徹

底を図る｡ 

2.防除薬剤の確保 

防除薬剤は､農業協同組合等が県経済農業協同組合連合会や農薬卸売業者から調達を図るものと

するが､不足する場合には､町は､農業協同組合等関係機関と連携のうえ､その調達のあっせんに努め

る｡ 
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第2項 家畜の管理､飼料の確保 

1.避難対策 

町は､風水害が発生し､畜舎の倒壊､水害などの発生のおそれがあると認める場合は､家畜の管理者

に対し､安全な場所に家畜を避難させるよう指導する｡ 

町は､家畜数を勘案し､安全と認められる場所に必要な面積を確保し､応急仮設畜舎､繋留所､救護所､

給水場等の､家畜の避難施設を設置するものとする｡ 

 

2.防疫 

町は､家畜伝染病及び一般疾病を予防するため､家畜防疫員､家畜診療獣医師等の協力により救護

班を編成し､次の防疫活動を実施する｡家畜保健衛生所に配備している車両(救急薬品､動力噴霧器等

を搭載)を活用し､迅速化を図る｡ 

(1) 健康検査と傷病家畜の応急救護 

被災地域に飼育されている家畜の健康検査を実施するとともに､傷病家畜については応急手当 

を実施する｡ 

(2) 畜舎等の消毒 

各種家畜伝染病の発生に備え､被災地域の浸水汚染畜舎等の消毒を実施する｡ 

(3) 家畜伝染性疾病の予防注射 

風水害により発生が予想される伝染性疾病については､関係団体と連携のうえ､予防注射等を 

実施し､発生予防及びまん延防止を図る｡ 

 

3.管理指導 

町は､関係機関及び団体と連携し､家畜診療獣医師の協力を得て､家畜の管理に関する指導を行う｡ 

 

第3項 家庭動物等の保護･危険動物の逸走対策等 

町は､風水害による被災のためやむなく放置された犬､猫などの家庭動物等について､佐賀県獣医

師会との連携を密にし､一時的な保護や新たな飼主への譲渡等の措置を講じる｡ 

 また､危険動物(動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に定める｢特定動物｣)の逸走対策につ

いて､必要な措置を講じる｡ 

第35節 危険物等の保安計画 

第1項 火薬類 

1.被害状況の把握､連絡 

火薬類事業者は､風水害により施設等(製造所､火薬庫､火薬類取扱所､火工所及び庫外貯蔵所)に被

害が発生した時に､災害の発生の防止のためあらかじめ定められた連絡体制により､被害状況の収集

に努める｡ 

風水害による被害の規模に応じ､九州産業保安監督部､消防機関､県警察､海上保安部､県､町等各防

災関係機関に対し､情報の連絡を行う｡ 

 

2.施設の応急措置 

火薬類事業者は､風水害により施設等に被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常が認

められた場合は､法令(火薬類取締法等)に従い､災害の発生の防止のための応急措置を行う｡ 
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3.その他の応急措置 

県警察及び海上保安部は､市町から要求があったとき､又は必要と認めたときは､警戒区域の設定

及び付近住民の避難措置等により､被害の拡大防止に努める｡実施した場合は､その旨を町に通知す

る｡ 

県警察及び海上保安部は､県及び町と連絡をとり､必要と認めたときは､火薬類事業者に対する保

安措置の指導､取締りを行うとともに､必要な限度において､災害を拡大させると認められる施設又

は物件の除去､保安その他必要な措置をとることを指示する｡ 

海上保安部は､必要に応じて､次の措置を講じる｡ 

(1) 被災地港湾への火薬類積載船舶の入港を制限し又は禁止する｡ 

(2) 火薬類荷役中の船舶に対し､荷役の中止その他保安上必要な指示を行う｡ 

(3) 港内に被害がおよぶおそれがあるときは､港内の航行､停泊を禁止するか又は停泊地を指定    

する｡ 

(4) 被災その他の原因により自力航行能力を失った火薬類積載船舶に対し､安全な場所への救出   

措置を講じる｡ 

 

4.応援要請 

火薬類事業者は､風水害による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､応援事業所等に対し､協

力を求める｡ 

 

第2項 高圧ｶﾞｽ 

1.被害状況の把握､連絡 

高圧ｶﾞｽ事業者は､風水害により施設等に被害が発生した時は､災害の発生の防止のためあらかじ

め定められた連絡体制により､被害状況の収集に努める｡ 

風水害による被害の規模に応じ､九州産業保安監督部､消防機関､県警察､海上保安部､県､市町等各

防災関係機関に対し､情報の連絡を行う｡ 

 

2.施設の応急措置 

高圧ｶﾞｽ事業者は､風水害により施設等に被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常が認

められた場合は､法令(高圧ｶﾞｽ保安法等)に従い､災害の発生の防止のための応急措置を行う｡ 

 

3.その他の応急措置 

県警察､海上保安部は､必要に応じ､火薬類に対する応急措置に準じた措置を講じる｡ 

 

4.応援要請 

高圧ｶﾞｽ事業者は､風水害による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､応援事業所等に対し､

協力を求める｡ 

 

第3項 石油類及び化学製品類 

1.被害状況の把握､連絡 
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危険物施設の管理者等は､風水害により施設等に被害が発生した時は､災害の発生の防止のため､

被害状況の把握に努める｡ 

風水害による被害の規模に応じ､消防機関､県警察､海上保安部､県､市町等各防災関係機関に対し､

情報の連絡を行う｡ 

 

2.応急措置 

危険物施設の管理者等は､状況に応じて､必要な次に掲げる措置を実施する｡ 

(1) 危険物流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置 

(2) 危険物の流出､出火､爆発等の防止措置 

(3) 危険物の流出､火災等が発生した場合､自衛消防組織等による初期消火､延焼防止活動､ｵｲﾙﾌｪﾝ 

ｽ等による流出防止措置 

(4) 異常が認められた施設の応急措置 

 

3.その他の応急措置 

町又は消防機関は､必要に応じ､危険物施設の管理者等に対し､適切な指導を行うとともに､災害の

拡大を防止するための消防活動､負傷者等の救助､警戒区域の設定､広報活動及び避難の指示等必要

な応急対策を実施する｡ 

県警察及び海上保安部は､必要に応じ､火薬類に対する応急措置に準じた措置を講じる｡ 

 

4.応援要請 

危険物施設の管理者等は､風水害による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､あらかじめ締

結されている相互応援協定に基づき､近隣の危険物取り扱い事業所等に対し､協力を求める｡ 

 

第4項 放射性物質 

放射線同位元素等の使用者等は､風水害により放射線障害が発生するおそれがある場合又は発生

した場合には､法令(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等)に基づき必要に応

じ､次の措置を講じる｡ 

1.発見した場合は､直ちに､その旨を警察官又は海上保安官に通報する｡ 

2.施設の内部にいる者等に対し､避難するよう警告する｡ 

3.汚染が生じた場合､その拡大防止及び除去を行う｡ 

4.放射線障害を受けた者等に対し､救出､避難等の緊急措置をとる｡ 

5.放射性物質を安全な場所に移す余裕がある場合には､移動させる｡ 

6.その他必要な防止措置を講じる｡ 

 

第5項 毒物･劇物 

毒物･劇物施設が風水害により被災し､毒物･劇物が飛散漏洩又は地下に浸透し､保健衛生上危害が

発生し､又は発生するおそれがある場合は､毒物及び劇物取締法に基づき､次の措置を講じる｡ 

 

1.毒物･劇物取扱者等は､ただちに町､県､保健福祉事務所､県警察､消防機関に届け出るとともに､回
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収その他の保健衛生上の危害防止に必要な措置を講じる｡ 

 

2.町､県､県警察､消防機関は､相互に連携し､毒物･劇物取扱者等と密接な連絡をとり災害の発生及び

拡大等を防止するため､次の応急措置を講じる｡ 

(1) 情報収集､被害区域の拡大防止措置 

(2) 警戒区域の設定 

(3) 住民に対する周知 

(4) 被災者の避難誘導､救出･救護 

(5) 原因の特定･原因者に対する指導 

 

第36節 石油等の大量流出の防除対策計画 

町は､風水害により石油等の取扱事業所に被害が発生し､河川､海域等に大量の石油等が流出した

場合は､石油等の取扱事業所及び関係する防災関係機関は､被害の拡大を防止するため､相互に連携

し､迅速な応急対策を講じる｡ 

 

1. 通報連絡の内容 

(1) 石油等が流出した石油等の取扱事業所の名､流出石油等の種類及び量 

(2) 発生日時及び場所 

(3) 石油等の流出の概要 

(4) 気象､海象の状況 

(5) 流出石油等の状況 

(6) 今後予想される災害 

(7) その他必要な事項 

 

2.住民等への周知 

石油等の取扱事業所は､石油等が流出し､周辺住民､船舶･漁船等に危険が及ぶおそれがあると認め

る場合は､迅速かつ的確に､周辺住民､船舶･漁船等に対し､災害の状況及びその他必要な事項につい

て､周知する｡ 

この際､町､海上保安部等関係する防災関係機関に対し､協力を要請するものとし､要請を受けた防

災関係機関は､適切な方法により周知を図る｡ 

 

3.応急対策 

石油等が大量に流出した場合､その石油等の取扱事業所は､直ちに､拡散防止､被害の軽減を図るた

めの応急対策を講じるものとするが､自ら行う対策のみでは不十分と認める場合は､河川管理者､海

上保安部及び関係する防災関係機関に対し､協力を要請する｡ 

河川管理者､海上保安部及び関係する防災関係機関は､石油等の取扱事業所から要請があった場合

又は自ら必要と認めた場合は､相互に連携し､応急対策を講じる｡ 

(1) 石油等の取扱事業所の応急対策 

① 河川管理者又は海上保安部に対し､石油等の流出発生を通報連絡 
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② ｵｲﾙﾌｪﾝｽの展張､油処理剤及び油吸着材等による流出石油等の拡散防止又は分散 

③ 石油等の取扱事業所の施設等の損傷箇所の応急処理並びに石油等の移し替え 

④ 事業所の従業員等の救助 

⑤ 火災等二次災害発生の防止 

(2) 防災関係機関の応急対策 

① 災害対策連絡調整本部等の設置 

ｱ 海上保安部は､石油等が海域に大量流出し､関係する防災関係機関相互間の連絡を緊密 

にし､各機関が行う応急対策活動を迅速かつ円滑に推進するため､必要と認める場合は､ 

｢災害対策連絡調整本部｣を設置する｡ 

ｲ 河川管理者は､石油等が内水面に大量流出した場合､次の水質に関する協議会において 

定められている要領等により､関係する防災関係機関相互間の連絡を緊密にし､各機関が 

行う応急対策活動を迅速かつ円滑に推進するよう努める｡ 

(3) 主な応急対策 

① 石油等の取扱事業所の従業員等の救助 

② 流出石油等の拡散防止 

③ 消火対策等 

④ 漂着石油等の処理 

⑤ 流出石油等の防除資機材の調達 

 

第37節 応急金融対策(県計画) 

風水害発生時において､金融秩序を維持し､通貨の円滑な供給を確保するため､関係する防災機関

は､万全の措置を講じる｡ 

 

1.通貨供給の確保 

佐賀財務事務所､日本銀行福岡支店及び同行佐賀事務所は､相互に連携し､必要に応じ関係行政機

関等と協議のうえ､次の措置を講じる｡ 

(1) 通貨の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め､必要に応じ､被災地所在の金融機関に 

臨時に銀行券を寄託し､あるいは既存の寄託銀行券の活用を図るほか､金融機関の所要現金の確 

保について必要な措置を講じること等により､通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講じる｡ 

なお､被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては､状況に応じ､日本銀 

行職員を現地に派遣する等必要な措置を講じる｡ 

(2) 輸送､通信手段の確保 

被災地における現金供給のため､緊急に現金を輸送し､又は通信を行う必要があるときは､関 

係行政機関等と密接に連絡のうえ､各種輸送､通信手段の活用を図る｡ 

  (3) 金融機関の業務運営の確保 

被災金融機関が早急に営業を開始できるよう必要な措置を講じるほか､必要に応じ､金融機関 

に対し､営業時間の延長又は休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する｡ 
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2.非常金融措置 

佐賀財務事務所及び日本銀行福岡支店は､必要に応じ､金融機関に対し､次の措置を適切に講じる

よう要請する｡ただし､緊急を要する事態で日本銀行福岡支店との連絡手段の途絶等による場合は､

日本銀行佐賀事務所が日本銀行福岡支店に代わり､金融上の措置を講じる｡ 

 (1) 非常金融措置の実施に係る要請 

被災者の便宜を図るため､必要に応じ金融機関相互間の申合せ等により､次のような非常措置 

を適切に講じるよう要請する｡ 

ｱ 預金通帳等を紛失した預貯金者に対し､預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと｡ 

ｲ 被災者に対して､定期預金､定期積金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の 

特別取扱いを行うこと｡ 

ｳ 被災地の手形交換所において､被災関係手形につき､呈示期間経過後の交換持出を認める 

ほか､不渡処分の猶予等の特別措置をとること｡ 

ｴ 損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについて､実情に応じ､必要な措置をとること｡ 

ｵ 必要と認められる災害復旧資金の融通について､迅速かつ適切な措置をとること｡ 

ｶ 証券､保険会社においても､銀行等の対応と同様に非常金融措置を適切に講じること｡ 

 (2) 各種金融措置等に関する広報 

上記1(3)及び2(1)に定める要請や措置を講じたときは､金融機関及び放送事業者等と協力 

して､速やかにその周知徹底を図り､人心の安定及び災害の復旧に資する｡ 

 

第38節 孤立地域対策活動 

風水害時において孤立地域が発生した場合､人命救助活動､救援活動及び孤立地域住民の生活に大

きな支障が生じることから､町は､孤立地域に対して､次に掲げる事項について応急対策を講じるも

のとする｡ 

 

1.被害実態の早期確認及び救急救助活動の迅速実施 

町等防災機関は､通信の途絶地域に対しては､携帯電話や県が整備した可搬型衛星無線等の通信機

器を活用するほか､被災地の消防団員等から被害情報を収集するか､職員や警察官等を派遣する等､

あらゆる通信連絡手段の確保に努める｡ 

また､孤立地域に対して､NTT回線及び防災行政無線等を活用し､被災地の状況を把握するとともに､

その状況を確認するほか､被害状況の把握に努める｡ 

交通の断絶地域に対しては､各種ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを活用し､迅速な救急救助活動を実施するとともに､観光

客等一時滞在者の救出等にも配慮する｡ 

 

2.緊急物資等の輸送 

陸上輸送が不可能な場合は、ヘリコプターによる輸送含めたあらゆる手段による輸送について、町及

び県は、防災機関や自衛隊へ協力要請する。 

 

3.道路の応急復旧による生活の確保 

町は､迂回路の確保を含め､応急復旧工事を迅速に実施し､生活必需物資輸送のための最低限の交
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通を早期に確保する｡ 

 

第39節 生活再建対策 

町は､被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき､被災者の生活再建が速やかに行われ

るよう国及び県と良好な連絡体制を維持し､その円滑かつ的確な実施を図る｡ 

被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため､体制の整

備等を図ることとする｡ 

 

第１項 被災者生活再建支援金 

町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメ

ントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者

が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

 

第40節 災害応急対策の実施に係るﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ 

町及びその他の各防災関係機関は､災害応急対策の着手時期について検討するよう努めるものと

する｡ 

被災地の時間･空間は有限の資源であるため､風水害発生時･発生後の各段階に応じた前節までに

おける災害応急対策作業の優先順位を理解し､行動しなければならない｡ 

特に､発災当初の72時間は､救命･救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ､人命

救助及びこのために必要な活動に人的･物的資源を優先的に配分する必要がある｡ 

風水害発生前から発生時､発生後の各段階において着手すべき県災害対策本部における業務を時

系列的に示すと次のとおりである｡ただし､その災害の進展状況等により､柔軟に対応を変える必要

があることにも留意が必要である。 
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第4章 災害復旧･復興計画 

被災地の復旧･復興に関しては､住民の意向を尊重し､町及び県が主体的に取り組むとともに､､被災者の生活

の再建及び経済の復興､を支援し､再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り､より安全性に配慮した地域

づくりを目指すこと｡また､社会経済活動が低下する状況に鑑み､可能な限り円滑な復旧･復興をはかるものとす

る｡ 

 

第1節 災害復旧･復興の基本方向の決定と事業の計画的推進 

第1項 復旧･復興に係る基本方向の決定 

町は､被災の状況､地域の特性､公共施設の管理者等の意向等を勘案し､｢迅速な原状復旧｣を目指すのか､又

は､更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る｢計画的復興｣を目指すのかについて早急に検

討し､復旧･復興に係る基本方向を決定する｡ 

必要な場合は､復興計画を作成する｡ 

復旧･復興にあたっては､町民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う｡ 

その際､男女共同参画の観点から､復旧･復興のあらゆる場･組織に女性の参画を促進するものとする｡併せて､

障害者､高齢者等の要配慮者の参画を促進するものとする｡ 

 

第2項 迅速な原状復旧 

町が迅速な原状復旧を目指す場合は､町及び関係施設の管理者等は､災害応急対策を講じた後､速やかに､公

共施設等の復旧事業を行うことになるが､この際は､原状復旧を基本としつつも､再度災害防止等の観点から､

可能な限り改良復旧を行うものとする｡ 

復旧に当たり､ﾗｲﾌﾗｲﾝ及び交通輸送等の関係機関は､可能な限り地区別の復旧予定時期を明示するものとする｡ 

県は､特定大規模災害等を受けた地方公共団体から要請があり､かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の

地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは､その事務の遂行に支障のない範

囲で､当該地方公共団体に代わって工事を行うものとする｡ 

1.復旧事業の対象施設 

(1) 公共土木施設 

(河川､海岸､砂防設備､林地荒廃防止施設､地すべり防止施設､急傾斜地崩壊防止施設､道路､港湾､漁港､ 

下水道､公園) 

(2) 農林水産施設 

(3) 上水道 

(4) 社会福祉施設 

(5) 公立学校 

(6) 社会教育施設 

(7) 公営住宅 

(8) 公立医療施設 

(9) ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設 

(10) 交通輸送施設 

(11) その他の施設 
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2.資金の確保 

町及び関係施設の管理者等は､復旧事業の早期実施が図られるよう､必要な資金需要額を把握し､次のことを

考慮して､その財源の確保に努める｡ 

(1) 国庫負担又は補助を規定している主なもの 

ｱ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号) 

ｲ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号) 

ｳ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針について(昭和39 

年8月14日建設省都市局長通達) 

ｴ 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧の国庫補助について(平成2年3月31日厚生省事務 

次官通知) 

ｵ 社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について(平成7年3月30日厚生省社会援護局長･老 

人保健福祉局長･児童家庭局長通知) 

ｶ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号) 

ｷ 公営住宅法(昭和26年法律第193号) 

(2) 地方債の発行が許可される主なもの 

ｱ 補助災害復旧事業 

ｲ 直轄災害復旧事業 

ｳ 単独災害復旧事業 

ｴ 公営企業災害復旧事業 

ｵ 歳入欠かん 

 

3.激甚災害の指定 

発生した風水害が､激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に規定

された激甚災害の指定を受ける必要があると認められる場合には､復旧事業を実施するにあたって国の特別援

助を受けるため､町及び県は､相互に協力し､激甚災害の指定を受けるための措置をとるものとする｡ 

 

4.復旧･復興事業からの暴力団の排除 

県警察は､暴力団等の動向把握を徹底し､復旧･復興事業への参入･介入の実態把握に努めるとともに､関係行

政機関や業界団体等と連携及び協力のもと､復旧･復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする｡ 

 

5.災害廃棄物の処理 

 町は､事前に策定した災害廃棄物処理計画に基づき､必要に応じて､災害廃棄物の処理方法を確立するととも

に､仮置場､最終処分地を確保し､計画的な収集､運搬及び処分を図ることにより､災害廃棄物の迅速かつ適正な

処理を行うものとする｡災害廃棄物処理に当たっては､復旧･復興計画を考慮に入れつつ計画的に行うものとす

る｡また､環境汚染の未然防止及び住民､作業者の健康管理のため､適切な措置等を講ずるものとする｡ 
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第3項 計画的復興 

1.防災まちづくり 

町は､次のような災害防止とより快適な都市環境を目指した防災まちづくりの実施など将来を見据えた復興

を行う場合は､関係機関との調整を図り､障害者､高齢者､女性等の意見が反映されるような環境整備に努めつつ､

町民の理解を求めながら､復興計画を作成し､計画的に復興を進める｡ 

復興計画の作成に当たっては､地域のｺﾐｭﾆﾃｨが被災者の心の健康の維持を含め､被災地の物心両面にわたる復

興に大きな役割を果たすことにかんがみ､その維持･回復や再構築に十分に配慮するものとする｡ 

また､町は､必要に応じ､大規模災害からの復興に関する法律を活用し､国の復興基本方針等に即して復興計画

を作成し､同計画に基づき市街地開発事業､土地改良事業等を実施することにより､特定大規模災害により､土地

利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする｡ 

県は､特定大規模災害からの復興のために必要な場合､関係行政機関又は関係地方行政機関に対し､職員の派

遣を要請するものとする｡同様に､町は､必要な場合､関係地方行政機関に対し､職員の派遣を要請するものとす

る｡県は､必要に応じて､職員の派遣に係るあっせんに努めるものとする｡ 

(1) 被災市街地復興特別措置法等の活用や､土地区画整理事業､市街地再開発事業等の実施による合理的かつ 

健全な市街地の形成と都市機能の更新 

(2) 河川等の治水安全度の向上 

(3) 土砂災害に対する安全性の確保､豪雨に対する安全性の確保等､県は､町が進める復興を支援する｡ 

復興を進めるにあたっては､町民に対し､新たなまちづくりの展望､手続き､ｽｹｼﾞｭｰﾙ､各種施策の内容及び 

この選択等について､情報の提供を行うものとする｡ 

 

2.文化財対策 

  (1) 指定文化財等の復旧 

町(教育委員会)は､風水害発生後､早急に指定文化財等の被災状況の調査を実施し､国等の技術的指導や 

財政的支援を受けて､被災指定文化財等の計画的な復旧を行う｡ 

  (2) 埋蔵文化財の保護 

町は､復旧･復興を進めるにあたっては､調査を実施するなど埋蔵文化財の保護に配慮して行う｡ 

復旧･復興区域が大規模であり､その必要があると認める場合は､町は､国､県､隣接市町に対し､人的･財 

政的支援を求める｡ 

 

第2節 被災者の生活再建等への支援 

町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメントの実施等 

により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知るこ 

とができる環境の整備に努めるものとする。 

 

第1項 被災者相談 

町及び防災関係機関は､必要に応じて､住民等に生活再建のための情報を提供し､又は問い合わせ､要望又は相

談等に対応するための相談窓口を設置する｡ 

なお､居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても､従前の居住地であった地方公共団体及び避難先の地

方公共団体が協力することにより､必要な情報や支援･ｻｰﾋﾞｽを提供できるよう､被災者の所在地等の情報を関係

市町が共有する仕組みの円滑な運用･強化を図るものとする｡ 
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第2項 罹災証明書の交付､被災者台帳の作成等 

1.罹災証明書の交付 

町は､災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに､各種の支援措置を早期に実施するため､災害による住

家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し､遅滞なく､住家等の被害の程度を調査し､被災者

に罹災証明書を交付する｡ 

なお､町は､住家等の被害の程度を調査する際､必要に応じて､航空写真､被災者が撮影した住家の写真､応急危

険度判定の判定結果等を活用するなど､適切な手法により実施するものとする｡ 

 

2.被災者台帳の作成等 

町は､必要に応じて､個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況､配慮を要する事項等を一元的

に集約した被災者台帳を作成し､被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする｡また、被災者支

援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとす

る。県は､災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは､被災者台帳を作成する市町からの要請に応じて､被

災者に関する情報を提供するものとする｡ 

 

第3項 災害弔慰金､見舞金等 

1.災害弔慰金の支給 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の定めるところにより､風水害により死亡した

町民の遺族に対し､災害弔慰金を支給する｡ 

 

2.災害障害見舞金の支給 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の定めるところにより､風水害により障がい者

となった町民に対し､災害障害見舞金を支給する｡ 

 

3.日本赤十字社による災害見舞品等 

日本赤十字社佐賀県支部は､あらかじめ定めた基準に基づき､被災者に対して､災害見舞品等を贈呈する｡ 

 

4.被災者生活再建支援金の支給 

県は､被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき､被災者の生活再建が速やかに行われるよう国及

び市町等と良好な連絡体制を維持し､その円滑かつ的確な実施を図る｡ 

町は､被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため､申請書等の確

認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図ることとする｡ 

 

第4項 就労支援 

佐賀労働局(各公共職業安定所)に対し､被災離職者の早期再就職を図るため､緊急職業相談窓口の設置や求人

開拓の実施等を要請する｡ 

被災者の働く場の確保のため､即効性のある臨時的な雇用創出策と､被災地の特性を踏まえた産業振興の方

向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施

するものとする｡併せて､自営業､農林水産業､中小企業等に対する経営の維持･再生､起業等への支援策の充実

も図るものとする｡ 
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第5項 租税の徴収猶予､減免 

1.国税 

  (1) 国税の期限の延長(国税通則法第11条､同法施行令第3条) 

国税に関する法律に基づく申告､申請､請求､届出その他書類の提出､納付又は徴収に関する期限の延長 

【理由のやんだ日から2か月】 

  (2) 法人税の申告期限の延長(法人税法第75条) 

  (3) 所得税の減免(災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律第2条) 

  (4) 給与所得者の源泉所得税の減免徴収猶予(災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律 

第3条) 

 

2.県税 

(1) 県税の期限の延長(地方税法第20条の5の2､同法第44条､県税条例第9条の2)申告､申請､  請求その他書類  

の提出(不服申立てに関するものを除く｡)又は納付若しくは納入等の期限延長【2か月】(2) 県税の徴収猶  

予(地方税法第15条)【1年(やむを得ない場合2年)以内】 

(2) 県税の減免 

ｱ 個人の県民税(地方税法第45条) 

ｲ 個人の事業税(地方税法第72条の62､県税条例第56条) 

ｳ 不動産取得税(地方税法第73条の31､県税条例第69条) 

ｴ 鉱区税(地方税法第194条､県税条例第126条の2) 

ｵ 軽油引取税(地方税法第144条の42) 

ｶ 狩猟税(地方税法第700条の62､県税条例第170条) 

 

3.町税 

(1) 町税の期限の延長(地方税法第20条の5の2､町の税条例) 

申告､申請､納付､納入等の期限延長 

(2) 町税の徴収猶予(地方税法第15条) 

(3) 町税の減免 

ｱ 町民税(地方税法第323条､町の税条例) 

ｲ 固定資産税(地方税法第367条､町の税条例) 

ｳ 軽自動車税(地方税法第454条､町の税条例) 

ｴ 鉱産税(地方税法第532条､町の税条例) 

ｵ 特別土地保有税(地方税法第605条の2､町の税条例) 

ｶ 都市計画税(地方税法第702条の8､町の税条例) 

ｷ 水利地益税､共同施設税､宅地開発税､国民健康保険税(地方税法第717条､町の税条例) 

注)特別徴収義務者に係るものを除く｡ 
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第6項 国民健康保険制度等における医療費負担､保険料の減免 

町､国民健康保険組合は､被災した国民健康保険の被保険者に対し､地方税法､国民健康保険法及び規約の定め

るところにより､次の措置を講じる｡ 

1.国民健康保険税関係 

(1) 徴収猶予(地方税法第15条) 

(2) 申告､申請､請求その他書類の提出等の期限の延長(地方税法第20条の5項の2､町の税条例) 

(3) 減免(地方税法第717条) 

(4) 延滞金の減免(地方税法第723条) 

 

2.一部負担金の減免等(国民健康保険法第44条) 

特別の理由がある被保険者で､一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し､次の措置をと 

る｡ 

(1) 一部負担金の減額又は支払いを免除すること｡ 

(2) 保険医療機関等に対する支払いに代えて､一部負担金を直接に徴収することとし､その徴収を猶予する 

こと｡ 

 

第7項 郵政事業の災害特別事務取扱等 

1.郵便業務関係 

(1) 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地(町､県､日本赤十字社､共同募金会又は共同募金会連合会)あて救助用郵便物の料金免除 

 

2.為替貯金業務関係 

(1) 郵便貯金､郵便為替､郵便振替及び年金恩給の非常払渡し 

(2) 郵便貯金の非常貸付け 

(3) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除 

 

3.簡易保険関係 

(1) 保険料払込猶予期間の延伸 

(2) 保険料前納払込みの取消による保険還付金の即時払 

(3) 保険金､倍額保険金及び未経過保険料の非常即時払 

(4) 解約還付金の非常即時払 

(5) 保険貸付金の非常即時払 

 

第8項 生活資金の確保 

1.災害援護資金 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき､世帯主が負傷し､相当程度の住家家

財の損害を受けた世帯の世帯主に対し､災害救護資金を貸し付けることができる｡ 
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2.生活福祉資金 

県社会福祉協議会は､生活福祉資金貸付制度に基づき､被災者に対し､生業費､住宅資金､災害援護資金等の資

金を貸し付ける｡ 

 

3.母子父子寡婦福祉資金貸付金 

県は､母子父子寡婦福祉資金貸付制度に基づき､被災した次の者に対し､母子父子寡婦福祉資金貸付金を貸付

ける｡ 

(1) 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子 

(2) 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子 

(3) 寡婦 

(4) 40歳以上の配偶者のない女子で児童を扶養していない者 

 

第9項 住宅の供給､資金の貸付け等 

1.公営住宅の提供 

町は､被災市街地復興特別措置法第21条の適用を受ける者については､公営住宅への受入れを行う｡ 

 

第10項 生活必需物資供給の調整､災害復旧用資機材の確保 

1.生活必需物資供給の調整 

県は､被災による混乱に加えて､需要､供給の不均衡により生活必需品等の物価が高騰しないよう､また､買占

め･売り惜しみが生じないように監視するとともに状況に応じ必要な指導を行う｡ 

 

2.復旧用資機材の確保 

町は､被災地の需要を満たし､物価､民生の安定を図るため､関係機関と協力して復旧用資機材の確保に努め

る｡ 

 

第3節 地域の経済復興の推進(県) 

第1項 中小企業者等に対する復旧･復興資金の確保 

県は､災害により被害を受けた中小企業者等の事業の復旧を促進し､被災地域の復興に資するため､中小企業

者等の被害状況､激甚災害法の適用､再建のための資金需要等について､速やかに把握し､中小企業者等に対する

復興資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう次の措置を実施する｡ 

 

1.被災中小企業者等に対し､関係団体及び金融機関と協調して､各種金融制度の周知を図るとともに､被害の状

況に応じて､現地において融資相談所の設置や経営指導等を行う｡ 

 

2.佐賀県中小企業特別対策資金(経営安定化貸付･災害復旧資金)の貸付を行うとともに､政府系金融機関(中小

企業金融公庫､商工組合中央金庫､国民生活金融公庫)､一般金融機関に対し､協力融資の要請を行う｡ 

また､激じん災害の場合､災害融資に係る利子補給を実施する｡ 

 

3.県制度金融について､被害の状況に応じて､償還猶予等必要な措置を講じる｡ 
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4.信用力､担保力が不足した中小企業者の融資の円滑化を図るため､佐賀県信用保証協会に対し､債務保証の促

進を要請する｡ 

 

5.被害の状況に応じて､金融機関に対し､貸付手続きの簡便迅速化､貸付条件の緩和等について､特別の取扱いが

図られるよう要請する｡ 

 

第2項 農林､水産業に対する復旧･復興金融等の確保 

町及び県は､風水害により被害を受けた農林水産業者又は農林水産業者の組織する団体に対し､復旧･復興に

必要な資金の融資計画を促進し､民生の安定を図る｡ 

また､被災者に対する共済(保険)金の早期支払いに向けた関係団体の活動を促進し､被災施設の早期復旧ある

いは農林水産業者の経営安定を図る｡ 

 

1.天災資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法) 

 

2.農林漁業金融公庫資金(農林漁業金融公庫法) 
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第3編 地震･津波災害対策 
 

第1章 総 則 

第1節 計画の目的 

この計画は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号､以下｢法｣という｡)第42条の規定に基づき､白石町防災会

議が作成する白石町地域防災計画の一部を構成するものであって､地震災害又は津波災害に対処するための総

合的な計画であり､町､県､消防機関､指定地方行政機関､自衛隊､指定公共機関､指定地方公共機関及び防災上重

要な施設の管理者等(以下｢防災関係機関｣という｡)が､この計画に基づく地震災害又は津波災害に関わる災害予

防､災害応急対策及び災害復旧･復興を実施することにより､町土並びに町民の生命､身体及び財産を地震災害又

は津波災害から保護し､被害を軽減することを目的とする｡ 

 

第2節 これまでの地震･津波被害 

【地震災害】 

日本は､環太平洋地震帯に位置する世界でも有数の地震国であり､過去からたびたび大地震に見舞われ甚大な

被害を受けてきた｡ 

2015(平成27)年までに本県において発生した記録に残る地震では､2005(平成17)年3月20日(震央 福岡県北西

沖)に発生した地震により､みやき町において､県で初めて震度6弱を観測し､他の市町においても震度5強~3を観

測し､県内では､負傷者14名､住家半壊1棟､一部損壊136棟などの被害が生じた｡ 

2006(平成18)年~2015(平成27)年の10年間において県内で震度1以上を観測した地震は平均すると年8回程度

で､2014(平成26)年3月14日に伊予灘の地震と､2015年(平成27年)11月14日の薩摩半島西方沖の地震で震度4を観

測したが､県内では被害はなかった｡ 

 2016(平成28)年4月14日､16日(震央 熊本県熊本地方)に熊本県で2回にわたり震度7を観測する地震が発生し

た｡この地震により町内でも14日に震度4､16日に震度5弱を観測し､町内でも住宅塀が倒壊するなどの物的被害

が相次いだ｡ 

 

【津波災害】 

佐賀県において発生した津波災害は､1792(寛政4)年5月21日､島原の眉山崩壊に伴うものだけが記録されてい

る程度であり､少ない｡ 

記録によると､この津波により､死傷者や住家被害が発生したと記されている｡ 

しかし､2010(平成22)年2月27日ﾁﾘ中部沿岸を震源とする地震による津波では､気象庁が量的津波予報による

津波予報業務を開始した1999(平成11)年4月以来初めて有明･八代海に津波警報が発表された｡幸い､佐賀県沿岸

では目立った津波は観測されておらず､被害はなかった｡ﾁﾘ近海では50年前にも大きな地震がおこり､日本では

三陸沖海岸沿岸を中心に大きな被害を受けている｡津波は遠方の地震でも日本に影響することも念頭におく必

要がある｡ 

また､2011(平成23)年､東北地方太平洋沖地震による津波では､有明･八代海に津波警報が､佐賀県北部に津波

注意報が発表され､玄海町仮屋で20cmの津波が観測された｡ 

津波は遠方の地震でも影響することも念頭におく必要がある｡ 
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第2章 災害予防対策計画 

第1節 安全･安心な町土づくり 

町及びその他の防災関係機関は､以下の施設等整備や対策の推進等を図るものとし､老朽化した社会資本に

ついては､長寿命化計画の作成･実施等により､その適切な維持管理に努めるものとする｡ 

 

第1項 町土保全施設の整備 

災害を未然に防止するため及び被害を最小限に止めるため､治山等の防災基盤の抜本的な整備と対策を､以

下の方針に基づき風水害対策と総合し計画的に事業の推進を図るものとする｡ 

 

1.杵島山山麓地帯の地すべり､土砂崩れ等の地域については､地すべり防止工事の促進を図る｡ 

 

2.有明海沿岸地域及び六角川､塩田川沿線の高潮危険地域については､海岸堤防等の保全強化の促進を図る｡ 

 

3.地盤災害防止施設等の整備 

町は､治山､地すべり防止事業等を強力に推進し､国土保全の機能を拡大する｡ 

(1) 地盤災害防止施設等の整備 

水資源の確保と流域の保全のため､保安林の整備と管理事業を強化し､崩壊地の復旧､崩壊防止､地す 

べり防止事業を強力に推進し､国土保全の機能を拡大する｡ 

① 治山施設の整備 

ｱ 森林整備保全事業の推進 

町は､森林の維持造成を通じて､地震に伴う山地災害による被害を防止･軽減するため､治山施設の 

整備を推進する｡ 

ｲ 山地災害危険箇所の点検 

町は､山地災害を未然に防止するため､定期的に危険な地区を中心に点検を行う｡ 

ｳ 山地災害危険箇所の周知等 

町は､山地災害危険箇所について､地域の町民に周知を図るとともに､迅速な情報伝達体制の整備 

に努める｡ 

② 砂防施設の整備 

ｱ 砂防事業の推進 

町は､土砂災害による被害を防止するため､砂防施設の整備を推進する｡ 

ｲ 砂防指定地の点検 

町は､県と共同して､土砂災害を未然に防止するため､梅雨期･台風前期には､砂防指定地の点検を 

実施する｡ 

ｳ 土石流危険渓流の周知等 

町は､土砂災害発生の危険性が高い地域について､地域の町民に周知の徹底を図るとともに､迅速 

な情報伝達体制の整備に努める｡ 

③ 地すべり防止施設の整備 

ｱ 地すべり防止事業の推進 

町は､地すべりによる被害を防止するため､地すべり防止施設の整備に努める｡ 
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ｲ 地すべり防止区域の点検 

町は､地すべり災害を未然に防止するため､定期的に地すべり防止区域の点検を実施する｡ 

ｳ 地すべり防止区域の周知等 

町は､県と共同して地すべり防止区域について､地域の町民に周知を図るとともに､迅速な情報伝達 

体制の整備に努める｡ 

④ 急傾斜地崩壊防止施設の整備 

ｱ 急傾斜地崩壊防止事業の推進 

町は､震災に伴う急傾斜地の崩壊による被害を防止するため､急傾斜地崩壊防止施設の整備に努める｡ 

ｲ 急傾斜地崩壊危険区域の点検 

町は､県と共同して急傾斜地崩壊による災害を未然に防止するため､定期的に急傾斜地崩壊危険区域 

の点検を実施する｡ 

ｳ 急傾斜地崩壊危険区域の周知等 

町は､急傾斜地崩壊危険区域について､地域の町民に周知を図るとともに､迅速な情報伝達体制の整備 

に努める｡ 

⑤ 土砂災害のｿﾌﾄ対策 

ｱ 土砂災害警戒情報等の提供 

町は､関係機関の協力を得ながら､防災行政無線､広報車､携帯電話のｴﾘｱﾒｰﾙなど保有するあらゆる手 

段を活用し､住民に対し迅速かつ的確に伝達する｡ 

ｲ 警戒避難体制の整備 

町は､土砂災害警戒区域等の指定があったときは､市町地域防災計画において､当該警戒区域ごとに､ 

土砂災害に関する情報の収集及び伝達､予報又は警報の発令及び伝達､避難､救助その他当該警戒区 

域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する下記の事項について定めるもの 

とする｡ 

(a) 避難指示等の発令基準 

町は､関係機関と協議し､土砂災害等に対する住民の警戒避難基準等をあらかじめ設定するととも 

に､必要に応じ見直すものとする｡ 

(b) 土砂災害警戒区域等 

土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所について周知を行う｡ 

(c) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害警戒区域､町内会､自治会等､同一の避難行動をとるべき避難単位を考慮し､避難指示等の 

発令対象区域を設定する｡ 

(d) 情報の収集及び伝達体制 

雨量情報､土砂災害警戒情報､住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等についての情報の収集 

及び伝達体制を定め､住民への周知を行う｡ 

(e) 指定避難所の開設･運営 

土砂災害に対して安全な指定避難所の一覧表､開設･運営体制､指定避難所開設状況の伝達方法につ 

いて定める｡ 

(f) 要配慮者への支援 

要配慮者関連施設､在宅の要配慮者に対する情報の伝達体制を定め､要配慮者情報の共有を図る｡ 
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(g) 防災意識の向上 

住民説明会､防災訓練､防災教育等の実施により､土砂災害に対する防災意識の向上を図る｡ 

ｳ 緊急調査 

町は､重大な土砂災害が緊迫している場合は､適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう､土砂災害 

防止法に基づく緊急調査を実施し､被害の想定される区域･時期に関する情報の提供を行う｡ 

(2) 災害危険住宅等の移転対策の推進 

① 災害危険区域の指定 

町は､災害の危険の著しいと認められる区域について､建築基準法第39条(昭和25年法律第201号)に基 

づく建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)により､災害危険区域の指定を行うものとする｡ 

② 災害危険区域内の規制 

町は､災害危険区域内での住宅の用に供する建築物の建築を原則として禁止するとともに､居室を有 

する建築物(住宅の用に供するものを除く｡)の建築は､原則として鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造又はこれに準ずるもの 

でなければならない等の規制を行い､災害の防止に努めるものとする｡ 

③ 災害危険区域内の危険住宅の移転等 

     (ｱ) 町は､災害が発生した地域又は建築基準法第39条の災害危険区域のうち､町民の居住に適当でない 

と認められる区域内にある住居の集団移転を促進する｡(防災のための集団移転促進事業に係る国の 

財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)) 

     (ｲ) 町は､がけ地の崩壊及び土石流等により町民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域から危険住宅の 

移転を促進する｡(地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年佐賀県条例 

第4号)) 

(3) 大規模盛土造成地における宅地対策 

町は､大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地ﾏｯﾌﾟを作成･公表するよう努めるととも 

に､滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成地において､滑動崩落への対策を促していくものとする｡ 

(4) 地盤の液状化対策の推進 

町の公共･公益施設の管理者は､埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある箇所をはじめとして､地形分類 

や浅部の地盤ﾃﾞｰﾀの収集とﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化の充実等を図るとともに､施設の特性を踏まえた技術基準を検討し､ 

その結果に基づいて､地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施 

設の被害を防止する対策等を適切に実施する｡ 

また､大規模開発に当たっては､十分な連絡･調整を図るものとする｡ 

さらに､住宅･宅地の液状化対策として､液状化対策に有効な基礎構造等についての普及をはじめ､住民への 

適切な情報提供等を図る｡ 

(5) 地盤沈下防止等対策の推進 

町は､地盤沈下防止等対策を総合的に推進するため､地下水の採取目標の設定､適切な地下水の採取の指導､ 

代替水源の確保､代替水の供給及び地盤沈下による災害の防止等に関する措置を実施する｡ 

 

4.河川､ｸﾘｰｸ､海岸及びため池施設の整備 

(1) 河川関係施設の整備 

① 河川関係施設の整備の推進 

河川管理者は､堤防､ﾀﾞﾑ､水門､排水施設などの河川関係施設の地震に対する安全性を確保するため､点 
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検要領等により計画的に点検を実施するとともに､その結果に基づいて､緊急性の高い箇所から計画的､ 

重点的に耐震性及び必要に応じて施設操作の自動化や遠隔操作化等による津波に対する安全性の確保に 

努めるものとする｡ 

② 水門等の管理 

河川管理者は､津波の発生が予想される場合には､操作規則に従い､速やかに水門･樋門等の操作準備を 

行い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを前提としたうえで操作するものとする｡ 

また､河川情報の一元的管理と伝達の円滑化を図り､被災流域における地震等に起因する二次災害の防 

止に努める｡ 

(2) ｸﾘｰｸの整備 

① ｸﾘｰｸの整備の推進 

ｸﾘｰｸは､農業用水の貯留や送水機能のほか､洪水時には降雨を一時的に貯留し､地域を洪水から守る防 

災機能などの多面的機能を有しているため､防災機能の強化･保全のために護岸整備･除草等の水路断面 

の確保対策を推進する｡ 

また､現地調査を実施するなど施設の危険度を判定し､災害に対する安全性を確保するため､護岸整 

備･除草等の水路断面の確保対策を実施するなどその適切な管理に努める｡ 

② 水門等の管理 

ｸﾘｰｸの管理者は､洪水の発生が予想される場合には､操作規定に従い､速やかに水門等の操作準備を行 

い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを前提としたうえで予備排水操作をするも 

のとする｡ 

また､情報の一元化管理と伝達の円滑化を図り､洪水調整に努める｡ 

(3) 海岸施設の整備 

① 海岸関係施設の整備の推進 

海岸管理者及び施行者は､海岸堤防､水門､排水施設などの海岸関係施設の地震及び津波に対する安 

全性を確保するため､点検要領等により計画的に点検を実施するとともに､その結果に基づいて､緊急 

性の高い箇所から計画的､重点的に耐震性及び必要に応じて施設操作の自動化や遠隔操作化等による 

津波に対する安全性の確保に努めるものとする｡ 

また､現存する二線堤には､海水流の流入拡散を阻止し被害を最小限に抑える機能を持たせることが 

   可能なものも存在するため､海岸管理者及び関係者は､その防護機能を把握した上で､適正な維持管理を 

行うよう努める｡ 

② 水門等の管理 

海岸管理者は､津波の発生が予想される場合には､管理者の指示に従い､速やかに水門､樋門等の操作 

準備を行い､必要があれば､対応にあたる者の安全が確保されることを前提としたうえで操作するもの 

とする｡ 

また､情報の一元的管理と伝達の円滑化を図り､背後地における地震等に起因する二次災害の防止に 

努める｡ 

  (4) ため池施設の整備 

① ため池の整備の推進 

ため池の管理者は､老朽化の著しいもの又は決壊により著しい災害をもたらす可能性のあるため池 

について､現地調査を実施するなど､施設の危険度を判定し､必要があれば補強を実施するなどその 

適切な管理に努める｡ 
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② ため池の危険度の周知等 

ため池の管理者は､堤防決壊時の危険区域について地域の町民に周知するとともに､災害時の連絡体 

制の整備に努める｡ 

 

第2項 公共施設､交通施設等の整備 

町及びその他防災機関は､災害対策の中枢となる各庁舎､避難所となる学校や公民館､さらに病院など､災害応

急対策を実施する上で重要な拠点となる公共施設について､耐震性の向上を図り､倒壊防止に努める｡ 

また､主要な道路､港湾､空港等の交通施設についても､当該施設の管理者は､耐震点検の実施､耐震化の促進を

計画的に進め､施設の安全性を確保するとともに､ﾈｯﾄﾜｰｸ化を図る｡ 

 

1.構造物･施設等の耐震設計の基本方針 

(1) 供用期間中に1~2程度発生する確率を持つ一般的な地震動に対して､機能に重大な支障が生じないこと｡ 

(2) 直下型地震又は海溝型大地震に起因する高ﾚﾍﾞﾙの地震動に対して､人命に重大な影響を与えないこと｡ 

(3) 構造物･施設等のうち次のものについては､重要度を考慮して､高ﾚﾍﾞﾙの地震動に対しても､他の構造物､

施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とするものとする｡ 

① 一旦被災した場合に生じる機能支障が､災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなるおそれがあ 

るもの 

② 町(県)或いは､国といった広域における経済活動等に対し著しい影響を及ぼすおそれがあるもの 

③ 多数の人々を収容する建築物等 

(4) 構造物･施設等の耐震設計のほか､代替性の確保､多重化等により総合的にｼｽﾃﾑの機能を確保する 

方策についても検討する｡ 

 

2.公共施設等の耐震性の確保 

町及び機関は､昭和56年の建築基準法改正前の耐震基準により建築された公共施設等(特に､各庁舎､避難所と

なる学校･公民館等の施設､病院等施設)について､非構造部材を含む耐震対策等により､災害時に必要と考えら

れる高い安全性を確保するよう努めるとともに､防災上の重要度を考慮し､年次毎に耐震診断目標数値を設定

し､必要に応じて耐震性の強化を推進する｡ 

また､指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には､優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める

ものとする｡ 

なお､避難所となる学校･公民館等の施設に､避難所として必要な防災広場､男女別ｼｬﾜｰ室､備蓄のためのｽﾍﾟｰｽ

及び通信設備等を整備し､避難所としての機能を向上させる｡ 
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≪防災上重要な施設≫ 

施 設 の 分 類 施  設  の  名  称 

災害応急対策活動に必要な施設 白石町役場､警察署 

救護活動施設 消防関係施設､保健所､病院 

避難所として位置づけられた施設 学校､公民館､集会施設など 

多数の者が利用する施設 図書館､集会施設､福祉施設など 

 

3.交通･通信施設の耐震性の確保 

主要な道路､鉄道､港湾､漁港､通信局舎等の基幹的な交通･通信施設等の整備に当たっては､各施設等の耐震化

を図る｡あわせて､代替路を確保するための道路ﾈｯﾄﾜｰｸの整備､施設･機能の代替性の確保､各交通･通信施設の間

の連携の強化等により大規模災害発生時の輸送･通信手段の確保に努めるものとする｡ 

(1) 道路 

町道､県道､国道の各道路管理者､県警察(公安委員会)は､災害時の避難及び緊急物資の輸送に支障が生じな

いよう施設等の点検を実施し､必要に応じて耐震性の強化を推進する｡また､避難路､緊急輸送道路など防災上

重要な経路を構成する道路について､災害時の交通の確保を図るため､必要に応じて､区域を指定して道路の

占用の禁止又は制限を行うとともに､無電柱化の促進を図るものとする｡ 

併せて､道路管理者は､落石､斜面崩壊等の通行危険箇所について点検を実施し､必要があれば予防工事を

実施し､危険箇所の解消を図るとともに､災害時には迅速な通行止などの危険回避措置を実施できるよう体

制の整備に努める｡ 

≪特に重点とする施設≫ 

ｱ 橋梁及び横断歩道橋 

ｲ ﾄﾝﾈﾙ 

ｳ 信号機 

ｴ 落石等通行危険箇所対策 

(2) 鉄道 

鉄道事業者は､従来､構造物の耐震設計の計算方法として､国土交通省の定める震度法等により､また主要 

構造物の設計基準については鉄道構造物等設計標準により災害時に備えてきたものであるが､今後､ 次によ 

り耐震性の向上に努めることとする｡ 

(3) 港湾･漁港 

町は､災害時における中核的な役割を果たす拠点港を定め､大規模地震災害時にも緊急物資や人員の海上 

輸送が確保できるような耐震強化岸壁等の整備について検討を行い､必要に応じて耐震強化岸壁等の整備に 

努める｡ 

(4) 臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

町は､災害応急対策に必要な人員､物資等の集積拠点となる輸送拠点施設等に､災害時に活用できる臨時 

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ整備するよう努める｡ 
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第3項 ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設等の機能の確保 

上下水道､電力､電話､ｶﾞｽ､石油･石油ｶﾞｽ等のﾗｲﾌﾗｲﾝ施設や廃棄物処理施設は､町民の日常生活及び社会､経済

活動上欠くことのできないものであり､また､地震発生後の災害復旧のための重要な使命を担っている｡ 

また､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災は､安否確認､住民の避難､救命･救助等の応急対策活動などに支障を与えるとともに避難

生活環境の悪化等をもたらすことになる｡ 

このため､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､耐震点検の実施､耐震化､液状化対策､地震災害後の復旧体制の整備､資機材の備

蓄等を行うものとする｡特に､3次医療機関等の人命に関わる重要施設へのﾗｲﾌﾗｲﾝの重点的な耐震化を進めるも

のとする｡また系統の多重化､拠点の分散､代替施設の整備等による代替性の確保にも努める｡ 

さらに､地震時におけるﾗｲﾌﾗｲﾝの安全性･信頼性の向上等質の高いまちづくりに不可欠な電線類の地中化を効

果的に進める電線共同溝(C･C･BOX)等については､迅速な復旧の観点から架空線との協調も考慮し､計画的に整

備するほか､行政機関とﾗｲﾌﾗｲﾝ各事業者の連絡協議体制の強化を図る｡ 

 

1.水道施設の整備 

(1) 水道施設の耐震化 

水道事業者及び水道用水供給事業者(以下｢水道事業者等｣という)は､佐賀県内でも震度7の地震により、 

水道施設に甚大な被害が想定されているため､重要度の高い基幹施設や防災上重要な施設への給水施設等 

を中心として耐震診断を行い､その結果に基づき施設の新設･拡張に併せて計画的な整備に努める｡ 

(2) 水道施設の点検･整備 

水道事業者等は､水道施設について､巡回点検を実施するとともに､老朽施設(管路)を計画的に更新する｡ 

① 耐震性の高い管材料の採用 

② 伸縮可能継手の採用 

(3) 断水対策 

水道事業者等は､基幹施設の分散､系統の多重化による補完機能の強化を図るとともに､断水に備えて､ 

応急給水の拠点となる配水池等､貯水施設の整備に努めるとともに､水道事業者等間の相互応援体制を整備 

しておくものとする｡ 

(4) 資機材､図面の整備 

水道事業者等は､必要な資材を把握し､あらかじめ調達方法･保管場所等を定めておくとともに､日頃から 

図面等の整備を図り､施設の現況を把握しておくものとする｡ 

 

2.下水道施設 

(1) 下水道施設の耐震化 

町長は､農業集落施設の耐震対策指針と解説などに基づき農業集落排水施設の耐震設計を行いﾎﾟﾝﾌﾟ場､ 

処理場等の耐震化や停電対策等に努める｡ 

(2) 下水道施設の保守点検 

下水道管理者は､下水道施設について､巡視及び点検を実施し､老朽施設､故障箇所の改善を実施する｡ 

(3) 資機材､図面の整備 

下水道管理者は､必要な資機材について､あらかじめ調達方法･保管場所等を定めておくとともに､日 

頃から図面等の整備を図り､施設の現況を把握しておくものとする｡ 
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3.電力施設等の整備 

(1) 電力設備の耐震化 

九州電力株式会社は､災害対策基本法第39条に基づき定めた｢九州電力株式会社防災業務計画｣により､ 

電力設備の耐震対策を実施する｡ 

(2) 電気工作物の巡視,点検,調査等 

① 九州電力株式会社は､電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し､更に事故 

の未然防止を図るため､定期的に電気工作物の巡視点検(災害発生のおそれ及び類似施設及び類似施設 

がある場合には特別の巡視)を実施する｡ 

② 九州電力株式会社は､自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い､感電事故の防止 

を図るほか､漏電等出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める｡ 

③ 町､九州電力送配電株式会社は､倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策として､地域性 

を踏まえつつ､災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の拡大に努めるものとする｡ 

 

4.電気通信設備等の整備 

(1) 電気通信設備等の耐震化 

電気通信事業者は､(西日本電信電話株式会社佐賀支店､株式会社NTTﾄﾞｺﾓ､KDDI株式会社､ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 

株式会社を含む｡以下本編において同じ｡被害の発生を未然に防止するため､次のとおり電気通信設備 

及び付帯設備の高信頼化のための整備を推進する｡ 

① 津波のおそれがある地域にある電気通信設備等については､耐水構造化を実施する｡ 

② 地震又は火災に備えて､主要な電気通信設備等については､耐震及び耐火構造化を実施する｡ 

③ 基幹的設備設置のため､安全な設置場所を確保する｡ 

④ 県､電気通信事業者は､倒木等により通信網に支障が生じることへの対策として､地域性を踏まえつ 

 つ､災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の拡大に努めるものとする｡ 

 

  (2) 電気通信ｼｽﾃﾑの耐震化 

電気通信事業者は､被害が発生した場合においても､通信を確保するため､次により通信網の整備を推進 

する｡ 

① 主要な伝送路を多ﾙｰﾄ構成或いはﾙｰﾌﾟ構成とする｡ 

② 基幹的設備を分散設置する｡ 

③ 通信ｹｰﾌﾞﾙの地中化を促進する｡ 

④ 主要な電気通信設備については､必要な予備電源を設置する｡ 

⑤ 重要加入者については､当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保するため､2重ﾙｰﾄ化 

を推進する｡ 

 

5.廃棄物処理施設 

市町等が設置する焼却施設については､大規模災害時に稼働することにより､電力供給や熱供給等の役割が果

たせるような施設整備に努めることとする｡ 
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6.ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策の促進 

町は､自ら保有するｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑやﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策を講じるとともに､災害により情報ｼｽﾃﾑに障害が発生

した場合であっても､業務の中断を防止し､また､それを早期に復旧できるようICT部門の業務継続計画(BCP)の

策定に努める｡ 

また､企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する｡ 

 

第4項 建築物等の耐震性の確保 

1.特定建築物 

学校､病院､旅館等多数の者が利用するなど特定の建築物については､当該建築物の所有者は､建築物の耐震

改修の促進に関する法律(平成8年法律第123号)に基づき､耐震診断を行い､必要に応じて耐震改修を行うよう努

めるものとし､町､県及び国は､その指導にあたる｡ 

 

2.一般建築物 

町は､建築確認申請等を通じ､耐震化の促進を図るとともに､町民への啓蒙を行い､建築物耐震診断技術者を養

成､活用し､既存建築物の耐震診断､耐震改修を進める｡ 

 

3.落下物､ﾌﾞﾛｯｸ塀等 

町は､建築物の所有者又は管理者に対し､天井材等の非構造部材や看板等の落下防止等の落下物防止対策やｴﾚ

ﾍﾞｰﾀｰにおける閉じ込め防止等の取組を指導する｡ 

また､ﾌﾞﾛｯｸ塀や家具等の転倒を防止するため､施行関係者に対し築造時の建築確認等の機会を捉えて正しい

施工のあり方及び既存のものの補強の必要性について指導等を徹底するとともに､所有者への耐震改修及び落

下物防止に関する広報の強化等､啓発を行い､特に通学路､避難路､人通りが多い道路沿いに設置してあるものに

ついては､耐震化を促進する｡ 

 

4.文化財 

文化財所有者又は管理責任者は､町･県･国指定の文化財及びこれらを収容する博物館･美術館･資料館等の建

築物について､町･県･国の指導により､これらの文化財の耐震性の確保に努める｡ 

≪実施方法≫ 

指定文化財等については､その文化財的価値の保存を十分図る必要があるので､所有者･管理責任者は､現状等

の十分な把握の上､必要なものについては防災管理計画を策定し､これに基づき修理･防災設備の設置等を行う

ものとする｡ 

 

第5項 危険物施設等の保安の強化 

危険物施設､高圧ｶﾞｽ施設､火薬類施設､毒物･劇物施設､放射性物質施設などの施設の管理者等は､耐震点検を

行うとともに､その結果に基づき必要があれば､緊急性や施設の重要性を考慮して計画的に施設の耐震改修の

実施に努める｡ 

町は､法令等に基づき､危険物施設等の耐震性の確保､護岸等の耐震性の向上､緩衝地帯の整備及び保安教育､

自衛防災組織の充実強化､防災訓練の積極的な実施など適切な予防措置をとるよう､施設管理者等に対して指導

する｡ 
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1.危険物 

(1) 施設の保全及び耐震化 

危険物施設(製造所､貯蔵所､取扱所~消防法(昭和23年法律第186号)別表に定める危険物を指定数量以上 

製造､貯蔵又は取扱をする建築物､工作物等)について､その管理者等は､施設の基準や点検 義務の規定を 

遵守するとともに､耐震化に努める｡ 

(2) 保安指導等の強化 

① 監督指導の強化 

消防機関は､消防法の規定に基づき､危険物施設の設置又は変更許可に対する審査及び立入検査等を 

行い､基準に適合した状態を維持するよう指導監督を行うものとする｡ 

② 消防体制の強化 

消防機関は､危険物の性質及び数量を常に把握し､危険物施設を有する取扱事業所等ごとの予防規程 

等の作成を指導する｡ 

③ 防災教育 

町は､危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に対し､取扱作業の保安に関す 

る講習を実施し､危険物取扱者の資質の向上に努める｡ 

(3) 取扱事業所等の自主保安の強化 

① 法令等の遵守 

危険物施設の管理者等は､消防法の規定を遵守するとともに､予防規程の内容を常に取扱事業所等の 

操業実態に合ったものとし､危険物の災害予防に万全を期するものとする｡ 

② 事業所間の協力体制の確立 

危険物施設の管理者等は､隣接する取扱事業所等間の自衛消防の相互応援の促進を図るとともに､ 

火剤､流出油処理等の防災資機材の備蓄に努める｡ 

③ 保安教育等の充実 

危険物施設の管理者等は､毎年6月に全国的に実施される｢危険物安全週間｣等の機会をとらえて､  

従業員等に対する保安教育や防災訓練を実施し､自衛防災組織の充実強化に努める｡ 

 

2.高圧ｶﾞｽ､液化石油ｶﾞｽ(LPｶﾞｽ) 

(1) 施設の保全及び耐震化 

高圧ｶﾞｽを製造する者､販売する者､消費する者､高圧ｶﾞｽの貯蔵又は充てん容器の所有者若しくは占有者 

(以下｢高圧ｶﾞｽ事業者｣という｡)は､高圧ｶﾞｽ施設について､高圧ｶﾞｽ保安法(昭和26年法律第204号)に基づく 

耐震構造とするなど､法に基づく技術基準の遵守や施設の維持管理の徹底を図るとともに､耐震化に努め 

る｡ 

(2) 保安体制の整備 

高圧ｶﾞｽ事業者は､自己の責任のもとに保安の確保に努めるとともに､町は､監督行政庁の立場から災害の 

予防に努める｡ 

① 情報連絡体制の整備 

町は､地震時の被害状況の迅速かつ正確な把握のため､情報収集･連絡体制の整備について､事業者 

及び関係団体を指導する｡ 

② 初動体制の整備 

町は､地震時の初動体制の整備について事業者等を指導する｡ 
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③ 保安教育等の充実 

        町は､従業員に対する保安教育及び防災訓練等の実施について事業者等を指導する｡ 

(3) 液化石油ｶﾞｽ消費者対策 

① 町は､販売事業者に対し､消費者が地震時にとるべき対応について､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布等による 

周知を行うよう指導するとともに､消費者は､とるべき対応について習熟に努める｡ 

② 町は､販売事業者に対し､消費先設備の耐震化を指導する｡ 

③ 町は､関係団体に対し､消費先における地震時の情報収集及び二次災害防止のための体制の整備に 

ついて指導する｡ 

 

3.火薬類 

(1) 施設の保全及び耐震化 

火薬類施設(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬類を製造又は貯蔵する施設) 

について､その事業者は､当該法令に基づく構造とし､維持管理の徹底を図るとともに､耐震化に努める｡ 

(2) 保安体制の整備 

火薬類事業者は､自己の責任のもとに保安の確保に努めるとともに､町は､監督行政庁の立場から災害 

の予防に努める｡ 

① 情報連絡体制の整備 

町は､地震時の被害状況の迅速かつ正確な把握のため､情報収集･連絡体制の整備について､事業者 

及び関係団体を指導する｡ 

② 初動体制の整備 

町は､地震時の初動体制の整備について事業者等を指導する｡ 

③ 保安教育等の充実 

町は､従業員に対する保安教育及び防災訓練の実施等について事業者等を指導する｡ 

 

4.毒物･劇物 

(1) 施設の保全及び耐震化 

毒物･劇物取扱者等は､毒物･劇物施設のうち消防法､高圧ｶﾞｽ保安法によって規制を受けている施設につい 

ては､法に基づく技術基準の遵守や施設の維持管理の徹底を図るとともに､耐震化に努める｡また､前2法によ 

り規制を受けない毒物･劇物施設については､県は､毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく立 

入検査を実施するとともに､耐震化の指導に努める｡ 

(2) 保安体制の整備 

① 情報連絡体制の整備 

町は､毒物･劇物取扱者等に対し､毒物･劇物によって町民の保健衛生上の危害を生じるおそれがあると 

きは､直ちに保健所､警察署又は消防機関に届け出ることを指導するとともに､危険防止のための応急措 

置を講じるよう平常時から指導する｡ 

② 自主保安の強化 

毒物･劇物の多量保有施設について､毒物･劇物取扱者等は､災害予防規程を作成するなど自主保安 

の強化を図る｡ 
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5.放射性物質 

(1) 施設の保全及び耐震化 

放射性同位元素等の使用者､販売業者､廃棄業者及びこれらの者から運搬を委託された者(以下｢放射 性同

位元素等の使用者等｣という｡)は､放射性物質取扱施設について､放射性同位元素などによる放射線障害の防

止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づく技術基準の遵守や施設の維持管理の徹底を図るとともに､耐

震化に努める｡ 

(2) 保安体制の整備 

① 自主保安の強化 

放射性同位元素等の使用者等は､放射性物質に係る安全管理に万全を期するものとする｡ 

② 安全の指導の強化 

町及び関係機関は､放射性物質に対する防災対策を円滑にするため､次のような安全管理等の指導に 

努める｡ 

      ｱ 放射線被ばくの予防対策の実施 

      ｲ 自衛消防体制の充実 

      ｳ 通報体制の整備 

      ｴ 関係者の教育･訓練の実施 

 

6.危険物積載船舶の保安の確保 

(1) 危険物等積載船舶に対する指示等 

海上保安部は､港則法(昭和23年法律第174号)及び危険物船舶輸送及び貯蔵規則の定めるところにより､ 

特定港(唐津港､伊万里港)及び特定港以外の港(呼子港､住ﾉ江港､諸富港)に入港する爆発物､その他の危険 

物を積載した船舶の停泊､停留､荷役､輸送等について､保安確保に必要な指示又は命令を行うものとする｡ 

(2) 危険物等積載船舶に対する巡視等 

海上保安部は､爆発物､その他の危険物を積載した船舶の荷役現場に､随時巡視艇､海上保安官を立ち会わ

せ､法令の遵守及びに荷役状況の確認､監視､指導を実施するものとする｡ 

(3) 安全の指導の強化 

① 情報連絡体制の整備 

海上保安部は､地震時の被害状況の迅速かつ正確な把握のため､情報収集･連絡体制の整備について､ 

船舶所有者等を指導する｡ 

② 保安教育等の充実 

海上保安部は､従業員に対する保安教育及び防災訓練等の実施について船舶所有者等を指導する｡ 

 

第6項 町の防災構造の強化 

地震災害に強い町づくりを進めるため､町公共空間の整備と市街地の整備を推進する｡ 

 

1.防災空間､防災拠点の体系的整備 

町は､自治区を自立的な防災ﾌﾞﾛｯｸにより構成し､各ﾌﾞﾛｯｸ内において防災活動の拠点及び町民の避難地を体系

的に整備する｡ 
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(1) 防災ﾌﾞﾛｯｸの形成 

町は､公園等の広域避難地の一次避難地を計画的に配置･整備し､避難地や救援物資の集配所等の救援 

活動拠点となるｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの確保を推進するとともに､市街地における緑地等の延焼遮断帯の確保を 

図る｡ 

(2) 町民の避難路の確保 

町は､町民が安全に歩いて避難地に到着できる十分な幅員を有する避難路の整備を図り､多重性･代替 

性の確保が可能となる町内道路を総合的･計画的に整備する｡ 

(3) 防火対策の推進 

町は､市街地における大規模火災を防止するため､防火地域の指定､準防火地域の指定の拡大を系統的 

に行い､地域内の防火対策を推進する｡ 

 

2.都市の再開発の促進 

(1) 土地区画整理事業の推進 

町は､安全な市街地の形成を図るため､住宅地と都市計画道路､地区内道路､公園などの公共施設の一 

体的整備を実施できる土地区画整理事業を推進する｡ 

(2) 市街地再開発事業等の推進 

町は､既成市街地における住宅等建築物の耐震化･不燃化､公園緑地､街路などのｵｰﾌﾟﾝ･ｽﾍﾟｰｽの確保等 

の事業を推進することにより､密集市街地の解消等を図り､地震災害に強い町づくりを推進する｡ 

 

第2節 災害応急対策､復旧･復興に資する効果的な備えの推進 

第1項 情報の収集､連絡･伝達び応急体制の整備等 

町､県及び各防災関係機関は､地震による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に

備え､各機関の連絡が､相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ﾙｰﾄの多重化及び情報交換のための収集･連絡

体制の明確化など体制の確立に努めるとともに､町民等に対して迅速かつ的確に情報を伝達できる体制を整備

するものとする｡ 

また､通信連絡のための手段の確保を図るため､画像情報の収集･伝達機能の強化､情報通信施設の耐震性の強

化､停電対策､危険分散､さらに通信のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策などの推進に努める｡ 

なお､時間の経過により､関係機関や被災者等にとって必要な情報が変化していくことに鑑み､町､県及び各

防災関係機関は､あらかじめ､発災後の経過に応じて関係者に提供すべき情報について整理しておくものとす

る｡ 

 

1.情報の収集､連絡･伝達体制の整備 

予警報の伝達､情報の収集を的確に行い､災害応急対策を円滑に進めるためには､通信の確保が重要であり､

その機能が有効かつ適切に発揮できるよう通信連絡体制の強化並びに施設の整備促進を行なう｡ 

 

(1) 関係機関相互の連絡体制の整備 

町､県及び各防災関係機関は､それぞれの機関及び機関相互間において情報の収集･連絡体制の整備を図 

るとともに､その際の役割･責任等の明確化に努め､夜間､休日の場合等においても対応できる体制の整備を 

図る｡ 
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また､情報の共有化を図るため､各機関が横断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し､共通のｼｽﾃﾑに 

集約できるよう努める 

なお､町及び県は､災害対策本部に意見聴取･連絡調整等のため､関係機関等の出席を求めることができ 

る仕組みの構築に努める｡ 

(2) 多様な情報収集手段の整備等 

町､県及び防災関係機関は､機動的な情報収集活動を行うため､必要に応じ航空機､巡視船､車両など多様な 

情報収集手段を活用できる体制を構築するとともに､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ映像伝送ｼｽﾃﾑ､ﾄﾞﾛｰﾝ､固定ｶﾒﾗ等による画像情報 

の収集･連絡ｼｽﾃﾑの整備を推進するものとする｡また､衛星通信､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾒｰﾙ､防災行政無線等の通信手段の整 

備等により､民間企業､報道機関､住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める｡ 

さらに､県は､被災市町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し､県職員が被災市町の情報収集 

のため被災地に赴く場合に､どのような内容の情報をどのような手段で収集するかなどをあらかじめ定める 

ものとする｡  

(3) 被災者等に対する情報伝達体制の整備等 

町､県及び防災関係機関は､地震に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電時も含め常に伝 

達できるよう､その体制及び施設･設備の整備を図るとともに､被災者等に対して必要な情報が確実に伝達･ 

共有されるよう情報伝達の際の役割･責任等の明確化に努めるものとする｡ 

また､要配慮者､災害により孤立化する危険のある地域の被災者､旅行者等情報が入手困難な者に十分配 

慮しながら､報道機関に加え､防災行政無線のほか携帯端末の緊急速報ﾒｰﾙ機能､防災ﾈｯﾄあんあん､ｿｰｼｬﾙ 

ﾒﾃﾞｨｱ､Lｱﾗｰﾄ(災害情報共有ｼｽﾃﾑ)､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ(ｺﾐｭﾆﾃｨFM)ﾜﾝｾｸﾞ放送等を活用し､警報等の住民への伝達手段 

の多重化･多様化に努めるとともに､情報の地図化等による伝達手段の高度化とともに災害情報を被災者等 

へ速やかに伝達する手段の確保に努めるものとする｡ 

電気事業者は､停電時にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に 

努めるものとする｡ 

電気通信事業者は､通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとともに､ 

通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るものとする｡ 

(4) 観測施設･情報伝達ｼｽﾃﾑ等の維持及び整備 

町､県及び防災関係機関は､災害時の初動対応等に遅れが生じること等の無いよう､観測施設･設備の維持 

及び整備充実に努めるとともに､防災情報ｼｽﾃﾑ､震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸ及び全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ(J-ALERT)等の災害 

情報を瞬時に伝達するｼｽﾃﾑの維持及び整備に努める｡ 

また､被災地における情報の迅速かつ正確な収集･連絡を行うため､情報の収集･連絡ｼｽﾃﾑのIT化に努める｡ 

(5) 無線従事者等の確保 

町は､職員に対して､防災行政無線取扱者(陸上特殊無線技士)等の資格者の増員･確保に努める｡ 

(6) 町における体制の充実･強化 

町は､住民等への情報伝達が迅速に行えるよう､施設･設備の管理に万全を期すとともに､地震災害時にも 

有効に活用できるよう活用方法の周知に努める｡ 

また､大規模災害時において住民にきめ細かな情報発信を行う手段として､ｺﾐｭﾆﾃｨFMや臨時災害放送局 

(以下｢災害FM｣という｡)の活用が有効であるため､町は､ｺﾐｭﾆﾃｨFM局との協定締結や災害FMの活用方法を平常 

時から認知することなどにより災害時に活用できる体制を構築しておくとともに､県及び防災関係機関と 

連携して､住民に対しﾗｼﾞｵを常備するよう啓発に努める｡ 
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(7) SNSを活用した情報収集 

SNS(ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ)による情報発信に加え､多くの県民がSNSを使用していることを踏まえ､SNSを 

使用した情報収集を行うよう努める｡ 

なお､過去の災害では､SNSを使用した流言飛語が出回り､混乱が生じた事例もあることから､情報を活用す 

る際は真偽の確認を行い､十分に留意するように努める｡ 

 

2.情報収集機能の効果的な活用 

(1) 震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの効果的な活用 

災害発生時における､情報収集活動及び初動活動の迅速化かつ円滑化を図るため､｢佐賀県震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 

ｼｽﾃﾑ｣を効果的に活用することとする｡ 

 

【佐賀県震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ図】 
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  【情報通信系統】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 防災行政無線等の整備充実 

町は､町民への情報伝達が迅速に行えるよう､防災行政無線(同報系)の充実に努める｡ 

また､施設･設備の管理に万全を期すとともに､地震災害時にも有効に活用できるよう活用方法の周知 

に努める｡ 

(3) 県防災行政通信施設 

佐賀県の防災行政通信施設は､災害時における迅速かつ的確な情報収集･伝達手段の確保を図るため､ 

基幹的な通信基盤として構築されたものである｡ 

この県防災行政通信施設は､県現地機関､県警察､町､消防機関､自衛隊､国､防災機関を結ぶ､重要な通信 

施設であり､震災時においてもその機能が十分発揮できるよう､施設の耐震性を確保するとともに､庁舎用 

非常用電源設備の整備や平素からの非常用電源を用いた訓練の実施､的確な操作の徹底等停電対策を充実 

するものとする｡ 

また､県防災行政通信施設の二重化を図るとともに､緊急時における防災情報を直接町民へ提供することが

できるよう､町防災行政無線との接続などを図り､大規模地震時にも情報通信機能が確保できるようその強化

に努める｡ 

(4) 県警察における体制の整備 

県警察は､警察通信施設の耐震性の強化に努めるとともに､予備電源の整備や携帯電話等の整備を図る｡ 

通  信  衛  星 

国
土
交
通
省 

首
相
官
邸 

総
務
省
消
防
庁 

国
土
交
通
省 

地
上
系 

中
継
局 

移 

動 

局 

ヘリコプター 

衛星移動車 ダム事務所 

 

 

 

佐 賀 県 庁 

災害対策本部 

災
害
関
係
機
関 

消 

防 

本 

部 

白 

石 

町(

災
害
対
策
本
部) 

町
民 

防
災
機
関 

職 

員 

同報系 

同報系 

防災相互無線 

消防庁・国交省回線 

ﾊ゙ ｯｸｱｯﾌ゚回線 

凡 例 

県防災行政無線 

市町防災行政無線 

防災相互無線 

消防庁、国土交通省回線 

中央防災無線 



地震・津波災害対策［第2章 災害予防対策計画］ 

 - 216 - 

また､情報の収集手段の多様化を図るため､通信指令ｼｽﾃﾑ､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞｼｽﾃﾑ､ITV(交通流監視ｶﾒﾗ)等による 

画像情報の収集･連絡ｼｽﾃﾑの充実を図るとともに､国土交通省が設置するｶﾒﾗの画像を受信するｼｽﾃﾑの導入を 

図る｡ 

 

3.情報の分析整理 

町､県及び防災関係機関は､収集した情報を的確に分析整理するため､人材の育成を図るとともに､必要に応じ

専門家の意見を活用できるよう努める｡ 

 また､平常時より自然情報､社会情報､防災情報等の防災関連情報の収集､蓄積に努め､総合的な防災情報を網

羅した各種災害におけるﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ､防災ﾏｯﾌﾟの作成等による災害危険性の周知等に生かすものとする｡町､県

は､それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう､情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化､ｵﾝﾗｲﾝ化､ﾈｯﾄﾜｰｸ

化に努める｡ 

また､必要に応じ､災害対策を支援する地理情報ｼｽﾃﾑの構築について推進を図る｡ 

さらに､被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析･整理･要約･検索する

ため､最新の情報通信関連技術の導入に努める｡ 

 

4.電気通信事業者による体制等 

(1) 電気通信事業者による通信網の整備 

電気通信事業者は､地震災害時における情報通信の重要性を考慮し､通信手段を確保するため､主要な電気

通信設備等の耐震及び耐火構造化等通信設備の被災対策を行うとともに､主要な伝送路構成の多ﾙｰﾄ又はﾙｰﾌﾟ

化､基幹的設備の地理的分散､応急復旧機材の配備､主要な電気通信設備等への予備電源の設置､通信輻輳対策

の推進などによる電気通信設備の安全･信頼性の強化に向けた取り組みを推進する。 

電気通信事業者は､平常時から､主要な防災関係機関に災害時優先電話を設定しており､災害時の通信の確 

保に努める｡ 

(2) 電気通信事業者が提供する緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽの活用促進 

町は､被災地への通信が輻輳した場合においても､指定したｴﾘｱ内の携帯電話利用者に災害･避難情報等を 

回線混雑の影響を受けずに一斉同報配信できる緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽの活用促進を図る｡ 

 

5.災害用伝言ｻｰﾋﾞｽの活用促進 

災害に伴い被災地への通信が輻輳した場合においても､被災地内の家族･親戚･知人等の安否等を確認できる

情報通信手段である西日本電信電話株式会社等の通信各社が提供する｢災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ｣について､県民の認知

を深め､災害時における利用方法などの定着を図る必要がある｡ 

そのため､県及び市町は､平常時から通信各社と連携しｻｰﾋﾞｽの仕組みや利用方法等の周知に努めるものとす

る｡ 

また､災害時において西日本電信電話株式会社が｢災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ｣の運用を開始した場合における広報体制

について､県及び市町は西日本電信電話株式会社と協議しておく｡ 

≪災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ≫ 

○西日本電信電話株式会社 

･ 災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ(171) 

被災地の電話番号をｷｰとして安否等の情報を音声情報として蓄積し､録音･再生できるﾎﾞｲｽﾒｰﾙ 
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･ 災害用伝言板(Web171) 

被災地域の居住者がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを経由して伝言板ｻｲﾄにｱｸｾｽし､電話番号をｷｰとして伝言情 報(ﾃｷｽﾄ･音声･ 

画像)の登録ができるｻｰﾋﾞｽ｡登録された伝言情報は､全国(海外含む)から電話番号を  ｷｰとして閲覧､追加 

伝言登録ができる｡ 

 

○携帯電話各社 

･ 災害用伝言板 

携帯電話のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機能で､伝言を文字によって登録し､携帯電話･番号をもとにして全国 から伝言を 

確認できる｡ 

 

6.非常通信体制の整備 

(1) 非常通信訓練の実施 

地震災害時における非常通信の円滑な運用と防災機関相互の協力体制を確立するため､平常時から伝送 

訓練等を行い､通信方法の習熟と通信体制の整備に努める｡ 

町及びその他防災機関は､地震災害が発生した場合で､自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が

使用できないとき､又は使用が困難になった場合に対処するため､電波法(昭和25年法律第131号)第52条の規

定に基づく非常通信の活用(目的外使用)を図ることとなっている｡ 

(2) 非常通信の普及･啓発 

防災機関に対し､地震災害時における情報連絡手段としての非常通信の有効性及び利用促進について､ 

普及･啓発を図る｡ 

 

第2項 防災活動体制の整備 

町及び防災機関は､地震災害時の対策推進のために参集体制の整備を図るとともに､その際の役割･責任等の

明確化に努めるものとする｡また､夜間､休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする｡ 

 

1.非常参集体制の整備 

町及び防災機関は､災害発生のおそれ､又は発生した場合における災害応急措置を迅速かつ確実に遂行する

ため､あらかじめ体制を定め所属職員に参集方法､配備先､措置内容等を周知徹底し､非常参集の体制整備に努

めるものとする｡ 

(1) 職員の参集体制の整備 

① 町は､災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合､あらかじめ定める防災対策要

員を緊急に参集し､情報収集等にあたる職員を確保する｡ 

《防災対策要員》 

防災対策要員 人 数 

課 長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職 員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長補佐､農村管理係長､

農村整備係長､水産林務係長､建設課課長補佐､建設係長2､維持管理係長2､施設営

繕係長､建築住宅係長 

15 

 



地震・津波災害対策［第2章 災害予防対策計画］ 

 - 218 - 

② 連絡手段の整備 

ｱ 一般加入電話､携帯電話､防災行政無線等､迅速かつ確実な方法により連絡する｡ 

ｲ 特に緊急配置を必要とする時は､公用車等により連絡の措置をとる｡ 

 

《配置指示の伝達系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 災害時の職員の役割の徹底 

町災害対策本部が設置された場合に､対策部長となる課長と､班長となる関係課長､係長等は､各対策部及び各班 

が実施すべき業務について､あらかじめ要領などを定め､各対策部及び各班が実施すべき業務について､所属 

職員に周知徹底を図るものとする｡ 

  (2) 防災機関の参集体制の整備 

町及び防災機関は､あらかじめ防災対策の推進のための配備体制や職員の参集基準を明確にするなど､初 

動体制を確立しておくものとする｡ 

(3) 応急活動ﾏﾆｭｱﾙ等の作成 

町及び各防災関係機関は､それぞれの機関の実情を踏まえ､災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理 

した応急活動のためのﾏﾆｭｱﾙを作成し､職員に周知するとともに定期的に訓練を行い､資機材等の使用方法 

等の習熟､他の機関との連携等について徹底を図る｡ 

(4) 人材の育成･確保 

町､県及び各防災関係機関は､応急対策全般への対応力を高めるため､研修制度･内容の充実､大学の防災 

に関する講座等との連携等により､人材の育成を図るとともに､緊急時に外部の専門家等の意見･支援を 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連絡 指示 

協議 

関係職員 

指示 

分 団 長 

副分団長 

団 員 

配 置 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

事象確認の連絡：危機管理・防災係長 

＊総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

勤務時間外・休日等 
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活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする｡ 

また､県及び町､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､発災後の円滑な応急対応､復旧･復興のため､災害対応経 験者をﾘｽﾄ化 

するなど､災害時に活用できる人材を確保し､即応できる体制の整備に努めるものとする｡また､県及び市町 

は､退職者(自衛隊等の国の機関の退職者も含む｡)の活用や､民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策 

をあらかじめ整えるように努めるものとする｡ 

 

2.防災中核機能等の確保､充実 

(1) 災害対策本部 

町は､災害時に､防災活動の中枢機関となる災害対策本部を設置する庁舎等について､情報通信機器の 

整備など､必要な機能の充実を図るとともに､耐震診断を実施し､必要があれば､施設･設備等の耐震性の強化

を図るための措置を講じる｡ 

さらに､地震により庁舎等が使用できない場合に､代わりに災害対策本部等を設置する施設をどこにす 

るかあらかじめ決定しておく｡ 

《災害対策本部設置場所》 

代替順位 設置場所 施設管理者､連絡先 

第1設置場所 白石町総合ｾﾝﾀｰ 施設管理者 

第2設置場所 自有館､福富ゆうあい館 各施設管理者 

(2) 食料等の確保 

町は､大規模地震災害が発生した場合､災害対策を実施する職員は､少なくとも2日ないし3日間の連続した 

業務が予想されるため､平常時より､職員の食料･飲料水等の適切な備蓄･調達･輸送体制の整備を図るものと 

する｡他の防災機関も､これに準じるよう努める｡ 

(3) 非常用電源の確保 

町及び消防機関並びに災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は､風水害が発生した場合､電気が途絶する

ことも予想されるため､代替ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑや電気自動車の活用を含め非常用電源施設､LPｶﾞｽ災害用ﾊﾞﾙｸ､燃料貯

蔵設備等の整備を図り､十分な期間(最低3日間)の発電が可能となるような燃料の備蓄及び平常時からの点

検､訓練等に努めるものとする｡他の防災関係機関も､これに準じるよう努める｡ 

(4) 非常用通信手段の確保 

町及び消防機関並びに災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は､風水害が発生した場合､通信が途絶 

することも予想されるため､平常時より､衛星通信等非常用通信手段の確保を図るものとする｡他の防災 

関係機関も､これに準じるよう努める｡ 

 

3.防災拠点施設の整備 

町は､大規模地震災害時において､町内での災害応急活動の現地拠点として､少なくとも1箇所以上の防災拠点

施設の整備を図る｡ 

≪主な機能≫ 

･緊急物資､復旧資機材の集積配送ｽﾍﾟｰｽ 

･地域の防災活動のためのｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ 

･ﾍﾘﾎﾟｰﾄ機能 
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･情報通信機能 

･耐震性防火水槽 

 

4.ｺﾐｭﾆﾃｨ防災拠点の整備 

町は､町民の避難場所にもなり､また防災活動の拠点となるｺﾐｭﾆﾃｨ防災拠点の整備を図るとともに､町民が容

易に使用できる消火､防災資機材等の整備に努める｡ 

≪主な機能≫ 

･避難所､備蓄施設(平時には地区町民のｺﾐｭﾆﾃｨの拠点) 

･避難場所としての広場 

･情報通信機器 

･耐震性防火水槽 

 

5.災害の未然防止 

公共施設の管理者は､施設の緊急点検､応急復旧等を実施するための体制の整備､必要な資機材の備蓄に努め

る｡ 

河川管理者､海岸管理者及び農業用用排水施設の管理者等は､ﾀﾞﾑ､せき､水門等の適切な操作を行うﾏﾆｭｱﾙの作

成､人材の養成を行うものとする｡ 

 

6.道の駅防災拠点の整備 

町は､防災機能を有する道の駅を広域的な地域の防災拠点として位置付け､その機能強化に努める｡ 

≪主な機能≫ 

○ 避難所､備蓄施設 

○ 避難場所としての広場 

○ 情報通信機器 

 

7.業務継続性の確保 

(1) 防災関係機関は､災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため､災害時に必要と 

なる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力強化を図る必要 

があることから､業務継続計画(BCP)の策定等により業務継続体制の確保を図るものとする｡ 

また､実効性のある業務継続体制を確保するため､地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ､必要 

な資源の継続的な確保､定期的な教育･訓練･点検等の実施､訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に 

応じた体制の見直し､計画の評価･検証等を踏まえた改訂などを行うものとする｡ 

特に､町は､災害時に災害応急対策活動や復旧･復興活動の主体として重要な役割を担うこととなるため､ 

業務継続計画(BCP)の策定等にあたっては､少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制､ 

本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定､電気･水･食料等の確保､災害時にもつながりやすい 

多様な通信手段の確保､重要な行政ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ並びに非常時優先業務の整理について定めておもの 

とする｡ 

(2) 町は､特に､災害時の拠点となる庁舎等について､非構造部材を含む耐震対策等により､災害時に必要と考 

えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする｡ 
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8.災害対応ｽﾀｯﾌのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の構築 

町及び防災関係機関は､大規模又は対応が長期化するような災害が発生する場合に備え､災害対応を行うｽﾀｯﾌ

のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の構築に努める｡ 

 

9.救援活動拠点の確保 

町は､各防災関係機関相互の応援が円滑に行えるよう､警察･消防･自衛隊等の部隊の展開､宿営の拠点､ﾍﾘﾎﾟｰ

ﾄ､物資搬送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報の共有に努める｡ 

 

第3項 相互の連携体制､広域防災体制の強化 

町及び防災機関は､広範囲にかつ同時に発生する大規模な地震災害に対処するため､あらかじめ関係機関と

十分協議のうえ､相互応援協定の締結を推進する｡その際には､応援要請･受入れが迅速､円滑に実施できるよう

要請の手順､情報伝達方法､連絡調整･受入窓口､指揮系統を明確にするなど､体制の整備に努める｡ 

 

1.市町間の相互応援協定 

町単独では十分な応急の復旧対策が出来ない場合に､市町災害時相互応援に関する協定に基づき､応援

を行なうものとする｡ 

《主な応援事項》 

(1) 食料､飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救援･救助､医療､防疫､施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援､救助活動等の応急復旧活動に必要な車両､舟艇等の提供 

(4) 救援･救助､医療､防疫､清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

(5) 被災者の受け入れ及び住宅のあっせん 

(6) その他､特に被災市町から要請のあった事項 

 

2.町･消防機関と防災機関等との相互協力 

町､消防機関は､災害対策活動を円滑に実施するため､必要に応じて､防災機関又は民間団体等との協定の締結

を進める｡ 

 

3.消防関係相互の応援要請等 

(1) 佐賀県常備消防相互応援 

各消防機関は､災害が発生した場合､必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援要請を行な 

うものとする｡ 

応援の要請は､｢佐賀県常備消防相互応援協定｣に基づき行なうものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し､迅速な人命救助活動等を行なうためには高度な資機材を保有し､ 

訓練を積んだ救助隊の応援体制が必要となる｡ 

このため､全国の消防機関が協力して専任の救助隊をあらかじめ消防庁に登録し､大規模災害発生時の 

出動体制を整備している｡ 

大規模災害発生時において､町は必要に応じて県に対して､緊急消防援助隊の出動を要請し､救助､救急､ 

消火活動等について応援を求めるものとする｡ 
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4.警察における広域応援要請 

大規模災害発生時において､警察は必要に応じて､全国の都道府県警察に対して広域緊急援助隊の出動を要

請し､被害情報､交通情報の収集､救出救助､緊急交通路の確保活動について応援を求めるものとする｡ 

 

5.相互協力協定等の締結促進 

各防災関係機関は､災害時に相互連携し､円滑な防災活動が行われるよう､あらかじめ相互協力について定め

るとともに､必要に応じて､民間団体等との協力協定等の締結を進める｡ 

町は､災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に､他の地方公共団体からの物資の提供､人員

の派遣､廃棄物処理等､相互に連携･協力し速やかに災害対応を実施できるよう､相互応援協定の締結に努めるも

のとする｡ 

 

6.受援計画等の策定 

町及び防災機関は､災害の規模や被災地のﾆｰｽﾞに応じて円滑に他の防災関係機関から応援を受けることがで

きるよう､応援計画や受援計画の策定に努めるものとし､応援先･受援先の指定､応援･受援に関する連絡･要請

の手順､災害対策本部との役割分担･連絡調整体制､応援機関の活動拠点､応援要員の集合･配置体制や資機材等

の集積･輸送体制等について必要な準備を整えるものとする｡ 

 

7 受援計画等の策定 

各防災関係機関は､災害の規模や被災地のﾆｰｽﾞに応じて円滑に他の防災関係機関から応援を受けることがで

きるよう､応援計画や受援計画の策定に努めるものとし､応援先･受援先の指定､応援･受援に関する連絡･要請

の手順､災害対策本部との役割分担･連絡調整体制､応援機関の活動拠点､応援要員の集合･配置体制や資機材等

の集積･輸送体制等について必要な準備を整えるものとする｡ 

町は､国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速･的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うた

めの受援体制の整備に努めるものとする｡特に､庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応

援職員等の執務ｽﾍﾟｰｽの確保を行うものとする｡ 

また､町は､訓練等を通じて､被災市区町村応援職員確保ｼｽﾃﾑを活用した応援職員の受け入れについて､活用

方法の習熟､災害時における円滑な活用の促進に努める｡ 

 

第4項 応急復旧及び二次災害の防止活動 

1.迅速かつ円滑な応急復旧体制の確立 

町及びその他の防災関係機関は､平常時から国､他の地方公共団体等関係機関や､企業等との間で協定を締結

するなど､連携強化を進めることにより､災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう

に努めるものとし､協定締結などの連携強化に当たっては訓練等を通じて､災害時の連絡先､要請手続き等の確

認を行うなど､実効性の確保に留意するものとする｡また､民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情

報の整理､支援物資の管理･輸送等)については､あらかじめ民間事業者との間で協定を締結しておく､輸送拠点

として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど､民間事業者のﾉｳﾊｳや能力等を活用するもの

とする｡ 

町及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､被災施設･設備の迅速な応急復旧を図るため､あらかじめ､図面等のﾃﾞｰﾀの保存､情報

収集･連絡体制､活動体制､広域応援体制等の確立に努め､特に人命に関わる重要施設に対して､電気､通信等のﾗｲ
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ﾌﾗｲﾝ施設については､早期に復旧できるよう体制等を強化するものとする｡ 

また､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被害状況の予測･把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画を作成し､体

制を整備するとともに､応急復旧に関して､あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努めるものとする｡ 

 

2.資機材等の確保 

町､県及びﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者は､風水害の発生に備えるため､平常時から応急復旧に必要な各種資機材の保管状況

を把握しておくよう努める｡ 

町､県及びその他の防災関係機関は､燃料､発電機､建設機械等の応急･復旧活動時に有用な資機材について､地域

内の備蓄量､公的機関･供給事業者等の保有量を把握した上で､不足が懸念される場合には､関係機関や民間事業

者との連携に努めるものとする｡ 

 なお､燃料については､あらかじめ石油販売業者と燃料の優先供給について協定の締結を推進するとともに､平

時から受注機会の増大などに配慮するよう努めるものとする｡ 

町は､随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう､建設業団体等との災害協定の締結を推進する

とともに､災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保･育成に取り組むものとする｡ 

 

3.町と県の役割分担 

町及び県は､災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて､あらかじめ救助に必要な施設､設

備､人員等について意見交換を行うとともに､事務委任制度等の積極的な活用により役割分担を明確化するな

ど､調整を行っておくものとする｡ 

 

第5項 救助･救急､消防及び保健医療活動体制の整備 

国､県､町､医療機関及びその他の防災関係機関は､災害時における救助･救急､消防及び保健医療に係る情報

の収集･連絡･分析等の重要性に鑑み､情報連絡･災害対応調整等のﾙｰﾙ化や通信手段の確保等を図るものとす

る｡ 

 

1.救助活動体制の整備 

町及び消防機関､県警察､自衛隊及び海上保安部は､大規模･特殊災害にも備えた救助用設備､資機材の拡充整

備に努めるとともに､災害時にその機能が有効適切に運用できるよう点検整備を実施する｡ 

また､職員の安全確保を図りつつ､効率的な救助･救急活動を行うため､相互の連携体制の強化を図るととも

に､職員の教育訓練を行い､救助･救急機能の強化を図るものとする｡ 

 

(1) 警察災害派遣隊の充実強化 

県警察は､即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣隊について､実践的な訓練､装備資機材 

の充実等を通じて､広域的な派遣体制の整備を図るものとする｡ 

 

(2) 緊急消防援助隊の充実強化 

消防機関は､緊急消防援助隊を充実強化するとともに､実践的な訓練を通じて､人命救助活動等の支援 

体制の整備に努めるものとする｡ 
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2.保健医療活動体制の整備 

(1) 災害拠点病院の整備 

町は､災害拠点病院について､次のとおり選定するとともに､施設等の耐震化､地震災害時の患者受入機能及び災害派遣医療 

ﾁー ﾑ(DMAT)派遣機能の強化､患者搬送車の整備､応急用医療資機材の貸出などによる地域の医療施設を支援する機能等の強化を 

促進することにより､地震災害時の医療体制の整備に努める｡ 

① 基幹災害拠点病院 

病   院   名 所  在  地 

佐賀県医療ｾﾝﾀー 好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原400 

佐賀大学医学部附属病院 

(研修機能担当) 

佐賀市鍋島5-1-1 

② 地方災害拠点病院 

病   院   名 所  在  地 

白石共立病院 杵島郡白石町大字福田1296 

(2) 災害時医療体制の整備 

町は､消防機関と医療機関､及び医療機関相互の連絡体制の整備に努めるとともに医療機関の 

連絡･連携体制についての計画を作成するよう努める｡ 

(3) 災害時緊急医薬品等の備蓄 

町は､医薬品等の安定的供給の確保を図るとともに､災害時緊急医薬品等の備蓄に努める｡ 

 

第6項 緊急輸送活動 

1.道路輸送の確保 

(1) 道路交通管理体制の整備 

道路管理者､県警察は､緊急輸送道路について､道路施設及び交通管制ｾﾝﾀｰ､信号機､交通情報板等交通管制 

施設の震災に対する安全性の確保に努めるとともに､県警察は､警察庁と協議し､広域的な交通管理体制の 

整備を図る｡ 

また､県警察は､道路交通機能の確保のため重要となる信号機への電源付加装置の整備等信号機滅灯対策 

を推進するものとする｡ 

(2) 関係機関等との協力関係の構築 

道路管理者は､建設業者との協定の締結を検討するなど､災害発生後の道路の障害物の除去､応急復旧 

等に必要な人員､資機材等の確保体制の整備を進める｡ 

(3) 緊急輸送車両等の確保 

町は､関係団体との協定の締結を検討するなど､緊急輸送のための車両の確保体制の整備を進める｡ 

(4) 沿道建築物の耐震化 

町は､緊急輸送道路等における沿道の建築物の耐震化を推進するものとする｡ 

特に､建築物が地震によって倒壊した場合において､相当多数の者の円滑な避難を困難とする道路沿い 

の建築物については､重点的かつ迅速に耐震化が図られるよう取り組むものとする｡ 
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2.海上輸送の確保 

港湾管理者は､建設業者と協定を締結するなど､災害発生後の港湾の障害物の除去､応急復旧等に必要な人員､

資機材等の確保体制の整備を進める｡ 

町は､関係団体との協定締結を検討するなど､緊急輸送のための海上輸送の協力体制の整備を進める｡ 

また､港湾管理者は､港湾広域防災協議会を設置し､港湾相互間の広域的な連携による航路啓開等の港湾機能

の維持･継続のための対策を検討するものとする｡また､その検討に基づき､緊急輸送の確保に関する広域的な体

制の構築等､必要な対策を講じるものとする｡ 

さらに､緊急輸送等災害時に必要な航路等の機能を確保するため､航路等の水域沿いの港湾施設を管理する民

間事業者等に対して､施設の維持管理状況の報告を求めるとともに､必要に応じて立入検査を行うものとする｡

また､施設の維持管理が適切に行われず､災害時に船舶の航行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる

場合には､適正な維持管理のため措置を講ずべきことを命じ､又は勧告を行うものとする｡ 

海上保安部では､次に掲げるようなものについて巡視船艇による緊急輸送活動が可能であるので､町は､要請手

続等について､県及び海上保安部と調整しておくものとする｡ 

(1) 救助･救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及び物資 

(2) 消防､水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資 

(3) 政府災害対策要員､地方公共団体災害対策要員､情報通信､電力､ｶﾞｽ施設保安要員等初動の応急対策に必 

要な要員等 

(4) 負傷者等の医療機関への搬送 

(5) 緊急輸送に必要な輸送施設､輸送拠点の応急復旧等に必要な人員及び物資等 

 

3.航空防災体制の強化 

町は､震災時にﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを活用した広域的かつ機動的な緊急輸送活動が実施できるよう､県及び関係機関等と

の調整を図り航空防災体制の整備に努める｡ 

 

第7項 避難及び情報提供活動 

1.町の避難計画 

(1) 全庁をあげた体制の構築 

町は､躊躇なく避難指示等を発令できるよう,平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むとと 

もに､当該業務を遂行するための役割を分担するなど,全庁をあげた体制の構築に努めるものとする｡ 

(2) 避難指示等の判断･伝達ﾏﾆｭｱﾙの作成 

町は､避難指示等の迅速･的確な判断をするために､国が策定した｢避難情報等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(令和3年 

5月10日)｣に沿って､豪雨､洪水､土砂災害等の災害事象の特性､収集できる情報を踏まえつつ､避難すべき区域 

や判断基準を明確にしたﾏﾆｭｱﾙを整備するものとする｡また､定めた基準に基づき適正な運用を行うとともに､ 

判断基準について随時見直すものとする｡ 

また､避難指示等を発令する際に､国又は県に必要な助言を求めることができるよう､連絡調整窓口､連絡 

の方法を取り決めておくとともに､連絡先の共有を徹底しておくなど､必要な準備を整えておくものとする｡ 

(3) 指定緊急避難場所及び指定避難所 

町は､地域的な特性や過去の教訓､想定される災害等を踏まえ､都市公園,公民館,学校等の公共的施設等を

対象に､地域の人口､誘致圏域､地形､災害に対する安全性等及び想定される地震の諸元に応じ､施設の管理者
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の同意を得たうえで､あらかじめ次の基準により､災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指

定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について､必要な数､規模の施設等をあらかじ

め指定し､日頃から住民等へ周知徹底を図るものとする｡ 

特に､指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては､特定の災害においては当該施設に避

難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする｡ 

また､指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は､日本工業規格に基づく災害種別一般図記号

を使用して､どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとする｡あわせて､災害

種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めるものとする｡ 

町は､指定避難所内の一般避難ｽﾍﾟｰｽでは生活することが困難な高齢者､障がい者､乳幼児等の要配慮者のた

め､必要に応じて福祉避難所を指定するよう努めるものとする｡ 

県は､町が県有施設を指定緊急避難場所又は指定避難所に指定した場合には､当該施設の必要な整備に努め 

る｡特に､指定避難所としての指定を受けた県立学校については､要配慮者も利用できるよう多機能ﾄｲﾚや電源 

喪失に備えた非常用電源の設置等に努める｡ 

① 指定緊急避難場所 

ｱ 指定基準 

町は､地震に伴う津波や火災に対応するため､災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に 

災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれがある物がない場所であって､災害 

発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有するものを指定すること｡ 

なお､指定緊急避難場所となる都市公園等のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽについては､必要に応じ､大規模な家事の輻 

射熱に対して安全な空間をとることに努めるものとする｡ 

また､災害の想定等により必要に応じて､近隣の市町の協力を得て､指定緊急避難場所を近隣市町に 

設けるものとする｡ 

② 指定避難所 

ｱ 指定基準 

a  町は､被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し､速やかに被災者等を受け入れる 

こと等が可能な構造又は設備を有する施設であって､想定される災害による影響が比較的少な 

く､災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする｡なお､主として 

要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては､要配慮者の円滑な利用を確保するため 

の措置が講じられており､また､災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受ける 

ことができる体制が整備され､主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確 

保されるものを指定すること｡また､指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる｡ 

b 町は､学校を指定避難所として指定する場合には､学校が教育活動の場であることに配慮するもの 

とする｡また､指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上､指定避難所となる 

施設の利用方法等について､事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る 

ものとする｡ 

C 避難者1人当たり概ね2㎡以上確保できる施設であること｡ 

(4) 機能の強化 

町は､あらかじめ指定した避難所の機能の強化を図るため､次の対策を進める｡ 

対策に当たっては､要配慮者､男女双方の視点並びに家庭動物を連れて避難する人がいることなど地域の実 
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情に応じて居住空間に配慮する必要がある｡ 

また､指定避難所の物資等の備蓄に当たっては､｢県･市町の物資に関する連携備蓄体制整備要領｣に基づき､ 

県･町において整備するものとする｡  

① 必要に応じ､換気､照明など良好な生活環境を確保するための設備の整備 

② 非常用電源､衛星携帯電話等の通信機器､空調､就寝ｽﾍﾟｰｽ､更衣室､仮設ﾄｲﾚ(洋式ﾄｲﾚが望ましい)､ﾏﾝﾎｰﾙ 

ﾄｲﾚ､ﾏｯﾄ､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ､貯水槽､井戸等のほか､多機能ﾄｲﾚなど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施 

設･設備の整備 

③ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整備 

④ 指定避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保､及び食料､飲料水､常備薬､炊き出し用具､毛布 

等避難生活に必要な物資の備蓄･供給体制の確立 

⑤ 飲料水の給水体制の整備 

⑥ 支援者等の駐車ｽﾍﾟｰｽの確保 

(5) 非構造部材の耐震化 

町は､指定避難所のつり天井など非構造部材についても耐震化を確保し､災害時に継続して使用できるよ 

う努める｡ 

(6) 避難経路及び誘導体制 

① 町は､住民の人命の安全を第一に､住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう､あらかじめ避難路 

を指定するとともに､標識等を設置し､住民への周知徹底を図る｡ 

また､指定緊急避難場所に通じる避難階段､通路等を整備し､その安全性の点検及び避難時間短縮のため 

の工夫･改善に努めるものとする｡ 

② 町は､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し､安否確認を行うため､住民､自主 

防災組織等の協力を得ながら､平常時から､次の事項等に留意した避難行動要支援者の情報の把握･共有､ 

避難誘導体制の整備を図る｡ 

(ｱ) 避難行動要支援者の実態把握 

(ｲ) 避難経路の整備及び選定 

(ｳ) 避難場所の受入環境 

(ｴ) 避難誘導責任者及び援助者の選定 

③ 町は､避難誘導にあたっては､避難路や指定緊急避難場所等を含め地域の実情に詳しくない旅行者等の 

一時滞在者がいることにも配慮するとともに､訪日外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者へ 

の情報伝達体制等の整備に努めるものとする｡ 

④ 町は､避難時の周囲の状況等により､避難のために移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを 

得ないと住民等自身が判断する場合は､｢近隣の安全な場所｣への移動又は｢屋内安全確保｣を行うべきこと 

について､日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする｡ 

⑤ 町は､地域防災計画の中に､避難誘導や上記ｱ~ｴに関する計画を定めておくものとし､浸水想定区域及び 

土砂災害警戒区域の指定を受けた場合においても､避難に必要な事項等について地域防災計画に定めてお 

くものとする｡ 

(7) 指定避難所の管理運営 

町は､指定避難所の管理運営を円滑に実施するため､県が策定した｢避難所ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣及び｢避難所運営 

ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾓﾃﾞﾙ｣等に基づき､指定避難所の開設手順や避難者の受入方法､運営組織等の必要な事項について､ 
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運営ﾏﾆｭｱﾙ等をあらかじめ定め､訓練を実施するものとする｡この際､住民等への普及に当たっては､住民等が 

主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする｡ 

また､指定管理施設が指定避難所となっている場合には､指定管理者との間で事前に指定避難所運営に関す   

る役割分担等を定めるよう努めるものとする｡ 

町及び各指定避難所の運営者は､指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために､専門家等との定期

的な情報交換に努めるものとする｡ 

(8) 避難所生活上必要となる基本的事項 

① 情報の提供 

避難所生活で必要な情報として､初動期には安否情報､医療救護情報､水･食料等生活物資情報､復旧期 

には教育や仮設住宅情報､生活再建に向けての情報等が必要となる｡なお､要配慮者に配慮した情報提供を 

行うためには､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが重要な役割を果たすが､ほかに情報を提供する機器についても特別な配慮が必 

要である｡ 

② 飲料水､食料､生活物資の供給 

水､食料､物資の供給については避難者ﾆｰｽﾞの的確な把握と公平な配分に心がけるとともに､初動期に 

は生命維持を最優先に質･量の供給を､復旧過程期以降には健康保持や避難者のﾆｰｽﾞの多様性にも配慮 

した供給を図る必要がある｡ 

③ 保健衛生(ﾄｲﾚ､簡易入浴施設､ごみ処分) 

負傷した避難者や避難生活中における軽度の疾病に対処することができるよう､応急救護施設の整 

備､また､避難所内の環境整備を図るため､ﾄｲﾚ､簡易入浴施設の用意､ごみの処理方法､季節を考慮した 

対応の検討が必要である｡ 

④ ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 

長期にわたる避難所での集団生活により､精神的な疲労がたまり､健康を害したり､ﾄﾗﾌﾞﾙを起こした 

りすることが考えられるため､避難所生活の長期化に備えたﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保対策を検討しておく必要 

がある｡ 

⑤ 高齢者､障がい者､児童､外国人､妊産婦等に配慮した対応 

町が策定した避難行動要支援者の全体計画に基づき､平常時から地域内の避難行動要支援者の実態 

把握に努め､災害時における避難所では災害情報の提供や避難所生活について十分配慮する必要がある｡ 

⑥ 在宅等被災者に配慮した対応 

自宅や車上など避難所以外で避難生活を送る者でも､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災等により物資等が届かない場合に 

は､必要に応じて､近隣の避難所において物資の供給等を行うよう配慮する必要がある｡ 

また､こうした者のほか､災害により孤立化する危険のある地域の被災者､応急仮設住宅として供与さ 

れる賃貸住宅への避難者､所在が把握できる広域避難者に対しても情報を提供できる体制の整備に努め 

るものとする｡ 

⑦ 居住地以外の市町村に避難する被災者が必要な情報や支援･ｻｰﾋﾞｽを容易かつ確実に受け取ることので 

きる体制の整備を図る必要がある｡ 

⑧ 車中泊者等への対応 

町は､大規模な駐車場について調査･把握を行い､被災者が車上生活やﾃﾝﾄ生活を送るため使用できる 

よう施設管理者と協定を締結するとともに､指定避難所に準じた運営を行えるよう地域住民や企業等も 

含め､体制を検討する。 
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⑨ ﾎｰﾑﾚｽへの対応 

町は避難所に避難したﾎｰﾑﾚｽについて､住民票の有無等に関わらず適切に受け入れるよう､地域の実情 

や他の避難者の心情等について勘案しながら､あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるも 

のとする｡ 

 

2.広域避難体制の整備 

町は､大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう､必要に応じ､他の地方公共団体との広域一時滞

在(被災住民が､県内又は県外の区域に一時的な滞在を行うことをいう｡)に係る応援協定の締結や､被災者の運

送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など､災害時の具体的な避難･受入方法を含めた手順

等を定めるものとする｡ 

  町は､指定避難所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについても定めるなど､他の市町からの

被災住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする｡ 

 

3.学校等､病院等､社会福祉施設等の避難計画 

(1) 保育園及び学校等 

① 避難計画等の整備 

保育園及び学校等の管理者は､地震時における園児､児童及び学生(以下｢生徒等｣という｡)の安全を 

確保するため､あらかじめ､避難場所､避難路､誘導責任者､誘導方法等についての避難計画を作成する｡ 

② 教育訓練の実施 

園長及び学校長は､避難計画等に基づき､職員や園児､児童及び生徒に対する防災教育･防災訓練の実 

施に努めるものとする｡ 

(2) 病院等 

① 避難計画等の整備 

病院等の管理者は､震災時に備え､あらかじめ緊急連絡体制､避難場所､避難経路､誘導責任者､患者の 

移送に必要な資機材の確保､避難時における医療の維持方法等についての避難計画を作成する｡ 

特に､夜間等における消防機関等への緊急通報及び入院患者の避難誘導体制に配慮した体制の整備を      

図る｡ 

② 教育訓練の実施 

病院等の管理者は､避難計画等に基づき､職員等に対する防災教育及び防災訓練の実施に努めるもの 

とする｡ 

(3) 社会福祉施設 

① 避難計画等の整備 

社会福祉施設の管理者は､あらかじめ､誘導責任者､避難経路､避難場所､入所者等の移送に必要な資機材 

の確保､関係機関との連携方策等についての避難計画を作成する｡ 

② 教育訓練の実施 

社会福祉施設の管理者は､避難計画等に基づき､職員等に対する防災教育及び防災訓練の実施に努め 

るものとする｡ 

(4) 不特定多数が使用する特定施設等 

不特定多数の者が使用する特定の施設等の管理者は､あらかじめ､職員の役割分担､動員計画及び緊急連絡 
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体制､誘導責任者､避難場所､避難経路などについての避難計画を作成するとともに､防災訓練を実施するも 

のとする｡ 

なお､必要に応じ､多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画､訓練とするよう努める｡ 

(5) 指導の充実 

町は､各施設等の管理者が､適切な避難計画を策定し､適切な避難訓練等を実施できるよう必要な指導･ 

助言等を行うものとする｡また､学校等が保護者との間で､災害発生時における児童生徒等の保護者への引 

渡しに関するﾙｰﾙを､あらかじめ定めるよう促すものとする｡ 

町は､小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため､災害発生時における幼稚園･保育所･認定 

こども園等の施設と市町間､施設間の連絡･連携体制の構築に努めるものとする｡ 

 

4.応急住宅 

(1) 建設資材の調達 

町は､業界団体等と連携を図りつつ､応急仮設住宅の建設資材の調達･供給体制を整備する｡ 

国は､要請に応じ速やかに国有林材の供給に努める｡ 

(2) 応急仮設住宅の建設場所 

大規模地震災害が発生し､応急仮設住宅の建設が必要な場合に備えて､町は､平常時から､二次災害の危険の 

ない適地を選定し､応急仮設住宅の建設候補地台帳を作成しておくものとする｡ 

また､町は､学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には､学校の教育活動に十分配慮するもの 

とする｡ 

(3) 公営住宅等への収容 

町は､公営住宅等の空家状況を平常時から把握しておき､被災者への迅速な提供体制を整備するとともに､ 

入居選考基準､手続き等について定めておくものとする｡ 

(4) 民間賃貸住宅の活用 

町は､民間賃貸住宅を災害時に迅速にあっせんできるよう､体制の整備に努めるものとする｡ 

また､借上げの円滑化に向け､その際の取扱い等について､あらかじめ定めておくものとする｡ 

 

5.被災者支援体制の整備 

町は､平常時から､被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し､被災者支援の仕組み等の整備に努めるも

のとする｡ 

 

第8項 避難行動要支援者対策の強化 

地震災害時には避難などの行動に困難が生じ､避難生活においても厳しい環境に置かれることが考えられる

る災害時に配慮が必要な高齢者､障がい者､乳幼児等の要配慮者のうち､特に災害時に自ら避難することが困難

な者であって､その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者に対しては､避

難行動要支援者の個別避難計画に基づき､事前に援助者を決めておくなどの平常時からの地域における支援体

制づくりや､社会福祉施設･病院等での防災対策の充実など､これら災害時要援護者に配慮した防災対策の推進

を図る｡ 
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1.地域における避難行動要支援者の支援体制づくり 

(1) 地域安心ｼｽﾃﾑの整備 

平時における町民相互の助け合いや､適切なｹｱｼｽﾃﾑの構築が､地震災害時における避難行動要支援者対策 

にもつながることから､町は県等の協力を得て､町民相互の助け合いを基調とする地域ｺﾐｭﾆﾃｨづくりや 

これを支える保健医療福祉ｻｰﾋﾞｽの連携供給体制を､体系的に整備するよう努めるものとする｡ 

(2) 避難行動要支援者名簿と支援体制の整備 

① 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

町は､市町地域防災計画に基づき､防災担当部局と福祉担当部局との連携の下､平常時より避難行動 

要支援者に関する情報を把握し､避難行動要支援者名簿を作成するものとする｡ 

また､避難行動要支援者名簿については､地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要 

とする事由を適切に反映したものとなるよう､定期的に更新するとともに､庁舎の被災等の事態が生じた 

場合においても名簿の活用に支障が生じないよう,名簿情報の適切な管理に努めるものとする｡ 

② 事前の名簿情報の外部提供 

町は､避難支援等に携わる関係者として市町地域防災計画に定めた消防機関､県警察､民生委員･児童 

委員､社会福祉協議会､自主防災組織等に対し､避難行動要支援者本人の同意を得ることにより､または､ 

条例の定めにより､あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに､多様な主体の協力を得ながら､ 

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備､避難支援･安否確認体制の整備､避難訓練の実施等を一 

層図るものとする｡その際､名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする｡ 

③ 避難行動要支援者の指定緊急避難場所から指定避難所への移送 

町は､安全が確認された後に､避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送す 

るため､運送事業者等の協力を得ながら､移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める 

ものとする｡ 

④ 情報伝達体制の確立 

町は､消防機関による避難行動要支援者への災害情報伝達ｼｽﾃﾑを整備するとともに､避難行動要支援 

者に対し､確実に情報が伝達できるよう､駐在員､民生･児童委員等を活用した情報伝達体制の整備確立 

を図るものとする｡ 

また､通常の音声･言語による手段では適切に情報が入手できない避難行動要支援者に対し､その情報 

伝達に必要な専門的技術を有する手話通訳者及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどの派遣･協力ｼｽﾃﾑの整備確立などによる 

判りやすい情報伝達体制の整備に努める｡ 

⑤ 地域全体での支援体制づくり 

町は､風水害時に､消防機関､県､県警察､家族､自治会､自主防災組織あるいは､駐在員､民生･児童委員 

等の協力を得て､避難行動要支援者の安否確認､避難誘導あるいは救助活動が行えるような体制の整備 

に努める｡ 

⑥ 避難行動要支援者の全体計画等の策定 

町､消防機関等は､県が作成した｢災害時要援護者支援ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣を参考に､避難行動要支援者や 

その家族が､風水害時にとるべき行動等について､あらかじめ地域の実情に応じた避難行動要支援者の 

全体計画を作成し､防災対策の充実を図る｡ 

なお､特に避難行動要支援者の個別避難計画については､作成後も登録者及び計画の内容を､適宜､更新 

することにより､実情に応じた実態把握に努めるものとする｡ 
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⑦ 在宅の避難行動要支援者に対する防災知識の普及･啓発及び防災訓練の実施 

町は､避難行動要支援者が災害時に出火防止や円滑な避難を行うことができることにより､被害を受 

けないよう､講習会の開催､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､広報誌の配布等避難行動要支援者の実態に合わせた防災知識の普及･ 

啓発に取り組む｡ 

さらに､地域における防災訓練については､避難行動要支援者のための地域ぐるみの情報伝達訓練や 

避難訓練を実施するものとする｡ 

また､居宅介護支援事業者や民生委員･児童委員など高齢者､障がい者の居宅状況に接することのでき 

る者と連携して､防災知識の普及を推進する体制を整備する｡ 

 

【災害時要援護者支援体制ｲﾒｰｼﾞ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.社会福祉施設､病院等における要配慮者対策 

(1) 災害に対する安全性の確保 

社会福祉施設､病院等の人命に関わる重要施設の管理者は､浸水形態の把握等を行い､これらの結果を踏ま 

え､浸水等風水害に対する安全性の確保に努めるとともに､施設をあらかじめ災害の危険性の低い場所に立地 

するなど､災害に対する安全性の向上を図るものとする｡ 

また､発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする｡ 

(2) 組織体制の整備 

震災の発生に備え､社会福祉施設､病院等の管理者は､あらかじめ要配慮者に配慮した防災関係施設･設備の 

整備､資機材の配備等に努めるとともに､緊急連絡体制､職員の役割分担･動員計画､避難誘導等の避難計画を 

定め､入所者等の安全に万全を期すものとする｡ 

(3) 地域等との連携 

社会福祉施設､病院等の管理者は､地震災害時に､施設関係者のみでは避難計画に基づく避難誘導等ができ 

ないおそれがあるときは､周辺住民の協力を得られるよう､平常時から連携の強化に努めるものとする｡ 

社会福祉施設の管理者は､あらかじめ､県内を始めとした同種の施設やﾎﾃﾙ等の民間施設等と施設利用者 

の受入れに関する災害協定を締結するよう努めるとともに､締結した協定の内容を県に連絡するものとする｡ 

消防機関等 

町 

避難行動要支援者(高齢者・障がい者等) 

福祉サービス事業者等 

連 携 

[情 報 伝 達 システム] 

( 日 常 的 把 握 ・ 避 難 誘 導 ) 

駐在員等 

(自主防災組織)､(民生委員等) 

連 携 

(情報伝達・確認) (情報伝達・確認) 

連 携 連 携 
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(4) 緊急保護体制の整備 

社会福祉施設の管理者は､緊急に施設で保護する必要がある要配慮者の発生に備え､一時入所措置等の取 

扱いが円滑､的確に行えるよう保護体制の整備を図るものとする｡ 

(5) 町､県の支援 

町は､社会福祉施設を指導､支援し､地震災害時の安全性の確保並びに要配慮者の保護及び支援のための体 

制の整備を促進するものとする｡ 

また､町は､保育所が被災した場合に､当該保育所に通う保育が必要な乳幼児等に対し必要な保育が実施 

できるよう､他の保育所での受入れ等､必要な調整を行うものとする｡ 

県は､大規模停電発生時に電源車の配備等､関係省庁､電気事業者等から円滑な支援が受けられるよう､  

あらかじめ､要配慮者に関わる社会福祉施設､病院等の人命に関わる重要施設が保有する施設の非常用電源 

の設置状況､最大燃料備蓄量､燃料確保先､給油口規格等を収集･整理し､ﾘｽﾄ化を行うよう努める｡ 

 

3.外国人の安全確保対策 

町は､日本語を理解できない外国人のために､外国語によるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成･配布､防災標識への外国語の付記

等を実施し､防災知識の普及･啓発に努める｡ 

 

4.避難所の要配慮者対策 

(1) 指定避難所の整備 

あらかじめ指定避難所として指定された施設の管理者は､施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化など高齢者や障がい者等の利用 

に配慮した施設の整備に努める｡ 

(2) 支援体制の整備 

町は､避難所における高齢者､障がい者等の食事の介助や生活支援物資の供給などの支援体制を確保する 

ため､福祉関係団体､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの連携協力体制の整備に努める｡ 

(3) 公的施設等への受入れ体制の整備 

避難所での生活は､要配慮者には厳しい環境となることが考えられるため､町及び社会福祉施設の管理者 

は､要配慮者を避難所から公的施設､公的住宅又は社会福祉施設へ早期に受入れが可能となるよう､あらか 

じめその体制の整備を進めておく｡ 

 

第9項 帰宅困難者への対策 

町は､災害の発生により交通機能が停止し､速やかに帰宅することができない帰宅困難者が発生した場合に備

え､一時的な宿泊場所､食料､飲料水､ﾄｲﾚ等の提供が可能となるよう､帰宅困難者を保護できる施設との協定を結

ぶなど一時滞在施設の確保に努める｡ 

 

第10項 食料､飲料水及び生活必需品等の調達 

地震発生時における町民の生活を確保し､応急対策活動及び復旧対策活動を迅速かつ円滑に行うために､外

部支援の時期を想定し､各地域の地理的条件等も踏まえながら､平常時から食料､生活必需品等の備蓄に努める

とともに､訓練等を通じて物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うなど調達･輸送体制を確立しておくものと

する｡ 

また､町は､町民及び事業所に対して､備蓄に関する啓発を行うとともに､小口･混載の支援物資を送ることは
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被災地の負担になることなど､被災地支援に対する知識を整理するとともに､その知識の普及に努めるものとす

る｡ 

大規模な地震災害では､物資を調達し､配布されるまで日数を要することから､食料や飲料水をはじめ服用薬

など日常生活を送るうえで必要な品物について､連携して県民自らが備蓄を行うよう呼びかけていくものとす

る｡ 

 

1.食料 

(1) 食料確保の役割分担 

① 県 

県は､町への支援を目的として､必要な物資の備蓄及び調達体制の整備を行うものとする｡ 

なお､県単独での物資の調達が困難と判断した場合､物資調達･輸送調達等ｼｽﾃﾑにより国に対して 

要請を行う｡ 

② 町 

町は､独自では食料､飲料水､生活必需品等の確保が困難となった場合に備え､食料､飲料水､生活必需 

品､燃料､ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ､土のう袋等の必要な物資について備蓄を行うとともに､県内外の市町村との相互応援 

協定のほか､供給可能な業者等との協定の締結など､それら必要な物資等の調達体制の整備を行うとと 

もに､物資調達･輸送調達等支援ｼｽﾃﾑを活用し､あらかじめ備蓄物資や物資拠点の登録に努める｡ 

なお､町単独での物資の調達が困難と判断した場合､物資調達･輸送調達等支援ｼｽﾃﾑにより県に対して 

要請を行えるよう体制を整備する｡ 

③ 町民等 

町民及び事業所は､災害時に持ち出しできる状態で2日~3日分の食料を備蓄しておくよう努める｡ 

なお､家庭においては､高齢者用､乳幼児用等の食料にも考慮するなど､実情に応じた食料備蓄を行う 

よう努める｡ 

(2) 食料の備蓄､調達体制 

食料の品目としては､精米､乾ﾊﾟﾝ､おかゆ袋､ｱﾙﾌｧ米､ﾊﾟﾝ､おにぎり､弁当､即席めん､缶詰､育児用調製粉乳､ 

生鮮食料品等とする｡ 

① 精米､乾ﾊﾟﾝ 

県は､震災時における精米を調達するため､県内の米穀出荷･販売事業者への手持ちの精米の供給を要請 

する｡ 

② その他の食料 

町は､ﾊﾟﾝ､おにぎり等のその他の食料について､災害時に､関係団体､民間企業等に対し､直ちに出荷 

要請を行うことができるよう､平常時から体制の整備を図るとともに､調達可能量の把握に努める｡ 

また､ｱﾚﾙｷﾞｰや疾病､育児等によって食に配慮を要する人向けの食品(育児用調製粉乳等)や栄養ﾊﾞﾗﾝｽ 

に配慮するための生鮮食料品等についても､必要に応じ供給できるよう備蓄又は調達体制を整備する｡ 

③ 備蓄方法 

町は､大規模な地震災害が発生した場合には､物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという 

認識に立って､初期の対応に十分な量を備蓄するほか､物資の性格に応じ､集中備蓄､指定避難所の位置を 

勘案した分散備蓄あるいは流通備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに､備蓄拠点を設けるな 

ど体制の整備に努める｡ 
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2.飲料水の確保及び資機材の整備等 

町及び水道事業者等は､相互応援協定の締結等を図り､応急給水用の飲料水の確保に努める｡(1人1日3ﾘｯﾄﾙ) 

町及び水道事業者等は､給水ﾀﾝｸ車､ﾎﾟﾘ容器などの必要な資機材の整備に努める｡ 

また､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰやお茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料についても､民間事業者等との協定締結を図るなど必要に応じて備蓄

を行うものとする｡ 

 

3.生活必需品 

(1) 備蓄 

① 備蓄品目 

町は､地震災害時に被災者に対して供給するため､衣料､寝具その他生活必需品の備蓄に努める｡ 

また､関係団体や民間企業等に対し､直ちに出荷要請を行うことができるよう､協定の締結など体制の整 

備を図るとともに､調達可能量(流通在庫､製造能力など)の把握に努める｡ 

町は､平時から訓練等を通じて物資の備蓄状況や輸送手段の確認を行うとともに､協定を締結した関係 

団体や民間企業等の災害時の連絡先､要請手続等の確認を行うよう努める｡ 

② 備蓄方法 

町は､備蓄にあたって､物資の性格に応じ､集中備蓄あるいは分散備蓄を行うものとする｡ 

(2) 調達体制 

町は､震災時に､関係団体､民間企業等に対し､出荷要請を行うことができるよう､協定の締結など体制の 

整備を図るとともに､調達可能量(流通在庫､製造能力など)の把握に努める｡ 

 

4.医薬品 

町は､地区医師会､地区薬剤師会､医薬品等卸売業者､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給状

況を把握するとともに､需給状況から必要と認める場合には､関係団体等に供給の要請を行う｡ 

県は､町､佐賀県医師会､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県薬剤師会､佐賀県医薬品卸業協会､佐賀県医療機器協

会､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給状況を把握するとともに､町から要請があった場合又

は需給状況から自ら必要と認める場合は関係団体等に供給の要請を行う｡ 

 

第11項 防災訓練 

広範囲にかつ同時に発生する地震災害に対して､被害を最小限に食い止めるためには､地域防災計画等を熟知

し､災害発生時の対応能力を高め､防災機関相互間及び防災機関と町民等の間における連絡協調体制の確立や､

町民への防災知識の普及に大きな効果のある防災訓練の不断の実施が必要であり､各防災関係機関及び要配慮

者を含めた地域住民等の地域に関する多様な主体は､次の防災訓練の実施に積極的かつ継続的に取り組むもの

とする｡ 

訓練を行うに当たっては､訓練の目的を具体的に設定したうえで､被害の想定を明らかにするとともに､あら

かじめ設定した訓練効果が得られるように訓練参加者､使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて

具体的な設定を行い､参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫するも

のとする｡この際､各機関の救援活動等の連携強化に留意するものとする｡ 

また､災害対応業務に習熟するための訓練に加え､課題を発見するための訓練の実施にも努めるものとする｡ 
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1.県 

 大規模災害の発生を想定し､災害発生直後における県､町及び防災機関等が実施すべき各種応急対策の実践を

通じて､防災対策の習熟と防災機関相互の協力､連携体制の確立など地域防災計画の検証を行う｡ 

 

2.町 

防災訓練については地域防災計画に定め､その実施にあたっては､必要に応じ､国､県､他の市町､消防機関及び

その他の防災機関等と連携して行うこととする｡ 

また､自主防災組織及び地域の町民の積極的な参加を促し､地域の特性を踏まえた内容に努める｡ 

(1) 防災訓練の実施責務と協力 

災害対策基本法第48条及び水防法(昭和24年法律第193号)第28条に基づき､災害応急対策の完全遂行を 

図るため､関係機関が緊密な連携をとり､総合的かつ計画的な訓練を実施する｡ 

① 町は､他の災害予防責任者(災害対策基本法第47条第1項に定める災害予防責任者をいう｡)と共同して 

必要な防災訓練を行うものとする｡ 

② 災害予防責任者の属する機関の職員等は､防災訓練計画の定めるところにより､参加するものとする｡ 

③ 町民その他関係団体は､災害予防責任者の行う防災訓練に参加するものとする｡ 

(2) 訓練計画 

① 災害発生時の広報､情報伝達及び収集 

② 避難誘導､避難指示及び警戒区域の設定 

③ 避難行動要支援者の安全確保 

④ 消防､水防活動 

⑤ 救助･救急･医療活動､防疫 

⑥ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動体制の確立 

⑦ 食料･飲料水､医療その他の救援活動 

⑧ 被災者に対する生活情報の提供 

⑨ 避難所の設置運営 

(3) 実施計画 

① 防災機関 

災害発生時の活動の要となる防災機関については､その処理すべき事務又は業務を的確かつ迅速に 

処理することが要求されるため､個別に訓練を繰り返し実施する必要がある｡このため､町をはじめと 

する防災機関は､単独又は共同で次の個別防災訓練を実施し､災害対応能力の向上に努める｡ 

ｱ 参集(非常呼集)訓練 

ｲ 災害対策本部等設置訓練 

ｳ 水防訓練 

ｴ 消防訓練 

ｵ 避難(誘導)訓練 

ｶ 情報収集伝達(通信)訓練 

ｷ 救出･救護訓練 

ｸ 輸送訓練 

ｹ その他必要な訓練 
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② 広域防災訓練 

相互応援協定に基づき､広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにするため､相互応援に関す 

る広域防災訓練の実施に努めるものとする｡ 

③ 事業所､自主防災組織及び町民 

町民の生命･財産の安全を確保するためには､町民の協力が必要不可欠である｡ 

このため､災害時に的確な行動がとれるよう､様々な機会をとらえて訓練を実施する｡ 

④ 事業所(防火管理者)における訓練 

学校等､病院､社会福祉施設､工場､商業施設及びその他消防法で定められた事業所(施設)の防火管理 

者は､その定める消防計画に基づき､避難訓練､消火訓練､通報訓練を実施する｡ 

また､町､消防署及び地域の防災組織の行う訓練に参加するよう努める｡ 

⑤ 自主防災組織における訓練 

各自主防災組織は､町民の防災意識の向上及び防災機関との連携を図るため､町及び消防署等により 

訓練を実施する｡ 

(4) 訓練時期･場所 

① 訓練の時期 

｢防災週間｣及び｢防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ週間｣等訓練を行なうのに最も訓練効果のある時期を選んで実施する 

ものとする｡ 

② 訓練の場所 

訓練内容､規模により最も訓練効果をあげ得る場所を選んで実施するものとする｡ 

なお､訓練実施に際し､町民参加を求める場合は､高齢者､障害者､外国人､乳幼児等災害弱者に十分な 

配慮を行なうものとする｡ 

(5) 訓練の検証 

訓練の実施後は､訓練結果の事後評価を通じて課題を明らかにし､その改善に努めるものとする｡  
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《防災訓練計画》 

区  分 実施主体 実施期間 実施場所 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

別 

 

訓 

 

練 

水防訓練 

総務課及び関

係課 

消防団 

水害時期前 水害危険地 

図上又は実地訓練 

必要に応じ県と合同又は他の訓

練と併合して実施 

消防訓練 

消防署 

総務課 

消防団 

火災時期前 火災危険地 

図上又は実地訓練 

必要により他の訓練と併合して

実施 

災害救助訓練 

県 

消防関係機関 

災害救助機関 

適切な時期 適切な場所 

災害想定により､救助救援を円

滑に遂行するため､医療救護､人

命救出､炊出し､その他関連活動

を個別又は併合して実施 

情報伝達訓練 

総務課及び関

係課 

関係機関 

適 宜 適 宜 

気象予警報､指示､命令等の伝

達､情報収集､報告等について個

別又は併合して実施 

非常招集訓練 

応急対策を行なうため必要な人

員の的確かつ迅速な招集を図る

ため､個別又は併合して実施 

避難訓練 

被災のおそれがある地域､学校､

病院､育児施設等を中心として､

個別又は併合して実施 

総合訓練 

県 

町 

関係機関 

台風時期前 適切な場所 

町､県､町民､その他防災機関が

一体となり､総合的な防災訓練

を実施 

 

 

第12項 災害復旧･復興への備え 

1.災害廃棄物の発生への対応 

町は､大量の災害廃棄物の発生に備え､関係団体と連携して､平常時から広域処理体制等の確立及び十分な大

きさの仮置き場･最終処分場の確保に努めるとともに､広域処理を行う地域単位で､平時の処理能力について計

画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し､災害時における廃棄物処理機能の多重性

や代替性の確保を図るものとする｡ 

(1) 町の災害廃棄物処理計画 

町は､災害廃棄物対策指針又は大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に基づき､円滑･迅 

速に災害廃棄物を処理できるよう､災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針､一般廃棄物(指定避難所のご 

みや仮設ﾄｲﾚのし尿など)の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制､周辺市町との連携･協力の在り方に 

ついて､災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする｡ 
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【地震災害時の廃棄物処理計画に盛り込む内容】 

① 被災地域の予測 

② 災害廃棄物発生予測量 

③ 仮置場の確保と配置計画･運営計画 

④ 仮設ﾄｲﾚ調達､設置､運営計画 

⑤ 排出ﾙｰﾙ(分別)､収集運搬､仮置場､中間処理及び最終処分場等の処理手順(特に最終処分先の確保) 

⑥ 町で処理が困難な場合を想定した周辺市町との協力体制 

⑦ 仮置場での破砕･分別体制 

⑧ 収集処理過程における粉じん･消臭等の環境対策 

⑨ 収集運搬車輌とﾙｰﾄ計画 

⑩ 災害に備えた資機材の備蓄計画(停電に備え､発電機等を整備したほうが望ましい) 

⑪ 住民への広報(分別排出､仮置場などについて) 

(2) 建物の耐震化等 

県､市町､防災関係機関及び建築物の所有者は､地震による災害廃棄物の発生を抑制するため､建築物の 

耐震化等に努める｡ 

(3) 大量に生じた災害廃棄物への備え 

県及び市町は､大量の災害廃棄物の発生に備え､関係団体と連携して､平常時から広域処理体制の確立 

及び十分な大きさの仮置場･最終処分場の確保に努めるとともに､広域処理を行う地域単位で､平時の処 

理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し､災害時における 

廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする｡ 

 

2.各種ﾃﾞｰﾀの整備保全 

町は､復興の円滑化のため､あらかじめ､戸籍､住民基本台帳､不動産登記､地籍､公共施設･地下埋設物等情

報及び測量図面等各種ﾃﾞｰﾀの整備保存並びにﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制を整備しておくものとする｡ 

また､重要な所管施設の構造図､基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに､資料の被災を回避する

ため､複製を別途保存するよう努めるものとする｡ 

 

3.罹災証明書の発行体制の整備 

町は､災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう､住家被害の調査や罹災証明の交付の担当部局

を定め､住家被害の調査の担当者の育成､他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結､応援の受入れ

体制の構築等を計画的に進めるなど､罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとす

る｡ 

また､建築士等の専門家との協定締結､罹災証明書の様式､交付申請の受付会場をあらかじめ定めておく

こと等により､災害時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする｡ 

さらに､効率的な罹災証明書の交付のため､当該業務を支援するｼｽﾃﾑの活用について検討するものとす

る｡町は､住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時の情報共有

体制についてあらかじめ検討し､必要に応じて､発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用

した住家被害の調査･判定を早期に実施できるよう努めるものとする｡ 
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4.復興対策の検討 

町及び防災関係機関は､住民のｺﾝｾﾝｻｽの形成､経済効果のある復興施策､企業の自主復興支援方策､復興過

程における住民の精神保健衛生､復興資金の負担のあり方等災害復興対策についての研究を行うものとす

る｡ 

 

第13項 複合災害対策 

町､国､県及びその他の防災関係機関は､複合災害(同時又は連続して2以上の災害が発生し､それらの影響

が複合化することにより､被害が深刻化し､災害応急対応が困難になる事象)の発生可能性を認識し､防災計

画､防災業務計画等を見直し､備えを充実するものとする｡ 

後発災害の発生が懸念される場合には､災害対応に当たる要員､資機材等について､先発災害に多くを動

員し後発災害に不足が生じるなど､望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ､要員･資機材

の投入判断を行うようﾏﾆｭｱﾙ等であらかじめ定めるとともに､外部からの支援を早期に要請するものとす

る｡また､様々な複合災害を想定した机上訓練を行い､結果を踏まえてﾏﾆｭｱﾙ等の見直しに努めるとともに､

発生の可能性のある複合災害を想定した要員の参集､合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に

努めるものとする｡ 
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第3節 地震被害の想定 

第1項 基本的考え方 

地震･津波災害対策の検討･推進に当たっては､地域特性や科学的知見等を踏まえ､あらゆる可能性を考慮して

起こり得る最大ｸﾗｽの地震･津波を想定するとともに､当該地震･津波による被害の程度を明確化した上で､その

軽減に向けて取り組むことが肝要である｡ 

本節においては､下記の調査結果等を基に､本計画に基づく災害対策の基礎となる､地震･津波の被害想定等を設

定する｡ 

■ 佐賀県地震被害等予測調査(平成25~26年度 佐賀県危機管理防災課) 

■ 佐賀県津波防災対策調査(平成26~27年度 佐賀県農山漁村課) 

■ 佐賀県地震･津波減災対策調査(平成27年度 佐賀県危機管理防災課) 

※ 被害想定等の取扱いについては､ 

○震度分布･浸水想定域については､災害対策の基礎資料とするため､全体として被害が最大規模となるように

震源等のﾓﾃﾞﾙを設定したものであり､個別地点における最大ｸﾗｽの地震･津波を想定したものではなく､また将来

に起こる地震･津波の予測を目的として作成したものではないこと 

○被害想定については､過去の国内で起こった大地震における震度や被害状況の統計ﾃﾞｰﾀ等を用いて被害量を

算定･作成したものであり､実際の個別施設の構造･耐震性能等を評価し反映させたものではないことなどに留

意すること｡ 

 

第2項 地震による被害の想定 

1.想定地震の設定 

(1) 想定候補となる地震 

佐賀県内及び周辺地域の14の活断層のうち､佐賀県地域防災計画では県内への影響が大きい5つの断層(帯) 

について､詳細検討を行う地震のﾓﾃﾞﾙとして設定している｡ 

①佐賀平野北縁断層帯 

②日向峠-小笠木峠断層帯 

③城山南断層 

④西葉断層  

⑤楠久断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        出典：佐賀県地域防災計画 
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① 佐賀平野北縁断層帯の特性化震源ﾓﾃﾞﾙ(*1) 

県内への影響が最大になる地震として､強震動生成域(*2)が3つの場合を2ｹｰｽ､強震動生成域が2つの

場合を2ｹｰｽ及び強震動生成域が1つの場合を1ｹｰｽ､計5ｹｰｽの地震動を予測｡ 

② その他の断層の特性化震源ﾓﾃﾞﾙ 

他の断層についても､県内への影響が大きくなるように､県域に近い位置ないし県内に強震動生成域 

を配置してﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定｡ 

･ 日向峠-小笠木峠断層帯 

強震動生成域は1つとし､鳥栖市､基山町などへの影響が大きくなるように､断層の南東部に設定｡ 

･ 城山南断層 

強震動生成域は1つとし､唐津市付近への影響が大きくなるように断層の北西部に設定｡ 

･ 楠久断層 

断層の長さは18kmに設定した｡強震動生成域の数は1つとし､伊万里市付近への影響が大きくな 

るように､断層の南東部に設定｡ 

･ 西葉断層 

断層の長さは18kmに設定した｡強震動生成域の数は1つとし､佐賀県内への影響が大きくなるよ 

うに､断層の中央付近に設定｡ 
 

【震源として検討した断層の巨視的ﾊﾟﾗﾒｰﾀ】 

断層(帯)名 

断層の長さ 
(km) 

走向 
(°) 

傾斜 
(°) 

上端 
深さ 
(km) 

幅 
(km) 

ﾏｸﾞﾆ 
ﾁｭｰﾄﾞ 

M 

ﾓｰﾒﾝﾄ 
ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ
※7
 

Mw 

計算用 
断層ﾓﾃﾞﾙ 
(km) 

既往 
資料 

検 討
上 の
長さ 

長さ 幅 

佐賀平野北縁断層帯 38 38 79 
80S→ 
60S 

3→2 17 7.5 6.9 40 18 

日向峠-小笠木峠断層帯 28 28 305 90 3→1 15 7.2 6.7 28 16 

城山南断層 19.5 19.5 118.6 90 3→1 17 7.0 6.5 20 18 

西葉断層 3.5 18 143 75SW 3→2 18 6.9 6.5 18 18 

楠久断層 8.6 18 116 90 3 18 6.9 6.5 18 18 

                               出典:佐賀県地域防災計画 
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(2) 地震動の想定 

詳細法による計算で求めた地震動の予測結果は次のとおりである(佐賀平野北縁断層帯については､5ｹｰｽ中､ 

最も被害が出ると考えられる2ｹｰｽを掲載)｡ 

≪佐賀平野北縁断層帯(強震動生成域3つ･西側大)による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪佐賀平野北縁断層帯(強震動生成域3つ･中央大)による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断層面 

強震動生成域 

強震動生成域 

断層面 
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≪日向峠-小笠木峠断層帯による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪城山南断層による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強震動生成域 

断層面：傾斜 90°のた
め直線で表現 

強震動生成域 

断層面：傾斜 90°のた
め直線で表現 
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≪西葉断層による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪楠久断層による地震≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強震動生成域 

断層面 

強震動生成域 

断層面：傾斜 90°のた
め直線で表現 
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≪各断層(帯)による地震で予測される地表計測震度の最大値による地域区分≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典:佐賀県地域防災計画 

 

【用語の解説】 

*1 : 特性化震源ﾓﾃﾞﾙ 
強震動予測で特に重要と考えられている周波数帯域(周期1秒前後)の地震動を評価可能なように単純化され

た震源ﾓﾃﾞﾙ｡実際の地震の震源破壊過程は､非常に複雑な現象であるが､目的を絞りﾓﾃﾞﾙを単純化することによ
り､震源ﾓﾃﾞﾙを記述するﾊﾟﾗﾒｰﾀ数が減少する｡ 
 
*2 : 強震動生成域 
断層面のなかで特に強い地震波(強震動)を発生させる領域であり､従前はｱｽﾍﾟﾘﾃｨと呼ばれていた｡地震は､地

下の岩盤が急激にずれることによって生じる｡また,その岩盤のずれは決して断層面全体にわたって一様ではな
く,大きくずれるところとほとんどずれないところがある｡通常は強く固着しているが,地震時に急に大きくず
れるところであり､つまり強い地震動を発生する領域となる｡なお､ｱｽﾍﾟﾘﾃｨとは､英語のAsperityのことで､｢ざ
らざらしていること､隆起｣という意味である｡ 

  

最大震度の地震 
佐賀平野北縁断層帯 
日向峠－小笠木峠断層帯 
城山南断層帯 
西葉断層 
楠久断層 

※県内の各地点を各断層による地震の地表計測震度からみた場合に
その地点でどれが優勢かで色分け 

佐賀平野北縁断層帯 
(強震動生成域３つ・西側大) 

日向峠―小笠木断層帯 
城山南断層 

楠久断層 

西葉断層 
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2.想定地震による被害の想定 

想定地震による地震被害想定は､揺れによる建物被害想定､液状化による建物被害想定､急傾斜地崩壊による

建物被害想定､地震火災による焼失棟数想定､各種地震被害による人的被害想定､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被害想定､交通施設の

被害想定､生活支障の想定､災害廃棄物の想定､経済被害の想定を､主に中央防災会議南海ﾄﾗﾌ巨大地震対策検討ﾜ

ｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟによる手法を用いて行っている｡ 

被害想定は､建物被害については､火器の使用が一年中で最も多く､火災の被害が最も多くなる冬の夕方18時

のｹｰｽを想定し､人的被害については､大多数の人が住宅におり､住宅による死傷者数が最も多くなる冬の深夜

を想定している｡ 

佐賀県地震被害等予測調査結果に基づき､県が示した本町の地震被害の予測結果は次のとおりである｡ 

 

               地震の被害想定結果一覧表:白石町    

    震源･断層 佐賀平野北縁 佐賀平野北縁 日向峠- 

小笠木峠 

断層帯 

城山南断層 楠久断層 西葉断層      断層帯  断層帯  

  被害項目   ｹー ｽ3 ｹー ｽ4 

  建物棟数(棟) 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 

  全壊･焼失棟数(棟) 約890 約900 0 0 0 約130 

建物被害   全壊･焼失率(%) 4.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.7 

  半壊棟数(棟) 約2,900 約2800 0 0 約10 約900 

    半壊率(%) 15.3 14.7 0.0 0.0 0.1 4.7 

  滞留人口 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

  死亡者(人) 約60 約60 0 0 0 約10 

人的被害   死者率(%) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

  負傷者数(人) 約510 約490 0 0 0 約120 

    負傷者率(%) 2.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.5 

  自力脱出困難者数(人) 約100 約100 0 0 0 約10 

  自力脱出困難者数率(%) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
         
         

(注)今回の被害想定は､ﾏｸﾛの被害を把握する目的で実施しているため､数量はある程度幅をもって見る必要がある｡ 

  概ね 2桁の有効数字となるよう以下の方法で四捨五入を行っており､合計が一致しない場合がある｡  

  ･1,000未満:1の位を四捨五入  ･1,000以上10,000未満:10の位を四捨五入  ･10,000以上:100の位を四捨五入 
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第3項 津波による被害の想定 

1.想定津波の設定 

｢津波防災地域づくりに関する法律｣(平成23年12月14日 法律第123号)及び｢津波浸水想定の設定の手引

き Ver.2.00｣(平成24年10月 国土交通省水管理･国土保全局海岸室､国土技術政策総合研究所河川研究部海

岸研究室)に則して､本町海岸に最大ｸﾗｽの津波を想定し､その津波があった場合に想定される浸水の区域及

び水深を設定する｡ 

(1) 波源の設定 

想定する津波の波源については､以下のとおり設定した｡ 

○有明海沿岸 

･雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動(Mw=7.1) 

･南海ﾄﾗﾌ巨大地震(Mw=9.1) 

※｢南海ﾄﾗﾌの巨大地震ﾓﾃﾞﾙ検討会(第2次報告) 津波断層ﾓﾃﾞﾙ編｣(内閣府 平成24年8月公表)におけるｹｰｽ5及びｹｰｽ11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波の概要及び浸水想定 

波源による津波の予測結果は次のとおりである｡ 

なお､浸水想定図については､単独波源ではなく､有明海側の各波源の予測結果を重ね合わせ､最大とな

る浸水域及び浸水深を示している｡ 

潮  位:初期潮位は､有明海沿岸海岸保全基本計画に記載されている朔望平均満潮位を採用し､TP2.72mに   

設定した｡また､河川内の水位については､平水流量又は沿岸の朔望平均満潮位と同じ水位にした｡ 

堤  防:耐震性の技術的評価がなされていない堤防については､地震発生後すぐに､震度等に関係なく一

律に堤防高の75%が沈下するものとした｡ 
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【想定最大津波高等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 明 海 沿 岸 

想 定 最 大 津 波 高 最大津波到達時間 
( ( 3 )の到達時間) 

(4) 
最 大 津 波 波 高 

() 
潮 位 ( T P ) 

(2) 
最大津波高 ( T P ) 
( 3 ) = ( 1 ) + ( 2 ) 

佐 賀 市 0.48m 2.72m 3.2m 286分 

小 城 市 0.38m 2.72m 3.1m 290分 

白 石 町 0.48m 2.72m 3.2m 289分 

鹿 島 市 0.48m 2.72m 3.2m 299分 

太 良 町 0.78m 2.72m 3.5m 48分 
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【浸水想定図(有明海)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:佐賀県地域防災計画 

※ 有明海側については､太良町の一部を除いて､海岸堤防からの浸水箇所はほとんどなく､浸水箇所のほと
んどは河川堤防からの流入となっている(ほとんどは津波による直接の浸水ではない)｡これは､堤防沈下条
件(耐震性の技術的評価がなされていなければ､地震発生後すぐに､震度等に関係なく一律に堤防高の75%が
沈下する)に起因するものである｡ 
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2.想定津波による被害の想定 

有明海における津波の被害想定は､波源位置が佐賀県に距離的に近い雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯

の連動による地震を波源として設定し､主に中央防災会議南海ﾄﾗﾌ巨大地震対策検討ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟによる手法を

用いて行っている｡ 

ただし､有明海側の人的被害(死者･負傷者)については､浸水想定における河川堤防の沈下に係る条件設定に

起因し､地震発生直後から(津波到達よりも前に)堤内側に浸水する現象が多く発生する一方､津波による直接の

浸水ではないことから､内閣府の大規模水害の被害想定等を参考に､手法を一部改良したものである｡ 

被害想定は､時間帯別の滞留人口の違いを考慮し､次の3つの被害ｼｰﾝで実施した｡ 

･ 深夜   人口のほとんどが住宅にいるｹｰｽ 

･ 昼12時  人口が事務所･学校に移動しているｹｰｽ 

･ 夕18時  上記2つの中間時間帯のｹｰｽ 

夏季の海水浴客については全ての海水浴場の入込客数ﾃﾞｰﾀが揃っていないため考慮しないこととしたこと､  

火災の被害(火器の使用)は津波被害には影響しないことなどから､津波の被害想定に当たっては､地震の被害想

定とは異なり夏と冬との季節区分は設定していない｡ 

一方で､発災の時間帯に起因する被害の増減の要因として､夜間における避難開始の遅れや避難速度の低下に

ついては考慮にされている｡ 

また､人的被害については､避難の開始時期によっても変わってくることから､次の①~②)の4ｹｰｽを想定して

検討した｡ 

【避難の有無､避難開始時期の設定(中央防災会議)】 

 

避難行動別の比率 

避難する 

切迫避難 
あるいは 
避難しない 

すぐに避難する 

(直接避難) 

避難するが 
すぐには避難 

しない 

(用事後避難) 

① 早期避難者比率が低い場合 20% 50% 30% 

② 早期避難者比率が高い場合 70% 20% 10% 

③ 早期避難者比率が高い場合(避難呼びかけ) 70% 30% 0% 

④ 全員が発災後すぐに避難を開始した場合 100% 0% 0% 
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津波の被害想定の結果一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（棟、％,）

全壊 半壊
計

（全半壊）

玄界灘側 116,000 約 30 約 590 約 620 0.5%

有明海側 226,000 約 210 約 6,900 約 7,100 3.1%

（注）今回の被害想定は、マクロの被害を把握する目的で実施しているため、数量はある程度幅をもって見る必要がある。
      概ね2桁の有効数字となるよう以下の方法で四捨五入を行っており、合計が一致しない場合がある。
　　　　　・1,000未満　：　1の位を四捨五入　　　・1,000以上10,000未満　：　10の位を四捨五入
　　    　・10,000以上　：　100の位を四捨五入

雲仙地溝帯南縁東部断層帯と西
部断層帯の連動の地震波源

F60断層（西山断層）による地震
波源

位置断層名 建物棟数

津波

全半壊率

冬深夜 夏12時 冬18時 冬深夜 夏12時 冬18時

建物棟数（棟）

全壊（棟）

　建物被害 半壊（棟）

計（全半壊）（棟）

全半壊率（％）

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約30 約40 約30 約260 約180 約210

負傷者（人） 約340 約340 約330 約2,600 約1,800 約2,000

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

負傷者率（％） 0.2 0.2 0.2 0.7 0.5 0.5

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約20 約20 約20 約90 約60 約70

負傷者（人） 約230 約240 約240 約1,500 約970 約1,100

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約10 約10 約10 約10 約10 約10

負傷者（人） 約180 約200 約190 約1,100 約630 約770

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約10 約10 約10 約10 約10 約10

負傷者（人） 約170 約190 約190 約980 約560 約690

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2

災害廃棄物（㎥）

　災害廃棄物等 津波堆積物（㎥）

計（㎥）

約16,000

約2,823,000 ～ 約4,516,000

約2,839,000 ～ 約4,532,000

早期避難者比率が
高い場合

早期避難者比率が
高い場合

＋
避難呼びかけ

全員が発災後すぐに

避難を開始した場合

約2,800

約229,000 ～ 約366,000

約232,000 ～ 約369,000

約7,100

0.5 3.1

西山断層帯
雲仙地溝帯

南縁東部断層帯と西部断層帯

の連動地震

早期避難者比率が
低い場合

玄界灘 有明海

人

的

被
害

116,000 226,000

約30 約210

約590 約6,900

約620

冬深夜 夏12時 冬18時 冬深夜 夏12時 冬18時

建物棟数（棟）

全壊（棟）

　建物被害 半壊（棟）

計（全半壊）（棟）

全半壊率（％）

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約30 約40 約30 約260 約180 約210

負傷者（人） 約340 約340 約330 約2,600 約1,800 約2,000

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

負傷者率（％） 0.2 0.2 0.2 0.7 0.5 0.5

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約20 約20 約20 約90 約60 約70

負傷者（人） 約230 約240 約240 約1,500 約970 約1,100

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約10 約10 約10 約10 約10 約10

負傷者（人） 約180 約200 約190 約1,100 約630 約770

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2

滞留人口（人） 190,000 190,000 190,000 387,000 397,000 393,000

死者（人） 約10 約10 約10 約10 約10 約10

負傷者（人） 約170 約190 約190 約980 約560 約690

死者率（％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

負傷者率（％） 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2

災害廃棄物（㎥）

　災害廃棄物等 津波堆積物（㎥）

計（㎥）

約16,000

約2,823,000 ～ 約4,516,000

約2,839,000 ～ 約4,532,000

早期避難者比率が
高い場合

早期避難者比率が
高い場合

＋
避難呼びかけ

全員が発災後すぐに

避難を開始した場合

約2,800

約229,000 ～ 約366,000

約232,000 ～ 約369,000

約7,100

0.5 3.1

西山断層帯
雲仙地溝帯

南縁東部断層帯と西部断層帯

の連動地震

早期避難者比率が
低い場合

玄界灘 有明海

人

的

被
害

116,000 226,000

約30 約210

約590 約6,900

約620
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第 4節 町民等の防災活動の推進 

第1項 防災思想･知識の普及 

1.職員への防災教育の実施 

地震発生時に､この計画に基づく災害応急対策を実行する主体となる防災機関の職員は､地震に対する豊富な

知識が必要であるとともに､適切な判断力が要求される｡ 

このため､防災機関は､職員に対して､各種の研修等の場を通じて､防災知識の普及､意識の高揚を図るととも

に､災害応急活動のためのﾏﾆｭｱﾙを作成し､災害への対応力の向上を図るなど､防災教育の普及徹底を図る｡ 

(1) 研修会 

町及び防災機関は､職員に対して､災害対策関係法令の趣旨の徹底と円滑な運用を図るとともに､必要に応 

じて､消防､水防､土木､建築､その他地震対策に必要な技術の修得を図るための研修会を実施する｡ 

(2) 講習会 

町及び防災機関は､地震の原因､対策等の科学的専門的知識の職員への普及を図るため､学識経験者又は 

関係機関の専門職員等を講師とした講習会を実施する｡ 

(3) 現地調査等 

町及び防災機関の職員は､災害危険地域の現地調査を行い､現状の把握と対策の検討を行うとともに､防 

災関係施設､防災関係研究機関の視察等を通じて知識の普及を図る｡ 

(4) 災害対応ﾏﾆｭｱﾙの周知徹底 

防災機関は､災害対応ﾏﾆｭｱﾙを作成した場合は､その内容について他の防災機関に通知するとともに､ 

職員に対して内容の周知徹底を図る｡ 

(5) 避難所の運営 

町は､ﾏﾆｭｱﾙの作成､訓練等を通じて､避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるものと 

する｡この際､住民等への普及に当たっては､住民が主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める｡ 

 

2.町民に対する普及啓発､防災学習の推進 

町及び防災機関は､町民に対して､単独又は共同して､防災の基本である｢自らの身の安全は自らが守る｣とい

う自主防災思想や､災害予防措置､避難方法等の防災知識を普及するための学校教育､社会教育の実施に努める｡ 

この際､教育機関､民間団体等との密接な連携の下､防災に関するﾃｷｽﾄやﾏﾆｭｱﾙの配布､有識者による研修や講

演会､実地研修の開催等に努めるものとする｡ 

防災知識の普及にあたっては､要配慮者を支援する体制を整備されるよう努めるとともに､被災時の男女のﾆｰ

ｽﾞの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする｡ 

なお､町及び県は､地震発生後1週間程度は､最初の大地震と同程度の地震の発生に注意し､特に2~3日程度は大

地震が引き続き発生しやすいことを踏まえ注意を呼びかける｡ 

(1) 防災知識の普及･啓発等 

町は､住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため､防災に関する様々な 

動向や各種ﾃﾞｰﾀを分かりやすく発信するものとする｡ 

災害による人的被害を軽減する方策は､町民等の避難行動が基本となることを踏まえ､警報等や避難 

指示等の意味と内容の説明など､啓発活動を町民等に対して行うものとする｡ 

また､町及び防災関係機関は､防災週間及び防災関連行事等を通じ､住民に対し､地震災害時のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

結果等などを示しながらその危険性を周知するとともに､次の事項について普及･啓発を図る｡ 
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① ｢最低3日間､推奨1週間｣分の食料､飲料水､携帯ﾄｲﾚ･簡易ﾄｲﾚ､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等 の備蓄､非常持出品(救急箱､ 

懐中電灯､ﾗｼﾞｵ､乾電池等)の準備､自動車へのこまめな満ﾀﾝ給油､負傷の防止や避難路の確保の観点からの 

家具･ﾌﾞﾛｯｸ塀等の転倒防止対策､飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備､保 

険･共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防･安全対策 

② 様々な条件下(家屋内､路上､自動車運転中等)で地震発生時にとるべき行動､避難場所や避難所での行動 

③ 災害時の家族内の連絡体制等(連絡方法や避難ﾙｰﾙの取決め等)について､あらかじめ決めておくこと 

(2) 緊急地震速報(警報)の発表等 

緊急地震速報(警報)は､地震による強い揺れが来る前に､これから強い揺れが来ることを知らせる警報で 

ある｡気象庁は､震度5弱以上の揺れが予想された場合に､震度4以上が予想される地域に対し､緊急地震速報 

(警報)を発表する｡日本放送協会(NHK)は､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵを通じて住民に提供する｡なお､震度6弱以上の揺れを予 

想した緊急地震速報(警報)は､地震動特別警報に位置づけられる｡佐賀地方気象台は､県､市町､各防災関係 

機関等の協力を得て緊急地震速報の利用の心得などの周知･広報に努める｡ 

(3) 地震･津波対策ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾁﾗｼ等の作成配布 

町は､地域の防災対策を的確に進める観点から､地域防災ｱｾｽﾒﾝﾄを行うとともに､町民の適切な 避難や 

防災活動に資するﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ､防災ﾏｯﾌﾟ､平常時の心構えや地震時の行動ﾏﾆｭｱﾙ等を作成し､町民に配布する 

とともに､研修を実施するなど､防災知識の普及に努める｡ 

(4) 報道機関の活用及び協力要請 

災害発生時における混乱及び被害を最小限に押さえるため､報道機関の協力を得て､平常時から町民の 

災害に対する意識の高揚を図る｡ 

(5) 地震防災教育等の推進 

学校等は､生徒等の発達段階に応じて､学校教育を通じて地震防災教育の徹底を図る｡ 

町及び県は､学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理､防災に関する教材(副教本)の充実､ 

防災教育のための指導時間の確保など､防災に関する教育の充実に努めるものとする｡ 

特に､津波災害･土砂災害のﾘｽｸがある学校においては､避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるもの 

とする｡町は､公民館等社会教育施設を活用するなど地域ｺﾐｭﾆﾃｨにおける多様な主体の関わりの中で､一般 

住民向けの専門的･体系的な防災に関する教育の普及促進を図る｡ 

(6) 防災関連設備等の普及 

町及び県は､住民等に対して消火器､ｶﾞｽのﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ､感震ﾌﾞﾚｰｶｰ､家具の転倒防止､非 常持出品等の普及に 

努める｡ 

(7) 地震保険への加入促進 

町民は､地震により被災した住家･家財を速やかに再建するための原資とするため､地震保険に加入し､ 

地震に備えるよう努めるものとする｡なお､町･県は､国や一般社団法人日本損害保険協会など関係団体と 

協力し､広く町民に対して､地震保険の重要性を広報していくよう努める｡ 

(8) 避難における互助の促進について 

避難を行う際､住民相互に声かけや安否確認を行い､避難を実施する｡また､避難生活では､各自が物資 

を持ち寄り､協力するように努める｡ 

(9) 避難所の運営 

町は､ﾏﾆｭｱﾙの作成､訓練等を通じて､避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるものとす 

る｡この際､住民等への普及に当たっては､住民が主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める｡ 
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第2項 消防団の育成強化 

消防団は将来にわたり､地域防災力の中核として中核として欠くことのできない代替性のない存在として､救

助･救出活動､警戒巡視活動､災害防御活動､避難誘導活動等をはじめとする防災活動において重要な役割を果た

している｡しかしながら､近年の消防団は､団員数の減少や高齢化等の問題を抱えていることから､その育成強化

を図る｡ 

町は､消防団の育成､強化を図り､地域社会の防災体制の強化を図る｡ 

 

1.消防団員の理解促進 

消防団員の知識･技能等は､地域社会にとって有用であることから､これらを地域社会に広め､住民の防災に関

する意識を高めるとともに､地域住民の消防団活動に対する理解を促進し､消防団への参加､協力の環境づくり

を進める｡ 

 

2.消防団への参加促進 

消防団への参加者が減少の傾向にあることから､事業所に対する協力要請及び従業員の消防団活動に対する

理解の増進に努めるとともに､女性消防団員の加入促進等を通じて消防団への参加を促進する｡ 

 

3.公務員の消防団への入団促進 

公務員の消防団への入団は､地域住民と深いつながりができ､地域住民との密着性の観点から非常に望ましい

ことから､率先して消防団へ参加するよう努めるものとする｡ 

 

4.防団の装備の改善 

消防団の装備は､消防団の活動の充実強化を図るため､安全対策､救助活動､情報通信等の装備について､充実

強化を図るものとする｡ 

 

5.消防団員の教育訓練 

地域防災力の中核となる消防団は､様々な役割を期待されていることから､訓練施設の確保､教育訓練を受け

る機会の充実を図るものとする｡ 

 

6.消防団組織･制度の多様化 

地域住民､女性が参加しやすい組織･制度として特定の災害･活動のみに参加する｢機能別団員･分団制度｣を推

進する｡ 

 

第3項 自主防災組織等の育成強化 

地震による災害は､広い地域にわたり同時多発的に発生し､道路交通や通信手段の混乱等の悪条件も重なるこ

とが予想されることから､防災機関の活動は､その機能を十分に果たせなくなり､災害を受けた地域の全てを救

うことができないことも考えられる｡ 

このような事態に対処するためには､｢自ら守る､みんなで守る｣という意識のもとに､町民自らが､地域社会の

中でお互いに協力して､出火防止､初期消火､被災者の救出･救護､要配慮者への援助､避難並びに指定避難場所及

び指定避難所での活動を自主的に行うことが要求される｡ 
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このため､町は､行政区などの地域において､町民の連帯意識に基づく自主的な防災組織の育成､強化を図るよ

うに努める｡ 

その際には､消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域ｺﾐｭﾆﾃｨの防災体制の充実を図るものとする｡必要

に応じて避難場所の開錠･開放を自主防災組織で担う等､円滑な避難のため､自主防災組織等の地域のｺﾐｭﾆﾃｨを活かし

た避難活動を促進する｡ 

 

1.地域住民等の自主防災組織 

町は､地域防災計画に自主防災組織の役割､地域区分､設置方法､活動内容等､自主防災組織の育成に関する計

画を定め､これに基づき組織化を図るとともに､防災訓練の実施に努める｡ 

町は､組織の核となるﾘｰﾀﾞｰを養成するための研修及び情報提供などによる育成強化並びに多様な世代が参加

できるような環境の整備に努め､これらの組織の日常化､訓練の実施を促進する｡その際には､女性の参画の促進

に努めるものとする｡ 

 

2.組織の育成 

(1) 町民等による自主的な防災組織の育成を図る｡ 

婦人防火ｸﾗﾌﾞ､幼年消防ｸﾗﾌﾞ､事業所等の自衛消防隊､地区自衛消防隊 

(2) 防災意識の高揚を図るため､消防団幹部を中心とした町民の共同作業､ﾘｰﾀﾞｰの育成強化等の指導を行う｡ 

 

3.防災組織の活動範囲 

自主防災組織の活動範囲は､概ね次のとおりとする｡ 

(1) 平常時 

① 防災組織､知識の普及 

② 防災訓練の実施 

③ 火気使用設備器具等の点検 

④ 防災用資機材等の備蓄及び管理 

⑤ 地域内の安全点検 

(2) 災害時 

① 初期消火等の災害活動 

② 情報の収集及び伝達 

③ 避難誘導(避難行動要支援者の援助) 

④ 救出救護 

⑤ 給食給水 

⑥ 避難所運営への協力 

 

4.防災組織の連携 

日常的な通報体制の確立など地区内の他の防災組織との連携･強化を図る｡ 

 

5.活動計画の制定 

組織の効率的な活動を推進するため､地域の規模､態様を十分生かした具体的な活動計画を制定するものと

する｡ 
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6.事業所等の自衛防災組織 

事業所等は､自主防災体制の整備のため､自衛防災組織の設置､災害時行動ﾏﾆｭｱﾙの作成､防災訓練等の実施に

努める｡ 

なお､町は､防災に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うなど､その推進に努める｡ 

 

7.活動拠点及び資機材の充実 

町は､自主防災組織の活動拠点の整備や､救助､救護のための資機材の充実に努める｡ 

 

第4項 企業防災の促進 

1.企業の事業継続計画等 

企業は､災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保､二次災害の防止､事業の継続､地域貢献･地域との共生)

を十分に認識し､自らの自然災害ﾘｽｸを把握するとともに､ﾘｽｸに応じた､ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙとﾘｽｸﾌｧｲﾅﾝｽの組み合わせに

よるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施に努めるものとする｡具体的には､各企業において災害時に重要業務を継続するための事

業継続計画(BCP)を策定するよう努めるとともに､防災体制の整備､防災訓練の実施､事業所の耐震化･耐浪化､損

害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保､予想被害からの復旧計画策定､各計画の点検･見直し､燃

料･電力等の重要なﾗｲﾌﾗｲﾝの供給不足への対応､取引先とのｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの確保等の事業継続上の取組みを継続的

に実施するなど事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)の取組を通じて､防災活動の推進に努める｡特に､食料､飲料水､生活必需

品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は､県及び市町が実施する企

業等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものとする｡ 

また､企業は豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよ

う､ﾃﾚﾜｰｸの実施､時差出勤､計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努める

ものとする｡ 

町及び各企業の民間団体は､企業防災に資する情報の提供等を進めるとともに､企業による事業継続計画

(BCP)の策定や事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(BCM)が一層促進されるよう支援人材の確保等に努める｡また､企業のﾄｯﾌﾟから

一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図り､優良企業表彰､企業の防災に係る取組みの積極的評価等により､

企業の防災力向上の促進を図る｡ 

町は､企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画(BCP)策定支援及び事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

(BCM)構築支援等の高度なﾆｰｽﾞにも的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組む｡また､企

業を地域ｺﾐｭﾆﾃｨの一員としてとらえ､企業に対し地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ､防災に関するｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｽを行う｡ 

町及び商工会･商工会議所は､中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災･減災対策の普及

を促進するため､連携して､事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする｡ 

 

2.要配慮者利用施設の防災体制 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は､介護保険法関係法令等に基づき,自然災害からの避難を

含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする｡ 

 

3.緊急地震速報受信装置等の積極的活用 

企業は､地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止を図

るため､緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものとする｡ 



地震・津波災害対策［第2章 災害予防対策計画］ 

 - 258 - 

第5項 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は､当該地区における防災力の向上を図る

ため､共同して､防災訓練の実施､物資等の備蓄､高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努

めるものとする｡この場合､必要に応じて､当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し､これを地

区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど､当該地区の町と連携して防災活動を行うこととする｡ 

町は､地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有

する事業者から提案を受け､必要があると認めるときは､地域防災計画に地区防災計画を定めるものとする｡ 

 

第6項 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備等 

災害時における町民のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が円滑に行われるよう､平常時から環境整備に努める｡ 

 

1.災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動の環境整備 

町は､平常時から､CSO等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の活動支援やﾘｰﾀﾞｰの育成を図るとともに､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体と協力して､災

害時の災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの連携について検討する｡ 

また､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの自主性を尊重しつつ､日本赤十字社佐賀県支部(白石分区)､佐賀県(白石町)社会福祉協議会､

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体及びNPO等との連携を図るとともに､中間支援組織(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体･NPO等の活動支援やこれらの異な

る組織の活動調整を行う組織)を含めた連携体制の構築を図り､災害時において災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が円滑に行わ

れるよう､その活動環境の整備を図るものとする｡ 

町は､行政･NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の三者で連携し､平常時の登録､研修制度､災害時における防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の

受け入れや調整を行う体制､防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動の拠点の確保､活動上の安全確保､被災者ﾆｰｽﾞ等の情報提供方

策等について意見交換を行う情報共有会議の整備･強化を､研修や訓練を通じて推進するものとする｡ 

町は､社会福祉協議会､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等関係機関との間で､被災家屋からの災害廃棄物､がれき､土砂の撤去等

に係る連絡体制を構築するものとする｡ 

また､町は地域住民やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等関係機関への災害廃棄物の分別･排出方法等に係る広報･周知を進める

ことで､防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の環境整備に努めるものとする｡ 

 

2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関の体制強化 

町は､日本赤十字社佐賀県支部(白石分区)､佐賀県(白石町)社会福祉協議会その他のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関と

連携を図りながら､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関相互の連絡調整が円滑に行われるように､非常用電話､ﾈｯﾄﾜｰｸ化したﾊﾟ

ｿｺﾝ等の整備を図り､支援機関相互のﾈｯﾄﾜｰｸを構築するための条件整備に努める｡ 

 

3.災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動対象 

災害時に活動するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを専門的知識･技術や特定の資格を有するもの(以下｢専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｣という｡)とそれ

以外の者(以下｢一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｣という｡)に区分し､その主な活動内容は次のとおりとする｡ 
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区  分 活    動    内    容 

専門ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ (1) 被災住宅等応急復旧(建築士､建築技術者等) 

(2) 建築物危険度判定(建築物応急危険度判定士) 

(3) 宅地危険度判定(被災宅地危険度判定士) 

(4) 土砂災害危険箇所の調査(防災･砂防ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ協会) 

(5) 医療看護(医師､歯科医師､薬剤師､保健師､看護師､管理栄養士等) 

(6) 整骨等(柔道整復師､あん摩ﾏｯｻー ｼ゙ 指圧師､はり師､きゅう師) 

(7 福祉(介護福祉士､社会福祉士､介護支援専門員､手話通訳等) 

(8) 無線(ｱﾏﾁｭｱ無線技士) 

(9) 特殊車両操作(大型重機等) 

(10) 通訳(語学) 

(11) 災害支援(初期消火活動､救助活動､応急手当活動等) 

(12) 公共土木施設等の被害状況の把握と対応への助言､支援(防災･砂防ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ) 

(13) その他特殊な技術を有する者 

一般ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ (1) 救援物資の仕分け､配分､配送 

(2) 避難所の運営補助 

(3) 炊出し 

(4) 清掃 

(5) 要配慮者等への生活支援 

(6) その他軽作業 

 

4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入体制の整備 

(1) 専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱについては､各活動担当部課(班)が中心となり対応するため､あらかじめその把握に努める 

とともに､災害発生時の受入体制の整備を図るものとする｡ 

(2) 一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入体制 

災害発生時における一般ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援するため､あらかじめ佐賀県(白石町)社会福祉協議会､日本 

赤十字社佐賀県支部(白石分区)等と連携して､ﾘｰﾀﾞｰ養成等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入体制を整備するものとする｡ 

(3) 情報提供窓口の設置 

災害発生時､町は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対する情報提供窓口等の設置を検討し､情報の提供体制の整備に努める｡ 

 

第7項 災害教訓の伝承 

町は､過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため､大規模災害に関する調査

分析結果や映像を含めた各種資料をｱｰｶｲﾌﾞとして広く収集･整理し､適切に保存するとともに､広く一般の人々

が閲覧できるよう公開に努める｡また､災害に関する石碑やﾓﾆｭﾒﾝﾄ等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう

努める｡ 
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町民は､自ら災害教訓の伝承に努めるものとする｡町は､災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか､

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集･保存･公開等により､町民が災害教訓を伝承

する取組を支援するものとする｡ 

 

第5節 技術者の育成･確保 

町は､災害予防対策及び災害応急対策の円滑な実施に資するため､次のような技術者等の育成を図り､あらか

じめ登録しておくものとする｡ 

技 術 者 名 業    務    内    容 

砂防ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 二次的な土砂災害防止のための技術的支援･通報 

被災宅地危険度判定士 宅地を調査し､その危険度を判定する技術者 

手話通訳者 聴覚障がい者に対する手話による支援 

 

第6節 孤立防止対策計画 

町は､地震災害により道路が不通になり､山間部の集落が孤立した場合に備え､平常時から通信手段や迂回路

の確保､避難所の整備､食料品等の備蓄などに努めるものとする｡ 

 

1.県 

(1) 災害時の孤立地域を予測し､町との情報伝達が断絶しないよう､無線機器等の通信連絡手段の活用を図る｡ 

 (2) 孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を町と連携し推進するとともに､林道､農道等の迂回路確保に配意 

した整備を推進する｡ 

 

2.町 

(1) 町民との情報伝達が断絶しない通信連絡手段の確立に努める｡ 

(2) 県との通信連絡手段の確立及び迂回路の確保等の防災対策を推進する｡ 

(3) 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客等一時滞在者の孤立予測について､平素から把握し､防 

災対策の整備に努める｡ 

(4) 孤立予想地域ごとに避難所となり得る施設の整備を推進するものとする｡ 

(5) 孤立地域内での生活が維持できるよう､食料品等の備蓄に努めるとともに､孤立する一時滞在者に対す 

る備蓄にも配慮する｡ 

 

3.町民等 

(1) 救援が届くまでの期間､孤立地域の中で互いに助け合えるよう､平素から避難行動要支援者の把握や 

食料品等の備蓄などに努める｡ 
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第 3章 災害応急対策計画 

第 1節 活動体制 

町及び防災機関は､町域に地震が発生した場合､若しくは津波災害が発生し､又は発生するおそれがある場合

は､災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため､以下の計画によりその活動体制を確立する｡ 

第1項 町の活動体制 

町は､町域に地震が発生した場合､若しくは津波災害が発生し､又は津波予報等の伝達を受けるなどその発生

のおそれがある場合には､その責務と処理すべき業務を遂行するため､災害対策本部等を設置し､必要な職員を

動員配備する｡ 

《活動体制と配備基準》 

組 織 体 制 主な活動 配備基準 

- 地震注意体制 情報収集･伝達 
･町域に震度3の地震が発生し､総務課長が

必要と認めるとき 

災害対策連絡室 地震警戒体制 
情報収集･伝達･報告 

二次災害の注意､警戒 

･町域に震度4の地震が発生したとき 

(自動配備) 

･津波注意報が発表されたとき 

災害対策本部 

地震第1配備体制 

情報収集･伝達･報告 

二次災害の注意､警戒 

局地的な応急対策 

(情報収集･伝達･報告､負

傷者等の救出救護､避難

所の開設･避難､災害広

報) 

･町域に震度5弱及び5強の地震が発生した

とき(自動配備) 

･津波警報が発表されたとき 

 (自動配備) 

･比較的軽微な規模の災害が発生したとき   

･大津波警報が発表されたとき 

(自動配備) 

･災害の規模が相当に拡大するおそれがあ

るとき 

地震第2配備体制 
町機能全てによる応急対

策 

･町域に震度6弱以上の地震が発生したとき

(自動配備) 

･大規模な災害が発生し､又はそのおそれの

あるとき 

 

1.地震注意体制 

｢災害対策連絡室｣を設置するには至らない程度であって､それに対応できる業務を確立するため地震注意体

制を配備する｡ 

(1) 設置基準 

    ① 町内で震度3以下の地震が発生し､総務課長が必要と認めるとき 

(2) 所掌事務 

ｱ 災害に関する被害情報等の収集､県及び関係機関への連絡 

ｲ 二次災害防止等に関する町民への情報伝達 

ｳ 防災機関等との相互連絡 
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 (3) 構成 

総務課(危機管理･防災係)及び情報収集が必要となる課及び関係現地機関で構成し､総務課長の指揮 

をもって充てる｡総務課長が不在のときは､建設課長又は農村整備課長が代理する｡ 

(4) 配備要員 

地震注意体制の要員として､総務課長､総務課課長補佐､危機管理･防災係長､危機管理･防災担当 

を配備する｡ 

また､総務課長の指示により､関係部課の職員を配備する｡ 

(5) 町長等幹部職員への連絡 

休日･夜間等における町長等幹部職員等に対する地震注意体制の配備連絡は､総務課長が電話により 

行う｡ 

なお､勤務時間内においては､庁内電話､庁内放送等により､迅速に連絡する｡ 

  

2.災害対策連絡室 

(1) 設置基準 

｢災害対策本部｣を設置するには至らない程度であって､それに対応できる体制を確立するため災害対 

策連絡室を設置する｡ 

なお､災害対策連絡室の設置にあたっては､｢地震警戒体制｣とする｡ 

    ① 地震警戒体制 

ｱ 町域に震度4の地震が発生したとき(自動配備) 

ｲ 津波注意報が発表されたとき(総務課長の判断による) 

(2) 所掌事務 

災害に関する情報収集､防災機関等との相互連絡及び調整 

① 通信機材の確保 

ｱ 防災行政無線の点検及び修理､移動系無線機の準備 

ｲ ﾃﾚﾋ゙ ､ﾗｼ゙ ｵの調達 

② 情報の収集 

ｱ 消防機関､町民その他からの情報収集 

ｲ ﾃﾚﾋ゙ ､ﾗｼ゙ ｵによる情報収集 

ｳ 職員が登庁時に集めた情報の収集 

③ 町民への情報伝達 

       ｱ 二次災害防止への喚起 

④ その他緊急に必要な事項 

ｱ 県への連絡 

ｲ 体制づくりの準備 

ｳ 各対策部長及び配備要員の確保 

ｴ 庁舎の電気､給水施設等の点検 

(3) 構成 

総務課､農村整備課､建設課及び情報収集が必要となる課及び関係現地機関で構成し､災害対策連絡室長 

は､総務課長をもって充てる｡総務課長が不在のときは､建設課長又は農村整備課長が代理する｡ 



地震・津波災害対策［第3章 災害応急対策計画］ 

 - 263 - 

(4) 防災対策要員の指定 

災害発生時等において､災害対策本部等の迅速な設置及び運営が図れるよう､特に必要となる職員を 

防災対策要員として指定する｡ 

防災対策要員 人 数 

課 長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職 員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長補

佐､農村管理係長､農村整備係長､水産林務係長､建設課課長補佐､

建設係長2､維持管理係長2､施設営繕係長､建築住宅係長 

15 

(5) 配備要員 

    災害対策連絡室の要員として､総務課長､関係部課長及び関係現地機関の長が､所属職員の中からあらかじ 

め定める者｡ 

(6) 町長等幹部職員への連絡 

休日･夜間等における町長､副町長､各対策部長等幹部職員等に対する災害対策連絡室設置の連絡は､総務課 

長から電話により行う｡ 

なお､勤務時間内は､電話､庁内電話､庁内放送等により､迅速に連絡する｡ 

(7) 災害連絡対策室の廃止 

次の基準により､災害対策連絡室を廃止する｡ 

① 災害対策本部が設置されたとき 

② 災害の危険が解消したとき 

 

   《災害対策連絡室組織》 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

3.災害対策本部 

(1) 設置基準 

町内に､地震による甚大な被害が発生し､又は発生するおそれがある場合､次の災害対策本部設置基準に 

より､町長(不在の時は､副町長､総務課長､の順)が必要と認める場合｡ 

なお､災害対策本部の設置にあたっては､地震規模や被害の規模により､｢地震第1配備体制｣と｢地震第2 

配備体制｣の2段階により設置を行う｡ 

 

 

災害対策連絡室 

室 長 総務課長 

室 員 

農村整備課長 

建設課長 

 

 

 

総 務 課 職 員 

町長・副町長・幹部等 県災害対策情報連絡室 

県現地機関等 

関 係 部 課 

防災機関 

消 防 署 

消 防 団 

町 民 

要配慮者関連施設 
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① ｢地震第1配備体制｣ 

ｱ 町内で震度5の地震が発生した場合(自動配備) 

ｲ 津波警報が発表されたとき(自動配備) 

ｳ 局地的な災害が発生し､又はそのおそれがあり町長が必要と認めるとき 

ｴ 大津波警報が発表されたとき(自動配備) 

ｵ 災害の規模が相当に拡大するおそれがあり､町長が必要と認めたとき 

② ｢地震第2配備体制｣ 

ｱ 町域に震度5弱及び5強の地震が発生したとき(自動配備) 

ｲ 大規模な災害が発生し､又はそのおそれがあり町長が必要と認めたとき 

(2) 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関との連絡調整 

(3) 設置場所 

総務課に置く｡ 

総務課が使用できない場合は､庁内の適当な会議室を選定するか､庁舎自体が使用できない場合は､次の 

優先順位によりその施設に災害対策本部を設置する｡ 

優先順位 設置場所 施設管理者､連絡先 

第1設置場所 白石町総合ｾﾝﾀｰ 施設管理者 

第2設置場所 自有館､福富ゆうあい館 各施設管理者 

(4) 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長､の順に指揮をとり､指揮命令系統を確立する｡ 

(5) 組織 

災害対策基本法第23条の規定により本部の組織を編成する｡ 

(6) 配備体制及び配備要員 

町は､被害の防御及び軽減､災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため､配備体制を 

整えるものとし､その配備体制は町長が定める｡ 

各対策部の配備要員数は､総務対策部長と各対策部長が､上記基準に基づき､協議を行ない定める｡ 

(7) 配備要員の動員 

配備体制に基づく配備要員の動員は次によるものとする｡ 

① 配備の伝達 

ｱ 勤務時間中は､総務課長(総務対策部)が庁内放送､一般電話､防災無線を通じて伝達を行なう｡ 

ｲ 勤務時間外(休日等を含む｡)の場合は､一般電話､防災無線等の他最も迅速な方法により伝達 

を行なう｡ 
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《災害対策連絡室及び災害対策本部伝達系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 非常連絡員の指定 

配備要員参集と災害応急措置等の迅速化を図るため､町長は対策部毎に非常連絡員を定める｡ 

《各対策部の非常連絡員》 

対策部名 
非常連絡員 

正 副 

総務対策部 総務課長 企画財政課長､総合戦略課長､税務課長､会計

管理者､総務課課長補佐､企画財政課課長補

佐､総合戦略課課長補佐 

福祉対策部 長寿社会課長 保健福祉課長､住民課長 

環境対策部 生活環境課長 生活環境課長補佐 

産業対策部 農村整備課長 農業振興課長､商工観光課長､農業委員会局

長 

建設対策部 建設課長 建設課課長補佐 

議会対策部 議会事務局長 議会事務局課長補佐 

教育対策部 学校教育課長 生涯学習課長、新しい学校づくり課長 

消防対策部 消防団長 消防副団長 

 

事象確認の連絡：危機管理・防災係長 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連 絡 指 示 

協議 

関係職員 

指示 

副 団 長 

分 団 長 

 

副分団長 

団 員 

配 置 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

＊総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

勤務時間外・休日等 
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③ 非常参集 

全職員は､勤務時間外に災害対策本部が設置され､地震第2配備の体制をとる旨伝達を受けた場合､ある

いは町内に地震が発生し､電話連絡がとれない場合は､災害対策活動に従事するため､直ちに､登庁し､所定

の場所で配置につくものとする｡ 

④ 参集の報告 

参集した職員は､所属課長(班長)に報告を行う｡ 

課長(班長)は､課内の参集状況をとりまとめ､各対策部長に報告し､各対策部長は､総務課長(総務対策部

長)に報告する｡ 

        総務課長(総務対策部長)は､町長(本部長)に参集状況を報告する｡ 

【様式編】職員参集記録票及び報告書(P573) 

(8) 職員の参集配備 

職員は､災害対策活動に従事するため､次により参集し､配備につく｡ 

① 職員は災害対策本部の設置の伝達を受けた場合､あるいは地震災害により電話連絡がとれない場合 

は､直ちに､登庁し､所定の場所で配置につくものとする｡ 

② 救助活動等の優先 

次に該当する場合は､救助活動を優先させるものとする｡ 

       ｱ 居住地周辺で大規模な災害が発生し､救助活動を行うため登庁できないときは､必要な措置を講 

じた後､速やかに登庁するものとする｡ 

       ｲ 職員の家族が被災し､被災者の避難や病院への収容等の必要な措置をとるため登庁できないとき 

は､必要な措置を講じた後､速やかに登庁するものとする｡ 

③ 参集場所の例外 

職員は参集にあたって､交通途絶により所定の場所に登庁することができない場合で､かつ､上司等 

と連絡がとれない時は､次の登庁可能な場所に参集するものとする｡ 

ｱ 白石町役場 

ｲ その他の現地機関 

(9) 職員の応援 

災害状況の推移等により各班の班員(活動要員)が不足するときは､次の措置を講じる｡ 

① 余裕のある他の班から応援を求める｡ 

② 災害対策基本法第67条の規定により他の市町村に対して応援を求めるとともに必要に応じ､同法第68条の規定に

より県に対して職員の派遣を要請する｡ 

(10) 緊急初動班の設置 

① 緊急初動班の設置 

勤務時間外において､災害対策本部を設置する規模の震災が発生した場合､災害対策本部の体制が機能

するようになるまでの間､必要に応じ､町長(本部長)又は総務課長の指示により､緊急初動班を設置する｡ 

緊急初動班長は､総務課長(総務対策部長)をもってあて､臨機に対応する｡ 

緊急初動班長は､町長(本部長)と緊密に連絡をとりながら､緊急初動班を指揮する｡ 

② 緊急初動班要員の確保(電話途絶時) 

あらかじめ指定された緊急初動班の要員は､大規模な震災を感知し､電話が途絶していることを

確認した場合には､直ちに登庁し､緊急初動班の活動にあたる｡ 
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《緊急初動班要員》 

 課 緊 急 初 動 要 員 

総務課､企画財政課 総務課職員､企画財政課職員 

③ 緊急初動班の設置場所 

緊急初動班は､総務課に置く｡ 

④ 緊急初動班の業務 

緊急初動班は､次の業務を行う｡ 

ｱ 通信機材の確保 

･防災行政無線の点検及び修理 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの調達 

ｲ 情報の収集 

･消防機関､町民その他からの情報収集 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵによる情報収集 

･職員が登庁時に集めた情報の収集 

ｳ その他緊急に必要な事項 

･県への連絡･各対策部長及び配備要員の確保 

･庁舎の電気､電話､給水施設等の点検 

(11) 県との連携 

県において､非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部が設置された場合には､連絡調整を緊密に 

行い､連携を図るものとする｡ 

(12) 災害対策本部の廃止 

災害対策本部は､災害の危険が解消し､又はその災害の応急対策が完了したと町長が認めたときに廃止する｡ 

(13) 設置又は廃止の公表 

災害対策本部を設置し､又は廃止したときは､公表するとともに､県､警察署長､消防機関長､隣接自治体 

等に通報するものとする｡ 

① 通知･公表の方法 

     ｱ 電話及び文書による通知 

     ｲ 大規模災害の場合､報道機関への記者発表による通知 

     ｳ 防災行政無線による通知 

       なお､公表内容については報道機関等災害状況発表内容に基づき行うものとする｡ 

    【様式編】 

    ･報道機関等災害状況発表内容(P562) 

   ② 通知･公表の責任者 

災害対策本部の設置及び廃止における､関係機関への通知､公表は総務課長により行うものとする｡ 

(14) 現地災害対策本部の設置 

町長は､局地的な大規模災害が生じた場合､現地災害対策本部を設置することとする｡この場合､現地対策 

本部長は､副本部長又は､本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる｡現地本部員は､現地本部長 

が､各対策部所属の職員のうちから指名する者をもって充てる｡ 
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《白石町災害対策本部の所掌事務》 

対策部名 

 
課名(班名) 所 掌 事 務 

総    務 

対 策 部 

総務課(総務班) 

 

 

 

 

 

 

総務課(情報連絡班) 

･災害対策全般に関わること 

･災害対策本部全般に関わること 

･災害対策に関わる連絡調整及び統制 

･災害､気象情報等の収集及び伝達 

･職員の配置及び動員に関すること 

･防災機関との連絡調整 

･動員職員の食料の確保配給 

･避難所の確保及び連絡調整 

･駐在員への調査依頼及び情報収集 

･他班に属さない事項 

･本部長の命令伝達に関すること 

･本部長等の災害視察に関すること 

･国､県等の罹災見舞い及び視察対応 

･陳情書の作成に関すること 

･災害情報の収集及び整理 

･災害情報に関する広報全般(住民伝達) 

･災害写真等の撮影及び記録の整理 

企画財政課(財政班) 

･災害対策に関わる予算､資金措置 

･災害応急物資の調達に関わること 

･災害時の配車及び配車計画 

･災害時の庁内電話の確保､整備 

･来庁者及び職員の安全確認 

･避難誘導及び避難所の運営に関わる事項 

･総務班への応援に関わる事項 

 

税務課(調査班) 

 

･土地､家屋等の被害調査及び情報収集 

･被災者の町税に関する措置事項 

･被災に関わる証明に関すること 

総合戦略課(避難誘導班) 
･避難者の搬送及び収容 

･避難所の設置運営に関すること 

会計室(出納班) 
･災害に関する支出事項 

･義援金等の保管に関すること 
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対策部名 課名(班名) 所 掌 事 務 

福    祉 

対 策 部 

住民課(給与班) 

･応急物資､食料等の調達確保及び運搬 

･福祉対策部他班の応援に関すること 

･避難所の設置運営に関すること 

保健福祉課(救助班) 

 

 

 

 

保健福祉課(保健班) 

･災害救助法に基く諸対策全般 

･被服､寝具､生活必要品等の調達配給 

･社会福祉施設の被害状況の収集~報告 

･義援金品の受付配分に関すること 

･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの登録受付に関する事項 

･保育園の被害状況の収集､報告 

･保育園児に対するｹｱ 

･医療､保健機関との連絡調整 

･保健関係施設に関わる被害調査等 

･災害時における衛生管理に関わる事項 

長寿社会課(要配慮者支援班) 

･高齢障害関係施設に関わる被害調査等 

･要配慮者関連施設との連絡調整 

･要配慮者の避難誘導･支援に関わる事項 

環 境 

対策部 

生活環境課(環境対策班) 

･衛生関係機関に関わる被害調査等 

･罹災地区の防疫に関すること 

･災害時のごみ処理に関すること 

･被災地区のし尿処理に関すること 

･被災地区の簡易水道に関すること 

･死体の埋葬等に関すること 

生活環境課(水道2班) 
･下水道施設に関わる被害調査 

･環境対策部他班の応援に関すること 

佐賀西部広域水道企業団 
･飲料水の確保､供給に関すること 

･上水道災害対策に関する事項 

産 業 

対策部 

商工観光課(商工班) 

･商工､観光業者の被害状況の調査 

･商工観光機関との連絡調整 

･災害時の輸送運搬業者等との連絡調整 

･罹災商工業者に対する金融対策 

農業振興課(農林水産1班) 

 

農村整備課(農林水産2班) 

 

･農林水産関係の被害状況の調査 

･農作物､農業用施設及び林野､林道の災害対策に関わる

事項 

･園芸農作物等の災害対策に関わる事項 

･漁港等の災害対策に関わる事項 

･災害時の舟艇の調達に関すること 
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対策部名 課名(班名) 所 掌 事 務 

産 業 

対策部 

農業振興課(農林水産1班) 

農村整備課(農林水産2班) 

･農業災害補償に関すること 

･罹災農林水産家畜産業者の金融対策 

農業委員会(農地班) 

･農地の災害状況の調査 

･農地の災害対策に関すること 

･避難所の設置運営に関すること 

建 設 

対策部 
建設課(土木班) 

･土木建築関係の被害状況の調査 

･土木施設災害復旧事業の総括 

･水防法に関わる事項について 

･道路及び橋梁､河川堤防等に関する事 

･高潮対策に関すること 

･救出､救助機械の調達､労務調達全般 

･建築物の災害予防及び応急修理 

･応急仮設住宅の設置に関する事項 

教 育 

対策部 

学校教育課(教育班) 

･文化教育施設の災害状況調査 

･児童生徒等の応急教育対策に関する事 

･学校用教科書､学用品等の斡旋調達 

･児童生徒に対するｹｱ 

新しい学校づくり課(教育施設班) 

生涯学習課(教育施設班) 

･教育施設の被害調査 

･社会体育施設の災害状況の調査 

･指定文化財等の災害状況の調査 

･教育対策部他班の応援に関すること 

学校教育課 (給食班) ･被災者に対する炊出し及び食品の給与 

議 会 

対策部 
議会事務局(議会班) 

･災害に関わる議会事務局事務分掌全般 

･議会関係機関の視察に関すること 

消 防 

対策部 
消防団(消防班) 

･消防団の動員及び配置に関すること 

･災害情報の収集及び伝達等 
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《白石町災害対策本部組織図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本部長(町長) 
総務対策部 

部 長：総務課長  

副部長：企画財政課長、総合戦略課長、

税務課長、会計管理者 

総務班(総務課) 

情報連絡班(総務課) 

財政班(企画財政課) 

避難誘導班（総合戦略課） 

調査班(税務課) 

出納班(会計室) 

福祉対策部 

部 長：長寿社会課長 

副部長：住民課長、保健福祉課長 

救助班(保健福祉課) 

給与班(住民課) 

保健班(保健福祉課) 

要配慮者支援班(長寿社会課) 

環境対策部 

部 長：生活環境課長 

副部長：生活環境課課長補佐 

      

環境班(生活環境課) 

水道班(生活環境課) 

産業対策部 

部 長：農村整備課長 

    商工観光課長 

副部長：農業振興課長、 

農業委員会局長 

農林水産１班(農業振興課) 

農林水産２班(農村整備課) 

商工班(商工観光課) 

農地班(農業委員会) 

建設対策部 

部 長：建設課長 

副部長：建設課課長補佐 

 

土木班(建設課) 

議会対策部 

部 長：議会事務局長 

副部長：議会事務局課長補佐 

議会班(議会事務局) 

教育対策部 

部 長：学校教育課長 

副部長：生涯学習課長 

    ：新しい学校づくり課長 

 

教育班(学校教育課) 

教育施設班(生涯学習課) 

教育施設班(新しい学校づくり課) 

給食班(学校教育課) 

消防対策部 

部 長：消防団長 

副部長：消防副団長 

消防班(消防団) 

 

 

 

 

 

  《本部会議》 

白石町災害対策本部会議 

本 部長 町 長 

副本部長 副町長 

本 部付 教育長 

総括部長 総務課長 

対策部長 
各課長 

消防団長 

  

  《緊急初動班》 

緊 急 初 動 班 

班長 
総務課長 

企画財政課長 

班員 総務課、企画財政課 

 

副本部長(副町長) 

本 部 会 議 
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《災害対策連絡室等の配備体制》 

区     分 地震注意体制 地震警戒体制 

配 備 体 制 
防災対策要員を充て､事態の情報収集等

を行う体制 

事態が悪化するおそれがあり､体制を強

化し､町民への情報伝達活動等が実施で

きる体制｡ 

配 備 基 準 町域に震度3以下の地震が発生した場合 町域に震度4の地震が発生した場合 

対策部名 班 名 動員該当職員 動員該当職員 

総務対策部 

総務班 

総務課長､総務課課長補佐 

危機管理･防災係長及び担当職員 

 

総務課･企画財政課･総合戦略課･税

務課･会計室課長､課長補佐 

総務課係長及び担当職員 

情報連絡班 

財政班 

調査班 

出納班 

福祉対策部 

給与班 

(長寿社会課長) 

長寿社会課･住民課･保健福祉課課

長 

 

救助班 

保健班 

要援護者支援班 

環境対策部 

環境対策班 

(生活環境課長) 生活環境課課長 水道対策1班 

水道対策2班 

産業対策部 

農林水産1班 

農村整備課長､農業振興課長､商工

観光課長 

農村整備課･農業振興課･商工観光

課･農業委員会局長 

農業振興課･商工観光課･農村整備

課係長 

(水防関係職員) 

農林水産2班 

商工班 

農地班 

建設対策部 土木班 建設課長 

建設課長･建設課課長補佐 

及び係長 

(水防関係職員) 

議会対策部 議会班 (議会事務局長) 議会事務局長 

教育対策部 

教育班 

(学校教育課長) 
学校教育課･新しい学校づくり課・ 

生涯学習課課長 
教育施設班 

給食班 

消防対策部 消防団 (消防団長) 
消防団長 

(消防副団長) 
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《白石町災害対策本部の配備体制》 

区     分 地震第1配備 地震第2配備 

配 備 体 制 

各課､関係機関の要員を充て､事態の推

移により速やかに第2配備体制に切り

換えることができる体制 

各課､関係機関職員の全員を充て､状況

により直ちに活動を開始できる体制 

配 備 基 準 

町域に震度5弱及び5強の地震が発生し

た場合又は､災害が発生し又は発生す

るおそれがある場合 

町域に震度6の地震が発生した場合 

対策部名 班 名 動員該当職員 

全 職 員 

総務対策部 

総務班 

総務課､企画財政課､総合戦略課､

税務課､会計室職員 

情報連絡班 

財政班 

調査班 

出納班 

福祉対策部 

給与班 

長寿社会課､住民課､保健福祉課職

員 

救助班 

保健班 

要援護者支援班 

環境対策部 

環境対策班 
生活環境課､佐賀西部広域水道企

業団職員 
水道対策1班 

水道対策2班 

産業対策部 

農林水産1班 

農村整備課､農業振興課､商工観光

課､農業委員会職員 

農林水産2班 

商工班 

農地班 

建設対策部 土木班 建設課職員 

議会対策部 議会班 議会事務局職員 

教育対策部 

教育班 
学校教育課､新しい学校づくり課、

生涯学習課職員 
教育施設班 

給食班 

消防対策部 消防団 
消防団長 

消防副団長及び団員 
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4.標識等 

 (1) 標示板 

災害対策本部を設置した場合､標示板を役場玄関前に掲示するものとする｡ 

 (2) 腕 章 

災害対策本部を設置した場合､本部長以下班員が災害活動に従事するときは､法令及び計画等において 

定めのある場合を除き､次に定める腕章を着用する｡ 

 

   《掲示板》                   《腕章》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 防災機関の活動体制 

町内における防災機関は､町域に地震が発生した場合､若しくは津波災害が発生し､又は津波情報等の伝達を

受けるなどその発生のおそれがある場合には､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基

づき､活動体制を整備し､その責務と処理すべき業務を遂行する｡ 

 

  

30cm 

180cm 

白

石

町

災

害

対

策

本

部 

白 石 町 

災害対策本部 

10cm 

38cm 

備考：布地は白色とし字は黒とする。 
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第 2節 地震､津波の情報伝達 

 地震､津波の発生に伴う被害を最小限に止めるため､県､市町及び防災関係機関は､気象庁が発表する大津波 

警報･津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報を､迅速かつ的確に住民等及び他の防災関係機関へ伝 

達する｡ 

 

第1項 緊急地震速報(警報)､大津波警報･津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報の種

類､内容等 

地震発生時において､気象庁が発表する緊急地震速報(警報)､地震に関する情報の種類､大津波警報･津波警

報･津波注意報､津波に関する情報の種類､内容等は次のとおりである｡ 

 

ｱ  緊急地震速報(警報) 

気象庁は､震度 5弱以上の揺れが予想された場合に､震度 4以上が予想される地域に対し､緊急地震速報 

(警報)を発表する｡日本放送協会(NHK)は､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵを通じて住民に提供する｡なお､震度 6弱以上の揺れ 

を予想した緊急地震速報(警報)は､地震動特別警報に位置づけられる｡ 

また､緊急地震速報は､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ､携帯電話(緊急速報ﾒｰﾙ機能)､全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ(J-ALERT)経由により町 

の防災無線等を通して住民に伝達される｡ 

注)緊急地震速報(警報)は､地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することによ 

り､地震による強い揺れが来る前に､これから強い揺れが来ることを知らせる警報である｡このため､震 

源付近では強い揺れの到達に間に合わない｡ 

 

気象庁震度階級関連解説表(一部) 

震度階級 人の体感･行動 

0 人は揺れを感じないが､地震計には記録される｡ 

1 屋内で静かにしている人の中には､揺れをわずかに感じる人がいる｡ 

2 屋内で静かにしている人の大半が､揺れを感じる｡眠っている人の中には､目を覚ます人もいる｡ 

3 屋内にいる人のほとんどが､揺れを感じる｡歩いている人の中には､揺れを感じる人もいる｡眠っている人の大半

が､目を覚ます｡ 

4 ほとんどの人が驚く｡歩いている人のほとんどが､揺れを感じる｡眠っている人のほとんどが､目を覚ます｡ 

5弱 大半の人が､恐怖を覚え､物につかまりたいと感じる｡ 

5強 大半の人が､物につかまらないと歩くことが難しいなど､行動に支障を感じる｡ 

6弱 立っていることが困難になる｡ 

6強 立っていることができず､はわないと動くことができない｡揺れにほんろうされ､動くこともできず､飛ばされるこ

ともある｡ 
7 
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ｲ 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 内 容 

震度速報 
地震発生約1分半後に､震度3以上を観測した地域名(全国を約190地域に区分)と

地震による揺れの検知時刻を発表｡ 

震源に関する情報 

地震の発生場所(震源)やその規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)を発表｡ 

｢津波の心配がない｣または｢若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配は

ない｣旨を付加｡ 

震源･震度に関する情報 

地震の発生場所(震源)やその規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)､震度3以上の地域名と市町村名を

発表｡ 

震度5弱以上と考えられる地域で､震度を入手していない地点がある場合は､その

市町村名を発表｡ 

各地の震度に関する情報 

震度1以上を観測した地点のほか､地震の発生場所(震源)やその規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)

を発表｡ 

震度5弱以上と考えられる地域で､震度を入手していない地点がある場合は､その

地点名を発表｡ 

推計震度分布図 
観測した各地の震度ﾃﾞｰﾀをもとに､1km四方ごとに推計した震度(震度4以上)を図

情報として発表｡ 

遠地地震に関する情報 

地震の発生時刻､発生場所(震源)やその規模(ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ)を概ね30分以内に発表｡ 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表｡ 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上を観測

した地震回数情報等を発表｡ 
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ｳ 地震活動に関する解説資料等 

解説資料等の

種類 
発表基準 内容 

地震解説資料 

(速報版) 

以下のいずれかを満たした場合 

･大津波警報､津波警報､津波注意報発表時 

･震度4以上 

(但し､地震が頻発している場合､その都度の

発表はしない｡) 

地震発生後30分程度を目途に､防災関係機関の初

動対応に資するため､津波警報等の発表状 

況､震度分布､地震･津波の情報､防災上の留 

意事項等を取りまとめた防災関係機関向けに提供

する資料 

地震解説資料 

(詳細版) 

以下のいずれかを満たした場合 

･大津波警報､津波警報､津波注意報発表時 

･震度5弱以上 

･社会的に関心の高い地震が発生 

地震発生後1~2時間を目途に､地震や津波の特徴を

解説するため､より詳しい状況等を取りまとめ､地

震解説資料(速報版)の内容に加えて､防災上の留

意事項やその後の地震活動の見通し､津波や長周

期地震動の観測状況､緊急地震速報の発表状況､周

辺の地域の過去の地震活動など関連する情報を編

集した資料 

管内地震活動

図 

･定期(毎月初旬) 地震･津波に係る災害予想図の作成､その他防災に

係る活動を支援するために､毎月の地震活動の状

況をとりまとめた地震活動の傾向等を示す資料 
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ｴ 大津波警報･津波警報･津波注意報 

気象庁は､地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し､これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め､津波 

による災害の発生が予想される場合には､地震が発生してから約3分を目標に大津波警報､津波警報または津波注意報(以下 

これらを｢津波警報等｣という｡)を発表する｡なお､大津波警報については､津波特別警報に位置づけられる｡ 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは､通常は数値で発表する｡ただし､地震の規模(ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄ゙ )が8を超える 

ような巨大地震は､地震の規模を数分内に精度よく推定することが困難であることから､推定した地震の規模が過小に見積も 

られているおそれがある場合は､予想される津波の高さを定性的表現で発表する｡予想される津波の高さを定性的表現で発表 

した場合は､地震発生からおよそ15分程度で求められる地震規模(ﾓー ﾒﾝﾄﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄ゙ )をもとに､予想される津波の高さを数値で 

示した更新報を発表する｡ 

 

 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報

等の種類 

予想される津波の高さ 

とるべき行動 想定される災害 数値での発表 

(発表基準) 

巨大地震の 

場合の表現 

大津波 

警 報 

(津波特

別警報) 

10m超 

(10m<高さ) 

巨 大 沿岸部や川沿いにいる人

は､ただちに高台や避難ﾋﾞﾙ

等安全な場所へ避難する｡

津波は繰返し襲ってくるの

で､警報が解除されるまで

安全な場所から離れない｡ 

木造家屋が全壊･流出し､人

は津波による流れに巻き込

まれる｡ 

10m 

(5m<高さ≦10m) 

5m 

(3m<高さ≦5m) 

津 波 

警 報 

3m 

(1m<高さ≦3m) 
高 い 

標高の低いところでは津波

が襲い､浸水被害が発生す

る｡人は津波に巻き込まれ

る｡ 

津 波 

注意報 

1m 

(20cm≦高さ≦1m) 
(表記しない) 

海の中や海岸付近は危険な

ため､海の中にいる人はた

だちに海から上がって､海

岸から離れる｡ 

海の中では人は速い流れに

巻き込まれる｡養殖いかだ

が流失し小型船舶が転覆す

る｡ 

注)｢津波の高さ｣とは､津波によって潮位が高くなった時点における潮位と､その時点に津波がなかったとした

場合の潮位との差であって､津波によって潮位が上昇した高さをいう｡ 
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ｵ 津波情報の種類とその内容 

津波情報の種類 内 容 

津波到達予想時刻･予想される津波

の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻(※)や予想される津波の高さ(発表内容

は津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分に記載)を発表｡ 

※ この情報で発表される到達予想時刻は､各津波予報区でもっとも早く津

波が到達する時刻であり､場所によっては､この時刻よりも1時間以上遅れて

津波が襲ってくることもある｡ 

各地の満潮時刻･津波到達予想時刻

に関する情報 

主な地点の満潮時刻･津波の到達予想時刻を発表｡ 

津波観測に関する情報(*1) 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表｡ 

沖合の津波観測に関する情報(*2) 
沖合で観測した津波の時刻や高さ､及び沖合の観測値から推定される沿岸で

の津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表｡ 

 

ｶ 津波予報 

発表基準 内    容 

津波が予想されないとき 
(地震情報に含めて発表) 

津波の心配なしの旨を発表 

2m未満の海面変動が 

予想されたとき 

(津波に関するその他の情報に含めて発表) 

高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく､特段の防災対応の

必要がない旨発表 

津波注意報解除後も 

海面変動が継続するとき 

(津波に関するその他の情報に含めて発表) 

津波に伴う海面変動が観測されており､今後も継続する可能性が高いため､海に入

っての作業や釣り､海水浴に際しては十分な留意が必要である旨発表 
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第2項 情報の伝達 

大津波警報･津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報の伝達経路は､次のとおりである｡ 

 

1.大津波警報･津波警報･津波注意報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀地方気象台 

佐賀県警察本部 佐賀県危機管理防災課 NTTﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ｱｸﾄ関西 

白石警察署 

白石町 総務課 

(危機管理･防災係担当) 
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2.警報等の伝達及び扱い 

佐賀地方気象台から警報､注意報等が通知された時､総務課長は､災害に結びつく重要な情報は､決めら

れた伝達系統により各関係機関長に伝達するものとし､この場合､当該警報､注意報等により予測される

事態に対し､取るべき措置等を併せて指示するものとする｡ 

 

(1) 予警報の受入れ･伝達 

① 勤務時間内の受入れ･伝達 

国･県等の各機関からの各種予警報､情報は総務課(災害対策本部設置時は総務班)が受入れ､災害に 

結びつく重要な情報は､関係各課､消防団等に連絡するとともに庁内放送により全職員に周知する｡ 

② 勤務時間外の受入れ･伝達 

ｱ 災害対策本部設置前にあたっては､危機管理･防災係長が受信し､総務課長に連絡する｡ 

総務課長は､配置の基準に該当するときは､農村整備課長､建設課長(防災対策要員)等と協議の上､ 

各関係課長に連絡し配置職員の招集を行う｡ 

    ｲ 総務課長は､関係課長及び消防団､関係団体に配置職員の招集指示を行う｡ 

    ｳ 災害対策本部設置時にあたっては､総務班が受信し関係課へ連絡する｡ 

③ 一般町民への通報 

町民に対する通報については､必要に応じ消防団(分団)､駐在員､関係団体に連絡し､周知を図ると 

ともに総務課(災害対策本部設置時には総務班)及び関係課(災害対策本部設置時は情報班)広報車､ 

防災行政無線施設等により周知を図る｡消防団においては各分団長に連絡し､各部長は町民に周知する｡ 

④ 予警報等受領伝達簿 

      総務課(災害対策本部設置時には総務班)は､予警報､情報､通報等の受領､伝達､その他の処理に関 

する取扱いの責任を明らかにし､かつ事後の参考に資するため予警報等受領伝達簿を作成する｡ 

 

第3項 関係機関による措置事項 

1.町 

(1) 大津波警報･津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報の伝達 

① 大津波警報･津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報について､県､警察署､NTTから通報を受け 

たとき又は自ら知ったときは､町内の公共的団体､防災上重要な施設の管理者､駐在員等に対して通報する 

とともに､直ちに､町民に周知する｡なお､連絡､通報の実施責任者は総務課長とする｡ 

この場合､警察署､消防機関､県現地機関等へ協力を要請するなどして､万全の措置を講ずるものとする｡ 

② 有明海沿岸の町民及び漁港､港湾､船だまり､ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ､海水浴場､釣場､海浜の行楽地､養殖場､沿岸部の 

工事現場等､多数の者が利用あるいは働いている施設の管理者等､伝達先に漏れがないよう注意する｡ 

③ 地震･津波災害の危険度の高い施設には､情報伝達について特に配慮する｡ 

(2) 近地地震津波に対する自衛措置 

① 近海で地震が発生した場合､気象台からの津波警報発表前であっても津波が来襲するおそれがある｡ 

強い地震(震度4以上)を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき 

は､津波発生を考えて､沿岸部の地域に対して､直ちに､次の措置を講ずる｡ 

ｱ 海浜､港湾等にある者､海岸付近の町民等に､直ちに､安全な場所に避難するよう指示を行う｡ 

ｲ 港湾等に所在する施設の管理者等に対して､必要な避難誘導をとるよう要請する｡ 



地震・津波災害対策［第3章 災害応急対策計画］ 

 - 282 - 

② 町に対する津波情報の伝達は､ﾃﾚﾋﾞ放送等が早い場合があるため､地震感知後少なくとも県内及び隣県の 

報道機関の放送を一定時間(1時間以上)聴取する｡また､海面監視のための要員を定め､近地地震津波に備え 

ておくものとする｡ 

また､報道機関からの津波警報が放送された場合においても､町は､直ちに､上記による措置をとるものと 

する｡ 

 

 

 

③ 災害により､津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなった場合は､気象業務法 

施行令第8条の規定に基づき､｢津波警報｣を発表し､適切な措置を講じるものとする｡ 

④ ｢佐賀県震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ｣端末の観測値等を参考にして､上記(2)項に掲げる措置を速やかに実施する 

ものとする｡ 

(3) 地震･津波災害に関する重要な情報の通報 

地震･津波災害に関する重要な情報(地震が原因の斜面の地割れや堤防の亀裂､大きな引き波など)につい 

て､県､県警察及び関係機関等から通報を受けたとき又は自ら知ったときは､直ちに総務課長に報告し､町民へ 

の周知､町内の公共的団体､防災上重要な施設の管理者等に通報するものとする｡ 

(4) 県からの津波予報の受信取扱い 

県からの情報送信は､県防災行政無線による自動一斉指令を原則とするが､止むを得ずﾌｧｸｼﾐﾘや音声による 

伝達となる場合は､その受領を確認するなどして､間違いなく伝達するよう十分注意を払うものとする｡ 

 

第3節 災害情報の収集･連絡､報告 

町及び防災機関は､地震災害時において､応急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収

集し､また収集した情報を県及び他の防災機関に迅速､的確に伝達･連絡するものとする｡この場合､概括的な情

報や地理空間情報も含め多くの情報を効果的な通信手段･機材､情報ｼｽﾃﾑを用いて伝達･共有し､被害規模の早

期把握を行う｡ 

また､町は､法令等に基づき､被害状況等を県に報告する｡ 

なお､具体的な報告要綱等については､第3節第4項に示す｡ 

 

第1項 収集する災害情報の種類 

町及び防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

【第1段階】緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

1.主要緊急被害情報 

(1) 概括的被害情報(人的被害､住家･建築物の被害状況､火災･土砂災害の発生状況等) 

   (2) ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害の範囲 

   (3) 医療機関へ来ている負傷者の状況 

   (4) 119番通報の状況等 

 

 

海面監視責任者 農村整備課長 
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【第2段階】被害情報(対策を機能的･効率的に進めるための情報) 

1.人的被害(行方不明者の数を含む｡) 

2.住家被害 

3.ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 

4.公共施設被害 

5.農林水産､商工被害(企業､店舗､観光施設等の被害)等 

 

【第3段階】対策復旧情報(被災者及び防災機関の対応に必要な情報) 

1.応急対策の活動状況 

2.災害対策本部の設置､活動状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 災害情報の収集､共有 

町及び防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡ 

特に､地震の規模を早期に把握するために必要な緊急災害情報については､迅速に行うよう努める｡ 

 

1.緊急災害情報の収集 

町及び防災機関の職員は､参集途上中に､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗやｶﾒﾗ付き携帯電話等も活用して周囲の被災状況を把握す

るものとし､参集後所属機関の長に報告する｡報告を受けた所属機関の長は､県(危機管理防災課〔総括対策部〕)

へ､その映像を添え報告するものとする｡ 

(1) 自治区内における情報の収集 

① 現地における災害の状況等を把握するため､それぞれの地区に複数の駐在員を置く｡ 

② 駐在員は､災害が発生し､又は発生するおそれがあるとき､若しくは注意体制下においては地区内の状況 

把握を行うとともに随時巡回を行うなどして､地区内の災害状況の推移に注意し､消防団等との連絡を密 

に行い情報を収集する｡ 

③ 災害が発生した場合又は異常現象発見者からの通報を受けた場合は､直ちにその状況を調査し､町(総務 

課･総務班)に連絡する｡ 

(2) 消防団関係における情報の収集 

① 消防団員は､常時地区内の状況を把握するとともに町(総務課･総務班)との連絡を密にする｡ 

② 災害が発生し､又は発生するおそれがあるとき若しくは警戒体制下においては､地区内の危険箇所を 

巡回し､状況の把握及び情報の収集を行う｡ 

被害情報 

【第１段階】緊急災害情報 

【第２段階】被害情報 

【第３段階】対策復旧災害情報 
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③ 災害が発生した場合又は通報を受けた場合は､その状況を調査し直ちに所定の方法により町(総務 

課､総務班)へ通報する｡ 

(3) 民間団体等による調査及び情報の収集 

    被害状況の調査区分及び調査･報告に関わる責任者は次のとおりとする｡ 

 

調査･情報収集区分 担当部門 協力団体 

人･住家等被害 総務課長 駐在員 

社会福祉施設関係被害 
保健福祉課長 

長寿社会課長 
施設の管理者 

衛生関係被害 生活環境課長 
施設の管理者 

駐在員 

農林関係被害 
農業振興課長 

農村整備課長 

土地改良区 

農業協同組合 

水産関係被害 農村整備課長 漁業協同組合 

商工関係被害 商工観光課長 商工会 

土木関係被害 建設課長 駐在員 

教育関係被害 
学校教育課長 

新しい学校づくり課長 
施設の管理者 

重要文化財関係被害又は指

定文化財等関係被害 
生涯学習課長 施設の管理者 

 

(4) 調査事項 

① 人的被害 

② 火災の発生状況 

③ 家屋等の被災状況 

④ 町民の行動､避難状況 

⑤ 土砂災害等の発生状況 

⑥ 道路､橋梁被害による通行不能路線､区間 

⑦ 医療救護関係情報 

⑧ その他必要な被害報告 

    なお､災害の当初においては､①~⑤項の情報収集に努めるものとする｡ 

(5) 情報のとりまとめ 

   ① 災害情報の連絡責任者 

     町における災害情報の取りまとめ及び県等への報告は総務課(総務班)により行う｡ 

   ② 各課(班)は､それぞれ所管事項に係る被害状況及び災害応急対策の活動状況を収集､把握するとともに 

随時町(総務課､総務班)に連絡する｡ 

   ③ 総務課(総務班)は､駐在員､各課(班)､消防団､その他からの情報連絡を確実に受領整理し､災害対策 

本部長に報告するとともに関係各課､各班長に通報する｡ 
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2.その他機関からの情報の活用､職員の派遣による情報収集 

町は､防災機関からの情報の他に､必要に応じて､報道機関や町民等から得られる情報も活用するものとする｡ 

災害事態についての認識を一致させ､迅速な意思決定を行うために､関係機関相互で連絡する手段や体制を

確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調整のための職員を相互に派遣すること､災害対策本部長の求

めに応じて情報の提供､意見の表明を行うことなどにより､情報共有を図るよう努めるものとする｡ 

 

第3項 災害情報の連絡方法 

町及び防災機関は､収集した災害情報を､防災行政無線､電話､FAX､電子ﾒｰﾙ等の最も迅速かつ確実な方法によ

り県(災害対策本部)に報告するとともに､必要に応じ､防災機関に対し連絡する｡ 

さらに､必要に応じ､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､ｶﾒﾗ付き携帯電話及びﾋﾞﾃﾞｵ等を活用し､画像情報の連絡に努めるものとする｡ 

 

第4項 被害状況等の報告 

町及び消防機関は､災害対策基本法､災害報告取扱要領(昭和45年4月10日付け消防防第246号)及び火災･災害

等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に基づき､県に対し､被害状況等を報告する｡ 

 

1.実施責任者 

(1) 町 

町長は町の地域に係る被害報告等の収集を行うとともに､町防災会議の委員の属する機関に通報､速やかに 

県等関係各機関に報告を行なうものとする｡ 

   また､町長が県(本庁又は土木事務所)に報告できないときは､直接国(総務省消防庁)に対して被害報告を行 

なうものとする｡この場合､通信が回復次第､速やかに県に報告するものとする｡ 

また､｢火災･災害等速報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)｣の一部が改正され､地震が発生し､町区 

域内で震度5以上を記録したもの(被害の有無を問わない)については､町が直接消防庁に対して報告するも 

のとする｡ 

① 県への報告基準 

    ｱ 町において災害対策本部を設置した場合 

    ｲ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に報告の必要があると認められる程度の災害 

    ｳ ｱ又はｲに定める災害になるおそれがある災害 

(2) 防災機関等 

町内における指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関､防災上重要な施設の管理者は､当該 

所管に関る被害情報等の収集を行なうとともに､町､国､県等に通報又は報告を行なうものとする｡なお､ 

関係機関への報告は各対策部の連絡担当班が､必要な事項の報告を行うものとする｡ 

 

2.被害報告取扱責任者 

町長は､被害報告等が迅速かつ的確に処理できるよう､被害報告取扱責任者を以下のとおりと定める｡ 

   《被害報告責任者》 

報 告 責 任 者 総 務 課 長 

 



地震・津波災害対策［第3章 災害応急対策計画］ 

 - 286 - 

3.報告の要領 

  (1) 報告の種類等 

種 類 報 告 す る 情 報 時  期 

被害概況即報 

■緊急災害情報 

①画像情報 

②主要緊急被害情報 

災害の覚知後直ちに 

 
 

被害状況即報 

■被害情報 

①人的被害､住家被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 等 

■対策復旧情報 

①応急対策の活動状況 

②災害対策本部の設置､活動状況 

逐次 

 

 

 
 

災害確定報告 

■被害情報 

①人的被害､住家被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 等 

■対策復旧情報 

①応急対策の活動状況 

②災害対策本部の設置､活動状況 

応急対策を終了した後 

20日以内 

 

 
 

(2) 報告を必要とする災害の基準《参考》 

 

災害対策基本法第53条第2項の規定に基づき､県が内

閣総理大臣に報告するもの 

 

 

 
 

 

 

 

ｱ 県内において災害対策本部を設置した災害 

ｲ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て特に報告の必要

があると認められる程度の災害 

ｳ ｱ又はｲに定める災害になるおそれのある災害 

 

 

 

 
 

 

災害報告取扱要領又は火災･災害等即報要領に基づ

き､消防庁(長官)に報告するもの 

 

 

 

 

 

 
 

 

ｱ 災害救助法の適用基準に合致する災害 

ｲ 県又は町が災害対策本部を設置した災害 

ｳ 2県以上にまたがるもので､1の県における被害は軽微であっても､全

国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じている災害 

ｴ 被害に対して､国の特別の財政援助を要する災害 

ｵ 被害が当初は軽微であっても､今後ｱ~ｴの要件に該当する災害になる

おそれがある災害 

ｶ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告する必要が

あると認められる災害 

災害対策基本法に基づき県(又は町)が行う内閣総理大臣への被害状況等の報告は､災害報告取扱要領又は 

火災･災害等即報要領に基づき行う消防庁(長官)への報告と一体的に行うものであり､報告先は消防庁である｡ 

 

災害対策基本法第５３条第１項の規定に

基づき、市町村が県に報告できずに、内閣

総理大臣に報告する場合も含む 
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(3) 被害状況等の報告 

① 被害発生通報の報告は､災害の種類に応じてその事務を統括する課の長が総務課長に報告する｡総務課 

長は､県へ電話等で迅速に連絡し､事後必要に応じて文書で報告する｡ 

② 被害状況報告(速報､確定)の報告については､各課が災害発生に係る被害状況を調査､把握し判明した 

ものを､総務課により取りまとめ次第､逐次県へ報告する｡ 

この場合､少なくとも災害発生通報後2時間以内に被害状況第一報を報告するものとする｡ 

③ 災害対策本部が設置されたときは､総務班において災害情報､被害状況報告(速報)を行う｡ 

(4) 県への報告要領 

① 被害概況即報 

初期的なもので､被害の有無及び程度の概況についての報告とし､正確度よりも迅速度を旨とし､全般的 

な状況を主とするもので､一斉指令の災害報告機能によるもの及び様式(県災害対策運営要領)に基づく内 

容とし､災害覚知後直ちに､町は､県(危機管理防災課〔総括対策部〕)又は県関係現地機関(土木事務所等)に 

報告する｡ 

また､防災機関及びその他機関は､県各本部(部)(各対策部)を経由して､県(危機管理防災課〔総括対策 

部〕)に報告する｡ 

ただし､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)に報告できない場合は､直接県(危機管理防災課〔総括 

対策部〕)に報告するものとする｡ 

県(危機管理防災課〔総括対策部〕)は､町､防災機関及びその他機関からの報告(緊急災害情報)及び自ら 

収集した情報等を整理して､消防庁へ報告する｡また､必要に応じ､関係省庁及び関係地方公共団体にも連 

絡する｡ 

ただし､通信手段の途絶により県に報告できない場合には､町は､直接消防庁へ報告するものとする｡そ 

の後､県と連絡がとれるようになった場合は､県に報告するものとする｡ 

また､消防機関への通報が殺到した場合､町は､その状況を県のほか､直接消防庁に対しても報告するも 

のとする｡ 

② 被害状況即報 

被害状況の判明次第､逐次報告するもので､一斉指令の災害報告機能によるもの及び様式 

(県災害対策運営要領)に基づく内容とし､町は､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)を 

経て､県(危機管理防災課〔総括対策部〕)に報告する｡ 

また､防災機関及びその他機関は､県各本部(部)(各対策部)を経由して､県(危機管理防災課 

〔総括対策部〕)に報告する｡ 

ただし､県関係現地機関､県各本部(部)(各対策部)に報告できない場合は､直接県(危機管理 

防災課〔総括対策部〕)に報告するものとする｡ 

県(危機管理防災課〔総括対策部〕)は､町､防災機関及びその他機関からの報告及び自ら収 

集した情報等を整理して､消防庁へ報告する｡また､必要に応じ､関係省庁及び関係地方公共団 

体にも連絡する｡ 

ただし､通信手段の途絶により県に報告できない場合には､町は､直接消防庁へ報告するも

のとする｡その後､県と連絡がとれるようになった場合は､県に報告するものとする｡ 

特に､行方不明者の数については､捜索･救助体制の検討等に必要な情報であるため､町は､ 

住民登録の有無にかかわらず､当該市町の区域(海上を含む｡)内で行方不明となった者につい 
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て､県警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める｡また､行方不明者として把 

握した者が､他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には､当該登録地の市町 

村(外国人のうち､旅行者などは外務省)又は都道府県に連絡する｡ 

町は､住家の被害状況が､災害救助法適用基準の2分の1に達したときは､上記の即報とは別 

に､住家等被害状況速報を県(危機管理防災課〔総務対策部〕)に報告するものとする｡ 

③ 災害確定報告 

被害状況等の最終報告であり､所定の様式､方法に基づき､応急対策を終了した後20日以内 

に､報告する｡報告の経路は､②のとおりとする｡ 

(5) 県への報告系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 報告先 

佐賀県 危機管理防災課 (総括対策部) 消  防  庁 

TEL (0952)25-7026.(0952)25-7027 

[時間外] 守衛室(0952)24-3842 

FAX (0952)25-7262 

消防防災無線 721 

消防防災無線FAX 728 

防災行政無線TEL(衛星回線接続後)9-733 

防災行政無線FAX(衛星回線接続後)9-7811 

TEL応急対策室 (03)5253-7527 

[時間外]守衛室(03)5253-7777 

FAX応急対策室 (03)5253-7537 

[時間外]守衛室(03)5253-7553 

消防防災無線TEL90-49013 

[時間外]90-49102 

消防防災無線FAX90-49033 

[時間外]90-49036 

地域通信衛星ﾈｯﾄﾜｰｸTEL 9-048-500-90-49013 

         FAX 9-048-500-90-49033 

[時間外]TEL 9-048-500-90-49102 

    FAX 9-048-500-90-49036 

杵藤土木事務所 

TEL (0954)22-4184~4187 

FAX (0954)23-9763 

消防防災無線 57-500 

消防防災無線 57-609 

 

(7) 防災機関等の協力 

指定地方行政機関､指定公共機関等防災機関は､町が行う災害情報の収集に積極的に協力するとともに､ 

自ら調査収集した災害情報について､努めて県及び町に通報または連絡を行うものとする｡ 

 

 

町関係部門等 総 務 課 

(総務班) 

県危機管理防災課 

消 防 庁 
県不通時 

土木事務所 必要に応じ 
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第5項 異常現象発見時の通報 

町は､災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者､又はその発見者から通報を受けた警察官若しく

は海上保安官から通報を受けたとき､又は自ら知ったときは､直ちに､県(危機管理防災課)､防災機関､佐賀地方

気象台に通報する｡ 

 

1.通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

2.通報を要する異常現象 

(1) 異常潮位 ･･････ 天文潮(通常の干満潮位)から著しく崩れ､異常に変動した場合 

(2) 異常波浪 ･･････ 海岸等に被害を与える程度以上のうねり､波浪で､前後の気象状況から判断し        

                   て異常に大きい場合 

(3)地震動により ････ 地表面の亀裂､崖地崩壊､異常出水､相当地域一帯の異臭等引き起こされる現象 

(4)その他地震に関するもの ････ 群発地震､噴火現象 

 

3.通報項目 

(1) 現象名 

(2) 発生場所 

(3) 発見日時分 

(4) その他参考となる情報 

 

第4節 労務確保計画 

災害時における､労務の確保を図り､応急措置及び災害復旧の迅速かつ円滑な実施を促進するための計画で

ある｡ 

なお､災害時において､応急対策を実施する場合は､職員をもってこれにあてることとするが､特定作業或い

は労力に不足を生じる場合の計画は､次により実施する｡ 

 

第1項 実施責任 

災害応急対策に必要な労務者の雇上げ等については､町長が実施する｡ 

 

第2項 労働者の確保 

地震災害又は津波災害の状況等により､防災機関が自ら必要な労働力を確保することが困難な場合は､町は､

直接所轄の公共職業安定所に対し､求人の申込みを行う｡ 

  

発見者 

警察官 

海上保安官 

町 

防災機関 

佐賀地方気象台 

県(危機管理防災課) 
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第 5節 従事命令及び協力命令 

町長等(町長の委任を受けてその職権を行う町の吏員､町長若しくはこの吏員が現場にいない時又はこれら

の者から要求があった時は警察官又は海上保安官､以上の者がその場にいない時は災害派遣を命ぜられた部隊

等の自衛官を含む)は､応急措置を実施するため特に必要があると認める時､又は緊急の必要があると認める時

は､法令等に基づき､従事命令､協力命令を執行する｡ 

 

第1項 従事命令等の種類 

1.従事命令等の種類と執行者 

対 象 作 業 種  類 執行者 根 拠 法 令 

災害応急対策作業 

(応急措置一般) 

 

 
 

･ 従事命令 

･ 協力命令 

 

 
 

知  事 

 

 

 

災害対策基本法第71条 

第1項･第2項 

 

 
 

災害救助作業 

(救助法に基づく救助) 

･ 従事命令 

･ 協力命令 

知  事 災害救助法第7条､8条 
 

災害応急対策作業 

(災害応急対策全般) 

･ 従事命令 
 

町長等 災害対策基本法第65条 

第1項､第2項 

危害防止のための措置 ･ 措置命 警 察 警察官職務執行法第4条 

非常事変に際し必要がある

ときの協力 

･ 協力命令 
 

海上保安官 海上保安庁法第16条 
 

消防作業 ･ 従事命令 消防吏員､消防団 消防法第29条第5項 

水防作業 

 
 

･ 従事命令 

 
 

水防管理者 

水防団長 

消防機関の長 

水防法第17条 

 
 

 

委任された

場合は町

長 
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2.従事命令又は協力命令の対象者 

命 令 の 区 分 対     象     者 

災害対策基本法及び災害救助法に

よる知事の従事命令 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 医師､歯科医師又は薬剤師 

(2) 保健師･助産師又は看護師 

(3) 土木技術者又は建築技術者 

(4) 大工､左官､とび職 

(5) 土木業者､建築業者及びこれらの者の従業者 

(6) 地方鉄道業者及びその従業者 

(7) 軌道経営者及びその従業者 

(8) 自動車運送業者及びその従業者 

(9) 船舶運送業者及びその従業者 

(10) 港湾運送業者及びその従業者 

 

命 令 の 区 分 対     象     者 

災害対策基本法及び災害救助法に

よる知事の協力命令 

応急措置又は救助を要する者及びその近隣の者 

災害対策基本法による町長･警察

官･海上保安官の従事命令 

町民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者 

 
 

警察官職務執行法による措置命令 その場に居合わせた者､その事物の管理者 

その他関係者 

海上保安庁法による協力命令 付近にある人及び船 

消防法による消防吏員･消防団員の

従事命令 

火災の現場附近にある者 
 

水防法による水防管理者･水防団

長･消防機関の長の従事命令 

区域内に居住する者または水防の現場にある者 
 

 

第2項 発動方法等 

1.災害対策基本法による公用令書の交付 

(1) 災害対策基本法による公用令書の交付(災害対策基本法第81条､同法施行令第34条) 

町長は､従事命令又は協力命令を発した時､及び発した命令を変更し､又は取消す時は､それぞれ公用令書 

を交付して行うものとする｡ 

(2) 公用令書の様式は､災害対策基本法施行規則第7条に定めるところによる｡ 

 

2.災害救助法による公用令書の交付(災害救助法第7条第4項(同法第5条の2第2項を準用)､同法施行規則第4条) 

(1) 知事は､従事命令を発する時､又は発した命令を取消す時は､公用令書又は公用取消令書を交付して行な 

うものとする｡ 

(2) 公用令書の様式は､災害救助法施行細則第10条に定めるところによる｡ 
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3.従事できない場合の届出(災害救助法施行規則第4条) 

公用令書の交付を受けた者が､やむを得ない事情により従事又は協力することができない場合には､次に掲げ

る書類を付して町長(公用令書を発した機関)に届出るものとする｡ 

(1) 負傷又は疾病等により､指定の日時に出頭することができない時は､医師の診断書 

(2) 天災その他避けることができない事故により､指定の日時及び場所に出頭できない時は､町長､警察官､船 

長又は駅長の証明書 

 

4.実費弁償(災害対策基本法第82条第2項､災害救助法第7条第5項) 

町長が災害対策基本法及び災害救助法に基づき発した従事命令により､災害応急対策及び災害救助に従事し

た者に対しては､災害救助法施行細則第13条に定めるところにより実費を弁償する｡ 

 

5.損害補償(災害対策基本法第84条第2項､災害救助法第12条) 

町長が発する従事命令･協力命令により､災害応急措置及び災害救助に従事又は協力した者が､これらにより

負傷し､疾病にかかり､又は死亡した場合においては､次に掲げるところにより､それぞれ損害を補償し､又は扶

助金を支給する｡ 

(1) 災害に伴う応急措置の業務に従事し､又は協力した者に対する損害補償に関する条例(昭和38年佐賀県条 

例第7号) 

(2) 災害救助法施行令(第13条~第22条) 

 

【様式編】 

･公用令書様式(P566~568) 
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第6節 自衛隊災害派遣要請計画 

地震災害､津波災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいて､町民の人命救助又は財産の保護の

ため自衛隊の支援が必要な場合､町長は､佐賀県知事に対し､自衛隊の災害派遣を要請する｡ 

 

第1項 災害派遣要請基準 

1.地震災害､津波災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときにおいて､人命､身体又は財産保護のため、 

必要な応急対策の実施が町だけでは不可能､若しくは困難であり､自衛隊の活動が必要かつ効率的であると認 

められるときに要請する｡ 

 

第2項 災害派遣要請の手続 

1.要請者及び要請先 

町長は､町域に係る災害が発生し､又はまさに発生しようとしている場合において､応急措置を実施するため

必要があると認めるときは､災害派遣要請依頼書により知事(県危機管理防災課〔総括対策部〕)に対し､災害

派遣の要請をするよう依頼するものとする｡ただし､緊急を要するときは､口頭又は電話等迅速な方法で依頼す

るものとし､文書は､事後速やかに提出する｡ 

町長は､通信の途絶等によりこの依頼ができない場合には､その旨及び災害の状況を下記の自衛隊指定部隊

の長に通知することができる｡ 

町長は､これらの通知をしたときは､速やかに､その旨を知事に通知しなければない｡ 

   

 
区分及び部隊の長 住所(担任部署) 電話番号 

 

 陸上自衛隊 

 西部方面混成隊 
 福岡県久留米市国分町100 0942-43-5391 

 海上自衛隊 

 佐世保地方総監 

 長崎県佐世保市平瀬町 

 (防衛部第3幕僚室) 
0956-23-7111 

 航空自衛隊 

 西部航空方面隊司令官 

 福岡県春日市原町3-1-1 

 (防衛部防衛課) 
092-581-4031 

 

2.要請の手続 

町長は､1の要請先に対し､次の事項を明らかにした文書をもって災害派遣の要請を行う｡ 

(1) 災害の状況 

ｱ 被災(被災予想)地域 

ｲ 被災(被災予想)状況 

ｳ 被害(被害予想)状況(人命､財産等) 

ｴ 今後の見通し 

(2) 要請する理由 

ｱ 町の措置状況 

ｲ 自衛隊派遣を必要とする理由 



地震・津波災害対策［第3章 災害応急対策計画］ 

 - 294 - 

(3) 派遣を必要とする期間 

(4) 派遣を希望する人員､船舶､航空機等の概数 

(5) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(6) その他参考となる事項 

この要請は､総務課(総務班)が担当する｡ 

ただし､事態が急迫して文書によることができない場合は､口頭又は電話によるものとし､事後において 

速やかに､文書を提出するものとする｡ 

【自衛隊の災害派遣要請のﾌﾛｰ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【様式編】 

･災害派遣要請依頼書(P569) 

 

第3項 自衛隊の自主派遣 

地震災害､津波災害の発生が突発的で､その救援が特に急を要し､知事等からの要請を待ついとまがないとき

は､自衛隊は､要請を待つことなく､その判断に基づいて自主派遣を行う｡(自衛隊法第83条第2項) 

この場合においても､できる限り早急に知事等に連絡し､密接な連絡調整のもと､適切かつ効率的な救援活動

を実施するよう努めるものとする｡ 

自主派遣を行う際の判断の基準とすべき事項は､防衛庁防災業務計画第3の6の(2)のとおりである｡ 

 

第4項 自衛隊の活動範囲 

派遣された部隊は､主として人命､身体及び財産の保護のため､防災機関と緊密に連絡､協力して次に掲げる

活動を行う｡ 

1.人命救助:行方不明者の捜索､被災者の救出､救助 

2.消火活動:林野火災に対しての航空機による消火 

3.水防活動:土のうの作成､運搬､積込 

4.救援物資の輸送:車両及びﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる物資の輸送 

5.道路の応急警戒:応急の土木工事､土砂崩れに対する工事等 

6.医療､防疫:応急救護及び除染車等による地域の防疫 

7.給水活動:水ﾀﾝｸ車､水ﾄﾚｰﾗｰによる給水 

第七管区海上保安本部長 

知   事 

(窓口：危機管理防災課) 

町   長 

自 衛 隊 

指定部隊の長 派遣要請 

災害状況の通知 

派遣要請 

知事に対して派遣要請の要求派遣要請の要求を行った場合、又は派遣要求ができな

い場合に行うことができる。 

派遣要請の要求 
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8.給食:炊事車による炊飯 

9.宿泊活動:天幕(ﾃﾝﾄ)を使用した宿泊施設の設置 

10.入浴活動:公園及びｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等の野外における､応急風呂の開設 

 

 《自衛隊の主な活動範囲》 

活 動 項 目 活     動     内     容 

被害状況の把握 

 
車両､航空機等､状況に適した手段によって情報収集活動を行って､被害の状況を把握する｡ 

避難の援助 

 

避難の命令等が発令され､避難､立ち退き等が行われる場合で必要があるときは､避難者の誘導､

輸送等を行い､避難を援助する｡ 

遭難者等の捜索救助 行方不明者､負傷者等が発生した場合は､通常他の救援活動に優先して捜索救助を行う｡ 

水防活動 

 
堤防､護岸等の決壊に対しては,土のう作成,運搬,積込み等の水防活動を行う｡ 

消防活動 

 

火災に対しては､利用可能な消防車その他の防火用具(空中消火が必要な場合は航空機)をもっ

て､消防機関に協力して消火にあたる｡(消火薬剤等は､通常関係機関が提供) 

道路又は水路の啓開 

 
道路若しくは水路が損壊し､又は障害物がある場合は､それらの啓開又は除去にあたる｡ 

応急医療,救護及び防疫 

 
被災者に対し応急医療､救護及び防疫を行う｡(薬剤等は通常関係機関が提供) 

人員及び物資の緊急輸送 

 

救急患者,医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する｡この場合にお

いて､航空機による輸送は､特に緊急を要すると認められるものについて行う｡ 

炊飯及び給水 被災者に対し,炊飯及び給水を行う｡ 

物資の無償貸付又は譲与 

 

｢防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総理府令(昭和33年総理府令第1

号)｣に基づき､被災者に対し､生活必需品等を無償貸付し､又は救じゅつ品を譲与する｡(注*) 

危険物の保安及び除去 

 
能力上可能なものについて,火薬類,爆発物等危険物の保安措置及び除去等を実施する｡ 

その他 

 
その他臨機の必要に対し,自衛隊の能力で対処可能なものについては､所要の措置をとる｡ 

注) 被災者に対する被服､寝具､天幕等の物品の無償貸付(最大限3か月)及び食料品､飲料水､医薬品､消毒剤､炊

事及び灯火用燃料等の消耗品の物品を譲与することができる｡これらの貸付譲与は町長を通じて行う｡応急復旧

を行う者に対して､修理用器具､照明用器具､通信機械､消毒用器具等を無償で貸与することもできる｡ 

 

第5項 派遣部隊との連絡調整 

1.連絡担当者の設置 

(1) 町長は部隊の派遣について通知を受けたときは､関係職員の中から連絡担当者を指名して現地に派遣す 

る｡ 

(2) 連絡担当者は､部隊の受入れ及び作業について現地における町の責任者として､県､部隊及び町との連絡 

にあたる｡ 
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2.活動記録 

町は､防災活動に従事する自衛隊の活動内容を把握し､下記事項について､適時記録するものとする｡ 

(1) 要請日時 

(2) 派遣部隊名､指揮官階級氏名､部隊人員 

(3) 活動内容 

(4) 主なる使用器材 

(5) 活動日程等(完了または撤収予定月日) 

 

第6項 派遣部隊への措置(受入れ体制) 

1.町の措置 

県又は自衛隊から災害派遣の通知を受けたときは､速やかに派遣部隊の宿舎､車両及び資機材等の駐車場及び

保管場所の確保､その他受入れのために必要な措置を講じるものとする｡ 

(1) 部隊の受入れ準備 

ｱ 町の吏員のうちから､派遣部隊及び県との連絡を担当させるため､連絡担当員を指名する｡ 

ｲ 連絡担当員は､応援を求める作業内容又は作業方法ごとに必要とする人員､資機材等の確保､その他に 

ついて計画し部隊の到着と同時に作業が開始できるよう準備しておく｡ 

ｳ 部隊が集結した後､直ちに派遣部隊の長とｲの計画について協議し､調整の上､必要な措置を講じるもの 

とする｡ 

ｴ 部隊と応急措置に従事する消防団､その他地元地区民との連絡協調に努める｡ 

ｵ 自衛隊の宿泊施設及び車両等の保管場所の準備をする｡ 

ｶ 部隊が到着した場合は､部隊を目的地に誘導するとともに部隊指揮官と協議して作業が他の機関の活 

動と競合重複せず､最も効果的に作業が分担できるよう配慮する｡ 

(2) 部隊誘導 

地理に不案内の他県の部隊のため､職員又は消防団員あるいは自主防災組織構成員等をもって､派遣隊を集

結地に誘導する｡ 

  (3) 自衛隊の活動等に関する報告 

町は､派遣部隊の長から､当該部隊の長の官職氏名､隊員数､到着日時､さらに､従事している作業の内容その

進捗状況等について報告を受け､適宜､県危機管理防災課(総括対策部)に報告するものとする｡ 

 

2.指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関の措置  

  指定地方行政機関､指定公共機関､指定地方公共機関における災害派遣部隊の受入れ措置は､町の場合に準じ

て行うものとする｡ 

 

第7項 活動用資機材の準備 

1.自衛隊が準備する器材等 

自衛隊が災害派遣にあたり準備する器材等は､おおむね次のとおりである｡ 

(1) 通信､輸送､会計､整備及び衛生の部隊で自衛隊のためにする諸器材 

(2) 自衛隊の長が定める現有装備品(増加装備品を含む)及び現有訓練用品等 

(3) 山地､河川､湖沼又は沿海地域等及び水害時等危険を伴う災害時における派遣にあっては､救命胴衣､浮輪 

及び命綱その他安全上必要な装備品 
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(4) 自衛隊等の指揮連絡用の火器及びﾛｰﾌﾟ発射機等災害救援のために直接必要な火薬類 

(5) 派遣部隊等の糧食 

(6) 派遣部隊等の車両燃料及び油脂 

(7) 派遣部隊の衛生資材で､患者の収容､治療､護送､防疫に必要なもの､及び浄水錠､救急包帯等自衛隊が準備 

する前記の器材等以外のもので､作業に必要なものは､すべて町又は県が準備するものとする｡ 

ただし､前記の器材等と同様のものを県又は町で準備している場合は､自衛隊はこれを使用することが 

できる｡ 

 

2.相互連絡 

町及び自衛隊は､防災の用に供する器材のうち関係あるものの種目､性能､数量､集積場所(所管部隊名)等につ

いて､あらかじめ相互に連絡し､異動を生じた場合は､速やかに補正するものとする｡ 

 

第8項 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は､原則として派遣を受けた機関(自治体)が負担するものとし､

2以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は､関係機関が協議して定める｡ 

1.派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材(自衛隊装備品を除く)等の購入費､借上料及び修繕費 

2.派遣部隊の宿営に必要な土地､建物等の使用及び借上料 

3.派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費･電話料等 

4.派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた(自衛隊装備品を除く)損害の補償 

5.その他救援活動の実施に要する経費で､負担区分に疑義ある場合は､自衛隊と派遣を受けた機関が協議する 

ものとする｡ 

 

第9項 撤収手続 

 町長は､派遣目的を達した場合､又はその必要がなくなった場合は､速やかに派遣要請の要領に準じて撤収要

請を行う｡ 

 

1.撤収時期 

(1) 災害派遣の目的が達成され､その必要がなくなったと認めるとき｡ 

(2) 町長､指定行政機関の長､指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長から､災害派遣部隊の撤収要請の 

依頼があったとき｡ 

2.撤収要請の手続き 

撤収要請は､災害派遣撤収要請依頼書によるものとする｡ 

 

【様式編】 

･災害派遣撤収要請依頼書(P570) 
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第7節 応援協力体制 

地震災害､津波災害による被災地域での災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため､町及びその他防災機

関は､相互に協力して応急対策を実施する｡ 

さらに､防災機関は､地震の規模等を踏まえ､その責務と処理すべき業務を独力では遂行できないと判断する

場合は､あらかじめ締結している相互応援協定等に基づき､他の地域の機関に対し､応援を要請するものとする｡ 

なお､応援要請が迅速に行えるよう､あらかじめ関係機関相互で要請の手順､連絡調整窓口､連絡の方法を取

り決めておくとともに､連絡先の共有を徹底しておくなど､実効性の確保に努め､必要な準備を整えておくもの

とする｡ 

町は､職員を派遣する場合､地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする｡ 

 

第1項 相互協力体制 

1.町及び消防機関が実施する措置 

(1) 他の市町への応援要請 

町は､災害応急対策を実施するにあたり必要があると認めるときは､他の市町に対し､応援要請を行うもの

とする｡ 

(2) 緊急消防援助隊の出動､広域航空消防応援の要請 

町又は消防機関は､必要があると認める場合は､｢緊急消防援助隊要綱｣又は｢大規模特殊災害時における広

域航空消防応援実施要綱｣に基づき､緊急消防援助隊の出動又は広域航空消防応援を､県に対し､要請する｡ 

(3) 県への応援要請及び職員の派遣要請又はあっせんの要請 

① 町は､災害応急対策を実施するにあたり必要があると認める時は､県に対し､応援を求め､又は災害応急 

対策の実施について要請するものとする｡ 

② 町は､災害応急対策又は災害復旧のため必要がある時は､県に対し､他の市町､県､指定地方行政機関 

の職員の派遣要請又は派遣のあっせんを求めるものとする｡ 

③ 派遣要請者は､町長､町の委員会又は委員で､要請先は県危機管理防災課(総括対策部)とする｡ 

④ 要請必要事項 

要請の必要事項は､別に定めるとおりであるが､緊急時にはとりあえず電話等により要請し､後日 

文書で改めて処理するものとする｡ 

(4) 指定地方行政機関等への職員の派遣要請 

町は､災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは､指定地方行政機関に対し､職員の派遣を要請す

る｡ 

(5) 消防団との協力 

消防団は､町や消防機関等との協力体制の下､地震災害時には下記の項目等について円滑な防災活を行うも

のとする｡ 

① 避難誘導活動 

② 河川やがけ地などの危険個所の警戒巡視活動 

③ 被災者の救出･救助活動 

④ 土のう積みなどの災害防除活動 

⑤ その他の災害応急対策業務 
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(6) 自主防災組織との協力 

自主防災組織(事業所等の自衛防災組織を含む)は､町との協力体制の下､地震時には下記の項目等につい 

て円滑な防災活動を行うものとする｡ 

① 避難誘導､避難所での救助･介護業務等への協力 

② 被災者に対する炊き出し､救助物資の配分等への協力 

③ 被災地域内の社会秩序維持への協力 

④ その他の災害応急対策業務(地域､町の体制等勘案して)への協力 

 

2.町の体制 

災害応急対策又は災害復旧のため､職員の派遣を受けた際の取扱いは､地方自治法第252条の17及び災害対策

基本法第32条の規定によるが､災害時における派遣職員の円滑な受入に努め､応急措置の実施が促進されるよ

う体制を整えておくものとする｡ 

 

3.関係機関との相互連絡 

(1) 県との関係 

町は､災害応急対策又は災害復旧のために必要があると認める場合は､指定行政機関又は指定地方行政機

関の長に対して職員の派遣を要請し､或いは佐賀県に対し指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣

についてあっせんを求め､災害対策に万全を期するものとする｡なお､当該要請又はあっせんにあたっては､

次の事項を明示するものとする｡ 

① 派遣又は派遣を要請する(あっせんを求める)理由 

② 派遣又は派遣を要請する(あっせんを求める)職員の職種別人員 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 防災会議構成機関 

大規模災害発生時には､単一の防災機関のみでは応急対策活動に支障をきたすおそれがあることから､ 

各機関は平常時から関係機関と十分に協議して､応援協力体制を確立しておくとともに､災害時には適切な 

応援協力を図るものとする｡ 

 

4.｢佐賀県常備消防相互応援に関する協定｣に基づく応援要請 

 町単独では十分な応急の復旧対策が出来ない場合に､佐賀県常備消防相互応援に関する協定に基づき､応援

を行なうものとする｡ 

(1) 主な応援内容 

① 食料､飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

② 被災者の救援･救助､医療､防疫､施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資の提供 

③ 救援､救助活動等の応急復旧活動に必要な車両､舟艇等の提供 

④ 救援･救助､医療､防疫､清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

⑤ その他､特に被災市町から要請のあった事項 
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5.消防関係相互の応援要請等 

(1) 市町消防相互応援 

各消防機関は､災害が発生した場合､必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援要請を行なう 

ものとする｡ 

応援の要請は､｢佐賀県常備消防相互応援協定｣に基づき行なうものとする｡ 

(2) 緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し､迅速な人命救助活動等を行なうためには高度な資機材を保有し､ 

訓練を積んだ救助隊の応援体制が必要となる｡ 

このため､全国の消防機関が協力して専任の救助隊をあらかじめ消防庁に登録し､大規模災害発生時の出 

動体制を整備している｡ 

大規模災害発生時において､町は必要に応じて県に対して､緊急消防援助隊の出動を要請し､救助､救急､ 

消火活動等について応援を求めるものとする｡ 

 

6.警察における広域応援要請 

大規模災害発生時において､警察は必要に応じて､全国の都道府県警察に対して警察災害派遣隊の出動を要

請し､被害情報､交通情報の収集､救出救助､緊急交通路の確保活動について応援を求めるものとする｡ 

≪町が実施する応援要請の必要事項及び根拠≫ 

要 請 の 内 容 要 請 に 必 要 な 事 項 備   考 

他の市町に対する応援要請 

 

県への応援要請又は応急措置

の実施要請 

 

 
 

(ｱ) 災害の状況 

(ｲ) 応援(災害応急対策の実施)を要請する理由 

(ｳ) 応援を希望する物資､資材､機械､器具等の品目及び数量 

(ｴ) 応援(災害応急対策の実施)を必要とする場所 

(ｵ) 応援を必要とする活動内容 

(必要とする災害応急対策) 

(ｶ) その他必要な事項 

災害対策基本法第67条 

 

 

災害対策基本法第68条 

 
 

自衛隊災害派遣要請 

(要求) 

本章第6節自衛隊災害派遣要請計画参照 
 

自衛隊法第83条 
 

指定地方行政機関又は都道府

県の職員の派遣又は派遣のあ

っせんを求める場合 

 

 
 

(ｱ) 派遣又は派遣のあっせんを求める理由 

(ｲ) 派遣又は派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

(ｳ) 派遣を必要とする期間 

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(ｵ) その他必要な事項 

災害対策基本法第29条 

同法第30条 

地方自治法第252条の17 
 

他県消防の応援の要請を求め

る場合 
 

緊急消防援助隊応援要請連絡表に掲げる事項 

 
 

消防組織法第24条の3 
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第2項 相互協力の措置 

1.基本的事項 

防災機関は､他の機関から応援を求められた場合は､自らの応急措置の実施に支障がない限り､協力又は便宜

を供与するものとする｡また､応急対策の実施にあたっては､防災機関は､あらかじめ定めた協議､協定等に基づ

き誠意をもって対処するものとする｡ 

 

2.応援及び派遣要請 

 (1) 他市町に対する応援の要請 

町長は､応急措置を実施する必要があると認めるときは､他の市町長に応援要請を行う｡(災害対策基本法第

67条) 

 (2) 佐賀県知事に対する応援の要請 

町長は､応急措置を実施する必要があると認めるときは､知事等に対し応援要請を行い､又は応急措置の要

請を行う｡(災害対策基本法第68条) 

 

3.応援要請の手続き 

町長は､他の市町の応援を必要とするときは､十分な協議の上､文書をもって要請する｡ただし､緊急やむを得

ない場合には口頭､電話等によるものとし､事後において文書を提出することとする｡ 

(1) 応援要請を行う場合の事項 

① 災害状況 

② 派遣又は派遣を要請する(あっせんを求める)理由 

③ 派遣又は派遣を要請する(あっせんを求める)職員の職種別人員 

④ 派遣を必要とする期間 

⑤ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑥ その他職員の派遣について必要な事項 

 

4.措置及び指揮 

応援隊が到着した後においては､町長はその長に災害の概況等を説明するとともに､応援を受ける程度､方法､

期間等を十分協議し､職務の分担を明確に行う｡ 

また､応援要請に応じて応急措置に従事する者は､町長の指揮下により行動するものとする｡ 

 

5.応援隊の派遣措置 

町長が他の市町長から応援要請を受けた場合は､正当な理由がない限り直ちに応援隊を編成し､人員及び資機

材を整備し､指揮者者を定めた上､派遣させるものとする｡ 

 

6.応援を受けた場合の費用の負担 

(1) 他の地方公共団体の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担は､災害対策基本法第92条に定め

るとおり､応援を受けた側が負担することになるが､相互応援協定に特別の定めがある場合は､これによ

るものとする｡ 

(2) 費用の負担の対象となるものは､概ね次のとおりである｡ 

① 派遣職員の旅費相当額 

② 応急措置に要した資材の経費 

③ 応援業務実施中において第三者に損害を与えた場合の業務上補償費 
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④ 救援物資の調達､輸送に要した経費 

⑤ 車両機器等の燃料費､維持費 

 

第3項 応援協定 

町は､その責務と処理すべき業務を独力では遂行できない場合には､あらかじめ締結している災害時相互応

援協定等に基づき､応援を要請する｡ 

1.白石町の応援協定 

協定の名称 協定の相手先 協定締結年月日 

防災映像情報の相互提供に関する基本協定 武雄河川事務所､ｹｰﾌﾞﾙﾜﾝ 平成23年3月28日 

白石町における大規模な災害時の応援に関する協定 国土交通省地方整備局 平成23年6月6日 

災害時における相互応援協定 鹿島市､江北町､太良町､諫早市 平成24年1月30日 

佐賀県･市町災害時相互応援協定 佐賀県及び白石町を除く県内19市町 平成24年3月30日 

災害時における災害救助犬の出動に関する協定 
佐賀県､九州救助犬協会及び白石町を除

く県内19市町 
平成24年4月17日 

佐賀県内住民の安全及び安心に係る原子力防災高度化に関する協定 九州電力株式会社 平成25年8月26日 

災害時におけるLP ｶﾞｽ等供給協力に関する協定 災害時におけるLP ｶﾞｽ協会杵東支部 平成26年4月1日 

特設公衆電話の設置･利用･管理等に関する覚書 西日本電信電話株式会社佐賀支店 平成26年6月2日 

災害時における水道施設復旧作業の応急対策活動協力に関する

協定 
白石町管工事組合 平成27年5月15日 

災害時における緊急輸送に関する協定 白石町ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ協同組合 平成27年6月12日 

福祉避難所の指定に関する協定 白石高等学校､佐賀農業高等高校 平成27年6月19日 

地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関す

る協定 
佐賀県産業廃棄物協会 平成28年11月21日 

災害時における無人航空機による協力に関する協定 有限会社 岩本建設 平成29年11月7日 

災害時における物資供給に関する協定 NPO法人 ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ 平成30年7月25日 

災害時における協力に関する協定 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 令和元年7月10日 

佐賀県防災航空隊の運営に関する協定 

佐賀県及び白石町を除く県内 19 市町､佐賀中部広域連

合､伊万里･有田消防組合､鳥栖･三養基地区消防事務組

合､杵藤地区広域市町村圏組合 

令和元年10月31日 

災害時における物資の調達及び供給に関する協定 株式会社ｸﾞｯﾃﾞｲ 令和元年11月22日 

災害発生時における佐賀県白石町と白石町関係郵便局の協力に

関する協定 

日本郵便株式会社 

有明郵便局長武雄郵便局長 
令和元年12月16日 

白石町災害復旧に関する覚書 九州電力株式会社 武雄配電事業所 令和元年12月20日 

災害時の応急対策活動に関する協定 白石町建設業組合 毎 年 締 結 

災害時(異常降雨時)における緊急対応に関する基本協定 株式会社 酉島製作所佐賀営業所 令和2年5月11日 
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災害時等における CSO 等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体との支援協力に関

する協定書 
佐賀災害支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 令和2年7月31日 

災害時における物資供給に関する協定 株式会社ﾅﾌｺ 令和2年12月21日 

災害時における物資供給に関する協定 祐徳自動車株式会社 令和3年3月22日 

災害時における燃料油の供給に関する協定書 
佐賀県石油商業協同組合 

白石支部 
令和3年4月26日 

防災ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟに関する協定 九州朝日放送株式会社 令和3年6月28日 

白石町災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設置及び運営に関する協定書 
社会福祉法人 

白石町社会福祉協議会 
令和3年8月6日 

大規模災害発生時における白石警察署代替駐車場として

福富ゆうあい館駐車場の使用に関する協定書 
白石警察署 令和3年9月16日 

第4項 派遣職員にかかる身分､給与等 

応援に派遣された職員の身分取扱いについては､災害対策基本法第32条､同法施行令第17条及び第18条の規定

に基づき行う｡ 

 

1.災害派遣職員の手当及び給与 

(1) 災害派遣手当 

災害派遣手当は､災害対策基本法第32条の規定により支給する｡ 

(2) 派遣職員に対する給与及び経費の負担 

① 国からの派遣職員には､災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288条)第18条の規定によるものとする｡ 

② 県からの派遣職員には地方自治法第252条の17第3項の規定によるものとする｡ 

 

第5項 応援者の受入措置 

本節の定めるところにより､防災機関が他の機関に対して応援の要請を行なう場合には､応援活動の拠点と

なる施設の提供､応援に係る人員の宿泊場所の斡旋等､応援の受入体制の整備に努めるものとする｡ 

 

第6項 隣保互助､民間団体の協力 

1.実施責任者 

町長が､町内の民間団体への協力､応援要請を行うこととする｡ 

 

2.民間組織の種別と活動内容 

団 体 名 活 動 内 容 

駐 在 員 

① 災害情報の収集､報告 

② 救援物資の配給 

③ 死体の捜索及び救助の協力 

④ その他防災対策に関すること 

地域婦人連絡協議会 

① 炊き出しの応援 

② 清掃作業の応援 

③ 避難所の奉仕 

赤十字奉仕団 ① 災害時における看護奉仕､救護班の補助 
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② 炊き出し､食料の配給奉仕等､罹災者の世話 

③ 救助救援物資の配給及び整理奉仕 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(男性) 

① 罹災者の救出 

② 災害応急復旧等の応援 

*消防団員としての出動は除く 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

(女性) 

① 炊き出しの応援 

② 清掃作業の応援 

③ 避難所の奉仕 

 

 

 

《民間団体等への要請系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.協力の要請要領 

(1) 実施責任は総務課(総務班)により行う｡なお､災害応急活動等において人員が不足する場合等､民間団体の 

協力が必要な場合は､次の事項を明記し総務課へ提出することとする｡ 

① 協力を必要とする理由 

② 従事場所 

③ 作業内容 

④ 従事時間 

⑤ その他参考事項 

 

第 8節 通信計画 

地震の発生に伴う電気通信設備等の被災や通話の輻輳などにより､一般加入電話の使用が困難となった場合

においては､防災機関は､多様な通信手段を活用するとともに､専用通信設備等の応急復旧を速やかに行い､災

害時における通信の確保を図る｡ 

 

第1項 町における通信手段 

1.通常の状態における通信 

町が行う災害に関する予警報及び情報の伝達､情報収集､指示伝達等は､町防災行政無線(同報系)､県防災行

政無線､公衆電気通信設備及び各機関が所有する専用の通信設備により行うこととする｡ 

このため､各通信施設の保守等については､平常時より万全な整備を行うものとする｡ 

地域婦人連絡協議会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

駐 在 員 

災害対策 

本  部 

住  民 

支 部 長 

支 部 長 

グループ長 

日赤奉仕団委員会 
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2.公衆電気通信設備使用不能状態における通信 

公衆電気通信設備が使用不能の場合､町長は､知事を通じ､日本放送協会佐賀放送局､NBCﾗｼ゙ ｵ佐賀局､株式会社ｻｶ゙ ﾃ

ﾚﾋ゙ ､株式会社ｴﾌｴﾑ佐賀､株式会社ｹー ﾌ゙ ﾙﾜﾝ､藤津ｹー ﾌ ﾙ゙ﾋ ｼ゙゙ ｮﾝ株式会社に県との協定に基づき､災害に関する予警報の

通知又は予想される災害の事態等について放送を依頼する｡ 

なお､この場合､防災行政無線及び各機関が所有する自営通信設備を有効に利用するものとする｡ 

 

第2項 多様な通信手段の利用 

防災機関は､次に掲げる通信手段を適切に利用して､災害情報の伝達､円滑な応急対策の実施に必要な情報の

通信を行うものとする｡ 

 

 

1.県防災行政無線 

県防災行政無線は､災害時においては防災､平常時においては一般行政に関する情報の通信を行うため､無線

回線(地上系､衛星系)及び有線回線(光ｹｰﾌﾞﾙ)により､県本庁を中心として県警察､県現地機関､市町､消防機関､

ﾀﾞﾑ管理所､自衛隊及び防災機関との間をﾈｯﾄﾜｰｸ化した通信網であり､ﾒｰﾙ､電話､FAX､映像及び防災情報等のﾃﾞｰﾀ

の送受信ができる｡ 

 

2.防災相互通信用無線電話(移動系無線) 

防災相互通信用無線電話は､災害現場において､防災機関が､相互に協力し､円滑に防災活動を実施するため､

必要な通信を行う場合に使用する無線電話 

【所 有 機 関】  県､県警察､海上保安部､12市町 

【県 に お け る 設 置 場 所】  危機管理防災課(総括対策部)､唐津土木事務所 

【使 用 周 波 数】  158.35MHZ及び466.775MHZの全国共通波 

 

3.非常通信 

地震等非常の事態が発生した場合､又は発生するおそれがある場合において､有線電話が途絶し､又は輻輳し

て事実上利用できない状態になった時は､電波法第52条第4号及び第74条第1項の規定に基づき､非常通信の取扱

いを行う｡ 

(1) 非常通信として､取り扱える通信の内容 

① 人命の救助､避難者の救護に関するもの｡ 

② 地震の予報等に関するもの｡ 

③ 非常事態に際しての交通制限､その他の秩序､又は緊急措置に関するもの｡ 

④ 気象観測資料､鉄道､道路､電力設備､要員の確保､その他緊急措置に関するもの｡ 

⑤ 災害対策本部､防災機関等が災害応急対策を講ずる場合に必要なもの｡ 

(2) 非常通信の発信資格者又は依頼者 

① 県､町､災害対策本部､日本赤十字社､消防機関､電力会社､鉄道会社 

② 新聞社､通信社､放送局 

③ その他人命の緊急救助措置､又は急迫の危険に関するものであれば一般でも可能 

(3) 非常通信の依頼先 

佐賀地区非常通信連絡会加入の無線局又は最寄りの無線局 
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≪非常通信の使用例≫ 

防災行政無線による通信が不可能となった場合､町は最寄りの白石警察署(消防署)で警察(消防)無線を利用

して､災害情報を県警察本部(広域行政本部)に連絡する｡県警察本部(広域行政本部)は受信した情報を県に伝達

する｡ 

 

4.放送機関の利用 

町は､地震時において､緊急に､通知､要請､伝達又は警告をする必要があり､その通信のため特別の必要がある

ときは､電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的

に利用し､若しくは有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設

備を使用し､又は放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求めることができる｡ただ

し､放送事業者と協議して定めた手続きにより､これを行わなければならない｡ 

5.被災現場からの通信 

防災無線又は携帯電話を利用し､被災現場からの通信を行う｡ 

 

6.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用して､ﾒｰﾙ､画像及びﾃﾞｰﾀ等による情報伝達を行う｡ 

 

7.その他 

ｱﾏﾁｭｱ無線､赤十字無線奉仕団への協力要請 

 

第3項 通信施設の応急復旧 

町は､地震が発生した場合は､重要通信を確保し､あるいは被災した電気通信設備等を迅速に復旧するため､被

害状況･疎通状況及び停電状況等の情報を収集し､応急復旧に必要な要員･資機材を確保し､速やかに応急復旧を

行う｡ 

 

第 9節 救助活動計画 

地震災害により救助すべき者が発生した場合には､町は､消防機関､県警察､海上保安部及び災害派遣された自

衛隊等と相互に協力し､迅速かつ的確な救助活動を行う｡ 

また､被災地の自主防災組織､事業所の自衛防災組織及び町民は､自発的に救助活動を行うとともに､消防機関

等が行う救助活動に協力するよう努める｡ 

 

第1項 自主防災組織等の救助活動等 

地震災害が発生した場合､被災地内の自主防災組織､事業所の自衛防災組織及び町民は､自らの安全を確保し

つつ､次により自発的な救助活動を行うとともに､消防機関等が実施する救助活動に協力するよう努める｡ 

 

1.自主防衛組織の協力の範囲 

(1) 近隣又は事業所内に救助すべき者がいるか､早期に把握する｡ 

(2) 救助用資機材を活用し､組織的な活動に努める｡ 

(3) 救助活動にあたっては､可能な限り消防機関等と連携をとるものとし､自らの活動では救助が困難と認め 
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る場合は､消防機関等に連絡し､早期救助を図る｡ 

 

第2項 救助活動 

1.町及び消防機関 

(1) 救助活動 

① 現地調整所の設置 

町及び県は､風水害発生後速やかに､災害規模の把握に努め､消防･警察･海上保安庁･自衛隊･DMAT等の 

部隊が連携して活動を行うため､必要に応じ､合同調整所を設置し､活動ｴﾘｱ･内容･手順､情報通信手段等 

の情報共有など部隊間の調整を行う｡ 

また､救助された負傷者については､医療機関(医療救護所を含む)に収容する｡ 

 

② 避難者情報に関するｻｲﾝ 

避難者がいることや避難者の中に重症者などがいることについての情報を､防災ﾍﾘ等に容易に把握さ 

せるために､情報伝達用ｻｲﾝを統一する｡ 

③ 拠点等の確保 

町は､道の駅等を警察･消防･自衛隊の部隊の展開､宿営､物資搬送設備等のための拠点として使用させ 

るなど､救助･救命活動への支援を行うものとする｡  

○規格 概ね2m×2mの布 

 避難者がいることをしめ

す｡ 

 避難者の中に重症

者や要配慮者など

緊急に救助を要す

る者がいることを

しめす｡ 

 

2.実施責任者 

(1) 救出は原則として､町長､消防機関及び警察機関が協力して実施するものとする｡ 

(2) 応急措置のため必要がある場合は､他の市町長､県知事､その他関係機関に応援を要請する｡ 

   

3.救出対象者 

災害により生命､身体が危険な状態にある者で､応急に救出を要する者､又は行方不明者で､諸般の事情によ

り生存していると推定される場合に実施する｡ 

(1) 災害によって生命､身体が危険な状態にある者で､概ね次の場合とする 

① 火災の際に火中に取り残されたような場合 

② がけ崩れ等のため倒壊家屋の下敷きとなった場合 

③ 孤立した地域に取り残された場合 

④ 生埋めになった場合 

 

4.救出の方法 

救出は､災害の種別､被害地域の災害状況等の条件によって異なるが､救出を実施すべき事態が発生した時
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は､町長は直ちに県等の出先機関と連絡をとるとともに､消防団員､その他奉仕団体等を動員して速やかに救出

活動を実施する｡ 

(1) 救出隊の編成 

① 被救出者があり救出の必要がある場合､災害対策本部長の命により救出隊を編成する｡ 

② 編成は消防団を主体とし､災害の規模､程度に応じて町関係職員､その他増強要員を編成する｡ 

(2) 救出活動 

救出隊長は､装備した機器材を活用し､隊員を指揮して救出活動にあたる｡町のみでは救出活動が困難 

な場合は､県又は他の市町の応援を得て実施するものとする｡ 

 

5.災害救助法が適用された場合の実施 

災害救助法が適用された場合においては､佐賀県災害救助法施行細則(以下｢災害救助法施行細則｣という｡)

の定めるところにより実施する｡ 

なお､救出の期間は､災害が発生の目から3日以内であるが､特別の事情がある場合は､町長は知事に期間の延

長を申請するものとする｡ 

 

6.応援要請 

(1) 消防機関は､町との救助活動だけでは不十分と認めた場合は､｢佐賀県常備消防相互応援協定書｣及び｢佐

賀県の応援･受援出動計画｣等の定めるところにより､県内の他の消防機関に対し､応援要請を行う｡ 

(2) 町又は消防機関は､県内消防機関の応援を得てもなお不十分と認めた場合は､県を通じ､消防庁へ緊急消

防援助隊の出動要請を行う｡ 

なお､県と連絡が取れない場合は､直接消防庁へ緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

(3) 町は､消防機関との救助活動だけでは不十分と認めた場合は､県内の他市町又は県に対し､救助に要する

要員及び資機材について応援要請する｡ 

(4) 町は､以上の措置を講じてもなお不十分と認めた場合は､県に対し､自衛隊の災害派遣の要請を要求する｡ 

 

第3項 関係機関の活動 

1.消防団 

消防団は､他の防災関係機関と緊密な連携のもとに､救助を行う｡ 

 

2.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは町から応援を求められた場合は､消防機関及び町､その他

防災機関等の救助活動の状況に応じて､次の措置を迅速かつ的確に講じる｡ 

(1) 県職員を派遣し､救助活動を支援する 

(2) 他の市町に対し､応援を指示する 

(3) 消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動を要請する 

(4) 自衛隊に対し､災害派遣を要請する 

(5) 警察･消防･自衛隊の部隊の展開､宿営等の拠点の確保を図る｡ 

 

3.県警察 

県警察は､消防機関及び町､その他の防災機関と協力して､次の活動を迅速かつ的確に行う｡また､必要に応じ､

他の都道府県警察に対し､警察災害派遣隊等の派遣を要請する｡ 
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(1) 被災者の救助･救護 

(2) 行方不明者の捜索 

(3) 救助活動に必要な交通規制及び交通整理･誘導 

 

4.海上保安部 

海上保安部は､船舶海難等により被災者又は行方不明者が発生した場合は､情報の収集･確認にあたるととも

に､巡視船艇を出動させ､救助､捜索にあたる｡ 

また､必要な場合は､第七管区海上保安本部に対し､航空機の出動､巡視船艇の増援を要請する｡ 

 

5.自衛隊 

自衛隊は､町又は県からの災害派遣要請に基づき､消防機関及び町､県警察､その他の防災機関と協力して救助

活動を行う｡ 

第 10節 保健医療活動計画 

地震により､医療機関が被災し､機能低下するような中で､同時に多数の傷病者等が発生した場合には､町､県､

災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構､国､日本赤十字社佐賀県支部､災害拠点病院､佐賀県医師会､佐賀県歯

科医師会及び地区医師会等は､相互に協力し､迅速かつ的確で効率的な保健医療活動を実施する｡その具体的な

活動及び手順は､別に定める｢佐賀県健康福祉部災害時保健医療活動要領｣及び｢災害時医療救護ﾏﾆｭｱﾙ｣を基本と

する｡ 

また､県は､医療ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活用を図るとともに､実施の際は､円滑な活動に資するため､関係機関との連絡調整

に努める｡ 

 

第1項 医療活動 

1.実施責任者 

町長は､災害のため町民の医療が困難となった場合における罹災地の町民に対する応急的な医療及び助産を

実施する｡なお､災害救助法が適用された場合は､町は知事の補助機関としてこれを行う｡ 

 

2.実施機関 

(1) 罹災時における医療救護は､町が行なうものとする｡ 

(2) 町限りで処理できないときは､隣接市町､県､その他関係機関の応援を求めて実施するものとする｡ 

 

3.救護体制の整備 

(1) 町長は､武雄杵島地区医師会の協力を得て救護班を編成しておくものとする｡ 

(2) 武雄杵島地区医師会は医師会員による救護班を編成しておくものとする｡ 

 

4.救護所の設置､運営 

町は､傷病者等に対して医療活動を行うため､避難場所､避難所､町保健ｾﾝﾀｰ又は適当な場所に､救護所を設置 

するものとし､必要と認める場合は､県に対し､所轄の保健福祉事務所又は適当な場所に､救護所を設置してもら

うよう要請する｡ 

県は､町から要請があった場合又は自ら必要と認める場合は､被災地を所轄する保健福祉事務所又は適当な場 

所に救護所を設置する｡ 
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5.医療助産の範囲 

(1) 医療の範囲 

① 診療 

② 薬剤又は治療材料の支給 

③ 処置手術､その他治療及び施術 

④ 病院又は診療所への搬送 

⑤ 看護 

(2) 助産の範囲 

    ① 分娩の介助 

    ② 分娩前､分娩後の処置 

6.医療救護班の編成 

 災害現地又は救護所で実施する医療活動は､医療機関が行うか､又は各機関からあらかじめ設置している次

の医療救護班(医師1名､保健師又は看護師2名､事務職員1名及び運転手1名の計5名で構成)を編成し必要に応じ

て出動するものとする｡ 

(1) 町医療救護班 

(2) 県医療救護班 

(3) 佐賀県医師会医療救護班 

(4) 災害拠点病院医療救護班 

(5) 独立行政法人国立病院機構医療救護班 

(6) 国の医療救護班 

(7) 日赤医療救護班 

(8) 赤十字現地医療救護班 

 

 

 

  

 

 

(9) 医療班 

    医師1人､補助員(看護士を含む)若千名をもって編成する｡ 

 

7.実施の方法 

(1) 医療救護班の派遣による方法 

災害現地において医療の必要があるとき町長は､町地域防災計画の定めるところにより現地に医療救護 

班を派遣して行う｡ 

(2) 医療機関による方法 

医療機関(医療施設)において医療を実施することが適当なときは､町長は医療機関又は町長が収容委託 

した病院(診療所)に移送して行う｡ 

(3) 県からの応援等 

町長は､当該地域の機関によって十分な医療､助産､救助等の活動ができないと認めるときは､県に対し､ 

医療救護班の派遣を要請する｡ 

構成機関名 所 在 地 電話番号 

杵藤保健福祉事務所 武雄市武雄町大字昭和265 0954-22-2103 

武雄杵島地区医師会 武雄市武雄町大字昭和300 0954-22-3344 
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県は､町から要請があった場合､又は自ら必要と認める場合は､要請を待たずに､あらかじめ設置している 

次の県医療救護班の中から適当と判断した班数を派遣する｡ 

佐賀県医師会は､県と締結した｢災害時における医療救護に関する協定書｣の定めるところにより､医療 

救護班を派遣する｡ 

災害拠点病院は､県の要請に基づき､医療救護班を派遣する｡ 

独立行政法人国立病院機構及び国は､県から要請があった場合は､医療救護班を派遣する｡ 

日本赤十字社佐賀県支部は､自ら必要と認めた場合又は災害救助法が適用され､知事から委託を受けた場合 

は､医療救護班を派遣する｡ 

(4) 災害救助法が適用されたときの取扱い 

町長は､医療救助法等の実施方法について県と協議のうえ行うものとする｡ 

8.救護所の運営 

町は､救護所の運営にあたっては､武雄杵島地区医師会､医療機関等に協力を要請するとともに､必要な医薬品

等については､医薬品卸売業者等から調達する｡ 

県は､県医師会等に対し､地区医師会､医療機関等の協力が得られるよう要請する｡ 

 

9.災害救助法による実施 

 災害救助法が適用されたときの基準は､｢災害救助法施行細則｣により実施する｡ 

  

10.災害救助法が適用されない災害における費用の負担等 

災害救助法が適用されない災害における費用は､次により町が負担するものとする｡ 

ただし､他の制度により費用の負担が定められているものについては､この限りでない｡ 

(1) 医療及び助産の費用 

  災害救助法による救助の程度､方法及び期間並びに実費弁償の基準に定めるところに準ずる｡ 

(2) 救護班又は医療班として救護医療活動に従事した医師､その他の者がそのために死亡又は負傷し､疾病 

にかかり､又は障害者となったときの災害補償は､｢佐賀県消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例｣の 

規定による｡ 

 

11.人工透析対策 

町及び県は､透析医療機関の稼働状況を速やかに把握するとともに､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､広報紙､報道機関を通して患者､

患者団体等に､的確な情報を提供し､人工透析受療の確保を図る｡町は､速やかな地域の患者への医療機関情報提

供や医療機関への搬送に努める｡ 

また､町､県及び各透析医療機関は､一般社団法人日本透析医会が提供する情報など広域的な情報収集を行う｡ 

 

12.被災者の心のｹｱ 

被災のｼｮｯｸや長期間強いられることになる避難生活のｽﾄﾚｽ等は､心身の健康に多大な影響を及ぼす｡被災後の

混乱状況下においては､被災町民に適切なﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを提供する必要がある｡ 

 

13.広報､報告 

町は､救護所を設置した場合は､速やかに被災者や町民等に対し､防災行政無線､広報車等により､設置内容等

を周知徹底するとともに､県に対し報告する｡ 

県は､報道機関の協力を得て､救護所の設置内容等について広報する｡ 
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14.医療機関における医療活動の確保 

(1) 公的医療機関 

地震時に独立行政法人国立病院機構､県､町及び日本赤十字社佐賀県支部は､自らの医療機関において､必要

に応じ､治療中の患者等の安全を確保するための措置を速やかに講じるとともに､新たに発生する傷病者に対

して医療活動を行う｡ 

(2) 民間医療機関 

県医師会及び県歯科医師会は､地震時に､県から要請があった場合又は自ら進んで､会員の医療機関の被害 

状況を調査するとともに､会員に対し､必要に応じ､治療中の患者等の安全を確保するための措置を速やかに 

講じ､また新たに発生する傷病者に対して医療活動を行うよう､要請し､医療活動の確保を図るものとする｡ 

《医療救護における要請及び報告系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2項 医薬品､医療資機材の調達 

1.需給状況の把握 

町は､地区医師会､地区薬剤師会､医薬品等卸売業者､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給

状況を把握する｡ 

県は､町､佐賀県医師会､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県薬剤師会､佐賀県医薬品卸業協会､佐賀県医科器械組

合､その他関係団体等と協力し､医薬品､医療資機材の需給状況を把握する｡ 

 

2.実施責任者 

(1) 災害救助法を適用するに至らない場合 

医薬品､医療資機材等の確保及び給与は町長が行うものとする｡ 

(2) 災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用されたときは､必要物資等の確保及び輸送は知事及び町長が互いに密接な連携の下に行

うものとする｡ 

 

3.安定供給の確保 

(1) 町 

① 需給状況から必要と認める場合には､医薬品等卸売業者に対し､医薬品､医療資機材の供給の要請を行う｡ 

② この措置を講じても不足するおそれがある場合には､県に対し､医薬品､医療資機材の調達又は援助を要 

町 救護所 
杵藤保健福祉 

事務所 
県 

武雄杵島地区医師会 

(医療機関等) 
救護所 

県医師会 報道機関 

住
民
・
被
災
者 

要請及び報告 

設 置 

設 置 
要 請 

要 請 

要 請 

要 請 

広 報 

広 報 
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請する｡ 

(2) 県 

① 町から要請があった場合又は需給状況から自ら必要と認める場合は､｢災害時における医薬品等の供給に 

関する協定｣に基づき､佐賀県医薬品卸業協会及び佐賀県医科器械組合に対し､医薬品､医療資機材の供給の 

要請を行う｡ 

② 医療救護班からの要請に基づき､備蓄している災害時緊急医薬品等を供給する｡ 

③ これらの措置を講じても不足するおそれがある場合には､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣に基づく 

応援の要請を行う｡ 

④ それでも不足するおそれがある場合には､国その他の機関に調達又は援助を依頼する｡ 

4.薬剤管理班の編成､派遣 

県は､救護所又は医薬品､医療資機材の臨時保管場所において､医薬品､医療資機材の管理､供給を行うため､町

から要請があった場合は､適当な数の薬剤管理班(薬剤師2名で構成)を編成し､派遣する｡ 

県は､全部の薬剤管理班を派遣しても十分に対処できないと認める場合は､｢九州･山口9県災害時相互応援協

定｣に基づき､薬剤管理班の派遣要請を行う｡ 

 

第3項 医療施設の応急復旧 

被災地域内の医療機関は､地震時には､速やかに､病院建築物･医療設備等の損壊状況について調査し､被害の

応急復旧を実施するとともに､電気､ｶﾞｽ､水道等のﾗｲﾌﾗｲﾝの復旧について､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者へ要請する｡ 

また､患者の急増等に対応するため､相互に密接な情報交換を図り､必要に応じて他の医療機関等に協力を求

めるよう努める｡ 

町は､医療施設の電気､ｶﾞｽ､水道等のﾗｲﾌﾗｲﾝの応急復旧について､速やかに対応が行われるように､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業

者へ要請する｡ 

 

第4項 保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの対応 

県は､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活用を図るとともに､実施の際は､円滑な活動に資するため､関係機関

との連絡調整に努める｡ 

地震時に､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの申出がある場合は､県は､次により対応するものとする｡ 

このことから､町において､医療ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを必要とし､その人員が不足するときは､県への情報提供を行い､医療

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの斡旋を受けるものとする｡ 

 

1.登録窓口の設置､広報 

県は､直接又は医療関係団体の協力を得て､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ･登録に関する窓口を設置すると

ともに､このことについて広報する｡ 

 

2.情報提供等 

町は､被災地において医療関係者が不足していると認めた場合は､県に対し､不足している職種､受入れ日時･

場所等の情報を連絡する｡ 

県は､町からの情報の内容について調整を行い､登録している医療ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに対し､情報提供を行う｡その際､

次のことを要請する｡ 
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(1) 自己完結型の活動を行えるよう､生活必需品等を携行すること｡ 

(2) 可能な範囲で､医薬品､医療資機材の携行に努めること｡ 

(3) 被災者のﾆｰｽﾞにあった保健医療提供を行うこと 

(4) その他､保健医療福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを行う者は県及び町他､関係者の指示に従うこと 

 

 

 

 

 

《医療ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣ﾌﾛｰ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 消防活動計画 

大規模震災発生時には､火源や着火物の転倒等により､広域にわたって同時に火災が発生し､大規模な火災と

なって延焼し､火災による被害が地震そのものによる被害を大きく上回る可能性もあることから､町及び関係

機関は火災予防の徹底に努める｡ 

 

第1項 出火防止､初期消火 

1.出火防止､初期消火 

 (1) 一般家庭に対する指導 

    地震発生後､速やかに出火防止のための処置を行うことにより､出火率は大幅に低減するため､広報活動 

及び各種会合を通じて､一般家庭の防火意識の高揚及び住宅用防災機器等の普及を図る｡ 

 (2) 防炎物品の普及指導 

    防炎物品は､出火及び延焼拡大防止に非常に効果があるため､その普及を図る｡特に高齢者等の災害時 

要援護者が居住する家庭に対しては､防炎物品のｶｰﾃﾝ､じゅうたん等の普及促進を図るものとする｡ 

 (3) 消防用設備等の維持管理の徹底 

    消防用設備等については､いつ火災が発生してもその機能が有効に発揮できるよう､消防法令で定める 

定期点検及び報告の徹底を図るものとする｡ 

(受入・登録窓口) 

医療関係団体 

県 町 

情報連絡 

活動 

登録 情報提供 

保健医療福祉ボランティア 

広報 
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 (4) 初期消火用具の普及 

    地震後の出火時点においては､初期消火活動が重要であるので､消火器､消火ﾊﾞｹﾂ等の初期消火用具の 

設置について､普及啓発を図るものとする｡ 

 

2.消防力の強化 

地震発生時における消火栓等の使用不能に備え､家屋密集地､避難地周辺等､計画的に耐震性貯水槽等の整備

を図り､消防に必要な水利施設の確保を図るものとする｡ 

 

 

第2項 消火活動 

町及び消防機関は､地震により火災が発生した場合は､全機能をあげて､迅速かつ的確に消火活動を実施 

する｡ 

消火活動にあたっては､効果的な消火に努め､また､避難の指示等が出された場合は､人命の安全確保を最大の

目的とした避難路確保に全力を尽くして防御にあたる部隊運用を図る｡ 

 

第3項 救急活動(消防機関の活動) 

消防機関は､地震時に大量に傷病者が発生した場合には､迅速かつ効率的に医療機関へ搬送するものとする｡

｢佐賀県常備消防相互応援協定書｣等に基づき､近隣及び県内の他消防機関に対し､応援を要請する｡応援の消防力を以

てしても､不足する場合には､県に対して､緊急消防援助隊の要請を行う｡ 

 

1.救急活動 

消防機関は､傷病者の搬送にあたっては､救命処置を要する又はﾄﾘｱｰｼﾞによる重症者を優先する｡ 

 

2.搬送手段の確保 

消防機関は､傷病者を所管する救急車により搬送するものとするが､不足する場合には､｢佐賀県常備消防相

互応援協定書｣等に基づき､近隣及び県内の他消防機関に対し､応援を要請する｡応援の消防力を以ってしても､

不足する場合には､県に対して､緊急消防援助隊の要請を行う｡さらに必要な場合には､災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)

等に支援を求める｡ 

消防機関､町は､地震により交通が途絶した場合又は遠隔地から高次医療機関への搬送が必要である場合など､

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる搬送が有効と認める時は､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航要領に基づき､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの出動を要請する｡ 

県は､要請を受けた場合又は自らﾍﾘｺﾌﾟﾀｰが必要と認めた場合は､｢大規模特殊災害時における広域航空消防応

援実施要綱｣に基づく広域航空消防応援､又は自衛隊に対する災害派遣を要請する｡ 

なお､ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘについては､｢佐賀県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航要領｣､｢福岡県､佐賀県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの相互応援に係る基本協定｣及

び｢佐賀県､長崎県ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの相互応援に係る協定｣に基づき､運航するものとする｡ 

 

3.後方医療機関の情報の把握 

消防機関は､県が構築する救急医療情報ｼｽﾃﾑを活用して､搬送先の医療機関の被災状況や傷病者の受入れの可

否等の情報を把握する｡ 
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4.応援要請 

(1) 近隣､県内の他消防機関に対する応援要請 

消防機関は､自ら行う救急活動のみでは対処できないと認める場合は､あらかじめ締結している｢佐賀県常備 

消防相互応援協定書｣及び｢佐賀県の応援･受援出動計画｣等に基づき､近隣の他消防機関に対し､応援を要請す 

る｡要請を受けた消防機関は､可能な限り応援する｡ 

(2) 緊急消防援助隊の出動要請､広域航空消防応援の要請 

町又は消防機関は､県内の消防力をもってしても対処できないと認める場合は､県を通じ消防庁へ､緊急消防 

援助隊の出動又は｢大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱｣に基づく広域航空消防応援を要請 

する｡ 

なお､県と連絡が取れない場合は､直接消防庁へ要請する｡ 

県は､連絡を受けた場合又は自ら必要と認める場合は､消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動又は広域航 

空消防応援の要請を行う｡ 

消防機関は､地震災害時に大量に傷病者が発生した場合には､迅速かつ効率的に医療機関へ搬送するものと

する｡ 

 

第12節 惨事ｽﾄﾚｽ対策 

災害現場などで悲惨な体験や恐怖を伴う体験をすると､精神的ｼｮｯｸやｽﾄﾚｽを受けることがあり､これにより､

身体､精神､情動又は行動に様々な障がいが発生するおそれがある｡ 

そこで､救助･救急又は消火活動を実施する各機関及び保健医療活動ﾁｰﾑを派遣する各機関は､職員等の惨事ｽﾄ

ﾚｽ対策の実施に努めるものとする｡ 

消防機関は､必要に応じて､消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする｡ 

保健医療活動ﾁｰﾑを派遣する各機関は､必要に応じて､当該機関の産業医を活用又は県に専門家の派遣

を要請するものとする｡ 

 

第 13節 水防活動計画と二次災害の防止活動 

1.水防活動 

地震発生に伴い､河川､海岸､農業用用排水施設等の堤防･護岸及び管理施設等の損壊､山腹の崩壊などの

被害が生じ､そのため､せきとめ､溢流､氾濫､又は高潮､波浪､潮位の変化による浸水等水害が発生するおそ

れがある場合､河川･海岸･農業用用排水施設等の管理者及び施行者は､速やかに､次により､水防上の応急措

置を講じることとする｡ 

(1) 施設の点検､補修 

河川､海岸､農業用用排水施設等の管理者及び施行者並びに下水道管理者は､地震災害により所管施設

に被害が生じるおそれがあると認める場合は､速やかに､施設の被害調査､点検を実施し､その結果必要

と認める場合は､被災施設の補修を行う｡ 

河川､海岸､農業用用排水施設等の管理者及び下水道管理者は､関係する水防管理者に対し､このこと

を連絡する｡ 

(2) 応急措置 

水門や排水機場等の管理者･管理受託者は､地震により津波及び浸水等水害が発生するおそれがある

場合は､関係機関との連携を図りつつ､水門や排水機場等の操作担当者に対し､適切な操作が行われるよ

う指示する｡ 

地震により河川､海岸等又はこれらの効用を兼ねる道路が被災し､流水又は海水が侵入し､甚大な水害
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が発生し､又は発生するおそれがあると認める場合は､これら施設の管理者及び施行者は､緊急に仮締切

り工事の施工など適切な措置を講じる｡ 

水防管理者は､必要に応じ､水防上適切な措置を講じる｡ 

 

2.土砂災害の発生､拡大防止 

国､町及び県は､発災後の降雨･地震等による土砂災害の発生の防止･軽減を図るため､専門技術者等を活

用して､危険箇所の点検を実施するものとする｡その結果､危険性が高いと判断された箇所については､関係

機関への連絡や町民への周知を図るとともに､避難体制の整備などの応急措置を適切に講じる｡ 

国､町及び県は､土砂災害が発生した場合は､早急に被害状況や今後の被害の拡大の可能性等について現

地調査を行い､必要に応じ､応急工事(不安定土砂の除去､仮設防護柵の設置等)を実施する｡ 

 

第14節 避難計画 

地震発生後､津波､火災､崖くずれ等の二次災害から町民の人命､身体を保護するため､町は､災害対策基

本法等に基づき､必要に応じ避難のための措置をとるものとする｡ 

また､避難措置にあたっては､高齢者､障がい者､外国人､乳幼児等の避難行動要支援者に十分配慮し､必

要に応じ高齢者等避難の発令あるいは早目の避難指示を発令し､町民及び関係機関等へ伝達する｡ 

 

第1項 高齢者等避難､避難指示 

1.実施責任者 

災害から町民の生命､身体を保護するための避難の指示等の実施責任者は町長とし､災害応急対策の第一次

責任者である町長を中心に､相互に連携､協調し避難を迅速かつ安全に行なうものとする｡ 

 

2.高齢者等避難･避難指示の発令 

町長は､危険の切迫する前に十分な余裕をもって､次により迅速かつ的確に発令･伝達する｡ 

また､町長は避難場所の収容又は移送を必要とする場合で､町のみでは対処できないときは､県に要請し､ま

た事態が切迫しているときは隣接の市町に応援を要請するものとする｡ 

(1) 避難の種類等 

項  目 状  況 町民に求める行動 

高齢者等避難 

 

･人的被害の発生する可能性が高まった

状態 

※特に避難行動に時間を要する者が避難

行動を開始しなければならない段階｡(避

難行動要支援者の避難) 

･避難行動要支援者等､避難に時間を要

する者は､計画された避難場所への避難

を開始 

(避難誘導員は誘導活動を実施) 

･上記以外の者は､家族等との連絡､非常

持出品の用意等､避難準備を開始 

避 難 指 示 

･人的被害の発生する可能性が明らかに

高くなった状態 

※避難行動要支援者の避難確認を終え､

通常の避難行動ができる者が避難行動を

開始する段階｡ 

･通常の避難行動ができる者は､計画さ

れた避難場所への行動を開始 

(避難誘導員は引続き誘導活動を実施) 
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･前兆現象の発生や､現在の切迫した状況

から､人的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断された状態 

･人的被害が発生した場合 

･高齢者等避難の発令後で避難中の町民

は､確実な避難行動を直ちに完了 

 

緊急安全確保 

･災害が発生し､又はまさに発生しようとし

ている場合において､避難のための立退きを

行うことによりかえって人の生命又は身体

に危険が及ぶおそれがあると認められると

き 

･屋内での待避等の安全確保措置の指示 

3.高齢者等避難､避難指示の内容 

町長は､高齢者等避難､避難指示を発令するとき､次の内容を明示して行う｡ 

(1) 避難対象地域 

(2) 高齢者等避難､避難指示を発令する理由 

(3) 避難先及び避難経路 

(4) 避難時の留意事項等 

 

4.町民への伝達及び関係機関への連絡 

避難指示等の伝達は､最も迅速かつ的確に町民に周知できる方法により実施するとともに､その内容を速や

かに町民及び防災上配慮を要する者の利用施設(以下｢避難行動要支援者関連施設｣という｡)へ伝達するととも

に､関係機関に対して連絡する｡ 

(1) 町民への伝達 

高齢者等避難の発令若しくは避難指示を発令したとき､町民への伝達にあたっては､高齢者､障がい者､外

国人等の避難行動要支援者に十分配慮し､消防機関､駐在員､民生委員･児童委員等を活用し､その周知徹底を

図る｡ 

(2) 要配慮者関連施設への伝達 

    高齢者等避難の発令若しくは避難指示を発令したときは､要配慮者関連施設(高齢者､障がい者､乳幼児､ 

その他特に防災上配慮を要する者が利用する施設)にその内容を伝達する｡ 

(3) 関係機関への連絡 

高齢者等避難の発令若しくは避難指示を発令した者又はその者が属する機関は､関係機関(県､警察､消防 

等)と､その内容を相互に連絡する｡ 

(4) 伝達方法 

① あらかじめ定められた伝達系統組織を通じ､防災行政無線又は電話､口頭等 

② ｻｲﾚﾝ(防災行政無線)､警鐘による 

③ 広報車及び放送設備を装備する車両 

④ ﾃﾚﾋﾞ(ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞを含む)､ﾗｼﾞｵの放送 

⑤ 携帯電話等のﾒｰﾙ(防災ﾈｯﾄあんあん､緊急速報ﾒｰﾙ) 

⑥ その他実情に即した方法(FAX､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等) 

町長は､本防災計画中の｢避難計画｣について､危険地区毎に避難指示等の伝達組織及び伝達方法を 
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定め､日常より危険地区の町民に対し周知徹底しておくものとする｡ 

また､電話回線の不通､停電等を想定した上で､防災行政無線の非常用電源の点検整備､戸別受信機の 

電池交換等を行い､災害時に機能を果すように維持管理しておくものとする｡ 

 

5.避難の指示 

(1) 町長は､災害が発生するおそれがある場合において､必要があると認めたときは､当該地域の居住者に 

対し避難のため立ち退きを勧告し､なお急を要すると認めるときは立ち退きを指示する｡ 

(2) 警察官は､町長から要求があったとき､又は町長が立ち退きの指示をすることができないと認めるとき 

は､当該地域の町民に対し避難のための立ち退きを指示しその旨を町長へ速やかに通知する｡ 

 (3) 知事又はその命を受けた職員は､地すべりにより著しい危険が切迫していると認めたときは､地域の町民 

等に立ち退きを指示する｡また､白石警察署長にその旨を通知する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

【資料編】 

･避難活動等実施要綱(P552~554) 

･防災上配慮を要する者の利用施設(要配慮者関連施設)(P555) 

 

第2項 警戒区域の設定 

警戒区域の設定を実施する者は､状況に応じ､次により､迅速かつ的確に行う｡ 

実施責任者 要 件(根 拠) 内  容 対 象 者 備  考 

●町長等 

(町長から委任を受けた町

の職員を含む｡以下同じ) 

 

 

○警察官又は海上保安官 

(町長等が現場にいないと

き､又は町長等から要求が

あったとき) 

 

○災害派遣を命ぜられた

部隊等の自衛官 

(町長等､警察官又は海上

保安官がその場にいない

場合) 

 

○知事 

●災害が発生し､又はまさに発生

しようとしている場合において､

人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要がある

と認めるとき｡ 

(災害対策基本法§63､§73) 

 

 

●区域への立入りの制

限･禁止又は区域からの

退去命令 

 

 

災害応急対策に

従事する者以外

の者 

 

 

 

 

 

 

 

●警察官､海上保安

官､災害派遣を命ぜ

られた部隊等の自

衛官が行った場合

は､町長に通知する

こと｡ 

 

 

 

 

 

●知事が行う場合

災害現場指揮官(役場) 

消 防 団 

駐 在 員 

町 

長 

住 
 

民 

避難の伝達系統図 
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(災害の発生により町が全

部又は大部分の事務を行

うことができなくなった

とき) 

 

は､その旨公示する

こと｡ 

 

 

第3項 避難誘導等 

1.避難誘導 

(1) 地域住民等の避難誘導 

町長は､避難の指示等(警戒区域の設定を含む｡以下同じ｡)を実施したとき､町民等の人命の 安全を第一に

避難誘導を迅速かつ的確に行う｡ 

町は､避難の指示等を実施した場合又はその連絡を受けた場合は､職員が避難誘導にあたる｡消防団及び自

主防災組織においては､互いに連携を図り､誘導を行う｡ 

(2) 要配慮者への配慮 

町は､避難誘導にあたっては､避難行動要支援者名簿等を有効に活用するなどして､避難行動要支援者を優

先して行うとともに､指定緊急避難場所､避難路､浸水想定区域､土砂災害警戒区域等､災害の概要その他の避

難に資する情報の提供に努める｡ 

災害時には､避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず､避難行動要支援者名簿を効果的に利用し､避

難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるように努めるものとする｡ 

また､旅行者などの一時滞在者は､避難路や指定緊急避難場所等を含め地域の実情に詳しくないため､誘導

にあたっては配慮した対応を行う｡ 

(3) 被災者の運送の要請 

県は､被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは､運送事業者である指定公 

共機関又は指定地方公共機関に対し､運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して､ 

被災者の運送を要請するものとする｡ 

また､運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述の 

要請に応じないときは､被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り､当該機関に対 

し､当該運送を行うべきことを指示するものとする｡ 

 

2.避難誘導の方法 

避難誘導は､災害という特殊条件のもとに行なうものであることから､町長は､安全かつ迅速に実施し､以下

の点に留意するものとする｡ 

(1) 避難経路等は､平常時からあらかじめ定めておき､町民に周知徹底を行い､避難誘導の万全を図る｡ 

(2) 避難誘導責任者は､あらかじめ担当地区の町民を昼間､夜間別に把握しておき､時間帯によっては避難 

行動要支援者のみ在宅する世帯も把握し､避難誘導にあたっては特に留意するものとする｡ 

(3) 避難責任者は､避難訓練等により担当地区の町民を全員避難させるための必要時間を把握し実施責任者 

に知らせておくものとする｡ 

 

3.避難所(場所)の指定 

(1) 町長は､各種災害時における条件等を考慮し､地区毎､災害種別毎の避難予定場所､避難道路及び誘導員 
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を指定する｡ 

(2) 町長は､その地域の町民に事前に避難場所等について周知徹底に努め､災害が発生するおそれがある時 

は､積極的に自主避難をするよう指導する｡ 

 

4.避難 

(1) 小規模な避難 

避難の指示等が実施された場合は､その対象となった町民等は､勧告･指示等の内容に従い､各自自ら避難す

ることを原則とする｡ 

ただし､避難行動要支援者等自力で避難することが困難な者については､事前に定めた援助者が避難を支

援するものとし､町は､車両･舟等を準備し､援助するものとする｡ 

(2) 広域的な避難 

町は､災害の規模､被災者の避難･収容状況､避難の長期化等に鑑み､町の区域外への広域的な避難及び指定

避難所､応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において､県内の他の市町への受入れについ

ては当該市町に直接協議し､他県の市町への受入れについては県に対し当該他県との協議を求めるものとす

る｡なお､県内の他の市町への受入れについては､災害の状況等に応じ､県に協議を求めることを妨げない｡ 

県は､町から協議要求があった場合､他の都道府県又は県内の他の市町と協議を行うものとする｡ 

また､町の行政機能が被災によって著しく低下した場合など､町からの要求を待ついとまがないときは､町

の要求を待たないで､広域避難のための要求を町に代わって行うものとする､県は､県外避難が必要な場合は､

必要に応じ､国に対し､受入先の候補となる地方公共団体における被災住民の受入能力(施設数､施設概要等)

等について助言を求めるものとする｡ 

また､県は､町から求めがあった場合には､同様の助言を行うものとする｡ 

なお､避難にあたっては､自衛隊に対し災害派遣を要請するなど適切な方法を講じ､円滑な避難を図る｡ 

 

5.自主避難 

町は､崖くずれなどの前兆現象が出現した場合等における町民の自主避難について､町民に対し､あらかじめ

広報紙をはじめとして､機会をとらえてその知識の普及を図る｡ 

また､町民においても､地震等により災害の発生する危険性を感じるか､土砂災害などの前兆現象を発見し､危

険と判断した場合等､隣近所で声を掛け合って自主的に避難するよう心掛けるものとする｡ 

なお､町民が自主的に避難を行う場合には､町は､求めに応じ､避難先を斡旋するなど適切な措置を講じるとと

もに､関係機関に対し､このことを連絡する｡ 

 

第4項 主な施設における避難 

学校等､病院等医療機関､社会福祉施設､不特定多数の者が利用する施設等においては､あらかじめ避難場所､

避難経路､誘導責任者及び避難方法等について作成した避難計画に基づき､避難の指示等があった場合には､迅

速かつ安全に避難を実施する｡ 

 

1.学校等 

公立の学校は､生徒等の在校時に､地震が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった場合又は

自らその必要を認める場合は､あらかじめ定めた避難計画等に基づき､教職員の指示のもと､迅速かつ安全に生

徒等を避難させる｡ 
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生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたﾙｰﾙに基づき保護者等へ生徒等を引き渡す場合は､町に対し､

さらに町教育委員会又は県教育委員会に対し､速やかにその旨連絡する､他の私立の学校も､これに準じるもの

とするが､連絡先は､町及び関係機関とする｡ 

 

2.病院等医療機関 

病院等医療機関は､地震が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった場合又は自らその必要

を認める場合は､あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき､医師､看護師､職員の指示･引率のもと､迅速

かつ安全に､入院患者､外来患者､見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させたうえ､県及び町に対し速やかに

その旨を連絡する｡ 

避難誘導にあたっては､担送患者と独歩患者とに区分し重症者､老幼婦女を優先して行う｡ 

必要に応じて､転院先等他の医療機関に対し､応援を要請する｡この場合は､町に対し速やかにその旨連絡 

する｡ 

県は､病院等医療機関の避難が必要となった場合は､県医師会及び関係地区医師会等の関係機関と連携し､入

院患者の転院先となる医療機関を調整する｡ 

県内の病院等医療機関では転院に対処できない場合には､近隣県に対し､受入協力を要請する｡ 

 

3.社会福祉施設 

社会福祉施設は､地震が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった場合又は自らその必要を

認める場合は､あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき､職員の指示のもと､迅速かつ安全に､入所者又

は利用者を避難させたうえ､県及び町に対し速やかにその旨を連絡する｡ 

地震により施設が被災し､入所者を他の施設に転所させる必要が生じた場合は､町は､そのための措置を講じ､

必要に応じて､転所先等他の施設に対し､応援を要請する｡ 

県は､被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は､近隣県に対し､社会福祉施設等への受

入れ協力を要請する｡ 

また､救助を要する入所者又は利用者が発生した場合は､消防機関等と連絡をとりながら､直ちに救助活動を

行う｡ 

 

4.不特定多数の者が利用する特定施設等 

不特定多数の者が利用する特定施設等は､地震が発生し､又は発生するおそれがあり､避難の指示等があった

場合又は自らその必要を認める場合は､あらかじめ定めた避難計画等に基づき､施設職員の指示のもと､迅速か

つ安全に利用者を避難させ､その他適切な措置を講じる｡この場合は､町に対し､速やかにその旨連絡する｡ 

 

第5項 指定緊急避難場所及び指定避難所の開放･開設･運営 

町は､災害時に必要に応じ､指定緊急避難場所及び指定避難所について､地域防災計画やあらかじめ作成した

避難所運営のﾏﾆｭｱﾙ並びに県立学校に当たっては､｢県立学校における福祉避難所の開設･運営ﾏﾆｭｱﾙ｣に基づき､

直ちに開放･開設し､適切に運営する｡ 

 

1.指定緊急避難場所及び指定避難所の開放･開設 

(1) 指定緊急避難場所 

    町は､災害時に必要に応じ､指定緊急避難場所等を開放し､住民等に対し周知徹底を図る｡ 
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(2) 指定避難所 

町は､指定避難所を開設し､住民等に対し周知徹底を図る｡また､要配慮者のため､必要に応じて福祉避難所 

を開設する｡ 

指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には､あらかじめ指定した施設以外の施設についても､当該 

施設の管理者の同意を得て､避難所として開設する｡ 

また､避難所を開設する場合には､あらかじめ施設の安全性を確認するものとする｡ 

さらに､避難所開設に当たっては､要配慮者に配慮して､他市町にあるものを含め､福祉施設又は旅館･ﾎﾃﾙ 

等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする｡ 

指定避難所のﾗｲﾌﾗｲﾝの回復に時間を要すると見込まれる場合や､道路の途絶による孤立が続くと見込まれ 

る場合は､当該地域に指定避難所を設置･維持することの適否を検討する｡ 

町は､指定避難所を開設した場合は､関係機関等による支援が円滑に講じられるよう､開設日時･場所､箇所 

数及び受入れ人数､設置期間の見込み等の開設状状況等を適切に県に報告し､県は､その情報を国に共有する 

ように努めるものとする｡ 

必要があれば､あらかじめ指定した施設以外の施設についても､安全性を確認のうえ､当該施設の管理者の 

同意を得て､避難所として開設する｡ 

町は､災害時に必要に応じ､洪水､高潮､土砂災害等の危険性に十分配慮し､切迫した災害の危険から逃れる 

ための指定緊急避難場所及び一定期間滞在して避難生活を送る指定避難所を開設するとともに､住民等に 

対し周知徹底を図るものとする｡ 

また､要配慮者のため､福祉避難所を開設するものとする｡必要があれば､あらかじめ指定した施設以外の 

施設についても､安全性を確認のうえ､当該施設の管理者の同意を得て､避難所として開設する｡ 

さらに､避難所開設に当たっては､要配慮者に配慮して､他市町にあるものを含め､民間賃貸住宅､福祉施設 

又は旅館･ﾎﾃﾙ等を借り上げる等､多様な避難場所の確保に努めるものとする｡ 

なお､地震災害が激甚であるなどにより町に避難所を設置することが困難な場合は､次の事項を明らかに 

して､県に対して支援を要請するものとする｡ 

要請を受けた県は､町を越える避難が必要となった場合は､被災していない市町と調整して避難先を確保 

し､被災した町に対して避難先の指示を行うものとし､県を越える避難が必要となった場合は､隣県等に要請 

して避難先を確保し､被災した町に対して避難先の指示を行うものとする｡ 

(1) 避難希望地域 

(2) 避難を要する人員 

(3) 避難期間 

(4) 輸送手段 

(5) その他必要事項 

 

2.避難場所の開設及び収容保護 

避難場所の開設､収容及び収容者の保護は､災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が適用された場合

には､同法に基づき町長が実施し､同法が適用されない災害又は同法が適用されるまでの間は､独自の応急対策

として町長が開設し､その旨を公示する｡ 

(1) 収容対象者 

① 災害によって現に被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者 
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② 避難命令がでた場合等で､現に被害を受けるおそれのある者 

(2) 収容期間 

避難所の開設､収容保護の期間は､原則として災害発生の日から7日間以内とするが､それ以前に必要の 

なくなった者は､逐次退所させ､期間内に完了する｡ただし､期間内に罹災者が住居又は仮住居を見出すこ 

とができず､継続収容を必要とするときは､町長はその都度県に開設期間の延長を申請する｡ 

(3) 所要物資の確保 

町は､避難所開設及び収容保護のための所要物資を確保する｡ただし､町において確保できないときは､ 

県に確保を依頼する｡ 

 

(4) 町職員の駐在 

避難所を開設したときは､避難所毎に町職員を駐在させ､避難所の管理と収容者の保護にあたらせる｡なお､ 

駐在職員は次の各種記録を備付け整備する｡ 

① 避難所収容台帳 

② 避難所収容者名簿 

③ 避難所物品受払簿 

④ 避難所設置及び収容状況 

(5) 避難所開設状況等の報告 

避難所を開設したいときは､速やかに県に報告し､その後の状況を毎日､救助日報等により報告する｡なお､ 

報告は次の事項について電話により行う｡ 

① 開設状況報告･･･避難所開設日時､場所､施設名及び収容状況 

② 収容状況報告･･･施設別､収容人員､開設期間の見込み等 

③ 閉 鎖 報 告･･･施設別閉鎖日時 

 

3.指定避難所の運営管理等 

町は､各指定避難所の適切な運営管理を行うものとする｡この際､指定避難所における正確な情報の伝達､食

料･飲料水等の配布､清掃等については､避難者､住民､自主防災組織､避難所運営について専門性を有した外部支

援者等の協力が得られるよう努めるとともに､必要に応じ､県又は他の市町に対して協力を求める｡ 

また､町は､指定避難所の運営に関し､被災者に過度の負担がかからないよう配慮しながら､役割分担を明確

化し､被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう､その立ち上げ

を支援するものとする｡ 

災害の規模､被災者の避難及び収容状況､避難の長期化等にかんがみ､必要に応じて､旅館やﾎﾃﾙ等への移動を

避難者に促す｡ 

なお､町及び県は､災害の規模等にかんがみて必要に応じ､避難者の健全な住生活の早期確保のために､必要に

応じ､応急仮設住宅の迅速な提供､公営住宅､民間賃貸住宅､空き家等利用可能な既存住宅のあっせん､活用等に

よって､指定避難所の早期解消に努めることを基本とする｡ 

(1) 避難者情報の把握及び開示 

町は､それぞれの指定避難所に受入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食料や水等のみ 

受取に来ている被災者等に係る情報の早期把握に努める｡ 

また､民生委員･児童委員､介護保険事業者､障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者等は､要配慮者の居場所や安否の確認に 

努め､把握した情報について町に提供するものとする｡ 
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(2) 生活環境の維持 

町は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､防災関係機関等の協力も得て､指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう 

努めるものとする｡ 

そのため､食事供与の状況､ﾄｲﾚの設置状況等の把握に努め､必要な対策を講じる｡ 

また､避難の長期化等必要に応じて､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ等の活用状況､保健医療ｽﾀｯﾌの配置､避難者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確 

保状況､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ等の活用状況､入浴施設設置の有無及び利用頻度､洗濯等の頻度､医師､保健師､看護師､管理 

栄養士等による巡回の頻度､暑さ･寒さ対策の必要性､食料の確保､配食等の状況､食中毒発生防止対策の状況､ 

し尿及びごみの処理状況など､避難者の健康状態や避難場所の衛生状況を把握し､必要な措置を講じるよう努 

める｡ 

また､必要に応じ､指定避難所における家庭動物のための避難ｽﾍﾟｰｽの確保等に努めるとともに､獣医 師会 

や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう連携に努める｡ 

(3) 男女双方の視点等への配慮 

町は避難所の運営にいて女性の参画を推進し､男性に偏った運営とならないよう配慮する｡また､男女の 

ﾆｰｽﾞの違い等男女双方の視点に加え､LGBTなど多様な性のあり方等に配慮する｡特に女性専用の物干し場､ 

個室更衣室､授乳室の設置や男女別ﾄｲﾚの確保､生理用品､女性用下着の女性による配布､避難所における乳幼 

児のいる家庭用ｴﾘｱの設定又は専用避難所･救護所の確保､乳幼児が安全に遊べる空間の確保､巡回警備や防犯 

ﾌﾞｻﾞｰの配布等による指定避難所における安全性の確保など､女性や子育て家庭のﾆｰｽﾞに配慮した指定避難所 

の運営管理に努める｡ 

なお､避難者が避難所運営に参加する場合は､固定的な性別役割分担意識によることなく､避難者の自主性 

を尊重するとともに､役割の固定化により､一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する｡ 

(4) 要配慮者への配慮 

要配慮者については､福祉施設職員等の応援によるｹｱ､保健医療ｽﾀｯﾌによる健康状態の把握や､手話通訳者 

の配置等情報提供の方法等に配慮するものとする｡ 

(5) 食物ｱﾚﾙｷﾞｰの防止等の食料や食事に関する配慮 

食物ｱﾚﾙｷﾞｰの避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう､食事の原材料表示に努ること｡また､ 

避難者自身からｱﾚﾙｷﾞｰを起こす原因食品の情報提供を受けられるような配慮に努めるものとする｡ 

(6) 相談窓口の設置 

高齢者､障がい者､妊産婦､乳幼児を抱えた家族､外国人等の要配慮者や在宅の人も含め､様々な避難者の意 

見を吸い上げるため､相談窓口の設置に努めること｡なお､女性や子どもへの暴力や女性特有の生活･健康に関 

する相談に対応するため､女性相談員による女性専用窓口の設置に配慮する｡ 

(7) 生活不活発病等の予防対策 

避難所に入らず車上で避難生活を送る被災者は深部静脈血栓症(通称｢ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ症候群｣)を発症する恐れが 

高いことや､避難所生活の長期化などにより､特に高齢者において生活不活発病の発症ﾘｽｸが高くなることな 

どを考慮し､適度な運動をさせるなど､｢生活機能低下予防ﾏﾆｭｱﾙ(厚生労働省通知)｣等を活用してその予防に 

努めるものとする｡ 

(8) 避難の長期化対策 

避難生活が長期化する場合､町は､必要に応じて､避難生活や健康の悩みなどの相談に応じるｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ､ 

指定避難所内におけるﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを確保したｽﾍﾟｰｽや空調機器等の設置や疾病や心のｹｱ対策のために適度な運 

動･遊びの機会を創出する等､長期化に伴うﾘｽｸ対策に努めるものとする｡ 

また､食料の供給にあたり､管理栄養士の活用等により長期化に対応してﾒﾆｭｰの多様化､適温食の提供､ 
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栄養ﾊﾞﾗﾝｽの確保､要配慮者(咀嚼機能低下者､疾病上の食事制限者､食物ｱﾚﾙｷﾞｰ患者(児)等)に対する配慮等､ 

質の確保についても配慮するよう努めるものとする｡ 

(9) 在宅避難者への配慮 

町は､やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても､食料等必要な物資の配布､保健 

師等による巡回健康相談の実施等保健医療ｻｰﾋﾞｽの提供､正確な情報の伝達等により､生活環境の確保が図ら 

れるよう努めることとする｡ 

(10) ﾎｰﾑﾚｽへの対応 

町は､指定緊急避難場所や避難所に避難したﾎｰﾑﾚｽについて､住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる 

こととする｡ 

4.避難にあたっての町民が留意する事項 

 避難が円滑に実施され､収容施設による生活の安全を図るため町民に対し､次の事項を平素から訓練､指導す

るものとする｡ 

(1) 氏名票(住所､氏名､生年月日､血液型等)を携行する｡ 

 (2) 一人あたり2食程度の食料､2~3ﾘｯﾄﾙの飲料水､ﾀｵﾙ､ちり紙､最小限の着替え､救急医薬品､懐中電灯､携帯ﾗ 

ｼﾞｵ又は戸別受信機を携行する｡ 

 (3) 服装はできるだけ軽装とするが素足を避け､必ず帽子又は頭巾等を着用し､雨合羽等雨具や防寒具を携行 

する｡ 

 

5.要配慮者に対する避難措置対策 

(1) 要配慮者の事前把握 

① 要配慮者 

町長は､在宅ｻｰﾋﾞｽや民生委員活動等の実施により把握した要配慮者に関る情報の整理等を行なう 

ことにより､要配慮者の所在や介護体制の有無等の事前把握に努めるものとする｡ 

② 外国人 

町長は､災害時における外国人の安否確認を迅速に行い､円滑な支援ができるように､自主防災組織 

や駐在員を通じて､外国人の事前把握に努めるものとする｡ 

(2) 要配慮者に関る対策 

① 安否確認､救助活動 

町長は､在宅ｻｰﾋﾞｽ利用者名簿等を活用し､長寿社会課､民生委員､近隣町民､自主防災組織､社会福祉 

団体等の協力を得て､要配慮者の安否確認､救助活動を実施するものとする｡ 

      なお､消防機関等は､救助にあたって､要配慮者の救助に配慮するものとする｡ 

② 状況調査及び情報の提供 

町長は､民生委員の協力を得てﾁｰﾑを編成し､在宅及び避難所等で生活する要配慮者に対するﾆｰｽﾞ 

把握等の状況調査を実施するとともに､福祉ｻｰﾋﾞｽ等の情報を随時提供するものとする｡ 

③ 福祉､保健巡回ｻｰﾋﾞｽ 

町長は､②項の状況調査の結果を踏まえ､民生委員等必要な人材により､在宅､避難所等で生活する 

要配慮者に対して巡回による福祉､保健ｻｰﾋﾞｽを実施するものとする｡ 

④ 通信手段の整備 

町長は､災害時における迅速かつ的確な救助活動を行なうため､要配慮者に対する緊急通報装置等 
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の給付の促進等､緊急通報ｼｽﾃﾑの整備促進に努めるものとする｡ 

⑤ 地域との相互協力体制 

町長は､民生委員を中心として､近隣町民､駐在員等との連携により､要配慮者安全確保に関る相互 

協力体制の整備に努めるものとする｡ 

(3) 外国人に関る対策 

① 安否確認､救助活動 

      町長は､警察､自主防災組織及び駐在員等の協力を得て､外国人の安否確認や救助活動を行なうもの 

とする｡ 

 

② 情報の提供 

      町長は､県とともに避難所や在宅の外国人の安全な生活を支援､確保するため､外国人に配慮した 

継続的な情報の提供を行なうものとする｡ 

     避難所にあっては､食料配布場所等の情報を外国語で標記する等の配慮を行なうものとする｡ 

 

6.災害危険区域における避難対策 

(1) 危険区域の危険が増大したときは､町長は危険区域ごとに居住者､滞在者その他の者に対し､避難のため

の立ち退きを勧告し､又は特に危険が切迫しているときは､これらの者に対し立ち退きを指示する｡ 

(2) 情報連絡員又は消防団等応急作業に従事している者は､災害が発生し､又は発生のおそれがあるため町

民の身辺に危険が及ぶと判断されるときは､直ちにその必要があると認められる区域ごとに避難のため

の立ち退きの勧告又は指示について必要な措置を行う｡ 

(3) (2)による避難のための立ち退きの勧告又は指示を行ったときは､直ちに町長に対し避難を必要とした 

理由､避難場所､人員､その他必要な事項を報告しなければならない｡ 

 

7.その他施設における避難対策等 

 学校､病院､工場､事業場､興行場等､多数の者の出入りする施設として災害時の避難対策を十分講じておくも

のとする｡特に､学校においては､次の応急措置を実施するものとする｡ 

(1) 実施方法 

① 教育長は､災害の種別､程度により速やかに学校長に通報し､必要な避難措置をとらせるものとする｡ 

② 学校長は､教育長の指示のもとに､又は緊急を要する場合には速やかに児童生徒を安全な場所に避難 

させるものとする｡ 

③ 児童生徒が学校の管理外にある場合には､学校長は状況を判断して臨時休校等の措置を講ずるものと 

する｡ 

(2) 実施要領 

① 教育長の避難の指示等は､町長の指示に行うほか､安全性を考慮して､速やかに実施するものとする｡ 

② 教育長の避難の指示等に際しては､災害種別､災害発生の時期及び災害発生場所等を考慮に入れて､ 

危険が迫っている学校から順次指示するものとする｡ 

③ 児童生徒の避難順位は､低学年､疾病者等を優先して行なうものとする｡ 

④ 避難が比較的長期にわたると判断されたときは､避難指示の段階において児童生徒をその保護者の 

もとに誘導し､引き渡すものとする｡ 

⑤ 災害の種別､状況等を想定し､集団避難の順序､経路等をあらかじめ定めておくものとする｡ 
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(3) 留意事項 

① 教育長の各学校への通報及び連絡は､迅速かつ的確に行なわれるように､平素から連絡網を整備して 

おくものとする｡ 

② 学校長は､次の事項について計画し､集団避難が安全かつ迅速に行なわれるようにするものとする｡ 

ｱ 災害種別に応じた避難指示等の伝達方法 

ｲ 避難場所の指定 

ｳ 避難順位及び避難場所までの誘導責任者 

ｴ 児童生徒の携行品 

ｵ 余裕のある場合の書類､備品等の搬出計画 

③ 老朽化等による危険な校舎については､特に平素から非常口等を確認するとともに､緊急時に使用 

できるように整備しておくものとする｡ 

④ 災害が校内又は学区付近に発生した場合､学校長は速やかに関係機関に通報するものとする｡ 

⑤ 災害の種別､程度により､児童生徒を家庭に帰宅させる場合は､次の方法によるものとする｡ 

     ｱ 地区担任教師の誘導を必要とする場合は､地区毎に安全な場所まで誘導することとする｡ 

     ｲ 地区毎に児童生徒を集団下校させる場合には､校区内の危険箇所(がけ崩れ､危険橋堤防)の通行は 

避けるよう配慮するものとする｡ 

⑥ 児童生徒が家庭にある場合の臨時休校の通告及び連絡方法等を､児童生徒に周知徹底しておくもの 

とする｡ 

⑦ 学校長は､災害種別に応じた避難訓練を平素から実施するものとする｡ 

(4) 避難場所 

① 教育長は､地域防災計画を考慮し､災害種別及び程度に応じた学校毎の避難場所を定めるものとする｡ 

② 学校が､地域防災計画に定める避難場所に指定されている場合等で､児童生徒の保護者が学校に避難し 

て来た場合は､児童生徒をその保護者に引き渡すものとする｡ 

【資料編】 

･避難場所一覧表(P537) 

 

第15節 応急住宅対策計画と二次災害の防止活動 

地震発生時に､避難者の健全な住生活の早期確保を図るため､町､県は､相互に連携し､速やかに応急仮設住宅

の建設､被災住宅の応急修理及び公営住宅等の提供など､応急住宅対策を実施する｡ 

 

第1項 被災住宅の応急危険度判定等 

1.広報活動 

町は､地震発生後､被災住宅が地震等により倒壊する等のおそれがあると認める場合は､県等と連携し､町民に

対し､この二次災害に留意するよう広報活動を行う｡ 

なお､広報活動の方法は､防災行政無線及び広報車により速やかに実施する｡ 

 

2.被災建築物等の応急危険度判定 

町は､県があらかじめ養成･登録している｢(建築物)応急危険度判定士｣又は｢被災宅地危険度判定士｣の協力を

得て､被災建築物又は宅地の危険度判定を速やかに行うとともに､建築技術者等を活用して､応急措置を行い､災
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害の発生の恐れのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する 

 

第2項 応急仮設住宅の提供及び運営管理等 

1.実施責任者 

町は､災害により住宅を失い､又は､破損のため居住することができなくなった世帯に対し､住宅の仮設或い

は応急修理等を建設業者の協力を得て実施する｡ただし､災害救助法が適用された場合は､原則として県が実施

する｡ 

 

 

2.応急仮設住宅の提供 

町又は県は､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき､速やかに計画を作成のうえ､応急仮設住

宅を建設し､避難者に提供する｡ 

建設に必要な資機材は､あらかじめ把握している供給可能業者から調達する｡また､建設に必要な資機材が不

足し､調達の必要がある場合は､必要に応じて､非常本部等を通じて､又は直接､資機材関係省庁(農林水産省､経

済産業省､国土交通省､環境省)に資機材の調達に関して要請するものとする｡ 

県は､応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう関係業界団体等との連絡

調整を行うものとする｡ 

応急仮設住宅の入居者選定に際しては､公平に行うよう努めるとともに､地域ｺﾐｭﾆﾃｨの良好な維持を図るた

め､地区単位による割当てに配慮するものとする｡また､要配慮者の優先的入居､高齢者､障がい者向け応急仮設

住宅の設置等に努めるものとする｡ 

(1) 応急仮設住宅の入居基準 

   ① 住宅が全焼､全壊又は流出した者 

   ② 居住する住家がない者 

   ③ 次に掲げる者で自らの資力では住宅を建築することができない者 

     ｱ 生活保護法の被保護者及び要保護者 

     ｲ 特定の資産のない失業者 

     ｳ 特定の資産のない寡婦世帯､ひとり親世帯 

     ｴ 特定の資産のない高齢者､病弱者又は身体障害者 

     ｵ 特定の資産のない勤労者､小企業者 

     ｶ 前各号に準ずる経済的弱者等である者 

(2) 建築基準 

    ① 規 模:1戸あたり29.7㎡以内 

    ② 構 造:軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ(災害救助法基準内) 

    ③ 設 置 戸 数:災害により全焼､全壊又は流失戸数の3割以内 

               ただし､被害状況の程度等により､止むを得ない場合はこの限りでない｡ 

    ④ 費  用:1戸あたり建設費(災害救助法の限度額以内) 

    ⑤ 着  工:災害発生の日から20日以内 

⑥ そ の 他:水､ｶﾞｽ､電気等の供給に配慮するとともに､避難者の世帯人員や高齢者･障害者に配慮した 

仕様及び設計に努める｡ 
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(3) 建設場所 

原則として町長が選定する場所とするが､建設候補地台帳等をもとに二次災害の危険のない公有地か 

ら選定することとする｡状況によっては､民有地の提供等を受けること等により､用地を確保する｡ 

(4) 供与期間 

    完成の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第3項による期間内(最高2年以内) 

 

3.災害救助法が適用された場合 

  災害救助法が適用された場合は､災害救助法施行細則に定めるところにより実施する｡ 

 

4.県の活動 

  県は､応急仮設住宅の建設にあたっては､｢応急仮設住宅の建設に関する協定｣に基づき､一般社団法人ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

建築協会に対し､協力を求めるものとする｡ 

 

5.応急仮設住宅の運営管理 

町は､各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う｡ 

この際､応急仮設住宅における安心･安全の確保､孤独死や引きこもりなどを防止するための心のｹｱ､入居者に

よるｺﾐｭﾆﾃｨの形成及び運営に努めるとともに､女性の参画を推進し､女性をはじめとする生活者の意見を反映で

きるよう配慮する｡ 

また､必要に応じて､応急仮設住宅における家庭動物の受入にも配慮する｡ 

 

6.民間賃貸住宅の活用 

県は､応急住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供について､｢災害時における民間賃貸住宅の媒介等

に関する協定｣に基づき一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会佐賀県本

部に対し協力を要請する｡ 

また､県は､必要に応じて民間住宅の借上げ等により､応急住宅を確保する｡ 

 

第3項 被災住宅の応急修理 

町は､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき､速やかに計画を作成のうえ､被災住宅の応急修理

を行う｡ 

県は､被害が甚大で町において応急修理が困難な場合､応急修理について技術的支援を行う｡ 

 

1.住宅の応急修理 

 (1) 応急修理を受ける者 

① 住宅が半焼又は半壊し､当面の日常生活が営むことができない状態にある者 

② 自らの資力で応急修理ができない者 

③ 修理することにより､とりあえずの日常生活を営むことができる者 

(2) 修理基準 

   ① 修理の範囲 

     ｱ 世帯単位でなく､戸数単位で実施する｡ 
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     ｲ 居室､炊事湯､便所等日常生活に欠くことのできない部分について必要最小限度とする｡ 

   ② 修理戸数 

半焼､半壊戸数の3割以内とする｡(災害救助法の基準内) 

ただし､被害の状況や規模により基準を超える必要がある場合､厚生労働大臣の承認を求め実施する｡ 

   ③ 費用 

1戸あたりの応急修理基準(災害救助法の限度額以内) 

   ④ 修理期間 

災害発生の日から1箇月以内｡ 

 

第4項 公的住宅等の提供 

1.公営住宅の提供 

町及び県は､被災者の住宅を応急的に確保するため､自ら所有又は管理する公営住宅の空室を活用するものと

する｡ 

県は､このための連絡･調整窓口として､｢佐賀県公営住宅災害対策会議｣を設置し､一元的に､公営住宅の空室

情報を収集するとともに､公営住宅の提供を求める避難者からの問い合わせに対し､情報提供を行う｡ 

また､県は､必要と認める場合は､｢九州山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､他県内の公営住宅の提供につい

て要請する｡ 

 

2.企業等の施設の供与 

町は､避難者を入居させるため､企業等に対し､所有する社宅､寮及びその他施設の供与について協力を要請

する｡ 

 

第5項 被災建築物等の有害物質の漏えい及びｱｽﾍﾞｽﾄ飛散防止に係る応急措置 

町は､被災建築物等からの有害物質の漏えい及びｱｽﾍﾞｽﾄの飛散防止対策等に係る周知等を行う｡ 

 建築物等の所有者等は､その所有している建築物等が被災し､当該建築物等に使用されている有害物質の漏え

い及びｱｽﾍﾞｽﾄが飛散するおそれがある場合は､施設の点検､県及び町への連絡及びﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等による養生や立

入禁止等による応急措置を講じる｡ 

 その際､県及び町は関係機関への連絡､環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等の対策を行うものとする｡ 

 

第16節 社会秩序の維持､物価の安定等に関する活動 

  地震が発生し､又は発生するおそれがある場合は､県警察､海上保安部は､町民等の生命及び身体の保護を第

一とし､公共の安全と秩序を維持するため､災害警備活動を実施する｡ 

 

第1項 災害警備活動､治安維持活動 

1.県警察 

(1) 警備体制 

① 職員の招集･参集 

県警察は､地震が発生し､又は発生するおそれがある場合は､速やかに､あらかじめ定められたところに 

より職員を招集･参集させ､災害警備体制を確立させる｡ 
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② 災害警備本部等の設置 

県警察は､地震が発生し､又は発生するおそれがある場合は､警察本部及び警察署に所要の規模の災害 

警備本部等を設置する｡ 

③ 警備部隊の編成 

災害警備部隊は､県警察本部員及び警察署員をもって編成する｡ 

なお､他都道府県警察官の応援を必要とする場合は､警察法(昭和29年法律第162号)の規定に基づき､ 

県公安委員会から要請する｡ 

(2) 情報の収集･連絡 

① 被害状況の把握及び連絡 

県警察は､地震による人的･物的被害状況を迅速かつ的確に把握し､警察庁､県等に速やかに報告･連絡 

する｡また､二次災害についても同様とする｡ 

② 多様な手段による情報収集等 

県警察は､交番､駐在所､ﾊﾟﾄｶｰ､白ﾊﾞｲ等の勤務員を被災状況､交通状況等の情報収集にあたらせる｡ 

その際､情報収集活動に専従するための私服を着用した部隊の投入等についても配慮する｡ 

また､荒天時等格別の事情のある場合を除き､県警ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる上空からの被害情報収集に努める｡ 

(3) 救出救助活動等 

① 機動隊等の出動 

県警察は､把握した被害状況に基づき､迅速に機動隊等を被災地等に出動させる｡とりわけ､高度な 

救出救助能力が必要な場合は､警察災害派遣隊等を迅速に投入する｡ 

② 警察署における救出救助活動 

被災地を管轄する警察署長は､被災状況等を踏まえ､署員及び応援機動隊員等による救助部隊を速や 

かに編成し､救出救助活動にあたらせる｡ 

また､消防機関等防災機関の現場責任者と随時､捜索区割り等現場活動に関する調整を行い､現場活動 

が円滑に行われるように配意する｡ 

(4) 避難誘導等 

県警察は､町民等の避難誘導等にあたり､次の事項に留意する｡ 

① 被災地域､災害危険箇所等の現場状況を把握した上､安全な避難路を選定して避難誘導行う｡ 

② 高齢者及び障がい者については､可能な限り車両等を活用した避難誘導を行うなど､避難行動要支援 

者に配意する｡ 

③ 警察署に一時的に受け入れた町民については､町の避難所の整備が整った段階で､当該施設に誘導 

 する｡ 

(5) 死体見分等 

県警察は､死体見分要員を確保するとともに､町及び県が県警察と連携･調整のうえ確保した検視･遺体 

安置場所において､医師､歯科医師等との連携に配慮し､迅速かつ的確な死体見分､身元の確認､遺族又は町 

への遺体又は死体の引渡し等に努める｡必要に応じて他の都道府県警察に応援を要請する｡ 

(6) 二次災害の防止 

県警察は､二次災害の危険場所等を把握するため､住宅地域を中心に調査を実施する｡ 

また､把握した二次災害危険場所等については､町に伝達し､避難指示等の発令を促す｡ 

(7) 危険箇所等における避難誘導の措置 
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県警察は､危険物等の施設､ﾎﾞｲﾗｰ施設等の管理者等から大規模な火災､有害物質の漏えい､爆発等二次災害 

の発生のおそれのある旨通報を受けた場合は､施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導や交通規制等被害 

防止の措置をとる｡ 

(8) 社会秩序の維持 

県警察は､被災地域における窃盗犯や救援物資の輸送路及び集積地における混乱､避難所内でのﾄﾗﾌﾞﾙ等を

防止するため､被災地域､避難所等に対するﾊﾟﾄﾛｰﾙの強化､避難所等に対する定期的な巡回等を行う｡ 

さらに､被災地に限らず､災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに､災害に乗じたｻｲﾊﾞｰ攻

撃に関する情報収集､その他少年の問題行動等に関する情報収集及び住民に対する適切な情報提供を行うな

ど社会的混乱の抑制に努める｡ 

(9) 被災者等への情報提供活動 

① 被災者等のﾆｰｽﾞに応じた情報提供活動 

県警察は､被災者等のﾆｰｽﾞを十分把握し､それに見合った災害関連情報､避難措置に関する情報等を､ 

交番､駐在所､ﾊﾟﾄｶｰ勤務員等を活用して､適切に提供するよう努める｡ 

その際､高齢者､障がい者等の要配慮者に対しては､提供方法に配慮する｡ 

② 相談活動の実施 

県警察は､地震時には､被災者の安否を気遣う肉親等の相談に応じるため､行方不明者相談所､消息 

確認電話相談窓口等の設置に努める｡ 

③ 多様な手段による情報提供 

県警察は､町民の避難先､救援物資の配布場所等町民の安全情報を､警察本部､警察署､交番､駐在所等 

の掲示板､地域安全ﾆｭｰｽ､ﾐﾆ広報紙､交番･駐在所速報､ﾌｧｯｸｽﾈｯﾄﾜｰｸ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(県警ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)等を活用し､ 

あるいは自主防災組織等を通じるなどして､幅広く提供する｡ 

(10) 関係機関との相互連携 

県警察は､指定公共機関､指定地方公共機関等との間において緊密な連携の確保に努める｡ 

(11) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の支援 

県警察は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係組織･団体との連携を図り､被災地における各種犯罪･事故の未然防止と被災町民等

の不安の除去等を目的として行われるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が､円滑に行われるよう必要な支援を行う｡ 

 

2.海上保安部 

海上保安部は､海上における人の生命､身体及び財産を保護し､社会公共の安全と秩序の維持を図るため､関係

機関と緊密な連携のもと､必要に応じ､次の措置を講じる｡ 

(1) 巡視船艇を地震災害発生地域の周辺海域に配備し､犯罪の予防､取締りの実施 

(2) 警戒区域又は重要施設の周辺海域の警戒 

(3) 治安の維持に必要な情報の収集等 

 

第2項 物価の安定､物資の安定供給対策 

県は､被災地の販売機構等の混乱に加えて､需要､供給の不均衡による生活必需品等の物価が高騰しないよう､

また､買い占め･売り惜しみが生じないように監視するとともに､状況に応じ必要な指導を行う｡ 
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第17節 交通及び輸送対策計画 

地震発生時において､救助､救急､医療､水防活動等の災害応急対策が迅速に行われるよう､道路管理者､県警察

及び海上保安部は､交通路の応急復旧等を行い､防災機関は､災害応急対策の実施に必要な人員､物資等の緊急輸

送を迅速に行う｡ 

 

第1項 交通規制等による交通の確保対策 

1.陸上交通の確保 

(1) 交通情報の把握 

県警察は､警察署､高速道路交通警察隊をはじめ現場の警察官､関係機関等からの情報に加え､ITV(交通流監

視ｶﾒﾗ)､車両感知器等を活用して､通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する｡ 

各警察署､高速道路交通警察隊は､各道路管理者等と連絡をとり､早期に管内の交通事情を把握し､その状況

及び対策を警察本部に報告する｡ 

警察本部と県は､相互に連絡を行い､把握している情報を共有する｡ 

(2) 交通規制の実施 

① 緊急交通路 

県警察は､災害が発生し､又はまさに発生しようとしている場合において､災害応急対策が的確かつ円 

滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは､速やかに区域又は道路の区間を指定し 

て､緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し､又は制限するなど､緊急交通路の指定を行う｡ 

緊急交通路の指定に当たっては､人命の安全､被害の拡大防止､救急搬送､救援物資の迅速な輸送等 

災害応急対策の的確かつ円滑な実施等に配意して行う｡ 

また､被災地への流入車両を抑制するため必要があるときは､隣接又は近接の県警察と協議し､周辺 

地域を含めた広域的な緊急交通路の指定を行う｡ 

さらに､緊急交通路の交通規制を効率的に実施するため必要がある場合は､道路管理者に対しｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼ  ゙

の閉鎖について申し入れを行う｡ 

② 緊急交通路以外の交通規制 

県警察は､被災地等の状況に応じて､応急復旧のための人員及び資機材輸送､救援物資等の輸送拠点の 

迅速･円滑な輸送を確保､被災地への流入車両の抑制等を図るため､緊急交通路以外の緊急輸送道路の交 

通規制及び交通要点における交通整理誘導等を行う｡ 

③ 警備業者等への要請､交通管制施設の活用 

県警察は､交通規制を円滑に行うため､必要に応じて､警備業者等との応援協定等に基づき､交通誘導の 

実施等を要請する｡また､情報板､信号機等の交通管制施設も活用する｡ 

④ 住民への周知 

県警察は､交通規制が実施されたときは､直ちに住民等に周知徹底を図る｡ 

⑤ 公安委員会の要請 

県公安委員会は､緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは､道路管理者､港湾

管理者又は漁港管理者に対し､緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定､放置車両や立ち往生車

両等の移動等について要請するものとする｡ 

⑥ 交通規制のための資機材の整備等 

緊急交通路の規制に必要な標示板､ｾｰﾌﾃｨｰｺｰﾝ､広報ﾏｲｸ等の資機材について､平素から整備を行う｡ 
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2.海上保安部は､海上交通の安全を確保するため､必要に応じ､次の措置を講じる｡ 

(1) 船舶の輻輳が予想される海域において､必要に応じた船舶交通の整理･指導及び緊急輸送を行う船舶の 

円滑な航行への配慮 

(2) 海難の発生その他の事情により､船舶交通の危険が生じ､又は生じるおそれがある場合の船舶交通の制 

限､禁止 

(3) 船舶の安全な航行に必要な情報の提供 

 

3.航空交通の確保 

国は､｢災害時における救援航空機等の安全対策ﾏﾆｭｱﾙ｣に基づき､航空交通の安全を確保する｡ 

第2項 交通対策 

1.陸上交通 

(1) 道路交通確保の措置 

道路管理者は､その管理する道路について､早急に被害状況を把握し､国土交通省等に報告するほか､道路啓

開等を行い道路機能の確保に努める｡ 

また､一般社団法人佐賀県建設業協会や建設業者との協定等に基づき､被害状況の情報収集障害物の除去､

応急復旧等に必要な人員､資機材の確保に努める｡ 

① 交通安全施設の機能維持 

県警察及び道路管理者は､緊急交通路及び主要幹線道路の安全で円滑な交通を確保するため､信号機を

始めとする交通安全施設等の機能維持に努める｡ 

② 通行禁止区域の指定等 

県警察は､車両の通行禁止区域及び緊急交通路を指定したときは､その旨を道路管理者に直ちに連絡す 

る｡ 

③ 障害物の除去等 

道路管理者は､県警察､消防機関､自衛隊等と連携し､緊急交通路､緊急輸送路､広域防災拠点､災害拠点病

院及びｲﾝﾌﾗ施設等における道路啓開等を優先的に実施する｡ 

④ 車両の移動等 

道路管理者は､放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には､緊急通行車両の通行を確保するため緊

急の必要があるときは､運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする｡運転者がいない場合等に

おいては､道路管理者は､自ら車両の移動等を行うものとする｡ 

⑤ 道路の応急復旧 

道路管理者は､地震により道路に破損､欠壊等が生じ､又は冠水し､交通が危険であると認める場合は､ 

交通規制を実施するとともに､速やかに応急復旧及び代替路の設定等を行うものとするが､この場合は､ 

緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰｸに指定されている道路を最優先する｡ 

⑥ 交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

町は､道路の被災による交通渋滞が復旧活動､経済活動及び日常生活に影響をきたし､渋滞緩和や交通量

抑制を行う必要があると認めたときは､県へ交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを要請するものとする｡ 

県は､町から交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの要請があったとき又は自ら必要と認めたときは､九州地方整備局に迂回ﾙｰﾄ

や交通規制などの検討を行う災害時交通ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検討会の開催を要請するものとする｡ 

(2) 通行の禁止又は制限に関する広報 
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県警察は､車両の通行禁止又は制限を行ったときは､道路管理者と協力して居住者等道路利用者に対し交通

情報板､立看板･広報幕等による現場広報を行うとともに､警察庁､九州管区警察局､他の都道府県警察本部､日

本道路交通情報ｾﾝﾀｰ､道路管理者､ﾏｽｺﾐ等を通じて､交通規制の状況､迂回路の状況､車両の使用抑制及び運転

者のとるべき措置等について､徹底した広報を実施する｡ 

(3) 運転者に対する広報 

県警察､道路管理者は､県､市町及び防災関係機関と協力し､地震災害時に運転者がとるべき措置について､

周知徹底する｡ 

この措置の主な内容は､次のとおりである｡ 

 

① 走行中の車両の運転者は､まず､できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること｡やむ 

を得ず道路上において避難するときは､ｴﾝｼﾞﾝを切り､ｴﾝｼﾞﾝｷｰは付けたままとし､窓を閉め､ﾄﾞｱはﾛｯｸしな 

いこと｡ 

② 避難等のためやむを得ない場合を除き､車両を使用しないこと｡ 

③ 通行禁止等の交通規制が行われたときは､速やかに車両を通行禁止等の区域外に移動させること｡ 

④ 通行禁止区域等内において､警察官の指示を受けたときは､その指示に従うこと｡ 

 

2.海上交通 

(1) 航路等の障害物除去等 

港湾管理者及び漁港管理者は､その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について､沈船､漂流物等に 

より船舶の航行が危険と認められる場合には､国､県及び町に報告するとともに､障害物除去による航路啓開 

に努める｡ 

海上保安部は､海難船舶又は漂流物､沈没物その他物件により船舶交通の危険が生じ､又は生じるおそれが 

あるときは､速やかに必要な応急措置を講じるとともに､船舶所有者等に対し､これらの除去その他船舶交通 

の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ､又は勧告する｡ 

(2) 港湾及び漁港の応急復旧等 

海上保安部は､水路の水深に異常が生じたと認められるときは､必要に応じて検測を行うとともに､応急 

標識を設置する等により水路の安全を確保する｡ 

また､航路標識が破損し又は流失したときは､速やかに復旧に努めるほか､必要に応じて応急標識の設置に 

努める｡ 

 

3.航空交通 

町は､地震災害時に､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる応急活動が円滑に行われるよう､あらかじめ指定した臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄを開設す

る｡ 

 

4.町の役割 

(1) 交通規制の実施 

町長は､災害において町が管理する道路の破損､決壊その他の事由による危険を防止するため､必要と 

認めたときは､警察と連携し､交通の安全と円滑を図るため道路における交通規制を実施する｡ 

① 道路の破損､決壊､その他の事由により交通が危険であると認める場合 
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② 緊急通行車両の交通路を確保する場合(災害対策基本法第76条) 

③ 道路に関する工事のため､止むを得ないと認める場合 

なお､町長は､道路の通行を規制する場合､禁止又は制限区間､期間及び理由を記載した道路標識を設

け､一般の通行に支障のないよう措置する｡ 

(2) 交通情報の把握 

町は､白石警察署､県と相互に連絡をとりながら､常に管内の交通事情の実態把握に努め､その状況 

及び必要な措置を関係機関に通知する｡ 

 

第3項 輸送対策 

1.緊急輸送の実施 

防災機関は､地震災害時において､所管する災害応急対策を実施するため､人員及び物資等の緊急輸送が必要

な場合は､これを自ら行うものとする｡ 

輸送を行うにあたっては､次のような事項に配慮して行う｡ 

(1) 人命の安全 

(2) 被害の拡大防止 

(3) 災害応急対策の円滑な実施 

 

2.実施責任者 

災害時における緊急輸送の実施は､町長が行う｡ただし､町内での車両の確保が困難な場合等は県及び隣接の

市町に協力を要請し､車両の確保を行うものとする｡ 

 

3.輸送の対象 

輸送の対象については､次のとおりとする｡ 

(1) 第1段階(災害発生直後) 

① 救助､救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及び物資 

② 消防､水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資 

③ 政府災害対策要員､地方公共団体災害対策要員､情報通信､電力･ｶﾞｽ･水道施設保安要員等初動の応急 

対策に必要な要員及び物資等 

④ 負傷者等の医療機関への搬送 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設､輸送拠点の応急復旧､交通規制等に必要な人員及び物資 

(2) 第2段階(災害応急対策時) 

① 上記(1)の続行 

② 食料､水等生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

④ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(3) 第3段階(災害復旧対策時) 

① 上記(2)の続行 

② 災害復旧に必要な人員及び物資 

③ 生活必需品 
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4.輸送手段の確保 

町及び防災機関は､自ら保有するものを使用し､又はあらかじめ把握していた供給可能な関係業者等から調達

し､緊急輸送を行うのに必要となる車両等輸送手段を確保する｡ 

必要となる車両等輸送手段を確保できない場合は､県に対して､その調達又は斡旋を要請する｡ 

(1) 車両 

① 町有車両の提供 

② 各災害時応援協定に基づき関係機関に要請 

③ 九州運輸局佐賀運輸支局に対し､車両の確保を要請(運送命令の措置も含む｡) 

④ 福祉施設等に対し､保有車両の提供を要請 

⑤ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

(2) 鉄道 

① 九州旅客鉄道株式会社､日本貨物鉄道株式会社九州支社に対し､協力を要請 

(3) 船舶 

① 県有船舶の提供を要請 

② 輸送対象が一定なものである場合は､海上保安部に対し､協力を要請 

③ 船舶業者､漁業協同組合等に対し､協力を要請 

(4) 航空機(ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

① ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ基地･連携病院に対し､協力を要請 

② 消防･防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ保有地方公共団体に対し､応援を要請 

③ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

 

5.緊急輸送の優先 

防災機関は､緊急輸送にあたっては､地震発生時からの経過時間における重要度の高いものを優先して行うよ

う努める｡ 

 

6.緊急通行車両の確認及び事前届出 

(1) 緊急通行車両の確認 

防災機関は､地震発生時において､災害対策基本法第76条の規定に基づく通行の禁止又は制限が行われてい

る道路を緊急自動車以外の車両で通行する場合は､県又は県警察の確認を受け､緊急通行車両確認証明書標章

の交付を受けて輸送を行わなければならない｡ 

緊急通行車両の確認事務は､原則として､県警察が行う｡ 

(2) 緊急通行車両の事前届出 

各防災関係機関等は､災害時における素早い緊急通行車両確認証明書及び標章の受領に備え､県警察から事

前届出制度による緊急通行車両事前届出済証の交付を受け､災害時の指定された緊急交通路の迅速な車両運

用に努める｡ 

 

7.緊急輸送のための燃料の確保 

緊急輸送を行う関係機関は､災害時における燃料の調達･供給体制の整備を図る｡ 
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8.各輸送関係機関の推薦 

 県下のﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｽ輸送業者､海上保安部､漁業協同組合､その他船舶輸送業者､JR等輸送関係機関は､応急対策実

施機関の要請を受けたときは､所要の措置を講じ､輸送力の確保に努めるものとする｡ 

 

9.費用の基準及び支払い 

  輸送業者による輸送或いは車両等の借り上げ費用は､国土交通省の認可を受けている場合は､その運賃及び

料金とするほか､実費の範囲内とする｡ 

  なお､官公署及び公共機関保有の車両使用については､燃料費負担程度とし､自家用車両等の借り上げについ

ては､謝金として輸送業者に支払う料金の範囲内で所有者と協議して定めるものとする｡ 

10.災害救助法による輸送の基準 

(1) 輸送及び移送の範囲 

   ① 罹災者を避難させるための移送 

   ② 医療及び助産のための移送 

   ③ 罹災者救出のための輸送 

   ④ 飲料水及び救助用物資の輸送 

   ⑤ 死体捜索及び死体処理のための輸送 

 (2) 輸送の期間 

   各救助の実施期間中とする｡ 

 

第18節 食料､飲料水及び生活必需品等の供給計画 

地震が発生し､又は発生するおそれがあり､被災者に対し救援物資を供給する場合､町､県､防災機関は､効果的

に被災者に供給できるように努め､被災者の生活上の制約の解消を支援する必要がある｡ 

町は､物資の供給を円滑に進めるため､町は避難所等における物資の需要把握体制を確立するとともに､物資

調達･輸送調整等支援ｼｽﾃﾑを活用し､県へ速やかに状況を報告する｡ 

なお､被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ､時宜を得た物資の調達に留意

し､被災地の実情を考慮するとともに､要配慮者等のﾆｰｽﾞや､男女のﾆｰｽﾞの違いに配慮するものとする｡ 

 

第1項 食料等(ﾎﾞﾄﾙ飲料を含む)の供給計画 

地震が発生し､又は発生するおそれがある場合､被災者等に対し､食料等(ﾎﾞﾄﾙ飲料を含む｡)の応急供給を行う

必要が生じた場合は､町は､迅速かつ的確な食料の調達､供給及び給食を行う｡ 

なお､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰやお茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料の供給にあたっては､｢第2項 飲料水の供給計画｣と密接な関わりがあ

るため､飲料水の供給を行う関係機関と連携をとりながら対応を行うものとする｡ 

 

1.実施責任者 

 町は炊出し､食料給与を行う｡ただし､被災地域のみでは実施できないときは県､隣接市町に応援､協力を要請

する｡ 

 

2.調達方法 

(1) 町 
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町は､独自での確保が困難となった被災者に対し､食料等を円滑に供給できるよう､次の措置を講じる｡ 

この場合､高齢者､障がい者､乳幼児等要配慮者に対し配慮する｡ 

① 自ら備蓄している食料等を供給 

② 供給可能業者等に対し､提供を要請 

③ 相互応援協定を締結している市町に対し､食料等の提供を要請 

④ 県に対し､支援を要請 

⑤ 県等から提供を受けた食料等を被災者に適正かつ円滑に供給することができるよう体制を整備 

 

(2) 県 

県は､町から要請があった場合､又は自らその必要があると認めた場合は､食料等を円滑に供給できるよう

次の措置を講じる｡ 

また､町への供給にあたっては､適正かつ円滑に行うものとする｡ 

① 独自で備蓄している食料等を提供する｡ 

② 農林水産政策統括官を通じ､県内の米穀出荷･販売事業者への手持ち精米の供給のあっせんを要請する｡ 

また､災害救助用米穀の供給が必要と判断される場合は､農林水産政策統括官に政府所有米穀の引き渡 

しに係る要請を行う｡ 

③ ｢災害時における物資の調達に関する協定｣を締結した事業者から調達を行う｡なお､ｱﾚﾙｷﾞｰや疾病､育 

児等によって食に配慮を要する人向けの食品(育児用調製粉乳等)や栄養ﾊﾞﾗﾝｽに配慮するための生鮮食 

料品等についても､必要に応じ､市場や関係団体等を通調達する｡ 

④ 必要に応じ､｢九州･山口9県災害時応援協定｣及び｢関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応 

援に関する協定｣に基づく支援を要請する｡ 

 

(3) 米穀の供給量 

被災者､災害救助等従事者に対する米穀の供給量は､1人1食あたり､精米300ｸﾞﾗﾑの範囲内とする｡ 

 

3.災害救助法が発動された場合の災害救助用米穀の緊急引渡し 

交通､通信の途絶等重大な災害の発生により､災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀の引渡し

については､農林水産省の定める｢災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡要領｣に基

づき､町は､次のとおり実施する｡ 

(1) 交通､通信の途絶のため､災害救助用米穀の引取りに関する県の指示を受け得ない場合であって､緊急に

災害救助用米穀の引取りを必要とするときは､農林水産省の定める｢米穀の買入･販売等に関する基本要領｣

に基づき､農林水産省生産局に対して､直接､災害救助用米穀の引渡しの要請を行う｡ 

(2) 危機管理防災課(総括対策部)に対して連絡がとれないときは､政府所有食料を保管する倉庫の責任者に

対し､直接緊急の引渡しを要請する｡ 

 

4.国の措置 

国は､必要に応じて､次の措置を講じる｡ 

(1) ﾊﾟﾝ､おにぎり､弁当､即席めん､缶詰､ﾚﾄﾙﾄ食品について､あらかじめ把握していた関係業者に対し､出荷 

を要請するとともに､近隣県への出荷要請を行う｡ 
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(2) 関係業者･団体等から食料の無償提供があった場合は､そのとりまとめを行い､被災県等との連絡､輸送 

手段の斡旋･確保等を行う｡ 

 

5.供給方法 

｢第4物資の配送計画｣による｡なお､調理が必要な食料については､町は､自衛隊､日本赤十字社佐賀県支部(地

域奉仕団)､自主防災組織､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得て､被災者等に対し､避難所又はその近隣などにおいての炊出

し､食料の給与を行う｡ 

 

≪炊出し≫ 

(1) 方法 

炊飯を行うことを原則とするが､炊飯が困難な場合及び緊急給食を必要とする場合は､備蓄食料及び市販 

製品をもってこれに代える｡ 

(2) 器具 

公･私立の学校､公民館､旅館等の既設の設備器具を利用するほか､不足する場合は､個人世帯から借り上げる｡ 

 (3) 立会 

炊出しにあたっては､町職員等責任者が立会し､その実施に関して指揮する｡ 

(4) その他 

乳幼児のﾐﾙｸは､炊出しに含む｡ 

県栄養士会は､県又は市町から援助の要請があったときは､管理栄養士等を現地に派遣し､被災者の状況に 

応じた支援活動に努める｡ 

 

6.食品衛生 

  町は炊出しにあたっては､常に食品の衛生に心掛け､特に次の点に留意する｡ 

(1) 炊出し施設は､学校給食ｾﾝﾀｰ､学校等の給食施設又は公民館等の既設施設を利用するほか､これが得がた 

いときは､湿地､排水の悪い場所､汚物処理場等から離れた場所を選定し設ける｡ 

(2) 炊出し場所には､手洗い設備及び消毒ができる機器類の設置を行う｡ 

 

第2項 飲料水の供給計画 

地震発生時に､水道､飲用井戸等の給水施設が破壊され､又は飲料水が汚染されたなどにより､水を得ることが

できない者が発生した場合は､町及び水道事業者等､県は相互に連携し､応急給水を行う｡ 

なお､ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰやお茶などのﾎﾞﾄﾙ飲料については前項により取り扱うものとするが､本項と密接な関わりが

あるため､食料の供給を行う関係機関と連携をとりながら対応を行うものとする｡ 

 

1.実施責任者 

 町は飲料水の給水を実施する｡ただし､町において処理できないときは､県又は隣接市町に応援を要請する｡ 

 

2.水道施設の応急復旧 

水道事業者等は､被災後直ちに､施設の応急復旧を実施するものとする｡ 
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3.応急給水 

(1) 町 

町は､水道事業者等と密接に連絡調整を図りながら､次により応急給水活動を実施する｡ 

自らの活動のみでは困難と認める場合は､近隣市町､日本水道協会佐賀県支部及び県に対し､応援を要請する｡ 

① 給水の対象者及び給水量 

被災のため水道､井戸等の給水施設が破壊され､飲料水が汚染し､飲料水が得られない者に対して飲料 

水として1日約3ﾘｯﾄﾙを供給するものとする｡ 

ただし､医療機関又は福祉施設等への応急給水は最優先とする｡ 

② 応急飲料水の供給方法 

      ｱ 応急飲料水の確保 

被害を受けていない水源地又は上水道から取水し､給水車､舟艇又は貯水槽､給水容器等を用いて搬 

送のうえ給水する｡また町のみで確保できない場合､自衛隊その他関係機関に依頼し､付近の湖沼水､ 

河川水又は汚染度の少ない井戸水等をろ過し､或いは化学的処理を加えて給水を行う｡ 

③ 被災者への給水 

確保した飲料水は､給水車や給水容器積戦車により給水所(拠点)へ搬送し､水袋やﾎﾟﾘﾀﾝｸ等に入れ被 

災者に対し､供給するものとする｡ 

④ 応急飲料水以外の生活用水の確保についても､その必要最小限度の確保及び供給に努めるものとする｡ 

⑤ 家庭用水の確保 

災害発生が予測される場合は､事前に各家庭において飲料水として必要な程度の貯水をするよう防災 

行政無線及び広報車により町民に対し広報する｡ 

⑥ 給水確保の要領等 

ｱ 浄水場､配水場が主体であるが､井戸水､自然水(河川､ため池等の水)､ﾌﾟｰﾙ､受水槽､防火水槽等の水を 

ろ過又は科学的処理を加えて水を確保する｡ 

ｲ 必要に応じ水質班を組織し､水質検査及び消毒等を実施する｡ 

ｳ 浄水場､配水場､避難所等で拠点給水を実施する｡ 

ｴ あらかじめ把握していた所有機関等から調達し､給水車､給水船､ﾄﾗｯｸ等による応急給水を実施する｡ 

ｵ 応急給水にあたっては､迅速かつ的確に町民への周知徹底を図る｡ 

ｶ 自己努力により水の確保を行う者に対し､衛生上の注意を行う｡ 

(2) 県 

県は､町からの要請があった場合又は自らその必要があると認めた場合は､町の応急給水が円滑に実施され 

るよう､必要な措置を講じる｡ 

ｱ 被害の程度や町による応急給水活動の実施状況等の把握に努め､その適切な実施に必要な助言､指導 

を行う｡ 

ｲ 必要に応じ､水質班を組織し､水質検査及び消毒等を実施する｡ 

ｳ 必要に応じ､県内の他の市町｢九州･山口9県災害時応援協定｣及び｢関西広域連合と九州地方知事会と 

の災害時の相互応援に関する協定｣基づく応援を求めるとともに､国､自衛隊に対し､応援を要請する｡ 

ｴ 応援を受ける場合は､その活動の調整を行う｡ 
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第3項 生活必需品等の供給計画 

地震発生時に､日常生活に欠くことができない衣料､寝具その他の生活必需品等を喪失又はき損し､直ちに入

手することができない者が発生した場合は､町は､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき､これら

の物資の供給を行う｡ 

 

1.実施責任者 

罹災者に対する衣服､寝具その他生活必需品の給与又は貸与は､町が行う｡ただし､災害救助法が適用された

場合は､｢災害救助法施行細則｣により施行するが物資の確保及び輸送は原則として県が行い､各世帯に対する

割当及び支給は町において行う｡ 

2.衣料等物資の給与又は貸与の対象者 

災害により家屋の全焼､全壊､流失､半焼及び床上浸水等の被害を受けた者で､次の事項に該当する者｡ 

(1) 日常生活に欠くことのできない被服､寝具､その他衣料品及び生活必需品を喪失又はき損した者 

(2) その他必需物資がないため､日常生活を営むことが困難な者 

 

3.衣料物資の範囲 

次に揚げるもので､必要と認めた最小限度のものとする｡ 

 (1) 寝具(就寝に必要なﾀｵﾙｹｯﾄ､毛布及び布団等) 

  (2) 衣類(洋服･作業衣･子供服等のほか衣類､ｼｬﾂ､ﾊﾟﾝﾂ等の下着類) 

  (3) 身回り品(ﾀｵﾙ､靴下､ｻﾝﾀﾞﾙ､傘等) 

  (4) 炊事道具(炊飯器､鍋､包丁､ｶﾞｽ器具等) 

  (5) 食器(茶碗､皿､はし等) 

  (6) 日用品(ｵﾑﾂ(大人用･子供用)､生理用品､ﾎﾟﾘ袋､石鹸､歯磨き(口腔ｹｱ)用品､給水用ﾎﾟﾘﾀﾝｸ､ﾊﾞｹﾂ､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ

ﾊﾟｰ､清拭剤､ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ､救急ｾｯﾄ､ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ等) 

  (7) 光熱材料(ﾏｯﾁ､ｶｾｯﾄｺﾝﾛ､ｶｾｯﾄｶﾞｽｽﾄｰﾌﾞ､燃料(灯油､ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ､ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等)等) 

 (8) 情報機器(ﾗｼﾞｵ､乾電池)  

 

4.調達方法 

(1) 町 

町は､被災者に供給するため､巡回を行うなどにより､必要な生活必需品等の品目､数量等を把握し､自らあ

らかじめ備蓄していた生活必需品等を放出する｡ 

備蓄品で不足する場合は､災害協定締結業者及び商工会等と緊密な連絡を行い､あらかじめ把握していた調

達可能業者から調達する｡これによっても不足する場合は､県に対し､備蓄品の放出及び調達依頼を要請する｡ 

《生活必需品等の調達》 

 

 

 

 

 

 

町 白石町商工会 加 盟 店 

災害協定締結業者 
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① 衣料品等物資の給与又は貸与の方法 

       町は世帯別構成員別被害状況を把握し､救助法物資購入及び配分計画を策定し､これにより必要物資

を調達し給与又は貸与するものとする｡ 

       物資の給与又は貸与は､各地区の物資支給責任者を連絡員として､その協力を求めて配分計画に基づ

き､被災者に配分するものとする｡生活保護世帯については､福祉事務所を通じて支給する｡ 

(2) 県 

県は､町から要請があった場合又は自ら必要と認める場合は､町ごとに供給品目､数量等を把握したうえ 

で､自らあらかじめ備蓄していた生活必需品等を放出し､又はあらかじめ把握していた調達可能業者から 

調達し､町に供給する｡ 

また､県内の他の市町に対し､備蓄品の放出及び業者からの調達を要請する｡ 

これらの措置を講じてもなお不足する場合は､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､応援を要請 

する｡ 

 

5.調達した生活必需品等の集積場所 

町は､供給作業の効率を図るため､業者又は県から調達した生活必需品等を､町内の防災物資拠点施設に一旦

集積し､ここを拠点として被災者に供給するように努める｡ 

 県は､同様に､業者又は他の市町あるいは九州･山口の県から調達した生活必需品等を､次のうちから適当な場

所に一旦集積し､ここを拠点として町に供給する｡ 

≪町内の防災物資拠点施設≫ 

名 称 住 所 

有明社会体育館 白石町大字坂田281 

道の駅しろいし 白石町大字福富下分306-4 

 

第4項 物資の配送計画 

1.基本方針 

災害の規模が小規模であり､市町で避難所への支援物資(市町の備蓄物資､災害時応援協定等により調達する

物資(以下｢調達物資｣という｡)及び国民､民間事業者､他の防災関係機関等から提供を受ける義援物資をい

う｡)(以下｢緊急物資｣という｡)の配送が可能な場合には､町が避難所へ支給物資の配送､被災者への供給等を行

うこととする｡ 

災害の規模が大規模であり､市町による避難所への支援物資の配送ができない場合には､県は支援物資の受

入･配送ｼｽﾃﾑに基づき､あらかじめ協定を締結した物流事業者等に業務を委託し､避難所までの物資の配送を行

うものとする｡ 

(1) 災害の規模が小規模であり､町で避難所への支援物資の配送が可能な場合の留意点 

町で避難所への支援物資の配送が可能な場合においては､町は､調達物資及び義援物資については､ 

可能な限り提供元に避難所までの直接配送を依頼するものとする｡ 

(2) 支援物資の受付･配送体制の整備に関する留意点 
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発災直後は､町民､町及び県等の備蓄物資による対応が必要になると考えられるが､発災翌日以降は､ 

避難所における多種多様なﾆｰｽﾞに対応するための物資調達や､県内外からの義援物資等の送付により､ 

大量の支援物資の処理が必要となることが予想されるため､県及び市町は､これに対応できる体制を整 

備するよう努めるものとする｡ 

なお､大規模な災害の場合､発災当初は､県からの要請を待たずして､国による支援(ﾌﾟｯｼｭ型支援)が 

中心になることが考えられるが､物流や流通の回復状況に応じ､県･市町が主体的に実施できるよう体制 

を整備する際は留意するものとする｡ 

 

2.物資の配布 

(1) 町 

町は､被災者が置かれている環境に応じて予め必要となると考えられる物資を検討するとともに､ 

時間の経過により変化するﾆｰｽﾞを踏まえ､関係機関等の協力を得て支援物資を収集するとともに､当該支援

物資を被災者に公平に行きわたるよう配慮して供給する｡ 

供給作業の効率化を図るため､支援物資は､あらかじめ定めている場所に一旦集積し､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を

得ながら迅速･適正に仕分けた後､ここを拠点として被災者に配送する｡ 

ただし､地震災害が激甚などにより､市町での対応が困難な場合は､県や協定を締結した他市町に対して

支援物資の配送について支援を要請する｡ 

なお､国が手配するﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末などを活用し､避難所で必要とされている物資及び数量を適切に把握する

ように努める｡ 

(2) 県 

町からの物資調達に関する要請があった場合､県は､県の支援物資又は調達物資(義援物資)を､あらか 

じめ指定した輸送拠点に一旦集積し､ここを拠点として市町に供給する｡ 

また､災害の規模が激甚などの理由により市町が物資の配送を円滑に行えない場合において町から物資

配送に係る要請があった場合(当該要請が必要と見込まれる場合も含む)､県は､支援物資の受入･配送ｼｽﾃﾑ

に基づき､支援物資の受入から避難所までの配送を民間の物流事業者と連携して行うものとする｡ 

なお､支援物資の受入･配送ｼｽﾃﾑに基づき支援を行う場合は､被災市町が自ら被災者ﾆｰｽﾞの収集等の業務

を行うことが困難な状況になっている可能性が高いと考えられるため､県は､物資受入･配送ｾﾝﾀｰや避難所

等に職員を派遣し､現地の状況把握に努めるものとする｡ 

 

3.在宅等被災者への対応 

大規模な災害が発生すると､在宅での避難者や応急仮設住宅等への避難者､所在が把握できる広域避難者など

あらかじめ指定された避難所以外で避難生活を送る者でも､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災等により食料や生活必需品等の調達

ができない場合がある｡ 

災害時には避難所は地域における防災拠点となるので､これらの在宅等被災者に対しても､必要に応じて､近隣

の避難所において物資の供給を行うなど物資等が提供されるよう努めるものとする｡ 
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第19節 広報､被災者相談計画 

地震災害発生時においては､被災地の町民に対し､適切な判断による行動が取れるよう､様々な情報を迅速か

つ的確に提供し､町及び消防機関を中心に､町民､自主防災組織､各事業所の自衛防災組織等の協力も得ながら､

災害広報を行う必要がある｡ 

このため､町､県､防災機関は､各々が保有するあらゆる広報手段を活用して､災害状況によっては､報道機関に

放送要請するなど､関係機関等と効果的に連携し､災害や生活に関する様々な情報を迅速かつ的確に提供するよ

う努める｡ 

また､被災者等町民からの問い合わせ､要望､相談等に的確かつ迅速に対応するため､必要に応じて､相談窓口

の設置に努める｡ 

なお､活動に際しては､高齢者､障がい者､外国人等災害時要援護者に十分配慮し､消防機関､自治会､民生委員･

児童委員等を活用するよう努めるとともに､在宅での避難者､応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者､所在を把握できる広域避難者にも十分配慮した情報提供を行うものとする｡ 

 

第1項 町民への情報提供 

町､県及び防災機関は､相互に緊密な連携を取り､災害状況に関する情報や､生活関連情報等被災者に役立つ

情報を多くの媒体を活用し提供する｡ 

また､災害発生時には情報の混乱等も予想されるため､報道機関の協力を得ながら､正確な情報を迅速に提供

するように努めるとともに､安否情報､交通情報､各種問い合わせ先等を随時入手したいというﾆｰｽﾞに応えるた

め､必要に応じて､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ､携帯電話等を活用して的確な情報を提供できるよう努める｡ 

被災者への情報提供にあたっては､町及び県は､被災者向けに総合的な情報を提供するﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等の情報提

供窓口の設置に努める 

さらに､要配慮者に配慮した伝達を行うとともに､被災者の置かれている生活環境及び居住環境が多様であ

ることを考慮し､情報を提供する際に活用する媒体に配慮する｡特に避難所にいる被災者は情報を得る手段が

限られていることから､被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも提供を行うなど､適切に情報提供

がなされるよう努める｡ 

 

1.広報担当 

 (1) 災害の総合的な広報は､総務課(災害対策本部設置時には情報班)が担当する｡ 

 (2) 総務課(班)以外の各課(班)は広報活動に必要な情報､資料を積極的に収集し､総務課(班)に提出する｡ 

 (3) 情報班は､被災者に十分な配慮を図りつつ､班員を現地に派遣し､広報写真､状況把握等の災害現地の 

情報収集に努める｡ 

 (4) 情報班は､とりまとめた資料に基づいて正確な情報を広報する｡ 

 

2.広報の方法 

(1) 報道機関による広報 

災害関係の予警報をはじめ､対策活動､被害状況等重要事項を新聞､ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ等の報道機関に発表し､ 

迅速かつ的確な報道について協力を得る｡ 

(2) 広報車､放送施設(防災行政無線)､広報紙による広報 

  町は､町民に周知徹底を図るため､防災行政無線､広報車､広報紙により迅速かつ的確に広報を行う｡ 
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(3) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる広報 

災害状況等を広域的に周知するため､携帯電話等のﾒｰﾙ(防災ﾈｯﾄあんあん･緊急速報ﾒｰﾙ等)､町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに 

より災害情報を掲載する｡なお､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載作業は総務課において実施する｡ 

(4) 県への要請及び報告等 

町は､災害により､広報の手段を著しく欠いたときは､県又は報道機関に協力を要請して災害広報を実施す 

る｡また､報道機関を通じて広報を実施した場合､発表後速やかにその情報を県(危機管理防災課[総括対部]) 

に報告するものとする｡ 

 

3.広報の内容 

(1) 一般広報 

① 地震発生直後の広報 

ｱ 地震に関する情報(地震の規模､震度等の概要､余震の発生等今後の地震の警戒) 

ｲ 津波に関する情報(津波発生の有無､規模等､警報発表状況) 

ｳ 避難の必要の有無等(津波警報や避難指示発令を察した場合は､即時広報) 

② 地震による被害発生時の広報 

ｱ 災害発生状況(人的被害､住家の被害等の概括的被害状況) 

ｲ 道路交通状況(道路通行不能等の道路交通情報) 

ｳ 公共交通機関の状況(鉄道･ﾊﾞｽ等の被害､運行状況) 

ｴ 電気･ｶﾞｽ･上下水道･電話等ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災状況(途絶箇所､復旧状況等) 

ｵ 医療機関の開設及び医療救護所の設置状況 

ｶ 安否情報の確認方法(関連ｻｲﾄのURLや災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ等の案内) 

③ 応急復旧活動段階の広報 

ｱ 被害発生状況(人的被害､住家被害等町から報告等された被害状況の集計値) 

ｲ 安否情報及びその確認方法(被災者数等､災害用伝言ﾀﾞｲﾔﾙ等の案内) 

ｳ 食料､飲料水､生活必需品､衣料品等の供給状況 

ｴ その他生活に密着した情報 

ｵ 河川･港湾･道路･橋梁等公共土木施設等の被災状況､復旧状況 

④ 外部からの支援の受入れに関する広報 

ｱ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報(県外からの支援者の受入窓口等に関する情報) 

ｲ 義援金･必要とする救援物資の一覧及びその受入れ方法･窓口等に関する情報 

⑤ 被災者及び県民等に対する注意･行動喚起情報 

大規模な災害時において､特に被災市町が災害広報を的確に実施することが困難な場合､県は､ 

県民に対する注意･行動喚起に関する広報を実施することにより､市町の応急対策活動を支援する｡ 

ｱ 地震時の行動に当たっての心得(出火防止､周辺危険箇所の二次災害への警戒､近隣の被災者救出 

活動への行動喚起､災害時要援護者に配慮した救援活動の呼びかけ等) 

ｲ 民心の安定及び社会秩序保持のため県民が取るべき措置等(乗用車の使用自粛､避難時のﾌﾞﾚｰｶｰ切断､ 

安否情報等についての災害用伝言ｻｰﾋﾞｽの登録･利用呼びかけ等) 

ｳ 防災関係機関に対する不要不急電話を自粛する旨の要望 

ｴ 被災地への救援物資等の発送に当たっての要望(送り先､内容明示等) 
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ｵ その他県民等(県外の住民含む)に対する要望事項 

(2) 報道機関を通じた広報 

定期的に記者発表し､広報を実施する｡ 

ただし､複数の市町にまたがる広域的な災害のときは､必要に応じ県による報道機関調整を要請する｡ 

 

4.防災機関等による災害広報の実施 

防災機関は､町民等への広報を実施するとともに､特に必要があると認めるときは､町､県及び報道機関に要請

して広報を依頼する｡ 

(1) 広報の内容 

町及び県の広報事項のうち､各機関が所管する施設の被害･復旧状況や所管業務に係る応急･復旧対策状況 

等に関する広報事項とする｡ 

(2) 広報の方法 

防災機関は､保有する広報手段を活用し､相互に連携を取りながら広報活動を実施する｡ 

防災機関は､報道機関を通じて広報を実施する場合は､報道機関への情報提供と同時にその情報を県(危機 

管理防災課[総括対策部])に報告するものとする｡ 

また､県災害対策本部に定期的に所管施設の被害､復旧見通し等の情報を提供するなど､情報の共有化に努 

める｡ 

 

第2項 被災者相談 

町､県及び防災機関は､相互に緊密な連携を図り､町民等からの問い合わせ､要望､相談等に､的確かつ迅速な対

応を行う｡ 

町及び県は､必要と認める場合､町民等からの問い合わせ等に対応するため､専用電話､FAX､ﾊﾟｿｺﾝ等を備え､各

関係本部(部)の相談職員を配置した相談窓口を設置する｡ 

 

第3項 安否情報の提供 

 町は､被災者の安否について住民等から照会があったときは､被災者等の権利利益を不当に侵害することのな

いよう配慮しつつ､消防､救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない

範囲で､可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする｡この場合において､町は､安否情報の適切な提供

のために必要と認めるときは､関係地方公共団体､消防機関､都道府県警察等と協力して､被災者に関する情報の

収集に努めることとする｡ 

なお､被災者の中に､配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者等が含まれ

る場合は､その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める

ものとする｡ 
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第 20節 文教対策計画 

学校等は､地震災害時における生徒等の安全を確保するとともに､学校施設の応急復旧､応急教育の円滑な実

施を図り､学校教育の早期回復に努める｡ 

1.実施機関 

 (1) 町立学校の文教施設の災害応急復旧は町長が行なう｡ 

 (2) 町立学校における応急教育は､町教育委員会が実施し､その旨を災害対策本部に連絡する｡ 

 

第1項 生徒等の安全確保措置 

1.臨時休業等の措置 

学校等は､地震の発生時又は､発生のおそれがあるときは､生徒等の安全確保のため､状況に応じて臨時休業等

の措置を行うものとする｡ 

 

2.登下校での措置 

学校等は､地震の発生又は､発生のおそれがあるときは､危険区域の把握を行ったうえで､通学経路の変更､集

団登下校等の措置を行う｡ 

 

3.応急救助及び手当 

  学校等は､地震災害の発生により学校内の生徒が負傷したときは､応急救助及び手当の措置を行う｡ 

 

第2項 学校施設の応急復旧 

1.被害状況の把握､連絡 

公立の学校等は､地震発生後､学校施設の被災程度及び被害金額等の状況を調査するものとし､必要に応じて､

町に協力を求め､二次災害の防止のため､砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による点検を実施する｡ 

公立の学校等は､その点検結果を､町に対し連絡する｡連絡を受けた町は､県に対し､速やかにその内容を連絡

する｡ 

他の私立の学校等も同様に､学校施設の被災状況を調査､二次災害の危険度判定を実施する｡その結果につい

ては､設置者等へ連絡するとともに､町及びその他必要な機関に対し､連絡する｡ 

 

2.応急復旧 

町及び県は､公立の学校等から連絡を受けた被災状況を検討のうえ､学校運営に著しく支障となる場合及び被

害の拡大が予測される場合は､早急に､被災した公立の学校施設の応急復旧を行う｡ 

私立の学校等の設置者等も同様に､被災した学校施設の応急復旧に努める｡ 

 

第3項 応急教育の実施 

学校等並びに県､町及び私立の学校等の設置者等は､地震により､学校施設が被災した場合又は避難所として

被災者が避難してきた場合にも､次により応急教育を実施する｡ 

避難者を収容していても､できるだけ早く授業再開ができるよう努める｡ 
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1.生徒及び学校等の確保 

(1) 児童･生徒の安全措置 

① 災害が発生し､又は発生するおそれがあるときは､学校長は事故を未然に防止するため休校等適切な 

措置を講ずるものとする｡この場合､教育委員会はあらかじめ基準を示し､学校長と協議する｡ 

② 学校長は､登下校時に災害が発生した場合を想定して､避難予定場所をあらかじめ設定しておくもの 

とする｡ 

     避難予定場所の名称､所在地等については､常に児童･生徒及び保護者に周知徹底させておくとともに､ 

災害発生の場合には保護者に児童･生徒の動向を連絡できる体制をも考慮しておくものとする｡ 

(2) 学校施設の確保 

被災施設の状況を連やかに把握し､教育事務所等の関係機関と密接な連絡をとり､次の応急措置を行う｡ 

    ① 火災による被災建物であって木造建物で全焼以外の被災建物は､主要構造材の炭化部分を撤去し､残余

の部分は床､壁体､天井､建具を修理のうえ､建物周囲の片付けを行い児童･生徒を収容する｡ 

なお､主要構造材の炭化が表面のみの場合は､建築士が構造上の安全を確認後､上記の修理を行い一時

的に使用することとする｡ 

    ② 火災以外の災害建物で大破以下の被災建物は､応急修理の上使用するが､この場合建築士の指示により

水平力及び積載荷重に対し安全の確認を行った後使用することとする｡ 

    ③ 被災校舎が応急修理によっても使用不可能な場合は､最寄りの無被災又は被害僅少の地域の学校施設､

公民館､公共施設､その他の民間施設等を借上げることとするが､この場合児童･生徒の安全を確保する

とともに教育的配慮を行うものとする｡ 

    ④ 教育施設の破損､滅失については､早急に修理､補充する必要があるが､修理､補充の不可能な場合には､

無被災又は被災僅少な学校の設備を一時的に使用するよう手配する｡ 

(3) 教職員の確保 

町､県及び国立､私立の学校等の設置者等は､地震による教職員の人的被害が大きく､教育の実施に支障があ 

る場合は､学校間の教職員の応援を図るとともに､非常勤講師等の任用等により教職員の確保に努める｡ 

 

2.応急教育の方法 

(1) 生徒等､保護者､教職員､学校施設等(設備を含む)及び通学路の被害状況を把握する｡ 

(2) 教職員を動員し､授業再開に努める｡ 

(3) 応急教育の開始時期及び方法を､生徒等及び保護者に周知徹底する｡ 

(4) 生徒等を一度に受け入れることができない場合は､二部授業又は他の施設を利用した分散授業の実施に

努める｡ 

(5) 生徒等の在校時及び登下校時の安全の確保に努める｡ 

 

3.学用品の調達､給与 

(1) 教科書 

① 町は､被災のため補給を要する教科書については､災害救助法に基づく給与であると否とを問わず､教科 

書名､被害冊数等を学校ごとに調査し､町全体分をまとめ､補給を要すると認められる教科書の冊数等を 

教科書特約供給所に指示する｡また､このことを県に対し報告する｡ 
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② 災害救助法に基づく教科書の給与は､住家の被害により教科書をそう失又は､き損し､就学上支障のある 

小学校児童及び中学校生徒(盲学校､ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む)に対して 

行うものであり､児童生徒の学習に支障を生じないよう迅速に行う｡ 

(2) 教科書以外の学用品等 

災害救助法が適用された地域で､住家の被害により学用品を喪失又はき損し､就学上支障のある小学校児童 

及び中学校生徒(盲学校､ろう学校及び養護学校の小学部児童及び中学部生徒を含む｡)に対して､必要な学用 

品を支給する｡ 

≪支給の対象となる学用品≫ 

ｱ 教材 

当該小･中学校において有効適切なものとして使用されている教科書以外の教材(準教科書､ﾜｰｸﾌﾞｯｸ 

等)で教育委員会に届出又は承認を受けているもの｡ 

ただし､公立小･中学校以外の小･中学校については､公立小･中学校が使用している教材に準じる｡ 

ｲ 文房具 

ﾉｰﾄ､鉛筆､消しｺﾞﾑ､ｸﾚﾖﾝ､絵具､画筆､画用紙､定規類 

ｳ 通学用品 

運動靴､体育着､傘､ｶﾊﾞﾝ､長靴類 

(3) 町における災害に伴う学用品の支給 

災害のため住家に被害を受け､就学上欠くことのできない学用品をそう失又は､き損し､資力の有無にかか 

わらず物品販売機構の一時的混乱のため､これらの学用品を直ちに入手することができない状態にある児童 

及び生徒に対して､町は､教育委員会及び各学校長の協力を得ながら必要最小限度の学用品を給与し､それら 

の者の就学の便を図るものとする｡ 

 

4.応急教育の実施場所 

第1順位 地域内の小･中学校及び高等学校 

第2順位 地域内の幼稚園､公民館､集会場等の公共施設 

第3順位 地域外の学校又は公民館等の公共施設 

第4順位 応急仮校舎の建設 

 

5.給食 

学校等は､学校給食用物資の補給に支障がある場合､県又は町､国立､私立の学校等の設置者等と連絡をとり､

必要な措置を講じる｡ 

学校給食施設が避難者炊き出し用に利用される場合は､調整を円滑に行い､給食の実施に努める｡ 

 

6 保健衛生の確保 

学校等は､町､県と連携し､必要に応じ､学校施設内外の清掃､飲料水の浄化､伝染病の予防措置等を講じる｡ 

また､必要に応じ､被災生徒等に対し､健康診断､心の相談を実施し､保健衛生の確保に努める｡ 
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第4項 被災生徒等への支援 

県は､非常災害又は特別な事情により､教育委員会で学資の支弁困難なる者と認めた時は､県立高校の授業料､

入学者選抜の手数料､入学手数料及び聴講手数料の全部若しくは一部を免除する｡(佐賀県立学校授業料等徴収

条例第2条及び第3条) 

 

第5項 避難所となる場合の対応 

公立の学校等は､町から要請があった場合､土砂災害等に対する学校施設の安全性を確認した上で､避難所を

開設し､学校の防災組織体制の役割分担によりあらかじめ指定された職員が､町民等の避難収容をはじめとし

た避難所運営を支援するものとする｡ 

  収容場所の開設順序としては､｢体育館 ⇒ 特別教室 ⇒ 普通教室｣の順序で収容を行う｡避難所を開設した

場合は､速やかに開設･収容等の状況を､町とともに､町教育委員会又は県教育委員会へ報告する｡ 

 

第21節 公共施設等の応急復旧及び二次災害の防止活動計画 

地震により､公共施設等が被害を受けた場合は､町･県･国及び施設の管理者は､二次災害の防止を図り､災害応

急対策の円滑な実施に支障が生じないよう､速やかに応急復旧を実施する｡ 

一般社団法人佐賀県建設業協会や砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の技術者の協力を得て､施設の点検を行い､必要があれば､応

急復旧するが､その際は､町民生活に及ぼす影響の大きさや防災上の重要度の高いものを優先して行うものとす

る｡ 

 

第1項 道路､橋梁 

1.被害状況等の把握､連絡 

各道路管理者は､地震により､道路､橋梁に被害が発生し､又は発生するおそれがあると認める場合､速やかに

道路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ､点検を実施し､被害状況を把握する｡ 

各道路管理者は､把握した被害状況から交通が危険であると認める場合は､交通規制を実施するとともに､県

警察及び町､県に対し､この旨連絡する｡ 

 

2.応急復旧 

各道路管理者は､緊急輸送ﾈｯﾄﾜｰｸに指定されている道路､橋梁を優先して､車両通行機能の確保のための応急

復旧作業(障害物の除去､啓開等)を迅速に行う｡ 

 

第2項 河川､海岸等 

1.被害状況の把握､連絡 

河川管理者又は海岸管理者並びに下水道管理者及び施行者は､地震により､各施設に被害が発生し､又は発生

するおそれがあると認める場合､速やかに巡視､点検を行い､被害状況を把握するとともに､町､県に対し､この結

果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急復旧 

河川管理者又は海岸管理者及び施行者は､各施設が被災した場合には､浸水等の二次災害を防止するため又

は被害を軽減するための応急復旧作業を迅速に行う｡ 



地震・津波災害対策［第3章 災害応急対策計画］ 

 - 353 - 

第3項 砂防施設等 

1.被害状況の把握､連絡 

砂防施設等の管理者は､地震により､砂防施設等に被害が発生し､又は発生するおそれがあると認める場合､速

やかに砂防施設等の点検を行い､被害状況を把握するとともに､砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに協力を求め､砂防施設等の損壊及

び斜面崩壊等による二次災害の危険性について調査し､町､県に対し､この結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急措置 

町､県は､被害状況を勘案し､必要と認める場合は､迅速に､適切な応急措置(砂防施設等の修復､崩落土砂の除

去､仮設防護柵設置等)を行う｡ 

 

第4項 治山施設等 

1.被害状況の把握､連絡 

治山施設等の管理者は､地震により､治山施設等に被害が発生し､又は発生するおそれがあると認める場合､速

やかに治山施設等の点検を行い､被害状況を把握するとともに､治山施設等の損壊及び林地崩壊等による二次災

害の危険性について調査し､町､県に対し､この結果を連絡する｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急措置 

治山施設等の管理者は､被害状況を勘案し､必要と認める場合は､災害復旧に先立ち､迅速に､適切な応急措置

(治山施設等の修復､排土､編柵､土のう積み等)を行う｡ 

 

第5項 港湾､漁港 

1.被害状況の把握､連絡 

港湾管理者又は漁港管理者は､高潮などの地震により､港湾･漁港施設に被害が発生し､又は発生するおそれ

がある場合には､速やかに各施設の点検を行い､被害状況を把握するとともに､町､県に対し､この結果を連絡す

る｡ 

災害が発生するおそれのある場合は､速やかに適切な避難対策等を実施する｡ 

 

2.応急復旧 

港湾管理者又は漁港管理者は､港湾施設又は漁港施設が被災していた場合には､二次災害の防止､公共の安全

確保及び災害応急対策の円滑な実施に支障が生じないよう､迅速に応急復旧を実施する｡ 

 

第6項 農地農業用施設 

1.被害状況の把握､連絡 

町､農業用用排水施設管理者は､地震により､農地農業用施設に被害が発生し､又は発生するおそれがある場合

には､各施設の点検を行い､被害状況を把握するとともに､町､県に対し､この結果を連絡する｡ 
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2.応急措置 

町､農業用用排水施設管理者は､被害状況を勘案し､防災上及び生活上大きな影響があり､緊急性を有すると認

める場合は､農地農業用施設の応急復旧を迅速に行う｡ 

応急復旧を実施する場合は､作業が容易で効果的な工法により行うものとする｡ 

 

第22節 ﾗｲﾌﾗｲﾝ等公益施設の応急復旧計画 

地震により､町民生活や災害応急対策活動に大きな影響を及ぼすﾗｲﾌﾗｲﾝ等公益施設が被害を受けた場合は､ﾗｲ

ﾌﾗｲﾝ事業者等は､迅速に応急復旧を図る｡ 

必要に応じ､他地域の同業事業者等に対し､応援を要請する｡ 

また､町は､情報収集で得た航空写真･画像等については､ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設等の被害状況の早期把握にため､ﾗｲﾌﾗｲﾝ

事業者等の要望に応じて､情報提供に努めるものとする｡ 

町は､国､県と連絡調整を図りながら､適宜､被災者等に対して､復旧状況等の広報に努める｡ 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の速やかな応急復旧を図るため､関係する行政機関､ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者等は､合同会議､調整会議等にお

ける対応方針等に基づき､必要に応じて現地のﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調整を行うため､現

地作業調整会議を開催するものとする｡ 

 

1.町の役割 

  電気､ｶﾞｽ､交通､上･下水道施設(以下｢公共施設｣という｡)の災害対策については､それぞれの関係防災業務計

画によるところとするが､町は災害発生の場合､それぞれの機関と協力してその機能の確保を図るものとする｡ 

(1) 町長は公共施設に災害が発生し､又は発生するおそれがある情報を受けたときは､直ちにそれぞれの機 

関に通報する｡ 

(2) 町長は各機関から応急対策上の応援を求められたときは､応急救助等に支障のない限りにおいて協力す 

るものとともに､二次災害の未然防止のための広報活動を行う｡ 

(3) 町長は災害応急対策上の協力の範囲及び方法については､あらかじめ各機関と協議して定めるものとす 

る｡ 

 

第1項 水道施設(事業者) 

水道事業者等は､あらかじめ指定工事店等と災害時の復旧作業等についての協定締結を図り､被害状況を迅速

に把握し､指定工事店等と連携をとりながら応急復旧に努めるとともに､被害が甚大な場合は､県及び近隣水道

事業者､日本水道協会佐賀県支部の応援を要請する｡ 

また､町及び町民等に対し､断水ｴﾘｱや復旧見通し等の情報を､できる限り定期的に提供するよう努める｡ 

 

第2項 電力施設(九州電力株式会社佐賀支店) 

九州電力株式会社は､地震が発生した場合は､あらかじめ作成している防災業務計画に基づき､電力施設に係

る災害応急対策を実施する｡ 

 

第3項 電話施設(西日本電信電話株式会社佐賀支店､株式会社NTTﾄﾞｺﾓ九州) 

西日本電信電話株式会社､株式会社NTTﾄﾞｺﾓ､KDDI株式会社及びｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社は､地震が発生した場合､あらか

じめ作成している防災業務計画､災害等対策規程等に基づき､電話施設に係る災害応急対策を実施する｡ 
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第4項 ｶﾞｽ施設 

液化石油ｶﾞｽ事業者は､地震による被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常が認められた場合は､

法令(液化石油ｶﾞｽの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等)に基づき､災害発生の防止のため応急措置を

行う｡ 

 

第5項 鉄道施設(九州旅客鉄道株式会社､日本貨物鉄道株式会社九州支社) 

地震発生時において､鉄道事業者は､被害を最小限に止どめ､輸送の確保を図るため､次の事項について必要な

応急措置を､機敏かつ適切に実施する｡ 

1.地震発生時の列車の運転規制 

2.地震発生時の代替輸送方法 

3.災害対策本部の設置 

4.連絡通報 

5.応急措置(案内広報など) 

6.施設の応急復旧 

 

第6項 放送施設(放送事業者) 

地震により放送施設等が被災し､放送が困難となった場合は､放送事業者は､状況に応じて､次のような措置を

講じ､放送継続の確保に努める｡ 

 

1.放送機器等の障害により一部の送信系統による放送が不可能になった場合には､他の送信系統により､また､ 

一部中継回線が途絶した場合には､常設以外の必要機器を仮設し､無線その他の中継回線等を利用する｡ 

 

2.放送局のｽﾀｼﾞｵからの放送継続が不可能となった場合は､臨時ｽﾀｼﾞｵを開設する｡ 

 

第23節 災害対策用機材､復旧資材等の調達 

施設の応急復旧や二次災害の発生､拡大の防止対策を図るなどのため､災害対策用機材､復旧資材等が必要と

なった場合は､防災機関は､自ら備蓄しているもの､又はあらかじめ把握していた供給可能業者等からの調達に

より､確保する｡ 

 

1.災害対策用機材 

防災機関は､災害対策用機材等が必要となった場合は､あらかじめ把握していた供給可能業者等から調達す

る｡ 

町は､これにより調達できない場合や不足する場合には､県に対し､斡旋を要請する｡ 

 

2.復旧資材 

防災機関は､復旧資材等が必要となった場合は､自ら備蓄しているもの又はあらかじめ把握していた供給可能

な関係業者等から速やかに調達する｡ 
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《資機材の調達》 

 

 

 

第24節 福祉ｻー ﾋ゙ ｽの提供計画 

地震発生時に､高齢者､障がい者､児童への福祉ｻｰﾋﾞｽの提供が滞ることがないよう､町､県は､相互に連携し､速

やかに組織的､継続的なその実施に努める｡ 

 

第1項 対象者の状況の把握 

1.高齢者､障がい者 

町は､地震が発生した場合は直ちに､福祉関係職員､介護職員等を中心とした調査ﾁｰﾑを編成するなどにより､

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画等に基づき､高齢者､障がい者の安否及び状況､ﾆｰｽﾞの把握等の実態調

査を行う｡ 

 

2.要保護児童 

町は､地震が発生した場合は直ちに､次により､孤児､遺児等の要保護児童の発見､把握を行う｡ 

(1) 児童福祉施設から避難してきた児童の保護者等が､傷病したことにより発生する要保護児童の避難所に 

おける実態を把握する｡ 

(2) 住民基本台帳による犠牲者の確認､地震による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び町民からの通報等 

を活用し､孤児､遺児を速やかに発見し､その実態把握を行う｡ 

 

第2項 高齢者及び障がい者対策 

1.緊急保護 

町及び県は､被災高齢者､障がい者のうち緊急に施設で保護する必要がある者について､一時入所等の取扱い

が円滑､的確に行われるよう､手続きの弾力的な運用などによる緊急保護体制の整備を図る｡ 

 

2.在宅ｻｰﾋﾞｽ体制 

町及び県は､実態調査の結果を基に､関係団体等の協力を得ながら､居宅や避難所､仮設住宅等で生活してい

る介護･支援等が必要な高齢者､障がい者等への介護保険ｻｰﾋﾞｽ体制等を､緊急に整備するものとする｡ 

また､保健･医療､福祉等の関係機関の緊密な連携のもとに､必要なｻｰﾋﾞｽや物資を確保するなど､万全の措置を

講じる｡ 

 

3.応援要請 

県は､必要に応じ､県内他市町に対し､救援職員の派遣､物資の確保を要請するとともに､これによっても不足

する場合は､｢九州･山口9県災害時相互応援協定｣に基づき､応援を要請する｡ 

 

第3項 要配慮者対策 

地震の発生に際しては､この地震を契機に新たに要配慮者､要保護者となる者が発生することから､これら要

配慮者､要保護者に対し､時間の経過に沿って､各段階におけるﾆｰｽﾞに合わせ､的確なｻｰﾋﾞｽの提供等を行ってい

くことが重要であることから､町は､以下の点に留意しながら､要配慮者､要保護者対策を行う｡ 

町 白石町建設業組合 建設業者 
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1.要配慮者､要保護者を発見した場合には､当該要配慮者､要保護者の同意を得て､必要に応じ､次の措置を講じ

る｡ 

(1) 避難所へ移動すること｡ 

(2) 社会福祉施設等への緊急入所を行うこと｡ 

(3) 居宅における生活が可能な場合にあっては､在宅福祉ﾆｰｽﾞの把握を行うこと｡ 

 

2.要配慮者に対する介護職員､手話通訳者の派遣､補装具の提供等の福祉ｻｰﾋﾞｽの提供を､遅くとも発災1週間を 

目途に組織的･継続的に開始できるようにするため､発災後2~3日目から､全ての避難所を対象として要配慮者の

把握調査を開始する｡ 

 

第4項 児童対策 

1.保護等 

町は､孤児､遺児等保護を必要とする児童を把握した場合には､その情報を親族に提供し､親族による受入れの

可能性を探るとともに､児童相談所へ送致し､養護施設等への受入れや里親への委託等の検討を行う｡ 

 

2.ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 

被災児童の精神的不安定に対応するため､児童相談所においてﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを実施する｡また､必要に応じて､児

童相談所を中心として児童心理司､児童福祉司等による避難所の巡回訪問を実施する｡ 

 

3.児童の保護等のための情報伝達 

町は､被災者に対し､掲示板､広報紙等の活用､報道機関の協力､ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸ･ｻｰﾋﾞｽの活用により､要保護児童

を発見した際の保護及び児童相談所等への通報についての協力を呼びかけるとともに､利用可能な児童福祉ｻｰ

ﾋﾞｽの状況､児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について､的確な情報提供を行う｡ 
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第 25節 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動対策計画 

地震発生時に､多くのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの申出がある場合は､町､県及び関係機関等は､相互に連携し､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の独

自の領域と役割に留意しながら､その活動が円滑かつ効果的に行われるよう迅速に環境整備を行う｡ 

 

第1項 受入れ体制の整備 

町及び県は､速やかにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に関する情報提供の窓口を設けるとともに､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀

県(白石町)社会福祉協議会等関係機関が行うﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ､活動調整等について協力する｡ 

日本赤十字社佐賀県支部は､速やかに赤十字災害救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動調整を行うための体制を整備する｡ 

佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関は､速やかにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ等のための体制を整備する｡ 

なお､災害の規模が甚大で本部の運営者等に不足が生じるような場合､県本部は全国社会福祉協議会や各都道

府県の社会福祉協議会等に対し応援を要請する｡ 

 

第2項 ﾆｰｽﾞの把握､情報提供 

佐賀県(白石町)社会福祉協議会等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関は町及び県と連携し､町におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の後

方支援を行う災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動本部を設置し､必要な情報の収集･提供に努めるものとする｡ 

町は､災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰを設置する佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関と連携･協力し､求められる

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の内容､必要人員､活動場所等被災地におけるﾆｰｽﾞ等を把握し､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県社

会福祉協議会等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援機関に対し､情報を提供する｡ 

また､県に対し､同様の情報を提供する｡さらに､必要に応じ､報道機関等の協力を得て､幅広く情報提供を行う｡ 

県は､災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの開設状況等の情報提供を行う窓口を開設するとともに､町から提供のあった情

報に応じて､自ら育成､登録している専門的な知識･技術等を有する技術者又はその団体に対し､情報を提供し､

必要に応じて町への支援を要請する｡ 

 

≪災害救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの業務(例示)≫ 

1.災害及び被災状況の情報収集 

2.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾆｰｽﾞの把握 

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受付､登録 

4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調整(ｸﾞﾙｰﾌﾟ編成及び派遣先の選定) 

5.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣･撤収の指示 

6.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の記録 

7.現地本部及び町本部の運営に必要な資機材の調達 

8.関係機関との連絡調整 

 

第3項 支援 

町は､必要に応じ､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､又はその支援活動の拠点となる施設の提供に努め､県はこれに協力する｡ 

町､県､日本赤十字社佐賀県支部及び佐賀県(白石町)社会福祉協議会等関係機関は､地元や外部から被災地入

りしているNPO･NGO等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等との連携を図るとともに､中間支援組織(NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の活動支援やこ

れらの異なる組織の活動調整を行う組織)を含めた連携体制の構築を図り､情報を共有する場を設置するなどし､

被災者のﾆｰｽﾞや支援活動の全体像を把握する｡ 

また､災害の状況及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動予定を踏まえ､片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める｡ 
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これらの取組により､連携のとれた支援活動を展開するように努めるとともに､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの生活環境について

配慮する｡ 

 

《ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動体制》 

 

  

町災害対策本部 

県災害対策本部 

国 

町 民 災 害 ボランティアセンター 

① 被 災 状 況 の 収 集・把 握 

② 災 害 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 現 地 救 援 本 部 の 設 置 

③ 会 員 へ の 連 絡・記 録 

④ 被 災 者 ニ ー ズ の 把 握 

⑤ ボランティア派 遣 要 請 

⑥ 関 係 機 関・団 体 と の 連 絡 調 査 

⑦ ボランティア 活 動 機 材 貸 出・管 理 

⑧ 保 険 加 入 手 続 き 

県 民 災 害 ボランティアセンター 

① 被 災 状 況 の 収 集・把 握 

② 災 害 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 救 援 本 部 の 設 置 

     ( 幹 事 会 及 び 部 会 で 構 成 ) 

③ 現  地 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ、ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー  派 遣 の 連 絡 調 整 

④ 関 係 機 関・団 体 と の 連 絡 調 整 

全国社会福祉協議会 

県外社会福祉協議会 

中央共同募金会 県共同募金会 

義援金の募集 

県 外 ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ、N P O 等 

日本赤十字社 

佐賀県支部 

被災地以外の市町村民 

災害ボランティアセンター 

相互連絡調整 

相 互 連 絡 調 整  

相互連絡調整 

支 援・連 携 

支 援・連 携 支 援・連 携 

連絡調整 

応 援 要 請 

連 絡 調 整 

連 絡 調 整 

連絡調整 

資金援助 受入 

連絡調整 

ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の 派 遣 

ｽﾀｯﾌ､ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー 、ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 

派 遣 の 依 頼 及 び 連 絡 調 整 

ボランティア活動開始(救援・生活支援) 

支援連絡調整 情 報・確 認、 

ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ 派 遣 要 請 

被 災 地 
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第26節 外国人対策 

1.町における措置 

町は､風水害時に､外国語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得ながら､災害情報や支援情報等の情報提供を行うとともに､相

談体制を整備する｡ 

 

2.県における措置 

県は､地震発生時に､佐賀県災害多言語支援ｾﾝﾀｰを設置し､外国人の被災状況､避難状況に関する情報収集､多

言語による情報提供･相談対応､多言語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣等必要な支援を行う｡ 

 

第27節 帰宅困難者対策 

町は､災害の発生により交通機能が停止し､速やかに帰宅することができない帰宅困難者が発生したときは､

関係機関と連携して､災害の状況､道路交通及び交通機関の運行状況等に関する情報を速やかに提供することに

より帰宅を支援するとともに､必要に応じて､一時滞在施設､食料､飲料水､ﾄｲﾚ等の提供に努める｡ 

また､一時滞在施設の確保に当たっては､男女のﾆｰｽﾞの違いや､要配慮者の多様なﾆｰｽﾞに配慮した一時滞在施

設の運営に努めるものとする｡ 

輸送事業者や不特定多数の者が利用する施設の管理者は､自らの施設機能を十分活用するとともに必要な情

報の提供及び支援に努める｡ 

 

第28節 義援物資､義援金対策計画 

地震発生時に､県内及び全国から義援物資､義援金が寄託される場合は､町､県､日本赤十字社佐賀県支部及び

佐賀県共同募金会は､相互に協力し､この義援物資､義援金を受付けし､迅速かつ確実に被災者に配分する｡ 

 

第1項 義援物資及び義援金 

1.実施機関 

 災害義援金品の募集及びその配分は､次の機関をもって協議会を構成し､各機関が共同し或いは協力して行

う｡ 

 町､日本赤十字社､町社会福祉協議会､民生委員､地域婦人連絡協議会､小･中学校､その他町単位の各種団体 

 

2.受付 

町は､速やかに義援物資の受付に関する窓口を設けるとともに､集積場所を決定する｡ 

日本赤十字社佐賀県支部は､支部及び地区･分区において､義援物資の受付体制を整備する｡ 

 

3.情報提供 

町､県及び日本赤十字社佐賀県支部は､必要に応じ､被災地のﾆｰｽﾞを的確に把握した上で､円滑な物資の受け入

れのため､次の事項について､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや報道機関等を通じて県内及び全国に情報提供を行う｡ 

この場合､被災地におけるﾆｰｽﾞの把握は基本的に町の業務であるが､災害の程度により県に情報が集まらずそ

の実態把握が困難な場合も想定される｡そのため､県は必要に応じて職員を町の災害対策本部等へ派遣して､現

地の状況把握に努めるものとする｡ 
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(1) 受付窓口 

(2) 受入れを希望する義援物資と､受入れを希望しない義援物資のﾘｽﾄ 

     (時間の経過によって変化する被災者のﾆｰｽﾞを踏まえ､逐次改める) 

(3) 送付先(集積場所)及び送付方法(梱包方法を含む｡) 

 

4.募集 

災害義援金品の募集は､県内又は他の都道府県において大災害が発生した場合に､次の方法により行うもの

とする｡なお､募集内容にあたっては被災地の状況等を考慮して行うものとする｡ 

  県単位からの通知を受け､又は､町単位機関において関係機関が協議して募集することを決定したとき､募集

の細部について更に協議し､それぞれの組織を通じて義援金品の拠出を呼びかけるものとする｡ 

 

5.集積 

募集に基づき或いは任意拠出される義援金品の集積は､次の方法によるものとする｡ 

(1) 各家庭から募集するときは､地域婦人連絡協議会､民生委員等で各家庭を訪問して集積し､又は集積場所 

を指定して各家庭から持参してもらう等の方法によって集積する｡ 

(2) 小･中学校児童･生徒又は事業所における職域募集等によって集積されたものは､それぞれの単位機関に 

おいて一括引継ぎを受けるものとする｡ 

 (3) 個人等で申し出のあったものについては､それぞれ受付け､その都度又は一定期間にまとめて､それぞれ 

の単位機関別に指定した場所に集積するものとする｡ 

 (4) 義援金及び物資を受付けたときは､受付整理簿に記載して､受領書を発行する｡ 

 

6.引継ぎ 

  町で受付募集した義援金品の輸送及び引継ぎは､次の方法により行う｡ 

(1) 義援物資の引継ぎ 

集積した義援物資は町において荷造りし､被災地を所管する配分機関に送付するものとする｡ただし､集 

積物資が少なく輸送等をまとめて行うことが適当な場合においては､県単位機関において一括配分機関に 

引き継ぐものとする｡ 

(2) 引継ぎの記録 

義援金品の引継ぎにあたっては､義援金品引継書を作成し､その授受の関係を明らかにしておくもの 

とする｡ 

(3) 引継をする配分機関 

義援物資の引継ぎは､概ね次の区分による配分機関へ行うものとする｡ 

    ① 県外の災害 

災害が2市町以上のときは県単位機関に､単独市町のときは市町単位機関に引き継ぐものとする｡ 

    ② 県内の災害 

       災害が単独市町のときはその市町単位機関に､又同一郡内で2市町以上のときはその郡単位機関に､ 

その他広域のときは県単位機関に引き継ぐものとする｡ただし､郡又は､県単位機関に引き継ぐべき 

災害であっても募集機関が直接指定市町等に引き継ぐとき､又は､郡､県単位機関が調整して直接引 

き継ぎ市町を指定したときは､市町単位機関に直接引き継ぐものとする｡ 
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③ 引継を受ける配分機関 

       義援物資の引継ぎは､次の機関とする｡ 

        ･県機関･･････県知事､日本赤十字社佐賀県支部長 

        ･郡機関･･････郡町村会長 

       なお､義援金についても本機関に引き継ぐものとする｡ 

 

7.配分 

 引継を受けた義援金品は､次の方法により配分するものとする｡ 

(1) 配分の基準 

 配分の基準は､概ね次のとおりとするが､特定物品及び配分先指定金品については､それぞれの目的に沿っ 

て効率的な配分を個々に検討して行うものとする｡ 

    ① 一般家庭用物資 

         全失世帯:1 

         半失世帯:1/2 

         床上浸水世帯:1/3 

    ② 無指定金銭 

         死者(行方不明で死亡と認められる者を含む｡):1 

         重傷で障害が相当残る程度の者:1/2 

その他の重傷者:1/3 

         全失世帯:1 

         半失世帯:1/2 

         床上浸水世帯:1/3 

(2) 町における配分 

県及び郡単位機関から配分を受け､又は町で受けた義援金品は､(1)に定める基準を参考にして民生委員 

その他関係者の意見を聞き､実情に即した配分を行うものとする｡ 

なお､各世帯配分にあたっては｢衣料品等生活必需物資供給計画｣に定める配分手続きに準じて行うこと 

を原則とする｡ 

   ① 義援金の取扱い 

      会計室においてこれを義援金受付整理簿にて受付け､町歳入歳出外現金として受入れ､会計室は現金 

出納簿を備え付け､出納の状況を記録･整理するものとする｡ 

      なお､預金に伴う利子収入は､義援金に含めて扱うものとする｡ 

   ② 義援物資の取扱い 

会計室においてこれを受領し､厳重な保管をなすとともに義援物資受付整理簿に整備し､計画をたて 

配分するものとする｡ 
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第29節 災害救助法の適用 

災害が発生した場合において､一定規模以上の災害に関しての救助については､災害救助法が適用されるが､

同法の適用要領は概ね次のとおりである｡ 

 

第1項 救助の本質 

1.災害救助法による救助は､災害の発生に際して､食料品その他生活必需品の欠乏､住居の喪失､傷病等に悩む

被災者に対する応急的､一時的な処置である｡ 

 

2.災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする｡ 

 

3.国の責任において行われ､町､県､日本赤十字社その他の団体及び町民の協力の下に行われる｡ 

 

第2項 実施主体 

1.知事は､災害救助法による救助を実施し､市町長はこれを補助する｡ 

ただし､救助に関する職権の一部を市町長に委任したときは､市町長が救助を実施する｡ 

 

2.日本赤十字社は､知事が行う救助の実施について､協定書に従い協力するものとする｡ 

 

第3項 適用基準 

1.災害救助法の適用 

 (1) 災害救助法の適用基準 

   災害救助法の適用基準は､救助法施行令第1条の定めるところによる｡ 

   ① 町の人口に応じ､下表のA欄に定める数以上の世帯数の住家が滅失したとき｡ 

   ② 県の区域内の住家1,500世帯以上滅失した場合であって､白石町の人口に応じて滅失住家の世帯数が 

下表のB欄の世帯数以上達したとき｡ 

町の区域内人口 A B 

15,000人以上 - 30,000人未満 50世帯 25世帯 

  ③ 災害が隔絶した地域に発生したものであるなど､災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別 

の事情がある場合であって､多数の世帯の住家が滅失したものであること｡ 

   ④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け､又は受けるおそれが生じた場合であること｡ 

 

第4項 被災世帯の算定基準 

被害の認定は､災害救助法適用の判断の基礎資料となるだけでなく､救助の実施にあたり､その種類･程度及び

期間の決定にも重大な影響を及ぼす｡よって､県､町においては､あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保し

ておく｡ 

認定基準は､次のとおりである｡ 
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1.住家 

現実にその建物を居住のために使用しているものをいい､必ずしも1戸の建物に限らない｡ 

 

2.世帯 

生計を1つにしている実際の生活単位をいう｡同一家屋内の親子夫婦であっても､生活の実態が別々であれば2

世帯となる｡ 

 

3.死者 

当該災害が原因で死亡し､遺体を確認したもの､又は遺体を確認することができないが死亡したことが確実な

もの｡ 

 

4.行方不明 

当該災害が原因で所在不明となり､かつ､死亡の疑いのあるもの｡ 

 

5.負傷 

災害のため負傷し､医師の治療を受ける必要のあるもの｡ 

うち､重傷は1か月以上の治療を要する見込みのものをいい､軽傷は1か月未満で治ゆできる見込みのものをい

う｡ 

 

6.全焼､全壊､流失 

住家が滅失したもので､具体的には住家の損壊､消失若しくは流失した部分の床面積が､その住家の延床面積

の70%以上に達したもの､又は住家の主要構造部(壁､柱､はり､屋根又は階段をいう)の被害額が､その住家の時価

の50%以上に達した程度のものをいう｡ 

 

7.半焼､半壊 

住家の損壊が甚だしいが､補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので､具体的には住家の損壊又は焼失

した部分が､その住家の延床面積の20%以上70%未満のもの､又は住家の主要構造部(全焼(壊)と同様)の被害額が

その住家の時価の20%以上50%未満のものをいう｡ 

 

8.床上浸水 

上記6及び7に該当しない場合であって､浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの､又は土砂､材木等の

堆積等により一時的に居住することができない状態になったものをいう｡ 

 

9.床下浸水 

浸水が､その住家の床上以上に達しない程度のものをいう｡ 

 

10.一部破損 

住家の損壊程度が､半壊に達しない程度のものをいう｡ 
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(1) 被災世帯の算定基準 

① 住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては､住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は 

2世帯をもって､住家が床上浸水､土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった 

世帯は3世帯をもって､それぞれの住家の滅失した1世帯とみなす｡ 

② 住家の滅失等の認定 

      資料編 被害報告取扱要領(P529~P534)に基づく｡ 

③ 世帯及び住居の単位 

      資料編 被害報告取扱要領(P529~P534)に基づく｡ 

 (2) 救助法の適用手続 

  ① 災害に際し､町における災害が､災害救助法の適用基準のいずれかに該当し､又は該当する見込みがある 

ときは､町長は直ちにその旨を､該当土木事務所を経由して知事に報告しなければならない｡ 

 

第5項 救助の種類 

救   助   の   種   類 実 施 主 体 

1 避難所､応急仮設住宅の供与 

知事､町長 

2 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

3 被服､寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

4 医療及び助産 

5 災害にかかった者の救出 

6 災害にかかった住宅の応急修理 

7 学用品の給与 

8 埋葬 

9 遺体の捜索及び処理 

10 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石､竹木等で日常生活に著しい支障

を及ぼしている物の除去 
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第30節 行方不明者等の捜索､遺体の処理､火葬 

地震発生時に､多数の行方不明者､死亡者が発生した場合には､県警察及び海上保安部による検視のほか､町は

的確に捜索を行い､町は処理収容､火葬を実施する｡ 

 

第1項 捜索 

町及び消防機関は､県､県警察､海上保安部の協力を得て､行方不明者､死亡者の捜索を行う｡ 

 

1.実施責任者 

 災害時に死亡した者の遺体捜索､収容､処理及び埋葬等の実施は､町長が行う｡ 

ただし､検視を終えた遺体については死体収容所(安置所)を町内葬儀業者に協力を要請し､斎場を開設し､安

置する｡ 

 

第2項 処理収容 

1.検視､身元確認 

町及び消防機関は､被災現場(海上を含む)において遺体を発見した場合､県警察又は海上保安部に対し､この

ことを連絡する｡ 

県警察は､町及び消防機関から連絡があった場合又は自ら被災現場において遺体を発見した場合は､発見場所

において､死体取扱規則又は検視規則等に基づき､速やかに検視を行い､その後､遺族又は町に対し､遺体又は死

体の引渡しを行う｡ 

海上保安部は､町及び消防機関から連絡があった場合又は自ら海上において遺体を発見した場合は､必要に応

じ､県警察と連携し､速やかに検視を行い､その後､遺族又は町に対し､遺体又は死体の引渡しを行う｡ 

発見現場での検視が困難な場合は､遺体が一時収容される安置所において行うものとする｡ 

また､県警察又は海上保安部は､遺体が身元不明の場合は､遺体の周辺にある物で身元確認資料となり得る物

について漏らさず回収し､これを参考にするとともに､県歯科医師会の協力を得るなどにより身元の確認に努め

る｡ 

 

2.遺体の収容 

 町は､必要に応じ､遺体を一時安置､収容するため､適当な場所(寺院､神社､公共施設等)に安置所を設けるもの

とする｡ 

町は､県警察又は海上保安部から引き渡しがあった場合は､遺体を安置所に搬送し､収容する｡ 

町は､あらかじめ把握していた供給可能な関係業者等から､棺など安置､収容に必要な物品を調達する｡ 

 

3.遺体の処理 

町は､遺体の識別等のため､遺体の洗浄､縫合､消毒等の処置を行うとともに､医師又は保健医療活動ﾁｰﾑによる

遺体の検案を実施する｡ 

 

4.遺族等への遺体引渡し 

市町は､遺体の身元が判明している場合､遺族等に対し､当該遺体を引き渡すものとする｡ 
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第3項 火葬 

町は､遺体の身元が判明しない場合又は遺族等への遺体引渡しが困難な場合など必要と認める場合は､遺体

の火葬を行う｡ 

町は､火葬場が被災した場合又は遺体数が多く､自らの火葬場では処理できない場合等は､あらかじめ締結し

ている相互応援協定に基づき､他の市町に対し､火葬等の実施を要請する｡ 

県は､町からの要請があった場合又はその必要があると認めた場合は､町の応援火葬が円滑に実施されるよ

うに情報の収集･提供や調整活動を行う｡ 

また､県及び市町は､広域的な火葬に関する計画を策定するとともに､災害の規模が甚大な場合は､必要に応

じて当該計画に基づき広域的な火葬を実施するものとする｡ 

 

第31節 廃棄物の処理計画 

町は､大量の災害廃棄物の発生に備え､広域処理体制の確立に努めるものとする｡また､十分な大きさの仮置

場･最終処分場の確保に努めるとともに､広域処理を行う地域単位で､平時の処理能力について計画的に一定程

度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し､災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確

保を図るものとする｡ 

 

第1項 役割 

1.実施責任者 

(1) 収集運搬機材､廃棄物処理施設の被災状況を把握し､破損個所等の措置を行う｡ 

(2) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を県に報告する｡ 

(3) 予め定めた災害廃棄物処理計画に基づき災害廃棄物処理実施方針を立て､収集運搬及び処分する｡ 

(4) 災害廃棄物の処理の進捗に応じて､災害廃棄物処理実行計画に必要な見直しを行う｡ 

(5) 必要に応じ､近隣市町､関係者､県への支援を要請する｡ 

(6) 必要に応じ､仮設ﾄｲﾚを設置する｡ 

 

2.処理の方法 

(1) 町は､各地区別の被災状況を速やかに把握し､ごみの排出量を推計するとともに､ごみ処理施設の処理能 

力を確認のうえ､収集､運搬､処分の対策を図る｡ 

 (2) 町は､災害状況により､ごみ処理に必要な人員､機材等の確保に努め､迅速に措置を実施するものとする｡ 

なお､ごみ処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれる場合は､近隣市町に応援を要請する｡ 

 (3) 町民が路上に廃棄物を出し､交通の妨げにならないよう防災行政無線等において周知を行なうとともに､ 

路上の障害物により通常の収集ができない地区については､臨時収集場所を設け､収集への協力を求める｡ 

 (4) 防疫上､食物の残り等腐敗性のごみを優先して収集運搬する｡ 

 (5) 損壊家屋や流失家屋のがれき等については､原則として被災者自ら､町の定める場所へ搬入することが望 

ましいが､これが困難な場合又は､道路等に散在し緊急的に処理が必要な場合は､町が収集処理を行なう｡ 

 

3.ごみ収集処理の方法 

  ごみ等の収集は､委託業者により行う｡収集したごみは指定された焼却施設において処理する｡ 

  また汚泥等の不燃物は県､保健所その他の関係機関と協議し､近隣の処理場へ応援を依頼して処分を行う｡な 

お､道路､河川上のごみ等は､それぞれの管理者が処理する｡ 
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4.町民､事業者の役割 

(1) 災害廃棄物を適正に分別し､排出する｡ 

(2) 不必要に廃棄物を排出しない。 

 

第2項 し尿の処理 

1.処理の方法 

(1) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を把握する｡ 

(2) 予め定めた災害廃棄物処理計画に基づき､災害廃棄物の発生見込み量､避難所､仮設ﾄｲﾚの状況によりし尿

処理実施方針を立て､収集運搬及び処分する｡ 

(3) 収集運搬車及び人員の確保と適正な配置により､処理班を編成する｡ 

(4) 必要な場合､近隣市町､関係業者に応援を要請し､対応できない場合には県へ支援要請する｡ 

(5) 必要に応じ､地域内に臨時貯留槽を設置する｡ 

 

2.仮設ﾄｲﾚの調達､設置､撤去 

町は､被災地の衛生環境を確保するため必要と認める場合は､次により､仮設ﾄｲﾚやﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚを調達し､避難所､

避難場所や被災地域内に設置する｡この際､洋式ﾄｲﾚを設置するなど､高齢者や障がい者に配慮するものとする｡ 

また､水道や下水道等の復旧に伴い､水洗ﾄｲﾚが使用可能になった場合､速やかに仮設ﾄｲﾚやﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚの撤去を

行い､避難所等の衛生向上を図る｡ 

(1) 仮設ﾄｲﾚの調達 

町は､あらかじめ､避難所等への配布個数､備蓄している数､供給可能な業者及び個数を考慮して調達計画 

を策定するとともに､その管理に必要な消毒剤､脱臭剤の備蓄に努める｡この調達計画に基づき､仮設ﾄｲﾚや 

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚを調達するものとするが､必要量が確保できない場合､県に対し､支援を要請する｡ 

 

第3項 ごみの処理 

町は､発生した災害廃棄物の種類､性状(土砂､ﾍﾄﾞﾛ､汚染物等)を勘案し､その発生量を推計した上で､必要

に応じて､風水害時の災害廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理実施計画を見直すとともに､見直し後の計画

に基づき､仮置場や最終処分場を確保する｡ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､NPO等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には､社会福祉協議会､NPO等と連携し､作

業実施地区や作業内容を調整､分担するなどして､効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする｡ 

また､損壊家屋の解体を実施する場合には､解体業者､産業廃棄物処理業者､建設業者等と連携した解体体

制を整備するとともに､必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行うものとする｡ 

(1) 処理施設被害状況､災害廃棄物の発生量見込み等を把握する｡ 

(2) 町は､事前に策定した地震災害時の一般廃棄物処理計画に基づき､災害廃棄物の発生量､避難所からの 

廃棄物等を勘案し､ごみ廃棄物処理実施方針を立てる｡ 

(3) 道路交通状況に応じ､収集運搬車及び人員の確保と適正な配置により､処理班を編成する｡ 

(4) 廃棄物の処理には､各種ﾘｻｲｸﾙ法(家電ﾘｻｲｸﾙ法､ﾊﾟｿｺﾝﾘｻｲｸﾙ法､自動車ﾘｻｲｸﾙ法､容器包装ﾘｻｲｸﾙ法､建設ﾘｻｲｸ 

ﾙ法)に配慮し方針を立てる｡ 

(5) 仮置場を確保し､ごみの分別方法､排出方法などを住民及び関係機関に周知する｡ 

(6) 建築物の倒壊､解体(被害を受け､建替えが必要な建築物の取壊しのことをいう｡)等により生じた災害 

廃棄物については､解体現場で分別し､計画的に収集運搬及び処分する｡ 
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(7) 災害廃棄物については､木材やｺﾝｸﾘｰﾄ等のﾘｻｲｸﾙを進めるとともに､ｱｽﾍﾞｽﾄ等の有害廃棄物については､ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の規定に従い､適正な処理を図る｡ 

(8) ｱｽﾍ ｽ゙ﾄ等の有害廃棄物による環境汚染､健康被害を防止するため建築物の解体､運搬作業者や住民へ適切 

に指導をする｡また､仮置場での環境汚染を防止する｡ 

(9) 必要に応じ､近隣市町､関係業者に対し､応援を要請し､収集運搬､処分を委託する｡ 

(10) 必要に応じ､仮設処理施設の設置の検討をする｡ 

(11) 最終処分までの処理行程が確保できない場合には､速やかに県へ支援要請を行う｡ 

 

第4項 廃棄物処理施設の応急復旧 

町は､地震が発生した場合は速やかに､さが西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰと連絡調整を図り､廃棄物処理施設の正常な稼働の

確保を図る｡ 

 

第32節 防疫計画 

地震発生時に､生活環境の悪化､被災者の病原体に対する抵抗力の低下などにより感染症の発生が予想される

場合は､感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号､以下｢感染症法｣とい

う｡)に基づき､県及び町は､相互に連携し､迅速に防疫活動を行う｡ 

また､必要に応じ､他機関へ支援を要請する｡ 

 

1.防疫活動 

町は､次の防疫活動を行う｡ 

 

2.実施機関 

  災害時における防疫事業は､町が行う｡ただし､激甚災害のため町において充分な防疫活動ができない場合

は､県に要請する｡ 

 

3.防疫活動組織 

(1) 防疫体制の強化 

防疫活動の徹底を図るため､被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し､町は保健所と密接な連携のも 

 とに県､日赤､医師会､その他関係機関の協力を求めるものとする｡ 

(2) 防疫班の編成 

町は防疫実施のため､次により防疫班を編成する｡ 

    ① 衛生技術者(班長) 1人 

    ② 作  業  員  5人 

    ③ 助手(事務員) 2人 

(3) 防疫班の業務及び実施の方法 

    ① 検疫調査及び健康診断 

被災地区の自主防災組織を通じ､各戸を調査し､避難場所､避難所における感染症患者又は保菌者 

 の早期発見に努め､適切な予防措置を講じる｡ 
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    ② 避難所の防疫措置 

      ｱ 避難所の清潔､消毒の実施 

      ｲ 避難者に対する検疫調査の実施 

      ｳ 給食従事者に対する健康診断の実施 

      ｴ 配膳時の衛生保持､残･廃棄物等の衛生的処理の指導 

      ｵ 飲料水等の水質検査の実施指導 

      ｶ 避難所内における衛生に関する自主組織編成の指導 

(4) 臨時予防接種及び消毒の実施 

 (5) 患者の収容 

   ① 感染病患者又は保菌者の隔離収容とともに周囲の消毒 

   ② 感染病指定病院又は隔離病舎に収容困難な場合における臨時隔離施設の設置 

 

4.消毒及び鼠族昆虫駆除 

(1) 消毒の方法 

   被災地又は避難所の状況に応じて､鼠族昆虫等の駆除を地域及び期間を定めて実施する｡ 

 

5.情報の収集､報告及び広報 

町は､感染症の発生状況や防疫活動の状況等に関する情報を収集し､県に対し報告する｡また､県は､町から報

告のあった情報を､国に対し報告する｡ 

さらに､町及び県は､各種感染症に関する情報を収集し､町民に対し広報する｡ 

 

6.防疫用薬剤の確保 

町は､医薬品等卸売業者に対し､防疫用薬剤の供給の要請を行う｡ 

県は､町から要請があった場合又は需給の状況から必要と認める場合は､県医薬品卸業協会に対し､防疫用薬

剤の提供の要請を行う｡ 

 

第33節 保健衛生計画 

地震発生時において､町は､指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握や生活環境の悪化による食中毒

の未然防止等を図るために必要な行動を行うとともに､地域の衛生状態にも十分配慮する｡ 

町は､必要に応じ､被災地域内における保健衛生活動を円滑に行うための総合調整等に努める｡ 

 

第1項 被災者等の健康管理 

町は､被災地域､特に指定避難所においては､生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来

す可能性が高いため､常に良好な衛生状態を保つよう努めるとともに､被災者の健康状態を十分に把握し､

必要に応じ救護所等の設置や心のｹｱを含めた対策を行う｡ 

特に､要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い､必要に応じ福祉施設等への受入れ､介護職員

等の派遣､車椅子等の手配等を､医療･福祉関係団体やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得つつ､計画的に実施する｡ 

また､被災者等の健康管理(保健指導､栄養指導等)を行うため､県栄養士会や県歯科衛生士会等の協力を

得て保健師､栄養士等による巡回健康相談等を実施する｡ 
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なお､県は､｢佐賀県災害時のこころのｹｱﾏﾆｭｱﾙ｣に基づくﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを､精神保健福祉ｾﾝﾀｰが中心となり､保

健福祉事務所､被災市町､佐賀県精神科病院協会等の関係団体､医療機関及び災害派遣精神医療ﾁｰﾑ(DPAT)と

連携･協力してﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを実施する｡この場合､必要に応じて巡回相談ﾁｰﾑを編成し､被災住民に対する相談

体制の確立に努める｡ 

これらを実施するのに人員等が不足する場合は､県は､｢九州･山口9県災害時応援協定｣及び｢全国都道府

県における災害時の広域応援に関する協定｣に基づく応援や厚生労働省に対する保健師等の派遣を要請す

る｡ 

 

第34節 動物の管理､飼料の確保等計画 

第1項 家畜の管理､飼料の確保 

1.避難対策 

町は､地震発生後､地震による畜舎の倒壊､地震による水害など二次災害の発生のおそれがあると認める場合

は､家畜の管理者に対し､安全な場所に家畜を避難させるよう指導する｡ 

町は､家畜数を勘案し､安全と認められる場所に必要な面積を確保し､応急仮設畜舎､繋留所､救護所､給水場等

の､家畜の避難施設を設置するものとする｡ 

 

2.防疫 

町は､家畜伝染病及び一般疾病を予防するため､家畜防疫員､家畜診療獣医師等の協力により救護班を編成し､

次の防疫活動を実施する｡家畜保健衛生所に配備している車両(救急薬品､動力噴霧器等を搭載)を活用し､迅速

化を図る｡ 

(1) 健康検査と傷病家畜の応急救護 

被災地域に飼育されている家畜の健康検査を実施するとともに､傷病家畜については応急手当を実施する｡ 

(2) 畜舎等の消毒 

各種家畜伝染病の発生に備え､被災地域の浸水汚染畜舎等の消毒を実施する｡ 

(3) 家畜伝染性疾病の予防注射 

地震により発生が予想される伝染性疾病については､関係団体と連携のうえ､予防注射等を実施し､発生 

予防及びまん延防止を図る｡ 

3.管理指導 

町は､関係機関及び団体と連携し､家畜診療獣医師の協力を得て､家畜の管理に関する指導を行う｡ 

 

第2項 家庭動物等の保護･危険動物の逸走対策等 

町は､地震による被災のためやむなく放置された犬､猫などの家庭動物等について､佐賀県獣医師会との連携

を密にし､一時的な保護や新たな飼主への譲渡等の措置を講じる｡ 

また､危険動物(動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2に定める｢特定動物｣)の逸走対策について､必要

な措置を講じる｡ 

 

第35節 危険物等の保安計画 

第1項 火薬類 

1.被害状況の把握､連絡 

火薬類事業者は､地震により施設等(製造所､火薬庫､火薬類取扱所､火工所及び庫外貯蔵所)に被害が発生した
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時に､災害の発生の防止のためあらかじめ定められた連絡体制により､被害状況の収集に努める｡ 

地震による被害の規模に応じ､町､九州経済産業局､消防機関､県警察､海上保安部､県､防災機関に対し情報の

連絡を行う｡ 

 

2.施設の応急措置 

火薬類事業者は､地震により施設等に被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常が認められた場合

は､法令(火薬類取締法等)に従い､災害の発生の防止のための応急措置を行う｡ 

 

3.その他の応急措置 

県警察は､町及び県と連絡をとり､必要と認める場合は､火薬類事業者に対する保安措置の指導､取締りを行う

とともに､警戒区域の設定並びに付近町民の避難措置等により､被害の拡大防止に努める｡ 

県警察､海上保安部は､町から要求があったときは､火薬類事業者に対し､必要な限度において､災害を拡大さ

せるおそれがあると認められる施設又は物件の除去､保安その他必要な措置をとることを指示する｡実施した場

合は､その旨を町に通知する｡ 

海上保安部は､必要に応じて､次の措置を講じる｡ 

(1) 被災地港湾への火薬類積載船舶の入港を制限し又は禁止する｡ 

(2) 火薬類荷役中の船舶に対し､荷役の中止その他保安上必要な指示を行う｡ 

(3) 港内に被害がおよぶおそれがあるときは､港内の航行､停泊を禁止するか又は停泊地を指定する｡ 

(4) 被災その他の原因により自力航行能力を失った火薬類積載船舶に対し､安全な場所への救出措置を 

講じる｡ 

 

4.応援要請 

火薬類事業者は､地震による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､応援事業所等に対し､協力を求める｡ 

 

第2項 高圧ｶﾞｽ 

1.被害状況の把握､連絡 

高圧ｶﾞｽ事業者は､地震により施設等に被害が発生した時は､災害の発生の防止のためあらかじめ定められた

連絡体制により､被害状況の収集に努める｡ 

地震による被害の規模に応じ､九州経済産業局､消防機関､県警察､海上保安部､町､県等防災機関に対し､情報

の連絡を行う｡ 

 

2.施設の応急措置 

高圧ｶﾞｽ事業者は､地震により施設等に被害が発生した時には､速やかに点検を実施し､異常が認められた場合

は､法令(高圧ｶﾞｽ保安法等)に従い､災害の発生の防止のための応急措置を行う｡ 

 

3.その他の応急措置 

県警察､海上保安部は､必要に応じ､火薬類に対する応急措置に準じた措置を講じる｡ 
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4.応援要請 

高圧ｶﾞｽ事業者は､地震による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､応援事業所等に対し､協力を求める｡ 

 

第3項 石油類及び化学製品類 

1.被害状況の把握､連絡 

危険物施設の管理者等は､地震により施設等に被害が発生した時は､災害の発生の防止のため､被害状況の把

握に努める｡ 

地震による被害の規模に応じ､消防機関､県警察､海上保安部､町､県等防災機関に対し､情報の連絡を行う｡ 

 

2.応急措置 

危険物施設の管理者等は､状況に応じて､必要な次に掲げる措置を実施する｡ 

(1) 危険物流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置 

(2) 危険物の流出､出火､爆発等の防止措置 

(3) 危険物の流出､火災等が発生した場合､自衛消防組織等による初期消火､延焼防止活動､ｵｲﾙﾌｪﾝｽ等による 

流出防止措置 

(4) 異常が認められた施設の応急措置 

 

3.その他の応急措置 

町又は消防機関は､必要に応じ､危険物施設の管理者等に対し､適切な指導を行うとともに､災害の拡大を防止

するための消防活動､負傷者等の救助､警戒区域の設定､広報活動及び避難の指示等必要な応急対策を実施する｡ 

県警察及び海上保安部は､必要に応じ､火薬類に対する応急措置に準じた措置を講じる｡ 

 

4.応援要請 

危険物施設の管理者等は､地震による被害の規模に応じ､被害の拡大防止のため､あらかじめ締結されている

相互応援協定に基づき､近隣の危険物取り扱い事業所等に対し､協力を求める｡ 

第4項 放射性物質 

放射線同位元素等の使用者等は､地震により放射線障害が発生するおそれがある場合又は発生した場合には､

法令(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等)に基づき必要に応じ､次の措置を講じる｡ 

 

1.発見した場合は､直ちに､その旨を警察官又は海上保安官に通報する｡ 

2.施設の内部にいる者等に対し､避難するよう警告する｡ 

3.汚染が生じた場合､その拡大防止及び除去を行う｡ 

4.放射線障害を受けた者等に対し､救出､避難等の緊急措置をとる｡ 

5.放射性物質を安全な場所に移す余裕がある場合には､移動させる｡ 

6.その他必要な防止措置を講じる｡ 

 

第5項 毒物･劇物 

毒物･劇物施設が地震により被災し､毒物･劇物が飛散漏洩又は地下に浸透し､保健衛生上危害が発生し､又は

発生するおそれがある場合は､毒物及び劇物取締法に基づき､次の措置を講じる｡ 
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1.毒物･劇物取扱者等は､回収その他の保健衛生上の危害防止に必要な措置を講じるとともに､県､県警察､消防 

機関に対し､この旨届け出る｡ 

 

2.県､県警察､消防機関は､相互に連携し､毒物･劇物取扱者等と密接な連絡をとり災害の発生及び拡大等を防止

するため､次の応急措置を講じる｡ 

(1) 被災者の避難誘導､救出･救護 

  (2) 警戒区域の設定 

  (3) 被害区域の拡大防止措置 

  (4) 町民に対する広報 

  (5) 毒物･劇物取扱者等に対する指導 
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第36節 石油等の大量流出の防除対策計画 

地震災害により石油等の取扱事業所に被害が発生し､河川､海域等に大量の石油等が流出した場合は､石油等

の取扱事業所及び関係する防災機関は､被害の拡大を防止するため､相互に連携し､迅速な応急対策を講じる｡ 

 

1.通報連絡 

石油等の大量流出が発生した場合は､その発生及び災害の状況についての､関係機関への連絡通報は､次によ

り行うこととする｡ 

(1) 通報連絡の系統 

ｱ 内水面への流出の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ 海域への流出の場合 
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(2) 通報連絡の内容 

① 石油等が流出した石油等の取扱事業所の名､流出石油等の種類及び量 

② 発生日時及び場所 

③ 石油等の流出の概要 

④ 気象､海象の状況 

⑤ 流出石油等の状況 

⑥ 今後予想される災害 

⑦ その他必要な事項 

(3) 町民等への周知 

石油等の取扱事業所は､石油等が流出し､周辺町民､船舶･漁船等に危険が及ぶおそれがあると認める場合

は､迅速かつ的確に､周辺町民､船舶･漁船等に対し､災害の状況及びその他必要な事項について､周知する｡ 

この際､町､海上保安部等関係する防災機関に対し､協力を要請するものとし､要請を受けた防災機関は､適

切な方法により周知を図る｡ 

 

2.応急対策 

石油等が大量に流出した場合､その石油等の取扱事業所は､直ちに､拡散防止､被害の軽減を図るための応急対

策を講じるものとするが､自ら行う対策のみでは不十分と認める場合は､河川管理者､海上保安部及び関係する

防災機関に対し､協力を要請する｡ 

河川管理者､海上保安部及び関係する防災機関は､石油等の取扱事業所から要請があった場合又は自ら必要と

認めた場合は､相互に連携し､応急対策を講じる｡ 

(1) 石油等の取扱事業所の応急対策 

① 河川管理者又は海上保安部に対し､石油等の流出発生を通報連絡 

② ｵｲﾙﾌｪﾝｽの展張､油処理剤及び油吸着材等による流出石油等の拡散防止又は化学処理 

③ 石油等の取扱事業所の施設等の損傷箇所の応急処理並びに石油等の移し替え 

④ 事業所の従業員等の救助 

⑤ 火災等二次災害発生の防止 

(2) 防災機関の応急対策 

① 災害対策連絡調整本部等の設置 

ｱ 海上保安部は､石油等が海域に大量流出し､関係する防災機関相互間の連絡を緊密にし､各機関が行う

応急対策活動を迅速かつ円滑に推進するため､必要と認める場合は､｢災害対策連絡調整本部｣を設置す

る｡ 

≪構成≫ 

町､海上保安部､県､県警察､沿岸消防機関､自衛隊､港湾･漁港管理者､石油等が流出した石油等の取扱

事業所､関係団体等で構成し､これら機関の職員は､設置期間中常駐することとする｡ 

≪設置場所≫ 

海上保安部庁舎又は海上災害現場に近い適当な場所 
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≪役割≫ 

(ｱ) 災害情報の交換､収集及び解析 

(ｲ) 総合的な応急対策の策定及び調整 

(ｳ) 関係機関等に対する協力要請 

ｲ 河川管理者は､石油等が内水面に大量流出した場合､次の水質に関する協議会において定められている 

要領等により､関係する防災機関相互間の連絡を緊密にし､各機関が行う応急対策活動を迅速かつ円滑 

に推進するよう努める｡ 

(ｱ) 六角川水系等水質保全対策協議会 

(ｲ) 鹿島･藤津地区水質保全対策協議会 

(ｳ) 伊万里･有田地区環境整備保全対策協議会 

(ｴ) 筑後川･矢部川･嘉瀬川水質汚濁対策連絡協議会 

(ｵ) 六角川･松浦川水系水質保全対策協議会 

② 主な応急対策 

ｱ 石油等の取扱事業所の従業員等の救助 

ｲ 流出石油等の拡散防止 

ｳ 消火対策等 

ｴ 漂着石油等の処理 

ｵ 流出石油等の防除資機材の調達 

   

第37節 応急金融対策 

地震発生時において､金融秩序を維持し､通貨の円滑な供給を確保するため､関係する防災機関は､万全の措置

を講じる｡ 

 

1.通貨供給の確保 

佐賀財務事務所､日本銀行福岡支店及び同行佐賀事務所は､相互に連携し､必要に応じ関係行政機関等と協議

のうえ､次の措置を講じる｡ 

(1) 通貨の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め､必要に応じ､被災地所在の金融機関に臨時に銀行券 

を寄託し､あるいは既存の寄託銀行券の活用を図るほか､金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講 

じること等により､通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講じる｡ 

なお､被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては､状況に応じ､日本銀行職員を現地 

に派遣する等必要な措置を講じる｡ 

(2) 輸送､通信手段の確保 

被災地における現金供給のため､緊急に現金を輸送し､又は通信を行う必要があるときは､関係行政機関等

と密接に連絡のうえ､各種輸送､通信手段の活用を図る｡ 

(3) 金融機関の業務運営の確保 

被災金融機関が早急に営業を開始できるよう必要な措置を講じるほか､必要に応じ､金融機関に対し､営業

時間の延長又は休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する｡ 
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2.非常金融措置 

佐賀財務事務所及び日本銀行福岡支店は､必要に応じ､金融機関に対し､次の措置を適切に講じるよう要請す

る｡ただし､緊急を要する事態で日本銀行福岡支店との連絡手段の途絶等による場合は､日本銀行佐賀事務所が

日本銀行福岡支店に代わり､金融上の措置を講じる｡ 

(1) 非常金融措置の実施に係る要請 

被災者の便宜を図るため､必要に応じ金融機関相互間の申合せ等により､次のような非常措置を適切に講じ

るよう要請する｡ 

ｱ 預金通帳等を紛失した預貯金者に対し､預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと｡ 

ｲ 被災者に対して､定期預金､定期積金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の特別取扱いを 

行うこと｡ 

ｳ 被災地の手形交換所において､被災関係手形につき､呈示期間経過後の交換持出を認めるほか､不渡処分 

の猶予等の特別措置をとること｡ 

ｴ 損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについて､実情に応じ､必要な措置をとること｡ 

ｵ 必要と認められる災害復旧資金の融通について､迅速かつ適切な措置をとること｡ 

ｶ 証券､保険会社においても､銀行等の対応と同様に非常金融措置を適切に講じること｡ 

(2) 各種金融措置等に関する広報 

上記1(3)及び2(1)に定める要請や措置を講じたときは､金融機関及び放送事業者等と協力して､速やかにそ

の周知徹底を図り､人心の安定及び災害の復旧に資する｡ 

 

第38節 孤立地域対策活動 

地震発生時において孤立地域が発生した場合､人命救助活動､救援活動及び孤立地域の町民の生活に大きな支

障が生じることから､町は､孤立地域に対して､次に掲げる事項について応急対策を講じるものとする｡ 

 

1.被害実態の早期確認及び救急救助活動の迅速実施 

町等防災機関は､通信の途絶地域に対しては､携帯電話や県が整備した可搬型衛星無線等の通信機器を活用

するほか､被災地の消防団員等から被害情報を収集するか､職員や警察官等を派遣する等､あらゆる通信連絡手

段の確保に努める｡ 

また､孤立地域に対して､NTT回線及び防災行政無線等を活用し､被災地の状況を把握するとともに､その状況

を確認するほか､被害状況の把握に努める｡ 

交通の断絶地域に対しては､各種ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを活用し､迅速な救急救助活動を実施するとともに､観光客等一時

滞在者の救出等にも配慮する｡ 

 

2.緊急物資等の輸送 

陸上輸送が不可能な場合は､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる輸送を行うため､県及び町は､防災機関や自衛隊へ協力要請する｡ 

 

3.道路の応急復旧による生活の確保 

町は､迂回路の確保を含め､応急復旧工事を迅速に実施し､生活必需物資輸送のための最低限の交通を早期に

確保する｡ 
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第39節 生活再建計画 

被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき､被災者の生活再建が速やかに行われるよう国及び県

と良好な連絡体制を維持し､その円滑かつ的確な実施を図る｡ 

町は､被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため､体制の整備等

を図ることとする｡ 

 

第40節 災害応急対策の実施に係るﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ 

被災地の時間･空間は有限の資源であるため､地震災害発生時･発生後の各段階に応じた前節までにおける災

害応急対策作業の優先順位を理解し､行動しなければならない｡ 

特に､発災当初の72時間は､救命･救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ､人命救助及び

このために必要な活動に人的･物的資源を優先的に配分する必要がある｡ 

町及びその他の各防災関係機関においても災害応急対策の着手時期について検討するように努めるものと

する｡ 
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第4章 災害復旧･復興計画 

被災地の復旧･復興に関しては､住民の意向を尊重し､県及び市町が主体的に取り組むとともに､被災者の生活

の再建及び経済の復興､再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り､より安全性に配慮した地域づくりを目

指すこと｡また､社会経済活動が低下する状況に鑑み､可能な限り円滑な復旧･復興を図るものとする｡ 

 

第1節 災害復旧･復興の基本方向の決定と事業の計画的推進 

第1項 復旧･復興に係る基本方向の決定 

町は､被災の状況､地域の特性､公共施設の管理者等の意向等を勘案し､｢迅速な原状復旧｣を目指すのか､更

に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る｢計画的復興｣を目指すのかについて早急に検討し､

復旧･復興に係る基本方向を決定する｡ 

必要な場合は､復興計画を作成する｡ 

復旧･復興にあたっては､男女共同参画の観点から､復旧･復興のあらゆる場･組織に女性の参画を促進するも

のとする｡併せて､障害者､高齢者等の要配慮者の参画を促進するものとする｡ 

 

第2項 迅速な原状復旧 

町が迅速な原状復旧を目指す場合は､町及び関係施設の管理者等は､災害応急対策を講じた後､速やかに､公

共施設等の復旧事業を行うことになるが､この際は､原状復旧を基本としつつも､再度災害防止等の観点から､

可能な限り改良復旧を行うものとする｡ 

復旧に当たり､ﾗｲﾌﾗｲﾝ及び交通輸送等の関係機関は､可能な限り地区別の復旧予定時期を明示するものとす

る｡ 

 

1.復旧事業の対象施設 

(1) 公共土木施設 

(河川､海岸､砂防設備､林地荒廃防止施設､地すべり防止施設､急傾斜地崩壊防止施設､道路､港湾､漁港､ 

下水道､公園) 

(2) 農林水産施設 

(3) 上水道 

(4) 社会福祉施設 

(5) 公立学校 

(6) 社会教育施設 

(7) 公営住宅 

(8) 公立医療施設 

(9) ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設 

(10) 交通輸送施設 

(11) その他の施設 

 

2.資金の確保 

町及び関係施設の管理者等は､復旧事業の早期実施が図られるよう､必要な資金需要額を把握し､次のことを

考慮して､その財源の確保に努める｡ 
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(1) 国庫負担又は補助を規定している主なもの 

① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号) 

② 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号) 

③ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針について(昭和39 

年8月14日建設省都市局長通達) 

④ 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧の国庫補助について(平成2年3月31日厚生省事務 

次官通知) 

⑤ 社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について(平成7年3月30日厚生省社会援護局長･老人 

保健福祉局長･児童家庭局長通知) 

⑥ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号) 

⑦ 公営住宅法(昭和26年法律第193号) 

(2) 地方債の発行が許可される主なもの 

① 補助災害復旧事業 

② 直轄災害復旧事業 

③ 単独災害復旧事業 

④ 公営企業災害復旧事業 

⑤ 歳入欠かん 

 

3.激甚災害の指定 

発生した地震災害が､激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に規

定された激甚災害の指定を受ける必要があると認められる場合には､復旧事業を実施するにあたって国の特別

援助を受けるため､町及び県は､相互に協力し､激甚災害の指定を受けるための措置をとるものとする｡ 

 

4.復旧･復興事業からの暴力団の排除 

町及び県警察は､暴力団等の動向把握を徹底し､復旧･復興事業への参入･介入の実態把握に努めるとともに､

関係行政機関や業界団体等と連携及び協力のもと､復旧･復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものと

する｡ 

  

5.災害廃棄物の処理 

町は､事前に策定した災害廃棄物処理計画に基づき､必要に応じて､災害廃棄物の処理方法を確立するととも

に､仮置場､最終処分地を確保し､計画的な収集､運搬及び処分を図ることにより､災害廃棄物の迅速かつ適正な

処理を行うものとする｡災害廃棄物処理に当たっては､適切な分別の実施により可能な限り再生利用と減量化を

図るとともに､復旧･復興計画を考慮に入れつつ計画的に行うものとする｡ 

また､環境汚染の未然防止及び住民､作業者の健康管理のため､適切な措置等を講ずるものとする｡ 

 

第3項 計画的復興 

1.防災まちづくり 

町は､次のような再度災害防止とより快適な都市環境を目指した防災まちづくりの実施など将来を見据えた

復興を行う場合は､障害者､高齢者､女性等の意見が反映されるような環境整備に努めつつ､住民の理解を求めな

がら､復興計画を作成し計画的に復興を進める｡ 
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復興計画の作成に当たっては､地域のｺﾐｭﾆﾃｨが被災者の心の健康の維持を含め､被災地の物心両面にわたる復

興に大きな役割を果たすことにかんがみ､その維持･回復や再構築に十分に配慮するものとする｡ 

また､市町は､必要に応じ､大規模災害からの復興に関する法律を活用し､国の復興基本方針等に即して復興計

画を作成し､同計画に基づき市街地開発事業､土地改良事業等を実施することにより､特定大規模災害により､土

地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする｡ 

県は､特定大規模災害からの復興のために必要な場合､関係行政機関又は関係地方行政機関に対し､職員の派

遣を要請するものとする｡同様に､市町は､必要な場合､関係地方行政機関に対し､職員の派遣を要請するものと

する｡県は､必要に応じて､職員の派遣に係るあっせんに努めるものとする｡ 

(1) 被災市街地復興特別措置法等の活用や､土地区画整理事業､市街地再開発事業等の実施による合理的かつ  

健全な市街地の形成と都市機能の更新 

(2) 避難路､避難場所､延焼遮断帯､骨格的な都市基盤施設(防災活動拠点ともなる幹線道路､都市公園､河川､

港湾など)及び防火安全街区の整備 

(3) 被災した場合の迅速な復旧の観点から架空線との協調にも配慮した電線共同溝等の整備などによるﾗｲ 

ﾌﾗｲﾝの耐震化等 

(4) 建築物や公共施設の耐震化･不燃化 

(5) 耐震性貯水槽の設置等 

復興を進めるにあたっては､町民に対し､新たなまちづくりの展望､手続き､ｽｹｼﾞｭｰﾙ､各種施策の内容及び 

選択等について､情報の提供を行うものとする｡ 

  

2.文化財対策 

(1) 指定文化財等の復旧 

町(教育委員会)は､地震発生後､早急に指定文化財等の被災状況の調査を実施し､国等の技術的指導や財 

政的支援を受けて､被災指定文化財等の計画的な復旧を行う｡ 

  (2) 埋蔵文化財の保護 

町は､復旧･復興を進めるにあたっては､調査を実施するなど埋蔵文化財の保護に配慮して行う｡復旧･復 

興区域が大規模であり､その必要があると認める場合は､町は､国､県､隣接市町に対し､人的･財政的支援 

を求める｡ 

 

第2節 被災者の生活再建等への支援 

町は､被災者等の生活再建に向けて､住まいの確保､生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構

築に加え､生業や就労の回復による生活資金の継続的確保､ｺﾐｭﾆﾃｨの維持回復､心身のｹｱ等生活全般にわたって

きめ細かな支援を行う｡ 

 

第1項 被災者相談 

町及び防災関係機関は､必要に応じて､住民等に生活再建のための情報を提供し､又は問い合わせ､要望又は相

談等に対応するための相談窓口を設置する｡ 

なお､居住地以外の市町に避難した被災者に対しても､従前の居住地に係る地方公共団体及び避難先の地方公

共団体が協力することにより､必要な情報や支援･ｻｰﾋﾞｽを提供できるよう､被災者の所在地等の情報を関係市町

が共有する仕組みの円滑な運用･強化を図るものとする｡ 
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第2項 罹災証明書の交付､被災者台帳の作成等 

1.罹災証明書の交付 

町は､災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに､各種の支援措置を早期に実施するため､災害による住

家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し､遅滞なく､住家等の被害の程度を調査し､被災者

に罹災証明書を交付する｡ 

なお､町は､住家の被害の程度を調査する際､必要に応じて､航空写真､被災者が撮影した住家の写真､応急危険

判定の判定結果等を活用するなど､適切な手法により実施するものとする｡ 

 

2.被災者台帳の作成等 

町は､必要に応じて､個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況､配慮を要する事項等を一元的

に集約した被災者台帳を作成し､被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする｡ 

 

第3項 災害弔慰金､見舞金等 

1.災害弔慰金の支給 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の定めるところにより､地震災害により死亡し

た町民の遺族に対し､災害弔慰金を支給する｡ 

 

2.災害障害見舞金の支給 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の定めるところにより､地震災害により障がい

者となった町民に対し､災害障害見舞金を支給する｡ 

 

3.日本赤十字社による災害見舞品等 

日本赤十字社佐賀県支部は､あらかじめ定めた基準に基づき､被災者に対して､災害見舞品等を贈呈する｡ 

 

4.被災者生活再建支援金の支給 

県は､被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき､被災者の生活再建が速やかに行われるよう国及

び市町等と良好な連絡体制を維持し､その円滑かつ的確な実施を図る｡ 

町は､被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため､申請書等の確

認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図ることとする｡ 

 さらに､居住する自治体の被害規模が小さいため同法に基づく支援が受けられない被災者についても､県独自

制度で支援する｡ 

 

第4項 就労支援 

町は､県及び佐賀労働局(各公共職業安定所)に対し､被災離職者の早期再就職を図るため､緊急職業相談窓口

の設置や求人開拓等を要請する｡ 

町及び県は､被災者の働く場の確保のため､即効性のある臨時的な雇用創出策と､被災地の特性を踏まえた産

業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中長期の安定的な雇用創出策を組み合わ

せて実施するものとする｡併せて､自営業､農林水産業､中小企業等に対する経営の維持･再生､起業等への支援策

の充実も図るものとする｡ 
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第5項 租税の徴収猶予､減免 

1.国税 

(1) 国税の期限の延長(国税通則法第11条､同法施行令第3条) 

国税に関する法律に基づく申告､申請､請求､届出その他書類の提出､納付又は徴収に関する期限の延長 

【理由のやんだ日から2か月】 

(2) 法人税の申告期限の延長(法人税法第75条) 

(3) 所得税の減免(災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律第2条) 

(4) 給与所得者の源泉所得税の減免徴収猶予(災害被害者に対する租税の減免､徴収猶予等に関する法律 

第3条) 

 

2.県税 

(1) 県税の期限の延長(地方税法第20条の5の2､同法第44条､県税条例第9条の2) 

申告､申請､請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く｡)又は納付若しくは納入等の期限 

延長【2か月】 

  (2) 県税の徴収猶予(地方税法第15条)【1年(やむを得ない場合2年)以内】 

  (3) 県税の減免 

① 個人の県民税(地方税法第45条) 

② 個人の事業税(地方税法第72条の62､県税条例第56条) 

③ 不動産取得税(地方税法第73条の31､県税条例第69条) 

④ 鉱区税(地方税法第194条､県税条例第126条の2) 

⑤ 軽油引取税(地方税法第144条の42) 

⑥ 狩猟税(地方税法第700条の62､県税条例第170条) 

 

3.町税 

(1) 町税の期限の延長(地方税法第20条の5の2､町の税条例) 

申告､申請､納付､納入等の期限延長 

(2) 町税の徴収猶予(地方税法第15条) 

(3) 町税の減免 

① 町民税(地方税法第323条､町の税条例) 

② 固定資産税(地方税法第367条､町の税条例) 

③ 軽自動車税(地方税法第454条､町の税条例) 

④ 鉱産税(地方税法第532条､町の税条例) 

⑤ 特別土地保有税(地方税法第605条の2､町の税条例) 

⑥ 都市計画税(地方税法第702条の8､町の税条例) 

⑦ 水利地益税､共同施設税､宅地開発税､国民健康保険税(地方税法第717条､町の税条例) 

 注)特別徴収義務者に係るものを除く｡ 
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第6項 国民健康保険制度等における医療費負担､保険料の減免 

町､国民健康保険組合は､被災した国民健康保険の被保険者に対し､地方税法､国民健康保険法及び規約の定め

るところにより､次の措置を講じる｡ 

 

1.国民健康保険税関係 

(1) 徴収猶予(地方税法第15条) 

(2) 申告､申請､請求その他書類の提出等の期限の延長(地方税法第20条の5項の2､町の税条例) 

(3) 減免(地方税法第717条) 

(4) 延滞金の減免(地方税法第723条) 

 

2.一部負担金の減免等(国民健康保険法第44条) 

特別の理由がある被保険者で､一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し､次の措置を 

とる｡ 

(1) 一部負担金の減額又は支払いを免除すること｡ 

(2) 保険医療機関等に対する支払いに代えて､一部負担金を直接に徴収することとし､その徴収を猶予する 

こと｡ 

 

第7項 郵政事業の災害特別事務取扱等 

1.郵便業務関係 

(1) 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地(町､県､日本赤十字社､共同募金会又は共同募金会連合会)あて救助用郵便物の料金免除 

 

2.為替貯金業務関係 

(1) 郵便貯金､郵便為替､郵便振替及び年金恩給の非常払渡し 

(2) 郵便貯金の非常貸付け 

(3) 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免除 

 

3.簡易保険関係 

(1) 保険料払込猶予期間の延伸 

(2) 保険料前納払込みの取消による保険還付金の即時払 

(3) 保険金､倍額保険金及び未経過保険料の非常即時払 

(4) 解約還付金の非常即時払 

(5) 保険貸付金の非常即時払 

 

第8項 生活資金の確保 

1.災害援護資金 

町は､災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき､世帯主が負傷し､相当程度の住家家

財の損害を受けた世帯の世帯主に対し､災害救護資金を貸し付けることができる｡ 
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2.生活福祉資金 

県社会福祉協議会は､生活福祉資金貸付制度に基づき､被災者に対し､生業費､住宅資金､災害援護資金等の資

金を貸し付ける｡ 

 

3.母子父子寡婦福祉資金貸付金 

県は､母子父子寡婦福祉資金貸付制度に基づき､被災した次の者に対し､母子父子寡婦福祉資金貸付金を貸し

付ける｡ 

(1) 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子 

(2) 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子 

(3) 寡婦 

(4) 40歳以上の配偶者のない女子で児童を扶養していない者 

 

第9項 住宅の供給､資金の貸付け等 

1.公営住宅の提供 

町は､被災市街地復興特別措置法第21条の適用を受ける者については､公営住宅への受入れを行う｡ 

 

2.住宅資金の貸付制度 

第6項に記載 

 

第10項 生活必需物資供給の調整､災害復旧用資機材の確保 

1.生活必需物資供給の調整 

町は､被災地の販売機構等の混乱に加えて､需要､供給の不均衡による物価の高騰の防止を図るため､

状況に応じ､物資供給業者に対し､必需物資の売渡し勧告･価格の引下げ勧告などで供給の調整に努め､

民生の安定を図る｡ 

 

2.復旧用資機材の確保 

町は､被災地の需要を満たし､物価､民生の安定を図るため､関係機関と協力して復旧用資機材の確保

に努める｡ 

 

第11項 住宅に関する各種調査の違い等についての説明 

町は､被災建築物の応急危険度判定調査､被災宅地危険度判定調査､住家被害認定調査など､住宅に関

する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ､それぞれの調査の必要性や実施時期の違い､民

間の保険損害調査との違い等について､被災者に明確に説明するものとする｡ 

また､県は､町の活動の支援に努めるものとする｡ 
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第3節 地域の経済復興の推進 

第1項 中小企業業者に対する復旧･復興資金の確保 

町は､中小企業関係の被害状況､激甚災害法の適用､再建のための資金需要等について､速やかに把握し､中小

企業者等に対する復興資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう次の措置を実施する｡ 

 

1.被災中小企業者等に対し､関係団体及び金融機関と協調して､各種金融制度の周知を図るとともに､被害の  

状況に応じて､現地において融資相談所の設置や経営指導等を行う｡ 

 

2.佐賀県中小企業特別対策資金(経営安定化貸付･災害復旧資金)の貸付を行うとともに､政府系金融機関(中小

企業金融公庫､商工組合中央金庫､国民生活金融公庫)､一般金融機関に対し､協力融資の要請を行う｡ 

また､激じん災害の場合､災害融資に係る利子補給を実施する｡ 

 

3.県制度金融について､被害の状況に応じて､償還猶予等必要な措置を講じる｡ 

 

4.信用力､担保力が不足した中小企業者の融資の円滑化を図るため､佐賀県信用保証協会に対し､債務保証の促

進を要請する｡ 

 

5.被害の状況に応じて､金融機関に対し､貸付手続きの簡便迅速化､貸付条件の緩和等について､特別の取扱いが

図られるよう要請する｡ 

 

第2項 農林､水産業に対する復旧･復興金融等の確保 

町及び県は､地震災害により被害を受けた農林水産業者又は農林水産業者の組織する団体に対し､復旧･復興

に必要な資金の融資計画を促進し､民生の安定を図る｡ 

また､被災者に対する共済(保険)金の早期支払いに向けた関係団体の活動を促進し､被災施設の早期復旧ある

いは農林水産業者の経営安定を図る｡ 

 

1.天災資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法) 

2.農林漁業金融公庫資金(農林漁業金融公庫法) 
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第 5 章 津波災害対策 

この津波災害対策計画は､地震等により発生する可能性のある津波に対処することを目的に各防災

関係機関が処理すべき対策について､特記すべき事項を記述する｡ 

なお､この計画に定めのない事項については､｢第3編 地震災害対策｣によるものとする｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 津波に強い町土の形成 

1.町土保全施設の整備等 

町､海岸管理者及び施行者､港湾管理者､漁港管理者及び河川管理者は､海岸堤防､防潮水門等海岸保

全施設､防波堤等港湾施設及び漁港施設､河川堤防等河川管理施設の整備を図る｡とともに､各施設につ

いては地震発生後の防御機能の維持のため､耐震診断や補強による耐震性の確保を図り､必要に応じて

水門等の自動化･遠隔操作化に努める｡ 

また､津波により海岸保全施設等が被災した場合でも､その復旧を迅速に行うことができるようにあ

らかじめ対策をとるとともに､海岸保全施設等の効果を十分発揮するよう適切に維持管理するものと

する｡ 

老朽化した施設については､長寿命化計画の作成･実施等によりその適切な維持管理に努める｡ 

 

2.津波に強いまちの形成 

町は､津波による被害のおそれがある地域において新たに構造物､施設等を整備する場合は､津波に

対する安全性を確保するものとする｡ 

また､浸水の危険性の低い場所を居住地域とするような土地利用計画､できるだけ短時間で避難が可

能となるような緊急避難場所やそこに通じる避難路等の避難関連施設の都市計画と連携した計画的整

備や民間施設の活用による確保等により､津波に強いまちの形成を図る｡ 

行政関連施設､要配慮者に関わる施設等については､できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地する

よう整備するものとし､やむを得ず浸水の恐れのある場所に立地する場合には､建物の対浪化､非常用

電源の設置箇所の工夫､情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など施設の防災拠点化を図るととも

に､中長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図るものとする｡また､災害応急対策上重要

な施設の津波対策については､特に万全を期する｡ 

 

3.地盤沈下対策 

町は､地盤沈下対策として地下水汲み上げの規制に努める｡ 

 

第2項 津波避難計画等の策定 

1.津波避難計画の策定 

町は､地震等による津波災害の発生に備え､県が作成した｢佐賀県津波避難計画策定指針｣等を参考

に､津波避難計画の策定を行うとともに､その内容の住民等への周知徹底を図るものとする｡なお､津波

災害を防止するためには､防潮堤が整備されている場合であっても避難計画に関しては､避難者の安全

に万全を期するため､これら施設が有する防止効果は考慮しないものとする｡ 
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【津波避難計画に記述すべき内容例】 

  ○目的 

  ○職員の初動体制 

  ○高齢者等避難･指示 

  ○水門等の閉鎖措置 

  ○避難計画 

  ○避難行動要支援者対策 

  ○避難対策の留意点 

  ○ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成周知 

  ○津波対策の教育､啓発 

  ○訓練の実施 

 

2.地域住民､民間事業者との協働 

町が避難計画を策定するにあたっては､県が作成した津波浸水想定区域図を参考に地域住民､民間事

業者､地域内で活動している公共的団体､自主防災組織､行政が協働し､計画をまとめていくことが望ま

れる｡ 

 

3.津波避難計画の見直し 

津波避難計画の対象となる地域においては､人口やその年齢構成､道路や避難場所等の地域状況が経

年的に変化していき､また防災に関する技術面の進歩もあることから､毎年検討を加え､必要に応じ修

正することが重要である｡ 

 

第3項 避難収容活動 

1.避難指示等の判断･伝達ﾏﾆｭｱﾙの作成等 

町長は､避難指示等の迅速･的確な判断をするために､国が策定した｢避難情報等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

(令和3年5月10日)｣に沿って､津波災害の災害事象の特性､収集できる情報を踏まえつつ､避難すべき区

域や判断基準を明確にしたﾏﾆｭｱﾙを整備するものとする｡また､定めた基準に基づき適正な運用を行う

とともに､判断基準について随時見直すものとする｡ 

津波警報等に応じて自動的に避難指示等を発令する場合においても､住民等の円滑な避難や安全確

保の観点から､津波の規模と避難指示等の対象となる地域を住民等に伝えるための体制を確保するも

のとする｡ 

 

2.指定緊急避難場所及び指定避難所 

町は､地域的な特性や過去の教訓､想定される災害等を踏まえ､都市公園､公民館､学校等の公共的施

設等を対象に､できるだけ津波による浸水の危険性の低い場所に､地域の人口､誘致圏域､地形､災害に

対する安全性等及び想定される津波の諸元に応じ､その管理者の同意を得た上で､災害の危険が切迫し

た緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所

について､必要な数､規模の施設等をあらかじめ指定し､日頃から住民等への周知徹底を図るものとす

る｡ 
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特に､指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては､特定の災害においては当該施

設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする｡ 

また､指定緊急避難場所を指定して避難誘導標識を設置する場合は､日本工業規格に基づく災害種別

一般図記号を使用して､どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとす

る｡あわせて､災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めるものとする｡ 

 町は､一般の指定避難所では生活することが困難な高齢者､障がい者､乳幼児等の要配慮者のため､

必要に応じて､福祉避難所を指定するよう努めるものとする｡ 

県は､町が県有施設を指定緊急避難場所又は指定避難所に指定した場合には､当該施設の必要な整備

に努める｡特に､指定避難所としての指定を受けた県立学校については､要配慮者も利用できるよう多

機能ﾄｲﾚや電源喪失に備えた非常用電源の設置等に努める｡ 

(1) 指定緊急避難場所 

町は､被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又安全区域外に立地することが災害に対 

して安全な構造を有し､想定される津波の水位以上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分への 

避難経路を有する場所であって､災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制 

等を有するものを指定するものとする｡指定緊急避難場所となる都市公園等のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽについて 

は､津波浸水深以上の高さを有することを基本とするとともに､やむを得ず津波による被害のおそれ 

のある場所を指定避難場所に指定する場合は､建築物の耐浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫､ 

情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など防災拠点化を図るものとする｡ 

(2) 指定避難所 

町は､被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し､速やかに被災者等を受け入れるこ 

と等が可能な構造又は設備を有する施設であって､想定される災害による影響が比較的少なく､災害 

救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする｡なお､主として要配慮者を 

滞在させることが想定される施設にあっては､要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じ 

られ､相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定すること｡また､指定 

緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる｡ 

町は､学校を指定避難所として指定する場合には､学校が教育活動の場であることに配慮するもの 

とする｡また､指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上､指定避難所となる施 

設の利用方法等について､事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るもの 

とする｡ 

 

3.防災対応職員等の安全確保 

町及び防災関係機関は､消防職員､水防団員､警察官､町職員など防災対応や避難誘導にあたる者の危

険を回避するため､津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ﾙｰﾙを定めるものとする｡ 

 

第4項 防災知識の普及 

1.防災知識の普及･啓発等 

町及び防災関係機関は､防災週間､津波防災の日及び防災関連行事等を通じ､住民に対し､津波災害時

のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果などを示しながらその危険性を周知させるとともに､次の事項について普及･啓発を図

る｡ 
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(1) 避難行動に関する知識 

沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり､強い揺れ(震度4以上)を感じたとき又は弱くても長 

い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは､迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に 

避難すること､避難にあたっては徒歩によることを原則とすること､自ら率先して避難行動をとるこ 

とが他の地域住民の避難を促すことなど 

地震による揺れを感じにくい場合でも､大津波警報を見聞きしたら速やかに避難すること､標高 

の低い場所や沿岸部にいる場合など､自らの置かれた状況によっては､津波警報でも避難する必要が 

あること､海岸保全施設等よりも海側にいる人は､津波注意報でも避難する必要があることなど 

(2) 津波の特性に関する情報 

津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること､第二波､第三波などの後続波 

の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続する可能性があるこ 

と､さらには､強い揺れを伴わず､危険を体感しないままに押し寄せる､いわゆる津波地震や遠地地震 

の発生の可能性があることなど 

(3) 津波に関する想定･予測の不確実性 

地震･津波は自然現象であり､想定を超える可能性があること､特に地震発生直後に発表される 

津波警報等の精度には一定の限界があること､浸水想定区域外でも浸水する可能性があること､指定 

緊急避難場所･指定避難所として指定された施設の孤立や避難場所･避難所自体の被災も有り得るこ 

となど 

 

2.津波防災教育の推進 

学校等は､住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続的な津波防災教育に努める｡旅

行先などで津波被害に遭う可能性もあることから､津波に関する防災教育は､全県的に行うものとす

る｡ 

また､県及び市町は､学校教育はもとより様々な場での総合的な教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを開発するなどして､津

波災害と防災に関する県民の理解向上に努める｡ 

 

第 2 節 災害応急対策計画 

各防災関係機関は､県域に地震が発生した場合､若しくは津波災害が発生し､又は発生するおそれが

ある場合は､災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため､以下の計画によりその活動体制を確立す

る｡ 

 

第1項 活動体制 

町は､町域に地震が発生した場合､若しくは津波災害が発生し､又は大津波警報･津波警報･津波注意

報の伝達を受けるなどその発生のおそれがある場合には､その責務と処理すべき業務を遂行するため､

災害対策本部等を設置し､必要な職員を動員配備する｡ 
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《活動体制と配備基準》 

組 織 体 制 主な活動 配備基準 

- 地震注意体制 情報収集･伝達 
･町域に震度3の地震が発生し､総務

課長が必要と認めるとき 

災害対策連絡

室 
地震警戒体制 

情報収集･伝達･報告 

二次災害の注意､警

戒 

･町域に震度4の地震が発生したと

き 

(自動配備) 

･津波注意報が発表されたとき 

災害対策本部 

地震第1配備体制 

情報収集･伝達･報告 

二次災害の注意､警

戒 

局地的な応急対策 

(情報収集･伝達･報

告､負傷者等の救出

救護､避難所の開設･

避難､災害広報) 

･町域に震度5強の地震が発生した

とき(自動配備) 

･津波警報が発表されたとき 

 (自動配備) 

･比較的軽微な規模の災害が発生し

たとき 

･大津波警報が発表されたとき 

(自動配備) 

･災害の規模が相当に拡大するおそ

れがあるとき 

地震第2配備体制 
町機能全てによる応

急対策 

･町域に震度6弱以上の地震が発生

したとき(自動配備) 

･大規模な災害が発生し､又はその

おそれのあるとき 

 

1.地震注意体制 

｢災害対策連絡室｣を設置するには至らない程度であって､それに対応できる業務を確立するため地

震注意体制を配備する｡ 

(1) 設置基準 

  ① 町内で震度3以下の地震が発生し､総務課長が必要と認めるとき 

(2) 所掌事務 

ｱ 災害に関する被害情報等の収集､県及び関係機関への連絡 

ｲ 二次災害防止等に関する町民への情報伝達 

ｳ 防災機関等との相互連絡 

 (3) 構成 

総務課(危機管理･防災係)及び情報収集が必要となる課及び関係現地機関で構成し､総務長の指 

揮をもって充てる｡総務課長が不在のときは､建設課長又は農村整備課長が代理する｡ 

(4) 配備要員 

地震警戒体制の要員として､総務課長､総務課課長補佐､危機管理･防災係長､危機管理･防災担当 

を配備する｡ 

また､総務課長の指示により､関係課の職員を配備する｡ 
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(5) 町長等幹部職員への連絡 

休日･夜間等における町長等幹部職員等に対する地震注意体制の配備連絡は､総務課長が電話に 

より行う｡なお､勤務時間内においては､庁内電話､庁内放送等により､迅速に連絡する｡ 

 

2.災害対策連絡室 

(1) 設置基準 

｢災害対策本部｣を設置するには至らない程度であって､それに対応できる体制を確立するため災 

害対策連絡室を設置する｡ 

なお､災害対策連絡室の設置にあたっては､｢地震警戒体制｣とする｡ 

① 地震警戒体制 

ｱ 町域に震度4の地震が発生したとき(自動配備) 

ｲ 津波注意報が発表されたとき(総務課長の判断による) 

(2) 所掌事務 

災害に関する情報収集､防災機関等との相互連絡及び調整 

① 通信機材の確保 

ｱ 防災行政無線の点検及び修理､移動系無線機の準備 

ｲ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの調達 

② 情報の収集 

ｱ 消防機関､町民その他からの情報収集 

ｲ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵによる情報収集 

ｳ 職員が登庁時に集めた情報の収集 

③ 町民への情報伝達 

ｱ 二次災害防止への喚起 

④ その他緊急に必要な事項 

ｱ 県への連絡 

ｲ 各対策部長及び配備要員の確保 

ｳ 庁舎の電気､給水施設等の点検 

(3) 構成 

総務課､農村整備課､建設課及び情報収集が必要となる課及び関係現地機関で構成し､災害対策 

連絡室長は､総務課長をもって充てる｡総務課長が不在のときは､建設課長又は農村整備課長が代理 

する｡ 

(4) 防災対策要員の指定 

災害発生時等において､災害対策本部等の迅速な設置及び運営が図れるよう､特に必要となる職 

員を防災対策要員として指定する｡ 

防災対策要員 人 数 

課 長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職 員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長補

佐､農村管理係長､農村整備係長､水産林務係長､建設課課長補佐､

建設係長2､維持管理係長2､施設営繕係長､建築住宅係長 

15 
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(5) 配備要員 

災害対策連絡室の要員として､総務課長､関係部課長及び関係現地機関の長が､所属職員の中から 

あらかじめ定める者｡ 

(6) 町長等幹部職員への連絡 

休日･夜間等における町長､副町長､各対策部長等幹部職員等に対する災害対策連絡室設置の連絡 

は､総務課長から電話により行う｡ 

なお､勤務時間内は､電話､庁内電話､庁内放送等により､迅速に連絡する｡ 

(7) 災害連絡対策室の廃止 

次の基準により､災害対策連絡室を廃止する｡ 

① 災害対策本部が設置されたとき 

② 災害の危険が解消したとき 

  《災害対策連絡室組織》 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

3.災害対策本部 

(1) 設置基準 

町内に､地震による甚大な被害が発生し､又は発生するおそれがある場合､次の災害対策本部 

設置基準により､町長(不在の時は､副町長､総務課長､の順)が必要と認める場合｡ 

なお､災害対策本部の設置にあたっては､地震規模や被害の規模により､｢地震第1配備体制｣と 

｢地震第2配備体制｣の2段階により設置を行う｡ 

① ｢地震第1配備体制｣ 

ｱ 町内で震度5の地震が発生した場合(自動配備) 

ｲ 津波警報が発表されたとき(自動配備) 

ｳ 局地的な災害が発生し､又はそのおそれがあり町長が必要と認めるとき 

ｴ 大津波警報が発表されたとき(自動配備) 

ｵ 災害の規模が相当に拡大するおそれがあり､町長が必要と認めたとき 

② ｢地震第2配備体制｣ 

ｱ 町域に震度6以上の地震が発生したとき(自動配備) 

ｲ 大規模な災害が発生し､又はそのおそれがあり町長が必要と認めたとき 

災害対策連絡室 

室 長 総務課長 

室 員 

農村整備課長 

建設課長 

 

 

 

総務課等職員 

町長・副町長・幹部等 
県災害対策情報連絡室 

県現地機関等 

関 係 部 課 

防災機関 

消 防 署 

消 防 団 

町 民 

要配慮者関連施設 
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(2) 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関との連絡調整 

(3) 設置場所 

総務課に置く｡ 

総務課が使用できない場合は､庁内の適当な会議室を選定するか､庁舎自体が使用できない場合 

は､次の優先順位によりその施設に災害対策本部を設置する｡ 

優先順位 設置場所 施設管理者､連絡先 

第1設置場所 白石町総合ｾﾝﾀｰ 施設管理者 

第2設置場所 自有館､福富ゆうあい館 各施設管理者 

(4) 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長､の順に指揮をとり､指揮命令系統を確立 

する｡ 

(5) 組織 

災害対策基本法第23条の規定により本部の組織を編成する｡ 

(6) 配備体制及び配備要員 

町は､被害の防御及び軽減､災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため､配備 

体制を整えるものとし､その配備体制は町長が定める｡ 

各対策部の配備要員数は､総務対策部長と各対策部長が､上記基準に基づき､協議を行ない定める｡ 

(7) 配備要員の動員 

配備体制に基づく配備要員の動員は次によるものとする｡ 

① 配備の伝達 

ｱ 勤務時間中は､総務課長(総務対策部)が庁内放送､携帯電話､一般電話等を通じて伝達を行 

なう｡ 

ｲ 勤務時間外(休日等を含む｡)の場合は､携帯電話､一般電話､防災無線等の他最も迅速な方法 

により伝達を行なう｡ 
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《災害対策連絡室及び災害対策本部伝達系統》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 非常連絡員の指定 

配備要員参集と災害応急措置等の迅速化を図るため､町長は対策部毎に非常連絡員を定める｡ 

《各対策部の非常連絡員》 

対策部名 
非常連絡員 

正 副 

総務対策部 総務課長 企画財政課長､総合戦略課長､税務課長､

会計管理者､総務課課長補佐､企画財政課

課長補佐､総合戦略課課長補佐 

福祉対策部 長寿社会課長 保健福祉課長､住民課長 

環境対策部 生活環境課長 白石営業所長､生活環境課長補佐 

産業対策部 農村整備課長 農業振興課長､商工観光課長､農業委員会

局長 

建設対策部 建設課長 建設課課長補佐 

議会対策部 議会事務局長 議会事務局課長補佐 

教育対策部 学校教育課長 生涯学習課長、新しい学校づくり課長 

消防対策部 消防団長 消防副団長 

 

事象確認の連絡：危機管理・防災係長 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連絡 指示 

協議 

関係職員 

指示 

副 団 長 

分 団 長 

 

副分団長 

団 員 

配 置 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

＊総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

勤務時間外・休日等 
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③ 非常参集 

全職員は､勤務時間外に災害対策本部が設置され､地震第2配備の体制をとる旨伝達を受け 

た場合､あるいは町内に地震が発生し､電話連絡がとれない場合は､災害対策活動に従事する 

ため､直ちに､登庁し､所定の場所で配置につくものとする｡ 

④ 参集の報告 

参集した職員は､所属課長(班長)に報告を行う｡ 

課長(班長)は､課内の参集状況をとりまとめ､各対策部長に報告し､各対策部長は､総務課長 

(総務対策部長)に報告する｡ 

       総務課長(総務対策部長)は､町長(本部長)に参集状況を報告する｡ 

【様式編】職員参集記録票及び報告書(P573) 

(8) 職員の参集配備 

職員は､災害対策活動に従事するため､次により参集し､配備につく｡ 

① 職員は災害対策本部の設置の伝達を受けた場合､あるいは地震災害により電話連絡がとれな 

い場合は､直ちに､登庁し､所定の場所で配置につくものとする｡ 

② 救助活動等の優先 

次に該当する場合は､救助活動を優先させるものとする｡ 

        ｱ 居住地周辺で大規模な災害が発生し､救助活動を行うため登庁できないときは､必要な措 

置を講じた後､速やかに登庁するものとする｡ 

        ｲ 職員の家族が被災し､被災者の避難や病院への収容等の必要な措置をとるため登庁できな 

いときは､必要な措置を講じた後､速やかに登庁するものとする｡ 

③ 参集場所の例外 

職員は参集にあたって､交通途絶により所定の場所に登庁することができない場合で､かつ､ 

上司等と連絡がとれない時は､次の登庁可能な場所に参集するものとする｡ 

ｱ 白石町役場 

ｲ その他の現地機関 

(9) 職員の応援 

災害状況の推移等により各班の班員(活動要員)が不足するときは､次の措置を講じる｡ 

① 余裕のある他の班から応援を求める｡ 

② 災害対策基本法第67条の規定により他の市町に対して応援を求めるとともに必要に応じ､ 

同法第68条の規定により県に対して職員の派遣を要請する｡ 

(10) 緊急初動班の設置 

① 緊急初動班の設置 

勤務時間外において､災害対策本部を設置する規模の震災が発生した場合､災害対策本部の 

体制が機能するようになるまでの間､必要に応じ､町長(本部長)又は総務課長の指示により､ 

緊急初動班を設置する｡ 

緊急初動班長は､総務課長(総務対策部長)をもってあて､臨機に対応する｡ 

緊急初動班長は､町長(本部長)と緊密に連絡をとりながら､緊急初動班を指揮する｡ 

② 緊急初動班要員の確保(電話途絶時) 

あらかじめ指定された緊急初動班の要員は､大規模な震災を感知し､電話が途絶していること 

を確認した場合には､直ちに登庁し､緊急初動班の活動にあたる｡ 
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《緊急初動班要員》 

 課 緊急初動要員 

総務課､企画財政課 総務課職員､企画財政課職員 

③ 緊急初動班の設置場所 

緊急初動班は､総務課に置く｡ 

④ 緊急初動班の業務 

緊急初動班は､次の業務を行う｡ 

ｱ 通信機材の確保 

･防災行政無線の点検及び修理 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの調達 

ｲ 情報の収集 

･消防機関､町民その他からの情報収集 

･ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵによる情報収集 

･職員が登庁時に集めた情報の収集 

ｳ その他緊急に必要な事項 

･県への連絡･各対策部長及び配備要員の確保 

･庁舎の電気､電話､給水施設等の点検 

(11) 県との連携 

県において､非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部が設置された場合には､連絡調整 

を緊密に行い､連携を図るものとする｡ 

(12) 災害対策本部の廃止 

災害対策本部は､災害の危険が解消し､又はその災害の応急対策が完了したと町長が認めたとき 

に廃止する｡ 

(13) 設置又は廃止の公表 

災害対策本部を設置し､又は廃止したときは､公表するとともに､県､警察署長､消防機関長､  

隣接自治体等に通報するものとする｡ 

   ① 通知･公表の方法 

     ｱ 電話及び文書による通知 

     ｲ 大規模災害の場合､報道機関への記者発表による通知 

     ｳ 防災行政無線による通知 

      なお､公表内容については報道機関等災害状況発表内容に基づき行うものとする｡ 

    【様式編】 

      ･報道機関等災害状況発表内容(P562) 

   ② 通知･公表の責任者 

災害対策本部の設置及び廃止における､関係機関への通知､公表は総務課長により行うものと 

する｡ 
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(14) 現地災害対策本部の設置 

町長は､局地的な大規模災害が生じた場合､現地災害対策本部を設置することとする｡ 

この場合､現地対策本部長は､副本部長又は､本部員のうちから本部長が指名する者をもって充て

る｡現地本部員は､現地本部長が､各対策部所属の職員のうちから指名する者をもって充てる｡ 

 

第2項 津波警報等の情報伝達 

 地震､津波の発生に伴う被害を最小限に止めるため､県､市町及び防災関係機関は､地震が発生した場

合､気象庁が発表する津波警報･津波注意報､地震及び津波に関する情報を､迅速かつ的確に住民等及び

他の防災関係機関へ伝達する｡ 

 

【津波予報の伝達】 

 

                       気象台又は福岡管区気象台 

                                

                                                          NTT西日本 

       第七管区海上保安部       九州管区警察局 

 

         NHK福岡放送局           県警察本部        佐賀県       白石町      町民 

 

         佐賀地方気象台           警 察 署 

 

         九州旅客鉄道㈱ 

 

 

第3項 避難対策等 

町及び消防機関は､強い地震(震度4程度以上)又は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要

を認める場合､若しくは津波警報等を覚知した場合は､直ちに高齢者等避難､避難指示を実施し､県警察

等と連携して安全かつ効率的な避難誘導を行うものとする｡なお､津波警報等に応じて自動的に避難指

示等を発令する場合においても､住民等の円滑な避難や安全確保の観点から､津波の規模と避難指示の

対象となる地域を住民等に伝達するものとする｡この際は､要配慮者に十分配慮する｡ 

また､津波警報や避難指示等の伝達にあたっては､走行中の車両､運行中の列車､船舶､海水浴客､釣り

人､観光客等にも確実に伝達できるよう､あらゆる手段の活用を図るものとする｡ 

避難対策にあたっては､佐賀県が作成した｢佐賀県津波避難計画策定指針｣を参考とするものとする｡ 

町､消防機関､県警察及び防災関係機関は､消防職員､警察官､市町職員など避難誘導･支援者等が津波

警報等を確実に入手するための複数の情報入手手段･装備や､消防団体等の避難支援者へ退避を指示で

きる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充実を図るものとする｡ 

また､避難誘導や防災対策にあたる者の安全が確保されることを前提としたうえで､気象庁が発表す

る津波到達予想時刻も考慮しつつ､避難行動要支援者の避難支援等の対策を行うものとする｡ 
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第4項 水防対策 

町は､津波予報が発表され､必要と認める場合には､防災対策にあたる者の安全が確保されることを

前提としたうえで､予想される津波到達時間も考慮しつつ､防潮水門を閉鎖するなど適切な緊急対策を

行う｡ 

国土交通省及び県は､あらかじめ指定した河川及び海岸において堤防の漏水･沈下等又は津波によっ

て災害が発生するおそれがあるときは､水防法16条第1項に基づき水防警報を発令する｡ 

水防管理者は､水防警報が発せられたとき及びその他の河川､海岸において水防上必要があると認め

るときは､水防団及び消防機関を出動させ､又は出動の準備をさせるものとする｡ 

 

第5項 津波に対する自衛措置 

海岸付近の町民､釣り人､観光客等は､強い揺れ(震度4程度以上)を感じたとき又は弱くても長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときは､大津波警報･津波警報･津波注意報や避難指示等待たず､直ちに海

浜､海岸から退避し､急いで緊急避難場所に避難するとともに､可能な限りﾗｼﾞｵ､ﾃﾚﾋﾞの放送を聴取する

ものとする｡ 

 

第6項 防疫活動 

津波災害の被災地においては､津波汚泥の堆積や水産加工施設等から発生する廃棄物等により､悪

臭､害虫の発生など衛生上の課題が生じうることから､防疫活動に万全を期すよう､十分配慮するもの

とする｡ 
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第4編 原子力災害対策 

第1章 総則 

第1節 計画の目的 

この計画は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律

第156号以下｢原災法｣という)に基づき､原子力事業者の原子炉の運転及び放射性物質の事業外運搬に

より､放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害の発生及び

拡大を防止し､原子力災害の復旧を図るために必要な対策について､町､県､指定地方行政機関､指定公

共機関及び指定地方公共団体等の防災機関がとるべき措置を定め､総合的かつ計画的な原子力防災事

務又は業務の遂行によって､町民の生命､身体及び財産を原子力災害から保護することを目的とする｡ 

 

第2節 計画の性格 

この計画は､想定される事態に対応できるよう対策を講じることとし､不測の事態が発生した場合で

あっても対処し得るような体制を整備するものとする｡ 

｢白石町地域防災計画｣の｢原子力災害対策編｣として定めるものであり､この計画に定めのない事項

については､｢白石町地域防災計画(第2編風水害対策)(第3編地震対策)｣によるものとする｡ 

町は､原子力災害対策編を作成するに当たって､佐賀県地域防災計画と整合性を図るとともに､県は､当

町の原子力災害対策編の作成に協力するものとする｡ 

なお､この計画は､災害対策基本法第42条の規定に基づき､毎年検討を加え､国･県の計画の見直しに

より修正の必要があると認められる場合には､これを変更するものとする｡ 

 

第3節 原子力発電所からの距離 

玄海原子力発電所からの距離は､地図上の直線距離で下記のとおりである｡ 

(1) 最短箇所は､県道武雄福富線､武雄市北方町境  南南東 42.2㎞  

(2) 白石町役場  南東 46.9㎞ 

(3) 最長個所は､新明1区 1Aの南  南南東51･7㎞  

なお､鹿児島県川内原子力発電所からの距離は、白石町役場  北 150㎞ 

 

第4節 災害想定と所掌事務 

第1項 災害想定 

  町は､原子力災害に関し必要な対策を講じるため､原子力災害の特性を把握し､県の指導､助言及び原子

力事業者の支援を得ながら災害想定の検討に努める｡ 

 

第2項 所掌事務 

 原子力災害に関し､町の処理すべき所掌事務は以下のとおりとする｡ 

 1.原子力防災に関する知識の普及･啓発 

 2.教育及び訓練の実施 

 3.災害に関する情報収集､伝達及び広報 

4.緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞへの協力 

 5.唐津市鎮西地区･肥前地区･北波多地区(以下｢避難計画策定市町｣という)の住民等の避難受入れに 

係る協力 
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 6.汚染飲食物の摂取制限 

 7.汚染農林水産物等の出荷制限等 

 8.被ばく者の診断及び措置への協力 

 9.放射線物質による汚染の除去 

 10.放射線物質の付着した廃棄物の処理 

 11.各種制限措置の解除 

 12.損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

 13.風評被害等の影響の軽減 

 14.文教対策 
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第2章 災害予防対策計画 

第1節 災害予防対策 

町､県､国及び原子力事業者は､原子力防災に関する情報収集､及び連絡を円滑に行うため､次に掲げ

る事項について体制等を整備する｡ 

 

第1項 情報の収集､連絡体制等の整備 

1.関係機関相互の連携体制の確保 

町､県､県警察､国､原子力防災専門官､海上保安部､原子力事業者及びその他防災関係機関は､原子力

災害に対し万全を期すため､各機関相互の情報収集･連絡体制の整備､充実を図る｡ 

また､町､県及び県警察は､迅速かつ的確な災害情報の収集､連絡を図るため､避難計画策定市町内の

地域における情報の収集､連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくものとする｡ 

 

2.通信手段の確保 

(1) 防災行政無線 

町は､町民への的確な情報伝達を図るため､防災行政無線の整備を推進する｡ 

(2) 緊急速報ﾒｰﾙの活用促進 

町は､被災地への通信が輻輳した場合においても､指定したｴﾘｱ内の携帯電話利用者に災害･避難 

情報等を回線混雑の影響を受けずに一斉同報配信できる緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ(株式会 

社NTTﾄﾞｺﾓが提供するｴﾘｱﾒｰﾙ､KDDI株式会社及びｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社が提供する緊急速報ﾒｰﾙ)の活用 

促進を図る｡ 

(3) 災害用伝言ｻｰﾋﾞｽの活用 

町は､一定規模の災害に伴い被災地への通信が輻輳した場合においても､被災地内の家族･親戚･ 

知人等の安否を確認できる情報通信手段である西日本電信電話株式会社等の通信各社が提供する 

｢災害用伝言ｻｰﾋﾞｽ｣の活用促進を図る｡ 

 

第2項 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施体制の整備 

  県は､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを迅速かつ円滑に実施するために必要な要因及びその役割等を予め定めておく

ものとする｡ 

町及びその他のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ関係機関は､県が実施する緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞへの協力を行うための体制を整備

する｡また､町内の通常時の値を知るため､簡易測定器により､測定を定期的に実施する｡ 

 

第3項 広域的な応援協力体制の整備 

  町は､緊急時における広域的な応援体制の整備を図るため､相互の応援協定の締結に努める｡ 

 

第4項 避難収容活動体制の整備 

 町は､避難者を受け入れる避難所､避難方法について､日頃から町民への周知に努める｡ 

唐津市の暫定避難計画では､鎮西･肥前･北波多地区から町内の避難所へ避難される｡ 

町は､平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し､避難行動要支援者名簿を作成するものと

する｡また､避難行動要支援者名簿については､地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援
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を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう､名簿情報を最新の状態に保つこととし､少なくと

も年1回以上定期的に更新するものとする｡ 

町は､消防機関､警察機関､民生委員･児童委員､社会福祉協議会､自主防災組織等に対し､避難行動要

支援者本人の同意を得た上で､あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し､多様な主体の協力を得なが

ら､避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備､避難支援･安否確認体制の整備､避難訓練の実施等

を一層図るものとする｡その際､名簿情報の漏洩の防止等必要な措置を講じるものとする｡ 

 

第5項 緊急輸送活動体制の整備 

 道路管理者は､緊急輸送活動の円滑な実施が図れるよう努めるものとする｡ 

 

1.道路管理 

  町､県及び国は､緊急時の応急対策に関する緊急輸送活動を円滑に行う緊急輸送路の確保を行うた

め､緊急輸送路の確保体制の充実を図る｡ 

 

2.運転者の義務の周知 

  県警察及び道路管理者は､緊急時において交通規制が実施された場合の運転者の義務等について周

知を図る｡ 

 

第6項 町民等への的確な情報伝達体制の整備 

町は､町民等に対し災害情報等を迅速かつ的確に伝達するための体制の整備を図る｡ 

 

1.情報項目の整理 

  町は､情報収集事態(玄海町で震度5弱又は震度5強の地震が発生した事態(佐賀県において震度6弱以

上の地震が発生した場合を除く｡)をいう｡)､警戒事態又は施設敷地緊急事態発生後の経過に応じて住

民等に提供すべき情報について､災害対応のﾌｪｰｽﾞや場所等に応じた分かりやすく正確で具体的な内容

を整理しておくものとする｡ 

 

2.情報伝達体制の整備 

  町は､町民等へ的確な情報を常に伝達できるよう､情報伝達体制の整備を図る｡ 

 情報伝達体制の整備に当たっては､原子力災害の特殊性を踏まえ､要配慮者及び一時滞在者に対し､

災害情報が迅速かつ的確に伝達されるよう､自治会､自主防災組織､民生委員､児童委員等にも協力を求

める｡ 

 

3.町民相談窓口設置体制の整備 

 町は､町民等からの問い合わせに対応する町民相談窓口の設置等について､事故の状況に応じて必要

な対策を考慮しつつ､24時間対応を含め､その方法や体制について定めておくものとする｡ 

 

4.多様なﾒﾃﾞｨｱの活用体制の整備 

 町は､放送事業者､通信社､新聞社等の報道機関の協力のもと､ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ等ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の情報､CATV､

災害FM､緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ､ﾜﾝｾｸﾞ放送等の多様なﾒﾃﾞｨｱの活用体制の整備に努める｡ 
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第7項 原子力防災に関する町民に対する知識の普及啓発 

 町は､原子力防災に関する知識の普及啓発のため､次に掲げる事項について広報活動を実施する｡ 

 防災知識の普及啓発に際しては､要配慮者へ十分に配慮することにより､地域において要配慮者を支

援する体制が整備されるよう努めるとともに､被災時の男女のﾆｰｽﾞの違い等､男女双方の視点へ十分に

配慮するよう努めるものとする｡ 

1.放射性物質及び放射線の特性に関すること｡ 

2.原子力施設の概要に関すること｡ 

3.原子力災害とその特性に関すること｡ 

4.放射線による健康への影響及び放射線保護に関すること｡ 

5.緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること｡ 

6.屋内退避や避難に関すること｡ 

7.緊急時にとるべき行動及び留意事項用に関すること｡ 

8.放射性物質による汚染の除去に関すること｡ 

9.放射性物質により汚染され､又はそのおそれのあるものの処理に関すること｡ 

 

第8項 防災業務関係者の人材育成 

 町は､応急対策全般への対応力を高めることにより､原子力防災対策の円滑な実施を図るため､防災

業務関係者を､関係省庁等が実施する原子力防災に関する研修に積極的に参加させるなどして､防災知

識の習得､防災技術の習熟等を図る｡ 

1.原子力防災体制に関すること｡ 

2.原子力施設の概要に関すること｡ 

3.原子力災害とその特性に関すること｡ 

4.放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること｡ 

5.緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに関すること｡ 

6.原子力防災対策上の諸整備に関すること｡ 

7.緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること｡ 

8.緊急時に町民等がとるべき行動及び留意事項に関すること｡ 

9.緊急被ばく医療(応急手当を含む)に関すること｡ 

10.その他緊急時対応に関すること｡ 

 

第9項 災害復旧への備え 

 町は､災害復旧に資するため､県､国及び原子力事業者と協力しながら､放射性物質の除去に関する資

料の収集､整備に努める｡ 

 

第10項 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する防災体制の整備 

町は､事故の状況把握及び関係機関への連絡体制を整備するとともに､国の主体的な指導のもと､必

要な措置を実施するための体制を整備する｡ 
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第3章 災害応急対策計画 

第1節 災害応急対策 

原子力災害対策特別措置法第10条に基づき､原子力事業者から警戒事態又は施設敷地緊急事態の発

生の通報があった場合の対応及び同法第15条に基づき､緊急事態宣言が発表された場合の緊急事態応

急対策を中心に示したものであるが､これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められると

きは､本章に準じて対応する 

 

第1項 通報連絡､情報収集活動 

町は､施設敷地緊急事態が発生した場合は､迅速かつ的確な通報連絡､情報収集を行うことにより防

災対策の確立を図る｡ 

【特定事象発生時の情報伝達経路】 

 

 

                (特定事象発生)         (関係機関)           (防災無線等)   

 

第2項 活動体制の確立 

町は､速やかに職員の非常参集､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞへの協力体制の確立､情報の収集･連絡体制の確立､屋

内退避指示が必要な場合等に備えた町民への情報伝達体制など必要な体制をとるとともに､国､県､避

難計画策定市町及び原子力事業者等の関係機関と密接な連携を図る｡ 

また､避難のため立退きの勧告又は指示が出された場合､当該勧告又は指示の対象となった地域の避

難先の市町においては､避難所の設置､避難者の誘導等必要な支援を行う体制をとる｡ 

 

第3項 緊急時のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動 

町は､県が災害警戒本部又は災害対策本部を設置し環境ｾﾝﾀｰ所長を本部長とする緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部を

設置した場合は､町内の大気中の放射性物質量を把握するため､迅速にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを開始し､活動に協力す

る｡ 

 

第4項 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の報告等 

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果等は､県災害警戒本部又は県災害対策本部等を通じて避難計画策定市町及びそ

の他の市町に連絡するとともに､原子力防災専門官を通じて国に連絡する｡また､現地事故対策連絡会

議及び災害警戒本部又は合同対策協議会及び災害対策本部において緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の共有を徹底

する｡ 

 

第5項 避難､屋内退避等の防護措置 

1.避難の指示等 

 (1)避難の指示 

ｱ 町の役割 

(ｱ) 警戒事態発生時及び施設敷地緊急事態発生時 

      町は､避難を受け入れる場合､避難計画策定市町の避難計画に定める避難所を提供し避難所 

原子力事業者 佐賀県 白石町 町 民 
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において避難計画策定市町の職員の補助を行うなど､必要な協力を行う｡ 

(ｲ) 緊急事態宣言発出時 

       町は､町民に対し､国もしくは県の指示又は独自の判断により､屋内退避を行う可能性がある 

旨の注意喚起を行うものとする｡ 

(ｳ) OILに基づく避難等 

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果及び原子力災害対策指針を踏まえた国の指導･助言､指示若しくは県の 

指示又は独自の判断に基づき､OILの基準値を超え､又は超えるおそれがあると認められる 

地域がある場合は､当該地域を含む町は､当該地域の住民等に対する屋内退避の指示又は 

避難のための立退きの勧告又は指示を行う等､必要な緊急事態応急対策を実施する｡ 

(ｴ) その他 

町長は､国から指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速やかに意見を述べるもの 

とする｡ 

避難指示を行った町は､避難先となる避難所に職員を派遣し､受入市町及び避難した住民 

等との連絡調整を行う｡ 

ｲ その他 

住民避難の支援が必要な場合には､町､県は連携して国に要請するものとする｡ 

屋内退避の指示を行った地域について､退避の期間が長期に及ぶ又はその恐れがある等必要と 

認めた場合､町は県､国と調整のうえ､国の指示又は独自の判断に基づいて､当該地域に対して 

避難指示を行うよう連絡又は指示を行うものとし､町は国及び県と調整のうえ､国の指示若しく 

は県からの指示又は独自の判断に基づいて､当該地域の住民等に対して避難のための立退きの 

勧告又は指示を行う｡ 

(2) 情報の提供 

避難指示を行った町は､県､県警察､消防機関及びその他防災関係機関は相互に､避難誘導時にお 

いて､住民等に向けて､避難所や避難退域時検査等の場所の所在､災害の概要､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果や 

参考となる気象情報及び放射性物質の大気中拡散計算結果その他の避難に資する情報の提供に努め 

る｡ 

また､県は､避難や避難退域時検査等の場所の所在､災害の概要等の情報について､原子力災害現 

地対策本部等に対しても情報提供するものとする｡ 

(3) 避難状況の確認 

避難指示を行った町は､避難所における確認等により住民の避難状況の確認を行うものとする｡ 

避難指示を行った町は､県と連携し､それぞれの避難場所に収容されている避難者に係る情報の 

早期把握に努め､国の原子力災害現地対策本部等への報告を行うものとする｡ 

なお､避難は努めて放射性物質の放出前に完了することを目指すものとする｡ 

避難指示を行った町及び県は､避難状況の確実な把握のため､住民等に対し､指定した避難所以外

に避難した場合等に､町村災害対策本部に居場所と連絡先を連絡することについて周知を図るもの

とする｡ 

 

2.避難の際の住民に対する避難退域時検査の実施 

国の原子力災害対策本部は､原子力災害対策指針を踏まえ､避難退域時検査及び簡易除染等を実施す
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るよう地方公共団体に指示する｡ 

避難指示を行った町は､県及び原子力事業者と連携し､国及びその他市町の協力を得ながら､指定公

共機関の支援のもと､住民等がUPZ外へ避難した後に､住民等(避難輸送に使用する車両及びその乗務員

並びに携行品を含む｡ただし､放射性物質が放出される前に予防的に避難した住民を除く｡)の避難退域

時検査及び検査結果に応じたOILに基づく簡易除染(着替え､拭き取り､簡易除染材やｼｬﾜｰの利用)等を

行うものとする｡ 

避難等に関するOIL 

 基準の 

種類 

基準の概要 初期設定値 

※1 

防護措置の概要 

      

緊 

急 

防 

護 

措 

置 

OIL1 地表面からの放射線､再浮遊した

放射性物質の吸入､不注意な経口

摂取による被ばく影響を防止す

るため､住民等を数時間内に避難

や屋内退避等させるための基準 

500μSv/h 

(地上1mで計測した場

合の空間放射線量

率)※2 

数時間を目途に区域

を特定し､避難等を実

施｡(移動が困難なも

のの一時屋内退避を

含む) 

OIL4 不注意な経口摂取､皮膚汚染から

の外部被ばくを防止するため､除

染を講じるための基準 

β線: 

40,000cpm※3 

(皮膚から数cmでの検

出器の計数率) 

避難又は一時移転の

基準に基づいて避難

等した避難者等に避

難退域時検査を実施

して､基準を超える際

は､迅速に簡易除染等

を実施｡ 

β線: 

13,000cpm※4 

【1ヶ月後の値】 

(皮膚から数cmでの検

出器の計数率) 

早 

期 

防 

護 

措 

置 

OIL2 地表面からの放射線､再浮遊した

放射性物質の吸入､不注意な経口

摂取による被ばく影響を防止す

るため､地域生産物の摂取を制限

するとともに､住民等を1週間程

度内に一時移転させるための基

準※5 

20μSv/h 

(地上1mで計測した場

合の空間放射線量

率)※2 

1日内を目途に区域を

特定し､地域生産物の

摂取を制限するとと

もに､1週間程度内に

一時移転を実施｡※5 

 

※1 ｢初期設定値｣とは緊急事態当初に用いるOIL の値であり､地上沈着した放射性核種組成が明確 

になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値は改定される｡ 

※2 本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である｡実際の適用に当たっては､空間放射線量 

率計測機器の設置場所における線量率と地上1mでの線量率との差異を考慮して､判断基準の値を 

補正する必要がある｡OIL1については､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより得られた空間放射線量率(1時間値) 

がOIL1の基準値を超えた場合､OIL2については､空間放射線量率の時間的･空間的な変化を参照し 

つつ､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにより得られた空間放射線量率(1時間値)がOIL2の基準値を超えたときから 

起算して概ね1日が経過した時点の空間放射線量率(1時間値)がOIL2の基準値を超えた場合に､防 
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護措置の実施が必要であると判断する｡ 

※3 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20cm2の検出器を利用した場合の計数率 

であり､表面汚染密度は約120Bq/cm2相当となる｡他の計測器を使用して測定する場合には､この 

表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある｡ 

※4 ※3と同様､表面汚染密度は約40Bq/cm2相当となり､計測器の仕様が異なる場合には､計数率の換 

算が必要である｡ 

※5 ｢地域生産物｣とは､放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であっ 

て､数週間以内に消費されるもの(例えば野菜､該当地域の牧草を食べた牛の乳)をいう｡ 

(出典:原子力災害対策指針 表3) 

 

3.避難及びその勧告･指示の実効を上げるための措置 

(1) 避難方法 

避難は原則自家用車両を利用するものとし､自家用車両により避難が困難な住民については､近 

所の方との乗り合いによる自家用車避難を行うか､集合場所に参集し町等の保有する車両にて避難 

を行う｡これらの手段でも避難手段が不足する場合には､県が町からの依頼に基づきﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ協会･ 

自衛隊等に要請し手配した車両にて避難を行うものとする｡ 

避難所の駐車ｽﾍﾟｰｽは､避難所に併設する運動場等の駐車ｽﾍﾟｰｽをまずは利用することとし､なお 

不足する場合には､近隣のｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等を利用するものとする｡ 

(2) 避難誘導等 

避難住民の受入を行う町は､主要避難経路から避難所への進入路に誘導員を配置する等､避難が 

円滑に実施されるための協力を行う｡ 

(3) 警戒区域設定による立入制限等 

避難指示を行った町は､当該勧告又は指示を行った区域について､必要に応じ警戒区域を設定 

して､当該区域への立入を制限するなど､勧告又は指示の実効を上げるために必要な措置をとる｡ 

県警察は､避難指示を行った市町の長等が避難を勧告又は指示した区域から､円滑に住民の移 

動が行われるよう交通規制及び交通整理･誘導を実施するとともに､区域外部からの車両等の進 

入を制限する｡ 

避難指示を行った町の長等が避難を指示した区域に､外部から車両等が進入しないようにする 

ために､県は必要な措置をとるよう関係機関に要請する｡ 

(4) 避難者の避難先での被ばくを避けるための措置 

町､県は連携して､避難指示が行われた区域の住民が避難することとされている避難所のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

を実施するものとする｡ 

このﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞにおいて､OIL2を超える空間放射線率が測定された場合には､町又は県は､あらかじ 

め確保した移転先とできる施設を当該避難所において指示するものとする｡ 

 

4.要配慮者への配慮 

避難指示を行った町は､避難誘導､避難所での生活に関して､要配慮者及び一時滞在者が避難中に健

康状態を悪化させないこと等に十分配慮し､避難所での健康状態の把握､福祉施設職員等の応援の実

施､応急仮設住宅への優先的入居､高齢者､障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする｡ま
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た､要配慮者に対する情報の提供や生活環境について､自治会､自主防災組織､民生委員･児童委員等の

活用や避難所のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等､十分配慮するものとする｡ 

県は､避難指示を行った町が行う要配慮者に対する措置に協力する｡ 

 

5.飲食物､生活必需品等の供給 

避難指示を行った町は､避難所等の住民のために飲食物､生活必需品等の提供が必要と認めた場合

は､備蓄品の供給､給(貸)与､事業者等への物資の調達要請等を行うとともに､それでも不足すると認め

た場合は､県に対し､飲食物､生活必需品等の調達の協力を要請する｡ 

県は､避難指示を行った町から､避難所等において必要な飲食物､生活必需品等の調達等の協力要請

を受けた場合､又は状況等から自ら判断して必要と認めた場合は､備蓄品の供給､給(貸)与､関係業者等

への物資の調達要請等を行う｡ 

なお､被災地で必要とされる物資は､時間の経過とともに変化することを踏まえ､時宜を得た物資の

調達に留意し､被災地の実情を考慮するとともに､要配慮者のﾆｰｽﾞや､男女のﾆｰｽﾞの違い等に配慮する

ものとする｡ 

 

第6項 医療活動等 

町及び関係医師会は､避難所等における町民の健康管理に配慮するとともに､県が行う汚染検査等の

緊急被ばく医療に協力する｡ 

 

第7項 学校等､病院等医療機関､社会福祉施設等における避難等 

 学校等､病院等医療機関､社会福祉施設､不特定多数の者が利用する施設等においては､あらかじめ避

難場所､避難経路､誘導責任者及び避難方法等について作成した避難計画に基づき､避難のための立退

きの勧告又は指示等があった場合には､迅速かつ安全に避難を実施する｡ 

 

1.学校等 

学校等は､生徒等の在校時に､原子力災害が発生し､避難のための立退きの指示等があった場合は､あ

らかじめ定めた避難計画等に基づき､教職員の指示･引率のもと､迅速かつ安全に生徒等を避難させる｡ 

生徒等を避難させた場合は､学校等が所在する市町に対し､さらに､所管する教育委員会又は関係機

関に対し､速やかにその旨連絡する｡ 

 

2.病院等医療機関 

病院等医療機関は､原子力災害が発生し､避難のための立退きの勧告又は指示等があった場合は､あ

らかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき､医師､看護師､職員の指示･引率のもと､迅速かつ安全

に､入院患者､外来患者､見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させたうえ､県及び所在する市町に対

し速やかにその旨連絡する｡ 

避難誘導に当たっては､担送患者と独歩患者とに区分し､重症者､老幼婦女を優先して行う｡ 

必要に応じて､他の医療機関等に対し､応援を要請する｡ 

県は､病院等医療機関の避難が必要となった場合は､県医師会及び関係地区医師会等の関係機関と連

携し､入院患者の転院先となる医療機関を調整する｡また､県内の医療機関では転院に対処できない場
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合は､近隣県及び国に対し､受入れ協力を要請する｡ 

 

3.社会福祉施設 

社会福祉施設は､原子力災害が発生し､避難のための立退きの勧告又は指示等があった場合は､あら

かじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき､職員の指示のもと､迅速かつ安全に､入所者又は利用者

を避難させたうえ､県及び所在する市町に対し速やかにその旨連絡する｡ 

県は､被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は､近隣県に対し､社会福祉施設

等への受入れ協力を要請する等､避難先の調整のため必要な支援を行う｡ 

 

4.不特定多数の者が利用する特定施設等 

不特定多数の者が利用する特定施設等は､原子力災害が発生し､避難のための立退きの勧告又は指示

等があった場合は､あらかじめ定めた避難計画等に基づき､施設職員の指示のもと､迅速かつ安全に利

用者を避難させ､その他適切な措置を講じる｡ 

 

第8項 行政機関､学校等の避難 

避難指示を行った町及び県は､庁舎や学校等の所在地が避難指示を受けた地域に含まれる場合､あら

かじめ定めた退避先等へ退避するとともに､その旨を住民等へ周知する｡なお､行政機関においては住

民等の避難､学校等においては生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するものとする｡私立の学校

等においても､同様に退避を実施する｡ 

避難指示を行った町及び県は､行政機関や学校等の退避にあたり､防災対策に必要な資機材が当該庁

舎や学校等に置かれている場合は､防災関係機関へ協力を要請し､当該資機材を佐賀土木事務所へ搬送

するものとする｡なお､放射性物質放出後は､搬送を中止する｡ 

避難指示を行った町及び県は､あらかじめ定めた業務継続計画に基づき､災害応急対策をはじめとし

て､退避後も継続する必要がある業務については､退避先において継続して実施する｡ 

なお､避難指示を行った町は､区域内の一部が避難指示を受けた地域に含まれ､かつ庁舎等が当該地

域に含まれる場合､当該指示を受けていない地域内の適切な施設において必要な業務を継続する等､当

該指示を受けていない地域における行政ｻｰﾋﾞｽを維持するものとする｡ 

 

第9項 治安の確保及び火災の予防 

県警察は､緊急事態応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保について､万全を期すものと

する｡特に､避難のための立退きの勧告又は指示等を行った区域について及びその周辺において､ﾊﾟﾄﾛｰ

ﾙや生活の安全に関する情報の提供等を行い､速やかな治安の確保に努めるものとする｡ 

消防機関は､関係機関と協力のうえ､緊急事態応急対策実施区域及びその周辺における火災予防に努

めるものとする｡ 

海上保安部は､緊急事態応急対策実施区域内の海域及び周辺海域における治安の確保について､万全

を期すものとする｡ 

 

 

 



 原子力災害対策[第３章 災害応急対策計画] 

 - 413 - 

第10項 飲料水､飲食物の摂取制限等 

1.飲料水､飲食物の摂取制限 

県は､原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指導･

助言､指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき､汚染水源の使用禁止､汚染飲料水の飲用禁止

の措置及び汚染飲食物の摂取制限等必要な措置をとるよう玄海町､関係周辺市及びその他市町に指示

する｡ 

町は､国の指導･助言､指示又は県の指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき､汚染水源の使

用禁止､汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染飲食物の摂取制限等必要な措置を講じる｡ 

町､県は､汚染水源の使用禁止､汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染飲食物の摂取制限等の措置の内

容について､住民への周知徹底及び注意喚起に努める｡ 

 

飲食物摂取制限に関するOIL※1 

基準の 

種類 

基準の概要 初期設定値 

※2 

防護措置の概要 

飲食物 

に係る 

ｽｸﾘ 

ｰﾆﾝ 

ｸﾞ基準 

OIL6による飲食物の摂取制限を判

断する準備として､飲食物中の放射

性核種濃度測定を実施すべき地域

を特定する際の基準 

0.5μSv/h※3 

(地上1mで計測した場合

の空間放射線量率)※4 

数日内を目途に飲食物中の放射

性核種濃度を測定すべき区域を

特定｡ 

OIL6 経口摂取による被ばく影響を防止

するため､飲食物の摂取を制限する

際の基準 

(別表を参照) 1週間内を目途に飲食物中の放

射性核種濃度の測定と分析を行

い､基準を超えるものにつき摂

取制限を迅速に実施｡ 

 

(別表) 

核種 

※5 

飲料水 

牛乳･乳製品 

野菜類､穀類､肉､卵､魚､

その他 

放射性ﾖｳ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※6 

放射性ｾｼｳﾑ 200Bq/kg 500Bq/kg 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ及び超ｳﾗﾝ元素のｱﾙﾌｧ核種 1Bq/kg 10Bq/kg 

ｳﾗﾝ 20Bq/kg 100Bq/kg 

 

※1 IAEAでは､OIL6に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう､飲食物中の放射性核種濃度の測 

定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに､広い範囲における飲食物のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ作 

業を実施する地域を設定するための基準であるOIL3､その測定のためのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準であるOIL5が設定され 

ている｡ただし､OIL3については､IAEAの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物 

摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと､また､OIL5については我が国において核種ごとの濃度測定が 

比較的容易に行えることから､放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である｢飲食物に係 

るｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準｣を定める｡ 
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※2 ｢初期設定値｣とは緊急事態当初に用いるOIL の値であり､地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点 

で必要な場合にはOIL の初期設定値は改定される｡ 

※3 実効性を考慮して､計測場所の自然放射線によるﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞによる寄与も含めた値とする｡ 

※4 本値は地上1mで計測した場合の空間放射線量率である｡実際の適用に当たっては､空間放射線量率計測機器 

の設置場所における線量率と地上1mでの線量率との差異を考慮して､判断基準の値を補正する必要がある｡ 

※5 その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する｡その際､IAEAのGSG―2におけるOIL6の値を参考として 

数値を設定する｡ 

※6 根菜､芋類を除く野菜類が対象｡ 

(出典:原子力災害対策指針 表3) 

 

2.農林畜水産物等の採取及び出荷･移動制限 

県は､原子力規制委員会の指導･助言を踏まえ､町に対し､農林畜水産物等の生産者､出荷機関及び市

場の責任者等に下記の措置をとることを指示するよう指示するとともに､必要に応じて､出荷機関及び

市場等において産地名等の調査を実施する｡ 

(1) 農作物の作付け制限 

(2) 農林畜水産物等の採取､漁獲の禁止 

(3) 農林畜水産物等の出荷･移動制限 

(4) 肥料･土壌改良資材･培土及び飼料の施用･使用･生産･流通制限 

(5) その他必要な措置 

町は､農林畜水産物等の生産者､出荷機関及び市場の責任者等に対し､県からの上記指示内容につい

て周知するとともに､措置を講じるよう指示する｡ 

町､県は､上記の措置の内容について､住民への周知徹底及び注意喚起に努める｡ 

県は､町の協力を得て､制限物品が流通した場合に住民等から通報を受ける体制を整備するととも

に､必要に応じて､店頭等において制限物品が流通していないか調査を行う｡ 

 

3.飲料水､飲食物の供給 

町は､飲食物の摂取制限等の措置を指示したときは､必要に応じて地域防災計画に基づいて､住民へ

の応急給水等の措置を講じる｡ 

県は､飲食物の摂取制限等の措置を町に指示した場合において､町から支援の要請があった場合又は

自ら必要と認めた場合は､県地域防災計画第2編風水害対策及び第3編震災対策に基づいて､町の措置が

円滑に実施されるよう必要な措置を講じる｡ 

 

第11項 町民等への的確な情報伝達活動 

町､県及びその他防災関係機関は､住民等に災害情報を提供するため､防災行政無線や広報車等あら

ゆる手段でその周知徹底に努めるとともに､住民の問い合わせに対応するため相談窓口を設置する｡ 

 

1.住民等への情報伝達活動 

(1) 住民等への広報 

県は､原子力災害の特殊性を勘案し､住民等に対する的確な情報提供が迅速かつ分かりやすく 
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正確に行われるよう原子力規制委員会､町との連携を図るとともに､放送事業者等の報道機関へ 

の放送要請によるﾃﾚﾋﾞ(ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞを含む｡)やﾗｼﾞｵ(ｺﾐｭﾆﾃｨFMを含む｡)等の有効 

活用や､緊急速報ﾒｰﾙ及び防災ﾈｯﾄあんあんの活用により住民等への情報伝達を図る｡ 

町は､住民等への情報提供を図るため､次の方法等あらゆる手段を用いて情報提供活動を実施 

する｡ 

ｱ 防災行政無線 

ｲ 広報車 

ｳ 船艇､航空機(拡声器､垂れ幕等) 

ｴ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの放送 

ｵ 携帯電話のﾒｰﾙ(緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ､防災ﾈｯﾄあんあん等) 

ｶ その他実情に即した方法(FAX､町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS等) 

海上保安部は､船舶等への航行警報を行うとともに､巡視船艇により周知を図るものとする｡ 

(2) 実施方法 

情報提供活動を実施するに当たっては､次のことに配慮する｡ 

ｱ 情報提供に当たっては､情報の発信元を明確にするとともに､あらかじめ例文を準備し､ 

専門用語や曖昧表現は避けるなど､理解しやすく誤解を招かない表現を用いる｡ 

ｲ 繰り返し広報するなど､情報の空白時間が生じないよう定期的な情報提供に努める｡ 

ｳ 速やかな情報提供に努めるとともに､情報提供に当たっては､得られている情報と得られ 

ていない情報を明確に区別して説明するよう努める｡ 

ｴ 各防災関係機関は相互に連携し､情報の一元化を図る｡ 

ｵ 被災者のおかれている生活環境､居住環境等が多様であることに鑑み､情報を提供する際に 

活用する媒体に配慮する｡特に､避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていること 

から､被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど､適切に情報 

提供がなされるよう努める｡ 

(3) 広報内容及び要配慮者への配慮 

町､県は､住民等のﾆｰｽﾞを十分把握し､原子力災害の状況(原子力事業所等の事故の状況､ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

の結果等)､農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況､安否情報､医療機関など 

の情報､県等が講じている対策に関する情報､交通規制､避難経路､避難所など住民等に役立つ正確 

かつきめ細やかな情報を提供する｡ 

また､町は､上記のほか､次の事項について情報提供活動を実施する｡ 

ｱ 避難住民を受け入れる場合､避難住民の受入を行う旨及び車両の運転を控える等､避難を 

円滑に行うための協力呼びかけ 

ｲ 不安解消のための住民に対する呼びかけ 

情報提供に当たっては､自治会､自主防災組織､民生委員･児童委員等を活用し､民心の安定 

並びに要配慮者､一時滞在者､在宅の避難者､応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への 

避難者､所在を把握できる広域避難者等に配慮する｡ 

  (4) 広報内容の確認 

町､県､国及び原子力事業者は､合同対策協議会での協議を踏まえ､十分に内容を確認した上 

で住民に対する情報の公表及び広報活動を行うものとする｡ 
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また､発表内容や時期については､国の原子力災害現地対策本部､指定行政機関及び公共機関 

等と相互に連絡を取り合うものとする｡ 

(5) 避難状況の把握への協力 

県は､避難状況の確実な把握に向けて､町が指定した避難所以外に避難をした場合等には､町 

の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう､住民等への周知について協力するものとす 

る｡ 

 

2.誤情報の拡散への対処 

町､県､国は､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の情報を注視し､誤情報の拡散が発生した場合は公式見解をいち早く発表する等､誤情報

の拡散抑制に努める｡ 

 

3.住民等からの問い合わせに対する対応 

(1) 町､県､国及び原子力事業者は､速やかに住民等からの問い合わせに対応するため､専用電話を 

備えた窓口の設置､人員の配置等体制を確立する｡当該窓口は､事故の状況を考慮し､必要に応じ 

て24時間受付体制等の対応を実施する｡ 

また､町､県､国及び原子力事業者は､情報のﾆｰｽﾞを見極め収集･整理を行うものとする｡ 

町､県は､国及び原子力事業者の協力を得ながら､状況に応じた質疑応答集を作成し､住民相 

談窓口に備え置くよう努めるものとする｡ 

(2) 町及び県は､被災者の安否について住民等から照会があったときは､被災者等の権利利益 

を不当に侵害することのないように配慮しつつ､消防､救助等人命に関わるような災害発生 

直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で､可能な限り安否情報を回答するよ 

う努めるものとする｡この場合において､県は､安否情報の適切な提供のために必要と認める 

ときは､所在市町､関係周辺都道府県､消防機関､都道府県警察等と協力して､被災者に関する 

情報の収集に努めることとする｡なお､被災者の中に､配偶者からの暴力等を受け加害者から 

追跡されて危害を受ける恐れがあるもの等が含まれる場合には､その加害者等に居所が知ら 

れることのないよう当該被害者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする｡ 

 

第12項 文教対策計画 

学校等は､原子力災害における生徒等の安全を確保するとともに､学校施設の復旧､応急教育の円滑

な実施を図り､学校教育の早期回復に努める｡ 

 

1.生徒等の安全確保措置 

(1) 臨時休業等の措置 

学校等は､原子力災害が発生したときは､生徒等の安全確保のため､状況に応じて臨時休業等 

の措置を行うものとする｡ 

 

(2) 登下校での措置 

学校等は､原子力災害が発生したときは､危険区域の把握を行ったうえで､通学経路の変更､ 

集団登下校等の措置を行う｡ 
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(3) 屋外活動制限等の措置 

学校等は､原子力災害の発生に伴い必要となった場合は､校庭･園庭等での屋外活動制限等の 

措置をとるものとする｡ 

 

2.学校施設の応急復旧 

(1) 被害状況の把握､連絡 

公立の学校等は､原子力災害発生後､町､県に対し､学校施設の汚染状況について調査を依頼 

する｡ 

公立の学校等は､その調査結果を､町に対し連絡する｡連絡を受けた町は､県に対し､速やかに 

その内容を連絡する｡ 

他の国立､私立の学校等も同様に､学校施設の汚染状況について調査する｡その結果については､

設置者等へ連絡するとともに､町及びその他必要な機関に対し､連絡する｡ 

(2) 応急復旧 

町､県は､公立の学校等やその通学路等の汚染状況を調査し､学校運営に著しく支障となる場 

合及び汚染の拡大が予測される場合は､早急に､関係機関と連携し､放射性物質に汚染された物 

質の除去及び除染作業に努める｡ 

国立､私立の学校等の設置者等も同様に､必要に応じて､放射性物質に汚染された物質の除去 

及び除染作業に努める｡ 

 

3.応急教育の実施 

学校等並びに町､県及び国立､私立の学校等の設置者等は､原子力災害により､学校施設が被災した 

場合又は避難所として被災者が避難してきた場合にも､次により応急教育を実施する｡ 

避難者を収容していても､できるだけ早く授業再開ができるよう努める｡ 

(1) 応急教育の実施場所 

第1順位 地域内の小･中学校及び高等学校 

第2順位 地域内の幼稚園､公民館､集会場等の公共施設 

第3順位 地域外の学校又は公民館等の公共施設 

第4順位 応急仮校舎の建設 

(2) 応急教育の方法 

ｱ 生徒等､保護者､教職員､学校施設等(設備を含む)及び通学路の被害状況を把握する｡ 

ｲ 教職員を動員し､授業再開に努める｡ 

ｳ 応急教育の開始時期及び方法を､生徒等及び保護者に周知徹底する｡ 

ｴ 生徒等を一度に受け入れることができない場合は､二部授業又は他の施設を利用した分散 

授業の実施に努める｡ 

ｵ 生徒等の在校時及び登下校時の安全の確保に努める｡ 

 

(3) 教職員の確保 

町､県及び国立､私立の学校等の設置者等は､原子力災害による教職員の人的被害が大きく､ 

教育の実施に支障がある場合は､学校間の教職員の応援を図るとともに､非常勤講師等の任用等 
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により教職員の確保に努める｡ 

(4) 学用品の調達､給与 

ｱ 教科書 

(ｱ) 県は､被災のため補給を要する教科書については､災害救助法に基づく給与であると否と 

を問わず､教科書名､被害冊数等を学校ごとに調査し､県全体分をまとめ､補給を要すると 

認められる教科書の冊数等を市町の協力を得て学校ごとに調査し､県全体分をまとめ､ 

補給を要すると認められる教科書の冊数等を教科書特約供給所に指示する｡ 

また､このことを文部科学省に対し､報告する｡ 

(ｲ) 災害救助法に基づく教科書の給与は､住家の被害等により教科書を喪失又はき損し､就学 

上支障のある小学校児童及び中学校生徒(特別支援学校の小学部児童及び中学部生徒を 

含む)に対して行うものであり､児童生徒の学習に支障を生じないよう迅速に行う｡ 

ｲ 教科書以外の学用品等 

災害救助法が適用された地域で､住家の被害等により学用品をそう失又はき損し､就学上支障 

のある小学校児童及び中学校生徒(特別支援学校の小学部児童及び中学部生徒を含む｡)に対し 

て､必要な学用品を支給する｡ 

≪支給の対象となる学用品≫ 

(ｱ) 教材 

当該小･中学校において有効適切なものとして使用されている教科書以外の教材(準教科 

書､ﾜｰｸﾌﾞｯｸ等)で教育委員会に届出又は承認を受けているもの｡ 

ただし､公立小･中学校以外の小･中学校については､公立小･中学校が使用している教材 

に準じる｡ 

(ｲ) 文房具 

ﾉｰﾄ､鉛筆､消しｺﾞﾑ､ｸﾚﾖﾝ､絵具､画筆､画用紙､定規類 

(ｳ) 通学用品 

運動靴､体育着､傘､ｶﾊﾞﾝ､長靴類 

(5) 給食 

学校等は､学校給食用物資の補給に支障がある場合､町､県､国立､私立の学校等の設置者等 

と連絡をとり､必要な措置を講じる｡ 

学校給食施設が避難者炊き出し用に利用される場合は､調整を円滑に行い､給食の実施に努め 

る｡ 

(6) 保健衛生の確保 

学校等は､町､県と連携し､必要に応じ､学校施設内外の清掃､飲料水の浄化､感染症の予防 

措置等を講じる｡ 

また､必要に応じ､被災生徒等に対し､健康診断､心の相談を実施し､保健衛生の確保に努める｡ 

 

4.被災生徒等への支援 

(1) 授業料免除 

県は､原子力災害により学費の支弁が困難であると認める場合は､県立高校の授業料､入学者 

選抜手数料､入学手数料及び聴講手数料の全部若しくは一部を免除する｡ 
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(2) 育英資金貸付金 

県は原子力災害により学費の支弁が困難であると認める場合は､育英資金貸付制度に基づき育 

英資金を貸し付ける｡ 

 

5.避難所となる場合の対応 

公立の学校等は､町から要請があった場合､学校施設の安全性を確認した上で､避難所を開設し､学校

の防災組織体制の役割分担によりあらかじめ指定された職員が､避難住民等の収容をはじめとした避

難所運営を支援するものとする｡ 

収容場所の開設順序としては､[体育館 ⇒ 特別教室 ⇒ 普通教室]の順序で収容を行う｡ 

避難所を開設した場合は､速やかに開設･収容等の状況を､町とともに､町教育委員会又は県教育 

委員会へ報告する｡ 
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第4章 災害復旧対策計画 

第1節 災害復旧対策 

原子力災害対策特別措置法15条第4項の規定に基づき､原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の

原子力災害事後対策を中心としているが､これ以外の場合であっても､原子力防災上必要と認められる

ときは､本節に示した対策に準じて対応するものとする｡ 

 

第1項 緊急事態解除宣言後の対応 

町､県､国､原子力事業者､その他防災関係機関は､内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出し

た場合においても､引き続き存置される現地対策本部及び原子力被災者生活支援ﾁｰﾑと連携して原子力

災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする｡ 

  

第2項 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

避難指示をを行った町は､国及び県と協議のうえ､状況に応じて避難区域を見直し､原子力災害事後

対策を実施すべき区域を設定するものとする｡ 

 

第3項 放射性物質による環境汚染への対処 

町､県､原子力事業者､その他防災関係機関及び県民は連携して､放射性物質に汚染された物質の除

去､除染作業等､放射性物質による環境汚染への対処について必要な措置を行うものとする｡ 

除染作業は､土壌､工作物､道路､河川､湖沼､海岸域､港湾､農用地､森林等の対象の中から､人の健康の保

護の観点から必要である地域を優先的に実施する｡ 

また､乳幼児等が放射線の影響を受けやすいとされていることに鑑み､学校･幼稚園･保育所･公園等､

子どもの生活圏を優先して除染する等､妊産婦や子ども等に十分配慮する｡ 

原子力事業者は､町､県に､除染等に必要な防災資機材を貸与するとともに､町､県からの要請に基づ

き原子力防災要員を派遣する｡ 

 

1.除染の実施 

町､県､その他防災関係機関及び住民は､避難指示があった地域以外に関する除染に当たっては､主に

町における除染を対象として国が策定した｢除染関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣を参考とし､国や原子力事業者とも連

携のうえ､以下のとおり実施する｡ 

なお､避難指示があった地域に関する除染については､国等の関係機関の指示に基づいて対応する｡ 

(1) 線量が比較的高い地域については､表土の削り取り､建物の洗浄､道路側溝等の清掃､枝打ち 

及び落葉除去等の除染等､子どもの生活環境の除染等を行う｡線量が比較的低い地域についても､ 

周辺に比して高線量を示す箇所があることから､子どもの生活環境を中心とした対応を行う｡ 

(2) 水による洗浄以外の方法で除去できる放射性物質は可能な限りあらかじめ除去する等､排水 

による流出先への影響を極力避けるよう配慮する｡また､土壌の除去を実施する際は､削り取る 

土壌の厚さを必要最小限にする等､除去土壌の発生抑制に配慮する｡ 

(3) 除染実施の際は､飛散流出防止の措置､悪臭･騒音･振動の防止等の措置､除去土壌の量等の記録 

等､周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全への配慮に関し必要な措置をとる｡ 
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(4) 除染の実施前後においてﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い､効果の確認を行うとともに､除染を実施した場所が 

再度放射性物質に汚染される場合に備え､除染実施後においても必要に応じて定期的な ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

を実施する｡ 

除染関係ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(平成23年12月 環境省) 

 

第4項 放射性物質の付着した廃棄物の処理 

町は､県､国並びに原子力事業者は､連携して､原子力災害及び除染等に伴い発生した放射性物質の付

着した廃棄物の処理を実施する｡ 

町及び県は､国の主導のもとで実施される放射性物質の付着した廃棄物の処理について､収集､運搬､

一時的な保管等､必要な協力を行うとともに､摂取制限や出荷制限等の対象となった飲食物や農林畜水

産物等､除染に伴い発生した放射性物質の付着した廃棄物等の適切な処理について､住民等へ周知徹底

する｡放射性物質の付着した廃棄物の収集､運搬､保管に当たっては､飛散流出防止の措置､ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実

施､放射性物質の付着した廃棄物の量･運搬先等の記録､周辺住民の健康の保護及び生活環境の保全へ

の配慮に関し必要な措置をとる｡ 

町及び県は､一時的な保管に必要な場所の確保に係る協力を行うとともに､国に対し､放射性物質の

付着した廃棄物を一時的な保管場所から搬送して処理を行う施設を確保するよう要請するものとす

る｡ 

 

第5項 各種制限措置の解除 

県は､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等による調査､国が派遣する専門家等の判断国の指導･助言及び指示に基づき､

原子力災害応急対策として実施された立入制限､交通規制､飲料水･飲食物の摂取制限及び農林畜水産

物の採取･出荷制限等の各種制限措置の解除を町及び防災関係機関に指示するとともに､解除の実施状

況を把握する｡ 

町は､緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等による調査､国が派遣する専門家､原子力規制委員会緊急事態応急対策調査委

員の判断又は県からの指示等を踏まえて､関係機関に解除を指示するとともに､実施状況を把握する｡ 

 

第6項 環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施と結果公表 

県は､原子力緊急事態解除宣言後､国､関係機関及び原子力事業者と協力して継続的に環境放射線ﾓﾆﾀ

ﾘﾝｸﾞを実施し､その結果を速やかに公表する｡その後､平常時における環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制に移行す

るものとする｡ 

原子力事業者は､県からの要請に基づいて､環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに必要な防災資機材を貸与するとと

もに､原子力防災要員を派遣する｡ 

町は､県が実施する環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに協力する｡ 

 

第7項 災害地域住民に係る記録等の作成及び窓口の設置 

町は､影響調査を実施するとともに､応急対策の措置状況等を記録する｡ 

 

1.影響調査の実施 

県及び国は､必要に応じ､農林水産業等の受けた影響について調査する｡ 
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町は､必要に応じ庁舎等に相談窓口を設置し､住民が受けた影響について調査する｡ 

 

2.災害対策措置状況の記録 

町及び県は､被災地の汚染状況図､応急対策措置及び事後対策措置を記録しておくものとする｡ 

 

3.相談窓口の設置 

原子力事業者は､相談窓口を設置するなど､速やかに被災者の損害賠償請求等への対応のため､必要

な体制を整備して対応する｡ 

 

第8項 風評被害等の影響の軽減 

町､国､県は､科学的根拠に基づく農林漁業､地場産業の産品等の適切な流通確保及び観光地の安全性

のｱﾋﾟｰﾙのための広報活動を実施する｡ 

広報活動を実施するに当たっては､外国語でも広報を行う等､国外からの風評被害の影響にも留意す

る｡ 

県は､農林水産業､地場産業の商品､輸出物品等について､必要な場合には､放射性物質汚染検査の実

施､証明書の発行等の対応を実施する｡ 

 

第9項 被災中小企業に対する支援 

県は､国と連携して､必要に応じ被災商工業者の復旧を図るため､必要な設備資金､運転資金の円滑な

調達を図る｡ 

町は､県､国と連携して､必要に応じ農林水産業者又は農林水産業者が組織する団体に対し､復旧に必

要な資金の融資計画の促進を図る｡ 

また､被災農林水産業者及び中小企業等に対する援助､助成措置について､被災者に広報するととも

に､相談窓口を設置する｡ 

 

第10項 心身の相談活動 

町､県､国､県医師会及び関係地区医師会は､国からの放射性物資による汚染状況調査や､原子力災害

対策指針に基づき､住民等に対し､放射線被ばくへの不安等に関する相談を含め､心身の健康に関する

相談活動を行う｡ 

県は､国､町及び防災関係機関の協力を得て､国からの放射性物資による汚染状況調査や､原子力災害

対策指針に基づき､住民の被ばく線量を把握するよう努めるとともに､住民を対象として､必要に応じ

長期間にわたる健康調査を実施する｡ 

なお､放射線の影響を受けやすい妊産婦や子ども等について､十分配慮する｡ 
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第5編 その他災害対策 

第1章 総則 

1. 本編においては､風水害対策､震災･津波被害対策及び原子力災害対策以外の次に掲げる災害対  

策について､特記すべき事項を記述する｡ 

･航空災害対策 

･林野火災対策 

･海上災害対策 

･大規模火事災害対策 

･鉄道災害対策 

 

2.これまでに記述した災害対策以外のその他の災害対策については､必要に応じ､第2編(風水害対  

策)､第3編(震災津波被害対策)､第4編(原子力災害対策)及びこの編に記述している各種防災対策 

に準じて､適切に必要な措置を講じる｡ 

 

第2章 航空災害対策 

この航空災害対策計画は､航空運送事業者の運航する航空機の墜落等による多数の死傷者を伴う大

規模な航空事故が発生し､又は発生しようとしている場合(以下｢航空災害時等｣という｡)における人命

の確保及び被害の拡大防止･軽減を目的として､防災機関が処理すべき防災対策について定める｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 情報の収集･連絡手段の整備等 

町､県､県警察､消防機関､航空運送事業者その他防災機関は､情報の収集及び連絡手段の確保を図る

ため､情報の収集機能の充実､情報連絡手段の整備などに努める｡ 

 

1.情報収集機能の充実 

(1) 情報収集体制の整備 

町は､事故発生現場での情報収集を迅速かつ的確に進めるため､あらかじめ職員の中から情報 

の収集･連絡にあたる職員を指定し､体制の整備を図る｡ 

 

情報収集連絡責任者 総務課長 

情報収集連絡担当者 危機管理･防災係長及び担当者 
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(2) 防災機関相互の連絡体制の整備 

町､県､県警察､消防機関､航空運送事業者その他防災機関は､各機関における連絡体制を整備 

するとともに､自ら入手した事故情報等について､円滑に他の防災機関に提供できるよう機関相互 

の連絡体制の整備を図る｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.情報連絡手段の整備等 

(1) 非常通信体制の整備 

町､県及びその他防災機関は､航空災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が

使用できないとき又は使用が困難になった場合に対処するため､電波法(昭和25年法律第131号)第52

条の規定に基づく非常手段の活用を図るものとし､佐賀地区非常通信連絡会の活動を通じて､非常通

信体制の整備･充実に努める｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

県警察 消防機関 

関係機関 町 

警察署 消防署 
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第2項 参集体制の整備 

 町､県､県警察､消防機関､航空運送事業者その他防災機関は､航空災害時等の対策推進のために参集体

制の整備を図るとともに､その際の役割･責任等の明確化に努めるものとする｡ 

 

1.職員の参集体制  

町は､あらかじめ航空災害時等の対策推進のための配備体制や職員の参集基準などを明確にし､職員

に周知するなど参集体制の整備を図る｡ 

   (1) 職員の参集体制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 参集基準 

   災害の規模により､町長及び総務課長等の協議により､参集要員､配備指示を行うものとする｡ 

なお､町内において航空機事故が発生した場合､災害規模に関わらず､総務課長､総務課課長補佐 

及び総務課危機管理･防災係の職員は､速やかに登庁し､情報の収集並びに災害対策に関わる体制 

等の設置準備を行うこととする｡ 

 

第3項 広域防災体制の強化 

町､県､県警察､消防機関その他防災機関は､関係機関と十分に協議のうえ､相互応援協定の締結等に

より連携強化に努める｡ 

その際には､応援要請･受入れが迅速､円滑に実施できるよう要請の手順､情報伝達方法､連絡調整･受

入窓口､連絡の方法を取り決めておくとともに､連絡先の共有を徹底しておくなど必要な準備を整えて

おくものとする｡ 

消防団長 関係課長 

対策部長 

連絡 
指示 

協議 

関係職員 

指示 

副分団長 

団 員 

配 置 

勤務時間中及び勤務時間外・休日 

総 務 課 長 町 長 
連絡 

事象確認の連絡：危機管理・防災係長 

＊総務課長不在時は建設課長又は農村整備課長が代行 

勤務時間外・休日等 

副 団 長 

分 団 長 
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1.町及び消防機関 

 (1) 市町間の相互応援 

町は､県内及び県外の市町との災害時相互応援協定の締結を推進する｡ 

  (2) 防災機関等との連携の強化 

町及び消防機関は､災害応急活動を円滑に実施するため､必要に応じて､他の防災機関又は民 

間団体との協定の締結等連携の強化に努める｡ 

 

2.その他防災機関 

防災機関は､円滑な災害応急活動が実施できるよう､相互の連携強化に努めるとともに､必要に応じ

て､民間団体との協定の締結等を推進する｡ 

 

3.｢佐賀空港緊急計画｣に定められた防災機関等 

町､県､県警察､消防機関その他防災機関等は､｢佐賀空港緊急計画｣に定められた災害応急活動を円滑

に実施するため､連携強化を図るものとする｡ 

 

第4項 捜索､救助･救急､消火及び医療活動体制の整備 

町､県､県警察､消防機関､海上保安部､自衛隊その他防災機関は､航空災害時等の捜索､救助･救急及び

消火活動に必要な資機材等の整備に努めるとともに､医療活動体制の整備に努める｡ 

 

1.捜索用資機材等の整備 

県警察は､捜索活動を行うために必要な装備､資機材､船艇､車両等の整備に努めるとともに､事故の

際には､その機能が十分発揮されるよう点検整備の実施に努める｡ 

海上保安部は､捜索活動を行うために必要な装備､資機材､船艇の整備を行う｡ 

 

2.救助･救急及び消火用資機材等の整備 

町､県及び消防機関は､救助･救急及び消火活動を行うために必要な資機材､化学消防車､救助工作車､

救急車､消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車等の整備に努めるとともに､事故の際には､その機能が十分発揮されるよう点

検整備を実施する｡ 

県は､町､消防機関､海上保安部その他防災機関に係る資機材等の保有状況を把握するとともに､ 必

要に応じ情報交換を行うよう努める｡ 

県､市町及び関係機関は､職員の安全確保を図りつつ､効率的な救助･救急活動を行うため､相互の連

携体制の強化を図るとともに､職員の教育訓練を行い､救助･救急機能の強化を図るものとする｡ 

 

第5項 職員への周知及び防災訓練 

航空災害に対する応急対策活動が円滑に実施できるよう､防災担当職員等に周知させるとともに､防

災訓練の実施に積極的に取り組むものとする｡ 

 

1.防災担当職員等への周知徹底 

町､県､県警察､消防機関及び航空運送事業者は､それぞれの機関の実情に応じて､応急活動の実施の
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ためのﾏﾆｭｱﾙ作成に努め､職員等に周知するものとする｡ 

 

2.防災訓練の実施 

町､県､県警察､消防機関､航空運送事業者その他防災機関は､情報伝達の経路及び体制の確認､活動の

手順､使用する資機材や装備の使用方法の習熟､他の機関との連携等について徹底を図るため､職員の

参集訓練､情報の収集伝達訓練､消防訓練､救助･救急訓練､通信訓練､交通規制訓練などの個別訓練を相

互に連携させた訓練の実施に積極的に取り組むものとする｡ 

また､自ら処理すべき事務又は業務に関する防災訓練を個別に継続して実施するとともに､訓練後には

評価を行い､課題等を明らかにし､必要に応じ体制等の改善を行うともに､次回の訓練に反映させるよ

う努めるものとする｡ 

訓練を行うに当たっては､実践的なものとなるよう工夫するとともに､災害対応業務に習熟するため

の訓練に加え､課題を発見するための訓練の実施にも努めるものとする｡ 

 

第2節 災害応急対策計画 

第1項 活動体制の確立 

町､県､航空運送事業者その他防災機関は､航空災害時等において､その責務と処理すべき業務を遂行

するため､災害対策本部等を設置し､必要な職員を動員配備する等の活動体制を確立する｡ 

 

1.町 

(1) 災害情報連絡室 

① 設置基準 

多数の死傷者を伴う大規模な航空事故が発生するおそれがある場合､あるいは小型飛行機及び 

回転翼航空機等の墜落事故･行方不明が発生し､又は発生するおそれがある場合 

② 所掌事務 

災害に関する情報収集､防災機関等との相互連絡及び調整 

③ 構成 

災害情報連絡室長は､総務課長をもってあて､総務課課長補佐､総務課危機管理･防災係及び 

総務課の職員で構成する｡ 

なお､必要に応じ､関係課の課長及び職員を構成員とするものとする｡ 

(2) 災害対策本部 

① 設置基準 

多数の死傷者を伴う大規模な航空事故が発生し､町長(不在の時は､副町長､総務課長の順)が 

必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関等との 

連絡調整 

③ 設置場所 

総務課に置く｡ 

庁舎が使用できないときは､庁舎付近の公共機関施設又は利便性の良い支所に置く｡ 
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④ 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令系統を 

確立する｡ 

⑤ 組織 

風水害編編第3章第1節第1項《白石町災害対策本部組織》に準ずる｡ 

⑥ 配備要員 

災害対策本部において情報収集､連絡､捜索､救助･救急､医療､消防､広報その他応急対策等に 

関する業務に必要な配備要員は､各対策部長が対策部の職員のうちから､別に定める｡ 

⑦ 配備要員の参集 

配備要員は､災害対策本部の設置の伝達を受けた場合又は航空災害の発生を覚知した場合は､ 

災害応急対策活動に従事するため､直ちに登庁し､所定の場所で配備につくものとする｡ 

⑧ 県との連携 

県において､災害情報連絡室又は災害対策本部等が設置された場合には､当該対策本部と連絡 

調整を緊密に行い､連携を図る｡ 

 

第2項 災害情報の収集･連絡､報告 

  町は､航空災害時等において､応急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収集

し､また､関係機関相互で連絡する手段や体制を確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調整の

ための職員を相互に派遣すること､災害対策本部長の求めに応じて情報の提供､意見の表明を行うこと

などにより､情報共有を図るよう努めるものとする｡ 

被害状況等については､県へ報告を行なうこととする｡ 

なお､報告要領等については､風水害編編第3章第3節第4項に準ずる｡ 

 

1.災害情報の収集･連絡 

(1) 災害情報の種類 

防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

[第1段階]緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

ｱ 概括的被害情報(航空機の破損状況等) 

ｲ 事故発生時刻､発生場所  

ｳ 事故に遭った航空機の便名及び航空会社名 

ｴ 搭乗人員及び搭乗者名 

[第2段階] 

ｱ 被害情報 

(ｱ) 人的被害状況(事故発生地での死傷者数) 

(ｲ) 搬送先の医療機関名及び搬送負傷者等の数 

(ｳ) 医療機関からの情報(負傷者等の氏名及びその状況) 

(ｴ) 航空事故に伴う周辺の被害状況 

ｲ 応急対策活動情報 

(ｱ) 応急対策の活動状況 

(ｲ) 災害対策本部の設置､活動状況等 
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(2) 災害情報の収集･連絡 

防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡特に､被害の程度を早期に把握する 

ために必要な緊急災害情報の迅速な収集･連絡に努める｡ 

 

2.国への被害状況等の報告 

町及び消防機関は､航空災害が発生した場合は､災害対策基本法､災害報告取扱要領(昭和45年4月10

日付け消防防第246号)及び火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に基づき､県

に被害状況等を報告し､県は国に対して報告を行う｡ 

なお､航空機火災の場合は､町が第1報を直接消防庁にも､覚知後30分以内に報告を行う｡ 

報告要領等については､風水害編編第3章第3節第4項に準ずる｡ 

 

第3項 自衛隊災害派遣要請 

町長は､町の地域に係る航空災害が発生し､応急措置を実施するため必要があると認めるときは､知

事に対し､自衛隊の災害派遣の要請をするよう求めることとする｡ 

また､町長は､通信の途絶等により県へこの要求ができない場合には､その旨及び災害の状況を自衛隊

に通知し､自衛隊の派遣要請を行うこととする｡この場合､町長は､速やかにその旨を知事に通知しなけ

ればならない｡ 

 なお､自衛隊への災害派遣要請手続要領については風水害編編第3章第6節第2項に準ずる｡ 

 

第4項 捜索活動 

県､県警察､海上保安部､町､消防機関及び自衛隊は､相互に協力して航空機の事故発生場所の捜索活

動を円滑･迅速に実施する｡ 

 

1.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは市町から応援を求められた場合は､消防機関及び

市町､その他防災機関の捜索活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

(1) 他の市町に対し､応援を指示する｡ 

(2) 消防庁に対し､広域航空消防応援を要請する｡ 

  (3) 自衛隊に対し､災害派遣を要請する｡ 

 

2.県警察 

県警察は､他の防災機関と協力して､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰなどによる捜索活動を実施するとともに､必要に応じ､

他の都道府県警察に対し､警察災害派遣隊等の派遣を要請する｡ 

 

3.海上保安部 

海上保安部は､海上において巡視船艇等による捜索活動にあたる｡ 

また､必要な場合は､第七管区海上保安本部に対し､航空機の出動､巡視船艇の増援を要請する｡ 

 

4.町及び消防機関 

町及び消防機関は､他の防災機関との密接な連携のもとに､捜索活動を行う｡ 



その他災害対策[第２章 航空災害対策] 

 - 431 - 

5.自衛隊 

自衛隊は､知事等からの災害派遣要請に基づき､他の防災機関と協力して､捜索活動を実施する｡ 

 

 6.その他 

 具体的な捜索活動については､風水害編編第3章第30節に準ずる｡ 

 

第5項 救助･救急及び消火活動 

県､県警察､海上保安部､町､消防機関及び自衛隊は､航空災害が発生した場合には､相互に協力し､迅

速かつ的確な救助･救急及び消火活動を実施する｡ 

 

1.県 

(1) 応援の指示又は出動･派遣の要請 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは市町から応援を求められた場合は､消防機関 

及び町､他の防災機関の救助･救急及び消火活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

ｱ 他の市町に対し､応援を指示する｡ 

ｲ 消防庁に対し､広域航空消防応援及び緊急消防援助隊の出動を要請する｡ 

ｳ 自衛隊に対し､災害派遣を要請する｡ 

 (2) ｢佐賀空港緊急計画｣に基づく活動 

佐賀空港管理事務所は､空港内及びその周辺海上において航空機事故が発生した場合には､｢佐賀空

港緊急計画｣に基づき､速やかに被害状況を把握するとともに､救助･救急活動及び消火活動を実施す

る｡ 

また､佐賀空港周辺陸上での航空機事故については､空港管理上支障がない限り､積極的に支援活 

動を行なう｡ 

 

2.県警察 

県警察は､他の防災機関と協力して､次の活動を迅速かつ的確に行う｡また､必要に応じ､他の都道府

県警察に対し､警察災害派遣隊等の派遣を要請する｡ 

(1) 行方不明者の捜索･救護 

  (2) 行方不明者の捜索 

  (3) 救助･救急活動に必要な交通規制及び交通整理･誘導 

 

3.海上保安部 

海上保安部は､海上において航空災害が発生した場合は巡視船艇等を出動させ､救助･救急及び消火

活動を実施する｡ 

また､必要な場合は､第七管区海上保安本部に対し､航空機の出動､巡視船艇の増援を要請する｡ 

 

4.町及び消防機関 

(1) 救助･救急活動 

町及び消防機関は､速やかに救助を要する者の把握に努めるとともに､他の防災機関との密接 



その他災害対策[第２章 航空災害対策] 

 - 432 - 

な連携のもと救助を行い､負傷者等については､医療機関(救護所を含む｡)に搬送する｡ 

消防機関は､負傷者等の搬送にあたっては､救命処置を要する者又はﾄﾘｱ-ｼﾞによる重傷者を優先 

する｡ 

消防機関は､救急医療情報ｼｽﾃﾑ等を活用して､搬送先の医療機関の負傷者等の受け入れ可否等の 

情報を把握する｡ 

(2) 消火活動 

町及び消防機関は､速やかに火災の発生状況を把握し､迅速に消火活動を実施する｡ 

 

5.自衛隊 

自衛隊は､知事等からの災害派遣要請に基づき､他の防災機関と協力して､救助･救急及び消火活動を

実施する｡ 

 

第6項 医療活動 

県､災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構､国､市町､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県医師会､佐

賀県歯科医師会及び地区医師会は､航空災害が発生した場合には､相互に協力し､迅速かつ的確な医療

活動を実施する｡ 

 

1.救護所の設置､運営 

(1) 町 

町は､負傷者等に対し医療救護活動を実施するため､必要に応じ､救護所を設置するとともに､救護 

所の運営にあたっては､地区医師会､医療機関に協力を要請する｡ 

なお､多数の負傷者等が発生している場合には､事故発生現場においてﾄﾘｱｰｼﾞ地区を設定し､ﾄﾘｱｰ 

ｼﾞを実施するなど適切な対応を行う｡ 

 

2.医療救護班(災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)を含む｡以下同じ｡)の編成､派遣 

(1) 医療救護班の編成 

各医療機関は航空災害が発生した情報を得た場合には､医療救護班(医師1名､看護師2名､事務職員 

1名及び運転手1名の計5名で構成)を編成しておくものとする｡ 

ｱ 町医療救護班 

ｲ 県医療救護班 

ｳ 佐賀県医師会医療救護班 

ｴ 災害拠点病院医療救護班 

ｵ 独立行政法人国立病院機構医療救護班 

ｶ 国の医療救護班 

ｷ 日赤医療救護班 

ｸ 赤十字現地医療班 

  

 3.その他 

  具体的な医療活動については､風水害編編第3章第10節に準ずる｡ 
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第7項 警戒区域の設定等 

町長は､航空機が人家密集地域へ墜落した場合､その他被害が拡大するおそれがある場合には､迅速

に警戒区域を設定するとともに､町民等に対する避難誘導を迅速かつ的確に行う｡ 

 

第8項 交通規制等による交通対策 

県警察､海上保安部及び道路管理者は､被害の状況､緊急度､重要度を考慮して交通規制等を実施し､

緊急輸送路の確保に努める｡ 

 

第9項 輸送対策 

町､県､県警察､その他防災機関は､航空災害の応急対策に必要な人員､物資等の円滑な輸送の確保に

努める｡ 

 

1.緊急輸送の実施 

町､県､県警察､その他防災機関は､所管する災害応急対策を実施するため､人員及び物資等の緊急輸

送が必要な場合は､これを自ら行うものとする｡ 

輸送を行うにあたっては､次のような事項に配慮して行う｡ 

(1) 人命の安全 

(2) 被害の拡大防止 

(3) 災害応急対策の円滑な実施 

 

2.輸送手段の確保 

県､県警察､町その他防災機関は､自ら所有するものを使用し､又は供給可能な関係業者から調達し､

緊急輸送を行うのに必要となる車両等､輸送手段を確保する｡ 

必要となる車両等輸送手段が確保できない場合は､県に対して､その調達またはあっせんを要請す

る｡県は､町から要請があった場合､県は､次の措置を講じ､車両等輸送手段の調達または斡旋に努める｡ 

(1) 車両 

ｱ 町有車両の提供 

ｲ 公益社団法人佐賀県ﾄﾗｯｸ協会に対し､｢災害時における物資等の緊急輸送に関する協 

定｣に基づき要請 

ｳ 一般社団法人佐賀県ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ協会に対し､車両の調達又はあっせんを要請(九州運輸 

局佐賀運輸支局経由で要請) 

ｴ 九州運輸局佐賀運輸支局に対し､車両確保を要請(運送命令の措置を含む) 

ｵ 社会福祉施設等に対し､保有車両の提供を要請 

ｶ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

(2) 船舶 

ｱ 県有船舶の提供を要請 

ｲ 船舶事業者､漁業協同組合等に対し､協力の要請 

ｳ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 
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(3) 航空機(ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 

ｱ 消防庁に対し､広域航空消防応援の要請(県への要請) 

ｲ 自衛隊に対し､災害派遣による応援を要請 

 

3.緊急通行車両の確認及び事前届出 

(1) 緊急通行車両の確認  

町及び防災機関は､災害対策基本法第76条の規定に基づく通行の禁止又は制限が行われてい 

る道路を緊急自動車以外の車両で通行する場合は､県又は県警察の確認を受け､緊急通行車両確 

認証明書及び標章の交付を受け輸送を行わなければならない｡ 

緊急通行車両の確認事務は､原則として､県警察が行う｡ 

(2) 緊急通行車両の事前届出 

各防災関係機関等は､災害時における素早い緊急通行車両確認証明書及び標章の受領に備え､ 

県警察から事前届出制度による緊急通行車両事前届出済証の交付を受け､災害時の指定された緊 

急交通路の迅速な車両運用に努める｡ 

 

第10項 町民等への情報提供活動 

町及び県､県警察､航空運送事業者その他防災機関は､航空災害の状況等について正確な情報を適切

に提供するものとする｡ 

 

1.町民等への情報提供 

(1) 町 

① 広報資料の収集  

町は､県､警察及びその他防災機関から収集した情報を広報資料として整理する｡ 

② 広報活動 

防災行政無線により広報活動を行うとともに､県と協力して｢災害時における報道要請に関す 

る協定｣に基づき各報道機関へ要請して､情報を提供する｡ 

ｱ 航空機事故の発生状況 

ｲ 人的被害及び救助･救急活動の状況 

ｳ 火災･消火活動の状況 

ｴ 負傷者等の収容状況 

ｵ その他必要と認められる情報 

(2) 防災機関等 

防災機関等は､情報の公表､広報活動の際には､その内容について相互に通知し情報交換を行う｡ 

 

2.被災者の家族等への情報伝達 

町は､県､航空運送事業者その他防災機関は､相互に緊密な連携を図り､被災者の家族等からの問い合

わせ等に正確かつ適切に伝達する｡ 

町及び航空運送事業者は､必要と認める場合､専用電話､FAX及びﾊﾟｿｺﾝ等を備えた総合窓口を設置 

する｡ 
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第11項 遺体の処理収容 

航空災害により多数の死亡者が発生した場合には､県警察､海上保安部による検視､日本赤十字社佐

賀県支部による洗浄等の処置のほか､町は必要に応じ安置所を設置する｡ 

1.検視､身元確認等 

(1) 県警察 

県警察は､町から連絡があった場合又は自ら災害発生現場において遺体を発見した場合は､刑事 

訴訟法又は死体取扱規則､検視規則等に基づき､速やかに検視等を行い､その後､遺族又は町に対し､

遺体の引き渡しを行う｡ 

また､遺体が身元不明の場合は､遺体の周辺にある物で身元確認資料となり得る物についてもら 

さず回収し､これを参考にするとともに､県歯科医師会の協力を得るなどにより身元の確認に努め 

る｡ 

(2) 海上保安部 

海上保安部は､町から連絡があった場合又は自ら発災現場において遺体を発見した場合は､海上 

保安庁死体取扱規則等に基づき速やかに検視等を行い､その後､遺族又は町に対し､遺体の引き渡し 

を行う｡ 

また､遺体が身元不明の場合は､遺体の周辺にある物で身元確認資料となり得る物についてもら 

さず回収し､これを参考にするとともに､県歯科医師会の協力を得るなどにより身元の確認に努め 

る｡ 

(3) 町及び消防機関 

町及び消防機関は､災害発生現場(海上を含む)において遺体を発見した場合､県警察又は海上保 

安部に対し､このことを連絡する｡ 

  (4) 日本赤十字社佐賀県支部 

日本赤十字社佐賀県支部は､知事の委託に基づき救護班を派遣して､遺体の洗浄､縫合､消毒等の 

処置を行う｡ 

 

2.死体の収容 

町は､必要と認める場合は､遺体を一時安置し､収容するため､適当な場所(寺院､神社､公共施設等)に

安置所を設置するものとする｡ 

 

第12項 こころのｹｱ対策 

災害の発生に伴い､被災者やその家族､目撃者等は､被災のｼｮｯｸ等により急性ｽﾄﾚｽ障がいや心的外傷後ｽﾄ

ﾚｽ障がいPTSD)など精神的に不安な状況になるなど､こころの健康に大きな影響を及ぼす｡ 

 このため､町､県及び航空運送事業者は､ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱに努めるものとする｡ 

 この場合､町は県と連携して､災害時の心のｹｱに関するﾏﾆｭｱﾙに基づき､精神保健福祉ｾﾝﾀｰが中心となり､保

健福祉事務所､佐賀県精神科病院協会等の関係団体及び医療機関と連携･協力してﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱを実施す

る｡ 
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第3章 林野火災対策 

この林野火災対策計画は､火災による広範囲にわたる林野の焼失等の発生(以下｢林野火災｣という｡)

に対する火災予防､人命の確保及び被害の拡大防止･軽減を目的として､防災機関が処理すべき対策に

ついて特記すべき事項を記述する｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 予防思想の普及啓発及び失火防止対策の推進 

町､県､森林管理署､消防機関及び森林所有者は､林野火災の出火原因の多くが不用意な火の取り扱い

によるものであることから､林野火災の未然防止を図るため町民等への予防思想の普及啓発及び入山

者等に対する失火防止対策の推進に努める｡ 

 

1.町民等への予防思想の普及啓発 

町､県､森林管理署及び消防機関は､空気が乾燥する季節や行楽ｼｰｽﾞﾝ等の林野火災が多発する期間に

おいて､次に掲げる手段等により､広く町民等への予防思想の普及啓発に努める｡ 

(1) ﾎﾟｽﾀｰの掲示､ﾁﾗｼ等の配布 

(2) 学校等を通じた生徒､児童等への広報 

(3) 広報車による巡回広報 

(4) その他の情報提供手段の利用 

森林の所有者は､自己の所有する山林において伐採事業等を行う者に対して予防思想の普及啓発に

努める｡ 

 

2.入山者に対する失火防止対策 

町､県､森林管理署及び消防機関は､次のような入山者に対する失火防止対策の実施に努める｡ 

(1) 山林内の休憩所､作業所及び駐車場への火災防止標識板の設置 

(2) 山林内の休憩所､作業所及び駐車場等への灰皿の設置並びに簡易吸殻入れの携帯の推進 

 

3.火入れ対策 

町及び消防機関は､火入れを行う者に対し､失火の防止のため次の事項について周知を図る｡ 

(1) 火入れを行う場合は､火入れに関する条例に基づき必ず町長の許可を受けること｡ 

(2) 火入れ条例で定める日までに火入れの場所及び日時を町長に通知すること｡ 

(3) 火入れの周囲に防火帯を設け延焼のおそれがないようにすること｡ 

(4) 火入れ跡地の完全消火を行い､火入れ責任者が確認を行うこと｡ 

(5) 強風注意報､火災気象通報又は町が発する火災警報が発令された場合には､火入れを行わな 

いこと｡ 

(6) 火入れを行うにあたっては､万一の火災の発生に備え町及び消防機関への連絡手段等を確保 す

ること｡ 
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4.林野内での事業実施者の防火対策 

山林内で事業を行う者は､火気責任者の配置､事業区域内における巡視員の配置及び消火資機材の整

備に努める｡ 

 

第2項 防火林道等の整備 

町､県､森林管理署､及び森林所有者は､林野火災の拡大を防止するため防火林道､防火線及び防火樹

帯の整備に努めるとともに､林野火災の発生又は拡大の危険度の高い地域を､林野火災特別地域の決定

並びに林野火災特別地域対策事業計画の策定及び推進に努める｡ 

 

1.防火林道の整備 

町､県､森林管理署､林道の開設､改良及び補修を行う場合には､林野火災を考慮した路線の設定を図

るとともに､消防用車両等が通行可能な防火林道の整備に努める｡ 

 

2.防火線及び防火樹帯の整備 

町､県､森林管理署及び森林所有者は､地形､火災危険期の風向及び延焼経路等を考慮して､防火線及

び防火樹帯の整備に努める｡ 

 

3.林野火災特別地域の決定 

林野火災対策事業を実施する地域は､当該地域における林野面積､その経済的比重､林野火災の危険

度等を考慮し､県と協議して決定する｡ 

 

4.林野火災特別地域対策事業計画の策定及び推進 

林野火災の発生又は拡大の危険度の高い地域は､当該地域の林野火災の防止及び被害の軽減を図る

ため､地域の特性に配慮しつつ､県と協議のうえ､おおむね次の事項を内容とする林野火災特別地域対

策事業計画を策定するとともに､当該事業計画に定める各種予防対策の推進に努める｡ 

(1) 防火思想の普及啓発､巡視､監視等林野火災の予防に関する事項 

(2) 火災予防上の林野管理に関する事項 

(3) 消防施設等の整備に関する事項 

(4) 火災防ぎょ訓練に関する事項 

(5) その他林野火災の防止に関する事項 

 

第3項 消火活動体制の整備 

町､県及び消防機関は､消防施設､消火用資機材の整備等に努めるとともに､迅速かつ的確な消火活動

に必要な林野火災用防災ﾏｯﾌﾟの作成に努める｡ 

また､空中消火が迅速かつ的確に実施できるようその体制の整備に努める｡ 

 

1.消防施設の整備 

町及び県は､防火水槽及び貯水槽の整備並びに水泳ﾌﾟｰﾙ､ため池等の指定消防水利としての活用及び

河川水等の自然水利の活用等により､消防水利の多様化を図るとともに､その適正な配置に努める｡ 
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2.消火用資機材等の整備 

町及び消防機関は､軽可搬式消防ﾎﾟﾝﾌﾟ等の資機材の整備に努めるとともに､林野火災の際には､その

機能が十分発揮されるよう点検整備を実施する｡ 

県は､空中消火用資機材の整備に努めるとともに､消防機関と協議の上､適正な分散配置に努める｡ 

 

3.林野火災用防災ﾏｯﾌﾟの作成 

町､県及び消防機関は､林野火災発生時に､迅速かつ的確な消火活動ができるよう､消防用車両が通行

可能な林道や防火水槽などを図示した林野火災用防災ﾏｯﾌﾟの作成に努める｡ 

 

4.空中消火の実施体制の整備 

(1) 町及び消防機関 

町及び消防機関は､｢大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱｣に基づき､又は自衛 

隊の災害派遣によるなど､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空中消火を実施する場合は相互に連携し､迅速かつ的確に 

できるよう､あらかじめ次の体制の確立に努めておくものとする｡ 

① 現場における統轄的指揮体系 

② 空中消火資機材の補給体制 

ｱ 補給基地及び臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄの確保 

ｲ 空中消火用資機材の点検及びその搬送体制の整備 

ｳ 必要人員の把握 

③ 補給基地及び臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄにおける安全の確保対策 

(2) 県 

県は､空中消火用資機材の搬送体制及び搬送の指示伝達ﾙｰﾄ等について定めておく｡ 

また､臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄの選定及び空中消火資機材の搬送状況について自衛隊との連絡調整が迅速かつ 

的確に行えるよう､あらかじめ連絡窓口､連絡方法等を取り決めておく｡ 

 

第4項 避難･収容体制の整備 

町は､避難所の指定及び町民への周知並びに避難場所の整備に努めるとともに､避難誘導体制の整備

に努める｡ 

1.避難所の指定等 

(1) 避難所の指定及び周知 

町は､公共的施設等を対象に､その管理者の同意を得た上で､あらかじめ避難場所を指定し､ 町民

への周知徹底に努める｡ 

(2) 避難所の機能の強化 

町は､あらかじめ指定した避難場所の機能の強化を図るため､次の対策を進める｡ 

対策に当たっては､高齢者､障がい者等の要配慮者､男女双方の視点並びに家庭動物を連れて避難

する人がいることなど地域の実情に応じて居住空間に配慮する必要がある｡ 

ｱ 必要に応じ換気､照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備 

ｲ 非常用電源､衛星携帯電話等の通信機器､空調､就寝ｽﾍﾟｰｽ､更衣室､仮設ﾄｲﾚ(洋式ﾄｲﾚが望まし 

い)､ﾏｯﾄ､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ､貯水槽､井戸等のほか､多機能ﾄｲﾚなど要配慮者にも配慮した避難の実施に 
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必要な施設･設備の整備 

ｳ ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整備 

ｴ 避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保｡及び食料､飲料水､常備薬､炊き出し用具､ 

毛布等避難生活に必要な物資の備蓄･供給体制の確立 

ｵ 飲料水の給水体制の整備 

ｶ 支援者等の駐車ｽﾍﾟｰｽの確保 

(3) 避難場所の管理運営体制の整備 

町は､避難場所の管理運営を円滑に実施するため､県が策定した｢避難所ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣及び｢避難 

所運営ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾓﾃﾞﾙ｣等に基づき､避難所の開設手順や避難者の受入方法､運営組織等の必要な事項 

について､運営ﾏﾆｭｱﾙ等あらかじめ定め､訓練を実施するものとする｡ 

 

2.避難誘導体制の整備 

町は､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し､安否確認を行うため､自治会､自

主防災組織民生委員･児童委員､介護保険事業者､障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の多様な主体の

協力を得ながら､平常時から､避難行動要支援者の情報の把握･共有､避難誘導体制の整備を図る｡ 

さらに､避難誘導にあたっては､避難路や避難所等を含め地域の実情に詳しくない旅行者等の一時滞

在者がいることに配慮する必要がある｡ 

 

第2節 災害応急対策計画 

第1項 林野火災警戒活動 

県から火災気象通報を受けた場合には､町及び消防機関は､必要に応じ林野火災防止のための警戒活

動を行う｡ 

 

1.県 

県は､佐賀地方気象台から火災気象通報を受けた場合には､県防災行政無線の自動一斉指令等によ

り､直ちに市町及び消防機関に通報する｡ 

 

2.町 

町は､火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が林野火災の予防上危険であると認めるときは､必

要に応じ火災に関する警報を発令するとともに､警報が解除されるまでの間､火災予防条例で定める火

の使用を制限する｡ 

また､防災行政無線､広報車等により､入山者等に周知徹底を図る｡ 

 

3.消防機関 

消防機関は､火災に関する警報が発令された場合､消火用資機材等の準備を行うとともに､ﾊﾟﾄﾛｰﾙに

より入山者等への注意の喚起を図る｡ 

 

第2項 活動体制の確立 

町､県､森林管理署､その他防災機関は､林野火災発生時において､その責務と処理すべき業務を遂行

するため災害対策本部等を設置し､必要な職員を動員配備する等の活動体制を確立する｡ 
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《活動体制と配備基準》 

組 織 配備基準 発令者 

災害情報連絡室 

(ｱ) 焼損面積が5ha以上と推定される場合 

(ｲ) 住家等へ延焼するおそれがある場合 

(ｳ) その他林野火災に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害警戒本部 

(ｱ) 焼損面積が10ha以上と推定される場合 

(ｲ) 火災により3人以上の死者又は死者及び負傷者の合計が10人以

上生じた場合 

(ｳ) 火災の状況､気象状況及び火災現場の地形等から判断して空中

消火を必要とする場合 

(ｴ) 集落等へ延焼し､又は延焼のおそれがある等社会的に影響度が

高い場合 

(ｵ) その他林野火災に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害対策本部 

(ｱ) 焼損面積が20ha以上に達すると推定される場合 

(ｲ) 多数の死傷者が発生し､又は発生するおそれがある場合 

(ｳ) その他林野火災に関し､必要と認める場合 

町 長 

 

1.町 

(1) 災害情報連絡室 

① 設置基準 

林野火災が発生し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長(不在の時は､農村整備課長)が必 

要と認める場合｡ 

ｱ 焼損面積が5ha以上と推定される場合 

ｲ 住家等へ延焼するおそれがある場合 

ｳ その他林野火災に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関等との連絡

調整 

③ 構成 

災害情報連絡室長は､総務課長をもって充て､総務課､農村整備課及び情報収集が必要となる課 

並びに関係現地機関で構成する｡ 

④ 配備要員 

災害情報連絡室の要員として､総務課長が定める者｡ 

(2) 災害警戒本部 

① 設置基準 

林野火災が拡大し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長が必要と認める場合｡ 

ｱ 焼損面積が10ha以上と推定される場合 

ｲ 火災により3人以上の死者又は死者及び負傷者の合計が10人以上生じた場合 

ｳ 火災の状況､気象状況及び火災現場の地形等から判断して空中消火を必要とする場合 
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ｴ 集落等へ延焼し､又は延焼のおそれがある等社会的に影響度が高い場合 

ｵ その他林野火災に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害対策に関する諸情勢等の連絡､防災機関の所掌事務に応じた災害応急対策実施状況等の 

相互連絡及び調整に関すること｡ 

③ 構成 

災害警戒本部長は､総務課長をもって充て､総務課､農村整備課､各本部連絡員所属部署及び 

情報収集･災害応急対策が必要となる課で構成する｡ 

④ 配備要員 

災害警戒本部の要員として､災害警戒本部を構成する各課の長が､所属職員の中からあらかじ 

め定める者｡ 

(3) 災害対策本部 

① 設置基準 

延焼拡大により林野火災が広範囲にわたり､次のいずれかに該当し､町長(不在の時は､副町長､ 

総務課長の順)が必要と認める場合｡ 

ｱ 焼損面積が20ha以上に達すると推定される場合 

ｲ 多数の死傷者が発生し､又は発生するおそれがある場合 

ｳ その他林野火災に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

林野火災応急対策の実施 

③ 設置場所 

総務課に置く｡ 

④ 指揮命令系統 

町長が不在または事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令系統を 

確立する｡ 

⑤ 組織 

風水害編編第3章第1節第1項《白石町災害対策本部組織図》に準ずる｡ 

⑥ 配備要員 

災害対策本部において情報収集､連絡､救助･救急､医療､消防､広報その他応急対策等に関する 

業務に必要な配備要員は､各対策部長が対策部の職員のうちから､別に定める｡ 

⑦ 配備要員の参集 

配備要員は､災害対策本部の設置の伝達を受けた場合又はこれを知った場合は､災害応急対策 

活動に従事するため､直ちに登庁し､所定の場所で配備につくものとする｡ 

⑧ 県との連携 

県において､災害警戒本部又は災害対策本部等が設置された場合には､連絡調整を緊密に行い､ 

 連携を図る｡ 
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2.その他防災機関 

その他防災機関は､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基づき､活動体制を 

確立する｡ 

 

3.森林所有者 

森林所有者は､県､県警察､町及び消防機関との連携を図り､初期対応､情報連絡等の協力に努める｡ 

 

第3項 災害情報の収集･連絡､報告 

町､県､県警察､森林管理署､消防機関､自衛隊その他防災機関は､林野火災が発生した場合において､

応急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収集し､また､関係機関相互で連絡す

る手段や体制を確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調整のための職員を相互に派遣するこ

と､災害対策本部長の求めに応じて情報の提供､意見の表明を行うことなどにより､情報 共有を図る

よう努めるものとする｡ 

収集した情報を関係機関相互に迅速､的確に連絡するものとする｡ 

町及び県は､法令等に基づき被害状況等を国に報告する｡ 

 

1 林野火災発生時等の情報連絡ﾙｰﾄ 

(1) 県への即報基準に該当する林野火災が発生した場合 
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佐賀森林管理署 

農 林 事 務 所 

森 林 整 備 課 
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 (2) 災害情報連絡室の設置以降(焼損面積が概ね5ha以上) 
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 (3) 林野火災拡大時(災害警戒本部又は災害対策本部設置の場合) 
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2.災害情報の収集･連絡 

(1) 災害情報の種類 

防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

[第1段階]緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

ｱ 火災発生時刻､発生場所(地図上に明記) 

ｲ 概括的被害情報(火災による延焼面積等の状況､現場の気象状況､火勢等) 

ｳ 火勢に対する消防力の状況 

ｴ 気象条件等から予測される延焼方向 

ｵ 周辺の人家等の状況及びその予測される影響 

[第2段階]災害情報 

ｱ 応急対策に必要な情報 

(ｱ) 林道等の進入路､水利の状況､その他防ぎょ活動に必要な事項 

(ｲ) 人的被害状況(火災発生地での死傷者数) 

(ｳ) 搬送先の医療機関名及び搬送負傷者等の数 

(ｴ) 医療機関からの情報(負傷者等の氏名及びその症状) 

(ｵ) 町民等の避難状況及び避難場所 

ｲ 応急対策活動情報 

(ｱ) 災害対策本部等の設置状況 

(ｲ) 応急対策の活動状況 

(2) 災害情報の収集･連絡 

防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡ 

特に､災害の程度を早期に把握するために必要な緊急災害情報の迅速な収集･連絡に努める｡ 

① 町及び消防機関の情報収集と連絡 

町及び消防機関は､災害の状況を把握し､その状況を速やかに県に連絡する｡ 

② 防災機関等の情報収集と連絡 

防災機関等は､災害情報の収集に努めるとともに､収集した災害情報を､県(災害対策本部等) 

に対し連絡する｡ 

また､必要に応じ､他の防災機関等に連絡するものとする｡ 

 

3.県､国への被害状況等の報告 

(1) 県への報告 

町は､林野火災が発生した場合､災害対策基本法､火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け 

消防災第267号)及び林野火災時における対応について(平成8年4月25日付け消第158号)に基づき､ 

県に対し報告を行うほか､次のいずれかの基準に該当する場合又は町が必要と認めるときは､即報 

を行うとともに､その後状況の変化に応じて随時報告する｡ 

[即報基準] 

ｱ 焼損面積が1ha以上と推定される場合 

ｲ 火災による死者又は負傷者が生じた場合 

ｳ 住家等へ延焼するおそれがある場合 
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(2) 県から国への報告 

県は､林野火災が発生した場合は､火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号) 

及び林野火災速報について(平成3年3月29日付け3-9)に基づき､国に対し被害状況等の報告を行う｡ 

[国への即報(速報)基準] 

ｱ 消防庁への即報基準 

(ｱ) 一般基準 

a 死者3人以上生じたもの 

b 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの 

(ｲ) 個別基準(林野火災) 

a 焼損面積10ha以上と推定されるもの 

b 空中消火を要請したもの 

c 住家へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

ｲ 林野庁への速報基準 

a 焼損面積(10ha以上のもの) 

b 人身事故を伴ったもの 

c 住家等施設焼失を伴ったもの 

d 重要な森林(保安林､自然公園等)で､県が特に必要と認めたもの 

 

第4項 消火活動 

林野火災が発生した場合は､迅速かつ的確に消火活動を実施する｡ 

 

1.現場指揮本部の設置 

町及び消防機関は､火災現場の全体が把握できる場所に効果的な消火活動を行うために､現場指揮本

部を設置し､次の活動を実施する｡ 

(1) 消火活動に関する指揮 

(2) 自衛隊などの関係機関との連絡調整 

(3) 延焼面積や延焼方向などの情報収集 

(4) その他消防活動に必要な措置 

 

2.地上における消火活動 

(1) 火災防ぎょ活動 

町及び消防機関は､地上における火災防ぎょ活動を行う場合､迅速に地形の高低､勾配､植生の 

状況､道路又は進入路の有無及び水利の状況等を把握し､その状況から判断して防ぎょ活動を実施 

する｡ 

  (2) 安全管理 

町及び消防機関は､火災現場において細心の注意を払い､事故の未然防止に努めなければならな

い｡ 
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(3) 残火処理 

町及び消防機関は､焼失面積が広範囲で詳細な点検が難しいなどの林野火災の特性に着目し､残 

り火による火災発生が生じないように努める｡ 

 

3.空中消火活動 

(1) 空中消火の実施の決定 

町及び消防機関は､林野火災の状況が次の基準に該当し､必要と認めた場合は､現場指揮本部と十 

分に調整し､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空中消火の要請を決定する｡ 

① 地形等の状況により､地上の防ぎょ活動が困難な場合 

② 火災規模に対して､地上の防ぎょ能力が不足又は不足すると判断される場合 

③ 人命の危険､人家等への延焼の危険その他重大な事態を避けるため必要と認められる場合 

④ 火災の状況から判断して､初期消火時点での空中消火が延焼防止のために極めて有効である 

と認められる場合 

(2) 応援要請 

① 町及び消防機関 

町及び消防機関は､空中消火の要請を決定した場合は､速やかに次の措置を講じる｡ 

ｱ 県に対し､自衛隊の災害派遣の要請を要求する｡ 

ｲ 県に対し､｢大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱｣に基づく応援要請を 

行う｡ 

② 県 

県は､自衛隊の災害派遣の要請又は｢大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱｣  

に基づく応援の要請を受け､必要と認めた場合は､直ちに自衛隊又は消防庁に対し要請を行う｡ 

 (3) 空中消火の実施 

① 町及び消防機関 

町及び消防機関は､空中消火の実施が決定した場合には､速やかに次の措置を講じる｡ 

ｱ 補給基地及び臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄについて､県及び自衛隊等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ運用機関と協議の上で 

決定する｡ 

ｲ 散布液の注入作業等に必要とする要員を確保する｡ 

ｳ 空中消火用資機材を補給基地へ搬送する｡ 

ｴ 空中消火用資機材が不足する場合は､県に対し調達を要請する｡ 

② 県 

県は､町及び消防機関から空中消火用資機材の調達の要請を受けた場合又は自ら必要と認め 

た場合は､他の消防機関に対し､保管している空中消火用資機材を空中消火活動の拠点となる補 

給基地へ輸送するよう要請する｡ 

また､火勢等の状況から､空中消火用資機材が不足又は不足するおそれがある場合は､隣県等 

に資機材の提供及び輸送を要請する｡ 

③ ﾍﾘｺﾌﾟﾀ-運用機関 

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ運用機関は､県､市町及び消防機関と連携を図りながら空中消火活動を実施する｡ 
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第5項 警戒区域の設定 

警戒区域の設定を実施する町長は､林野火災により被害が周辺町民等に及ぶおそれがある場合には､

迅速に警戒区域を設定し､周辺町民や入山者の安全確保を図る｡ 

 

第6項 避難･収容対策 

町長は､避難の指示を実施した者又はその者が属する機関は､林野火災が拡大し､町民等に被害を及

ぼすおそれがある場合において､町民等の人命､身体を災害から保護するため､特に必要があると認め

るときは､災害対策基本法等に基づき､避難のための措置をとるものとする｡ 

避難措置にあたっては､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者等に十分配慮し､必要に応じ早目の

避難指示を実施する｡ 

また､避難の指示を受けた町民等は､勧告･指示の内容に従って避難するものとする｡ 

 

1.避難の指示の内容 

避難の指示を実施する者は､次の内容を明示して行う｡ 

(1) 避難対象地域 

(2) 避難の指示をする理由 

(3) 避難先及び避難経路 

(4) 避難時の留意事項等 

 

2.関係機関への連絡及び町民への伝達 

(1) 関係機関への連絡 

町長は､避難指示を実施した内容を関係機関(消防機関､県､県警察､自衛隊)に対して連絡する｡ 

  (2) 町民への伝達 

町及び避難の指示を実施した者又はその者が属する機関は､関係機関の協力を得て､次の方法等 

あらゆる手段を活用し､迅速に当該地域の町民等に対して伝達し､その周知徹底を行う｡ 

① 防災行政無線 

② 広報車 

③ ｻｲﾚﾝ 

④ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの放送 

⑤ 携帯電話等のﾒｰﾙ(緊急速報ﾒｰﾙ(株式会社NTTﾄﾞｺﾓが提供するｴﾘｱﾒｰﾙ､KDDI株式会社及び 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社が提供する緊急速報ﾒｰﾙ等をいう｡以下同じ｡)､防災ﾈｯﾄあんあん等) 

⑥ その他実情に即した方法(FAX､町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS等) 

 

3.避難誘導 

町は避難の指示を発令した場合､迅速かつ的確に避難誘導を行う｡ 

避難誘導にあたっては､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を優先して行う｡ 

また､旅行者などの一時滞在者は､避難経路や避難場所等を含め地域の実情に詳しくないため､誘導

にあたっては配慮した対応を行う｡ 
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4.町民等の避難 

避難の指示が実施された場合は､その対象となった町民等は､勧告･指示の内容に従い､各自自ら避難

することを原則とする｡ 

ただし､避難行動要支援者等自力で避難することが困難な者については､町が事前に定めた援助者が

避難を支援するものとし､関係機関と協力して車両等を準備し､援助するものとする｡ 

 

5.自主避難への対応 

 避難の指示が実施される以前に､町民が自主的に避難を行う場合には､町は､求めに応じ､避難先をあ

っせんするなど適切な措置を講じるとともに､関係機関に対し､このことを連絡する｡ 

 

6.避難所の開設 

町は､避難場所に避難した避難者等について､火災の長期化又は住家の消失等により必要があると認

めた場合は､防災計画に基づき､避難所を開設する｡ 

 

7.避難所の運営 

町は､避難所の適切な運営管理を行うものとする｡ 

運営にあたっては､食料､飲料水及び寝具等の配布､情報提供､避難者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保等を図るとと

もに､町民による自主運営組織の結成を支援し､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや防災関係機関等の協力も得て､良好な生活環

境の維持に努める｡ 

特に､高齢者､障がい者等の要配慮者については､福祉施設職員等の応援によるｹｱ保健医療ｽﾀｯﾌによ

る健康状態の把握や､手話通訳者の配置等情報提供の方法等に配慮するものとする｡ 

 

第7項 二次災害の防止 

町､県､森林管理署は､林野火災により流域が荒廃した地域の下流部において､土石流等の二次災害の

発生の防止に努める｡ 

町及び県は､降雨等による二次的な土砂災害防止のため､土砂災害等の危険箇所の点検を行い､その

結果､危険性が高いと判断された箇所については､周辺町民に対し､その旨周知するとともに､速やかに

応急対策を講じる｡ 

 

第3節 災害復旧計画 

第1項 災害復旧活動 

町､県､森林管理署は､林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくりへの改良復旧に努める｡ 
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第4章 海上災害対策 

この海上災害対策計画は､船舶の衝突､転覆及び火災等の海難の発生による多数の死傷者等の発生､

又は船舶からの油の大量流出による著しい海洋汚染や火災等の発生(以下｢海上災害｣という｡)におけ

る人命の確保及び被害の拡大防止･軽減を目的として､防災機関及び海上運送事業者等(海上運送事業

者､石油事業団体及びその他の民間事業者をいう｡以下同じ｡)が処理すべき対策について特記すべき事

項を記述する｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 海上災害防止活動の推進 

県､三池海上保安部､九州運輸局佐賀運輸支局唐津庁舎及び九州地方整備局唐津港湾事務所は､海上

における災害の防止を図るため､海上事故防止活動の推進に努める｡ 

 

1.海上災害防止思想の普及 

三池海上保安部は､海上災害防止に関する知識･技能の習得を図るための訪船指導や海難防止講習会

等を行うことにより､海上災害防止思想の普及に努める｡ 

 

2.船舶の安全な運航の確保 

九州運輸局佐賀運輸支局唐津庁舎は､海上運送事業者等に対し､発航前検査の励行､航海当直体制の

確保及び船内巡視制度の確立等の運航管理について指導を行い､船舶の安全な運航の確保に努める｡ 

 

3.船舶の安全性の確保 

九州運輸局佐賀運輸支局唐津庁舎は､危険物運搬船等の構造及び設備等の検査の実施に際し､必要な

指導等を行うことにより船舶の安全性の確保に努める｡ 

海上保安部は､走錨等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域等において､監視体制の強化

を図るとともに､必要に応じて､巡視船艇による指導､船舶交通の規制を行うものとする｡ 

 

4.海上交通環境の整備 

県及び九州地方整備局唐津港湾事務所は､海上交通の安全性の向上のため港湾の整備に努める｡ 

 

第2項 消火活動体制の整備 

町､三池海上保安部及び消防機関は､海上火災の発生に備えた消火用資機材等の整備等による消火活

動体制の整備に努める｡ 

 

1.消火用資機材等の整備 

三池海上保安部は､消防設備を有する船艇及び資機材の整備に努める｡ 

町及び消防機関は､消火用資機材等の整備に努める｡ 

 

2.消火活動にかかる連携の強化 

三池海上保安部及び消防機関は､船舶火災に関し協定等の締結を推進し､必要に応じて入港船舶の危

険物積載の状況､化学消火剤の備蓄状況など必要な資料及び情報を常時相互に交換するなど連携の強
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化に努める｡ 

 

第3項 油の大量流出時における防除資機材等の整備 

町､県､三池海上保安部､九州地方整備局唐津港湾事務所､消防機関､海上運送事業者等その他防災機

関は､各々必要に応じて､油が大量に流出した場合に備えて､船艇､ｵｲﾙﾌｪﾝｽ､油回収装置､油処理剤及び

油吸着ﾏｯﾄなどの資機材等の整備に努める｡ 

また､町､県､三池海上保安部等は､防災機関等の資機材の保有状況を把握するとともに､必要に応じ

情報交換を行う｡ 

 

第4項 流出油の防除に関する協議会の会員の連携強化 

有明海排出油防除協議会は､大量の流出油事故に迅速な対応ができるよう､会員が有する資機材等に

ついての情報交換､流出油防除に関する調査研究及び訓練の実施等により会員の連携強化に努める｡ 

 

第5項 二次災害の防止活動体制の整備 

三池海上保安部は､海上災害が発生した場合､現場付近の船舶による新たな事故等の二次災害の発生

を防止するため､船舶の航行制限･禁止､避難誘導等の措置及び航行中の船舶に対し迅速な周知活動を

行う体制の整備に努める｡ 

町､県警察及び消防機関は､係留中の船舶等に火災､爆発､油流出等の海上災害が発生した場合､二次

災害の発生を防止するため､付近町民への迅速な周知活動並びに避難誘導を行う体制の整備に努める｡ 
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第2節 災害応急対策計画 

第1項 活動体制の確立 

町､県､三池海上保安部､事故の原因者その他防災機関は､海上災害が発生し､又は発生するおそれが

ある場合において､その責務と処理すべき業務を遂行するため､災害対策本部等を設置し､必要な職員

を動員配備する等の活動体制を確立する｡ 

 

《活動体制と配備基準》 

組 織 配備基準 発令者 

災害情報連絡室 

(ｱ) 町海域を航行中又は係留中の客船等において火災､爆発等の事

故が発生した場合 

(ｲ) 町又は近隣の海域で､大量の油流出事故が発生した場合 

(ｳ) その他海上災害に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害警戒本部 

(ｱ) 救助を要する者が多数発生した場合 

(ｲ) 大量の油流出事故が発生し､流出油の漂流進路予測等から県沿

岸に流出油が漂着し又はそのおそれがあるなど､相当な被害が予想

される場合 

(ｳ) その他海上災害に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害対策本部 

(ｱ) 客船の事故等により多数の死傷者が発生し､又はそのおそれが

ある場合 

(ｲ) ﾀﾝｶｰの事故等により大量の流出油が県沿岸の広範囲に漂着す

るなどその防除に相当な期間を要すると認められ､県が総合的な

対策を講じる必要がある場合 

(ｳ) その他海上災害に関し､必要と認める場合 

町 長 

 

1.町 

(1) 災害情報連絡室 

① 設置基準 

海上災害が発生し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長(不在の時は､農村整備課長)が 

必要と認める場合｡ 

      ｱ 町海域を航行中又は係留中の客船等において火災､爆発等の事故が発生した場合 

      ｲ 町又は近隣の海域で､大量の油流出事故が発生した場合 

      ｳ その他海上災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関等との 

連絡調整 

③ 構成 

災害情報連絡室長は､総務課長をもって充て､総務課､農村整備課及び情報収集が必要となる 

課で構成する｡ 
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④ 配備要員 

災害情報連絡室の要員として､総務課長及び関係課長が定める者｡ 

(2) 災害警戒本部 

① 設置基準 

海上災害の発生又はその拡大により､次のいずれかに該当する場合で､総務課長(不在の時は､  

農村整備課長)が必要と認める場合｡ 

ｱ 救助を要する者が多数発生した場合 

ｲ 大量の油流出事故が発生し､流出油の漂流進路予測等から町沿岸に流出油が漂着し 

又はそのおそれがあるなど､相当な被害が予想される場合 

ｳ その他海上災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害対策に関する諸情勢等の連絡､防災機関の所掌事務に応じた災害応急対策実施状況等の 

相互連絡及び調整 

③ 構成 

災害警戒本部長は､総務課長をもって充て､総務課､農村整備課及び各本部連絡員所属部署 

及び情報収集･災害応急対策が必要となる課並で構成する｡ 

総務課長が不在のときは､農村整備課長が代理する｡ 

④ 配備要員 

災害警戒本部の要員として､災害警戒本部を構成する各課の長が､所属職員の中からあらかじ 

め定める者｡ 

(3) 災害対策本部 

① 設置基準 

次のいずれかに該当する海上災害が発生した場合で､町長(不在の時は､副町長､総務課長の順) 

が必要と認める場合｡ 

ｱ 客船の事故等により多数の死傷者が発生し､又はそのおそれがある場合 

ｲ ﾀﾝｶｰの事故等により大量の流出油が町沿岸の広範囲に漂着するなどその防除に相当な 

期間を要すると認められ､町が総合的な対策を講じる必要がある場合 

ｳ その他海上災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

海上災害応急対策の実施 

③ 設置場所 

総務課に置く｡ 

④ 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令系統を  

確立する｡ 

⑤ 組織 

風水害編編第3章第1節第1項《白石町災害対策本部組織図》に準ずる｡ 
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⑥ 配備要員 

災害対策本部において情報収集､連絡､救助･救急､医療､消防､広報その他応急対策等に関する 

業務に必要な配備要員は､各対策部長が対策部の職員のうちから､別に定める｡ 

⑦ 配備要員の参集 

配備要員は､災害対策本部の設置の伝達を受けた場合又はこれを知った場合は､災害応急対策 

活動に従事するため､直ちに登庁し､所定の場所で配備につくものとする｡ 

⑧ 県との連携 

県において､災害警戒本部又は災害対策本部等が設置された場合には､連絡調整を緊密に行 

い､連携を図る｡ 

 

2.海上保安部 

海上保安部は､事故発生後速やかに､防災業務計画及び排出油防除計画等に基づき災害対策本部等の

体制を確立し､災害の拡大防止のための必要な措置を講じる｡ 

 

3.事故の原因者 

事故の原因者は､事故発生後､速やかに災害の拡大防止のための必要な措置を講じるとともに､職員

の非常参集､情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする｡ 

 

4.その他防災機関 

その他防災機関は､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基づき､活動体制を

確立する｡ 

 

第2項 災害情報の収集･連絡､報告 

町､県､県警察､海上保安部､消防機関､事故の原因者その他防災機関は､海上災害発生時において､応

急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収集し､収集した情報を関係機関相互

に迅速､的確に連絡するものとする｡ 

町及び県は､法令等に基づき被害状況等を国に報告する｡ 

 

1.災害情報の収集･連絡 

(1) 災害情報の種類 

防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

[第1段階]緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

ｱ 事故発生時刻､発生場所 

ｲ 概括的被害情報(船舶の規模､種類､破損状況等) 

ｳ 事故に遭った船舶名及び船舶会社 

ｴ 乗客人員数及び乗組員数 

ｵ 油の流出状況等 

(ｱ) 船体破損部等の油流出箇所の状況 

(ｲ) 流出油の種類及び性状並びに積載量及び積載状況 
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(ｳ) 流出油の推定量 

(ｴ) 流出油の漂流状況 

(ｵ) 付近海域における気象･海流等の状況 

[第2段階]災害情報 

ｱ 応急対策に必要な情報 

(ｱ) 人的被害状況(死傷者数､行方不明者数) 

(ｲ) 搬送先の医療機関名及び搬送負傷者等の数 

(ｳ) 医療機関からの情報(負傷者等の氏名及びその症状) 

(ｴ) 油の流出､漂流及び漂着状況 

a 流出油の推定量及び引き続き流出するおそれの有無 

b 流出油の漂流予測 

c 流出油の海岸等への漂着のおそれの有無及び予測時間 

(ｵ) 流出油による水産資源及び環境への影響 

ｲ 応急対策活動情報 

(ｱ) 災害対策本部等の設置状況 

(ｲ) 応急対策の活動状況 

(2) 災害情報の収集･連絡 

防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡ 

特に､被害の程度を早期に把握するために必要な緊急災害情報の迅速な収集･連絡に努める｡ 

① ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ等による緊急災害情報の収集 

県は､早期に被害の概要を把握するため､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ(県警察ﾍﾘｺﾌﾟﾀ-のほか､必要に応じて第七 

管区海上保安本部､自衛隊及び他県へ応援要請)等による画像情報を含む緊急災害情報を収集 

するものとする｡ 

また､職員を海上保安部に派遣し被害の状況の把握に努めるとともに､派遣された職員は､ 

その状況を速やかに県(危機管理防災課｢総括対策部総括班｣)へ報告するものとする｡ 

② 事故の原因者の情報収集と連絡 

事故の原因者は､速やかに被害状況を把握し､海上保安部及びその他関係機関に対し連絡 

する｡ 

③ 防災機関等の情報収集と連絡 

防災機関等は､災害情報の収集に努めるとともに､収集した災害情報を､次により県(災害 

対策本部等)に対し連絡する｡ 

また､必要に応じ､他の防災機関等に連絡するものとする｡県は､防災機関等から連絡があっ 

た災害情報及び自ら収集した災害情報について､必要に応じ､他の防災機関等に連絡する｡ 

 

2.県､国への被害状況等の報告 

町及び消防機関は､海上災害が発生した場合は､災害対策基本法､災害報告取扱要領(昭和45年4月10

日付け消防防第246号)及び火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に基づき､県

に被害状況等を報告し､県は国に対して報告を行う｡ 
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第3項 救助･救急活動 

町､県､県警察､海上保安部､消防機関及び自衛隊は､海上災害が発生した場合には､相互に協力し､迅

速かつ的確な救助･救急活動を実施する｡ 

 

1.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は海上保安部､消防機関若しくは町から応援を求められた場合は､救

助･救急活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

(1) 県の所有する船舶による救助を行う｡ 

(2) 他の市村に対し､応援を指示する｡ 

 (3) 消防庁に対し､広域航空消防応援及び緊急消防援助隊の出動を要請する｡ 

 

2.県警察 

県警察は､他の防災機関と協力して､次の活動を迅速かつ的確に行う｡また､必要に応じ､他の都道府

県警察に対し､警察災害派遣隊の派遣を要請する｡ 

(1) 被災者の救助･救護 

(2) 行方不明者の捜索 

 (3) 救助･救急活動に必要な交通規制及び交通整理･誘導 

 

3.海上保安部 

海上保安部は､海上災害が発生した場合は､巡視船艇等を出動させ､救助･救急活動を実施する｡ 

また､必要に応じ､佐賀県水難救済会に対し､出動を要請するほか､第七管区海上保安本部に対し､航空

機の出動､巡視船艇の増援を要請する｡ 

 

4.町及び消防機関 

町及び消防機関は､海上保安部からの通報を受けた場合､救助者の引渡し場所等を確認し､負傷者等

について､引渡し場所から医療機関(救護所を含む)への搬送活動を実施する｡ 

消防機関は､負傷者等の搬送にあたっては､救命措置を要する者又はﾄﾘｱｰｼﾞによる重傷者を優先す

る｡ 

消防機関は､救急医療情報ｼｽﾃﾑ等を活用して､搬送先の医療機関の負傷者等の受入れ可否等の情報を

把握する｡ 

 

5.自衛隊 

自衛隊は､知事又は第七管区海上保安本部長からの災害派遣要請に基づき､他の防災機関と協力し

て､救助･救急活動を実施する｡ 

 

第4項 消火活動 

 町､県､海上保安部､消防機関､事故の原因者及び海上災害防止ｾﾝﾀｰは､海上火災が発生した場合には､

相互に協力し､迅速かつ的確な消火活動を実施する｡ 
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1.県 

県は､海上保安部からの通報を受けて必要と認めた場合又は消防機関若しくは市町から応援を求め

られた場合は､消火活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

(1) 他の市町に対し､応援を指示する｡ 

(2) 消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動を要請する｡ 

 

2.海上保安部 

海上保安部は､船舶において火災等による海上災害が発生した場合には､巡視船艇等の出動による消

火活動を実施し､必要な場合は､第七管区海上保安本部に対し､航空機の出動､巡視船艇等の増援を要請

する｡ 

また､係留中の船舶又は入渠中の船舶に火災等が発生した場合には､消防機関と協力して､消火活動

を実施する｡ 

 

3.町及び消防機関 

町及び消防機関は､係留中の船舶又は入渠中の船舶に火災等が発生した場合には､海上保安部と協力

し､迅速に消火活動を実施する｡ 

また､海上航行又は沖合停泊中の船舶において火災等の海上災害が発生した場合は､可能な限り海上

保安部と協力して消火活動の実施に努める｡ 

4.事故の原因者及び海上災害防止ｾﾝﾀｰ 

事故の原因者は､海上火災が発生した場合は､直ちに消火及び延焼防止のための応急措置を講じると

ともに､海上火災の現場付近にある船舶に対し注意を喚起するための措置を講じる｡ 

海上災害防止ｾﾝﾀｰは､船舶所有者等からの委託に基づいて､消火活動を実施する｡ 

 

第5項 二次災害の危険防止活動 

海上保安部は､海上災害により船舶交通に危険が生じ､又は生じるおそれがあるときは､速やかに航

行警報等必要な措置を講ずるとともに､必要に応じて船舶交通の整理､指導を行う｡ 

また､事故の原因者に対し､船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずることを

命じ､又は勧告する｡ 

県警察及び消防機関は､係留中の船舶に火災､爆発等の海上災害が発生した場合には､速やかに付近

の危険物施設への引火防止措置､火気の使用禁止措置及びその周知､立入禁止区域の設定並びに町民等

への避難の周知及び誘導などの二次災害の防止活動を実施する｡ 

 

第6項 大量の流出油等に対する防除･回収活動 

県､県警察､海上保安部､町､消防機関､自衛隊､事故の原因者､流出油の防除に関する協議会､海上災害

防止ｾﾝﾀｰ､海岸管理者､港湾管理者､漁港管理者､河川管理者その他防災機関は､大量の流出油に対し､迅

速かつ的確な防除･回収活動を実施する｡ 
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1.海上における防除活動 

(1) 県 

県は､海上保安部から要請を受けた場合又は自ら必要と認めた場合は､保有しているｵｲﾙﾌｪﾝｽ､ 

油吸着ﾏｯﾄ等の資機材の提供又は調達､あっせんを行うとともに､県所有の船舶による防除活動を 

実施する｡ 

また､必要に応じ､次の措置を講ずる｡ 

① 他の防災機関への協力要請 

② 九州･山口9県災害時相互応援協定に基づく資機材等の応援の要請 

(2) 海上保安部 

① 事故の調査及び分析･評価 

海上保安部は､排出油事故の状況等を迅速に調査し､その調査結果に基づき､次の事項につい 

て分析･評価を行う｡ 

ｱ 流出油の推定量及び引き続き流出するおそれの有無 

ｲ 流出油の漂流予測(拡散方向及び拡散速度) 

ｳ 流出油による被害及び影響の程度 

ｴ 調達可能な流出油防除資機材等及び要員の動員可能数 

ｵ その他の流出油防除活動に必要な諸要件 

② 防除活動の実施 

海上保安部は､事故の原因者に対し､流出油の除去その他必要な措置を指示するとともに､流出 

油の防除に関する協議会等に対し､防除活動のための出動を要請し､巡視船艇等による防除活動 

を実施する｡ 

また､必要に応じて､第七管区海上保安本部に対し､次のことを要請する｡ 

ｱ 流出油防除資機材の供給及び油回収船等の出動 

ｲ 海上災害防止ｾﾝﾀｰへの防除活動の指示 

ｳ 自衛隊に対する災害派遣の要請 

また､特に必要があると認めるときは､関係行政機関の長等に対し流出した油の除去その他 

必要な措置を講ずることを要請する｡ 

(3) 町及び消防機関 

町及び消防機関は､必要に応じ保有している油吸着ﾏｯﾄ､油処理剤等の資機材を提供するなど 

防御活動に努める｡ 

(4) 自衛隊 

自衛隊は､知事又は第七管区海上保安本部長から災害派遣の要請を受けた場合は､他の防災機関 

と協力して､防除活動を実施する｡ 

(5) 事故の原因者及び海上災害防止ｾﾝﾀｰ 

事故の原因者は､直ちに流出した油の拡大防止及び油の流出の防止並びに流出した油の除去のた 

めの応急措置を講ずるものとする｡ 

海上災害防止ｾﾝﾀｰは､海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等からの委託に基づいて､流出油の 

防除措置を実施する｡ 
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(6) 流出油の防除に関する協議会 

流出油の防除に関する協議会会長から出動の要請を受けた協議会会員は､流出油の防除活動に 

協力するものとする｡ 

(7) その他防災機関 

その他防災機関は､油防除資機材等の提供など防除活動に協力する｡ 

 

2.沿岸における防除活動 

(1) 県 

① 回収用資機材の支援 

県は､町から応援を求められた場合又は自ら必要と認めた場合は､県所有のもの及び調達により

資機材を提供するとともに､他の市町村に対する協力要請､九州･山口9県災害時相互応援協定に基

づく応援の要請及びその他防災機関への要請等による支援を行う｡ 

② 漂着油回収作業の支援 

県は､町の回収作業のみでは対処できないと認めた場合は､防災機関などに応援の要請を行う 

とともに､必要に応じ自ら回収作業を実施する｡ 

(2) 県警察 

県警察は､漂着油の回収作業の安全と円滑化を図るため､必要に応じて､次の措置を実施する｡ 

① ﾍﾘｺﾌﾟﾀ-､警備艇による沿岸線付近の漂着油の状況､防除･回収活動等の状況について 

の情報収集 

② 回収作業現場周辺等における立入禁止区域の設定 

③ 災害に対応する要員の集結､資機材の搬入に伴う交通規制の実施及び交通整理 

④ 現場周辺等における警戒活動 

⑤ 雑踏警備活動 

(3) 海上保安部 

海上保安部は､随時､漂着する可能性のある油に関する情報を関係機関へ提供するとともに､防除 

活動を実施する｡ 

(4) 町 

町は､町内の自然環境及び社会環境の保全を図る観点から､必要と認めた場合は､漁業協同組合､ 

町民及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の協力を得ながら､次の防除活動を実施する｡ 

① 地図上に明示した漂着ﾏｯﾌﾟの作成 

② 回収用資機材の試算及びその調達 

③ 作業地区の分担表の作成 

④ その他必要な防除活動 

また､自らの防除活動のみでは対処できないと認める場合は､県及びその他防災機関に応援を要請 

する｡ 

(5) 消防機関 

消防機関は､町と連携し漂着油の回収作業を実施する｡ 

(6) 自衛隊 

自衛隊は､知事又は第七管区海上保安本部長から災害派遣の要請を受けた場合は､他の防災機関と 
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協力して､漂着する可能性のある油及び漂着油の回収作業を実施する｡ 

(7) 事故の原因者､海上災害防止ｾﾝﾀｰ 

事故の原因者及び海上保安庁長官の指示等により出動した海上災害防止ｾﾝﾀｰは､速やかに､県､ 

市町及び防災機関の協力を得ながら､必要な資機材の調達､回収油の一時集積場所の選定､漂着油 

の回収作業を実施する｡ 

(8) 海岸､港湾及び漁港管理者 

海岸､港湾及び漁港管理者は､管理する施設の漂着油に対する防除活動を実施する｡ 

(9) 河川管理者 

河川管理者は､流出油により河川が汚濁し､河川の管理に重大な支障を生じるおそれがある場合 

は､その他防災機関と連携して必要な防除活動を実施する｡ 

(10) その他防災機関 

その他防災機関は､漂着油の防除に関し､各々の機関に応じて必要な措置を講じるとともに､ 

他の機関に対する協力に努める｡ 

 

第7項 回収油の処理活動 

事故の原因者及び海上保安庁長官の指示等により出動した海上災害防止ｾﾝﾀ-は､回収油の収集､運

搬､処分を行う｡ 

県は､事故の原因者及び海上災害防止ｾﾝﾀｰが行う回収油の処理活動について､廃棄物処理基準に従い

適正に行われるよう指導する｡ 

 

第8項 環境影響調査 

町は､県が行う流出油による汚染の状況及び環境生態系への環境影響調査に協力する｡ 

 

第9項 回収作業従事者の健康対策 

町及び県は､必要に応じ相談所及び救護所を設置するなど､健康対策活動を実施する｡ 

 

1.県 

県は､町が行う健康相談活動について指導するとともに､町から要請があった場合又は自ら必要と認

めた場合は､保健師等を派遣する｡ 

また､他の市町に対し､保健師等の派遣を要請する｡ 

 

2.町 

町は､漂着油の回収作業従事者の回収作業の長期化に伴う精神的･肉体的疲労等からの健康状態の悪

化を防止するため､必要に応じ医師､保健師等による健康相談ﾁｰﾑを編成し､相談所の設置又は巡回相談

を実施する｡ 

また､相談所及び救護所の運営にあたっては､地区医師会及び医療機関等に協力を要請し､十分に対

処できない場合は､県に対し､医師､保健師の派遣を要請する｡ 
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第10項 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動対策 

町及び県は､佐賀県(白石町)社会福祉協議会及び日本赤十字社佐賀県支部が行なうﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入活動

調整等するなど環境整備を行う｡ 

 

1.県 

県は､速やかにﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に関する情報提供の窓口を設けるとともに､県･白石町社会福祉協議会､

日本赤十字社佐賀県支部が行うﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ､活動調整等について協力する｡ 

 

2.町 

町は､求められるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの内容､必要人員及び活動場所等被災地のﾆｰｽﾞを把握し､県･佐賀県(白石

町)社会福祉協議会､日本赤十字社佐賀県支部等に対し､情報を提供する｡ 

また､必要に応じ､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動又はその支援活動の拠点となる施設の提供に努める｡ 

 

3.県社会福祉協議会 

 県社会福祉協議会は､救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部を設置し､次の業務を実施する｡ 

(1) 県災害対策本部との連絡･調整 

(2) 全国社会福祉協議会との連絡･調整 

(3) 町の救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事務所との連絡･調整･物資の調達 

(4) 救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集･受入れ･調整 

① 救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集･受付･登録 

② ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入の手続き 

  (5) その他ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に必要な業務 

 

4.佐賀県(白石町)社会福祉協議会 

佐賀県(白石町)社会福祉協議会は､救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事務所を設置し､次の業務を実施する｡ 

 (1) 町災害対策本部との連絡･調整 

 (2) 救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部との連絡･調整 

 (3) 救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集･受入れ･調整 

ｱ 救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集･受付･登録 

ｲ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入の手続き 

 (4) その他ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に必要な業務 

 

5.日本赤十字社佐賀県支部 

日本赤十字社佐賀県支部は､速やかに救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部及び救援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事務所の活動に協力すると

ともに､赤十字災害救護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動調整を行う｡ 
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第11項 油流出事故が発生した場合の補償対策 

町､県及び油流出事故による被害を受けた者は､補償請求に備え､それぞれ自らが実施した流出油の

防除及び清掃等に要した経費の把握並びに写真等の証拠書類の整理を行う｡ 

また､町及び県は､漁業協同組合､観光業者等が行う補償請求について助言を行う｡ 

 

第3節 災害復旧計画 

第1項 漁業･水産関係の復旧 

町及び県は､被害を受けた漁業者及び水産関係団体に対して､その状況に応じた融資制度の活用等に

よる漁業生産の安定対策を講じる｡ 

 

第2項 事後の監視等の実施 

町及び県は､応急対策による措置が終了した後においても､必要に応じ､相互の連携のもと､漂着油の

自然浄化の状況等環境への影響の把握に努める｡ 

特に､油流出事故による沿岸域の生態系等環境への影響は､回復に長期間を要することがあることか

ら､大気､水質及び動植物等への影響の調査を綿密に実施し､環境に配慮しつつ､必要な措置を講じる｡ 
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第5章 大規模火事災害対策 

この大規模火事災害対策計画は､広範囲な火災による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事

の発生(以下｢大規模火事災害｣という｡)における人命の確保及び被害の拡大防止･軽減を目的として､

防災機関が処理すべき対策について特記すべき事項を記述する｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 火災予防思想の普及等 

町及び消防機関は､広報活動､住宅防火対策の推進及び自主防災組織等の育成･充実により町民等へ

の火災予防思想の普及に努めるとともに､消火訓練の実施促進に努める｡ 

県は自主防火組織等に対する研修の充実により町民等への火災予防思想の普及に努める｡ 

 

1.広報活動 

町及び消防機関は､春及び秋の全国火災予防運動等を通じて､次に掲げる手段等により､広く町民等

への火災予防思想の普及に努める｡ 

(1) ﾎﾟｽﾀｰの掲示､ﾁﾗｼ等の配布 

(2) 学校等を通じた生徒､児童等への啓発 

(3) 巡回車による広報 

(4) 広報ﾊﾟﾚｰﾄﾞの実施 

(5) その他情報提供手段の利用 

 

2.宅防火対策の推進 

町及び消防機関は､近年における建物火災による死者のうち､住宅火災の占める割合が多いことから

次の住宅防火に関する火災予防思想の普及に努める｡ 

(1) 独居高齢者宅への家庭訪問による防火指導 

(2) 家庭訪問による住宅防火診断の実施 

(3) 各家庭への防火ﾁﾗｼ等の配布 

(4) 住宅用火災警報器など住宅用防災機器及び防炎製品等の普及の推進 

 

3.自主防災組織等の育成･充実 

(1) 町､消防機関 

町及び消防機関は､事業所の自衛消防組織､幼年消防ｸﾗﾌﾞ､婦人防火ｸﾗﾌﾞ等自主防災組織の育成･ 

充実を図る｡ 

(2) 県 

県は､消防学校において次に掲げる研修を充実させ､防火意識の高揚と防火に関する知識･技術の

向上を図る｡ 

① 自衛消防指導員研修､自衛消防員防災研修 

② 婦人防火ｸﾗﾌﾞ員防災研修 

③ 幼年消防ｸﾗﾌﾞ員防災研修 
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4.初期消火の充実 

町及び消防機関は､全国火災予防運動等を通じて､自衛消防組織及び防火ｸﾗﾌﾞの消火訓練の実施促進

を図るとともに､消防署及び消防団との合同訓練の実施に努める｡ 

また､訓練の際には消火器の取扱いや消火方法等について適切な指導を行い､初期消火の充実に努め

る｡ 

 

第2項 火災に強い街づくりの推進 

町及び県は､大規模火事災害に強い都市づくりを進めるため､都市公園などの公共空間の整備と市街

地の再開発などによる密集市街地の解消を推進する｡ 

 

1.防災空間､防災拠点の整備 

町及び県は､市街地における緊急避難場所や避難路の整備等を推進する｡ 

(1) 緊急避難場所､緑地の整備 

町及び県は､都市公園等の緊急避難場所を計画的に整備し､町民の避難救援活動の拠点となる 

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの確保を推進するとともに､市街地における緑地等の整備により延焼防止のための 

遮断帯の確保を図る｡ 

(2) 町民の避難等に配慮した道路の整備 

町及び県は､町民が安全に避難出来るよう､また消防車両が火災現場に迅速に到着できるよう 

十分な幅員を有する道路の整備を図るとともに､複数ﾙｰﾄによる出入が可能となるよう町内道路の 

総合的･計画的な整備を推進する｡ 

(3) 防火地域等の指定 

町及び県は､建築物が密集しているなど､火災により多くの被害が生じるおそれのある地域に 

ついて､都市計画法に基づく防火地域及び準防火地域の指定を行い､耐火建築物又は準耐火建築 

物の導入に努める｡ 

 

2.都市の再開発の推進 

町及び県は､土地区画整理事業､住宅等建築物の不燃化並びに公園緑地及び街路確保等の事業を推進

することにより､密集地域の解消等を図り､火災に強い都市づくりを推進する｡ 

 

第3項 火災に対する建築物の安全性の確保 

町､県及び消防機関は､火災に対する建築物の安全性の確保を図るため､建築基準法又は消防法に基

づく防火指導に努める｡ 

 

1.建築基準法に基づく防火指導 

町は､建築物の防火性能を確保するため､建築基準法に基づく建築確認に際して､建築物の防火規制

の徹底とその指導に努める｡ 

特に､不特定多数の人が利用する既存の建築物については､適正維持管理のもとに､防火性能を確保

するため､その建築物の所有者等に対する定期的な調査の実施及び保守状況の報告を求め､安全性の確

保を図る｡ 
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2.消防法に基づく防火指導 

消防機関は､建築時において建築物の用途構造等の実態を踏まえ､消防法上の技術的な基準に適合

し､かつ適切な設備が設置されるよう指導を行い､建築物の防火性能の確保に努める｡ 

また､建築物の用途､規模等に応じて､予防査察を計画的に実施するとともに､建築物の所有者等に対

し､消防用施設等の点検及び点検結果の報告の実施について指導することにより､消防用設備等の適正

な機能の維持を図る｡ 

 

3.防火管理者の設置 

消防機関は､学校､病院､工場､事業場及び百貨店等の所有者等に防火管理者を置くよう指導するとと

もに､防火管理者に対しては消防計画の作成や定期的な訓練の実施等を指導する｡ 

 

第4項 消火活動体制の整備 

町及び消防機関は､市街地の火災発生時の消火活動に必要な消防水利の確保､消火用資機材等の整備

等消火活動体制の整備に努める｡ 

県は､消防職員及び消防団員の教養訓練の充実等に努める｡ 

 

1.消防計画の作成 

町は､火災防ぎょ活動の効果的な実施のために､消防計画の作成に努める｡ 

 

2.消防水利の確保 

町及び消防機関は､消火栓､防火水槽の設置に努めるとともに､ﾌﾟｰﾙ､河川等を消防水利に指定するな

ど消防水利の確保に努める｡ 

 

3.消火用資機材等の整備 

町及び消防機関は､消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車､はしご自動車及び小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ等の消防自動車並びに消火用

資機材の整備に努める｡ 

 

4.教養訓練の充実 

県は､消防学校において消防職員及び消防団員の教養訓練の充実を図る｡ 

 

第5項 避難･収容体制の整備 

 町は､避難場所の指定及び避難誘導体制の整備等に努めるとともに､県､森林管理署と協力し､応急住

宅の整備に努める｡ 

1.避難場所及び避難所の指定等 

(1) 避難場所及び避難所の指定及び周知 

町は､都市公園､河川敷､公民館､学校､港湾緑地等の公共的施設等を対象に､その管理者の同意を得

た上で､災害が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活

を送るための指定避難所をあらかじめ指定し､住民への周知徹底を図るものとする｡ 
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(2) 避難所の機能の強化 

町は､あらかじめ指定した避難所の機能の強化を図るため､次の対策を進める｡ 

対策に当たっては､高齢者､障がい者等要配慮者､男女双方の視点並びに家庭動物を連れて避難す

る人がいることなど地域の実情に応じて居住空間に配慮する必要がある｡ 

① 必要に応じ換気､照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備 

② 非常用電源､衛星携帯電話等の通信機器､空調､就寝ｽﾍﾟｰｽ､更衣室､仮設ﾄｲﾚ(洋式ﾄｲﾚが望 

ましい)､ﾏｯﾄ､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ､貯水槽､井戸等のほか､多機能ﾄｲﾚなど要配慮者にも配慮した避難 

の実施に必要な施設･設備の整備 

③ ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ等被災者が災害情報を入手するのに必要な機器の整備 

④ 避難所又はその近傍での地域完結型備蓄施設の確保｡及び食料､飲料水､常備薬､炊き出し 

 用具､毛布等避難生活に必要な物資の備蓄･供給体制の確立 

⑤ 飲料水の給水体制の整備 

⑥ 支援者等の駐車ｽﾍﾟｰｽの確保 

(3) 避難場所の管理運営体制の整備 

町は､避難場所管理運営を円滑に実施するため､県が策定した｢避難所ﾏﾆｭｱﾙ策定指針｣及び｢避難所

運営ﾏﾆｭｱﾙ作成ﾓﾃﾞﾙ｣等に基づき､避難所の開設手順や避難者の受入方法､運営組織等の必要な事項に

ついて､運営ﾏﾆｭｱﾙ等をあらかじめ定め､訓練を実施するものとする｡ 

(4) 避難所生活上必要となる基本的事項 

① 情報の提供 

避難所生活で必要な情報として､初動期には安否情報､医療救護情報､水･食料等生活 

物資情報､復旧期には教育や仮設住宅情報､生活再建に向けての情報等が必要となる｡ 

なお､要配慮者に配慮した情報提供を行うためには､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが重要な役割を果たすが､ 

外に情報を提供する機器についても特別な配慮が必要である｡ 

② 飲料水､食料､生活物資の供給 

水､食料､物資の供給については､避難者ﾆｰｽﾞの的確な把握と公平な配分に心がける 

ともに､初動期には生命維持を最優先に質･量の供給を､復旧過程期以降には健康保持や 

避難者のﾆｰｽﾞの多様性にも配慮した供給を図る必要がある｡ 

③ 保健衛生(ﾄｲﾚ､簡易入浴施設､ごみ処分) 

負傷した避難者や避難生活中における軽度の疾病に対処することができるよう､応急 

救護施設の整備､また､避難所内の環境整備を図るため､ﾄｲﾚ､簡易入浴施設の用意､ごみの 

処理方法､季節を考慮した対応の検討が必要である｡ 

④ ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 

長期にわたる避難所での集団生活により､精神的な疲労がたまり､健康を害したり､ 

ﾄﾗﾌﾞﾙを起こしたりすることが考えられるため､避難所生活の長期化に備えたﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ 

の確保対策を検討しておく必要がある｡ 

⑤ 高齢者､障がい者､児童､外国人､妊産婦､子ども等に配慮した対応 

町が策定した避難行動要支援者の全体計画に基づき､平常時から地域内の避難行動 

要支援者の実態把握に努め､災害時における避難所では災害情報の提供や避難所生活 

について配慮する必要がある｡ 



その他災害対策[第５章  大規模火事災害対策] 

 - 467 - 

⑥ 車上生活者等に配慮した対応 

車上など避難所以外で避難生活を送る者でも､ﾗｲﾌﾗｲﾝの被災等により情報や物資等が 

届かない場合があるため､これらの車上生活者等に対しても､必要に応じて､近隣の避難 

所において物資の供給や情報の提供等を行うよう配慮する必要がある｡ 

また､こうした者のほか､応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者､所在が 

把握できる広域避難者に対しても情報を提供できる体制の整備に努めるものとする｡ 

⑦ 居住地以外の市町に避難する被災者に対して必要な情報や支援･ｻｰﾋﾞｽを容易かつ確実 

に受け渡すことができるよう被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体 

が共有する仕組みの円滑な運用･強化を図る必要がある｡ 

 

2.避難誘導体制の整備 

町は､住民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう､緊急避難場所に通じる避難路(避難階段･通

路等)を整備し､その周知に努めるとともに､その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫･改善に

努めるものとする｡ 

また､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し､安否確認を行うため､自治会､自

主防災組織等の協力を得ながら､平常時から避難行動要支援者の情報の把握･共有､避難誘導体制の整

備を図る｡ 

さらに､避難誘導にあたっては､避難路や避難場所等を含め地域の実情に詳しくない旅行者等の一時

滞在者がいることに配慮する必要がある｡ 

 

3.応急住宅 

(1) 建設資材の調達 

町及び県は､業界団体等と連携を図りつつ､応急仮設住宅の建設資材の調達･供給体制を整備 

する｡ 

森林管理署は､要請に応じ速やかに国有林材の供給に努める｡ 

(2) 応急仮設住宅の建設場所 

大規模火事災害が発生し､応急仮設住宅の建設が必要な場合に備えて､町は､平常時から二次災害 

の危険のない適地を選定し､応急仮設住宅の建設候補地台帳を作成しておくものとする｡ 

また､町は､学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には､学校の教育活動に十分 

配慮するものとする｡ 

 (3) 公営住宅等への収容 

町及び県は､公営住宅等の空き家状況を平常時から把握しておき､迅速に被災者へ提供できるよ 

う入居選考基準､手続き等について定めておく｡ 

 (4) 民間賃貸住宅の活用 

町及び県は､民間賃貸住宅を災害時に迅速にあっせんできるよう､体制の整備に努めるものとす 

る｡また､借上げの円滑化に向け､その際の取扱い等について､あらかじめ定めておくものとする｡ 

 

4.被災者支援体制の整備 

町は､平常時から､被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し､被災者支援の仕組み等の整備に

努めるものとする｡  
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第2節 災害応急対策計画 

第1項 活動体制の確立 

町､県､その他防災機関は､大規模火事災害が発生した場合において､その責務と処理すべき業務を遂

行するため､災害対策本部等を設置し､必要な職員を動員配備する等の活動体制を確立する｡ 

 

《活動体制と配備基準》 

組 織 配備基準 発令者 

災害情報連絡室 

(ｱ) 隣接の消防本部に応援要請が行われた場合 

(ｲ) 火災気象通報が発令されている状況下で､市街地での建物焼損面

積が 3,000平方ﾒｰﾄﾙ以上に及ぶと推定される場合 

(ｳ) その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害警戒本部 

(ｱ) 隣接の消防本部を超えて応援要請が行われた場合 

(ｲ) 延焼拡大により､多数の町民の避難･収容が必要な場合 

(ｳ) その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害対策本部 

(ｱ) 町内の消防力のみでは対応できず､緊急消防援助隊の派遣要請が

必要な場合 

(ｲ) 災害救助法の適用を受ける被害が発生又はそのおそれがある場合 

(ｳ) その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

 

町 長 

 

1.町 

(1) 災害情報連絡室 

① 設置基準 

火災が発生し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長が必要と認める場合 

ｱ 隣接の消防本部に応援要請が行われた場合 

ｲ 火災気象通報が発令されている状況下で､市街地での建物焼損面積が3,000平方ﾒｰﾄﾙ 

以上に及ぶと推定される場合 

ｳ その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関等と 

の連絡調整 

③ 構成 

災害情報連絡室長は､総務課長をもって充て､総務課及び情報収集が必要となる課で構成 

する｡ 

④ 配備要員 

災害情報連絡室の要員として､総務課長及び関係課長が定める者 
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(2) 災害警戒本部 

① 設置基準 

火災が発生し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長が必要と認める場合｡ 

ｱ 隣接の消防本部を超えて応援要請が行われた場合 

ｲ 延焼拡大により､多数の町民の避難･収容が必要な場合 

ｳ その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害対策に関する諸情勢等の連絡､防災機関の所掌事務に応じた災害応急対策実施状況等 

の相互連絡及び調整 

③ 構成 

災害警戒本部長は､総務課長をもって充て､総務課､各課連絡員所属部署及び情報収集･災害 

応急対策が必要となる課並びに関係現地機関で構成する｡ 

④ 配備要員 

災害警戒本部の要員として､災害警戒本部を構成する各課及び現地機関の長が､所属職員の中 

からあらかじめ定める者 

(3) 災害対策本部 

① 設置基準 

火災の延焼が広範囲にわたり､次のいずれかに該当し､町長(不在の時は､副町長､総務課長 

の順)が必要と認める場合｡ 

ｱ 町内の消防力のみでは対応できず､緊急消防援助隊の派遣要請が必要な場合 

ｲ 災害救助法の適用を受ける被害が発生又はそのおそれがある場合 

ｳ その他大規模火事災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

大規模な火事災害応急対策の実施 

③ 設置場所 

総務課に置く｡ 

④ 指揮命令系統 

町長が不在または事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令系統を

確立する｡ 

⑤ 組織 

風水害編編第3章第1節第1項《白石町災害対策本部組織図》に準ずる｡ 

⑥ 配備要員 

災害対策本部において情報収集､連絡､救助･救急､医療､消防､広報その他応急対策等に関する 

業務に必要な配備要員は､各対策部長が対策部の職員のうちから､別に定める｡ 

⑦ 配備要員の参集 

配備要員は､災害対策本部の設置の伝達を受けた場合又はこれを知った場合は､災害応急対策 

活動に従事するため､直ちに登庁し､所定の場所で配備につくものとする｡ 
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⑧ 県との連携 

県において､災害警戒本部又は災害対策本部等が設置された場合には､連絡調整を緊密に行い､ 

連携を図る｡ 

 

2.その他防災機関 

その他防災機関は､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基づき､活動体制を

確立する｡ 

 

第2項 災害情報の収集･連絡､報告 

町､県､県警察､消防機関､自衛隊及びその他防災機関は､大規模火事災害が発生した場合において､応

急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収集し､また､関係機関相互で連絡する

手段や体制を確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調整のための職員を相互に派遣するこ

と､災害対策本部長の求めに応じて情報の提供､意見の表明を行うことなどにより､情報共有を図るよ

う努めるものとする｡ 

なお､県及び市町は､法令等に基づき被害状況等を国に報告する｡ 

 

1.大規模火災発生時等の情報連絡ﾙｰﾄ 

(1) 県への即報基準に該当する火災が発生した場合 
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 (2) 災害情報連絡室の設置以降 
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(3) 大規模火災拡大時(災害警戒本部又は災害対策本部設置の場合) 
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2.災害情報の収集･連絡 

(1) 災害情報の種類 

防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

[第1段階]緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

ｱ 火災発生時刻､発生場所(住所､地番等) 

ｲ 概括的被害情報(火災の延焼棟数､火勢等の状況) 

ｳ 火勢に対する消防力の状況 

ｴ 気象条件等から予測される延焼方向 

[第2段階]災害情報 

ｱ 応急対策に必要な情報 

(ｱ) 周辺の道路交通､商店街等､文教施設､福祉施設､ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の状況 

(ｲ) 人的被害状況(火災発生地での死傷者数) 

(ｳ) 搬送先の医療機関名及び搬送負傷者等の数 

(ｴ) 医療機関からの情報(負傷者等の氏名及びその症状) 

(ｵ) 町民等の避難状況及び避難場所 

ｲ 応急対策活動情報 

(ｱ) 災害対策本部等の設置状況 

(ｲ) 応急対策の活動状況 

(2) 災害情報の収集･連絡 

防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡ 

特に､災害の程度を早期に把握するために必要な緊急災害情報の迅速な収集･連絡に努める｡ 

① ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ等による緊急災害情報の収集 

県は､早期に災害の概要を把握するため､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ(県警察ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰのほか､必要に応じて 

自衛隊及び他県へ応援要請)等による画像情報を含む緊急災害情報を収集するものとする｡ 

また､職員を災害現場に派遣し災害の状況の把握に努めるとともに､派遣された職員は､ 

その状況を速やかに県(危機管理防災課[総括対策部総括班])へ報告するものとする｡ 

② 町及び消防機関の情報収集と連絡 

町及び消防機関は､災害の状況を把握し､その状況を速やかに県に連絡する｡ 

③ 防災機関等の情報収集と連絡 

防災機関等は､災害情報の収集に努めるとともに､収集した災害情報を､次により県(災害 

対策本部等)に対し連絡する｡ 

また､必要に応じ､他の防災機関に連絡するものとする｡ 

県は､防災機関等から連絡があった災害情報及び自ら収集した災害情報について､必要に 

応じ､他の防災機関等に連絡する｡ 
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【 情 報 収 集 ･ 連 絡 系 統 図 】 
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3.県､国への被害状況等の報告 

町及び消防機関は､火災が発生した場合は､災害対策基本法及び火災･災害等即報要領(昭和59年10月

15日消防災第267号)に基づき､県に被害状況等を報告し､県は国に対して報告を行う｡ 

(1) 一般基準 

① 死者3人以上生じたもの 

② 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの 

(2) 建物火災 

① 特定防火対象物の火災で死者が発生した場合 

② 高層建築物の11階以上の階において発生した火災で利用者等が避難した場合 

③ ｢適ﾏｰｸ｣を交付した防火対象物の火災の場合(複合用途防火物で｢適ﾏｰｸ｣対象物の部分から 

の出火を含む) 

④ 建物焼損延べ3,000平方ﾒｰﾄﾙ以上と推定される場合 

⑤ 損害額1億円以上と推定される火災の場合 

 

第3項 消火活動 

町､県及び消防機関は､大規模火事災害が発生した場合には､迅速かつ的確な消火活動を実施する｡ 

なお､危険物火災の消火活動に関して､特段の定めがない事項については､第2編第3章(災害応急対策

計画)第35節(危険物等の保安計画)及び第3編第2章(地震災害対策)第35項(危険物等の保安計画)に従

うものとする｡ 

 

1.県 

県は､町及び消防機関から要請を受けた場合又は火災の状況から判断して自ら必要と認める場合は､

消防庁に､緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

 

2.町及び消防機関 

町及び消防機関は､火災が発生した場合は､火点確認､出場順路選定､水利選定を迅速に行い､次の消

火活動を実施する｡ 

(1) 現場指揮本部の設置 

町及び消防機関は､大規模火事災害の状況が把握できる場所に効果的な消火活動を行うために 

現場指揮本部を設置し､次の活動を行う｡ 

① 消火活動に関する指揮 

② 他の消防機関など関係機関との連絡調整 

③ 延焼面積や延焼方向などの情報収集 

④ その他消防活動に必要な措置 

(2) 火災現場での消火活動 

町及び消防機関は､火災の状態を速やかに把握し､次のことに注意しながら消火活動を実施する｡ 

① 風位､風速､延焼方向､火勢に細心の注意を払い､消火活動を行う｡ 

② 同時に複数の火災の発生を覚知した場合は､鎮火可能な場所から順次消火活動を行うととに､ 

次のような重要かつ危険度の高い場所の消火又は延焼防止を優先する｡ 



その他災害対策[第５章  大規模火事災害対策] 

 - 476 - 

ｱ 危険物貯蔵施設等 

ｲ 病院､福祉施設等の収容施設又はその周辺 

ｳ 住宅等の密集地域に面する場所 

③ 火災の規模に対して消防力が不足する場合は､道路､河川､耐火建造物等の配置状況を勘案し､ 

その活用を図りながら火災の消火及び延焼防止を図る｡ 

④ 強風下における火災の場合は延焼速度が増すことから､逐次火勢の把握に努め､延焼方向の 

側面から消火活動を行うとともに､風下に対しては事前放水や飛火警戒などにより､延焼防止 

を図る｡ 

(3) 他の消防機関への応援要請 

町及び消防機関は､自らの消防活動のみでは対処できないと認める場合には､あらかじめ締結し 

ている｢消防相互応援協定｣､｢佐賀県常備消防相互応援協定書｣及び｢佐賀県の応援･受援出動計画｣ 

に基づき､近隣の消防機関に応援を要請するとともに､それでも消防力が不足すると認める場合は､ 

県内の他の消防機関に応援要請を行う｡ 

要請を受けた消防機関は､可能な限り迅速に応援活動を実施する｡ 

(4) 緊急消防援助隊の出動要請 

町及び消防機関は､県内の消防力をもってしても火災に対処できないと認める場合は､県を通じ 

消防庁へ､緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

なお､県と連絡が取れない場合は､直接消防庁へ緊急消防援助隊の出動要請を行う｡ 

 

3.消防団 

消防団は､他の防災関係機関と緊密な連携のもとに､消火活動を実施する｡ 

 

第4項 消防警戒区域の設定 

 消防警戒区域の設定を実施する者は､消火活動を実施するために必要な場合には､消防警戒区域を設

定し､一定の者以外の者の退去命令又は出入りの禁止若しくは制限を行う｡ 

 

第5項 警戒区域の設定 

町長又は警戒区域の設定を実施した者は､大規模火災により被害が拡大するおそれがある場合には､

迅速に警戒区域を設定するとともに､当該地域の町民等に対する避難誘導を迅速かつ的確に行う｡ 

 

第6項 避難･収容対策 

町長又は､避難の指示を実施する者は､大規模な火事災害により､町民等に危険を及ぼすおそれがあ

る場合において､町民等の人命､身体を災害から保護するため､特に必要があると認めるときは､災害対

策基本法等に基づき､避難のための措置をとるものとする｡ 

避難措置にあたっては､高齢者､障がい者等避難行動要支援者等に十分配慮し､必要に応じ早めの避

難指示を実施する｡ 

また､避難の指示を受けた町民等は､勧告･指示の内容に従って避難するものとする｡ 
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1.避難の指示の内容 

避難の指示を実施する者は､次の内容を明示して行う｡ 

(1) 避難対象地域 

(2) 避難の指示をする理由 

(3) 避難先及び避難経路 

(4) 避難時の留意事項等 

 

2.関係機関への連絡及び町民への伝達 

(1) 関係機関への連絡 

避難の指示を実施した者又はその者が属する機関は､速やかにその内容を関係機関(県､県警察､ 

自衛隊等)に対して連絡する｡ 

(2) 町民への伝達 

避難の指示を実施した者又はその者が属する機関及びこの連絡を受けた場合は､関係機関の協力 

を得て､次の方法等あらゆる手段を活用し､迅速に当該地域の町民等に対して伝達し､その周知徹底 

を行う｡ 

① 防災行政無線 

② 広報車 

③ ｻｲﾚﾝ 

④ ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵの放送 

⑤ 携帯電話等のﾒｰﾙ 

⑥ その他実情に即した方法(FAX､町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､SNS等) 

 

3.避難誘導 

町及び避難の指示を実施した者又はその者が属する機関は､延焼の方向を予測し､可能な限り主火流

と直角方向になるよう迅速かつ的確に避難誘導を行う｡ 

 避難誘導にあたっては､高齢者､障がい者等の避難行動要支援者を優先して行う｡ 

また､旅行者などの一時滞在者は､避難路や避難場所等を含め地域の実情に詳しくないため､誘導に

あたっては配慮した対応を行う｡ 

 

4.町民等の避難 

避難の指示が実施された場合は､その対象となった町民等は､勧告･指示の内容に従い､自ら避難する

ことを原則とする｡ 

ただし､避難行動要支援者等自力で避難することが困難な者については､避難行動要支援者名簿等を

有効に活用するなどして､町が事前に定めた援助者が避難を支援するものとし､避難の指示を実施した

者又はその者が属する機関及は､車両等を準備し､援助するものとする｡ 

 

5.自主避難への対応 

 避難の指示が実施される以前に､町民が自主的に避難を行う場合には､町は､求めに応じ､避難先をあ

っせんするなど適切な措置を講じるとともに必要に応じ関係機関に対し､このことを連絡する｡ 
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6.避難所の開設 

町は､避難場に避難した避難者等について､火災の長期化又は住家の焼失等により必要があると認め

た場合は､避難所を開設する｡ 

 

7.避難所の運営管理等 

  町は､避難所の適切な管理運営を行うものとする｡ 

この際､避難所における正確な情報の伝達､食料･飲料水等の配布､清掃等については､避難者､住民､

自主防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに､必要に応じ､県又は他の市町に対して協力を求

める｡ 

また､町は､避難所の運営に関し､被災者に過度の負担がかからないよう配慮しながら､役割分担を明

確化し､被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう､その

立ち上げを支援するものとする｡ 

町及び県は､災害の規模､被災者の避難及び収容状況､避難の長期化等にかんがみ､必要に応じて､旅

館やﾎﾃﾙ等への移動を避難者に促す｡ 

なお､災害の規模等にかんがみて必要に応じ､避難者の健全な住生活の早期確保のために､必要に応

じて応急仮設住宅の迅速な提供､公営住宅､民間賃貸住宅､空き家等利用可能な既存住宅のあっせん､活

用等によって､避難所の早期解消に努めることを基本とする｡ 

(1) 避難者情報の把握及び開示 

町は､避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び開示に努める｡また､ 

避難所で生活せず食事のみ受取に来ている在宅等被災者に係る情報についても早期把握するよう 

努める｡ 

また､民生委員･児童委員､介護保険事業者､障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者等は､要配慮者の居場所や安否 

の確認に努め､把握した情報について町に提供するものとする｡ 

(2) 生活環境の維持 

町は､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､防災関係機関等の協力も得て､避難所における生活環境が常に良好なものである 

よう努めるものとする｡ 

そのため､食事供与の状況､ﾄｲﾚの設置状況等の把握に努め､必要な対策を講じる｡ 

また､避難の長期化等必要に応じて､簡易ﾍﾞｯﾄﾞ等の活用状況､保健医療ｽﾀｯﾌの配置､避難者のﾌﾟﾗｲ 

ﾊﾞｼｰの確保状況､入浴施設設置の有無及び利用頻度､洗濯等の頻度､医師､保健師や看護師､管理栄養 

士等による巡回の頻度､食料の確保､配食の状況､暑さ･寒さ対策の必要性､し尿及びごみの処理状況 

など､避難者の健康状態や避難場所の衛生状況を把握し､必要な措置を講じるよう努める｡ 

また､必要に応じ､指定避難所における家庭動物のための避難ｽﾍﾟｰｽの確保等に努めるとともに､ 

獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう連携に努める 

(3) 男女双方の視点等への配慮 

町は､指定避難所の運営において女性の参画を推進し､男性に偏った運営体制とならないよう配慮 

する｡ 

また､男女のﾆｰｽﾞの違い等男女双方の視点に加え､LGBTなど多様な性のあり方等に配慮する｡特に 

  女性専用の物干し場､個室更衣室､授乳室の設置や男女別ﾄｲﾚの確保､生理用品､女性用下着の女性に 

よる配布､避難所における乳幼児のいる家庭用ｴﾘｱの設定又は専用避難所･救護所の確保､乳幼児が安 
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全に遊べる空間の確保､巡回警備や防犯ﾌﾞｻﾞｰの配布等による指定避難所における安全性の確保な 

ど､女性や子育て家庭のﾆｰｽﾞに配慮した指定避難所の運営管理に努める｡ 

なお､避難者が避難所運営に参加する場合は､固定的な性別役割分担意識によることなく､避難者の

自主性を尊重するとともに､役割の固定化により､一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する｡ 

(4) 要配慮者への配慮 

要配慮者については､福祉施設職員等の応援によるｹｱ､保健医療ｽﾀｯﾌによる健康状態の把握や､手 

話通訳者の配置等情報提供の方法等に配慮するものとする｡ 

(5) 生活不活発病等の予防対策 

避難所に入らず車上で避難生活を送る被災者は深部静脈血栓症(通称｢ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ症候群｣)を発症す

る恐れが高いことや､避難所生活の長期化などにより､特に高齢者において生活不活発病の発症ﾘｽｸが

高くなることなどを考慮し､適度な運動をさせるなど､｢生活機能低下予防ﾏﾆｭｱﾙ(厚生労働省通知)｣等

を活用してその予防に努めるものとする｡ 

(6) 避難の長期化対策 

避難生活が長期化する場合､市町は､必要に応じて､避難生活や健康の悩みなどの相談に応じるｺﾐｭ 

ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等の設置や疾病や心のｹｱ対策のために適度な運動･遊びの機会を創出する 等､長期化に伴う 

ﾘｽｸ対策に努めるものとする｡ 

 

8.公営住宅等の提供及び応急仮設住宅の建設 

町又は県は､自ら所有又は管理する公営住宅の空室を活用して､避難者を入居させるものとする｡ 

また､必要と認める場合は独自に､又は災害救助法に基づき速やかに計画を作成の上､応急仮設住宅

を建設し､避難者に提供する｡ 

建設場所は､建設候補地台帳等をもとに二次災害の危険のない公有地から選定することとするが､状

況によっては､民有地の提供等を受けること等により､用地を確保する｡ 

応急仮設住宅は､水､ｶﾞｽ､電気等の供給に配慮するとともに､避難者の世帯人員や高齢者･障がい者等

に配慮した仕様及び設計に努める｡ 

県は､応急仮設住宅の建設や簡易ﾄｲﾚの設置にあたっては､｢応急仮設住宅の建設に関する協定｣に基

づき､一般社団法人ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会に対し､協力を求めるものとする｡ 

建設に必要な資材は､あらかじめ把握している供給可能業者から調達する｡また､建設に必要な資機

材が不足し､調達の必要がある場合は､必要に応じて､非常本部等を通じて､又は直接､資機材関係省庁

(農林水産省､経済産業省､国土交通省､環境省)に資機材の調達に関して要請するものとする｡ 

 さらに､県は､応急住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供について､｢災害時における民間賃

貸住宅の媒介等に関する協定｣に基づき一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全

日本不動産協会佐賀県本部に対し協力を要請するとともに､必要に応じて民間住宅の借上げ等により､

応急住宅を確保する｡ 

応急仮設住宅の入居者選定に際しては､公平に行うよう努めるとともに､地域ｺﾐｭﾆﾃｨの良好な維持を

図るため､地区単位による割当に配慮するものとする｡また､要配慮者の優先的入居､高齢者､障がい者

向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする｡ 
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第3節 災害復旧･復興計画 

第1項 災害復旧･復興活動 

大規模な火事災害による被災者の生活再建の支援､再度の災害の防止に配慮した施設の復旧等に関

する活動については､第3編｢地震･津波災害対策｣第4章｢災害復旧･復興計画｣に準じる｡ 
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第6章 鉄道災害対策 

この鉄道災害対策計画は､鉄道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった

事故の発生(以下(鉄道災害｣という｡)における人命の確保及び被害の拡大防止･軽減を目的と

して､防災機関及び鉄道事業者等が処理すべき対策について特記すべき事項を記述する｡ 

 

第1節 災害予防対策計画 

第1項 鉄道の安全運行の確保 

県､道路管理者及び鉄道事業者は､鉄道災害を防止するため､鉄道の安全な運行体制の整備

を図る｡ 

九州運輸局は､鉄道事業者に対して安全対策の指導を行う｡ 

 

1.鉄道事故防止に関する知識の普及啓発 

鉄道事業者は､踏切道における自動車との衝突､置石等による列車脱線等の鉄道事故を防止

するため､全国交通安全運動等の機会を通じて､ﾎﾟｽﾀｰの掲示､ﾁﾗｼの配布等を行い､事故の防止

に関する知識の普及啓発に努める｡ 

 

2.鉄道施設の安全対策の推進 

(1) 安全指導 

九州運輸局は､鉄道事業者に対し､法令等に基づいて定期的又は必要に応じて立入検査を 

実施し､安全対策について指導を行う｡ 

(2) 踏切道における安全対策 

県､道路管理者及び鉄道事業者は､踏切道における鉄道事故の防止を図るため､踏切の立体 

交差化､舗装改良等の構造改良､交通規制及び統廃合等の推進に努める｡ 

(3) 車両及び安全運行施設の整備 

鉄道事業者は､車両の不燃化等の安全対策並びに信号や警報器等の踏切保安設備､CTC(列 

車集中制御装置)及び ATS(自動列車停止装置)等の設備の整備･改良に努める｡ 

(4) 保守点検による事故防止 

鉄道事業者は､法令及び各事業者の保安規定等に基づき､車両､線路､橋梁､ﾄﾝﾈﾙ及び信号 

保安設備等の保守点検を定期的に実施し､鉄道事故の防止に努める｡ 

(5) 検査技術の向上による安全対策 

鉄道事業者は､新技術を取り入れた検査機器の導入による検査精度の向上を図るとともに､ 

検査ﾃﾞｰﾀを分析し､車両等の保守管理に反映させるよう努める｡ 

 

3.土砂災害等に対する安全対策 

鉄道事業者は､土砂災害等から鉄道の保全を図るため､落石覆その他線路防護施設の定期的

な点検を行うよう努める｡ 

また､関係機関は､鉄道事業者の土砂災害等に対する安全対策について､相互に協力し､その

整備に努める｡ 
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4.安全教育･訓練 

鉄道事業者は､乗務員及び保安要員等に対し､列車の安全運行のための教育を徹底するとと

もに､鉄道災害の発生を想定した防災訓練を定期的に実施し､防災対策の習熟に努める｡ 

 

第2項 鉄道事業者の防災体制の整備 

鉄道事業者は鉄道災害時における応急対策活動が円滑に実施されるよう防災体制の整備に

努める｡ 

 

1.防災計画の作成 

鉄道事業者は､法令等の定めるところにより防災業務計画を作成し､鉄道災害発生時におけ

る指揮系統､対応の手順､社員の参集基準と動員計画及び旅客の避難計画等をあらかじめ定め

ておく｡ 

 

2.応急対策資機材の整備 

鉄道事業者は､各事業者の保安規定に基づき､鉄道災害発生時の応急対策に必要なｼﾞｬｯｷ､

角材及び溶接用品などの資機材を整備しておく｡ 

 

第3項 防災機関との連絡体制の整備 

町､県､県警察､消防機関､鉄道事業者その他防災機関は､相互に平常時から連絡窓口の確認を

行うなど円滑な連絡体制の整備に努める｡ 

鉄道事業者は､鉄道災害が発生した場合に､迅速に防災機関への連絡が行えるよう災害優先

電話や無線設備の整備に努める｡ 

 

第 4 項 輸送手段の確保 

鉄道事業者は､鉄道災害が発生した場合に応急活動のための人員又は応急資機材等を迅速に

輸送するための緊急自動車を確保しておく｡ 

また､乗客輸送の途絶を回避するため､代替交通手段の確保に努めておく｡ 
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第2節 災害応急対策計画 

第1項 活動体制の確立 

町､県､鉄道事業者その他防災機関は､鉄道災害において､その責務と処理すべき業務を遂行す

るため､災害対策本部等を設置し､必要な職員を動員配備する等の活動体制を確立する｡ 

《活動体制と配備基準》 

組  織  配備基準  発令者  

災害警戒本部  

(ｱ) 列車の脱線､衝突､火災等で多数の死傷者が発生したと

予想される場合 

(ｲ) その他鉄道災害に関し､必要と認める場合 

総務課長 

災害対策本部  
(ｱ) 多数の死傷者が発生した場合 

(ｲ) その他鉄道災害に関し､必要と認める場合 
町 長 

 

1.町  

(1) 災害警戒本部 

① 設置基準 

鉄道事故が発生し､次のいずれかに該当する場合で､総務課長が必要と認める場合 

ｱ 列車の脱線､衝突､火災等で多数の死傷者が発生したと予想される場合 

ｲ その他鉄道災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

災害情報の収集､災害対策の実施方針の作成､関係行政機関･地方公共団体･公共機関 

等との連絡調整 

③ 構成 

災害警戒本部長は､総務課長をもって充て､総務課､各本部連絡員所属部署及び情報 

収集･災害応急対策が必要となる課で構成する｡ 

④ 配備要員 

災害情報連絡室の要員として､総務課長及び関係課長が定める者｡ 

(2) 災害対策本部 

① 設置基準 

大規模な鉄道災害が発生し､次のいずれかに該当する場合で､町長(不在の時は､副町長､ 

総務課長の順)が必要と認める場合 

ｱ 多数の死傷者が発生した場合 

ｲ その他鉄道災害に関し､必要と認める場合 

② 所掌事務 

鉄道災害応急対策の実施 

③ 設置場所 

総務課に置く｡ 

④ 指揮命令系統 

町長が不在又は事故にあった場合には､副町長､総務課長の順に指揮をとり､指揮命令 

系統を確立する｡ 
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⑤ 組織 

風水害編編第 3 章第 1 節第 1 項《白石町災害対策本部組織図》に準ずる｡ 

⑥ 配備要員 

災害対策本部において情報収集､連絡､救助･救急､医療､消防､広報その他応急対策等に 

関する業務に必要な配備要員は､各対策部長が対策部の職員のうちから､別に定める｡ 

⑦ 配備要員の参集 

配備要員は､災害対策本部の設置の伝達を受けた場合又はこれを知った場合は､災害応 

急対策活動に従事するため､直ちに登庁し､所定の場所で配備につくものとする｡ 

⑧ 県との連携 

県において､災害警戒本部又は災害対策本部等が設置された場合には､連絡調整を緊密 

に行い､連携を図る｡ 

 

2.鉄道事業者 

鉄道事業者は､災害対策本部等を設置し､社員の非常参集､情報収集連絡体制の確立等必要な

体制をとる｡ 

 

3.その他防災機関 

その他防災機関は､防災業務計画やあらかじめ自ら定めているその他の計画等に基づき､活

動体制を確立する｡ 
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第2項 災害情報の収集･連絡､報告 

  町､県､県警察､九州運輸局､消防機関､自衛隊､鉄道事業者その他防災機関は､鉄道災害が発生

した場合において､応急対策活動を円滑に実施するために必要な災害情報を積極的に収集し､

また､関係機関相互で連絡する手段や体制を確保し､緊密に連絡をとること､関係機関で連絡調

整のための職員を相互に派遣すること､災害対策本部長の求めに応じて情報の提供､意見の表

明を行うことなどにより､情報共有を図るよう努めるものとする｡ 

なお､町及び県は､法令等に基づき被害状況等を国に報告する 

 

1.鉄道災害発生時の情報連絡ﾙｰﾄ 

(1) 災害警戒本部設置の場合  
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(2) 鉄道災害拡大時 (災害対策本部設置の場合 ) 
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2.災害情報の収集･連絡 

(1) 災害情報の種類 

防災機関が収集する災害情報は､時間の経過に応じて､次のとおりとする｡ 

[第1段階]緊急災害情報(被害規模を推定するための情報) 

ｱ 事故発生時刻､発生場所 

ｲ 概括的被害情報(列車の破損状況等) 

ｳ 事故に遭った列車名等 

ｴ 乗客人員数及び乗員数(概数) 

[第2段階]災害情報 

ｱ 応急対策に必要な情報 

(ｱ) 人的被害状況(事故発生地での死傷者数) 

(ｲ) 搬送先の医療機関名及び搬送負傷者等の数 

(ｳ) 医療機関からの情報(負傷者等の氏名及びその症状) 

(ｴ) 鉄道災害に伴う周辺の被害状況 

(ｵ) 他の列車の運行状況 

ｲ 応急対策活動情報 

(ｱ) 災害対策本部の設置状況 

(ｲ) 応急対策の活動状況 

(2) 災害情報の収集･連絡 

防災機関は､可能な限りの手段を講じて災害情報を収集する｡ 

特に､災害の程度を早期に把握するために必要な緊急災害情報の迅速な収集･ 連絡に努 

める｡ 

① 鉄道事業者の情報収集と連絡 

鉄道事業者は､収集した災害情報を速やかに県(危機管理防災課[総括対策部])に連絡

する｡ 

② ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ等による緊急災害情報の収集 

県は､早期に災害の概要を把握するため､ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ(県警察ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰのほか､必要に応じ 

て自衛隊及び他県へ応援要請)等による画像情報を含む緊急災害情報を収集するもの 

とする｡ 

また､職員を災害現場に派遣し災害の状況の把握に努めるとともに､派遣された職員 

は､その状況を速やかに県(危機管理防災課[総括対策部])へ報告するものとする｡ 

③ 防災機関等の情報収集と連絡 

防災機関等は､災害情報の収集に努めるとともに､収集した災害情報を､次により県 

(災害対策本部等)に対し連絡する｡ 

また､必要に応じ､他の防災機関等に連絡するものとする｡ 

県は､防災機関等から連絡があった災害情報及び自ら収集した災害情報について､ 

必要に応じ､他の防災機関等に連絡する｡ 
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3.県､国への被害状況等の報告 

町及び消防機関は､鉄道災害が発生した場合は､災害対策基本法､災害報告取扱要領(昭和45

年4月10日付け消防防第246号)及び火災･災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267

号)に基づき､県に被害状況等を報告し､県は国に対して報告を行う｡ 

 

第3項 二次災害の防止 

鉄道事業者は､鉄道災害が発生した場合には､速やかに災害の拡大防止のため､他の列車の非

常停止の手配の措置を講じる｡ 

 

第4項 救助活動 

町､県､県警察､消防機関､自衛隊及び鉄道事業者は､鉄道災害が発生した場合には､相互に協

力し､迅速かつ的確な救助活動を実施する｡ 

 

1.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは町から応援を求められた場合は､消防機

関､市町及びその他の防災機関の救助活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

(1) 他の市町に対し､応援の指示をする｡ 

(2) 消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動を要請する｡ 

(3) 自衛隊に対し､災害派遣を要請する｡ 

 

2.県警察 

県警察は､他の防災機関と協力して､次の活動を迅速かつ的確に行う｡また､必要に応じ､他の

都道府県警察に対し､警察災害派遣隊の派遣を要請する｡｡ 

(1) 被災者の救助 

(2) 救助活動に必要な交通規制及び交通整理･誘導 

 

3.町及び消防機関 

町及び消防機関は､速やかに救助を要する者の把握に努めるとともに､他の防災機関との密

接な連携のもと救助を行う｡ 

また､自らの救助活動のみでは対処できないと認める場合には､県内の他の消防機関に応援

要請を行う｡ 

要請を受けた消防機関は､可能な限り迅速に応援活動を実施する｡ 

 

4.自衛隊 

自衛隊は､知事からの災害派遣要請に基づき､他の防災機関と協力して､救助活動を実施する｡ 

 

5.鉄道事業者 

鉄道事業者は､事故発生直後における負傷者の救助活動を行うよう努めるとともに､救助活

動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める｡ 
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第5項 救急活動 

町､県､消防機関及び自衛隊は､鉄道災害が発生した場合には､相互に協力し､迅速かつ的確な

救急活動を実施する｡ 

 

1.県 

県は､自ら必要と認めた場合又は消防機関若しくは市町から応援を求められた場合は､消防

機関､市町の救急活動の状況に応じて､次の措置をとる｡ 

(1) 消防庁に対し､緊急消防援助隊の出動を要請する｡ 

(2) 自衛隊に対し､災害派遣を要請する｡ 

 

2.町及び消防機関 

町及び消防機関は､迅速かつ効率的に負傷者を医療機関(救護所を含む)へ搬送する｡ 

消防機関は､負傷者を搬送するにあたっては､救命措置を要する者又はﾄﾘｱｰｼﾞによる重傷者

を優先し､救急医療情報ｼｽﾃﾑ等を活用して､搬送先の医療機関の負傷者等の受入れ可否等の情

報を把握する｡ 

消防機関は､自らの救急活動のみでは対処できないと認める場合には､県内の他の消防機関

に応援要請を行う｡ 

 

3.自衛隊  

自衛隊は､知事からの災害派遣要請に基づき､他の防災機関と協力して､救急活動を実施する｡ 

 

第6項 医療活動 

県､災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構､国､市町､日本赤十字社佐賀県支部､佐賀県医

師会､佐賀県歯科医師会及び地区医師会は､鉄道災害が発生した場合には､相互に協力し､迅速

かつ的確な医療活動を実施する｡ 

 

1.救護所の設置､運営  

(1) 県 

県は､自ら必要と認めた場合又は市町から要請があった場合は､県医師会等に対し､地区医 

師会､医療機関の協力が得られるよう要請する｡ 

(2) 町 

町は､負傷者等に対し医療救護活動を実施するため､必要に応じ､救護所を設置するととも 

に､救護所の運営にあたっては､地区医師会､医療機関に協力を要請する｡ 

なお､多数の負傷者等が発生している場合には､事故発生現場においてﾄﾘｱｰｼﾞ地区を設定 

し､ﾄﾘｱｰｼﾞを実施するなど適切な対応を行う｡ 

 

2.医療救護班(災害派遣医療ﾁｰﾑ(DMAT)を含む｡以下同じ｡)の編成､派遣 

(1) 医療救護班の編成 

各医療機関は､鉄道災害が発生した情報を得た場合には､医療救護班(医師1名､看護師2名､ 
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事務職員1名及び運転手1名の計5名で構成)を編成しておくものとする｡ 

① 町医療救護班 

② 県医療救護班 

③ 佐賀県医師会医療救護班 

④ 災害拠点病院医療救護班 

⑤ 独立行政法人国立病院機構医療救護班 

⑥ 国の医療救護班 

⑦ 日赤医療救護班 

⑧ 赤十字現地医療班 

(2) 医療救護班の派遣 

① 県 

県は､自ら必要と認めた場合又は市町からの要請があった場合は､あらかじめ編成して 

いる県医療救護班の中から必要と判断した班数を派遣する｡ 

･県医療救護班(県病院好生館 5 班､保健所 各 1 班) 

県医療救護班のみでは､十分に対処できない場合は､県医師会､災害拠点病院に対し､医 

療救護班の派遣について協力を求めるとともに､災害拠点病院､独立行政法人国立病院機 

構及び国(九州厚生局)に対し､医療救護班の派遣を要請する｡ 

さらに､必要と認める場合は､｢九州･山口 9 県災害時相互応援協定｣及び｢全国都道府県 

における災害時の広域応援に関する協定｣に基づく応援要請を行う｡ 

② 佐賀県医師会 

佐賀県医師会は､県と締結した｢災害時における医療救護に関する協定書｣の定めると 

ころにより､医療救護班を派遣する｡ 

③ 災害拠点病院 

災害拠点病院は､県の要請に基づき､医療救護班を派遣する｡ 

④ 国等 

災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構及び国は､県から要請があった場合は､医療 

救護班を派遣する｡ 

⑤ 町 

町は､救護所の運営にあたって､十分に対処できないと認めるときは､県に対し医療救 

護班の派遣を要請する｡ 

⑥ 日本赤十字社 

日本赤十字社佐賀県支部は､自ら必要と認めた場合又は災害救助法が適用され､知事か 

ら委託を受けた場合は､医療救護班(医師1名､看護師3名､事務職員1名及び運転手1名の計 

6名で構成)を派遣する｡ 

 

3.医療機関における医療活動 

(1) 公的医療機関等 

災害拠点病院､独立行政法人国立病院機構､県､市町及び日本赤十字社佐賀県支部は､自ら 

の医療機関において､鉄道事故による負傷者等に対する医療活動を実施する｡ 
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  (2) 民間医療機関 

県医師会は地区医師会及び会員に対し､また､県歯科医師会は会員に対し､鉄道事故による 

負傷者等に対する医療活動を実施するよう要請し､医療活動の確保を図る｡ 

 

4.薬剤管理班の編成､派遣 

県は､救護所等における医薬品の調剤､服薬指導及び医薬品､医療資機材の臨時保管場所等に

おいて､医薬品､医療資機材の管理､供給を行うため､市町から要請があった場合は､佐賀県薬剤

師会の協力を得て､適当な数の薬剤管理班(薬剤師 2 名で構成)を編成し､派遣する｡ 

県は､全部の薬剤管理班を派遣しても十分に対処できないと認める場合は､｢九州･山口9県災

害時相互応援協定｣に基づき､薬剤管理班の派遣要請を行う｡ 

 

第7項 代替交通手段の確保 

鉄道事業者は､鉄道災害が発生した場合には､乗客輸送の途絶を回避するため､代替交通手段

の確保に努める｡ 

 

第8項 こころのｹｱ対策 

  災害の発生に伴い､被災者やその家族､目撃者等は､被災のｼｮｯｸ等により急性ｽﾄﾚｽ障害や心的

外傷後ｽﾄﾚｽ(PTSD)など精神的に不安な状況になるなど､こころの健康に大きな影響を及ぼす｡ 

  このため､町､県及び鉄道運送事業者は､ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱに努めるものとする｡ 

  この場合､町は､県と連携して､精神保健福祉ｾﾝﾀｰが中心となり､公的･民間医療機関及び佐賀

県看護協会との協力により実施する｡ 

 

第 3節  災害復旧計画  

第1項 災害復旧活動 

鉄道事業者は､事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ､あらかじめ定めた復旧資

材の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ､迅速かつ円滑な被災施設及び車両

の復旧に努めるものとする｡ 

また､可能な限り､復旧予定時期を明確化するよう努めるものとする｡ 
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第6編 資料  

災害危険箇所に関る事項  
 

1.重要水防区間 

(1) 河川 

河川名 地先名 延長(m) 備 考 

六角川 福富十三 210 堤防断面不足 B 

〃 東郷 50 堤防高不足 B 

〃 馬田 675   〃 

〃 馬田 464   〃 

〃 馬田 691   〃 

〃 福吉 100 要注意区間 

〃 東郷 20   〃 

〃 今泉 15   〃 

〃 馬田 20   〃 

廻里江川 無名橋(JR 鉄橋直

上流)～海 

2500 右岸､左岸 

塩田川 牛間田地区~海 5,500  

 

(2) 海岸 

海岸名 地先名 延長(m) 予想被害 耐水加工法 

福富･白石(福富) 八平･代行干拓 7,569   〃 - 

有明(廻里江) 新開 2,487   〃 - 

 

2.地すべり危険箇所 

箇 所 所在地 
地形･地質 保全対象 

備考 
種類 保全面積 戸 数 公共施設等 

鳥ﾉ巣 鳥ﾉ巣 他 39.3k ㎡ 19 町道 1,350m  

川 津 川 津 他 
27.2 k

㎡ 
37 

町道 500m 

その他の道路 700m 
 

辺 田 稲 佐 
第三紀層 

地すべり 

33.3 k

㎡ 
45 

町道 1,000m 

県道 650m 

その他の道路 
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3.土石流危険流域 

渓流名 所在地 
渓流概要 保全対象 

備 考 
長さ 面積 人口 戸数 公共施設等 

鳥ﾉ巣川 1 鳥ﾉ巣 0.22km 
0.16 k

㎡ 
20 5 町道 130m  

嘉瀬川 1 嘉瀬川 0.92km 
0.66 k

㎡ 
94 24 町道 180m 治山設備有 

嘉瀬川 2 嘉瀬川 0.71km 
0.85 k

㎡ 
86 22 町道 90m 治山設備有 

川津川 川津 0.21km 
0.19 k

㎡ 
67 17 

公民館 

県道 220m 

町道 170m 

砂防指定地 

泉川 泉 0.54km 
0.27 k

㎡ 
0 0 寺  

坂田横山川 1 坂田横山 0.14km 
0.03 k

㎡ 
32 8 町道 220m  

坂田横山川 2 坂田横山 0.23km 
0.09 k

㎡ 
20 5 町道 170m  

坊ｹ谷川 坊ｹ谷 0.56km 
0..38 k

㎡ 
20 5 - 治山設備有 

阿弥陀川 阿弥陀 0.76km 
0.36 k

㎡ 
72 18 

公民館 

寺 

主要地方道路 130m 

町道 60m 

治山設備有 

大谷川 大谷 0.38km 
0.23 k

㎡ 
24 6 

公民館 

主要地方道路 50m 

町道 40m 

治山設備有 

渡平川 1 渡平 0.19km 
0.11 k

㎡ 
16 4 

公民館 

主要地方道路 50m 

町道 50m 

治山設備有 

清水川 清水 0.27km 
0.10 k

㎡ 
36 9 

主要地方道路 80m 

町道 70m 
治山設備有 
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4.急傾斜地崩壊危険箇所 1/2 

箇  所 所在地 

地形 

災害履歴 
対策工事 

の有無 
世帯数 

地域 

指定 傾斜度 長さ 高さ 

喜佐木 喜佐木 40 度 280m 30m H2.7 有 12 ○ 

馬洗 馬洗 35 度 329m 35m S54.7 

H2.7 

有 16 ○ 

馬洗 2 馬洗 40 度 300m 30m  有 8  

船野 1 船野 35 度 250m 30m  有 8  

船野 2 船野 35 度 200m 30m  有 6  

船野 4 船野 50 度 120m 10m  無 5  

湯崎 湯崎 40 度 569m 25m S46.7 

H2.7 

有 25 ○ 

川津 2 川津 35 度 200m 12m  有 10  

宮の下 2 上黒木 55 度 70m 18m  無 2  

法蔵寺 1 上黒木 70 度 50m 10m  有 1  

嘉瀬川 2 嘉瀬川 70 度 30m 10m  有 2  

下田野上 田野上一本松 35 度 200m 20m  有 11 ○ 

田野上 田野上一本杉 35 度 500m 20m S43.7 有 16 ○ 

高原 上田野上 35 度 300m 20m  無 7  

坂田 坂田三本柳 35 度 300m 30m  有 10 ○ 

坂田 2 坂田 40 度 250m 30m  有 8  

室島 1 室島 30 度 180m 8m  有 11  

室島 2 室島 30 度 100m 10m  無 6  

竜王第 2 東山南平 35 度 300m 25m  有 20 ○ 

竜王 平山南 35 度 250m 15m S30.8 

S53.6 

H2.7 

有 10 ○ 

平の前 平ﾉ前 35 度 400m 20m  有 14 ○ 

笹山添 2 深浦東分 40 度 250m 10m  有 7  

笹山添 笹山添 45 度 270m 10m  有 17 ○ 

東古賀 2 深浦西分 35 度 300m 20m  有 11  
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4.急傾斜地崩壊危険箇所 2/2 

箇  所 所在地 

地形 

災害履歴 
対策工事 

の有無 
世帯数 

地域 

指定 傾斜度 長さ 高さ 

山ﾉ根 深浦西分 40 度 160m 40m  有 10  

深浦 渡平 30 度 450m 30m  有 52 ○ 

深浦 3 百貫 30 度 100m 30m  有 5  

深浦 4 百貫 40 度 100m 30m  有 11  

深浦第 2 渡平 40 度 250m 30m  有 12 ○ 

深浦 5 古渡 35 度 250m 30m  有 10  

大谷 1 大谷 30 度 200m 10m  有 7  

大谷 3 大谷 30 度 200m 15m  無 11  

大谷 2 大谷 30 度 300m 15m  有 7  

牛間田第 1 道祖､阿弥陀 60 度 400m 15m S37.7 

S46.7 

S53.6 

有 15 ○ 

牛間田第 2 深浦五本松 70 度 400m 10m S42.7 

S46.7 

S53.6 

有 33 ○ 

牛間田 3 牛間田 40 度 260m 20m  有 6  

辺田 5 辺田 60 度 40m 30m  有 2  

辺田 8 辺田 50 度 40m 15m  無 4  

辺田 7 辺田 50 度 110m 15m  無 2  

上田野上 上田野上 50 度 70m 18m  無 2  

室島 3 室島 80 度 90m 10m  有 6  

川津 川津     有 5 ○ 

 

 

5.山腹崩壊危険箇所 

箇 所 所在地 面積 戸 数 備考 

辺田横山 辺田横山 7ha 3 国有林 
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6.土砂災害警戒区域 1/2 
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6.土砂災害警戒区域 2/2 

 

特別警戒区域 警戒区域

65 白石町 坂田 D-427Ⅰ-002 坂田横山川1 土石流 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

66 白石町 坂田 D-427Ⅰ-003 坂田横山川 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

67 白石町 深浦 D-427Ⅰ-004 坊ヶ谷川 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

68 白石町 深浦 D-427Ⅰ-005 阿弥陀川 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

69 白石町 深浦 D-427Ⅰ-006 大谷川 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

70 白石町 深浦 D-427Ⅰ-007 渡平川1 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

71 白石町 深浦 D-427Ⅰ-008 清水川 土石流 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

72 白石町 坂田 D-427Ⅱ-002 二本松川 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

73 白石町 深浦 D-427Ⅱ-003 渡平川2 土石流 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

74 白石町 深浦 K-427Ⅰ-006_1 室島1-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

75 白石町 深浦 K-427Ⅰ-006_2 室島1-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

76 白石町 深浦 K-427Ⅰ-007 室島2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

77 白石町 深浦 K-427Ⅰ-008_1 竜王第2-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

78 白石町 深浦 K-427Ⅰ-008_2 竜王第2-2 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

79 白石町 深浦 K-427Ⅰ-008_3 竜王第2-3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

80 白石町 深浦 K-427Ⅰ-008_4 竜王第2-4 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

81 白石町 深浦 K-427Ⅰ-009 竜王 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

82 白石町 深浦 K-427Ⅰ-010_1 平の前-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

83 白石町 深浦 K-427Ⅰ-010_2 平の前-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

84 白石町 深浦 K-427Ⅰ-010_3 平の前-3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

85 白石町 深浦 K-427Ⅰ-011 笹山添2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

86 白石町 深浦 K-427Ⅰ-012_1 笹山添-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

87 白石町 深浦 K-427Ⅰ-012_2 笹山添-2 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

88 白石町 深浦 K-427Ⅰ-012_3 笹山添-3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

89 白石町 深浦 K-427Ⅰ-012_4 笹山添-4 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

90 白石町 深浦 K-427Ⅰ-013 東古賀2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

91 白石町 深浦 K-427Ⅰ-014 山ノ根2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

92 白石町 深浦 K-427Ⅰ-015 深浦 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

93 白石町 深浦 K-427Ⅰ-016 深浦3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

94 白石町 深浦 K-427Ⅰ-017_1 深浦4-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

95 白石町 深浦 K-427Ⅰ-017_2 深浦4-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

96 白石町 深浦 K-427Ⅰ-018_1 深浦第2-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

97 白石町 深浦 K-427Ⅰ-018_2 深浦第2-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

98 白石町 深浦 K-427Ⅰ-019_1 深浦5-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

99 白石町 深浦 K-427Ⅰ-019_2 深浦5-2 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

100 白石町 深浦 K-427Ⅰ-020 大谷1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

101 白石町 深浦 K-427Ⅰ-021 大谷3 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

102 白石町 深浦 K-427Ⅰ-022_1 大谷2-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

103 白石町 深浦 K-427Ⅰ-022_2 大谷2-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

104 白石町 深浦 K-427Ⅰ-023 牛間田第1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

105 白石町 深浦 K-427Ⅰ-024_1 牛間田第2-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

106 白石町 深浦 K-427Ⅰ-024_2 牛間田第2-2 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

107 白石町 深浦 K-427Ⅰ-024_3 牛間田第2-3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

108 白石町 深浦 K-427Ⅰ-024_4 牛間田第2-4 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

109 白石町 深浦 K-427Ⅰ-025 牛間田3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

110 白石町 深浦 K-427Ⅰ-030 室島3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

111 白石町 深浦 K-427Ⅱ-022 室島5 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

112 白石町 深浦 K-427Ⅱ-023_1 室島6-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

113 白石町 深浦 K-427Ⅱ-023_2 室島6-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

114 白石町 深浦 K-427Ⅱ-024 室島7 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

115 白石町 深浦 K-427Ⅱ-025 深浦東分1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

116 白石町 深浦 K-427Ⅱ-026 深浦東分2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

117 白石町 深浦 K-427Ⅱ-027 深浦東分3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

118 白石町 深浦 K-427Ⅱ-028 深浦東分4 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

119 白石町 深浦 K-427Ⅱ-029_1 牛間田4-1 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

120 白石町 深浦 K-427Ⅱ-029_2 牛間田4-2 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

121 白石町 深浦 K-427Ⅱ-029_3 牛間田4-3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

122 白石町 深浦 K-427Ⅱ-030 牛間田5 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

123 白石町 深浦 K-427Ⅱ-031 牛間田6 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

124 白石町 深浦 K-427Ⅱ-032 牛間田7 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

125 白石町 深浦 K-427BⅡ-002 竜王3 急傾斜地の崩壊 〇 〇 佐賀県告示第50号 H31.2.19

126 白石町 深浦 K-427BⅡ-003 深浦東分5 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

127 白石町 深浦 K-427BⅡ-004 深浦西分1 急傾斜地の崩壊 〇 佐賀県告示第51号 H31.2.19

128 白石町 深浦 JR-427-001 大谷 地すべり 〇 佐賀県告示第107号 R3.3.30

町名番号 公示番号 公示日大字 自然現象の種類区域名箇所番号
該 当 区 分
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 気象予警報に関る事項 

1.地方気象台が発表する注意報､警報の種類 

  気象台は､気象現象により災害の発生するおそれがあると予想されるとき､警報や注意報を

発表して災害に対する注意を呼びかけます｡警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等

が予想され､重大な災害の危険性が著しく高まっている場合には､｢特別警報｣を発表し､最大限

の警戒を呼び掛けます｡ 

(1) 注 意 報 

種  類 予想される重大な被害 解説 

注 

 

 

 

 

 

意 

 

 

 

 

 

報 

大雨注意報 
がけ崩れ､陸上交通の運休､低

地にある家屋の浸水等 

大雨によって災害のおこるおそれがあると予想

されるときに発表します｡ 

洪水注意報 
中小河川の氾濫､低地にある

家屋の浸水等 

大雨､長雨などの気象によって河川の水位が増加

し､災害の起こるおそれがあると予想されるとき

に発表します｡ 

強風注意報 
陸上･海上･航空交通の運休や

欠航､簡易建物の破損等 

台風や低気圧等で､やや強い風や強い風が吹き､

災害の起こるおそれがあると予想されるときに

発表します｡ 

波浪注意報 
小型船舶などの被害､海上交

通等の欠航等 

風浪やうねりなどによって沿岸や沿岸の海域(海

岸線からおおよそ 20 海里)で災害の起こるおそ

れがあると予想されるときに発表します｡ 

高潮注意報 低地にある家屋の浸水等 

台風等による海面の上昇によって､沿岸で災害の

起こるおそれがあると予想されるときに発表し

ます｡ 

大雪注意報 陸上交通の運休や一時不通等 
大雪によって災害の起こるおそれがあると予想

されるときに発表します｡ 

風雪注意報 

陸上･海上･航空交通の運休や

欠航等､簡易建物などの破損

等 

冬型の気圧配置等の時に､雪による視程障害等を

伴いやや強い風や強い風が吹き災害の起こるお

それがあると予想されるときに発表します｡ 

雷注意報 停電､火災､ひょう､突風害等 
落雷やひょう､激しい突風によって被害が予想さ

れるときに発表します｡ 

乾燥注意報 山林や家屋の火災等 
空気が乾燥し､火災の起こりやすい状態が予想さ

れるときに発表します｡ 

農務注意報 
陸上･海上･航空交通の運休や

欠航等 

濃霧のため､交通機関等に著しい支障をおよぼす

おそれのあるときに発表します｡ 

霜注意報 農作物の損傷等 
早霜､晩霜等によって農作物に著しい被害が予想

されるときに発表します｡ 

なだれ注意報 人の遭難等 
なだれによって災害のおこるおそれがあると予

想されるときに発表します｡ 

低温注意報 
農作物の損傷､水道管の凍結

や破損等 

低温のため農作物等に著しい被害が予想される

ときに発表します｡夏期は平均気温の低い日が続

いたときに発表され､冬季は最低気温が低い日に

発表します｡ 

着氷･着雪注意報 
通信線や送電線の破損､停電､

通信の途絶等 

着氷･着雪が著しく､通信線や送電線等に被害が

予想されるときに発表します｡ 
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(2) 警  報 

種  類 予想される重大な被害 発 表 基 準 

警 

 

 

 

 

 

報 

大雨警報 

山がけ崩れ､土石流､地滑り､

家屋の流失や浸水､道路や耕

地の浸水や冠水､陸上交通の

障害等 

発達した低気圧や台風等による大雨によって､重

大な災害の起こるおそれがあると予想される時

に発表します｡ 

洪水警報 
家屋の流失や浸水､道路や耕

地の冠水､陸上交通の障害等 

大雨や長雨等の気象現象によって河川が増水し

重大な災害の起こるおそれがあると予想される

時に発表します｡ 

暴風警報 

家屋の損壊､農作物の損傷や

果実の落果､停電､陸上･海上･

空の交通障害等 

発達した低気圧や台風等の接近時に､非常に強い

風や猛烈な風によって､重大な災害の起こるおそ

れがあると予想される時に発表します｡ 

波浪警報 

船舶の被害､漁業施設や海岸

施設の破損､海上交通の障害

等 

風浪､うねりなどによって沿岸や沿岸の海域(海

岸線からおおよそ 20 海里)で重大な災害の起こ

るおそれがあると予想されるときに発表します｡ 

高潮警報 
家屋の流失や浸水､船舶被害､

漁業施設や海岸施設の破損 

台風等によって､海水面が上昇し､沿岸で重大な

災害の起こるおそれがあると予想される時に発

表します｡ 

大雪警報 
陸上･空の交通障害､農作物の

損傷等 

強い冬型の気圧配置等の時に､大雪によって重大

な災害の起こるおそれがあると予想されるとき

に発表します｡ 

暴風雪警報 

家屋の損壊､農作物の損傷や

落果､停電､陸上･海上･空の交

通障害等 

強い冬型の気圧配置等の時に､大雪による視程障

害を伴い非常に強い風や猛烈な風によって､重大

な災害の起こるおそれがあると予想されるとき

に発表します｡ 

 

(3) 特別警報 

 種  類 発 表 基 準 

 

特 

 

別 

 

警 

 

報 

 

大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表します｡大雨

特別警報には､大雨特別警報(土砂災害)､大雨特別警報(浸水害)､大雨特別警報(土

砂災害､浸水害)のように､特に警戒すべき事項が明記される｡ 

大雪特別警報 大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表します｡ 

暴風特別警報 暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表します｡ 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表しま

す｡｢暴風による重大な災害｣に加えて｢雪を伴うことによる視程障害などによる重

大な災害｣のおそれについても警戒を呼びかけます｡ 

波浪特別警報 高い波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表します｡ 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいときに発表します｡ 
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(4) 警報･注意報の内容 

    警報や注意報では､気象台が最も伝えたい重要な事項を｢注意警戒文｣として本文の前に 

記述します｡注意警戒文は二重括弧で囲み 100 文字以内で記述します｡本文には､細分区域 

ごとに警報や注意報の発表状況､警戒鉈は注意すべき事項や時間帯､現象のﾋﾟｰｸの時間､ 

量的予想を記述します｡また､特記事項には､注意報発表の際に警報に切り替わる可能性に 

ついて記述することがあります｡ 

   

(5) 警報･注意報の地域細分発表 

     警報又は注意を要する区域を指定して､警報､注意報を発表する場合､本町は以下の細分

区域に該当する｡ 

 一次細分区域 市町をまとめた区域名 市町別 

佐 賀 県 南 部 武雄地区 白 石 町 
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 災害情報の収集･報告に関る事項 

1.被災状況判定基準(被害報告取扱要領) 

区  分 判 定 基 準 

人 

的 

被 

害 

死者 
当該災害が原因で死亡し､死体を確認したもの､死体は確認できない

が､死亡したことが確実なものとする｡ 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり､且つ死亡の疑いのある者とする｡ 

重傷者 
災害のため負傷し､医師の治療を受け､又は受ける必要のある者のう

ち､1 ヶ月以上の治療を要する見込みの者とする｡ 

軽傷者 
災害のため負傷し､医師の治療を受け､又は受ける必要のある者のう

ち､1 ヶ月未満で治ゆできる見込みの者とする｡ 

住 

 

家 

 

の 

 

被 

 

害 

住家 
現実に居住のため使用している建物をいい､社会通念上の住家である

かどうかを問わないものである｡ 

戸数 
独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物､又は完

全に区画された建物の一部を戸の単位とする｡ 

世帯 
生計を一つにしている実際の生活単位をいう｡例えば､同一家屋内の

親子夫婦であっても生活の実態が別々であれば当然 2 世帯とする｡ 

住家全壊 

住居がその居住のための基本的機能を喪失したもの､すなわち､住家

全部が倒壊､流失､埋没､焼失したもの､又は住家の損壊が甚だしく､補

修により元通りに再使用することが困難なもので､具体的には､住家

の損壊､焼失若しくは､流失した部分の床面積がその住家の延べ床面

積の 70%以上に達した程度のもの､又は住家の主要な構成要素の経済

的被害額を住家全体に占める損害割合で表し､その住家の損害割合が

50%以上に達した程度のものとする｡ 

住家半壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの､すなわ

ち､住家の損害が甚だしいが､補充すれば元通りに再使用できる程度

のもので､具体的には損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%

未満のもの､又は住家の主要な構成要素の経済的被害額を住家全体に

占める損害割合で表し､その住家の損害割合が 20%以上 50%以未満の

ものとする｡ 

床上浸水 

住家の床以上に浸水したもの及び全壊､或いは半壊には該当しない

が､土砂､木竹等の堆積のため一時的に居住することができないもの

とする｡ 

床下浸水 住家の床上浸水にいたらないものとする｡ 

一部破損 

全壊(全焼､流失､埋没を含む)､半壊(半焼､流失､埋没を含む)､床上浸

水､床下浸水に該当しないもので､建物の一部が破損したものとする

が､窓ｶﾞﾗｽ等が数枚破損した程度の軽微な被害は除くものとする｡ 
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区  分 判 定 基 準 

非

住

居

の

被

害 

公共の建物 
例えば､役場庁舎､公立保育所､公民館等の公用又は公共用に供する

建物で全壊又は半壊したものとする｡ 

その他 
公共建物以外の倉庫､土蔵､車庫等の建物で､全壊又は半壊したもの

とする｡ 

被

災

者

等 

被災世帯 

災害によって全壊､半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一つにしている世帯とする｡例えば､寄宿

舎､下宿､その他これに類する施設に宿泊するもので､共同生活を営

んでいるものについては､これを一世帯として扱い､また同一家屋

の親子夫婦であっても､生活が別々であれば分けて扱うものとす

る｡ 

被災者 被災世帯の構成員とする｡ 

文

教

施

設

等 

公共文教施設 

地方公共団体の設置する小学校､中学校､高等学校､大学､高等専門

学校､盲学校､ろう学校､養護学校及び幼稚園のうち､建物､工作物､

土地又は設備に被害を受けた施設とする｡ 

社会教育施設 

学校の教育課程として行なわれる教育活動を除き､主として青少年

及び成人に対して行なわれる組織的な教育活動(体育及びﾚｸﾚｰｼｮﾝ

の活動を含む)を行なう施設であって､公民館､図書館､博物館､青年

の家及びその他必要な施設とする｡ 

文化財 
文化財保護法第 2 条に定める文化財のうち､有形文化財､民俗文化

財､記念物､文化的景観及び伝統的建造物群とする｡ 

農

林

水

産

業

施

設 

田の流失埋没 
田の耕土､畦畔が流失したもの､又は砂利等の堆積のため､耕作が不

能になったものとする｡ 

田の冠水 作物の上部先端が見えない程度に水中に没したものとする｡ 

畑の流失･埋没･冠水 田の例に準じて取扱う｡ 

農業用施設 

農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次のものとする｡ 

1.かんがい排水施設 

2.農業用道路 

3.農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設 

林業用施設 

林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次のものとする｡ 

1.林地荒廃防止施設 

2.林道 

漁業用施設 

漁場の利用又は保全上必要な公共的施設であって次のものとする｡ 

1.沿岸漁場整備開発施設 

2.漁港施設 

共同利用施設 

農業協同組合､農業協同組合連合会､森林組合､生産森林組合､森林

組合連合会又は水産業協同組合､同連合会の所有する倉庫､加工施

設､共同作業場及びその他農林水産業の共同利用に供する施設とす

る｡ 
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区  分 判 定 基 準 

公

共

土

木

施

設 

河川 

河川法が適用され､若しくは準用される河川又はこれらのものの

維持管理上必要な堤防､護岸､水制､床止めその他の施設､若しくは

沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする｡ 

海岸 

国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに

設置する堤防､護岸､突堤その他海岸を防護するための施設とす

る｡ 

砂防 
砂防法第 1条に規定する砂防設備､同法第 3 条の規定によって同法

が準用される砂防のための施設とする｡ 

林地荒廃防止施設 
山林砂防施設(立木を除く)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み立木

を除く)とする｡ 

地すべり防止施設 
地すべり等防止法第 2 条第 3 項に規定する地すべり防止施設とす

る｡ 

急傾斜地崩壊防止施設 
急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第 2 条 2 項に規定す

る急傾斜地崩壊防止施設とする｡ 

道路 
道路法第 2 条 1 項に規定する道路のうち､橋梁を除いたものとす

る｡ 

橋梁 道路と連結するために河川､運河等の上に架設された橋とする｡ 

港湾 
港湾法第 2条第 5項に規定する水域施設､外かく施設､けい溜施設､

又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする｡ 

漁港 
漁業漁場整備法第 3 条に規定する基本施設又は漁業の利用及び管

理上重要な輸送施設とする｡ 

下水道 
下水道法第 2 条第 3 号に規定する公共下水道､同条第 4 号に規定す

る流域下水道又は同条第 5 号に規定する都市下水路とする｡ 

衛

生

施

設 

医療施設 病院､診療所及び助産所とする｡ 

水道施設 

人の飲用に適する水として供給する施設であり､水道のための取

水施設､貯水施設､導水施設､浄水施設､送水施設及び配水施設とす

る｡ 

その他 
各種医療関係者養成機関､衛生検査所､歯科技工所､施術所､保健ｾﾝ

ﾀｰ､火葬場､と畜場等とする｡ 

環

境

施

設 

水質特定施設 

排水施設 

対象事業場 

水質汚濁防止法第 2条第 2項に規定する特定施設､熊本県生活環境

の保全等に関する条例第 28号第 2号に規定する排水施設及び熊本

県地下水保全条例第 7 条第 2号に規定する対象事業場で､災害によ

って人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものと

する｡ 

廃棄物処理施設 ごみ処理､し尿処理施設及び産業廃棄物処理施設とする｡ 
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区  分 判 定 基 準 

社

会

福

祉

施

設 

老人福祉施設 

老人の心身の健康の保持及び生活の安定を図るための施設であ

て､養護老人ﾎｰﾑ､軽費老人ﾎｰﾑ及び福祉ｾﾝﾀｰ､高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

とする｡ 

児童福祉施設 

助産施設､乳児院､母子生活支援施設､保育所､児童厚生施設､児童

養護施設､知的障害児施設､知的障害児通園施設､盲ろうあ児施設､

肢体不自由児施設､重症心身障害児施設､情緒障害児短期治療施

設､児童自立支援施設及び児童家庭支援ｾﾝﾀｰとする｡ 

心身障害者福祉施設 

肢体不自由者更生施設､身体障害者療護施設､身体障害者援産施

設､重度身体障害者更生施設､重度身体障害者援産施設､身体障害

者福祉工場､補装具製作所､点字図書館､盲人ﾎｰﾑ､身体障害者福祉ｾ

ﾝﾀｰ､身体障害者体育館､知的障害者更生施設､知的障害者援産施設

及び知的障害者通勤寮とする｡ 

介護保険施設 
介護保険法第 48 条第 1 項に規定する介護老人福祉施設､介護老人

保健施設及び介護療養型医療施設 

都

市

施

設 

公園等 
都市計画法第 11 条第 1 項第 2 号に規定する公園､緑地､広場､墓園､

その他の施設とする｡ 

その他 
街路､都市排水施設､防空壕､堆積土砂排除事業等の要件を具備し

たものとする｡ 

公営住宅 
公営住宅法により､地方公共団体が国の補助を受けて建設し､その

住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設とする｡ 

農

業

関

係

被

害 

農作部等 
米､麦､雑穀類､野菜､果樹､工芸作物､飼料作物､花卉､桑及び茶など

とする｡ 

樹体 果樹､茶樹､桑樹等の樹体とする｡ 

家畜等 牛､馬､豚､鶏等の家畜及び畜産物とする｡ 

在庫品 
農業協同組合及び農業協同組合連合会の所有又は管理する物(生

産資材､食料品､消費生活物資等)とする｡ 

非共同利用施設 個人所有の倉庫､畜舎､ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ､その他の農業用施設とする｡ 

林

業

関

係

被

害 

山地崩壊 土砂の崩壊又は地すべりにより山地が崩壊したものとする｡ 

造林地等 
人口造林地における造林木及び天然木(利用伐期齢級未満のもの)

とする｡ 

林産施設 
木材倉庫､貯木場､集運材施設､炭がま､木炭倉庫､しいたけ育成施

設､特殊林産物倉庫､しいたけほだ木等とする｡ 

苗畑等 幼苗､山行苗の苗木及び苗畑やその付属施設とする｡ 

林産物 
立木(利用伐期齢級以上のもの)､素材､製材､竹材､たけのこ､しい

たけ､その他のものとする｡ 

在庫品 
森林組合及び森林組合連合会並びに木､製材業者の所有又は管理

するもの(木材､薪炭､特殊林産物)とする｡ 
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区  分 判 定 基 準 

水

産

業

関

係

被

害 

水産物 漁獲物､養殖物及び加工品等とする｡ 

漁船 

漁業に従事する船舶､漁場から漁獲物等を運搬する船舶､漁業に関

する試験､調査､指導､取締､若しくは練習に従事する船舶であって

漁ろう設備を有するものとする｡ 

漁具              
大型定置網､小型定置網､さし網､はえなわ､たこつぼ､えり､やな等

とする｡ 

養殖施設 
のり､かき､真珠､ﾎﾀﾃ貝､はまち､たい等の魚介類の養殖施設とす

る｡ 

漁場 漁業法第 6 条に規定する漁業権の設定されている漁場とする｡ 

在庫品 水産業協同組合の所有又は管理するものとする｡ 

商

工

業

関

係

被

害 

商業 
商品を売って利益を得ることを目的とする事業であって卸業､小

売業､仲立ち業などとする｡ 

工業 原料を加工して利用物とする事業とする｡ 

鉱業 
鉱物の試掘､採掘及びこれに付随する選鉱､精錬､その他の事業と

する｡ 

観光施設 

観光旅行者の利用に供される施設であって､宿泊施設及びその付

属施設遊園地､動物園､ｽｷｰ場及びその他の遊戯､観賞又は運動のた

めの施設とする｡ 

船舶(漁船を除く) 

ろかいのみをもって運動する舟以外の舟で船体が没し､航行不能

になったもの及び流失し､所在が不明になったもの､並びに修理し

なければ航行できない程度の被害を受けたものとする｡ 

火災発生  地震又は火山噴火の場合のみに発生した火災とする｡ 

そ

の

他

の

被

害 

鉄道不通 電車等の運行が不能となった程度の被害を受けたものとする｡ 

交通止め 冠水又は崩土等により交通止めになった道路とする｡ 

がけ崩れ 

道路､人家又はその他の施設に影響を及ぼす山崩れ､がけ崩れと

し､農林水産業施設､公共土木施設､農業関係被害及び林業関係被

害に掲上したものを除いたものとする｡ 

電話 災害により通信不能となった電話の回線数とする｡ 

電気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸

数とする｡ 

ｶﾞｽ 
一般ｶﾞｽ事業又は簡易ｶﾞｽ事業で供給停止となっている戸数のうち

最も多く供給停止となった時点における戸数とする｡ 

水道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した

時点における戸数とする｡ 

ﾌﾞﾛｯｸ塀等 崩壊したﾌﾞﾛｯｸ塀又は石塀の箇所数とする｡ 
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 2.県への災害報告要領 

  佐賀県防災 GIS システムによる県への報告 

  警報発表時:1 時間ごと･随時 

  ① 報告等の種類 

報 告 区 分 報告責任者 報告様式 摘   要 

災害情報 町 長 様式第 1 号 
災害を覚知した時､災害の状況及び措置

等についてその都度報告する｡ 

被害状況報告(速報) 町 長 様式第 2 号 
災害により発生した被害状況及び応急

措置状況を一定時間を置き報告する｡ 

被害状況報告(確定) 町 長 様式第 2 号 

同一の災害に対する被害調査終了した

時､又は､応急対策が終了した時点で報

告する｡ 

住民避難等報告 町 長 様式第 4 号 
住民の避難状況を一定時間置いて報告

する｡ 

災害年報 町 長 県指定様式 

毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの被

害状況について 4 月 1 日現在で明らか

になったものを報告する｡ 

  ※一定時間:特に指定のない場合は毎日 10 時及び 15 時の 2 回とする｡ 

 

  ② 報告の系統 

 

 

 

 

    ◆杵藤土木事務所 : TEL:0954-22-4184  FAX:0954-23-9763 

    ◆県 危 機 管 理 防 災 課 : TEL:0952-25-7026 FAX:0952-25-7262 

    ◆総 務 省 消 防 庁 : TEL:03-5253-7525 FAX:03-5253-7535 

 

3 町災害対策本部内の報告要領 

  ① 各対策部において収集した情報は｢様式第 3 号｣に取りまとめ､総務対策部へ報告する｡ 

 

 

 

報告の時間等については､特に指定しない場合､毎日 9時 30分及び 14時 30分の 2回とする｡ 

 

 

 

 

土木事務所 

各対策部 情報連絡対策部 

総務省消防庁 

総務対策部 
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 避難所に関る事項 

1.指定緊急避難場所 

施設の名称 施設の住所 

対象とする異常な現象の

種類 
指
定
避
難
所
と
の
重
複 

洪
水(

内
水
氾
濫
含)

 

土
砂
災
害 

高 

潮 
地 

震 

津 

波 

大
規
模
な
火
事 

白石町総合ｾﾝﾀｰ 白石町大字福田 1312-1 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

白石町健康ｾﾝﾀｰ 白石町大字福田 1312-1 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

白石社会体育館 白石町大字遠江 75-1 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

白石高等学校 

（普通科キャンパス） 
白石町大字今泉 138 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 

佐賀農業高等学校 白石町大字福田 1660 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 

白石中学校 白石町大字遠江 143-1 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

白石小学校 白石町大字福田 2371 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

六角小学校 白石町大字東郷 2231 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

須古小学校 白石町大字堤 1463 〇 - ○ 〇 〇 〇 〇 

北明小学校 白石町大字築切 205 〇 ○ - 〇 〇 〇 〇 

三近堂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 白石町大字堤 1461 〇 - ○ 〇 〇 〇 〇 

福富ゆうあい館 白石町大字福富 3535-1 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

道の駅しろいし 白石町大字福富下分 306-4 ○ ○ - ○ - ○ ○ 

福富社会体育館 白石町大字福富 3508-2 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

旧福富中学校 白石町大字福富 3499 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

福富小学校 白石町大字福富 3410-2 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 白石町大字戸ｹ里 3211 〇 〇 - 〇 - 〇 〇 

有明公民館 白石町大字坂田 275-1 〇 〇 - 〇 - 〇 〇 

旧有明中学校 白石町大字坂田 290-1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

有明東小学校 白石町大字牛屋 6833-2 〇 ○ - 〇 - 〇 〇 

有明西小学校 白石町大字戸ｹ里 1493-1 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 

有明南小学校 白石町大字深浦 5581-1 〇 - ○ 〇 〇 〇 〇 

白石町総合運動場 白石町大字福田 1420 - ○ - ○ - ○ - 
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2.指定避難所一覧 

名   称 住   所 電話番号 避難地域 

白石町総合ｾﾝﾀｰ ※ 白石町大字福田 1312-1 0952-84-3921 白石地域全域 

白石町健康ｾﾝﾀｰ ※ 白石町大字福田 1312-1  〃 

白石社会体育館 白石町大字遠江 75-1 0952-84-6432 〃 

白石高等学校 ※ 

（普通科キャンパス） 
白石町大字今泉 138 0952-84-2131 〃 

佐賀農業高等学校 ※ 白石町大字福田 1660 0952-84-2611 〃 

白石中学校 白石町大字遠江 143-1 0952-84-2411 〃 

白石小学校 白石町大字福田 2371 0952-84-2006 〃 

六角小学校 白石町大字東郷 2231 0952-84-2009 〃 

須古小学校 白石町大字堤 1463 0952-84-2219 〃 

北明小学校 白石町大字築切 205 0952-84-2240 〃 

三近堂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 白石町大字堤 1461 0952-84-3445 〃 

福富ゆうあい館 ※ 白石町大字福富 3535-1 0952-87-2171 福富地域全域 

道の駅しろいし 白石町大字福富下分 306-4 0952-87-2116 〃 

福富社会体育館 白石町大字福富 3508-2 0952-87-2931 〃 

旧福富中学校体育館 白石町大字福富 3499 0952-87-3531 〃 

福富小学校 白石町大字福富 3410 0952-87-3126 〃 

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 ※ 白石町大字戸ｹ里 3211 0954-65-3366 有明地域全域 

有明公民館 ※ 白石町大字坂田 275-1 0954-65-3135 〃 

旧有明中学校 白石町大字坂田 290-1 0954-65-2127 〃 

有明東小学校 白石町大字牛屋 6833-2 0954-65-4038 〃 

有明西小学校 白石町大字戸ｹ里 1493-1 0954-65-4137 〃 

有明南小学校 白石町大字深浦 5581-1 0954-65-4169 〃 

※印は､自主避難及び避難行動要支援者(高齢者､子ども､障がい等)優先の避難所とする｡ 
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3.各指定緊急避難場所における避難誘導責任者  

避 難 所 避難誘導責任者 避難誘導員 

白石町総合運動場 住民課長  

 

4.各指定避難所における避難誘導責任者及び避難所管理者等 

● 白石地域 

避 難 所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難所管理者 駐在責任者 

白石町総合ｾﾝﾀｰ※ 長寿社会課長  長寿社会課長  

白石町健康ｾﾝﾀｰ※ 長寿社会課長  長寿社会課長  

白石社会体育館 税務課長  住民課長  

白石高等学校 

※（普通科キャンパス） 
長寿社会課長  長寿社会課長  

佐賀農業高等学校※ 長寿社会課長  長寿社会課長  

白石中学校 税務課長  住民課長  

白石小学校 税務課長  住民課長  

六角小学校 税務課長  税務課長  

須古小学校 税務課長  税務課長  

北明小学校 税務課長  税務課長  

三近堂ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝﾀｰ 税務課長  税務課長  

 ● 福富地域 

避 難 所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難場所管理者 駐在責任者 

福富ゆうあい館※ 長寿社会課長  長寿社会課長  

旧福富中学校 税務課長  農業委員会局長  

福富小学校 税務課長  農業委員会局長  

福富社会体育館 税務課長  農業委員会局長  

道の駅しろいし 税務課長  農業委員会局長  

 ● 有明地域 

避 難 所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難場所管理者 駐在責任者 

有明公民館※ 長寿社会課長  長寿社会課長  

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸ 

ふれあい郷※ 
税務課長  企画財政課長  

旧有明中学校 税務課長  企画財政課長  

有明東小学校 税務課長  企画財政課長  

有明西小学校 税務課長  企画財政課長  

有明南小学校 税務課長  企画財政課長  

※印は､自主避難及び避難行動要支援者(高齢者､子ども､障害等)優先の避難所とする｡ 

   また､災害規模等により､地区公民館を避難所にする場合がある｡ 
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5.避難対象地区及び予想される危険 

地 区 避難対象地区名 予想される危険 避 難 所 収容人員 

白石 

白石地域 水のあふれ 

白石町総合ｾﾝﾀｰ 437 人 

白石町健康ｾﾝﾀｰ 79 人 

白石社会体育館 640 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

白石中学校 638 人 

白石小学校 347 人 

六角地域 水のあふれ 

白石町総合ｾﾝﾀｰ 437 人 

白石町健康ｾﾝﾀｰ 79 人 

白石社会体育館 640 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

白石中学校 638 人 

六角小学校 318 人 

須古地域 

水のあふれ ､地すべ

り､土石流､急傾斜地

崩壊 

白石町総合ｾﾝﾀｰ 437 人 

白石町健康ｾﾝﾀｰ 79 人 

白石社会体育館 640 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

白石中学校 638 人 

須古小学校 255 人 

三近堂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 99 人 

北明地域 水のあふれ 

白石町総合ｾﾝﾀｰ 437 人 

白石町健康ｾﾝﾀｰ 79 人 

白石社会体育館 640 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

白石中学校 638 人 

北明小学校 345 人 

福富 福富全地域 水のあふれ 

福富ゆうあい館 346 人 

道の駅しろいし 68 人 

福富社会体育館 493 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

旧福富中学校 504 人 

福富小学校 441 人 

有明 

牛屋東分 ･牛屋西

分･新明地域 
水のあふれ 

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 548 人 

有明公民館 274 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

旧有明中学校 792 人 

有明東小学校 357 人 

戸ｹ里･廻里津･廻里

高町･大字辺田･大

字田野上地域 

水のあふれ ､地すべ

り､土石流､急傾斜地

崩壊 

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 548 人 

有明公民館 274 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

旧有明中学校 792 人 

有明西小学校 364 人 

大字坂田 ･室島竜

王･深浦･長浜･牛間

田 

水のあふれ ､地すべ

り､土石流､急傾斜地

崩壊 

有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 548 人 

有明公民館 274 人 

白石高等学校 575 人 

佐賀農業高等学校 523 人 

旧有明中学校 792 人 

有明南小学校 271 人 
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6.避難指示等における避難行動の目安 

項  目 状  況 町民に求める行動 

高齢者等避難 

（レベル３） 

･人的被害の発生する可能性が高

まった状態 

※特に避難行動に時間を要する

者が避難行動を開始しなければ

ならない段階(避難行動要支援者

の避難) 

･避難行動要支援者等､避難

に時間を要する者は､計画さ

れた避難場所への避難を開

始 

(避難誘導員は誘導活動を実

施) 

･上記以外の者は､家族等と

の連絡､非常持出品の用意

等､避難準備を開始 

避難指示 

（レベル４） 

･人的被害の発生する可能性が明

らかに高くなった状態 

※避難行動要支援者の避難確認

を終え､通常の避難行動ができる

者が避難行動を開始する段階 

･通常の避難行動ができる者

は､計画された避難場所への

行動を開始 

(避難誘導員は引続き誘導活

動を実施) 

･前兆現象の発生や､現在の切迫

した状況から､人的被害の発生す

る危険性が非常に高いと判断さ

れた状態 

･人的被害が発生した場合 

･高齢者等避難の発令後で避

難中の町民は､確実な避難行

動を直ちに完了 

 

緊急安全確保 

（レベル５） 

･災害が発生し､又はまさに発生

しようとしている場合において､

避難のための立退きを行うこと

によりかえって人の生命又は身

体に危険が及ぶおそれがあると

認められるとき 

･屋内での待避等の安全確保

措置の指示 

 

 

航空輸送に関る事項 

1.緊急ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

 発着予定地名称 所在地 面  積 

福富多目的運動広場 

(福富ﾏｲﾗﾝﾄﾞ公園内) 
白石町大字八平 434 20,000 ㎡ 

新明ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 白石町大字新明 2812 14,000 ㎡ 

有明ふれあい運動公園 白石町大字坂田 327 11,000 ㎡ 

有明南小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 白石町大字深浦 5469 13,000 ㎡ 

白石町総合運動場 白石町大字福田 1420 25,000 ㎡ 
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消防団に関る事項 

 

1.消防団組織図 

(1) 消防組織(R6.4.2現在) 

   団 長 副団長 分団長 副分団長 部 長 団 員 計 

本  部 1 3 - - 1 33 38 

女 性 部 - - - - 1 20 21 

ﾗｯﾊﾟ部     (1) (20) (21) 

白石第1分団 - - 1 1 4 79 85 

白石第2分団 - - 1 1 4 73 79 

白石第3分団 - - 1 1 6 108 116 

白石第4分団 - - 1 1 4 117 123 

福富第1分団 - - 1 1 3 72 77 

福富第2分団 - - 1 1 3 67 72 

福富第3分団 - - 1 1 3 64 69 

有明第1分団 - - 1 1 3 75 80 

有明第2分団 - - 1 1 5 105 112 

有明第3分団 - - 1 1 5 96 103 

    計 1 3 10 10 43 908 975 

 ( )は内数 

 

 (2) 消防機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1～4 部 

第 1～4 部 

第 1～6 部 

第 1～4 部 

第 1～3 部 

第 1～3 部 

第 1～3 部 

第 1～3 部 

第 1～5 部 

第 1～5 部 

消

防

団

長 

副

団

長 

副分団長 分 団 長 白石第 1 分

団 
副分団長 分 団 長 白石第 2 分

団 

 

副分団長 分 団 長 白石第 3 分

団 

 

副分団長 分 団 長 白石第 4 分

団 

 

副分団長 分 団 長 福富第 1 分

団 

 

副分団長  分 団 長 福富第 2 分

団 

 

副分団長 分 団 長 福富第 3 分

団 

 

副分団長 分 団 長 有明第 1 分

団 

 

副分団長 分 団 長 有明第 2 分

団 

 

副分団長 分 団 長 有明第 3 分

団 

 

本   部 

女 性 部 

ラッパ部 
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2.消防団消防施設整備状況 

(1) 消防機械器具(R6.4.2) 

分団名 部名 団員数 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車 積 載 車 小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ 

本   部  38 1   

女 性 部  21   1 

白石第 1 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

85  4 4 

白石第 2 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

79  4 4 

白石第 3 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

第 5 部 

第 6 部 

116  6 6 

白石第 4 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

第 5 部 

123  6 6 

福富第 1 分団 
第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

77  3 3 

福富第 2 分団 
第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

72  3 3 

福富第 3 分団 
第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

69  3 3 

有明第 1 分団 
第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

80  4 4 

有明第 2 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

第 5 部 

112  5 5 

有明第 3 分団 

第 1 部 

第 2 部 

第 3 部 

第 4 部 

第 5 部 

103  6 6 

計  975 1 44 45 
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 条例､規則に関る事項 

 

白石町防災会議条例 

 
平 成 1 7 年 1 月 1 日 

条 例 第 1 6 号 

(趣旨) 

第1条 この条例は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき､白石

町防災会議(以下｢防災会議｣という｡)の所掌事務及び組織を定めるものとする｡ 

 (所掌事務) 

第2条 防災会議は､次に掲げる事務をつかさどる｡ 

 (1) 白石町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること｡ 

 (2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること｡ 

 (3) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること｡ 

 (4) 前3号に掲げるもののほか､法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 (会長及び委員) 

第3条 防災会議は､会長及び委員をもって組織する｡ 

2 会長は､町長をもって充てる｡ 

3 会長は､会務を総理する｡ 

4 会長に事故があるときは､あらかじめその指名する委員がその職務を代理する｡ 

5 委員は､次に掲げる者をもって充てる｡ 

 (1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (2) 佐賀県の知事の内部職員のうちから町長が任命する者 

 (3) 佐賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

 (4) 町長が町職員のうちから指名する者 

 (5) 教育長 

 (6) 消防団長 

 (7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

 (8) 白石町内にある公共機関及び公共的団体の役員のうちから町長が任命する者 

(9) 自主防災組織(災害対策基本法第5条第2項に規定するものをいう。)を構成する者又は 

学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

(10)前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上で、町長が必要と認める者 

6 前項の委員の定数は､24人以内とする｡ 

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は､2年とする｡ただし､補欠の委員の任期は､その前任者

の残任期間とする｡ 

8 前項の委員は､再任されることができる｡ 

 (専門委員) 

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる｡ 

2 専門委員は､関係地方行政機関の職員､佐賀県の職員､町の職員､関係指定公共機関の職員､関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから町長が任命する｡ 

3 専門委員は､当該専門事項に関する調査が終了したときは､解任するものとする｡ 

 (委任) 

第5条 この条例に定めるもののほか､防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項
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は､会長が防災会議に諮って定める｡ 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は､平成17年1月1日から施行する｡ 

 (経過措置) 

2 この条例の施行後､最初に委嘱される第3条第5項第7号及び第8号の委員の任期は､第3条第7

項の規定にかかわらず､平成19年3月31日までとする｡ 

附 則(平成 17 年 12 月 26 日条例第 182 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 21 年 9 月 30 日条例第 20 号) 

この条例は、平成 22 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 3 月 26 日条例第 2 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 11 日条例第 5 号) 

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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白石町防災会議委員                        (令和 6 年 6 月 17 日現在) 

会  長  白石町長 

委  員  白石町副町長 

委  員  白石町教育長 

委  員  白石町議会議長 

委  員  白石町駐在員代表 

委  員  国土交通省武雄河川事務所牛津出張所長 

委  員  国土交通省武雄河川事務所朝日出張所長 

委  員  杵藤土木事務所長 

委  員  杵藤農林事務所長 

委  員  白石警察署長 

委  員  白石消防署長 

委  員  白石町消防団長 

委  員  佐賀県農協白石地区中央支所常務理事 

委  員  佐賀県有明海漁協代表 

委  員  土地改良区理事代表 

委  員  町内建設業者代表 

委  員  白石町地域婦人連絡協議会代表 

委  員  白石町婦人防火ｸﾗﾌﾞ代表 

委  員  白石町民生児童委員協議会代表 

委  員  白石町女性団体連絡会代表 

委  員  町内自主防災会代表 

委  員  白石町役場 長寿社会課長 

委  員  白石町役場 農村整備課長 

委  員  白石町役場 建設課長 
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白石町災害対策本部条例 

 
平 成 1 7年 1月 1日 

条 例 第 1 7 号 

 

 (趣旨) 

第1条 この条例は､災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき､白石

町災害対策本部(以下｢災害対策本部｣という｡)に関し必要な事項を定めるものとする｡ 

 

 (組織) 

第2条 災害対策本部長は､災害対策本部の事務を総括し､所部の職員を指揮監督する｡ 

2 災害対策副部長は､災害対策本部長を助け､災害対策本部長に事故があるときは､その職務を

代理する｡ 

3 災害対策本部員は､災害対策本部長の命を受け､災害対策本部の事務に従事する｡ 

 

 (部) 

第3条 災害対策本部長は､必要と認めるときは､災害対策本部に部を置くことができる｡ 

2 部に属すべき災害対策本部員は､災害対策本部長が指名する｡ 

3 部に部長を置き､災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる｡ 

4 部長は､部の事務を掌理する｡ 

 

 (委任) 

第4条 この条例に定めるもののほか､災害対策本部に関し必要な事項は､災害対策本部長が定

める｡ 

 

附 則 

 この条例は､平成 17 年 1 月 1 日から施行する｡ 
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災害対策本部等職員配備要綱  

 

1.職員配備の形態と基準 

 (1) 風水害 

配備形態 体制名 配 備 基 準 

災害対策連絡室 

注 意 体 制 気象業務法に基づく警報が発表され警戒が必要なとき 

警 戒 体 制 
気象業務法に基づく災害に関する警報又は水防法及び気

象業務法に基づく洪水予報等が発表されたとき 

災害対策本部 
第 1配備体制 局地的な災害が発生し又は恐れのあるとき 

第 2配備体制 大規模な災害が発生し又は恐れのあるとき 

 (2) 震災 

配備形態 体制名 配 備 基 準 

- 地震注意体制 町域に震度 3の地震が発生し､必要と認めるとき 

災害対策連絡室 地震警戒体制 
町域に震度 4の地震が発生したとき(自動配備) 

津波注意報が発表されたとき 

災害対策本部 

地震第 1配備体制 

町域に震度 5の地震が発生したとき(自動配備) 

津波警報が発表されたとき(自動配備) 

大津波警報が発表されたとき(自動配備) 

比較的軽微な規模の災害が発生したとき   

災害の規模が相当に拡大する恐れがあるとき 

地震第 2配備体制 
町域に震度 6以上の地震が発生したとき(自動配備) 

大規模な災害が発生し､又はその恐れのあるとき 

 
2.各配備形態の指揮者 

災害種

別 
配備形態 体 制 指 揮 者 

風水害 

災害対策連絡室 
注 意 体 制 

①総務課長→②建設課長→③農村整備課長 
警 戒 体 制 

災害対策本部 
第 1配備体制 

①町長→②副町長→③総務課長 
第 2配備体制 

震災 

- 地震注意体制 
①総務課長→②総務課課長補佐→③危機管

理･防災係長 

災害対策連絡室 地震警戒体制 ①総務課長→②建設課長→③農村整備課長 

災害対策本部 
地震第 1配備体制 

①町長→②副町長→③総務課長 
地震第 2配備体制 

 
3.防災対策要員 

 (1) 定義 

    災害対策本部等の迅速な設置及び運営を図れるよう､特に必要となる職員を防災対策要員として 

指定する｡ 

防災対策要員 人 数 

課長 総務課長､農村整備課長､建設課長 3 

職員 

総務課課長補佐､危機管理･防災係長及び係員､農村整備課長補佐､農村管理

係長､農村整備係長､水産林務係長､建設課課長補佐､建設係長2､維持管理係

長2､施設営繕係長､建築住宅係長 

15 
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4.体制及び配備 

 (1) 職員参集の系統【勤務時間中】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 職員参集の系統【勤務時間外･休日】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 防災対策要員不在(不通)時の措置 

伝達者 伝達者不在時における代役者 

総務課長不在の場合 ①総務課課長補佐→②建設課長→③農村整備課長 

 

 (4) 非常参集要員 

    災害発生のおそれ､又は発生した場合において､伝達を受け配備体制を取る場合､あるいは電話連 

絡が取れない場合は､直ちに登庁し､所定の場所で配置につく｡ 

 

 

 

 

 

危機管理・防災係職員等 

一報 

町 長 
連絡 

総務課長 防災対応要員 
連絡 

各課該当職員 

参集指示 

総務課該当職 

参集指示 

配 置 

関係課長 

関係該当職員 

参集指示 

避難活動等を要する場合 

(消防団を含む) 

副 町 長 
連絡 

町 長 
連絡 

総務課長 防災対応要員 

連絡 

各課該当職員 

参集指示 

総務課該当職

員 

参集指示 

配 置 

関係課長 

関係該当職員 

参集指示 

避難活動等を要する場合 
(消防団を含む) 

副町長 

連絡 
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5.職員配備要綱 

 

 (1) 注意体制   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 警戒体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 災害対策連絡室における各部課の業務 

部門 課 主な業務 

総務対策部 総務課 災害対策全般､災害情報の収集･伝達･広報、避難者の搬送 

建設対策部 建設課 水防対策全般 

福祉対策部 長寿社会課 避難行動要支援者の避難誘導 

 

産業対策部 

農村整備課 

農業振興課長 

商工観光課長 

水防対策全般 

消防団 災害活動全般及び避難周知･誘導等 

 

 

配備基準

値・状況 

町長、副町長 

防災対応要員 

総務課長 

各課該当職員 

総務課課長補佐 

危機管理・防災担当職員 

協議 
災害対策連絡室 

避難活動を実施する場合 体制を強化する場合 

防災対応要員 配備職員 
防災対応要員 配備職員 

各課長 配備職員 

消防団員 消防団長 

 

消防団員 

指示 

職員の参集方法 

職員の参集は、直属長が予め定めた配備職員

に電話により参集指示を行う。 

電話不通の場合は防災無線により行う。 

災害対策本部の設置 

消防団長 

課長 

課長補佐 

係長 
配備職員 

連絡 
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(4) 第 1配備体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 第 1配備体制における各部課の業務 

部門 課 主な業務 

総務対策部 

総務課 
災害対策全般､災害情報の収集･伝達･広報、避難者の誘導及び

搬送 

企画財政課 災害対策用配車計画及び配車  

総合戦略課 

税務課 
避難者の誘導及び搬送 

福祉対策部 
長寿社会課 災害時要支援者の避難誘導 

保健福祉課 医療､保険機関との連絡調整 

産業対策部 

農村整備課 

農業振興課 

商工観光課 

災害対策全般 

建設対策課 建設課 災害対策全般 

議会対策部 議会事務局 議会に関すること全般 

教育対策部 

 

学校教育課 

新しい学校づく

り課 

教育に関すること全般 

消防団 災害活動全般及び避難周知･誘導等 

配備基準値・状況 町 長 

総務対策部 

協議 

指示 

災 害 対 策 本 部 

副町長・教育長 

総務課長 配備職員 

配備職員 

配備職員 

配備職員 

配備職員 

配備職員 

配備職員 長寿社会課長 

消防団長 消防副団長 配備団員 

生活環境課長 

建設課長 

福祉対策部 

環境対策部 

産業対策部 

建設対策部 

議会対策部 

教育対策部 

農村整備課長 

学校教育課長 

議会事務局長 
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(6) 第 2配備体制への移行 

 災害の状況等により､第 2配備体制へ移行した場合､職員の配備は全職員をもって災害応急対策を 

講じる｡この場合､職員の参集方法は､直属長又は直属長が指名した者が電話により行う｡ 

(7) 参集職員の確認 

 警戒体制以降の職員参集にあたっては､職員の参集状況等を迅速に確認するため､所定の｢参集記 

録票｣にその旨を記入させるよう行う｡ 

 また､一定の時間が経過した場合､｢参集記録票｣を総務班に提出し､参集状況の報告を行う｡ 

 

6.緊急初動班 

 (1) 定義 

 緊急初動班は､町に突発的な大型震災や豪雨等が発生し､災害対策本部を設置する必要がある場  

合､自主的に登庁を行い､その体制づくりや応急災害措置を緊急に実施する｡ 

  

 (2) 緊急初動班の要員 

緊急初動班 

班 長 総務課長､企画財政課長 

班 員 総務課全職員､企画財政課全職員 

 

 (3) 参集の伝達方法 

   ① 災害の状況等を勘案して自主登庁を原則とする｡ 

   ② 総務課長が必要と認めた場合は以下の方法により参集を行う｡ 

   (ｱ) 電話が利用できる場合                     (ｲ) 電話が利用できない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 災害対策本部への移行 

    災害対策における人的な要員の確保が図れ､災害対策本部を設置した場合､緊急初動班の要員は､  

自動的に災害対策本部における担当業務に従事することとする｡ 

    なお､指揮についても､災害対策本部長(町長)の指揮下へ自動移行する｡ 

  

総務課長 

企画財政課 

総務課課長補佐 

該当職員 該当職員 

総務課長 
防災行政無線 

該当職員 

指示 

指示 

指示 

指示 

操作 

伝達 

町 長 等 
連絡 
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7.災害応急対策用車輌等の配車計画 

 (1) 広報車に利用する車輌(ｽﾋﾟｰｶ付車輌) 

管理 No 車種 車輌番号 管理課 

9 ｴﾌﾞﾘｰ 佐賀 480か 6306 企画財政課 

21 ﾑｰﾌﾞ 佐賀 581く 3933 〃 

28 ﾑｰﾌﾞ 佐賀 581く 3934 〃 

  

(2) 避難者搬送用に利用する車輌 

管理 No 車輌番号 定員 管理課 

25 佐賀 300ぬ 4645 8 企画財政課 

33 佐賀 300ぬ 5763 10 〃 

37 佐賀 300む 3021 5 〃 

 

 

  (3) 応急活動等に利用する車輌 

管理 No 車種 車輌番号 無線機の有無 管理部課 

緊急車輌 ﾃﾞﾘｶ 佐賀 800さ 8906 無 総務課 

20 ﾌｫﾚｽﾀｰ 佐賀 300め 1746 無 企画財政課 

35 ﾊｲﾗｯｸｽ 佐賀  33な 1114 無 〃 

37 ﾌｫﾚｽﾀｰ 佐賀 300む 3021 無 〃 
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避難活動等実施要綱  

1.避難の種類及び基準 

種 別 基   準 行動の目安 

高齢者等避難 

（レベル３） 
人的被害の発生が高まった状態 

避難行動要支援者の

避難開始 

避難指示 

（レベル４） 
人的被害の発生が非常に高いと判断された状態 全員避難の開始 

緊急安全確保 

（レベル５） 

災害が発生し､人の生命又は身体に危険が及ぶ

おそれが非常に高いと判断された状態 

屋内での待避等の

安全確保措置 

 

2.避難情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.避難誘導責任者 

 (1) 定義 

    避難誘導責任者は､避難行動要支援者等の避難誘導を迅速且つ安全に行うため､避難誘導を行う  

場合の､避難誘導要員の配備及び誘導方法等を管理する｡ 

 

4.避難誘導員 

 (1) 定義 

    避難誘導員は､避難誘導責任者からその命を受け､避難行動要支援者等の避難活動に支障をきた 

す住民に対しての避難誘導を行う｡  

町 長 総務課長 情報連絡

班 

防災無線 

税務課長 

長寿社会課長 

 

農業委員会局長 

 

消防団長 

調査班 

消 防 班 

給与班 

要配慮者支援班 

 

農地班 

企画財政課長 連絡班 

避難所設営・運営 

避難所設営・管理 

避難所設営・管理・搬送  

避難所設営・運営 

広報・避難誘導 

広報 

住 民 
避難に関する対策

部 

避難誘導・搬送 

住民課長 
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5.避難場所責任者 

 (1) 定義 

    避難場所責任者は､住民の避難において､避難者名簿の作成､避難環境の整備､食糧及び生活必需品 

等の管理を行い､避難場所の安定化に努める｡ 

    また､避難場所管理者は､各避難場所に対しての設営及び駐在責任者等の要員を配備しその管理を 

行う｡ 

 

6.駐在責任者 

 (1) 定義 

    駐在責任者は､避難場所管理者よりその命を受け､避難場所における避難者の管理及び避難生活の

安定を図るための活動を行う｡ 
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7.避難場所と活動に関する責任者 

● 白石地域 

避難場所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難場所管理者 駐在責任者 

◎白石町総合ｾﾝﾀｰ 長寿社会課長  長寿社会課長  

◎白石町健康ｾﾝﾀｰ 長寿社会課長  長寿社会課長  

白石社会体育館 税務課長  住民課長  

白石中学校 税務課長  住民課長  

白石小学校 税務課長  住民課長  

六角小学校 税務課長  税務課長  

須古小学校 税務課長  税務課長  

北明小学校 税務課長  税務課長  

三近堂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 税務課長  税務課長  

白石高校（普通科キャンパス） 税務課長  住民課長  

佐賀農業高校 税務課長  住民課長  

 ● 福富地域 

避難場所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難場所管理者 駐在責任者 

◎福富ゆうあい館 長寿社会課長  長寿社会課長  

旧福富中学校 税務課長  農業委員会局長  

福富小学校 税務課長  農業委員会局長  

福富社会体育館 税務課長  農業委員会局長  

道の駅しろいし 税務課長  商工観光課  

 ● 有明地域 

避難場所 避難誘導責任者 避難誘導員 避難場所管理者 駐在責任者 

◎有明公民館 長寿社会課長  長寿社会課長  

◎有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 税務課長  企画財政課長  

旧有明中学校 税務課長  企画財政課長  

有明東小学校 税務課長  企画財政課長  

有明西小学校 税務課長  企画財政課長  

有明南小学校 税務課長  企画財政課長  

 ◎自主避難場所 

 *上記以外の避難場所の他､地区公民館を避難場所にする場合がある｡ 

8.避難搬送用車輌の計画 

車輌 No 車輌番号 定員 管理部課 

25 佐賀 300ぬ 4645 8 企画財政課 

33 佐賀 300ぬ 5763 10 〃 

37 佐賀 300む 3021 5 〃 
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防災上配慮を要する者の利用する施設(要配慮者関連施設) 

 

町内の要配慮者利用施設のうちﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟにおける想定浸水深が50cm以上の場所に立地する施設､若しくは

土砂災害警戒区域内の施設 

種 別 地域 施 設 名 称 住 所 電話番号 

公立中学校 白石 白石中学校 大字遠江143ｰ1 0952-84-2411 

病院 白石 藤井整形外科 大字遠江187ｰ13 09582-84-5880 

診療所 白石 有明医院 大字築切851 0952-84-2842 

診療所 白石 重村医院 大字廿治1510 0952-84-2656 

認知症共同 白石 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑうたがきの里 大字築切264ｰ1 0952-84-6661 

通所介護 白石 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうたがきの里 大字築切264ｰ2 0952-84-5530 

通所介護 白石 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 白石の杜 大字東郷1307ｰ3 0952-77-9122 

有料老人ﾎｰﾑ 白石 有料老人ﾎｰﾑ 白石の杜 大字東郷1307ｰ3 0952-77-9122 

短期生活､介護老人福祉施設 白石 特別養護老人ﾎｰﾑ歌垣之園 大字大渡600-1 0952-84-4000 

有料老人ﾎｰﾑ､通所介護 白石 住宅型有料老人ﾎｰﾑそいよかね白石 大字福田1268ｰ1 0952-37-5617 

地域密着通所介護 白石 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ きらきら 大字福田1471ｰ5 0952-65-3800 

診療所 福富 ｶﾀﾌﾁ医院 大字福富3213ｰ1 0952-87-2233 

地域密着通所介護､ 

地域共生ｽﾃｰｼｮﾝ 
福富 有限会社片渕健やかｸﾗﾌﾞ 大字福富3393 0952-87-3922 

幼保連 有明 ありあけ幼稚園 大字牛屋335 0954-65-3015 

就労継続支援(B型) 有明 かがやきの丘｢ﾁｮﾎﾞﾗ有明店｣ 大字深浦1711-2 0954-65-9089 

  合計 15施設     
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白石町防災行政無線施設 

 

1 親局(白石町役場本庁内設置) 

① 60MHz帯無線送受信装置 

   同報周波数 : 61.490MHz / 5.0w 

   呼出名称  : ぼうさいしろいし 

2 再送信子局（福吉公民館）(新明一農区公民館) 

     親局向け送受信周波数 : 61.490MHz / 0.5w 

     子向向け送受信周波数 : 65.435MHz / 2.0w 

3 子局一覧表 

NO 子局名 設置場所 
SPK 種別 増設

AMP 

AB 

出力 
備 考 

30R 30S 50S 

00 役場(親局) 白石町役場本庁  4    屋上設置局 

01 古賀 白石町交流館  1 1 ○ 0.1w 電話機は屋内 D 外接箱 

02 白石 白石小学校  3 1 ○ 0.1w 電話機は屋内へ延長 

03 福吉 福吉公民館  4    再送信子局 

04 福田北 福田北公民館  2 1    

05 福田南 福田南公民館  1 3 ○  簡易子局 

06 揚田 揚田公民館   4 ○  簡易子局 

07 六角 六角小学校   4 ○ 0.1w 電話機は屋内へ延長 

08 西郷 六角西部 4     簡易子局 

09 今泉 今泉公民館  4     

10 吉村 吉村公民館  4    簡易子局 

11 須古 須古小学校  4   0.1w 電話機は屋内へ延長 

12 馬田 馬田消防格納庫  3 1 ○   

13 下箕具 大町橋右岸堤防  4    簡易子局 

14 鳥巣 鳥巣運動公園 1 1 1    

15 馬洗 歌垣登り口公園  1 1    

16 船野 船野公民館 2  1   簡易子局 

17 川津 川津公民館 1 1 1    

18 北明 北明小学校  3 1 ○ 0.1w 電話機は D 外接箱 

19 白石社会体育館 白石社会体育館  4   0.1w 電話機は屋内へ延長 

20 横手 横手上公民館  3 1 ○   

21 新拓 新拓消防格納庫  1 3 ○   

22 弥築 弥築公民館  2 1    

23 新観音 新観音公民館   4 ○   

24 ゆうあい館 福富ゆうあい館   3 ○ 0.5w 電話機は屋内へ延長 

25 福富下区 下区中央住宅  3   2.0w 電話機は D 外接箱 

26 福富中区 大弘寺  2 2 ○  簡易子局 

27 福富北区 福富北区公民館  2 2 ○  簡易子局、 

28 住ﾉ江 住ﾉ江公民館  2 2 ○ 2.0w 電話機は屋内へ延長 

29 六府方 六府方公民館  4    
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NO 子局名 設置場所 
SPK 種別 増幅

AMP 

AB 

出力 
備 考 

30R 30S 50S 

30 東六府方 
東六府方多目的集会

所 
 2 2 ○   

31 大福 大福町有地  1 3 ○   

32 福富南区 福富南区公民館  4    簡易子局 

33 八平 八平多目的集会所   4 ○ 1.0w 電話機は屋内へ延長 

34 有明東 有明東小学校  2 1  0.1w 電話機は屋内へ延長 

35 牛屋 西光寺  4     

36 新明 1 新明 4 農区 B 公民館  2 1   簡易子局 

37 新明 2 有明 2A 公民館  1 3 ○   

38 新明 3 新明一農区公民館  1 1  
親 0.5W 

子 2.0w 

再送信子局 

電話機延長 

39 有明西 有明西小学校 1 2   0.01w 電話機は屋内へ延長 

40 廻里津 ふたば保育園 1 2 1 ○  簡易子局 

41 高町 高町公民館  2 2 ○   

42 上田野上 上田野上公民館 1 1 2 ○   

43 有明南 有明南小学校  3   0.01w 電話機は屋内へ延長 

44 坂田 坂田公民館 1 3    簡易子局 

45 白岩 白岩公民館  2     

46 深浦西 深浦西公民館 2 1    
簡易子局､再送信受信地

区 

47 百貫 竜王漁協組合  1 1   再送信受信地区 

48 大谷 大谷公民館 1 2    
簡易子局､再送信受信地

区 

49 牛間田 牛間田公民館  1 1  2.0w 
電話機は屋内へ延長､再

送信受信地区 

50 竜王 樋口搦   2    

  合計 15 100 62 21 15 局 
簡易子局 14 局､再送信受信地区

5 局 
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各種様式 

様式第 1 号(災害情報) 

災   害   情   報 

災 害 の 種 別  災 害 発 生 日 時  

災 害 発 生 場 所  

発 信 機 関  受 信 機 関  

発 信 者  受 信 者  

発  信  時  刻       月      日     時    分 

受 

 

信 

 

事 

 

項 

   

処 

 

理 

 

事 

 

項 

   

(注意) 

 災害情報は､次の事項に留意して報告し､又は報告を受けること｡ 

1.  人的被害については､その被害の概要(発生日時､場所､被害の原因､状況､消防機関等の

出動等)を記載すると共に､死者､行方不明者､重傷者､軽傷者等人的被害を受けた個人毎にそ

れぞれ住所､氏名､年齢､性別を記載のこと｡ 

2.  住家被害については､その被害棟数､世帯数､人数を記載すること｡ 

3.  道路の規制状況については､規制の場所､被害の原因を記載すること｡ 

4.  河川､海岸､溜池の護岸堤防､ﾀﾞﾑ等その他公共施設の危険状況､防災活動状況｡ 

5.  住民の避難について､自主避難､避難指示等の別､地区名､世帯数､人員､避難場所及び避

難の原因等について記載すること｡ 
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様式第 2 号(被害状況報告) 

被 害 状 況 報 告 ( 速 報 ･ 確 定 ) 

月   日   時   分現在 

 

区分 

 市 町 村 名  
摘    要 

 報 告 者 名  

1 人

的

被

害 

死 者 人   

2 行 方 不 明 者 人   

3 重 傷 者 人   

4 軽 傷 者 人   

5 

 

住 

 

家 

 

被 

 

害 

全 壊 

棟   

6 世帯   

7 人   

8  棟の被害額(千円)   

9 

半 壊 

棟   

10 世帯   

11 人   

12  棟の被害額(千円)   

13 

床 上 浸 水 

棟   

14 世帯   

15 人   

16  棟の被害額(千円)   

17 

床 下 浸 水 

棟   

18 世帯   

19 人   

20  棟の被害額(千円)   

21 

一 部 損 壊 

棟   

22 世帯   

23 人   

24  棟の被害額(千円)   

25 非

住

家 

公 共 建 物 棟   

26  棟の被害額(千円)   

27 その他 棟   

28  棟の被害額(千円)   

29 罹 災 世 帯 数 世帯   

30 罹 災 者 数 人   

31 災 害 対 策 本 部 設 置 月  日  時  分  

32 災 害 対 策 本 部 解 散 月  日  時  分  

33 災 害 救 助 法 適 用 月  日  時  分  

34 消 防 職 員 出 動 延 人 員 人   

35 消 防 団 員 出 動 延 人 員 人   

36 棟 の 被 害 額 の 計 千円   
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様式第 3 号(住民避難等報告) 

 

住 民 避 難 等 報 告 書 

市町村名  報告責任者  報告時間 日 時 分 

避難指示(以下｢指示等｣という｡)の状況 

地 区 名 指示等の原因 指示等日時 対象世帯数 対象人員 避難場所 解 除 日 時 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

警 戒 区 域 設 定 の 状 況 

地 区 名 設定の原因 設 定 日 時 対象世帯数 対象人員 避難場所 解 除 日 時 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

自 主 避 難 の 状 況 

地 区 名 避難の原因 避 難 日 時 対象世帯数 対象人員 避難場所 帰 宅 日 時 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

  日 時 分 世帯 人  日 時 分 

※解除日時､帰宅日時は､最終結果報告の中で記載する｡ 
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様式第 4 号(設備､物件事前予告) 

 

白総第      号 

  年  月  日 

               様 

白石町長       □印  

 

 

設 備 ､物 件 の 事 前 予 告 に つ い て 

 

 

         様が管理している下記の設備､物件は､災害が発生した場合､被害が拡大す

るおそれがあるので､災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 59 条により    年  

月  日までに措置されますよう予警告します｡ 

 

記 

 

1.設備､物件名 

 

 

2.設備､物件数量 

 

 

3.措置内容 

 

 

4.その他 
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様式第 5 号(報道機関等災害状況発表内容) 

 

 

 

報 道 機 関 等 災 害 状 況 発 表 内 容 

 

 

  年  月  日  時  分現在 

 

 

 

 

1.気象情報 

 

2.災害情報 

 

3.被害状況 

 

4.本町の防災体制 

 

5.停電状況 

 

6.断水状況 

 

7.交通機関の運行状況 

 

8.避難状況 

 

9.災害復旧状況 
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様式第 6 号(義援物資･義援金受付受領書及び控え) 

 

 義援物資受付受領書及び控え 

 

 

 

 義援金受付受領書及び控え 

 

 

(番号:   ) 

物 品 受 付 控 

        年  月  日 

品 目 

数 量 

住 所 

氏 名 

 

災害の種類 

(番号:   ) 

物 品 受 付 受 領 書 

        年  月  日 

品 目 

数 量 

 上記は(     )災害の救助物資 

として正に受領致しました｡ 

 

白石町長           □印  

 

(番号:   ) 

義 援 金 受 付 控 

        年  月  日 

一 金 

住 所 

氏 名 

 

災害の種類 

(番号:   ) 

義 援 金 受 付 受 領 書 

        年  月  日 

一 金 

 

 上記は(     )災害の義援金 

として正に受領致しました｡ 

 

白石町長           □印  
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様式第 7号-1(義援物資受付整理簿) 

義 援 物 資 受 付 整 理 簿 

災害の種類(            )                                      年  月  日 

年 月 日 氏  名 住  所  品  名 数量 備  考 

      

      

      

      

      

      

 

 
     

      

受付者課名及び氏名: 
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様式第 7号-2(義援金受付整理簿) 

義 援 金 受 付 整 理 簿 

災害の種類(            )                                      年  月  日 

年 月 日 氏  名 住  所  金  額 備  考 

     

     

     

     

     

     

 

 
    

     

受付者課名及び氏名:
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様式第 8 号(公用交付令書) 

 

公 布 第   号 

 

 

公  用  公  布  令  書 

 

 

住  所 

氏  名 

 

 

 災害対策基本法第        の規定に基づく公用令書(    年  月   日 

 

第  号)にかかる処分を次のとおり公布したので､同法施行令第 34 条第 1 項の規定 

 

によりこれを交付する｡ 

 

  年  月  日 

 

処 分 権 者  氏 名            ○印  

 

公布した内容 

 

71 条 

第 78 条第 1 項 
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様式第 9 号(公用変更令書) 

 

変 更 第   号 

   

 

公  用  変  更  令  書 

 

 

住  所 

氏  名 

 

 

 災害対策基本法第        の規定に基づく公用令書(    年  月   日 

 

第  号)にかかる処分を次のとおり変更したので､同法施行令第 34 条第 1 項の規定 

 

によりこれを交付する｡ 

 

  年  月  日 

 

処 分 権 者  氏 名            ○印  

 

変更した処分の内容 

 

71 条 

第 78 条第 1 項 
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様式第 10 号(公用取消令書) 

 

取 消 第   号 

   

 

公  用  取  消  令  書 

 

 

 

住  所 

氏  名 

 

 

 

 災害対策基本法第        の規定に基づく公用令書(    年  月   日 

 

第  号)にかかる処分を取り消したので､同法施行令第 34 条第 1 項の規定によりこ 

 

れを交付する｡ 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

処 分 権 者  氏 名            ○印  

 

 

 

 

71 条 

第 78 条第 1 項 
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様式第 11 号(自衛隊派遣要請依頼書) 

 

   白総第      号 

  年  月  日 

佐賀県知事       様 

白石町長     □印  

 

 

自衛隊の災害派遣要請依頼につい て 

 

 

 自衛隊法第 83 条の規定に基づき､下記のとおり自衛隊の派遣要請を依頼します｡ 

 

記 

 

 

1.派遣を要望する理由 

 

 

2.災害の状況 

 

 

3.派遣を必要とする期間 

 

 

4.派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

5.その他参考となるべき事項 

 

 

6.連絡先 

 (1) 連絡場所 

 

 

 (2) 連絡責任者 
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様式第 12 号(自衛隊派遣撤収要請依頼書) 

 

   白総第      号 

  年  月  日 

佐賀県知事       様 

白石町長     □印  

 

 

自衛隊の災害派遣撤収要請依頼について 

 

 

 

 自衛隊の災害派遣を受けましたが､災害の復旧も概ね終了しましたので､下記のとおり

自衛隊の撤収要請を依頼します｡ 

 

記 

 

 

1.撤収要請依頼時期 

 

 

2.派遣要請依頼時期 

 

 

3.撤収作業場所 

 

 

4.撤収作業内容 

 

 

5.その他参考となるべき事項 
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様式第 13 号(罹災世帯名簿) 

 

 

罹 災 世 帯 名 簿 

 

                                                白石町 No.        

 

災 害 の 種 別  

災害発生日時  

り 災 状 況  

り災世帯住所  

世  帯  構  成  員 

No 氏  名 続 柄 生 年 月 日 備   考 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

備考欄には､人的被害の有無を記入すること｡ 
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様式第 14 号(罹災証明書) 

 

罹 災 証 明 書 

世帯主住所  

世帯主名  

 

罹災原因   年   月   日の            による 

 

被災住家※の

所在地 
佐賀県杵島郡白石町大字 

住家※の被害

の程度 

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない 

                             (一部損壊) 

浸水区分  

 

※住家とは､現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用しているものをいう｡)のために使用して

いる建物のこと｡(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家) 

 

 

住家以外の被害  

 

上記のとおり､相違ないことを証明します｡ 

 

令和  年  月  日 

 

                                    白石町長 田 島 健 一 ㊞ 
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様式第 15 号(職員参集記録票及び報告書) 

 

職員参集記録票及び報告書 

 

 

課名:            

 

災害対策部名:           班名:            

 

報告日時:    年   月   日   時   分現在 

氏 名 参集時間 自宅等の状況 備 考 

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

 月  日  時  分   

報告責任者:        
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様式第 16 号(避難者ｶｰﾄﾞ) 

避難者
ひ なん しゃ

ｶｰﾄﾞ 
※応急期以降､又は必要に応じて家族ごとに 

避難所名
ひなんしょめい

 

 受付
うけつけ

番号
ばんごう

 

 

記
き

入日
にゅうび

(避難
ひなん

日
び

) 年
ねん

    月
がつ

     日
にち

   (避難
ひなん

日
び

:   月
がつ

    日
にち

) 記入者
きにゅうしゃ

氏名
しめい

  

自宅
じたく

の被害
ひがい

  □ 全壊
ぜんかい

  □ 半壊
はんかい

  □ 一部
いちぶ

破損
はそん

  □ 床上
ゆかうえ

浸水
しんすい

  □ 床下
ゆかした

浸水
しんすい

  □ その他
た

(                         )  □ 被害
ひがい

なし 

住 所
じゅうしょ

 

 

(校区
こうく

･自治会
じちかい

名
めい

) 

〒    - 

 

(             ) 

滞在
たいざい

を希望
きぼう

す

る場所
ばしょ

 

□ 避難所
ひなんしょ

         □ 車 中
しゃちゅう

泊
はく

(避難所
ひなんしょ

敷地内
しきちない

) 

□ ﾃﾝﾄ(避難所
ひなんしょ

敷地内
しきちない

) 

□ その他
た

(                ) 

電話番号
でんわばんごう

  携帯
けいたい

電話
でんわ

  自家用車
じ か よ う し ゃ

 

避難所
ひなんしょ

敷地
しきち

内
ない

駐
ちゅう

車
しゃ

の場合
ばあい

 

色
いろ

  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(任意)  車種
しゃしゅ

  

その他
た

の 

連
れん

絡
らく

先
さき

 

 

(親
しん

戚
せき

など) 

〒    - 

 

ﾅﾝﾊﾞｰ  

ﾍﾟｯﾄ 

種類
しゅるい

  □ 同伴
どうはん

(を希望
きぼう

する) 

□ 自宅
じたく

 

□ 行方
ゆくえ

不明
ふめい

 
頭数
とうすう

 
 

避難所
ひなんしょ

を利用
りよう

する人 

(避難所
ひなんしょ

以外
いがい

の場所
ばしょ

に滞在
たいざい

する人
ひと

も記入
きにゅう

) 

備考
びこう

 (注1) 

病気
びょうき

･服薬
ふくやく

 

･けが 
要介護
ようかいご

 
障 害
しょうがい

 
妊産婦
にんさんぷ

   ｱﾚﾙｷ゙  ー
医療
いりょう

･ 

機器
き き

使用
しよう

等
など

 氏名
しめい

 生年
せいねん

月日
がっぴ

 年齢
ねんれい

 性別
せいべつ

 身体
しんたい

 療 育
りょういく

 精神
せいしん

 

ご
家
族

か
ぞ
く 

① 

ふりがな            

(特記
とっき

事項
じこう

)特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な事項
じこう

(内服薬
ないふくやく

や粉
こな

ﾐﾙｸなど必要
ひつよう

なもの)や 

避難所
ひなんしょ

運営
うんえい

に協 力
きょうりょく

できる技能
ぎのう

･特技
とくぎ

等
など

があれば記入してください｡ 
かかりつけ医

い

･ 

利用
りよう

介護
かいご

 ｻー ﾋ゙ ｽ 

施設名
しせつめい

  医師名
い し め い

等
など

  

連絡先
れんらくさき

  

滞在
たいざい

場所
ばしょ

 □ 避難所
ひなんしょ

  □ 自宅
じたく

  □ その他
た

(           ) 
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(重要
じゅうよう

)安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の問合
といあわ

せへの対応
たいおう

 回答
かいとう

を希望
き ぼ う

する ･ 同意
ど う い

しない 

退所
たいしょ

日
び

  転出先
てんしゅつさき

  

避難所
ひなんしょ

を利用
りよう

する人 

(避難所
ひなんしょ

以外
いがい

の場所
ばしょ

に滞在
たいざい

する人
ひと

も記入
きにゅう

) 

備考
びこう

 (注1) 

病気
びょうき

･服薬
ふくやく

 

･けが 
要介護
ようかいご

 
障 害
しょうがい

 
妊産婦
にんさんぷ

   ｱﾚﾙｷ゙  ー
医療
いりょう

･ 

機器
き き

使用
しよう

等
など

 氏名
しめい

 生年
せいねん

月日
がっぴ

 年齢
ねんれい

 性別
せいべつ

 身体
しんたい

 療 育
りょういく

 精神
せいしん

 

ご
家
族

か
ぞ
く 

② 

ふりがな 年
ねん

 

月
がつ

  日
にち

 

 男･女 

(   ) 
        

(特記
とっき

事項
じこう

)特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な事項
じこう

(内服薬
ないふくやく

や粉
こな

ﾐﾙｸなど必要
ひつよう

なもの)や 

避難所
ひなんしょ

運営
うんえい

に協 力
きょうりょく

できる技能
ぎのう

･特技
とくぎ

等
など

があれば記入してください 
かかりつけ医

い

･ 

利用
りよう

介護
かいご

 ｻー ﾋ゙ ｽ 

施設名
しせつめい

  医師名
い し め い

等
など

  

連絡先
れんらくさき

  

滞在
たいざい

場所
ばしょ

 □ 避難所
ひなんしょ

  □ 自宅
じたく

  □ その他
た

(           ) 

(重要
じゅうよう

)安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の問合
といあわ

せへの対応
たいおう

 回答
かいとう

を希望
き ぼ う

する ･ 同意
ど う い

しない 

避難所
ひなんしょ

を利用
りよう

する人 

(避難所
ひなんしょ

以外
いがい

の場所
ばしょ

に滞在
たいざい

する人
ひと

も記入
きにゅう

) 

備考
びこう

 (注1) 

病気
びょうき

･服薬
ふくやく

 

･けが 
要介護
ようかいご

 
障 害
しょうがい

 
妊産婦
にんさんぷ

   ｱﾚﾙｷ゙  ー
医療
いりょう

･ 

機器
き き

使用
しよう

等
など

 氏名
しめい

 生年
せいねん

月日
がっぴ

 年齢
ねんれい

 性別
せいべつ

 身体
しんたい

 療 育
りょういく

 精神
せいしん

 

ご
家
族

か
ぞ
く 

③ 

ふりがな 年
ねん

 

月
がつ

  日
にち

 

 男･女 

(   ) 
        

(特記
とっき

事項
じこう

)特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な事項
じこう

(内服薬
ないふくやく

や粉
こな

ﾐﾙｸなど必要
ひつよう

なもの)や 

避難所
ひなんしょ

運営
うんえい

に協 力
きょうりょく

できる技能
ぎのう

･特技
とくぎ

等
など

があれば記入してください 
かかりつけ医

い

･ 

利用
りよう

介護
かいご

 ｻー ﾋ゙ ｽ 

施設名
しせつめい

  医師名
い し め い

等
など

  

連絡先
れんらくさき

  

滞在
たいざい

場所
ばしょ

 □ 避難所
ひなんしょ

  □ 自宅
じたく

  □ その他
た

(           ) 

(重要
じゅうよう

)安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の問合
といあわ

せへの対応
たいおう

 回答
かいとう

を希望
き ぼ う

する ･ 同意
ど う い

しない 

・ 

・ 
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様式第 17 号(避難者名簿) 

避難者受付簿 

受付 

番号 

避難所名  台帳№  

地区名 代表者氏名 
避難 

人数 

駐車の 

有無 
避難所の滞在理由など 

避難日時 
備考 

退所日時 

    有 無 

□自主避難  □避難指示等による避難 

自宅の被害  □全壊 □半壊 □一部破損 

         □床上浸水 □床下浸水 □被害なし 

  

 

    有 無 

□自主避難  □避難指示等による避難 

自宅の被害  □全壊 □半壊 □一部破損 

         □床上浸水 □床下浸水 □被害なし 

  

 

    有 無 

□自主避難  □避難指示等による避難 

自宅の被害  □全壊 □半壊 □一部破損 

         □床上浸水 □床下浸水 □被害なし 

  

 

    有 無 

□自主避難  □避難指示等による避難 

自宅の被害  □全壊 □半壊 □一部破損 

         □床上浸水 □床下浸水 □被害なし 

  

 

    有 無 

□自主避難  □避難指示等による避難 

自宅の被害  □全壊 □半壊 □一部破損 

□床上浸水 □床下浸水 □被害なし 

  

 

 


